
 
 

国・独法が保有する個人情報の分類（試案） 

注）本資料は、電子政府の総合窓口（e-Gov）等を基に事務局においてとりまとめたもので

あり、各分類についても事務局において仮に整理したものである。 

 

各府省の保有する個人情報ファイルについては、原則として、電子政府の総

合窓口（e-Gov）において、個人情報ファイルの名称、利用目的等の事項を記載

した帳簿（以下「個人情報ファイル簿」という。）が公開されている。 

また、独立行政法人等が保有する個人情報ファイルについても、各法人のＨ

Ｐにおいて、個人情報ファイル簿が公開されている。 

 

国の各府省庁が保有する 

個人情報ファイル数 

独立行政法人等が保有する 

個人情報ファイル数 

60,754 ファイル （平成 24 年度） 12,686 ファイル （平成 24 年度） 

 

 これらの個人情報ファイルは、膨大かつ多様であり、統一的な視点で全てを

分類することは困難な面があるが、収集方法等の個人情報ファイル簿に記載さ

れた事項に着目して、試みに分類してみると以下のとおりである。 

 

①  法令等に基づく申請・届出・許認可・定期報告等に基づき提出された（と

想定される）個人情報に係るもの 

 

・ 法令等に基づく各種の業規制、資格制度、給付・サービスの提供等に係

る申請、届出、許認可等の処分、定期的な現況把握等に関する個人情報 

・ 課税に係る申告、納税、それらの現況把握等に関する個人情報 など 

 

⇒ ・ 当該個人事業者等は、申請等を行ったこと、行われた処分の状況を

知っていると想定 

  ・ 行政側への義務的な提供 

 

例 ・出会い系サイト事業者管理ファイル、古物商等管理ファイル（警察庁） 

  ・貸金業者リスト(登録貸金業者情報検索サービス)（金融庁） 

  ・恩給等受給者データベース（総務省） 

  ・外国人出入国記録マスタファイル（法務省） 

  ・個人課税台帳、源泉徴収義務者ファイル（国税庁） 

  ・雇用保険支給台帳、年金受給権者ファイル（厚生労働省） 

  ・電気用品事故報告ファイル（経済産業省） 

  ・建設業許可情報ファイル（国土交通省） 
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② 法令等に基づく調査や、法令違反等に関する（と想定される）個人情報

に係るもの 

 

・ 行政側による能動的（権力的なものである場合も含む。）な収集情報 

 

⇒ ・ 当該個人は、当該ファイルの情報を一義的には知り得ないと想定 

 

例 ・被収容者身分帳簿、保護観察事件記録（保護観察処分少年）（法務省） 

  ・保険募集に関する不祥事件届出ファイル（財務省） 

  ・海難調査票ファイル（海上保安庁） 

 

 

 なお、国の安全、外交上の秘密、その他の国の重大な利益に関する事項を

記録する個人情報ファイル（行個法第 10 条第２項第１号）や、犯罪の捜査、

租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査又は公訴の提起若しくは

維持のために作成、取得する個人情報ファイル（同項第２号）は、非公開で

ある。 

 また、被収容者身分帳簿や保護観察事件記録（保護観察処分少年）等の圭

司事件若しくは少年の保護事件に係る裁判、検察官、検察事務官若しくは司

法警察職員が行う処分、刑若しくは保護処分の執行、更正緊急保護又は恩赦

に係る保有個人情報については、行個法に基づく開示、訂正及び利用停止請

求は、適用除外である。（行個法第 45 条第１項） 

 

 

③ 行政機関・独立行政法人等が、サービスの提供主体、契約の一方当事者

等となっている場合、その相手方としての個人の情報を管理するために保

有していると考えられる個人情報ファイル 

 

・ 権力性がなく、いわば民－民の関係と同等の立場で保有している情報 

 

例  ・図書目録データファイル（法務省） 

  ・学籍簿（厚生労働省、国立大学法人） 

  ・診療録（国立病院機構（各センター）） 
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④ その他 

 

（ⅰ）各種名簿（「○○名簿」、「人材ＤＢ」等のファイル名が付されてい

るもの） 

 

・ 保有目的は多様であるが、一定の行政目的遂行のため収集・整理され

ていると考えられる。 

 

例 ・女性人材データベース（内閣府） 

  ・平成 25 年勲章・褒賞拝謁者名簿（宮内庁） 

  ・景品・表示調査員名簿（消費者庁） 

 

 

 なお、行政機関の人事管理等内部統制のために保有される個人情報フ

ァイル（行個法第 10 条第２項第３号）は非公開である。 

 

（ⅱ）各種相談対応者情報ファイル 

 

・ 本人からの任意の申告により取得され、事案処理や各種施策への反映

等のため保有される個人情報 

 

例 ・人権相談ファイル（法務省） 

  ・消費者相談受付カード（経済産業省） 

  

（ⅲ）施設利用者、入館者等に係る情報ファイル 

 

例 ・外交史料館利用者ファイル（外務省） 

  ・訪問者管理システム（期間登録者管理）（経済産業省） 

 

 

（注）行個法においては、１年以内に消去することとなる記録情報のみを記

録する個人情報ファイル（行個法第 10 条第２項第６号）や、本人の数が

1,000 人未満の個人情報ファイル（同項第９号）は個人情報ファイル簿の

作成及び公表義務はない。 

   したがって、個人情報ファイル簿により個人情報ファイルの名称等が

公表されているもの以外にも、多様な“散在情報”が存在している。 
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個人情報ファイル簿 件名一覧

……………………………………………○ 内閣府（２９件） P. 1

…………………………………………○ 宮内庁（１１９件） P. 4

……………………………………○ 公正取引委員会（７件） P. 14

……………………………………………○ 警察庁（６９件） P. 15

……………………………………………○ 金融庁（１４件） P. 21

……………………………………………○ 消費者庁（８件） P. 23

……………………………………………○ 総務省（２３件） P. 24

…………………………………………○ 法務省（１４２件） P. 27

……………………………………………○ 外務省（３６件） P. 39

…………………………………………○ 財務省（１１１件） P. 42

…………………………………………○ 国税庁（１８６件） P. 53

………………………………………○ 文部科学省（１４件） P. 69

……………………………………○ 厚生労働省（４０５件） P. 71

………………………………………○ 農林水産省（４２件） P.104

………………………………………○ 経済産業省（７６件） P.108

……………………………………○ 国土交通省（１０７件） P.115

……………………………………………○ 環境省（１９件） P.124

…………………………………………○ 防衛省（１７７件） P.126

…………………………………………○ 会計検査院（９件） P.141
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e-Gov home >  検索条件入力 > 検索結果

個人情報ファイル簿の検索

検索画面へ戻る

検索結果一覧

検索キー
ワード

指定なし 

府省
内閣官房 , 安全保障会議 , 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部 , 特殊法人等改革推進本部 , 都市再生本部 , 構造改革特
別区域推進本部 , 知的財産戦略本部 , 地球温暖化対策推進本部 , 地域再生本部 , 内閣法制局 , 人事院 , 内閣府

上記の検索条件で 29 件ヒットしました。1件から29件を表示
詳細を見るには、番号横のチェックボックスをチェックし、詳細表示をクリックして下さい。

全件詳細表示 選択詳細表示

凡例 個人情報ファイルの名称 府省名

行政機関の名称：行政機関の名称（全角２０文字以内） 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称：個人情報ファイルが利用に供される事務
をつかさどる組織の名称（全角５，０００文字以内） 個人情報ファイルの利用目的：個人情報ファイルの利用目的（全角２５０文字以内） 記録項目：記録項目（全角
５，０００文字以内） 記録範囲：記録範囲（全角５００文字以内） 記録情報の収集方法：記録情報の収集方法（全角１５０文字以内）・・・・先頭３００字までを表示

1. 春秋叙勲受章者ファイル 内閣府

行政機関の名称： 内閣府 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 賞勲局総務課 個人情報ファイルの利用目的： 春秋叙勲受章者の
記録を保存し、栄典事務に資する。 記録項目： １氏名、２性別、３生年月日、４賞賜、５発令年月日、６現住所、７本籍、８功労概要、９主要経歴 記録範囲： 春秋叙
勲の勲章受章者（昭和３９年春以後） 記録情報の収集方法： 各省庁からの申請 記録情報の経常的提供先： － 開示請求

2. 春秋褒章受章者ファイル 内閣府

行政機関の名称： 内閣府 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 賞勲局総務課 個人情報ファイルの利用目的： 春秋褒章受章者の
記録を保存し、栄典事務に資する。 記録項目： １氏名、２性別、３生年月日、４褒章の種別、５発令年月日、６現住所、７本籍、８功績概要、９主要経歴 記録範囲： 
春秋の褒章受章者（昭和３９年以後） 記録情報の収集方法： 各省庁からの申請 記録情報の経常的提供先： － 開示請求

3. 紺綬褒章受章者ファイル 内閣府

行政機関の名称： 内閣府 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 賞勲局総務課 個人情報ファイルの利用目的： 紺綬褒章の受章者
の記録を保存し、栄典事務に資する。 記録項目： １氏名、２性別、３生年月日、４紺綬褒章の種別、５発令年月日、６現住所、７本籍、８功労概要 記録範囲： 紺綬
褒章の受章者（大正８年以後） 記録情報の収集方法： 各省庁からの申請 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理

4. 高齢者叙勲受章者ファイル 内閣府

行政機関の名称： 内閣府 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 賞勲局総務課 個人情報ファイルの利用目的： 高齢者叙勲受章者
の記録を保存し、栄典事務に資する。 記録項目： １氏名、２性別、３生年月日、４賞賜、５発令年月日、６現住所、７功労概要、８主要経歴 記録範囲： 高齢者叙勲
の勲章受章者（昭和４８年６月以後） 記録情報の収集方法： 各省庁からの申請 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等

5. 危険業務従事者叙勲受章者ファイル 内閣府

行政機関の名称： 内閣府 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 賞勲局総務課 個人情報ファイルの利用目的： 危険業務従事者叙
勲受章者の記録を保存し、栄典事務に資する。 記録項目： １氏名、２性別、３生年月日、４賞賜、５発令年月日、６現住所、７本籍、８功労概要、９主要経歴 記録
範囲： 危険業務従事者叙勲の勲章受章者（平成１５年１１月以後） 記録情報の収集方法： 各省庁からの申請 記録情報の経常的提供先：

6. 女性人材データベースシステム 内閣府

行政機関の名称： 内閣府 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 男女共同参画局推進課 個人情報ファイルの利用目的： 男女共同
参画基本計画に具体的施策として掲げている、国の審議会等委員への女性の参画促進に資するため、審議会等委員の候補者選定の際の資料としてもらう目的で、
審議会等委員となりうる人材の情報を提供する。 記録項目： １府省庁名及び担当部局名、２審議会等名、３委員数、４うち女性委員数、５委員名、６現職名、７任期
満了年月日、８専門分野 記録範囲：

7. 特定非営利活動法人データーベース 内閣府

行政機関の名称： 内閣府 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 政策統括官（経済社会システム担当）付参事官（「新しい公共」・市民
活動促進担当） 個人情報ファイルの利用目的： 備考のとおり。 記録項目： １氏名、２住所又は居所（総会の議長及び議事録署名人を除く）、３電話番号（申請者
及び清算人のみ）、４報酬の有無（役員のみ）、５新任・再任等に係る変更事項及び変更年月日（役員のみ）、６理事・監事の別（役員のみ）、７就任期間及び報酬を受
けた期間（役員のみ）、８住民票の写しの画像（役

8. 消費税価格転嫁等総合相談センター応対情報 内閣府

行政機関の名称： 内閣府 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 内閣府大臣官房消費税価格転嫁等相談対応室 個人情報ファイル
の利用目的： 消費税に係る転嫁拒否等に関する電話相談等に対応する政府共通の窓口の運営に関する業務を行うために利用する。 記録項目： １基本情報 受
付日時、２基本情報 受付ＩＤ、３基本情報 受付手段、４基本情報 相談区分（１）、５基本情報 相談区分（２）、６基本情報 相談区分（３）、７相談者情報 氏名（漢
字）、８相談者情報 氏名（カナ）、９相談者情報 住所

9. 製造たばこ小売販売業許可台帳システム 内閣府

行政機関の名称： 内閣府 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 沖縄総合事務局財務部 個人情報ファイルの利用目的： 製造たばこ
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の小売販売業者の適正な監督に資する。 記録項目： １氏名（商号又は名称）、２生年月日、３郵便番号（住所及び営業所）、４都道府県（住所及び営業所）、５市区
町村（住所及び営業所）、６住所、７製造たばこ小売販売業営業所所在地、８電話番号（住所及び営業所）、９法定代理人名、10法人代表者名、11法人又は個人の
別、12製造たばこ小売販売業に関する許可条件、13

10. 貸金業者行政処分ファイル 内閣府

行政機関の名称： 内閣府 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 沖縄総合事務局財務部 個人情報ファイルの利用目的： 貸金業の
登録拒否要件に「登録を取消されてから五年間を経ない者」等が規定されていることから、登録等の際に該当の有無を確認するため。 記録項目： １商号又は名
称、２氏名（法人にあっては代表者の氏名）、３登録行政庁、４登録番号、５行政処分の内容、６行政処分の日、７適用条文、８取消しの日前30日以内並びに取消しに
係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に役員であっ

11. ＮＰＯ法人情報ポータルサイト用に使用するためのデータファイル 内閣府

行政機関の名称： 内閣府 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 政策統括官（経済社会システム担当）付参事官（「新しい公共」・市民
活動促進担当） 個人情報ファイルの利用目的： 内閣府及び各都道府県の認証した特定非営利活動法人に関する基本的な情報を一般市民に提供することを目的
とする。 記録項目： 1.法人名称、2.代表者氏名、3.事務所所在地、4.所轄庁、5.目的、6.活動分野、7.認証年月日 記録範囲： 特定非営利活動法人の代表者 記録
情報

12. 金融商品取引外務員登録ファイル 内閣府

行政機関の名称： 内閣府 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 沖縄総合事務局財務部 個人情報ファイルの利用目的： 金融商品
取引法に基づく金融商品取引外務員の登録事務の適正な審査に利用する。 記録項目： １ 管轄財務局、２ 登録番号、３ 氏名、４ 登録年月日、５ 旧氏名、６
氏名変更年月日、７ 性別、８ 生年月日、９ 申請者の商号、10 商号コード、11 申請年月日、12 外務員の職務を行ったことの有無及び期間、13 役員又は使用
人の別、14 登録抹消年月日、15 登録抹消

13. 損害保険代理店登録ファイル 内閣府

行政機関の名称： 内閣府 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 沖縄総合事務局財務部 個人情報ファイルの利用目的： 損害保険
代理店登録状況及び使用人届出状況を把握するために利用する 記録項目： 1.管轄財務局（コード）、2.データ区分コード、3.申請者区分（コード）、4.代理店区分（コ
ード）、5.登録申請年月日、6.事由発生年月日、7.申請者氏名（漢字）、8.申請者氏名（全角カナ）、9. 代理店登録番号・記号、10. 代理申請会社（コード）、11. 商号・名
称又は氏名（漢字

14. 生命保険募集人登録ファイル 内閣府

行政機関の名称： 内閣府 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 沖縄総合事務局財務部 個人情報ファイルの利用目的： 生命保険
募集人登録状況を把握するために利用する 記録項目： 1 管轄財務局名、2 管轄財務事務所名、３ 生命保険募集人所属保険会社名、４ 生命保険募集人所属
保険会社支社名、５ 生命保険募集人登録番号、６ 生命保険募集人試験免除の有無、７ 生命保険募集人性別、８ 生命保険募集人職種区分、９ 生命保険募集
人登録年月日、１０ 生命保険募集人生年月日、１１ 生命保険募

15. 少額短期保険募集人登録ファイル 内閣府

行政機関の名称： 内閣府 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 沖縄総合事務局財務部 個人情報ファイルの利用目的： 少額短期
保険募集人登録状況及び使用人届出状況を把握するために利用する。 記録項目： １.管轄財務局名、２.管轄財務事務所名、３. 少額短期保険募集人所属少額短
期保険業者名、４. 少額短期保険募集人登録番号、５. 少額短期保険募集人性別、６. 少額短期保険募集人職種区分、７. 少額短期保険募集人登録年月日、８. 少額
短期保険募集人生年月日、９. 少額短期保険募集

16. 活動法人データ 内閣府

行政機関の名称： 内閣府 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 大臣官房公益法人行政担当室 個人情報ファイルの利用目的： 特
例民法法人の実態の把握のため 記録項目： １所管官庁名、２法人区分、３法人名、４所在地、５電話番号、６ＦＡＸ番号、７ホームページ及びメールアドレス、８設立
年月日、９代表者職名、１０法人代表者氏名、１１正社（会）員数、１２基本財産、１３賛助会員数等、１４設立目的、１５事業の種類、１６法人の性格、１７特定公益増進
法人の認定の有無、１８指定寄付金の指定の有無

17. 保険募集に関する不祥事件届出ファイル 内閣府

行政機関の名称： 内閣府 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 沖縄総合事務局財務部 個人情報ファイルの利用目的： 保険会社
から提出される不祥事件届出の管理のために利用するとともに、特定保険募集人の登録事務における登録拒否事由の有無に係る審査のために利用する。 記録
項目： １ 管理番号、２ 会社名、３ 代理店名、４ 委託状況、５ 第○報、６ 報告状況、７ 届出年月日（直近）、８ 直近届出から本日までの経過日数、９ 初回届出年月
日、10 事故認知日、11 

18. 「桜を見る会」招待者名簿 内閣府

行政機関の名称： 内閣府 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 大臣官房人事課 個人情報ファイルの利用目的： 式典等における招
待者の範囲等に利用する。 記録項目： １推薦省庁、２出欠、３受付番号、４氏名、５役職、６備考 記録範囲： 式典等に招待した者 記録情報の収集方法： 各省
庁等からの提供 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 内閣府大臣官房

19. 「世界青年の船」事業外国人既参加青年等名簿 内閣府

行政機関の名称： 内閣府 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 政策統括官（共生社会政策担当）付参事官（青年国際交流担当）
個人情報ファイルの利用目的： 機関誌の配付などの既参加青年間の人的ネットワークの形成・維持に利用する。 記録項目： １国籍、２事業参加回次、３氏名、４性
別、５事業参加時の役割、６住所、７電話番号、８メールアドレス 記録範囲： 参加青年、団長、指導官 記録情報の収集方法： 日本青年国際交流機構からの提供 

20. 内閣府青年国際交流事業日本人既参加青年等名簿 内閣府

行政機関の名称： 内閣府 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 政策統括官（共生社会政策担当）付参事官（青年国際交流担当）
個人情報ファイルの利用目的： 機関誌の配付などの既参加青年間の人的ネットワークの形成・維持に利用する。 記録項目： １参加事業、２氏名、３性別、４生年月
日、５事業参加時の役割、６住所、７電話番号、８メールアドレス 記録範囲： ナショナル・リーダー、参加青年、団長、副団長及び指導官 記録情報の収集方法： 日

21. 春秋叙勲受章者名簿 内閣府

行政機関の名称： 内閣府 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 賞勲局総務課 個人情報ファイルの利用目的： 春秋叙勲受章者の
記録を掲載し、報道発表、関係行政機関の事務用参考資料等に供する。 記録項目： １賞賜、２功労概要、３主要経歴、４前叙・褒章、５氏名、６性別、７年齢、８本
籍都道府県、９現住所 記録範囲： 春秋叙勲の勲章受章者（昭和３９年春以後） 記録情報の収集方法： 各省庁からの申請 記録情報の経常的提供先：

22. 春秋褒章受章者名簿 内閣府

行政機関の名称： 内閣府 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 賞勲局総務課 個人情報ファイルの利用目的： 春秋褒章受章者の
記録を掲載し、報道発表、関係行政機関の事務用参考資料等に供する。 記録項目： １褒章の種別、２功績概要、３主要経歴、４氏名、５性別、６年齢、７本籍都道
府県、８現住所 記録範囲： 春秋褒章の受章者（昭和５３年春以後） 記録情報の収集方法： 各省庁からの申請 記録情報の経常的提供先： 
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23. 春秋外国人叙勲受章者名簿 内閣府

行政機関の名称： 内閣府 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 賞勲局総務課 個人情報ファイルの利用目的： 春秋外国人叙勲受
章者の記録を掲載し、報道発表、関係行政機関の事務用参考資料等に供する。 記録項目： １賞賜、２功労概要、３主要経歴、４前叙、５氏名、６性別、７年齢、８国
籍、９現住所 記録範囲： 春秋外国人叙勲の勲章受章者（昭和５６年秋以後） 記録情報の収集方法： 各省庁からの申請 記録情報の経常的提供先： 

24. 危険業務従事者叙勲受章者名簿 内閣府

行政機関の名称： 内閣府 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 賞勲局総務課 個人情報ファイルの利用目的： 危険業務従事者叙
勲受章者の記録を掲載し、報道発表、関係行政機関の事務用参考資料等に供する。 記録項目： １賞賜、２功労概要、３主要経歴、４前叙・褒章、５氏名、６性別、７
年齢、８本籍都道府県、９現住所 記録範囲： 危険業務従事者叙勲の勲章受章者（平成１５年１１月以後） 記録情報の収集方法： 各省庁からの申請 記

25. 「消費動向調査」調査単位区世帯名簿 内閣府

行政機関の名称： 内閣府 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 経済社会総合研究所景気統計部 個人情報ファイルの利用目的： 
統計に利用する。 記録項目： １住所、２世帯主氏名 記録範囲： 国勢調査に基づく調査区において聞き取りに応じた者 記録情報の収集方法： 本人からの聞き
取り 記録情報の経常的提供先： 一般社団法人新情報センター（「消費動向調査」の調査客体の抽出及び調査の実施機関） 開示請

26. 「消費動向調査」単身世帯抽出名簿 内閣府

行政機関の名称： 内閣府 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 経済社会総合研究所景気統計部 個人情報ファイルの利用目的： 
統計に利用する。 記録項目： １住所、２氏名、３生年月日、４性別 記録範囲： 各市町村に住民登録を行なっている者 記録情報の収集方法： 住民基本台帳又は
選挙人名簿（調査対象市町村から住民基本台帳に代わり選挙人名簿を参照するように指示があった場合）からの収集 記録情報の経常的提供先：

27. 自動車検査員教習修了者名簿 内閣府

行政機関の名称： 内閣府 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 沖縄総合事務局運輸部車両安全課 個人情報ファイルの利用目的：
沖縄総合事務局管内での自動車検査員教習修了者数の把握、教習修了証明書の発行業務への対応及び他の運輸局からの問い合わせの対応に利用する。 記録
項目： １氏名、２生年月日、３教習修了一連番号、４教習修了年月日 記録範囲： 自動車検査員教習修了者 記録情報の収集方法： 修了者名簿からの収集 記
録情

28. 整備管理者選任前研修修了者名簿 内閣府

行政機関の名称： 内閣府 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 沖縄総合事務局運輸部車両安全課 個人情報ファイルの利用目的：
整備管理者選任前研修修了者の管理に利用する。 記録項目： １氏名、２生年月日、３住所、４修了年月日、５管理番号 記録範囲： 整備管理者選任前研修修了
者 記録情報の収集方法： 本人から提出（研修受講申込） 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び

29. 東日本大震災追悼式参列者名簿 内閣府

行政機関の名称： 内閣府 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 大臣官房人事課 個人情報ファイルの利用目的： 式等における参列
者の範囲等に利用する。 記録項目： １出欠、２推薦省庁、３区分、４整理番号、５氏名、６ふりがな、７役職、８備考 記録範囲： 式等に参列した者 記録情報の収
集方法： 各省庁等からの提供 記録情報の経常的提供先： ― 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地：

全件詳細表示 選択詳細表示
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e-Gov home >  検索条件入力 > 検索結果

個人情報ファイル簿の検索

検索画面へ戻る

検索結果一覧

検索キーワード 指定なし 

府省 宮内庁

上記の検索条件で 119 件ヒットしました。1件から100件を表示
詳細を見るには、番号横のチェックボックスをチェックし、詳細表示をクリックして下さい。

全件詳細表示 選択詳細表示 次の19件

凡例 個人情報ファイルの名称 府省名

行政機関の名称：行政機関の名称（全角２０文字以内） 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称：個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称（全角５，０００文字以内） 個人情報ファイルの利用目的：個人情報ファイルの利用目的（全角２５０文字以内） 記録項目：記録項目（全
角５，０００文字以内） 記録範囲：記録範囲（全角５００文字以内） 記録情報の収集方法：記録情報の収集方法（全角１５０文字以内）・・・・先頭３００字までを表示

1. 通行証交付ファイル 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 長官官房秘書課 個人情報ファイルの利用目的： 皇居入門に必要
な通行証の交付のために利用する。 記録項目： １所属、２氏名、３フリガナ、４生年月日、５住所、６顔写真 記録範囲： 通行証交付申請者 記録情報の収集方
法： 本人からの申請 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 宮

2. 昭和５９年春の勲章・褒章拝謁者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 長官官房総務課 個人情報ファイルの利用目的： 拝謁者の記録を
保存し，拝謁行事の事務に資する。 記録項目： １勲章・褒賞の種別、２氏名、３年齢、４配偶者名、５配偶者年齢、６住所 記録範囲： 勲章・褒章受章拝謁者 記
録情報の収集方法： 関係省庁からの通知 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名

3. 昭和５９年秋の勲章・褒章拝謁者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 長官官房総務課 個人情報ファイルの利用目的： 拝謁者の記録を
保存し，拝謁行事の事務に資する。 記録項目： １勲章・褒賞の種別、２氏名、３年齢、４配偶者名、５配偶者年齢、６住所 記録範囲： 勲章・褒章受章拝謁者 記
録情報の収集方法： 関係省庁からの通知 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名

4. 昭和６０年春の勲章・褒章拝謁者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 長官官房総務課 個人情報ファイルの利用目的： 拝謁者の記録を
保存し，拝謁行事の事務に資する。 記録項目： １勲章・褒賞の種別、２氏名、３年齢、４配偶者名、５配偶者年齢、６住所 記録範囲： 勲章・褒章受章拝謁者 記
録情報の収集方法： 関係省庁からの通知 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名

5. 昭和６０年秋の勲章・褒章拝謁者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 長官官房総務課 個人情報ファイルの利用目的： 拝謁者の記録を
保存し，拝謁行事の事務に資する。 記録項目： １勲章・褒賞の種別、２氏名、３年齢、４配偶者名、５配偶者年齢、６住所 記録範囲： 勲章・褒章受章拝謁者 記
録情報の収集方法： 関係省庁からの通知 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名

6. 昭和６１年春の勲章・褒章拝謁者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 長官官房総務課 個人情報ファイルの利用目的： 拝謁者の記録を
保存し，拝謁行事の事務に資する。 記録項目： １勲章・褒賞の種別、２氏名、３年齢、４配偶者名、５配偶者年齢、６住所 記録範囲： 勲章・褒章受章拝謁者 記
録情報の収集方法： 関係省庁からの通知 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名

7. 昭和６１年秋の勲章・褒章拝謁者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 長官官房総務課 個人情報ファイルの利用目的： 拝謁者の記録を
保存し，拝謁行事の事務に資する。 記録項目： １勲章・褒賞の種別、２氏名、３年齢、４配偶者名、５配偶者年齢、６住所 記録範囲： 勲章・褒章受章拝謁者 記
録情報の収集方法： 関係省庁からの通知 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名

8. 昭和６２年春の勲章・褒章拝謁者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 長官官房総務課 個人情報ファイルの利用目的： 拝謁者の記録を
保存し，拝謁行事の事務に資する。 記録項目： １勲章・褒賞の種別、２氏名、３年齢、４配偶者名、５配偶者年齢、６住所 記録範囲： 勲章・褒章受章拝謁者 記
録情報の収集方法： 関係省庁からの通知 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名

9. 昭和６２年秋の勲章・褒章拝謁者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 長官官房総務課 個人情報ファイルの利用目的： 拝謁者の記録を
保存し，拝謁行事の事務に資する。 記録項目： １勲章・褒賞の種別、２氏名、３年齢、４配偶者名、５配偶者年齢、６住所 記録範囲： 勲章・褒章受章拝謁者 記
録情報の収集方法： 関係省庁からの通知 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名

10. 昭和６３年春の勲章・褒章拝謁者名簿 宮内庁

e-Gov（イーガブ）は総務省が運営する総合的な行政ポータルサイトです
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行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 長官官房総務課 個人情報ファイルの利用目的： 拝謁者の記録を
保存し，拝謁行事の事務に資する。 記録項目： １勲章・褒賞の種別、２氏名、３年齢、４配偶者名、５配偶者年齢、６住所 記録範囲： 勲章・褒章受章拝謁者 記
録情報の収集方法： 関係省庁からの通知 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名

11. 昭和６３年秋の勲章・褒章拝謁者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 長官官房総務課 個人情報ファイルの利用目的： 拝謁者の記録を
保存し，拝謁行事の事務に資する。 記録項目： １勲章・褒賞の種別、２氏名、３年齢、４配偶者名、５配偶者年齢、６住所 記録範囲： 勲章・褒章受章拝謁者 記
録情報の収集方法： 関係省庁からの通知 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名

12. 平成元年春の勲章・褒章拝謁者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 長官官房総務課 個人情報ファイルの利用目的： 拝謁者の記録を
保存し，拝謁行事の事務に資する。 記録項目： １勲章・褒賞の種別、２氏名、３年齢、４配偶者名、５配偶者年齢、６住所 記録範囲： 勲章・褒章受章拝謁者 記
録情報の収集方法： 関係省庁からの通知 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名

13. 平成元年秋の勲章・褒章拝謁者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 長官官房総務課 個人情報ファイルの利用目的： 拝謁者の記録を
保存し，拝謁行事の事務に資する。 記録項目： １勲章・褒賞の種別、２氏名、３年齢、４配偶者名、５配偶者年齢、６住所 記録範囲： 勲章・褒章受章拝謁者 記
録情報の収集方法： 関係省庁からの通知 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名

14. 平成２年春の勲章・褒章拝謁者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 長官官房総務課 個人情報ファイルの利用目的： 拝謁者の記録を
保存し，拝謁行事の事務に資する。 記録項目： １勲章・褒賞の種別、２氏名、３年齢、４配偶者名、５配偶者年齢、６住所 記録範囲： 勲章・褒章受章拝謁者 記
録情報の収集方法： 関係省庁からの通知 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名

15. 平成２年秋の勲章・褒章拝謁者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 長官官房総務課 個人情報ファイルの利用目的： 拝謁者の記録を
保存し，拝謁行事の事務に資する。 記録項目： １勲章・褒賞の種別、２氏名、３年齢、４配偶者名、５配偶者年齢、６住所 記録範囲： 勲章・褒章受章拝謁者 記
録情報の収集方法： 関係省庁からの通知 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名

16. 平成３年春の勲章・褒章拝謁者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 長官官房総務課 個人情報ファイルの利用目的： 拝謁者の記録を
保存し，拝謁行事の事務に資する。 記録項目： １勲章・褒賞の種別、２氏名、３年齢、４配偶者名、５配偶者年齢、６住所 記録範囲： 勲章・褒章受章拝謁者 記
録情報の収集方法： 関係省庁からの通知 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名

17. 平成３年秋の勲章・褒章拝謁者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 長官官房総務課 個人情報ファイルの利用目的： 拝謁者の記録を
保存し，拝謁行事の事務に資する。 記録項目： １勲章・褒賞の種別、２氏名、３年齢、４配偶者名、５配偶者年齢、６住所 記録範囲： 勲章・褒章受章拝謁者 記
録情報の収集方法： 関係省庁からの通知 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名

18. 平成４年春の勲章・褒章拝謁者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 長官官房総務課 個人情報ファイルの利用目的： 拝謁者の記録を
保存し，拝謁行事の事務に資する。 記録項目： １勲章・褒賞の種別、２氏名、３年齢、４配偶者名、５配偶者年齢、６住所 記録範囲： 勲章・褒章受章拝謁者 記
録情報の収集方法： 関係省庁からの通知 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名

19. 平成４年秋の勲章・褒章拝謁者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 長官官房総務課 個人情報ファイルの利用目的： 拝謁者の記録を
保存し，拝謁行事の事務に資する。 記録項目： １勲章・褒賞の種別、２氏名、３年齢、４配偶者名、５配偶者年齢、６住所 記録範囲： 勲章・褒章受章拝謁者 記
録情報の収集方法： 関係省庁からの通知 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名

20. 平成５年春の勲章・褒章拝謁者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 長官官房総務課 個人情報ファイルの利用目的： 拝謁者の記録を
保存し，拝謁行事の事務に資する。 記録項目： １勲章・褒賞の種別、２氏名、３年齢、４配偶者名、５配偶者年齢、６住所 記録範囲： 勲章・褒章受章拝謁者 記
録情報の収集方法： 関係省庁からの通知 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名

21. 平成５年秋の勲章・褒章拝謁者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 長官官房総務課 個人情報ファイルの利用目的： 拝謁者の記録を
保存し，拝謁行事の事務に資する。 記録項目： １勲章・褒賞の種別、２氏名、３年齢、４配偶者名、５配偶者年齢、６住所 記録範囲： 勲章・褒章受章拝謁者 記
録情報の収集方法： 関係省庁からの通知 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名

22. 平成６年春の勲章・褒章拝謁者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 長官官房総務課 個人情報ファイルの利用目的： 拝謁者の記録を
保存し，拝謁行事の事務に資する。 記録項目： １勲章・褒賞の種別、２氏名、３年齢、４配偶者名、５配偶者年齢、６住所 記録範囲： 勲章・褒章受章拝謁者 記
録情報の収集方法： 関係省庁からの通知 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名

23. 平成６年秋の勲章・褒章拝謁者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 長官官房総務課 個人情報ファイルの利用目的： 拝謁者の記録を
保存し，拝謁行事の事務に資する。 記録項目： １勲章・褒賞の種別、２氏名、３年齢、４配偶者名、５配偶者年齢、６住所 記録範囲： 勲章・褒章受章拝謁者 記
録情報の収集方法： 関係省庁からの通知 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名

24. 平成７年春の勲章・褒章拝謁者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 長官官房総務課 個人情報ファイルの利用目的： 拝謁者の記録を
保存し，拝謁行事の事務に資する。 記録項目： １勲章・褒賞の種別、２氏名、３年齢、４配偶者名、５配偶者年齢、６住所 記録範囲： 勲章・褒章受章拝謁者 記
録情報の収集方法： 関係省庁からの通知 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名

25. 平成７年秋の勲章・褒章拝謁者名簿 宮内庁

2/8ページ電子政府の総合窓口 -個人情報ファイル簿の検索-

2014/09/05http://gkjh.e-gov.go.jp/servlet/Ksearch

- 5 -



行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 長官官房総務課 個人情報ファイルの利用目的： 拝謁者の記録を
保存し，拝謁行事の事務に資する。 記録項目： １勲章・褒賞の種別、２氏名、３年齢、４配偶者名、５配偶者年齢、６住所 記録範囲： 勲章・褒章受章拝謁者 記
録情報の収集方法： 関係省庁からの通知 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名

26. 平成８年春の勲章・褒章拝謁者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 長官官房総務課 個人情報ファイルの利用目的： 拝謁者の記録を
保存し，拝謁行事の事務に資する。 記録項目： １勲章・褒賞の種別、２氏名、３年齢、４配偶者名、５配偶者年齢、６住所 記録範囲： 勲章・褒章受章拝謁者 記
録情報の収集方法： 関係省庁からの通知 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名

27. 平成８年秋の勲章・褒章拝謁者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 長官官房総務課 個人情報ファイルの利用目的： 拝謁者の記録を
保存し，拝謁行事の事務に資する。 記録項目： １勲章・褒賞の種別、２氏名、３年齢、４配偶者名、５配偶者年齢、６住所 記録範囲： 勲章・褒章受章拝謁者 記
録情報の収集方法： 関係省庁からの通知 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名

28. 平成９年春の勲章・褒章拝謁者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 長官官房総務課 個人情報ファイルの利用目的： 拝謁者の記録を
保存し，拝謁行事の事務に資する。 記録項目： １勲章・褒賞の種別、２氏名、３年齢、４配偶者名、５配偶者年齢、６住所 記録範囲： 勲章・褒章受章拝謁者 記
録情報の収集方法： 関係省庁からの通知 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名

29. 平成９年秋の勲章・褒章拝謁者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 長官官房総務課 個人情報ファイルの利用目的： 拝謁者の記録を
保存し，拝謁行事の事務に資する。 記録項目： １勲章・褒賞の種別、２氏名、３年齢、４配偶者名、５配偶者年齢、６住所 記録範囲： 勲章・褒章受章拝謁者 記
録情報の収集方法： 関係省庁からの通知 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名

30. 平成１０年春の勲章・褒章拝謁者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 長官官房総務課 個人情報ファイルの利用目的： 拝謁者の記録を
保存し，拝謁行事の事務に資する。 記録項目： １勲章・褒賞の種別、２氏名、３年齢、４配偶者名、５配偶者年齢、６住所 記録範囲： 勲章・褒章受章拝謁者 記
録情報の収集方法： 関係省庁からの通知 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名

31. 平成１０年秋の勲章・褒章拝謁者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 長官官房総務課 個人情報ファイルの利用目的： 拝謁者の記録を
保存し，拝謁行事の事務に資する。 記録項目： １勲章・褒賞の種別、２氏名、３年齢、４配偶者名、５配偶者年齢、６住所 記録範囲： 勲章・褒章受章拝謁者 記
録情報の収集方法： 関係省庁からの通知 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 開示請求等を受理する組織の名称及び所在

32. 平成１１年春の勲章・褒章拝謁者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 長官官房総務課 個人情報ファイルの利用目的： 拝謁者の記録を
保存し，拝謁行事の事務に資する。 記録項目： １勲章・褒賞の種別、２氏名、３年齢、４配偶者名、５配偶者年齢、６住所 記録範囲： 勲章・褒章受章拝謁者 記
録情報の収集方法： 関係省庁からの通知 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名

33. 平成１１年秋の勲章・褒章拝謁者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 長官官房総務課 個人情報ファイルの利用目的： 拝謁者の記録を
保存し，拝謁行事の事務に資する。 記録項目： １勲章・褒賞の種別、２氏名、３年齢、４配偶者名、５配偶者年齢、６住所 記録範囲： 勲章・褒章受章拝謁者 記
録情報の収集方法： 関係省庁からの通知 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名

34. 平成１２年春の勲章・褒章拝謁者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 長官官房総務課 個人情報ファイルの利用目的： 拝謁者の記録を
保存し，拝謁行事の事務に資する。 記録項目： １勲章・褒賞の種別、２氏名、３年齢、４配偶者名、５配偶者年齢、６住所 記録範囲： 勲章・褒章受章拝謁者 記
録情報の収集方法： 関係省庁からの通知 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名

35. 平成１２年秋の勲章・褒章拝謁者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 長官官房総務課 個人情報ファイルの利用目的： 拝謁者の記録を
保存し，拝謁行事の事務に資する。 記録項目： １勲章・褒賞の種別、２氏名、３年齢、４配偶者名、５配偶者年齢、６住所 記録範囲： 勲章・褒章受章拝謁者 記
録情報の収集方法： 関係省庁からの通知 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名

36. 平成１３年春の勲章・褒章拝謁者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 長官官房総務課 個人情報ファイルの利用目的： 拝謁者の記録を
保存し，拝謁行事の事務に資する。 記録項目： １勲章・褒賞の種別、２氏名、３年齢、４配偶者名、５配偶者年齢、６住所 記録範囲： 勲章・褒章受章拝謁者 記
録情報の収集方法： 関係省庁からの通知 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名

37. 平成１３年秋の勲章・褒章拝謁者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 長官官房総務課 個人情報ファイルの利用目的： 拝謁者の記録を
保存し，拝謁行事の事務に資する。 記録項目： １勲章・褒賞の種別、２氏名、３年齢、４配偶者名、５配偶者年齢、６住所 記録範囲： 勲章・褒章受章拝謁者 記
録情報の収集方法： 関係省庁からの通知 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名

38. 平成１４年春の勲章・褒章拝謁者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 長官官房総務課 個人情報ファイルの利用目的： 拝謁者の記録を
保存し，拝謁行事の事務に資する。 記録項目： １勲章・褒賞の種別、２氏名、３年齢、４配偶者名、５配偶者年齢、６住所 記録範囲： 勲章・褒章受章拝謁者 記
録情報の収集方法： 関係省庁からの通知 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名

39. 平成１４年秋の勲章・褒章拝謁者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 長官官房総務課 個人情報ファイルの利用目的： 拝謁者の記録を
保存し，拝謁行事の事務に資する。 記録項目： １勲章・褒賞の種別、２氏名、３年齢、４配偶者名、５配偶者年齢、６住所 記録範囲： 勲章・褒章受章拝謁者 記
録情報の収集方法： 関係省庁からの通知 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名

40. 平成１５年春の勲章・褒章拝謁者名簿 宮内庁
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行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 長官官房総務課 個人情報ファイルの利用目的： 拝謁者の記録を
保存し，拝謁行事の事務に資する。 記録項目： １勲章・褒賞の種別、２氏名、３年齢、４配偶者名、５配偶者年齢、６住所 記録範囲： 勲章・褒章受章拝謁者 記
録情報の収集方法： 関係省庁からの通知 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名

41. 平成１５年秋の勲章・褒章拝謁者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 長官官房総務課 個人情報ファイルの利用目的： 拝謁者の記録を
保存し，拝謁行事の事務に資する。 記録項目： １勲章・褒賞の種別、２氏名、３年齢、４配偶者名、５配偶者年齢、６住所 記録範囲： 勲章・褒章受章拝謁者 記
録情報の収集方法： 関係省庁からの通知 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名

42. 平成１６年春の勲章・褒章拝謁者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 長官官房総務課 個人情報ファイルの利用目的： 拝謁者の記録を
保存し，拝謁行事の事務に資する。 記録項目： １勲章・褒賞の種別、２氏名、３年齢、４配偶者名、５配偶者年齢、６住所 記録範囲： 勲章・褒章受章拝謁者 記
録情報の収集方法： 関係省庁からの通知 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名

43. 平成１６年秋の勲章・褒章拝謁者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 長官官房総務課 個人情報ファイルの利用目的： 拝謁者の記録を
保存し，拝謁行事の事務に資する。 記録項目： １勲章・褒賞の種別、２氏名、３年齢、４配偶者名、５配偶者年齢、６住所 記録範囲： 勲章・褒章受章拝謁者 記
録情報の収集方法： 関係省庁からの通知 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名

44. 平成１７年秋の勲章・褒章拝謁者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 長官官房総務課 個人情報ファイルの利用目的： 拝謁者の記録を
保存し，拝謁行事の事務に資する。 記録項目： １勲章・褒章等の種別、２氏名、３年齢、４配偶者名、５配偶者年齢、６住所 記録範囲： 勲章・褒章受章拝謁者 
記録情報の収集方法： 関係省庁からの通知 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の

45. 平成１７年春の勲章・褒章拝謁者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 長官官房総務課 個人情報ファイルの利用目的： 拝謁者の記録を
保存し，拝謁行事の事務に資する。 記録項目： １勲章・褒章等の種別、２氏名、３年齢、４配偶者名、５配偶者年齢、６住所 記録範囲： 勲章・褒章受章拝謁者 
記録情報の収集方法： 関係省庁からの通知 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の

46. 平成１８年春の勲章・褒章拝謁者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 長官官房総務課 個人情報ファイルの利用目的： 拝謁者の記録を
保存し、拝謁行事の事務に資する。 記録項目： １勲章・褒章等の種別、２氏名、３年齢、４配偶者名、５配偶者年齢、６住所 記録範囲： 勲章・褒章受章拝謁者 
記録情報の収集方法： 関係省庁からの通知 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の

47. 平成１８年秋の勲章・褒章拝謁者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 長官官房総務課 個人情報ファイルの利用目的： 拝謁者の記録を
保存し，拝謁行事の事務に資する。 記録項目： １勲章・褒章等の種別、２氏名、３年齢、４配偶者名、５配偶者年齢、６住所 記録範囲： 勲章・褒章受章拝謁者 
記録情報の収集方法： 関係省庁からの通知 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の

48. 平成１９年春の勲章・褒章拝謁者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 長官官房総務課 個人情報ファイルの利用目的： 拝謁者の記録を
保存し、拝謁行事の事務に資する 記録項目： １勲章・褒章等の種別、２氏名、３年齢、４配偶者名、５配偶者年齢、６住所 記録範囲： 勲章・褒章受章拝謁者 記
録情報の収集方法： 関係省庁からの通知 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名

49. 平成１９年秋の勲章・褒章拝謁者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 長官官房総務課 個人情報ファイルの利用目的： 拝謁者の記録を
保存し，拝謁行事の事務に資する。 記録項目： １勲章・褒章等の種別、２氏名、３年齢、４配偶者名、５配偶者年齢、６住所 記録範囲： 勲章・褒章受章拝謁者 
記録情報の収集方法： 関係省庁からの通知 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の

50. 平成２０年春の勲章・褒章拝謁者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 長官官房総務課 個人情報ファイルの利用目的： 拝謁者の記録を
保存し，拝謁行事の事務に資する 記録項目： １勲章・褒章等の種別、２氏名、３年齢、４配偶者名、５配偶者年齢、６住所 記録範囲： 勲章・褒章受章拝謁者 記
録情報の収集方法： 関係省庁からの通知 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名

51. 平成２０年秋の勲章・褒章拝謁者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 長官官房総務課 個人情報ファイルの利用目的： 拝謁者の記録を
保存し，拝謁行事の事務に資する 記録項目： １勲章・褒章等の種別、２氏名、３年齢、４配偶者名、５配偶者年齢、６住所 記録範囲： 勲章・褒章受章拝謁者 記
録情報の収集方法： 関係省庁からの通知 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名

52. 平成２１年春の勲章・褒章拝謁者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 長官官房総務課 個人情報ファイルの利用目的： 拝謁者の記録を
保存し，拝謁行事の事務に資する 記録項目： １勲章・褒章等の種別、２氏名、３年齢、４配偶者名、５配偶者年齢、６住所 記録範囲： 勲章・褒章受章拝謁者 記
録情報の収集方法： 関係省庁からの通知 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名

53. 平成２１年秋の勲章・褒章拝謁者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 長官官房総務課 個人情報ファイルの利用目的： 拝謁者の記録を
保存し，拝謁行事の事務に資する 記録項目： １勲章・褒章等の種別、２氏名、３年齢、４配偶者名、５配偶者年齢、６住所 記録範囲： 勲章・褒章受章拝謁者 記
録情報の収集方法： 関係省庁からの通知 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名

54. 平成２２年春の勲章・褒章拝謁者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 長官官房総務課 個人情報ファイルの利用目的： 拝謁者の記録を
保存し，拝謁行事の事務に資する。 記録項目： １勲章・褒章等の種別、２氏名、３年齢、４配偶者名、５配偶者年齢、６住所 記録範囲： 勲章・褒章受章拝謁者 
記録情報の収集方法： 関係省庁からの通知 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の

55. 平成２２年秋の勲章・褒章拝謁者名簿 宮内庁

4/8ページ電子政府の総合窓口 -個人情報ファイル簿の検索-

2014/09/05http://gkjh.e-gov.go.jp/servlet/Ksearch

- 7 -



行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 長官官房総務課 個人情報ファイルの利用目的： 拝謁者の記録を
保存し，拝謁行事の事務に資する。 記録項目： １勲章・褒章等の種別、２氏名、３年齢、４配偶者名、５配偶者年齢、６住所 記録範囲： 勲章・褒章受章拝謁者 
記録情報の収集方法： 関係省庁からの通知 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の

56. 平成２３年春の勲章・褒章拝謁者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 長官官房総務課 個人情報ファイルの利用目的： 拝謁者の記録を
保存し，拝謁行事の事務に資する。 記録項目： １勲章・褒章等の種別、２氏名、３年齢、４配偶者名、５配偶者年齢、６住所 記録範囲： 勲章・褒章受章拝謁者 
記録情報の収集方法： 関係省庁からの通知 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の

57. 平成２３年秋の勲章・褒章拝謁者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 長官官房総務課 個人情報ファイルの利用目的： 拝謁者の記録を
保存し，拝謁行事の事務に資する。 記録項目： １勲章・褒章等の種別、２氏名、３年齢、４配偶者名、５配偶者年齢、６住所 記録範囲： 勲章・褒章受章拝謁者 
記録情報の収集方法： 関係省庁からの通知 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の

58. 平成２４年春の勲章・褒章拝謁者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 長官官房総務課 個人情報ファイルの利用目的： 拝謁者の記録を
保存し，拝謁行事の事務に資する 記録項目： １勲章・褒章等の種別、２氏名、３年齢、４配偶者名、５配偶者年齢、６住所 記録範囲： 勲章・褒章受章拝謁者 記
録情報の収集方法： 関係省庁からの通知 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名

59. 平成２４年秋の勲章・褒章拝謁者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 長官官房総務課 個人情報ファイルの利用目的： 拝謁者の記録を
保存し，拝謁行事の事務に資する 記録項目： １勲章・褒章等の種別、２氏名、３年齢、４配偶者名、５配偶者年齢、６住所 記録範囲： 勲章・褒章受章拝謁者 記
録情報の収集方法： 関係省庁からの通知 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名

60. 平成２５年春の勲章・褒章拝謁者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 長官官房総務課 個人情報ファイルの利用目的： 拝謁者の記録を
保存し，拝謁行事の事務に資する 記録項目： １勲章・褒章等の種別、２氏名、３年齢、４配偶者名、５配偶者年齢、６住所 記録範囲： 勲章・褒章受章拝謁者 記
録情報の収集方法： 関係省庁からの通知 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名

61. 平成２５年秋の勲章・褒章拝謁者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 長官官房総務課 個人情報ファイルの利用目的： 拝謁者の記録を
保存し，拝謁行事の事務に資する 記録項目： １勲章・褒章等の種別、２氏名、３年齢、４配偶者名、５配偶者年齢、６住所 記録範囲： 勲章・褒章受章拝謁者 記
録情報の収集方法： 関係省庁からの通知 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名

62. カルテ 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 宮内庁病院 個人情報ファイルの利用目的： 患者の診療 記録項
目： １患者氏名２性別３生年月日４年齢５職業６住所７診療科名８所属９加入保険１０受診日１１診療行為１２傷病名 記録範囲： 宮内庁病院で診療を受ける者
記録情報の収集方法： 患者本人からの聴取 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地：

63. 患者台帳 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 宮内庁病院 個人情報ファイルの利用目的： 患者の登録 記録項
目： １患者氏名２性別３生年月日４年齢５住所６診療科名７加入保険８受信歴 記録範囲： 宮内庁病院で診療を受ける者 記録情報の収集方法： 患者本人から
の診療申込書 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 宮内庁長官官房秘書課

64. 医事会計データベース 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 宮内庁病院 個人情報ファイルの利用目的： 患者の診療，診療報
酬請求の作成に利用する。 記録項目： １患者番号２患者氏名３性別４生年月日５年齢６診療科名７加入保険８入院・退院・受診日９診療行為１０保険点数及び金
額１１保険点数算定事項 記録範囲： 宮内庁病院で診療を受ける者 記録情報の収集方法： 診療録（カルテ） 記録情報の経常的提供先： 社会

65. 昭和５８年園遊会（春）招待者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 式部職 個人情報ファイルの利用目的： 園遊会の招待者の記録を
保存し、儀式行事の事務に資する。 記録項目： １表彰の種類、２氏名、３配偶者の有無、４役職等、５居住都道府県名 記録範囲： 園遊会招待者 記録情報の
収集方法： 関係省庁からの推薦等 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名称及び所在

66. 昭和５９年園遊会（春）招待者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 式部職 個人情報ファイルの利用目的： 園遊会の招待者の記録を
保存し、儀式行事の事務に資する。 記録項目： １表彰の種類、２氏名、３配偶者の有無、４役職等、５居住都道府県名 記録範囲： 園遊会招待者 記録情報の
収集方法： 関係省庁からの推薦等 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名称及び所在

67. 昭和６０年園遊会（春）招待者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 式部職 個人情報ファイルの利用目的： 園遊会の招待者の記録を
保存し、儀式行事の事務に資する。 記録項目： １表彰の種類、２氏名、３配偶者の有無、４役職等、５居住都道府県名 記録範囲： 園遊会招待者 記録情報の
収集方法： 関係省庁からの推薦等 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名称及び所在

68. 昭和６１年園遊会（春）招待者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 式部職 個人情報ファイルの利用目的： 園遊会の招待者の記録を
保存し、儀式行事の事務に資する。 記録項目： １表彰の種類、２氏名、３配偶者の有無、４役職等、５居住都道府県名 記録範囲： 園遊会招待者 記録情報の
収集方法： 関係省庁からの推薦等 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名称及び所在

69. 昭和６２年園遊会（春）招待者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 式部職 個人情報ファイルの利用目的： 園遊会の招待者の記録を
保存し、儀式行事の事務に資する。 記録項目： １表彰の種類、２氏名、３配偶者の有無、４役職等、５居住都道府県名 記録範囲： 園遊会招待者 記録情報の
収集方法： 関係省庁からの推薦等 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名称及び所在

70. 昭和６３年園遊会（春）招待者名簿 宮内庁
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行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 式部職 個人情報ファイルの利用目的： 園遊会の招待者の記録を
保存し、儀式行事の事務に資する。 記録項目： １表彰の種類、２氏名、３配偶者の有無、４役職等、５居住都道府県名 記録範囲： 園遊会招待者 記録情報の
収集方法： 関係省庁からの推薦等 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名称及び所在

71. 平成２年園遊会（春）招待者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 式部職 個人情報ファイルの利用目的： 園遊会の招待者の記録を
保存し、儀式行事の事務に資する。 記録項目： １表彰の種類、２氏名、３配偶者の有無、４役職等、５居住都道府県名 記録範囲： 園遊会招待者 記録情報の
収集方法： 関係省庁からの推薦等 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名称及び所在

72. 平成３年園遊会（春）招待者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 式部職 個人情報ファイルの利用目的： 園遊会の招待者の記録を
保存し、儀式行事の事務に資する。 記録項目： １表彰の種類、２氏名、３配偶者の有無、４役職等、５居住都道府県名 記録範囲： 園遊会招待者 記録情報の
収集方法： 関係省庁からの推薦等 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名称及び所在

73. 平成４年園遊会（春）招待者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 式部職 個人情報ファイルの利用目的： 園遊会の招待者の記録を
保存し、儀式行事の事務に資する。 記録項目： １表彰の種類、２氏名、３配偶者の有無、４役職等、５居住都道府県名 記録範囲： 園遊会招待者 記録情報の
収集方法： 関係省庁からの推薦等 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名称及び所在

74. 平成５年園遊会（春）招待者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 式部職 個人情報ファイルの利用目的： 園遊会の招待者の記録を
保存し、儀式行事の事務に資する。 記録項目： １表彰の種類、２氏名、３配偶者の有無、４役職等、５居住都道府県名 記録範囲： 園遊会招待者 記録情報の
収集方法： 関係省庁からの推薦等 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名称及び所在

75. 平成６年園遊会（春）招待者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 式部職 個人情報ファイルの利用目的： 園遊会の招待者の記録を
保存し、儀式行事の事務に資する。 記録項目： １表彰の種類、２氏名、３配偶者の有無、４役職等、５居住都道府県名 記録範囲： 園遊会招待者 記録情報の
収集方法： 関係省庁からの推薦等 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名称及び所在

76. 平成８年園遊会（春）招待者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 式部職 個人情報ファイルの利用目的： 園遊会の招待者の記録を
保存し、儀式行事の事務に資する。 記録項目： １表彰の種類、２氏名、３配偶者の有無、４役職等、５居住都道府県名 記録範囲： 園遊会招待者 記録情報の
収集方法： 関係省庁からの推薦等 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 宮

77. 平成９年園遊会（春）招待者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 式部職 個人情報ファイルの利用目的： 園遊会の招待者の記録を
保存し、儀式行事の事務に資する。 記録項目： １表彰の種類、２氏名、３配偶者の有無、４役職等、５居住都道府県名 記録範囲： 園遊会招待者 記録情報の
収集方法： 関係省庁からの推薦等 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名称及び所在

78. 平成１０年園遊会（春）招待者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 式部職 個人情報ファイルの利用目的： 園遊会の招待者の記録を
保存し、儀式行事の事務に資する。 記録項目： １表彰の種類、２氏名、３配偶者の有無、４役職等、５居住都道府県名 記録範囲： 園遊会招待者 記録情報の
収集方法： 関係省庁からの推薦等 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 宮

79. 平成１１年園遊会（春）招待者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 式部職 個人情報ファイルの利用目的： 園遊会の招待者の記録を
保存し、儀式行事の事務に資する。 記録項目： １表彰の種類、２氏名、３配偶者の有無、４役職等、５居住都道府県名 記録範囲： 園遊会招待者 記録情報の
収集方法： 関係省庁からの推薦等 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名称及び所在

80. 平成１２年園遊会（春）招待者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 式部職 個人情報ファイルの利用目的： 園遊会の招待者の記録を
保存し、儀式行事の事務に資する。 記録項目： １表彰の種類、２氏名、３配偶者の有無、４役職等、５居住都道府県名 記録範囲： 園遊会招待者 記録情報の
収集方法： 関係省庁からの推薦等 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名称及び所在

81. 平成１３年園遊会（春）招待者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 式部職 個人情報ファイルの利用目的： 園遊会の招待者の記録を
保存し、儀式行事の事務に資する。 記録項目： １表彰の種類、２氏名、３配偶者の有無、４役職等、５居住都道府県名 記録範囲： 園遊会招待者 記録情報の
収集方法： 関係省庁からの推薦等 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名称及び所在

82. 平成１４年園遊会（春）招待者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 式部職 個人情報ファイルの利用目的： 園遊会の招待者の記録を
保存し、儀式行事の事務に資する。 記録項目： １表彰の種類、２氏名、３配偶者の有無、４役職等、５居住都道府県名 記録範囲： 園遊会招待者 記録情報の
収集方法： 関係省庁からの推薦等 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名称及び所在

83. 平成１５年園遊会（春）招待者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 式部職 個人情報ファイルの利用目的： 園遊会の招待者の記録を
保存し、儀式行事の事務に資する。 記録項目： １表彰の種類、２氏名、３配偶者の有無、４役職等、５居住都道府県名 記録範囲： 園遊会招待者 記録情報の
収集方法： 関係省庁からの推薦等 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名称及び所在

84. 平成１６年園遊会（春）招待者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 式部職 個人情報ファイルの利用目的： 園遊会の招待者の記録を
保存し、儀式行事の事務に資する。 記録項目： １表彰の種類、２氏名、３配偶者の有無、４役職等、５居住都道府県名 記録範囲： 園遊会招待者 記録情報の
収集方法： 関係省庁からの推薦等 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名称及び所在

85. 平成１７年園遊会（春）招待者名簿 宮内庁
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行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 式部職 個人情報ファイルの利用目的： 園遊会招待者の記録を保
存し、儀式行事の事務に資する 記録項目： １表彰の種類、２氏名、３配偶者の有無、４役職等、５居住都道府県名 記録範囲： 園遊会招待者 記録情報の収集
方法： 関係省庁からの推薦等 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地：

86. 昭和５８年園遊会（秋）招待者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 式部職 個人情報ファイルの利用目的： 園遊会の招待者の記録を
保存し、儀式行事の事務に資する。 記録項目： １表彰の種類、２氏名、３配偶者の有無、４役職等、５居住都道府県名 記録範囲： 園遊会招待者 記録情報の
収集方法： 関係省庁からの推薦等 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名称及び所在

87. 昭和５９年園遊会（秋）招待者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 式部職 個人情報ファイルの利用目的： 園遊会の招待者の記録を
保存し、儀式行事の事務に資する。 記録項目： １表彰の種類、２氏名、３配偶者の有無、４役職等、５居住都道府県名 記録範囲： 園遊会招待者 記録情報の
収集方法： 関係省庁からの推薦等 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名称及び所在

88. 昭和６０年園遊会（秋）招待者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 式部職 個人情報ファイルの利用目的： 園遊会の招待者の記録を
保存し、儀式行事の事務に資する。 記録項目： １表彰の種類、２氏名、３配偶者の有無、４役職等、５居住都道府県名 記録範囲： 園遊会招待者 記録情報の
収集方法： 関係省庁からの推薦等 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名称及び所在

89. 昭和６１年園遊会（秋）招待者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 式部職 個人情報ファイルの利用目的： 園遊会の招待者の記録を
保存し、儀式行事の事務に資する。 記録項目： １表彰の種類、２氏名、３配偶者の有無、４役職等、５居住都道府県名 記録範囲： 園遊会招待者 記録情報の
収集方法： 関係省庁からの推薦等 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名称及び所在

90. 平成３年園遊会（秋）招待者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 式部職 個人情報ファイルの利用目的： 園遊会の招待者の記録を
保存し、儀式行事の事務に資する。 記録項目： １表彰の種類、２氏名、３配偶者の有無、４役職等、５居住都道府県名 記録範囲： 園遊会招待者 記録情報の
収集方法： 関係省庁からの推薦等 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名称及び所在

91. 平成４年園遊会（秋）招待者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 式部職 個人情報ファイルの利用目的： 園遊会の招待者の記録を
保存し、儀式行事の事務に資する。 記録項目： １表彰の種類、２氏名、３配偶者の有無、４役職等、５居住都道府県名 記録範囲： 園遊会招待者 記録情報の
収集方法： 関係省庁からの推薦等 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名称及び所在

92. 平成５年園遊会（秋）招待者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 式部職 個人情報ファイルの利用目的： 園遊会の招待者の記録を
保存し、儀式行事の事務に資する。 記録項目： １表彰の種類、２氏名、３配偶者の有無、４役職等、５居住都道府県名 記録範囲： 園遊会招待者 記録情報の
収集方法： 関係省庁からの推薦等 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名称及び所在

93. 平成６年園遊会（秋）招待者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 式部職 個人情報ファイルの利用目的： 園遊会の招待者の記録を
保存し、儀式行事の事務に資する。 記録項目： １表彰の種類、２氏名、３配偶者の有無、４役職等、５居住都道府県名 記録範囲： 園遊会招待者 記録情報の
収集方法： 関係省庁からの推薦等 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名称及び所在

94. 平成７年園遊会（秋）招待者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 式部職 個人情報ファイルの利用目的： 園遊会の招待者の記録を
保存し、儀式行事の事務に資する。 記録項目： １表彰の種類、２氏名、３配偶者の有無、４役職等、５居住都道府県名 記録範囲： 園遊会招待者 記録情報の
収集方法： 関係省庁からの推薦等 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名称及び所在

95. 平成８年園遊会（秋）招待者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 式部職 個人情報ファイルの利用目的： 園遊会の招待者の記録を
保存し、儀式行事の事務に資する。 記録項目： １表彰の種類、２氏名、３配偶者の有無、４役職等、５居住都道府県名 記録範囲： 園遊会招待者 記録情報の
収集方法： 関係省庁からの推薦等 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名称及び所在

96. 平成９年園遊会（秋）招待者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 式部職 個人情報ファイルの利用目的： 園遊会の招待者の記録を
保存し、儀式行事の事務に資する。 記録項目： １表彰の種類、２氏名、３配偶者の有無、４役職等、５居住都道府県名 記録範囲： 園遊会招待者 記録情報の
収集方法： 関係省庁からの推薦等 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名称及び所在

97. 平成１０年園遊会（秋）招待者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 式部職 個人情報ファイルの利用目的： 園遊会の招待者の記録を
保存し、儀式行事の事務に資する。 記録項目： １表彰の種類、２氏名、３配偶者の有無、４役職等、５居住都道府県名 記録範囲： 園遊会招待者 記録情報の
収集方法： 関係省庁からの推薦等 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名称及び所在

98. 平成１１年園遊会（秋）招待者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 式部職 個人情報ファイルの利用目的： 園遊会の招待者の記録を
保存し、儀式行事の事務に資する。 記録項目： １表彰の種類、２氏名、３配偶者の有無、４役職等、５居住都道府県名 記録範囲： 園遊会招待者 記録情報の
収集方法： 関係省庁からの推薦等 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名称及び所在

99. 平成１３年園遊会（秋）招待者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 式部職 個人情報ファイルの利用目的： 園遊会の招待者の記録を
保存し、儀式行事の事務に資する。 記録項目： １表彰の種類、２氏名、３配偶者の有無、４役職等、５居住都道府県名 記録範囲： 園遊会招待者 記録情報の
収集方法： 関係省庁からの推薦等 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地：

100. 平成１４年園遊会（秋）招待者名簿 宮内庁
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行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 式部職 個人情報ファイルの利用目的： 園遊会の招待者の記録を
保存し、儀式行事の事務に資する。 記録項目： １表彰の種類、２氏名、３配偶者の有無、４役職等、５居住都道府県名 記録範囲： 園遊会招待者 記録情報の
収集方法： 関係省庁からの推薦等 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名称及び所在

全件詳細表示 選択詳細表示 次の19件

Copyright © Ministry of Internal Affairs and Communications All Rights Reserved.
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e-Gov home >  検索条件入力 > 検索結果

個人情報ファイル簿の検索

検索画面へ戻る

検索結果一覧

検索キーワード 指定なし 

府省 宮内庁

上記の検索条件で 119 件ヒットしました。101件から119件を表示
詳細を見るには、番号横のチェックボックスをチェックし、詳細表示をクリックして下さい。

全件詳細表示 選択詳細表示 前の100件

凡例 個人情報ファイルの名称 府省名

行政機関の名称：行政機関の名称（全角２０文字以内） 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称：個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称（全角５，０００文字以内） 個人情報ファイルの利用目的：個人情報ファイルの利用目的（全角２５０文字以内） 記録項目：記録項目（全
角５，０００文字以内） 記録範囲：記録範囲（全角５００文字以内） 記録情報の収集方法：記録情報の収集方法（全角１５０文字以内）・・・・先頭３００字までを表示

101. 平成１５年園遊会（秋）招待者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 式部職 個人情報ファイルの利用目的： 園遊会の招待者の記録を
保存し、儀式行事の事務に資する。 記録項目： １表彰の種類、２氏名、３配偶者の有無、４役職等、５居住都道府県名 記録範囲： 園遊会招待者 記録情報の
収集方法： 関係省庁からの推薦等 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名称及び所在

102. 平成１６年園遊会（秋）招待者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 式部職 個人情報ファイルの利用目的： 園遊会の招待者の記録を
保存し、儀式行事の事務に資する。 記録項目： １表彰の種類、２氏名、３配偶者の有無、４役職等、５居住都道府県名 記録範囲： 園遊会招待者 記録情報の
収集方法： 関係省庁からの推薦等 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名称及び所在

103. 平成１７年園遊会（秋）招待者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 式部職 個人情報ファイルの利用目的： 園遊会の招待者の記録を
保存し、儀式行事の事務に資する。 記録項目： １表彰の種類、２氏名、３配偶者の有無、４役職等、５居住都道府県名 記録範囲： 園遊会招待者 記録情報の
収集方法： 関係省庁からの推薦等 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名称及び所在

104. 平成１８年園遊会（春）招待者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 式部職 個人情報ファイルの利用目的： 園遊会の招待者の記録を
保存し、儀式行事の事務に資する。 記録項目： １表彰の種類、２氏名、３配偶者の有無、４役職等、５居住都道府県名 記録範囲： 園遊会招待者 記録情報の
収集方法： 関係省庁からの推薦等 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名称及び所在

105. 平成１８年園遊会（秋）招待者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 式部職 個人情報ファイルの利用目的： 園遊会の招待者の記録を
保存し、儀式行事の事務に資する。 記録項目： １表彰の種類、２氏名、３配偶者の有無、４役職等、５居住都道府県名 記録範囲： 園遊会招待者 記録情報の
収集方法： 関係省庁からの推薦等 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名称及び所在

106. 平成１９年園遊会（春）招待者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 式部職 個人情報ファイルの利用目的： 園遊会の招待者の記録を
保存し、儀式行事の事務に資する。 記録項目： １表彰の種類、２氏名、３配偶者の有無、４役職等、５居住都道府県名 記録範囲： 園遊会招待者 記録情報の
収集方法： 関係省庁からの推薦等 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名称及び所在

107. 平成１９年園遊会（秋）招待者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 式部職 個人情報ファイルの利用目的： 園遊会の招待者の記録を
保存し、儀式行事の事務に資する。 記録項目： １表彰の種類、２氏名、３配偶者の有無、４役職等、５居住都道府県名 記録範囲： 園遊会招待者 記録情報の
収集方法： 関係省庁からの推薦等 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名称及び所在

108. 平成２０年園遊会（春）招待者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 式部職 個人情報ファイルの利用目的： 園遊会の招待者の記録を
保存し，儀式業務の事務に資する 記録項目： １表彰の種類、２氏名、３配偶者の有無、４役職等、５居住都道府県名 記録範囲： 園遊会招待者 記録情報の収
集方法： 関係省庁からの推薦等 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地

109. 平成２０年園遊会（秋）招待者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 式部職 個人情報ファイルの利用目的： 園遊会の招待者の記録を
保存し，儀式行事の事務に資する 記録項目： １表彰の種類、２氏名、３配偶者の有無、４役職等、５居住都道府県名 記録範囲： 園遊会招待者 記録情報の収
集方法： 関係省庁からの推薦等 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地

110. 平成２１年園遊会（春）招待者名簿 宮内庁

e-Gov（イーガブ）は総務省が運営する総合的な行政ポータルサイトです
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行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 式部職 個人情報ファイルの利用目的： 園遊会の招待者の記録を
保存し，儀式行事の事務に資する 記録項目： １表彰の種類、２氏名、３配偶者の有無、４役職等、５居住都道府県名 記録範囲： 園遊会招待者 記録情報の収
集方法： 関係省庁からの推薦等 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地

111. 平成２１年園遊会（秋）招待者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 式部職 個人情報ファイルの利用目的： 園遊会の招待者の記録を
保存し，儀式行事の事務に資する 記録項目： １表彰の種類、２氏名、３配偶者の有無、４役職等、５居住都道府県名 記録範囲： 園遊会招待者 記録情報の収
集方法： 関係省庁からの推薦等 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地

112. 平成２２年園遊会（春）招待者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 式部職 個人情報ファイルの利用目的： 園遊会の招待者の記録を
保存し，儀式行事の事務に資する。 記録項目： １表彰の種類、２氏名、３配偶者の有無、４役職等、５居住都道府県名 記録範囲： 園遊会招待者 記録情報の
収集方法： 関係省庁からの推薦等 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名称及び所在

113. 平成２２年園遊会（秋）招待者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 式部職 個人情報ファイルの利用目的： 園遊会の招待者の記録を
保存し，儀式行事の事務に資する。 記録項目： １表彰の種類、２氏名、３配偶者の有無、４役職等、５居住都道府県名 記録範囲： 園遊会招待者 記録情報の
収集方法： 関係省庁からの推薦等 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名称及び所在

114. 平成２３年園遊会（秋）招待者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 式部職 個人情報ファイルの利用目的： 園遊会の招待者の記録を
保存し，儀式行事の事務に資する。 記録項目： １表彰の種類、２氏名、３配偶者の有無、４役職等、５居住都道府県名 記録範囲： 園遊会招待者 記録情報の
収集方法： 関係省庁からの推薦等 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名称及び所在

115. 平成２４年園遊会（春）招待者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 式部職 個人情報ファイルの利用目的： 園遊会の招待者の記録を
保存し，儀式行事の事務に資する 記録項目： １表彰の種類、２氏名、３配偶者の有無、４役職等、５居住都道府県名 記録範囲： 園遊会招待者 記録情報の収
集方法： 関係省庁からの推薦等 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地

116. 平成２４年園遊会（秋）招待者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 式部職 個人情報ファイルの利用目的： 園遊会の招待者の記録を
保存し，儀式行事の事務に資する 記録項目： １表彰の種類、２氏名、３配偶者の有無、４役職等、５居住都道府県名 記録範囲： 園遊会招待者 記録情報の収
集方法： 関係省庁からの推薦等 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地

117. 平成２５年園遊会（春）招待者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 式部職 個人情報ファイルの利用目的： 園遊会の招待者の記録を
保存し，儀式行事の事務に資する 記録項目： １表彰の種類、２氏名、３配偶者の有無、４役職等、５居住都道府県名 記録範囲： 園遊会招待者 記録情報の収
集方法： 関係省庁からの推薦等 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地

118. 平成２５年園遊会（秋）招待者名簿 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 式部職 個人情報ファイルの利用目的： 園遊会の招待者の記録を
保存し，儀式行事の事務に資する 記録項目： １表彰の種類、２氏名、３配偶者の有無、４役職等、５居住都道府県名 記録範囲： 園遊会招待者 記録情報の収
集方法： 関係省庁からの推薦等 記録情報の経常的提供先： 皇宮警察本部 報道機関 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地

119. 歌会始預選者佳作者一覧 宮内庁

行政機関の名称： 宮内庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 式部職 個人情報ファイルの利用目的： 歌会始関係事務 記録項
目： １住所、２氏名、３生年月日、４職業 記録範囲： 歌会始預選者佳作者 記録情報の収集方法： 本人からの応募 記録情報の経常的提供先： － 開示請求
等を受理する組織の名称及び所在地： 宮内庁長官官房秘書課 東京都千代田区千代田１番１号 訂正及び

全件詳細表示 選択詳細表示 前の100件
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e-Gov home >  検索条件入力 > 検索結果

個人情報ファイル簿の検索

検索画面へ戻る

検索結果一覧

検索キーワード 指定なし 

府省 公正取引委員会

上記の検索条件で 7 件ヒットしました。1件から7件を表示
詳細を見るには、番号横のチェックボックスをチェックし、詳細表示をクリックして下さい。

全件詳細表示 選択詳細表示

凡例 個人情報ファイルの名称 府省名

行政機関の名称：行政機関の名称（全角２０文字以内） 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称：個人情報ファイルが利用に供される事務
をつかさどる組織の名称（全角５，０００文字以内） 個人情報ファイルの利用目的：個人情報ファイルの利用目的（全角２５０文字以内） 記録項目：記録項目（全角５，
０００文字以内） 記録範囲：記録範囲（全角５００文字以内） 記録情報の収集方法：記録情報の収集方法（全角１５０文字以内）・・・・先頭３００字までを表示

1. 図書文献情報ファイル 公正取引委員会

行政機関の名称： 公正取引委員会 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 官房総務課 個人情報ファイルの利用目的： 所蔵図書の管
理及び検索 記録項目： 1登録番号，2発行年月，3受入年月日，4分類番号，5大きさ，6ページ数，7冊数，8検索用文献名，9書名・論文名，10検索用編著者名，11編
著者・作成部課，12発行所，13キーワード，14掲載雑誌名，15巻号，16通巻，17掲載ページ，18購入価格，19購入先，20寄贈者名，21編入事由，22除籍年月，23除籍
事由

2. 事業者団体成立，変更，解散届出に関する電子台帳 公正取引委員会

行政機関の名称： 公正取引委員会 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 取引部取引調査室 個人情報ファイルの利用目的： 担当者
との連絡用 記録項目： 届出担当部署・担当者名 記録範囲： 事業者団体成立，変更，解散届出を行った団体の当該届出に関する連絡担当者 記録情報の収集
方法： 事業者団体成立，変更，解散届出 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 

3. 中小企業等協同組合法第７条第３項の規定に基づく届出に関する電子台帳 公正取引委員会

行政機関の名称： 公正取引委員会 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 取引部取引調査室 個人情報ファイルの利用目的： 担当者
との連絡用 記録項目： 届出担当部署・担当者名 記録範囲： 中小企業等協同組合法第７条第３項の規定に基づく届出を行った組合の当該届出に関する連絡担当
者 記録情報の収集方法： 中小企業等協同組合法第７条第３項の規定に基づく届出 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を

4. 報告者への通知台帳 公正取引委員会

行政機関の名称： 公正取引委員会 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 官房総務課 個人情報ファイルの利用目的： 景品表示法違
反事案に係る端緒情報の整理・検索 記録項目： 氏名，住所，報告内容 記録範囲： 独占禁止法第45条第３項に基づく報告を行った者のうち公正取引委員会が当
該報告に対する通知を行った者 記録情報の収集方法： 独占禁止法第45条に基づく報告等 記録情報の経常的提供先： － 開

5. 端緒整理表 公正取引委員会

行政機関の名称： 公正取引委員会 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 審査局情報管理室 個人情報ファイルの利用目的： 独占禁
止法違反事案（不当廉売事案を除く）に係る審査の端緒 記録項目： 氏名，住所，電話番号，役職，報告内容 記録範囲： 独占禁止法第45条に基づく報告等による
独占禁止法違反事案に係る審査の端緒に関する情報のうち，申告人及び関係人に関する情報 記録情報の収集方法： 独占禁止法第45条に基づく報告等 

6. 端緒整理表 公正取引委員会

行政機関の名称： 公正取引委員会 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 審査局公正競争監視室 個人情報ファイルの利用目的： 不
当廉売事案に係る審査の端緒 記録項目： 氏名，住所，電話番号，役職，報告内容 記録範囲： 独占禁止法第45条に基づく報告等による独占禁止法違反事案に係
る審査の端緒に関する情報のうち，申告人及び関係人に関する情報 記録情報の収集方法： 独占禁止法第45条に基づく報告等 記録情報の経常的提供先：

7. 生産・出荷集中度調査 調査票 公正取引委員会

行政機関の名称： 公正取引委員会 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 経済取引局総務課経済調査室 個人情報ファイルの利用目
的： 担当者との連絡用 記録項目： 氏名，住所，電話番号，役職，報告内容 記録範囲： 生産・出荷集中度調査 調査票を提出した企業等の連絡担当者 記録情
報の収集方法： 独占禁止法第27条の２第４号に基づく調査 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及

全件詳細表示 選択詳細表示

Copyright © Ministry of Internal Affairs and Communications All Rights Reserved.
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e-Gov home >  検索条件入力 > 検索結果

個人情報ファイル簿の検索

検索画面へ戻る

検索結果一覧

検索キーワード 指定なし 

府省 国家公安委員会 , 警察庁

上記の検索条件で 69 件ヒットしました。1件から69件を表示
詳細を見るには、番号横のチェックボックスをチェックし、詳細表示をクリックして下さい。

全件詳細表示 選択詳細表示

凡例 個人情報ファイルの名称 府省名

行政機関の名称：行政機関の名称（全角２０文字以内） 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称：個人情報ファイルが利用に供される事務
をつかさどる組織の名称（全角５，０００文字以内） 個人情報ファイルの利用目的：個人情報ファイルの利用目的（全角２５０文字以内） 記録項目：記録項目（全角
５，０００文字以内） 記録範囲：記録範囲（全角５００文字以内） 記録情報の収集方法：記録情報の収集方法（全角１５０文字以内）・・・・先頭３００字までを表示

1. 警察勲功章・功労章交付ファイル 警察庁

行政機関の名称： 警察庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 長官官房人事課 個人情報ファイルの利用目的： 警察勲功章・功労
章受章者を登録し、受章歴を確認するために利用する。 記録項目： １受章年月日、２所属、３階級等、４氏名、５年齢、６功労概要 記録範囲： 警察勲功章・功労
章受章者 記録情報の収集方法： 都道府県警察の表彰担当係から提出される功績調書等 記録情報の経常的提供先： － 開示

2. 警察功績章交付ファイル 警察庁

行政機関の名称： 警察庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 長官官房人事課 個人情報ファイルの利用目的： 警察功績章受章
者を登録し、受章歴を確認するために利用する。 記録項目： １受章年月日、２所属、３階級等、４氏名、５年齢、６勤続年数、７元職名 記録範囲： 警察功績章受章
者 記録情報の収集方法： 都道府県警察の表彰担当係から提出される功績調書等 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等

3. 賞詞交付ファイル 警察庁

行政機関の名称： 警察庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 長官官房人事課 個人情報ファイルの利用目的： 賞詞受章者を登
録し、受章歴を確認するために利用する。 記録項目： １受章年月日、２所属、３階級等、４氏名、５年齢、６功労概要 記録範囲： 賞詞受賞者 記録情報の収集方
法： 都道府県警察の表彰担当係から提出される功績調書等 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及

4. 警察協力章交付ファイル 警察庁

行政機関の名称： 警察庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 長官官房人事課 個人情報ファイルの利用目的： 警察協力章受章
者を登録し、受章歴を確認するために利用する。 記録項目： １受章年月日、２推薦機関、３役職等、４氏名、５年齢、６功労概要 記録範囲： 警察協力章受章者 
記録情報の収集方法： 都道府県警察の表彰担当係から提出される功績調書等 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理

5. 行方不明者ファイル 警察庁

行政機関の名称： 警察庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 生活安全局生活安全企画課 個人情報ファイルの利用目的： 行方
不明者の速やかな発見及び保護により、行方不明者の被害に係る犯罪、事故等の予防に資する。 記録項目： １受理番号、２受理年月日、３行方不明者の種類、４
受理警察署、５本（国）籍、６住所、７職業、８氏名、９生年月日、10性別、11身体特徴、12身長、13行方不明年月日、14異名、15記事 記録範囲： 行方不明者登録さ
れた行方不明者（登

6. 選任警備員指導教育責任者及び選任機械警備業務管理者ファイル 警察庁

行政機関の名称： 警察庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 生活安全局生活安全企画課 個人情報ファイルの利用目的： 選任
警備員指導教育責任者及び選任機械警備業務管理者に関して、警備業者に対して行う監督等警備業に関する事務の適正な遂行を確保するために利用する。 記
録項目： １認定証交付公安委員会、２認定証番号、３認定申請書受理警察署、４警備業者名、５営業所設置等届出書等受理警察署、６営業所名、７営業所番号、８
営業所所在地、９選任警備員指導教育責任者(1)配置状況(2)氏名

7. 自主防犯ボランティア団体管理ファイル 警察庁

行政機関の名称： 警察庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 生活安全局生活安全企画課 個人情報ファイルの利用目的： 自主
防犯ボランティア団体に関する情報をホームページにおいて一元的に公表することにより、団体同士の情報交換、既存団体の参加者募集の円滑化を図り、団体活動
を支援するために利用する。 記録項目： １団体名称、２結成年、３主たる構成員の種別、４構成員数、５活動地域、６活動内容、７防犯パトロールの実施状況（１）実
施時間帯、（２）月平均実施日数、（３）青色回転灯装備認

8. 出会い系サイト事業者管理ファイル 警察庁

行政機関の名称： 警察庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 生活安全局情報技術犯罪対策課 個人情報ファイルの利用目的：
インターネット異性紹介事業者（以下「出会い系サイト事業者」という。）からの届出及び出会い系サイト事業者に係る事務の適正な遂行を確保するために利用する。
記録項目： １届出受理番号、２届出受理課署、３届出受理年月日、４共同事業者番号、５法人・個人の別、６法人の名称、７法人の住所、８代表者の氏名、９代表者
の生年月日、10代表者の性別、11代表者の住所、12

9. 警察功労章交付ファイル 警察庁

行政機関の名称： 警察庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 長官官房人事課 個人情報ファイルの利用目的： 警察功労章受章
者を登録し、受章歴を確認するために利用する。 記録項目： １ 受章年月日２ 所属３ 階級等４ 氏名５ 年齢６ 功労概要 記録範囲： 警察功労章受章者 記
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録情報の収集方法： 都道府県警察の表彰担当係から提出される功績調書等 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理す

10. 警察協力章交付ファイル 警察庁

行政機関の名称： 警察庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 長官官房人事課 個人情報ファイルの利用目的： 警察協力章受章
者を登録し、受章歴を確認するために利用する。 記録項目： １ 受章年月日２ 推薦機関３ 役職等４ 氏名５ 年齢６ 功労概要７ 協力年数 記録範囲： 警察協
力章受章者 記録情報の収集方法： 都道府県警察の表彰担当係から提出される功績調書等 記録情報の経常的提供先： － 開

11. オウム真理教犯罪被害者等ファイル 警察庁

行政機関の名称： 警察庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 長官官房給与厚生課 個人情報ファイルの利用目的： 都道府県公
安委員会によるオウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律（平成20年法律第80号。以下「法」という。）第８条第４項に基づく給付金の
申請者の負担の軽減に資するために利用する。 記録項目： １氏名、２生年月日、３住所（記録等に記載のもの又は現住所）、４オウム真理教に対する破産申立事
件における破産債権の届出の有無及び届出がある場合にはそ

12. 学生(警部任用科)ファイル 警察庁

行政機関の名称： 警察庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 警察大学校教務部教務課 個人情報ファイルの利用目的： １授業等
学校教養の基礎資料及び改善検討資料として利用する。２在学確認のために利用する。 記録項目： １学生番号、２課程、３都道府県名等、４所属、５職名、６氏
名、７生年月日、８居住地等、９最終学歴、10拝命・昇任、11術科検定、12警察経歴、13特技等、14学生役員 記録範囲： 警部任用科生として警察大学校に入校した
者 記録

13. 成績（警部任用科）ファイル 警察庁

行政機関の名称： 警察庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 警察大学校教務部教務課 個人情報ファイルの利用目的： 学校教
養の改善検討資料等として利用する。 記録項目： １課程、２都道府県、２所属、３氏名、４年齢、５総合成績、６科目別成績 記録範囲： 警部任用科生として警察大
学校に入校し、試験を受けた者 記録情報の収集方法： 本人が受験した試験結果 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等

14. 卒業証書発給ファイル 警察庁

行政機関の名称： 警察庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 警察大学校教務部教務課 個人情報ファイルの利用目的： 警部任
用科の卒業を証明するために利用する。 記録項目： １専攻課程、２組、３学生番号、４所属(都道府県)、５階級、６氏名、７性別、８発給番号 記録範囲： 警部任用
科生として警察大学校を卒業した者 記録情報の収集方法： 本人が作成する入校書類等 記録情報の経常的提供先： － 開

15. 学生（専科）ファイル 警察庁

行政機関の名称： 警察庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 警察大学校教務部教務課 個人情報ファイルの利用目的： １授業等
学校教養の基礎資料及び改善検討資料として利用する。 ２在籍確認のために利用する。 記録項目： １都道府県名、２所属、３役職、４階級、５氏名、６寮室、７年
齢、８役員 記録範囲： 専科生として警察大学校に入校した者 記録情報の収集方法： 本人が作成する入校書類 記録情報の経常的提供先： 

16. 学生（指定職種任用科）ファイル 警察庁

行政機関の名称： 警察庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 警察大学校教務部教務課 個人情報ファイルの利用目的： １授業等
学校教養の基礎資料及び改善検討資料として利用する。 ２在籍確認のために利用する。 記録項目： １都道府県名、２所属、３役職、４階級、５氏名、６寮室、７年
齢、８役員 記録範囲： 指定職種任用科生として警察大学校に入校した者 記録情報の収集方法： 本人が作成する入校書類 記録情報の経常的提供先：

17. 学生（教官養成科）名簿ファイル 警察庁

行政機関の名称： 警察庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 警察大学校教務部教務課 個人情報ファイルの利用目的： １授業等
学校教養の基礎資料及び改善検討資料として利用する。２在学確認のために利用する。 記録項目： １府県名、２所属、３役職、４階級、５氏名、６寮室、７学生番
号、８年齢、９役員 記録範囲： 教官養成科生として警察大学校に入校した者 記録情報の収集方法： 本人が作成する入校書類 記録情報の経常的提供先

18. 学生（研究科）ファイル 警察庁

行政機関の名称： 警察庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 警察大学校教務部教務課 個人情報ファイルの利用目的： １授業等
学校教養の基礎資料及び改善検討資料として利用する。 ２在籍確認のために利用する。 記録項目： １都道府県名、２所属、３役職、４階級、５氏名、６寮室、７年
齢、８役員 記録範囲： 研究科生として警察大学校に入校した者 記録情報の収集方法： 本人が作成する入校書類 記録情報の経常的提供先： 

19. 学生（課長補佐任用科）ファイル 警察庁

行政機関の名称： 警察庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 警察大学校教務部教務課 個人情報ファイルの利用目的： １授業等
学校教養の基礎資料及び改善検討資料として利用する。 ２在籍確認のために利用する。 記録項目： １府県名、２所属・役職、３階級、４氏名、５部屋番号、６学生
番号、７役員等、８年齢、９経歴、10ふりがな 記録範囲： 課長補佐任用科生として警察大学校に入校した者 記録情報の収集方法： 本人が作成する入校書類 

20. 学生(国際警察センター国際捜査第二研修室語学研修科)ファイル 警察庁

行政機関の名称： 警察庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 警察大学校国際警察センター国際捜査第二研修室 個人情報ファイ
ルの利用目的： １授業等学校教養の基礎資料及び改善検討資料として利用する。２在籍確認のために利用する。 記録項目： １都道府県名、２階級、３氏名、４ふり
がな、５生年月日、６拝命・昇任年月日、７実務経験年数、８最終学歴、９所属、10家族、11寮室番号、12役員、13入所期間 記録範囲： 語学研修科学生として国際
警察センターに入所し

21. 学籍(国際警察センター国際捜査第二研修室語学研修科)ファイル 警察庁

行政機関の名称： 警察庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 警察大学校国際警察センター国際捜査第二研修室 個人情報ファイ
ルの利用目的： １全国規模語学研修所として、各言語のレベルに応じた語学能力保有者の把握及び各課程入所者の選考のために利用する。２語学教養の授業等
に利用する。３在学確認のために利用する。 記録項目： １年度、２課程、３入所期間、４所属、５階級、６氏名、７生年月日、８現住所、９警察経歴、９家族、10昇任、
11語学教養等経歴、12検定、13健康状態、14学歴

22. 成績(国際警察センター国際捜査第二研修室語学研修科)ファイル 警察庁

行政機関の名称： 警察庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 警察大学校国際警察センター国際捜査第二研修室 個人情報ファイ
ルの利用目的： １全国規模語学研修所として、各言語のレベルに応じた語学能力保有者の把握及び各課程入所者の選考のために利用する。２語学教養の授業等
に利用する。 記録項目： １課程名、２都道府県名、３氏名、４階級、５語学成績、６総合成績、７入所期間 記録範囲： 語学研修科学生として国際警察センターに入
所した者 記録情報の

23. 外国語技能検定試験合格者(国際警察センター国際捜査第二研修室語学研修科)ファイル 警察庁

行政機関の名称： 警察庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 警察大学校国際警察センター国際捜査第二研修室 個人情報ファイ
ルの利用目的： 全国規模語学研修所として、各言語のレベルに応じた語学能力保有者の把握及び当所で実施している外国語技能検定業務のために利用する。 
記録項目： １年度、２語学別、３級位、４都道府県、５所属、６階級、７氏名 記録範囲： 当所で実施している外国語技能検定を受け、合格した者 記録情報の収集
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方法： 本

24. 学籍ファイル 警察庁

行政機関の名称： 警察庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 東北管区警察局東北管区警察学校教務部教務科 個人情報ファイ
ルの利用目的： 東北管区警察学校に入校（在籍）したことを証明するために利用する。 記録項目： １所属、２氏名、３階級、４生年月日、５係名 記録範囲： 東北管
区警察学校に入校した者 記録情報の収集方法： 所属から提出された入校手続関係書類 記録情報の経常的提供先： － 開示

25. 成績ファイル 警察庁

行政機関の名称： 警察庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 東北管区警察局東北管区警察学校教務部教務科 個人情報ファイ
ルの利用目的： 各県警察本部教養担当課等からの成績に対する照会に応じるために利用する。 記録項目： １所属、２階級、３氏名、４年齢、５試験科目、６得点、
７順位、８役員、９学生番号、10採点番号、11課程 記録範囲： 東北管区警察学校に入校し、試験を受けた者 記録情報の収集方法： 本人が受験した試験結果 

26. 術科技能検定合格証書交付ファイル 警察庁

行政機関の名称： 警察庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 東北管区警察局東北管区警察学校指導部警務術科教官室 個人
情報ファイルの利用目的： 術科の検定・級位の取得状況を明らかにするために利用する。 記録項目： １所属、２階級、３氏名、４年齢、５取得級、６証書番号、７合
格年月日 記録範囲： 東北管区警察学校において術科技能検定を受け、合格した者 記録情報の収集方法： 術科技能検定の実施結果 記録情報の経常的提供

27. 表彰受賞者ファイル 警察庁

行政機関の名称： 警察庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関東管区警察局監察部監察課 個人情報ファイルの利用目的： 受
賞者を登録し、表彰歴を確認するために利用する。 記録項目： １表彰種別、２受賞年月日、３所属、４氏名、５功労概要 記録範囲： 関東管区警察局長名での表
彰受賞者 記録情報の収集方法： 申請書 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地：

28. 学籍ファイル 警察庁

行政機関の名称： 警察庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関東管区警察局関東管区警察学校教務部教務科 個人情報ファイ
ルの利用目的： 関東管区警察学校に入校（在籍）したことを証明するために利用する。 記録項目： １所属、２階級、３氏名、４生年月日（年齢）、５入校科別、６在籍
期間 記録範囲： 関東管区警察学校に入校した者 記録情報の収集方法： 本人が作成する入校書類 記録情報の経常的提供先： －

29. 成績ファイル 警察庁

行政機関の名称： 警察庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関東管区警察局関東管区警察学校教務部教務科 個人情報ファイ
ルの利用目的： 各県警察本部教養担当課等からの成績に対する照会に応じるために利用する。 記録項目： １県別、２所属、３階級、４氏名、５年齢、６入校科別、
７各科目の得点、８順位 記録範囲： 関東管区警察学校に入校し、試験を受けた者 記録情報の収集方法： 本人が受験した試験結果 記録情報の経常的提供

30. 術科技能検定合格者ファイル 警察庁

行政機関の名称： 警察庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関東管区警察局関東管区警察学校指導部術科教官室 個人情報フ
ァイルの利用目的： 術科の検定・級位の取得状況を明らかにするために利用する。 記録項目： １県別、２所属、３階級、４氏名、５年齢、６検定種目、７取得段・級
記録範囲： 関東管区警察学校において術科技能検定を受け、合格した者 記録情報の収集方法： 術科技能検定の実施結果 記録情報の経常的提供先：

31. 身上記録ファイル（巡査部長） 警察庁

行政機関の名称： 警察庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 中部管区警察局中部管区警察学校教務部教務科 個人情報ファイ
ルの利用目的： 入校生の身上を把握し、今後の教育訓練や警察に関する学術研修等に役立てるために利用する。 記録項目： １学生番号、２所属、３氏名、４階
級、５生年月日、６本籍、７住所、８採用年月日、９昇任状況、10最終学歴、11実務経歴、12資格・特技、13研修経歴、14家族状況、15趣味・嗜好 記録範囲： 巡査部
長任用科生として中部

32. 成績ファイル（巡査部長） 警察庁

行政機関の名称： 警察庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 中部管区警察局中部管区警察学校教務部教務科 個人情報ファイ
ルの利用目的： 各県警察本部教養担当課等からの成績等の照会に応じるために利用する。 記録項目： １研修名、２学生番号、３県名、４階級、５氏名、６総合成
績、７区分別成績、８賞・役員・各種検定、９欠講状況、10筆記試験、11書類作成、12研究発表、13総合評価 記録範囲： 巡査部長任用科生として中部管区警察学
校に入校し、試験を受けた者

33. 身上記録ファイル（警部補） 警察庁

行政機関の名称： 警察庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 中部管区警察局中部管区警察学校教務部教務科 個人情報ファイ
ルの利用目的： 入校生の身上を把握し、今後の教育訓練や警察に関する学術研修等に役立てるために利用する。 記録項目： １学生番号、２所属、３氏名、４階
級、５生年月日、６本籍、７住所、８採用年月日、９昇任状況、10最終学歴、11実務経歴、12資格・特技、13研修経歴、14家族状況、15趣味・嗜好 記録範囲： 警部補
任用科生として中部管

34. 成績ファイル（警部補） 警察庁

行政機関の名称： 警察庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 中部管区警察局中部管区警察学校教務部教務科 個人情報ファイ
ルの利用目的： 各県警察本部教養担当課等からの成績等の照会に応じるために利用する。 記録項目： １研修名、２学生番号、３県名、４階級、５氏名、６総合成
績、７区分別成績、８賞・役員・各種検定、９欠講状況、10筆記試験、11書類作成、12研究発表、13総合評価 記録範囲： 警部補任用科生として中部管区警察学校
に入校し、試験を受けた者

35. 逮捕術技能検定合格者ファイル 警察庁

行政機関の名称： 警察庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 中部管区警察局中部管区警察学校指導部警務術科教官室 個人
情報ファイルの利用目的： 逮捕術の検定・級位の取得状況を明らかにするために利用する。 記録項目： １県名、２氏名、３階級、４級位、５期生、６合格証交付年月
日 記録範囲： 中部管区警察学校において逮捕術技能検定を受け、合格した者 記録情報の収集方法： 逮捕術技能検定の実施結果 記録情報の経常的提供先

36. 体力検定ファイル 警察庁

行政機関の名称： 警察庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 中部管区警察局中部管区警察学校指導部警務術科教官室 個人
情報ファイルの利用目的： 体力検定の検定・級位の取得状況を明らかにするために利用する。 記録項目： １県名、２階級、３氏名、４年齢、５記録、６級位 記録範
囲： 中部管区警察学校において体力検定を受けた者（平成10年度から平成13年度まで） 記録情報の収集方法： 体力検定の実施結果 記録情報の経常的

37. 表彰ファイル 警察庁

行政機関の名称： 警察庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 近畿管区警察局総務監察部監察課 個人情報ファイルの利用目的：
受賞者を登録し、表彰歴を確認するために利用する。 記録項目： １表彰の番号、２表彰した年月日、３受賞者の所属する府県警察の府県名、４氏名、５年齢、６功
績の概要、７副賞 記録範囲： 表彰受賞者 記録情報の収集方法： 申請書及び表彰結果連絡 記録情報の経常的提供先： － 
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38. 学籍ファイル 警察庁

行政機関の名称： 警察庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 近畿管区警察局近畿管区警察学校教務部教務科 個人情報ファイ
ルの利用目的： 学生のクラス編制及び近畿管区警察学校に入校（在籍）したことを証明するために利用する。 記録項目： １氏名、２階級、３所属、４生年月日、５住
所、６経歴、７健康状態、８家族状況 記録範囲： 近畿管区警察学校に入校した者 記録情報の収集方法： 本人が作成する入校書類 記録情報の経常的提

39. 成績ファイル 警察庁

行政機関の名称： 警察庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 近畿管区警察局近畿管区警察学校教務部教務科 個人情報ファイ
ルの利用目的： 学業成績優秀者表彰や各府県警察本部教養担当課等からの成績に対する照会に応じるために利用する。 記録項目： １氏名、２教科別点数、３学
業順位、４総合成績グラフ 記録範囲： 近畿管区警察学校に入校し、試験を受けた者 記録情報の収集方法： 本人が受験した試験結果 記録情報の経常的提供
先

40. 拳銃技能検定合格者ファイル 警察庁

行政機関の名称： 警察庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 近畿管区警察局近畿管区警察学校指導部学生科 個人情報ファイ
ルの利用目的： 拳銃技能検定・級位の取得状況を明らかにするために利用する。 記録項目： １合格年月日、２合格者氏名、３級、４認定書番号、５年齢、６課程
別、７府県名 記録範囲： 近畿管区警察学校において拳銃技能検定を受け、合格した者 記録情報の収集方法： 拳銃技能検定の実施結果 記録情報の経常的
提

41. 柔剣道段級合格者ファイル 警察庁

行政機関の名称： 警察庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 近畿管区警察局近畿管区警察学校指導部術科教官室 個人情報フ
ァイルの利用目的： 柔剣道の検定・段級の取得状況を明らかにするために利用する。 記録項目： １合格年月日、２合格者氏名、３段級、４証書番号、５受験時段級
位、６府県名、７階級、８年齢、９課程別 記録範囲： 近畿管区警察学校において柔剣道段級検定を受け、合格した者 記録情報の収集方法： 柔剣道段級検定の
実施結果

42. 局長表彰（功績章）記録ファイル 警察庁

行政機関の名称： 警察庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 中国管区警察局総務監察・広域調整部監察課 個人情報ファイルの
利用目的： 受章者を登録し、表彰歴を確認するために利用する。 記録項目： １表彰種別（副賞）、２受賞年月日、３所属、４官職氏名、５功労概要 記録範囲： 中国
管区警察局長名での功績章受章者（昭和44年以降） 記録情報の収集方法： 申請書 記録情報の経常的提供先： － 開示

43. 局長表彰（賞誉）記録ファイル 警察庁

行政機関の名称： 警察庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 中国管区警察局総務監察・広域調整部監察課 個人情報ファイルの
利用目的： 受章者を登録し、表彰歴を確認するために利用する。 記録項目： １表彰種別（副賞）、２受賞年月日、３所属、４官職氏名、５功労概要 記録範囲： 中国
管区警察局長名での功績章受章者（昭和38年以降） 記録情報の収集方法： 申請書 記録情報の経常的提供先： － 開示

44. 学籍ファイル 警察庁

行政機関の名称： 警察庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 中国管区警察局中国管区警察学校教務部教務科 個人情報ファイ
ルの利用目的： １中国管区警察学校に入校（在籍）したことを証明するために利用する。２各県警察本部教養担当課等からの成績に対する照会に応じるために利用
する。 記録項目： １課程の名称、２期別、３入校（卒業）年月日、４県名、５所属名、６階級、７氏名、８生年月日、９年齢、10修業時の成績 記録範囲： 中国管区警
察学校に入校した者 

45. 拳銃技能検定合格者ファイル 警察庁

行政機関の名称： 警察庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 中国管区警察局中国管区警察学校指導部警務術科教官室 個人
情報ファイルの利用目的： 拳銃技能検定の合格状況を明らかにするために利用する。 記録項目： １証書番号、２所属県名、３階級、４氏名、５生年月日、６合格年
月日、７交付年月日 記録範囲： 中国管区警察学校において拳銃技能検定を受け、合格した者 記録情報の収集方法： 拳銃技能検定の実施結果 記録情報の
経

46. 逮捕術技能検定合格者ファイル 警察庁

行政機関の名称： 警察庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 中国管区警察局中国管区警察学校指導部警務術科教官室 個人
情報ファイルの利用目的： 逮捕術の検定・級位の取得状況を明らかにするために利用する。 記録項目： １証書番号、２所属県名、３階級、４氏名、５生年月日、６合
格年月日、７交付年月日 記録範囲： 中国管区警察学校において逮捕術技能検定を受け、合格した者 記録情報の収集方法： 逮捕術技能検定の実施結果 記

47. 柔剣道認定証書発給ファイル 警察庁

行政機関の名称： 警察庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 中国管区警察局中国管区警察学校指導部警務術科教官室 個人
情報ファイルの利用目的： 柔剣道の検定・段位の取得状況を明らかにするために利用する。 記録項目： １発給番号、２合格段位、３合格年月日、４所属、５階級、６
氏名 記録範囲： 中国管区警察学校において柔剣道昇段審査を受け、合格した者 記録情報の収集方法： 柔剣道昇段審査の実施結果 記録情報の経常的提供

48. 学籍ファイル 警察庁

行政機関の名称： 警察庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 四国管区警察局四国管区警察学校教務部教務科 個人情報ファイ
ルの利用目的： 四国管区警察学校に入校（在籍）したことを証明するために利用する。 記録項目： １氏名、２階級、３所属、４年齢、５学生番号、６係名、７専攻 記
録範囲： 四国管区警察学校に入校した者 記録情報の収集方法： 所属から提出された入校手続関係書類 記録情報の経常的提供先： －

49. 成績ファイル 警察庁

行政機関の名称： 警察庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 四国管区警察局四国管区警察学校教務部教務科 個人情報ファイ
ルの利用目的： 各県警察本部教養担当課等からの成績に対する照会に応じるために利用する。 記録項目： １氏名、２県名、３所属、４階級、５学生番号、６専攻、
７各科目の成績 記録範囲： 四国管区警察学校に入校し、試験を受けた者 記録情報の収集方法： 本人が受験した試験結果 記録情報の経常的提供先： 

50. 術科技能検定合格証書交付ファイル 警察庁

行政機関の名称： 警察庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 四国管区警察局四国管区警察学校指導部警務術科教官室 個人
情報ファイルの利用目的： 術科の検定・級位の取得状況を明らかにするために利用する。 記録項目： １所属、２氏名、３階級、４検定年月日、５証書発行年月日、６
入校科別 記録範囲： 四国管区警察学校において術科技能検定を受け、合格した者 記録情報の収集方法： 術科技能検定の実施結果 記録情報の経常的提供

51. 入校生資料ファイル 警察庁

行政機関の名称： 警察庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 九州管区警察局九州管区警察学校指導部学生科 個人情報ファイ
ルの利用目的： 九州管区警察学校に入校（在籍）したことを証明するために利用する。 記録項目： １住所、２氏名、３生年月日、４階級、５所属、６略歴、７最終学
歴、８入校履歴、９術科、10連絡先、11採用・昇任年月日、12係別経歴、13入校宣誓、14専攻、15固有番号 記録範囲： 九州管区警察学校に入校した者 記録情報
の収集
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52. 成績ファイル 警察庁

行政機関の名称： 警察庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 九州管区警察局九州管区警察学校教務部教務科 個人情報ファイ
ルの利用目的： 各県警察本部教養課等からの成績に対する照会に応じるために利用する。 記録項目： １成績順位、２成績総合計、３固有番号、４県名、５階級、６
氏名、７教養測定結果 記録範囲： 九州管区警察学校に入校し、教養測定を受けた者 記録情報の収集方法： 本人が受験した試験結果等 記録情報の経常的

53. 術科技能検定ファイル 警察庁

行政機関の名称： 警察庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 九州管区警察局九州管区警察学校指導部警務術科教官室 個人
情報ファイルの利用目的： 術科の検定・級位の取得状況を明らかにするために利用する。 記録項目： １県名、２所属、３階級、４氏名、５年齢、６検定種目、７検定
結果、８採点結果、９合格証書発給番号 記録範囲： 九州管区警察学校において術科技能検定を受け、合格した者 記録情報の収集方法： 術科技能検定の実施
結果 

54. 苦情情報ファイル 警察庁

行政機関の名称： 警察庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 長官官房人事課 個人情報ファイルの利用目的： 警察庁において、
警察法第79条の規定による都道府県警察職員の職務執行についての苦情及び同苦情以外の都道府県警察職員の職務執行についての苦情の受理状況、対応状
況等に関する情報を一元的に管理し、組織的かつ適切な業務の遂行に資するために利用する。 記録項目： １申出者(1)氏名（フリガナ）(2)氏名（漢字）(3)年齢(4)生
年月日(5)性別(6)職業(7)住所(8)電話番

55. 学籍ファイル 警察庁

行政機関の名称： 警察庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 科学警察研究所法科学研修所 個人情報ファイルの利用目的： １研
修経歴の把握及び証明をするために利用する。２指導・監督のための身上記録として利用する。 記録項目： １課程、２都道府県名等、３官職、４職名、５氏名、６性
別、７生年月日、８本籍、９現住所、10勤務経歴、11教養経歴、12最終学歴、13資格、14身長、15体重、16趣味、17嗜好、18家族、19写真(本人) 記録範囲： 科学警
察研

56. 留置情報ファイル 警察庁

行政機関の名称： 警察庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 長官官房総務課 個人情報ファイルの利用目的： 被留置者の適正
な処遇及び留置事故の防止に資するために利用する。 記録項目： １犯歴番号、２氏名、３生年月日、４性別、５事件処理署、６検挙年月日、７指紋作成番号、８留
置日時、９留置番号、10処理部門、11特異動向、12疾病等、13文字情報 記録範囲： 特異動向又は疾病等を有する被留置者 記録情報の収集方法： 警視庁及び
道

57. 二輪車防犯登録ファイル 警察庁

行政機関の名称： 警察庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 生活安全局生活安全企画課 個人情報ファイルの利用目的： 二輪
車に係る犯罪の予防及び盗品等の早期発見・被害回復に資するために利用する。 記録項目： １防犯登録番号、２車両（標識）番号、３車台番号、４車名、５型式、６
車色、７制度加入日、８変更年月日、９使用者の住所、10使用者の氏名又は名称、11使用者の電話番号、12防犯登録が抹消されているかどうかの別 記録範囲： 
（一社）日本二輪車普及安全

58. 古物商等管理ファィル 警察庁

行政機関の名称： 警察庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 生活安全局生活安全企画課 個人情報ファイルの利用目的： 古物
営業法（昭和24年法律第108号）及び質屋営業法（昭和25年法律第158号）に基づく、古物商、古物市場主及び質屋（以下「古物商等」という。）の許可及び古物商等に
対する行政処分に関する情報を一元的に管理することにより、欠格事由の判断、営業の停止命令等の事務を効率的かつ確実に実施し、もって適正な業務の遂行に
資することを目的とする。 記録項目： 第１古物商及

59. 警備業者役員等ファイル 警察庁

行政機関の名称： 警察庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 生活安全局生活安全企画課 個人情報ファイルの利用目的： 警備
業者の役員等に関して、警備業者に対して行う監督等警備業に関する事務の適切な遂行を確保するために利用する。 記録項目： １認定証番号、２認定証交付公
安委員会、３主たる営業所が所在する都道府県、４主たる営業所の営業所番号、５認定申請書等受理警察署、６警備業者名、７警備業者の住所、８警備業者の電話
番号、９法人等の種別、10認定失効の事由、11代表者(1)氏名

60. 警備業資格者等ファイル 警察庁

行政機関の名称： 警察庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 生活安全局生活安全企画課 個人情報ファイルの利用目的： 警備
員指導教育責任者等に関する資格者証の交付、書換等の事務の適正な遂行を確保するために利用する。 記録項目： １資格等、２検定の業種等、３交付公安委員
会、４資格者証等番号、５申請書等の受理警察署、６氏名、７性別、８生年月日、９本（国）籍、10交付年月日、11書換年月日、12行政処分の登録警察本部、13処分
番号、14処分時の住所、15処分年月日、16処分事由

61. 風俗営業等管理ファイル 警察庁

行政機関の名称： 警察庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 生活安全局保安課 個人情報ファイルの利用目的： 風俗営業の許
可、特例風俗営業者の認定、性風俗関連特殊営業及び深夜酒類提供飲食店営業の届出並びに風俗営業者等に係る行政処分の事務の適正な遂行を確保するため
に利用する。 記録項目： １許可上申等課及び警察署、２許可等年月日、３行政処分等の区分、４営業停止等の期間、５送致又は調査終了から処分までの日数、６
営業の種別、７併設営業の停止処分の有無、８送致の有無、９法人・個人

62. 猟銃・空気銃等管理ファイル 警察庁

行政機関の名称： 警察庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 生活安全局保安課 個人情報ファイルの利用目的： 猟銃及び空気
銃等の管理の適正化及び効率化に資するために利用する。 記録項目： １許可証番号、２本（国）籍、３住所、４氏名、５性別、６生年月日、７許可年月日、８許可番
号、９有効期間、10銃の種類及び型式、11商品名等、12口径、13特徴、14銃番号、15銃の全長、16銃身長、17弾倉型式及び充てん可能弾数、18適合実（空）包替え
銃身数、19替え銃身、20用途別、21

63. 生存者叙勲記録ファイル 警察庁

行政機関の名称： 警察庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 中国管区警察局総務監察・広域調整部監察課 個人情報ファイルの
利用目的： 受章者を登録し、表彰歴を確認するために利用する。 記録項目： １ 氏名２ 年齢３ 勲等４ 階級等 記録範囲： 中国管区内の生存者叙勲受章者（昭
和40年以降） 記録情報の収集方法： 申請書 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地

64. 運転者管理ファイル 警察庁

行政機関の名称： 警察庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 交通局運転免許課 個人情報ファイルの利用目的： 運転免許証の
交付及び更新、運転免許の取消及び停止等運転免許事務の適正な遂行を確保するために利用する。 記録項目： １氏名、２生年月日、３性別、４本（国）籍、５住
所、６免許証番号、７有効期間の末日、８交付年月日、９照会番号、10免許年月日、11免許の種類、12免許の条件等、13普通経験日数、14違反、事故及び事案（重
大違反唆し等、道路外致死傷に係るもの）の発生年月日

65. 賞詞交付ファイル 警察庁
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行政機関の名称： 警察庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 長官官房人事課 個人情報ファイルの利用目的： 賞詞受賞者を登
録し、受賞歴を確認するために利用する。 記録項目： １ 受章年月日２ 所属３ 階級等４ 氏名５ 年齢６ 功労概要 記録範囲： 賞詞受賞者 記録情報の収集
方法： 都道府県警察の表彰担当係から提出される功績調書等 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称

66. 警察功績章交付ファイル 警察庁

行政機関の名称： 警察庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 長官官房人事課 個人情報ファイルの利用目的： 警察功績章受章
者を登録し、受章歴を確認するために利用する。 記録項目： １ 受章年月日２ 所属３ 階級等４ 氏名５ 年齢６ 勤続年数７ 元職名 記録範囲： 警察功績章受
章者 記録情報の収集方法： 都道府県警察の表彰担当係から提出される功績調書等 記録情報の経常的提供先： － 開示請求

67. 探偵業管理ファィル 警察庁

行政機関の名称： 警察庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 生活安全局生活安全企画課 個人情報ファイルの利用目的： 探偵
業の届出及び探偵業に対する行政処分等に係る情報を一元的に管理し、探偵業の業務の適正化を行うことを目的とした探偵業管理業務を運用するために利用す
る。 記録項目： １届出証明書番号、２受理警察署、３受理年月日、４受理番号、５法人等の種別、６探偵業者の商号、名称又は氏名、住所、生年月日、性別及び電
話番号、７営業所の名称、所在地、設置年月日及び種別、８広告宣伝

68. 相談情報ファイル 警察庁

行政機関の名称： 警察庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 長官官房総務課 個人情報ファイルの利用目的： 警視庁及び道府
県警察本部並びに警察署の相談業務主管課で受理し又は通知を受けた相談に関する情報を集約し、共有・活用することにより、適正な相談業務の遂行を図るととも
に、犯罪等による被害の未然防止に資することを目的とする。 記録項目： １ 受理番号、２ 受理年月日、３ 受理者の氏名、職員番号、所属、所属する本部係名又
は署課名、４ 受理窓口区分、５ 受理態様、６ 申出者の氏

69. 配偶者暴力情報ファイル 警察庁

行政機関の名称： 警察庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 生活安全局生活安全企画課 個人情報ファイルの利用目的： 配偶
者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（以下「配偶者暴力防止法」という。）に基づき通知を受けた保護命令に係る情報を一元的に管理することによっ
て、都道府県警察間で保護命令に係る情報を共有し、さらに、今後の配偶者暴力対策施策に資するため情報を分析することを目的とする。 記録項目： １保護命令
事件番号、２決定年月日、３裁判所、４効力発生日時、５効力停

全件詳細表示 選択詳細表示
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e-Gov home >  検索条件入力 > 検索結果

個人情報ファイル簿の検索

検索画面へ戻る

検索結果一覧

検索キーワード 指定なし 

府省 金融庁

上記の検索条件で 14 件ヒットしました。1件から14件を表示
詳細を見るには、番号横のチェックボックスをチェックし、詳細表示をクリックして下さい。

全件詳細表示 選択詳細表示

凡例 個人情報ファイルの名称 府省名

行政機関の名称：行政機関の名称（全角２０文字以内） 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称：個人情報ファイルが利用に供される事務
をつかさどる組織の名称（全角５，０００文字以内） 個人情報ファイルの利用目的：個人情報ファイルの利用目的（全角２５０文字以内） 記録項目：記録項目（全角
５，０００文字以内） 記録範囲：記録範囲（全角５００文字以内） 記録情報の収集方法：記録情報の収集方法（全角１５０文字以内）・・・・先頭３００字までを表示

1. 貸金業者リスト(登録貸金業者情報検索サービス) 金融庁

行政機関の名称： 金融庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 監督局総務課金融会社室 個人情報ファイルの利用目的： 登録さ
れた貸金業者の情報を一元的に公表することにより、資金需要者等の利益の保護に資する。 記録項目： １登録番号、２登録（更新）日、３人格、４行政処分内容、５
商号・名称、６代表者名、７フリガナ、８郵便番号、９本店（主たる営業所）、１０電話番号、１１データ更新日 記録範囲： 貸金業法（昭和５８年法律第３２号）第３条第１
項の規定に基づき登

2. 貸金業業務報告書ファイル 金融庁

行政機関の名称： 金融庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 監督局総務課金融会社室 個人情報ファイルの利用目的： 貸金業
者の貸付状況等の把握及び貸付残高等資料の作成に利用する。 記録項目： １登録番号、２貸金業者名・住所・電話番号、３代表者氏名、４連絡担当者の所属・氏
名・電話番号、５貸付金の種別残高・件数及び平均約定金利、６業種別貸付残高及び先数、７貸付金の金額別件数・残高及び１件当たり平均貸付残高、８貸付金の
期間別件数・残高及び１件当たり平均約定期間、９貸付金の金利別

3. 貸金業務取扱主任者研修受講者リスト 金融庁

行政機関の名称： 金融庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 監督局総務課金融会社室 個人情報ファイルの利用目的： 貸金業
務取扱主任者研修の受講状況を把握するために使用する。 記録項目： １受講者氏名、２生年月日、３実施団体コード、４修了証番号、５実施年月日、６交付年月
日、７到達番号 記録範囲： 貸金業の規制等に関する法律施行規則第２６条の３１第１項及び第２項の規定に基づき報告される貸金業務取扱主任者研修を受講し
た者 記録情報の収集方法

4.
事績管理簿
（預金・融資）、（投資商品）、（保険商品）、(貸金)、（金融行政一般・その他）

金融庁

行政機関の名称： 金融庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 総務企画局政策課金融サービス利用者相談室 個人情報ファイル
の利用目的： 相談室において受付けた相談等の内容を記録し、金融機関の検査・監督等で有効に活用する 記録項目： １担当者、２年月日、３受付方法、４相談等
対象先、５性別、６住所、７相談者氏名、８相談者電話番号、９申出概要、１０対応内容、１１相談内容（個人名等の全情報を含む）の金融機関への伝達についての意
思承諾（６、７、８については、相談者からの申出があった場

5. 郵便局銀行代理業者一覧 金融庁

行政機関の名称： 金融庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 金融庁監督局総務課郵便貯金・保険監督参事官室 個人情報ファイ
ルの利用目的： 許可を受けた銀行代理業者の情報を一元的に公表することにより、預金者等の利益の保護に資する。 記録項目： １.許可番号、２.郵便局名、３.銀
行代理業者名、４.許可年月日、５.主たる営業所又は事務所の所在地、６.法人又は個人の別、７.所属銀行名 記録範囲： 郵政民営化法（平成１７年１０月２１日法律
第９７号）第８４条第

6. 貸金業務取扱主任者資格試験合格者ファイル 金融庁

行政機関の名称： 金融庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 監督局総務課金融会社室 個人情報ファイルの利用目的： 合格者
の管理等、貸金業務取扱主任者資格試験関係業務に利用する。 記録項目： １受験番号、２氏名、３生年月日、４住所 記録範囲： 貸金業務取扱主任者資格試験
合格者 記録情報の収集方法： 貸金業務取扱主任者資格試験の実施に関する事務の指定を受けた日本貸金業協会からの報告 記録情報の経常的提供先： 

7. 貸金業務取扱主任者登録簿 金融庁

行政機関の名称： 金融庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 監督局総務課金融会社室 個人情報ファイルの利用目的： 貸金業
務取扱主任者の登録状況を把握し、貸金業監督事務の適正な遂行を確保するために利用する。 記録項目： １貸金業務取扱主任者の氏名、２生年月日、３住所、４
本籍、５性別、６資格試験の合格年月日、７合格証書番号、８従事する貸金業者の商号、名称又は氏名、９貸金業者の登録番号、１０主任者登録番号、１１主任者登
録年月日、１２処理した登録事務の内容、１３処理年月日、１４

8. 証券取引等審査データ 金融庁

行政機関の名称： 金融庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 証券取引等監視委員会事務局市場分析審査課 個人情報ファイル
の利用目的： 日常的な市場監視における、不公正取引等の法令違反の疑いのある取引について詳細な分析を行い、事実関係について審査を行うために利用する。 
記録項目： １氏名、２住所、３売買取引内容、４審査状況 記録範囲： 特定銘柄の株式等の売買取引者 記録情報の収集方法： 証券会社からの報告 記録情報

9. 証券取引等関係情報ファイル 金融庁

e-Gov（イーガブ）は総務省が運営する総合的な行政ポータルサイトです
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行政機関の名称： 金融庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 証券取引等監視委員会事務局市場分析審査課 個人情報ファイル
の利用目的： 取引審査、証券会社の検査、犯則事件の調査等の市場監視を行う場合の端緒として利用する。 記録項目： １氏名、２住所、３電話番号、４性別、５年
齢、６職業、７メールアドレス、８情報の内容 記録範囲： 情報提供者（当該年度を含む過去５年間） 記録情報の収集方法： 証券取引等監視委員会ホームページ
等 

10. 売買審査結果報告書受付リスト 金融庁

行政機関の名称： 金融庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 証券取引等監視委員会事務局市場分析審査課 個人情報ファイル
の利用目的： 内部者取引等の法令違反の疑いのある取引に係る審査等の参考として利用する。 記録項目： １報告年月日、２証券会社、３委託者名、４銘柄コー
ド、５銘柄名、６重要事実 記録範囲： 日本証券業協会の「不公正取引防止のための売買管理体制の整備に関する規則」に基づき証券会社から報告のあった委託
者 記録情報の収集方法：

11. 公認会計士試験合格者ファイル（３ファイル） 金融庁

行政機関の名称： 金融庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 公認会計士・監査審査会事務局総務試験室 個人情報ファイルの利
用目的： 公認会計士試験第１次試験、同第２次試験及び同第３次試験の合格者特定に利用する。 記録項目： １合格年、２氏名、３性別、４合格証書番号、５生年
月日 記録範囲： 各個人情報ファイルの記録範囲は次のとおり第１次試験に合格した者（平成７年～）第２次試験に合格した者（平成６年～）第３次試験に合格した
者（平成６年～）

12. 公認会計士試験合格者ファイル（６ファイル） 金融庁

行政機関の名称： 金融庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 公認会計士・監査審査会事務局総務試験室 個人情報ファイルの利
用目的： 公認会計士試験第１次試験、同第２次試験、同第３次試験及び同第３次試験受験資格検定並びに公認会計士特例試験及び特別公認会計士試験の合格者
特定に利用する。 記録項目： １合格年、２氏名、３合格証書番号 記録範囲： 各個人情報ファイルの記録範囲は次のとおり第１次試験に合格した者（昭和２４年～
平成６年）第２次試験に合格した者（

13. 公認会計士試験受験者管理ファイル 金融庁

行政機関の名称： 金融庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 公認会計士・監査審査会事務局総務試験室 個人情報ファイルの利
用目的： 公認会計士試験の実施、合否決定、統計データの作成、免除審査事務、公認会計士となるための手続きにおける本人確認、受験者に対する意識調査のた
めのアンケートに利用するため 記録項目： １ 受験局、２ 受験番号、３ 受験年、４ 受験回、５ 出願申請区分、６ 氏名、７ 生年月日、８ 性別、９ 住所、10 電
話番号、11 緊急連絡先、12 職業、13 学

14. 保険募集に関する不祥事件届出ファイル 金融庁

行政機関の名称： 金融庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 監督局保険課 個人情報ファイルの利用目的： 保険会社から提出さ
れる不祥事件届出の管理のために利用するとともに、登録等の事務を委任している財務（支）局及び内閣府沖縄総合事務局において、特定保険募集人の登録事務
における登録拒否事由の有無に係る審査のために利用するよう提供するため。 記録項目： １ 管理番号、２ 会社名、３ 代理店名、４ 委託状況、５ 第○報、６
報告状況、７ 届出年月日（直近）、８ 直近届出から本日

全件詳細表示 選択詳細表示
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e-Gov home >  検索条件入力 > 検索結果

個人情報ファイル簿の検索

検索画面へ戻る

検索結果一覧

検索キーワード 指定なし 

府省 消費者庁

上記の検索条件で 8 件ヒットしました。1件から8件を表示
詳細を見るには、番号横のチェックボックスをチェックし、詳細表示をクリックして下さい。

全件詳細表示 選択詳細表示

凡例 個人情報ファイルの名称 府省名

行政機関の名称：行政機関の名称（全角２０文字以内） 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称：個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる
組織の名称（全角５，０００文字以内） 個人情報ファイルの利用目的：個人情報ファイルの利用目的（全角２５０文字以内） 記録項目：記録項目（全角５，０００文字以内） 記録範
囲：記録範囲（全角５００文字以内） 記録情報の収集方法：記録情報の収集方法（全角１５０文字以内）・・・・先頭３００字までを表示

1. 景品・表示調査員名簿 消費者庁

行政機関の名称： 消費者庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 表示対策課 個人情報ファイルの利用目的： 景品・表示調査員制度の運営のた
め。 記録項目： 1氏名、2経験年数、3住所、4電話番号 記録範囲： 本年及び過去5年において景品・表示調査員を委嘱した者 記録情報の収集方法： 景品・表示調査員応募は
がき 記録情報の経常的提供先： 社団法人全国公正取引協議会連合会、公正取引協議会 開示請

2. 消費者情報ダイヤルデータベース（平成21年度） 消費者庁

行政機関の名称： 消費者庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 消費者教育・地方協力課 個人情報ファイルの利用目的： 消費者等から提供さ
れた情報及び問い合わせ内容の集約、分析を行い、その結果を取りまとめて関係機関に提供等すること。 記録項目： 1受付日時、2受付者名、3問い合わせ情報の分野、4情報提
供者の氏名、5性別、6住所、7電話番号、8消費者庁からの連絡の可否及び可能な場合の連絡手段、9職業、10問い合わせ内容、11対応内容、12回付の有無及び回付する場合の
回付先、1

3. 地方消費者行政現況調査 消費者庁

行政機関の名称： 消費者庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 消費者教育・地方協力課 個人情報ファイルの利用目的： 各自治体との連絡簿
として使用 記録項目： １．市町村名、２．担当部署名、３．担当者名、４．郵便番号、５．住所、６．電話番号、７．メールアドレス 記録範囲： 各自治体の消費者行政担当職員 記
録情報の収集方法： 都道府県消費者行政担当者から当該都道府県内の各自治体消費者行政担当者について提出 記録情報

4. 消費者情報課窓口データベース（平成22年度） 消費者庁

行政機関の名称： 消費者庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 消費者教育・地方協力課 個人情報ファイルの利用目的： 消費者等から提供さ
れた情報及び問い合わせ内容の集約、分析を行い、その結果を必要に応じて関係機関に提供等すること。 記録項目： １受付日時、２受付者名、３問い合わせ情報の分野、４情報
提供者の氏名、５性別、６住所、７電話番号、８消費者庁からの連絡の可否及び可能な場合の連絡手段、９職業、10問い合わせ内容、11対応内容、12回付の有無及び回付する場
合の回付先、1

5. 消費生活情報課窓口データベース（平成23年度） 消費者庁

行政機関の名称： 消費者庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 消費者教育・地方協力課 個人情報ファイルの利用目的： 消費者等から提供さ
れた情報及び問い合わせ内容の集約、分析を行い、その結果を個人情報が特定できない形で、必要に応じて関係機関に提供等すること。 記録項目： １受付日時、２受付者名、３
問い合わせ情報の分野、４情報提供者の氏名、５性別、６住所、７電話番号、８消費者庁からの連絡の可否及び可能な場合の連絡手段、９職業、10問い合わせ内容、11対応内容、
12回付の有無

6. 景品表示法関係情報ファイル 消費者庁

行政機関の名称： 消費者庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 表示対策課 個人情報ファイルの利用目的： 景品表示法違反事案に係る端緒情
報及び景品表示法に係る相談情報の整理・検索 記録項目： １氏名、２住所、３電話番号、４メールアドレス、５情報内容 記録範囲： 景品表示法違反事案に係る端緒情報及び景
品表示法に係る相談情報のうち、情報提供者、相談者及び景品表示法違反被疑事業者の関係者等に関する情報 記録情報の収集方法： 本人か

7. 食品中の放射性物質に関するコミュニケーター個人情報ファイル 消費者庁

行政機関の名称： 消費者庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 消費者安全課 個人情報ファイルの利用目的： 食品中の放射性物質に関するコ
ミュニケーター養成研修の参加者とWEBサイト等を通じて引き続き情報共有の機会を持つため 記録項目： １．氏名、２．住所、３．電話番号、４．ＦＡＸ番号、５．メールアドレス 記
録範囲： 食品中の放射性物質に関するコミュニケーター養成研修で参加者のうちアンケートを記載された者 記録情報の収集方法： 

8. 食品表示電話対応記録ファイル 消費者庁

行政機関の名称： 消費者庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 食品表示企画課 個人情報ファイルの利用目的： 食品表示に関する事業者等か
らの問合せについての回答記録用 記録項目： １会社名、２氏名、３電話番号、４メールアドレス、５問合せ内容 記録範囲： 消費者庁に架電された者のうち、食品表示に関する問
合せをされた者。 記録情報の収集方法： 本人からの申出による 記録情報の経常的提供先： ―

全件詳細表示 選択詳細表示
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e-Gov home >  検索条件入力 > 検索結果

個人情報ファイル簿の検索

検索画面へ戻る

検索結果一覧

検索キーワード 指定なし 

府省 特定個人情報保護委員会 , 復興庁 , 総務省

上記の検索条件で 23 件ヒットしました。1件から23件を表示
詳細を見るには、番号横のチェックボックスをチェックし、詳細表示をクリックして下さい。

全件詳細表示 選択詳細表示

凡例 個人情報ファイルの名称 府省名

行政機関の名称：行政機関の名称（全角２０文字以内） 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称：個人情報ファイルが利用に供される事務
をつかさどる組織の名称（全角５，０００文字以内） 個人情報ファイルの利用目的：個人情報ファイルの利用目的（全角２５０文字以内） 記録項目：記録項目（全角
５，０００文字以内） 記録範囲：記録範囲（全角５００文字以内） 記録情報の収集方法：記録情報の収集方法（全角１５０文字以内）・・・・先頭３００字までを表示

1. 戦後強制抑留者特別給付金支給等検索ファイル 総務省本省

行政機関の名称： 総務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 大臣官房総務課管理室 個人情報ファイルの利用目的： 旧独立行
政法人平和祈念事業特別基金が行った戦後強制抑留者に対する特別給付金支給に係る問い合わせ等に利用する 記録項目： ・強制抑留者本人による請求の場
合の項目１特別給付金受付年月日、２受付番号、３認定番号、４現住所、５請求者氏名、６連絡先、７生年月日、８帰還年月日、９支給金額、10金融機関名、11支店
名、12口座番号、13口座名義人、14上陸地、15帰還当時の

2. 恩給等受給者データベース 総務省本省

行政機関の名称： 総務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 人事・恩給局 総務課恩給審理官(室)、恩給企画課、恩給相談官
（室）、経理室、恩給審査課、恩給業務課、受給・債権調査室、支給管理室、情報処理調整官（室） 個人情報ファイルの利用目的： ・恩給及び国会議員の互助年金
（以下「恩給等」という。）の裁定、年額改定及び統計作成に使用する。・恩給等受給権調査に使用する。・高額所得がある場合の恩給等の停止に使用する。・恩給等
の支給に使用する。（ただし、５４のファイル記録項目の内容については、住民基本台

3. 局所相談データベース（４８ファイル） 総務省本省

行政機関の名称： 総務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 行政評価局、北海道管区行政評価局、東北管区行政評価局、青森
行政評価事務所、岩手行政評価事務所、秋田行政評価事務所、山形行政評価事務所、福島行政評価事務所、関東管区行政評価局、茨城行政評価事務所、栃木行
政評価事務所、群馬行政評価事務所、千葉行政評価事務所、東京行政評価事務所、神奈川行政評価事務所、新潟行政評価事務所、山梨行政評価事務所、長野行
政評価事務所、中部管区行政評価局、富山行政評価事務所、石川行政評価事務所、岐阜行政評価事務所、静岡行政評価事務所、三重行

4. 行政相談委員データベース（４８ファイル） 総務省本省

行政機関の名称： 総務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 行政評価局行政相談課、北海道管区行政評価局、東北管区行政評
価局、青森行政評価事務所、岩手行政評価事務所、秋田行政評価事務所、山形行政評価事務所、福島行政評価事務所、関東管区行政評価局、茨城行政評価事務
所、栃木行政評価事務所、群馬行政評価事務所、千葉行政評価事務所、東京行政評価事務所、神奈川行政評価事務所、新潟行政評価事務所、山梨行政評価事務
所、長野行政評価事務所、中部管区行政評価局、富山行政評価事務所、石川行政評価事務所、岐阜行政評価事務所、静岡行政評価事務

5. 工事担任者ファイル（１２ファイル） 総務省本省

行政機関の名称： 総務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課、北海道
総合通信局、東北総合通信局、関東総合通信局、信越総合通信局、北陸総合通信局、東海総合通信局、近畿総合通信局、中国総合通信局、四国総合通信局、九
州総合通信局、沖縄総合通信事務所 個人情報ファイルの利用目的： 所管制度における資格者証の交付事務、統計事務及び試験事務に利用する。 記録項目：
１氏名、２生年月日、３住所、４電話番号、５顔写真、６資格者証番号、７

6. 電気通信事業の届出状況ファイル（１２ファイル） 総務省本省

行政機関の名称： 総務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 総合通信基盤局電気通信事業部データ通信課、北海道総合通信
局、東北総合通信局、関東総合通信局、信越総合通信局、北陸総合通信局、東海総合通信局、近畿総合通信局、中国総合通信局、四国総合通信局、九州総合通
信局、沖縄総合通信事務所 個人情報ファイルの利用目的： 電気通信事業の届出状況の把握、統計データの作成に利用する。 記録項目： 1.届出年月日、2.氏名
又は名称、3.代表者氏名、4.住所 記録範囲： 

7. 電気通信主任技術者ファイル（１２ファイル） 総務省本省

行政機関の名称： 総務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課、北海道
総合通信局、東北総合通信局、関東総合通信局、信越総合通信局、北陸総合通信局、東海総合通信局、近畿総合通信局、中国総合通信局、四国総合通信局、九
州総合通信局、沖縄総合通信事務所 個人情報ファイルの利用目的： 所管制度における資格者証の交付事務、統計事務及び試験事務で利用する。 記録項目：
１氏名、２生年月日、３住所、４電話番号、５顔写真、６資格者証番号、７

8. 電気通信消費者相談ファイル（１２ファイル） 総務省本省

行政機関の名称： 総務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課、北海道総合通信
局、東北総合通信局、関東総合通信局、信越総合通信局、北陸総合通信局、東海総合通信局、近畿総合通信局、中国総合通信局、四国総合通信局、九州総合通
信局、沖縄総合通信事務所 個人情報ファイルの利用目的： 申告者の相談記録及び類似事案の検索、相談事案の傾向分析等のために利用する。 記録項目： １
受付時間、２対応者、３連絡方法、４連絡者の住所、氏名、電話番号、性別、
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9. 船舶局無線従事者ファイル（１２ファイル） 総務省本省

行政機関の名称： 総務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 総務省総合通信基盤局電波部電波政策課、北海道総合通信局、東
北総合通信局、関東総合通信局、信越総合通信局、北陸総合通信局、東海総合通信局、近畿総合通信局、中国総合通信局、四国総合通信局、九州総合通信局、
沖縄総合通信事務所 個人情報ファイルの利用目的： 船舶局無線従事者証明書の交付事務、監督事務、訓練事務及び統計の作成に利用する。 記録項目： １．
氏名、２．生年月日、３．証明番号、４．証明年月日、５．発給年月日、６

10. 無線従事者ファイル（１２ファイル） 総務省本省

行政機関の名称： 総務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 総合通信基盤局電波部電波政策課、北海道総合通信局、東北総合
通信局、関東総合通信局、信越総合通信局、北陸総合通信局、東海総合通信局、近畿総合通信局、中国総合通信局、四国総合通信局、九州総合通信局、沖縄総
合通信事務所 個人情報ファイルの利用目的： 無線従事者の試験事務、免許事務、監督事務及び統計の作成に利用する。 記録項目： １．氏名、２．生年月日、
３．顔写真、４．免許証番号、５．資格の種別、６．総合通信局名、７．

11. 総合無線局管理ファイル（２０ファイル） 総務省本省

行政機関の名称： 総務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 総合通信基盤局電波部基幹通信課、移動通信課、衛星移動通信
課、電波利用料企画室、監視管理室情報流通行政局放送技術課、地上放送課、衛星・地域放送課、地域放送推進室北海道総合通信局、東北総合通信局、関東総
合通信局、信越総合通信局、北陸総合通信局、東海総合通信局、近畿総合通信局、中国総合通信局、四国総合通信局、九州総合通信局、沖縄総合通信事務所
個人情報ファイルの利用目的： 無線局の免許・登録・許可、監督事務、電波利用料の徴収及び統計の作成に

12. 高周波利用設備管理原簿ファイル（１２ファイル） 総務省本省

行政機関の名称： 総務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 総合通信基盤局電波部電波環境課、北海道総合通信局、東北総合
通信局、関東総合通信局、信越総合通信局、北陸総合通信局、東海総合通信局、近畿総合通信局、中国総合通信局、四国総合通信局、九州総合通信局、沖縄総
合通信事務所 個人情報ファイルの利用目的： 高周波利用設備の設置許可、型式指定及び型式確認に係る事務、監督事務及び統計の作成に利用する。 記録項
目： 1.設置者、型式の指定を受けた者又は型式の確認を行った者の氏名又

13. 登録検査等事業者等管理ファイル（１２ファイル） 総務省本省

行政機関の名称： 総務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 総合通信基盤局電波部電波環境課、北海道総合通信局、東北総合
通信局、関東総合通信局、信越総合通信局、北陸総合通信局、東海総合通信局、近畿総合通信局、中国総合通信局、四国総合通信局、九州総合通信局、沖縄総
合通信事務所 個人情報ファイルの利用目的： 登録点検事業者の監督事務のために利用する。 記録項目： １事業者の氏名又は名称及び代表者氏名、２事業者
住所、３事業者電話番号、４判定員及び点検員の氏名、５判定員及び点検員

14. 恩給等債権管理ファイル 総務省本省

行政機関の名称： 総務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 人事・恩給局恩給業務課受給・債権調査室 個人情報ファイルの利
用目的： 恩給等の過払金の返納金債権に係る情報を収録し、債権管理事務に利用する 記録項目： １債務者番号、２債務者氏名、３恩給等受給者との続柄、４郵
便番号、５住所、６電話番号、７債権番号、８債権現在額、９恩給等受給者氏名、10恩給等受給者の証書記号番号、11恩給等受給者住所、12過払発生事由、13事由
発生年月日、14過払額、15債権管理記録

15. 年金記録に係る申立事案ファイル（４８ファイル） 総務省本省

行政機関の名称： 総務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 行政評価局年金記録確認中央第三者委員会事務室、北海道管区行
政評価局、東北管区行政評価局、青森行政評価事務所、岩手行政評価事務所、秋田行政評価事務所、山形行政評価事務所、福島行政評価事務所、関東管区行政
評価局、茨城行政評価事務所、栃木行政評価事務所、群馬行政評価事務所、千葉行政評価事務所、東京行政評価事務所、神奈川行政評価事務所、新潟行政評価
事務所、山梨行政評価事務所、長野行政評価事務所、中部管区行政評価局、富山行政評価事務所、石川行政評価事務所、岐阜行政評価

16. 有線一般放送管理ファイル（１２ファイル） 総務省本省

行政機関の名称： 総務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 情報流通行政局地域放送推進室、北海道総合通信局、東北総合通
信局、関東総合通信局、信越総合通信局、北陸総合通信局、東海総合通信局、近畿総合通信局、中国総合通信局、四国総合通信局、九州総合通信局、沖縄総合
通信事務所 個人情報ファイルの利用目的： 有線一般放送の業務の監督事務及び統計の作成 記録項目： １登録又は届出者の氏名又は名称、２登録又は届出
者の住所、３登録又は届出者の電話番号、４役員の氏名及び役職、５主な出資

17. 郵便認証司データベース 総務省本省

行政機関の名称： 総務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 情報流通行政局郵政行政部郵便課 個人情報ファイルの利用目的：
郵便認証司の任免情報等の管理のため 記録項目： １郵便認証司番号、２氏名、３生年月日、４職員コード、５任命日、６会社、７所属、８部署、９役職、１０退職日、
１１兼業有無、１２懲戒処分歴 記録範囲： 総務大臣が任命する郵便認証司 記録情報の収集方法： 郵便事業株式会社及び郵便局株式会社からの報告 

18. 登録政治資金監査人名簿管理ファイル 総務省本省

行政機関の名称： 総務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 政治資金適正化委員会事務局 個人情報ファイルの利用目的： 登
録政治資金監査人に係る登録情報の管理のほか、登録政治資金監査人証票及び研修修了証書等の発行並びに登録政治資金監査人に対する各種連絡のために
利用する。 記録項目： １申請年月日、２登録番号、３登録年月日、４登録政治資金監査人証票の番号、５登録の公告年月日、６研修修了年月日、７氏名、８性別、９
生年月日、１０本籍、１１住所及び電話番号、１２政治資金規正法第１

19. 政治団体台帳検索データベース 総務省本省

行政機関の名称： 総務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自治行政局選挙部政治資金課 個人情報ファイルの利用目的： 政
治団体台帳をデータベースで管理する事により、政治資金業務を効率的に行う。 記録項目： １ 政治団体ＩＤ ２ 主たる活動区域 ３ 政治団体の区分 ４ 政治団
体の設立年月日 ５ 政治団体の名称 ６ 前の政治団体の名称 ７ 事務所の所在地 ８ 前の事務所の所在地 ９ 政治団体の事務所の電話番号 １０ 前の政
治団体の事務所の電話番号 １１ ２、３及び５から１０

20. 地域の元気創造プラットフォームＳＮＳ利用者ファイル 総務省本省

行政機関の名称： 総務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自治行政局地域自立応援課人材力活性化・連携交流室 個人情報
ファイルの利用目的： ＳＮＳへの会員登録及びシステムの運営に関する事務のために利用する。 記録項目： １ 氏名 ２ 住所３ メールアドレス４ 職業５ 個人を
識別できる書き込み等の記載 記録範囲： ＳＮＳへの会員登録及び書き込みを行った者 記録情報の収集方法： ＳＮＳへの会員登録及び書き込みにより収集 

21. 電子調達システム利用者情報ファイル 総務省本省

行政機関の名称： 総務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 情報流通行政局情報流通振興課 個人情報ファイルの利用目的：
電子調達システムにおける利用者管理及び契約相手方情報、支払先情報の管理のため 記録項目： １商号又は名称 ２代表者役職 ３代表者氏名 ４住所 ５電話
番号 ６メールアドレス ７口座情報 ８法人の代表者代理人に係る２～７の項目 記録範囲： 電子調達システムを利用する者 記録情報の収集方法： 本人からの
電子調達

22. 消防庁長官定例表彰ファイル 消防庁
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行政機関の名称： 総務省消防庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 総務課表彰係 個人情報ファイルの利用目的： 表彰の審査
業務のため必要な事項を把握するため 記録項目： １氏名、２階級、３現住所、４過去の表彰歴、５最高階級歴、６刑罰等調書、７一般履歴書（消防関係以外の職
歴）、８消防関係履歴書（消防に関する職歴）、９消防関係団体履歴、１０所属団体名、１１功績調書（その方の功績概要を記載） 記録範囲： 該当年度に表彰を予定
している候補者 記

23. 退職報償者推せん名簿 消防庁

行政機関の名称： 総務省消防庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 総務課表彰係 個人情報ファイルの利用目的： 退職消防団
員報償該当者を把握し、賞状筆耕や銀杯数を決定するため。 記録項目： １.氏名 ２.年齢 ３.消防団名 ４.階級 ５.退職年月数 ６．勤続年数 記録範囲： 都道府
県から推薦された退職消防団員報償該当者 記録情報の収集方法： 各都道府県から上申 記録情報の経常的提供先： 外部賞状筆耕者

全件詳細表示 選択詳細表示

Copyright © Ministry of Internal Affairs and Communications All Rights Reserved.

e-Govについて 個人情報の取扱について リンクについて 安全な通信（SSL）について サイトマップ
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e-Gov home >  検索条件入力 > 検索結果

個人情報ファイル簿の検索

検索画面へ戻る

検索結果一覧

検索キーワード 指定なし 

府省 法務省

上記の検索条件で 142 件ヒットしました。1件から100件を表示
詳細を見るには、番号横のチェックボックスをチェックし、詳細表示をクリックして下さい。

全件詳細表示 選択詳細表示 次の42件

凡例 個人情報ファイルの名称 府省名

行政機関の名称：行政機関の名称（全角２０文字以内） 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称：個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称（全角５，０００文字以内） 個人情報ファイルの利用目的：個人情報ファイルの利用目的（全角２５０文字以内） 記録項目：記録項目（全
角５，０００文字以内） 記録範囲：記録範囲（全角５００文字以内） 記録情報の収集方法：記録情報の収集方法（全角１５０文字以内）・・・・先頭３００字までを表示

1. Ｂ型肝炎訴訟事件簿 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 大臣官房民事訟務課 個人情報ファイルの利用目的： Ｂ型肝炎訴
訟の管理のために利用する。 記録項目： 1裁判所、２事件番号、３提訴次、４提訴日、５原告番号、６原告氏名、７患者氏名、８性別、９患者の生年月日、１０病態、
１１死亡日、１２母親氏名、１３母親原告番号、１４次回期日、１５資料提出日、１６終了日、１７終了事由、１８病態、１９備考 記録範囲： Ｂ型肝炎訴訟の当事者 記
録情報の

2. 保有個人情報開示請求書 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 大臣官房秘書課 個人情報ファイルの利用目的： 保有個人情報の
開示請求に係る事務のために利用する 記録項目： １氏名、２住所又は居所、３電話番号、４受付日、５受付番号、６開示を請求する保有個人情報の名称、７行政
機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令（平成１５年政令第５４８号）第１１条の規定に基づき、開示請求者が提出した本人確認書類の記録事項 記
録範囲： 行政機関の保有する個人情報の

3. 苦情申出受付簿（刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律に基づくもの） 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 大臣官房秘書課 個人情報ファイルの利用目的： 刑事収容施設及
び被収容者等の処遇に関する法律に基づく法務大臣に対する苦情の申出の受付状況を記録し、適正に管理するため 記録項目： １受付番号、２氏名、３受付日 
記録範囲： 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律に基づく法務大臣に対する苦情の申出書の提出者 記録情報の収集方法： 刑事収容施設及び被
収容者等の処遇に関

4. 保有個人情報開示請求案件管理簿 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 大臣官房秘書課 個人情報ファイルの利用目的： 行政機関の保有
する個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５８号。以下「法」という。）に係る法務省大臣官房秘書課を窓口とする保有個人情報の開示請求に関する事務
のため利用する。 記録項目： １受付番号、２担当局部課等、３開示請求年月日、４請求者、５請求者生年月日、６事務処理に関する事項、７開示請求の方法、８法
第１２条に定める本人または法定代理人の別、９開示請求を受

5. 旧司法試験第二次試験ファイル 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 大臣官房人事課 個人情報ファイルの利用目的： 司法試験関係業
務のために利用する 記録項目： １受験者ＩＤ、２受験年度、３システム区分、４試験地、５受験番号、６氏名、７性別、８生年月日、９本籍、１０職業、１１大学名、１２
学部、１３在他、１４選択科目、１５住民票コード、１６一次合格申請、１７短答式合否、１８短答式合計点、１９短答式成績、２０論文式合否、２１論文式合計点、２２論
文式成績、２３論文式成績区分、２４口述合

6. 司法試験合格者登録簿 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 大臣官房人事課 個人情報ファイルの利用目的： 合格者情報の把
握及び管理のために利用する 記録項目： １合格年度又は合格年月日、２氏名、３生年月日、４本籍地又は国籍、５合格証書番号 記録範囲： 高等試験予備試
験、高等試験司法科試験、旧司法試験第一次試験、旧司法試験第二次試験及び司法試験の合格者 記録情報の収集方法： 受験願書、試験の実施結果及び合
格者の戸籍抄本 

7. 司法試験ファイル 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 大臣官房人事課 個人情報ファイルの利用目的： 試験の実施、合
否判定及び司法試験制度の検討に関する資料の作成並びに法科大学院における教育の充実を図るために利用する 記録項目： １受験者ＩＤ、２受験年度、３シス
テム区分、４試験地、５受験番号、６氏名、７性別、８生年月日、９本籍、１０職業、１１大学院名、１２選択科目、１３住民票コード、１４学籍番号、１５既修・未修、１６大
学院卒年、１７受験資格、1８受験資格取得年月、１

8. 司法試験予備試験ファイル 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 大臣官房人事課 個人情報ファイルの利用目的： 試験の実施，合
否判定及び司法試験制度の検討に関する資料の作成のために利用する 記録項目： １受験者ＩＤ，２受験年度，３システム区分，４試験地，５受験番号，６氏名，７
性別，８生年月日，９本籍，１０職業，１１最終学歴，１２短答式合否，１３短答式合計点，１４短答式成績，１５論文式合否，１６論文式合計点，１７論文式成績，１８口
述合否，１９口述合計点，２０口述成績，２１短答式

e-Gov（イーガブ）は総務省が運営する総合的な行政ポータルサイトです
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9. 司法試験予備試験合格者登録簿 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 大臣官房人事課 個人情報ファイルの利用目的： 合格者情報の把
握及び管理のために利用する 記録項目： １合格年月日，２氏名，３生年月日，４本籍地又は国籍，５合格証書番号，６受験者ＩＤ 記録範囲： 司法試験予備試験
の合格者 記録情報の収集方法： 受験願書，試験の実施結果及び合格者の戸籍抄本又は本籍地記載の住民票 記録情報の経常的提供先： － 

10. 協力雇用主マスタファイル 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 北海道地方更生保護委員会，東北地方更生保護委員会，関東地
方更生保護委員会，中部地方更生保護委員会，近畿地方更生保護委員会，中国地方更生保護委員会，四国地方更生保護委員会，九州地方更生保護委員会，札
幌保護観察所，函館保護観察所，旭川保護観察所，釧路保護観察所，青森保護観察所，盛岡保護観察所，仙台保護観察所，秋田保護観察所，山形保護観察所，
福島保護観察所，水戸保護観察所，宇都宮保護観察所，前橋保護観察所，さいたま保護観察所，千葉保護観察所，東京保護観察所，横浜保

11. 社会貢献活動マスタファイル 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 北海道地方更生保護委員会，東北地方更生保護委員会，関東地
方更生保護委員会，中部地方更生保護委員会，近畿地方更生保護委員会，中国地方更生保護委員会，四国地方更生保護委員会，九州地方更生保護委員会，札
幌保護観察所，函館保護観察所，旭川保護観察所，釧路保護観察所，青森保護観察所，盛岡保護観察所，仙台保護観察所，秋田保護観察所，山形保護観察所，
福島保護観察所，水戸保護観察所，宇都宮保護観察所，前橋保護観察所，さいたま保護観察所，千葉保護観察所，東京保護観察所，横浜保

12. 登記・供託オンライン申請システム申請者登録情報ファイル 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 民事局総務課登記情報センター室 個人情報ファイルの利用目
的： 登記・供託オンライン申請システム利用時に必要となるＩＤ及びパスワードの管理及び登録されたメールアドレスへの処理状況の連絡に利用する。 記録項目：
１申請者ＩＤ，２パスワード，３氏名，４郵便番号，５住所，６職業，７電話番号，８ＦＡＸ番号，９電子メールアドレス，１０希望するメール受信内容，１１登録日時，１２パ
スワード亡失時の質問，１３パスワード亡失時の質

13. 訟務データベースシステム 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 大臣官房訟務企画課、大臣官房民事訟務課、大臣官房行政訟務
課、大臣官房租税訟務課、大臣官房財産訟務管理官、東京法務局、大阪法務局、名古屋法務局、広島法務局、福岡法務局、仙台法務局、札幌法務局、高松法務
局、横浜地方法務局、さいたま地方法務局、千葉地方法務局、水戸地方法務局、宇都宮地方法務局、前橋地方法務局、静岡地方法務局、甲府地方法務局、長野
地方法務局、新潟地方法務局、京都地方法務局、神戸地方法務局、奈良地方法務局、大津地方法務局、和歌山地方法務局、津地方法務局

14. Ｃ型肝炎訴訟事件簿 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 大臣官房民事訟務課 個人情報ファイルの利用目的： Ｃ型肝炎訴
訟の管理のために利用する。 記録項目： １整理番号、２提訴時期、３事件の表示、４当事者、５主張、６次回期日、７証拠関係、８終了情報、９備考 記録範囲： Ｃ
型肝炎訴訟の当事者 記録情報の収集方法： 裁判所から送達又は裁判所へ提出した文書、訴訟担当者からの報告 記録情報の経常的提供先： 

15. 在外被爆者慰謝料請求訴訟事件簿 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 大臣官房民事訟務課 個人情報ファイルの利用目的： 在外被爆者
慰謝料請求訴訟の管理のために利用する。 記録項目： １整理番号、２事件の表示、３当事者、４要件該当性関係、５終了情報、６備考 記録範囲： 在外被爆者
慰謝料請求訴訟の当事者 記録情報の収集方法： 裁判所から送達又は裁判所へ提出された文書、訟務担当者からの報告 記録情報の経常的提供先： 

16. 法律文献情報データファイル 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 大臣官房司法法制部司法法制課 個人情報ファイルの利用目的：
職員の能率的な事務処理を支援するための法律文献情報検索サービス事業に使用する 記録項目： １執筆者名、２執筆者名ヨミ、３論題名、４論題名ヨミ、５雑誌
名コード、６巻号、７発行年月日、８ページ、９分類、１０キーワード、１１裁判所名、１２裁判年月日、１３法律名略語、１４条数、１５法律番号 記録範囲： 法務図書
館所蔵の雑誌及び記念論文集

17. 図書目録データファイル 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 大臣官房司法法制部司法法制課 個人情報ファイルの利用目的：
所蔵図書の管理及び検索に使用する 記録項目： １書名、２他の標題、３著者名、４出版者、５出版地、６出版年月日、７形態、８注記、９分類 記録範囲： 法務図
書館所蔵の図書、資料等の著者 記録情報の収集方法： 購入及び寄贈により保有した図書、資料等 記録情報の経常的提供先： 法務省本省

18. 図書館利用者データファイル 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 大臣官房司法法制部司法法制課 個人情報ファイルの利用目的：
図書館利用者の氏名、所属等を記録し、図書貸出及び返却に利用する 記録項目： １利用者ID、２利用者区分、３氏名、４ふりがな、５性別、６有効期限、７利用者
統計種別、８所属、９住所 記録範囲： 法務図書館利用者 記録情報の収集方法： 法務図書館利用者からの申請 記録情報の経常的提供先： 

19. 認証紛争解決事業者等データファイル 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 大臣官房司法法制部審査監督課 個人情報ファイルの利用目的：
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律（以下「法」という。）第５条の認証の申請をした者、その役員及び政令で定める使用人（以下「重要な使用人」とい
う。）の欠格事由（法第７条）の審査並びに認証紛争解決事業者の監督のため 記録項目： （１）法第５条の認証の申請をした者及びその役員１氏名、２生年月日、
３性別、４本籍又は国籍、５住所、６略歴、７兼職状況（２）

20. 帰化許可原議ファイル 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 民事局民事第一課 個人情報ファイルの利用目的： 帰化許可申請
事件処理 記録項目： １帰化前の氏名、２帰化後の氏名、３現住所、４性別、５生年月日、６原国籍、７身分関係、８許可年月日 記録範囲： 帰化の申請を行った
者 記録情報の収集方法： 本人の申請 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 

21. 帰化不許可原議ファイル 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 民事局民事第一課 個人情報ファイルの利用目的： 帰化許可申請
事件処理 記録項目： １帰化前の氏名、２帰化後の氏名、３現住所、４性別、５生年月日、６原国籍、７身分関係、８不許可年月日 記録範囲： 帰化の申請を行っ
た者 記録情報の収集方法： 本人の申請 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 

22. 不動産登記法第２条第９号の登記簿（４２８ファイル） 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 東京法務局、同杉並出張所、同港出張所、同台東出張所、同墨田
出張所、同品川出張所、同城南出張所、同世田谷出張所、同渋谷出張所、同新宿出張所、同中野出張所、同板橋出張所、同豊島出張所、同北出張所、同練馬出
張所、同江戸川出張所、同城北出張所、同八王子支局、同多摩出張所、同町田出張所、同府中支局、同田無出張所、同西多摩支局、同立川出張所、横浜地方法
務局、同神奈川出張所、同金沢出張所、同青葉出張所、同港北出張所、同戸塚出張所、同栄出張所、同旭出張所、同湘南支局、同川崎
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23. 司法書士試験関係ファイル（５０局） 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 札幌法務局、函館地方法務局、旭川地方法務局、釧路地方法務
局、仙台法務局、青森地方法務局、盛岡地方法務局、秋田地方法務局、山形地方法務局、福島地方法務局、東京法務局、水戸地方法務局、宇都宮地方法務局、
前橋地方法務局、さいたま地方法務局、千葉地方法務局、横浜地方法務局、新潟地方法務局、甲府地方法務局、長野地方法務局、静岡地方法務局、名古屋法務
局、富山地方法務局、金沢地方法務局、福井地方法務局、岐阜地方法務局、津地方法務局、大阪法務局、大津地方法務局、京都地方法務

24. 土地家屋調査士試験関係ファイル（５０局） 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 札幌法務局、函館地方法務局、旭川地方法務局、釧路地方法務
局、仙台法務局、青森地方法務局、盛岡地方法務局、秋田地方法務局、山形地方法務局、福島地方法務局、東京法務局、水戸地方法務局、宇都宮地方法務局、
前橋地方法務局、さいたま地方法務局、千葉地方法務局、横浜地方法務局、新潟地方法務局、甲府地方法務局、長野地方法務局、静岡地方法務局、名古屋法務
局、富山地方法務局、金沢地方法務局、福井地方法務局、岐阜地方法務局、津地方法務局、大阪法務局、大津地方法務局、京都地方法務

25. 簡裁代理能力認定考査関係ファイル（５０局） 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 札幌法務局、函館地方法務局、旭川地方法務局、釧路地方法務
局、仙台法務局、青森地方法務局、盛岡地方法務局、秋田地方法務局、山形地方法務局、福島地方法務局、東京法務局、水戸地方法務局、宇都宮地方法務局、
前橋地方法務局、さいたま地方法務局、千葉地方法務局、横浜地方法務局、新潟地方法務局、甲府地方法務局、長野地方法務局、静岡地方法務局、名古屋法務
局、富山地方法務局、金沢地方法務局、福井地方法務局、岐阜地方法務局、津地方法務局、大阪法務局、大津地方法務局、京都地方法務

26. 司法書士資格認定関係ファイル（５０局） 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 札幌法務局、函館地方法務局、旭川地方法務局、釧路地方法務
局、仙台法務局、青森地方法務局、盛岡地方法務局、秋田地方法務局、山形地方法務局、福島地方法務局、東京法務局、水戸地方法務局、宇都宮地方法務局、
前橋地方法務局、さいたま地方法務局、千葉地方法務局、横浜地方法務局、新潟地方法務局、甲府地方法務局、長野地方法務局、静岡地方法務局、名古屋法務
局、富山地方法務局、金沢地方法務局、福井地方法務局、岐阜地方法務局、津地方法務局、大阪法務局、大津地方法務局、京都地方法務

27. 土地家屋調査士資格認定関係ファイル（５０局） 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 札幌法務局、函館地方法務局、旭川地方法務局、釧路地方法務
局、仙台法務局、青森地方法務局、盛岡地方法務局、秋田地方法務局、山形地方法務局、福島地方法務局、東京法務局、水戸地方法務局、宇都宮地方法務局、
前橋地方法務局、さいたま地方法務局、千葉地方法務局、横浜地方法務局、新潟地方法務局、甲府地方法務局、長野地方法務局、静岡地方法務局、名古屋法務
局、富山地方法務局、金沢地方法務局、福井地方法務局、岐阜地方法務局、津地方法務局、大阪法務局、大津地方法務局、京都地方法務

28. 商業登記法第１条の２第１号の商号登記簿（９５ファイル） 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 札幌法務局、函館地方法務局、旭川地方法務局、釧路地方法務
局、同帯広支局、同北見支局、同中標津出張所、同根室支局、仙台法務局、同名取出張所、同石巻支局、同塩竃支局、同古川支局、同大河原支局、同気仙沼支
局、同登米支局、青森地方法務局、盛岡地方法務局、同水沢支局、同大船渡出張所、同一関支局、秋田地方法務局、山形地方法務局、福島地方法務局、東京法
務局、同港出張所、同新宿出張所、同台東出張所、同墨田出張所、同品川出張所、同城南出張所、同世田谷出張所、同渋谷出張所、同中

29. 商業登記法第１条の２第１号の未成年者登記簿（９５ファイル） 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 札幌法務局、函館地方法務局、旭川地方法務局、釧路地方法務
局、同帯広支局、同北見支局、同中標津出張所、同根室支局、仙台法務局、同名取出張所、同石巻支局、同塩竃支局、同古川支局、同大河原支局、同気仙沼支
局、同登米支局、青森地方法務局、盛岡地方法務局、同水沢支局、同大船渡出張所、同一関支局、秋田地方法務局、山形地方法務局、福島地方法務局、東京法
務局、同港出張所、同新宿出張所、同台東出張所、同墨田出張所、同品川出張所、同城南出張所、同世田谷出張所、同渋谷出張所、同中

30. 商業登記法第１条の２第１号の後見人登記簿（９５ファイル） 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 札幌法務局、函館地方法務局、旭川地方法務局、釧路地方法務
局、同帯広支局、同北見支局、同中標津出張所、同根室支局、仙台法務局、同名取出張所、同石巻支局、同塩竃支局、同古川支局、同大河原支局、同気仙沼支
局、同登米支局、青森地方法務局、盛岡地方法務局、同水沢支局、同大船渡出張所、同一関支局、秋田地方法務局、山形地方法務局、福島地方法務局、東京法
務局、同港出張所、同新宿出張所、同台東出張所、同墨田出張所、同品川出張所、同城南出張所、同世田谷出張所、同渋谷出張所、同中

31. 商業登記法第１条の２第１号の支配人登記簿（９５ファイル） 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 札幌法務局、函館地方法務局、旭川地方法務局、釧路地方法務
局、同帯広支局、同北見支局、同中標津出張所、同根室支局、仙台法務局、同名取出張所、同石巻支局、同塩竃支局、同古川支局、同大河原支局、同気仙沼支
局、同登米支局、青森地方法務局、盛岡地方法務局、同水沢支局、同大船渡出張所、同一関支局、秋田地方法務局、山形地方法務局、福島地方法務局、東京法
務局、同港出張所、同新宿出張所、同台東出張所、同墨田出張所、同品川出張所、同城南出張所、同世田谷出張所、同渋谷出張所、同中

32. 商業登記法第１条の２第１号の合名会社登記簿（９５ファイル） 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 札幌法務局、函館地方法務局、旭川地方法務局、釧路地方法務
局、同帯広支局、同北見支局、同中標津出張所、同根室支局、仙台法務局、同名取出張所、同石巻支局、同塩竃支局、同古川支局、同大河原支局、同気仙沼支
局、同登米支局、青森地方法務局、盛岡地方法務局、同水沢支局、同大船渡出張所、同一関支局、秋田地方法務局、山形地方法務局、福島地方法務局、東京法
務局、同港出張所、同新宿出張所、同台東出張所、同墨田出張所、同品川出張所、同城南出張所、同世田谷出張所、同渋谷出張所、同中

33. 商業登記法第１条の２第１号の合資会社登記簿（９５ファイル） 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 札幌法務局、函館地方法務局、旭川地方法務局、釧路地方法務
局、同帯広支局、同北見支局、同中標津出張所、同根室支局、仙台法務局、同名取出張所、同石巻支局、同塩竃支局、同古川支局、同大河原支局、同気仙沼支
局、同登米支局、青森地方法務局、盛岡地方法務局、同水沢支局、同大船渡出張所、同一関支局、秋田地方法務局、山形地方法務局、福島地方法務局、東京法
務局、同港出張所、同新宿出張所、同台東出張所、同墨田出張所、同品川出張所、同城南出張所、同世田谷出張所、同渋谷出張所、同中

34. 商業登記法第１条の２第１号の株式会社登記簿（９５ファイル） 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 札幌法務局、函館地方法務局、旭川地方法務局、釧路地方法務
局、同帯広支局、同北見支局、同中標津出張所、同根室支局、仙台法務局、同名取出張所、同石巻支局、同塩竃支局、同古川支局、同大河原支局、同気仙沼支
局、同登米支局、青森地方法務局、盛岡地方法務局、同水沢支局、同大船渡出張所、同一関支局、秋田地方法務局、山形地方法務局、福島地方法務局、東京法
務局、同港出張所、同新宿出張所、同台東出張所、同墨田出張所、同品川出張所、同城南出張所、同世田谷出張所、同渋谷出張所、同中

35. 債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第２条第１項の債権譲渡登記ファイル 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 東京法務局 個人情報ファイルの利用目的： 債権譲渡登記を行う
とともに登記事項の公開に利用する 記録項目： １譲渡人の商号又は名称、２譲渡人の本店又主たる事務所、３譲渡人の本店又は主たる事務所が外国にある場
合は、日本における営業所又は事務所、４譲受人の氏名（法人にあっては，商号又は名称）、５譲受人の住所（法人にあっては、本店又は主たる事務所）、６譲受人
の本店又は主たる事務所が外国にある場合は、日本における営業所又

3/9ページ電子政府の総合窓口 -個人情報ファイル簿の検索-

2014/09/05http://gkjh.e-gov.go.jp/servlet/Ksearch

- 29 -



36. 供託法第２条に規定する供託書の副本データ（３１５ファイル） 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 札幌法務局民事行政部供託課、同岩見沢支局、同滝川支局、同室
蘭支局、同苫小牧支局、同日高支局、同小樽支局、同倶知安支局、函館地方法務局供託課、同江差支局、同八雲支局、旭川地方法務局供託課、同名寄支局、同
紋別支局、同留萠支局、同稚内支局、釧路地方法務局供託課、同帯広支局、同北見支局、同根室支局、仙台法務局民事行政部供託課、同塩竈支局、同大河原支
局、同古川支局、同石巻支局、同登米支局、同気仙沼支局、青森地方法務局供託課、同むつ支局、同五所川原支局、同弘前支局、同八

37. 商業登記法第１条の２第１号の合同会社登記簿（９５ファイル） 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 札幌法務局、函館地方法務局、旭川地方法務局、釧路地方法務
局、同帯広支局、同北見支局、同中標津出張所、同根室支局、仙台法務局、同名取出張所、同石巻支局、同塩竃支局、同古川支局、同大河原支局、同気仙沼支
局、同登米支局、青森地方法務局、盛岡地方法務局、同水沢支局、同大船渡出張所、同一関支局、秋田地方法務局、山形地方法務局、福島地方法務局、東京法
務局、同港出張所、同新宿出張所、同台東出張所、同墨田出張所、同品川出張所、同城南出張所、同世田谷出張所、同渋谷出張所、同中

38. 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第７条第１項の動産譲渡登記ファイル 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 東京法務局民事行政部動産登録課 個人情報ファイルの利用目
的： 動産譲渡登記を行うとともに登記事項の公開に利用する。 記録項目： １譲渡人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所、２譲渡人の氏名及び住所（法人
にあっては、商号又は名称及び本店又は主たる事務所）、３譲渡人又は譲受人の本店又は主たる事務所が外国にあるときは、日本における営業所又は事務所、４
動産譲渡登記の登記原因及びその日付、５譲渡に係る動産を特定するため

39. 帰化許可原議ファイル（５１局） 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 民事局民事第一課、東京法務局民事行政部国籍課、横浜地方法
務局国籍課、さいたま地方法務局戸籍課、千葉地方法務局戸籍課、水戸地方法務局戸籍課、宇都宮地方法務局戸籍課、前橋地方法務局戸籍課、静岡地方法務
局戸籍課、甲府地方法務局戸籍課、長野地方法務局戸籍課、新潟地方法務局戸籍課、大阪法務局民事行政部国籍課、京都地方法務局戸籍課、神戸地方法務局
国籍課、奈良地方法務局戸籍課、大津地方法務局戸籍課、和歌山地方法務局戸籍課、名古屋法務局民事行政部国籍課、津地方法務局戸籍課、

40. 帰化不許可等原議ファイル（５１局） 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 民事局民事第一課、東京法務局民事行政部国籍課、横浜地方法
務局国籍課、さいたま地方法務局戸籍課、千葉地方法務局戸籍課、水戸地方法務局戸籍課、宇都宮地方法務局戸籍課、前橋地方法務局戸籍課、静岡地方法務
局戸籍課、甲府地方法務局戸籍課、長野地方法務局戸籍課、新潟地方法務局戸籍課、大阪法務局民事行政部国籍課、京都地方法務局戸籍課、神戸地方法務局
国籍課、奈良地方法務局戸籍課、大津地方法務局戸籍課、和歌山地方法務局戸籍課、名古屋法務局民事行政部国籍課、津地方法務局戸籍課、

41. 被収容者個人データファイル 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： １ 刑務所 札幌刑務所、札幌刑務所札幌刑務支所、札幌刑務所
札幌拘置支所、札幌刑務所小樽拘置支所、札幌刑務所室蘭拘置支所、旭川刑務所、旭川刑務所名寄拘置支所、帯広刑務所、帯広刑務所釧路刑務支所、網走刑
務所、月形刑務所、月形刑務所岩見沢拘置支所、函館少年刑務所、青森刑務所、青森刑務所弘前拘置支所、青森刑務所八戸拘置支所、宮城刑務所、宮城刑務
所仙台拘置支所、宮城刑務所石巻拘置支所、宮城刑務所古川拘置支所、秋田刑務所、秋田刑務所横手拘置支所、秋田刑務所大館拘置支所

42. 被収容者身分帳簿（１６３ファイル） 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 札幌刑務所総務部庶務課、札幌刑務所札幌刑務支所庶務課、札
幌刑務所札幌拘置支所庶務課、札幌刑務所小樽拘置支所、札幌刑務所室蘭拘置支所、旭川刑務所総務部庶務課、帯広刑務所総務部庶務課、帯広刑務所釧路
刑務支所庶務課、網走刑務所総務部庶務課、月形刑務所総務部庶務課、月形刑務所岩見沢拘置支所、函館少年刑務所総務部庶務課、青森刑務所総務部庶務
課、青森刑務所弘前拘置支所、青森刑務所八戸拘置支所、宮城刑務所総務部庶務課、宮城刑務所仙台拘置支所庶務課、宮城刑務所石巻拘置支所、

43. 放免暦簿（９７ファイル） 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 札幌刑務所総務部庶務課、札幌刑務所札幌刑務支所庶務課、札
幌刑務所札幌拘置支所庶務課、帯広刑務所総務部庶務課、帯広刑務所釧路刑務支所庶務課、網走刑務所総務部庶務課、月形刑務所総務部庶務課、函館少年
刑務所総務部庶務課、青森刑務所総務部庶務課、宮城刑務所総務部庶務課、宮城刑務所仙台拘置支所庶務課、秋田刑務所総務部庶務課、山形刑務所総務部
庶務課、福島刑務所総務部庶務課、福島刑務所福島刑務支所庶務課、盛岡少年刑務所総務部庶務課、水戸刑務所総務部庶務課、水戸刑務所水戸拘

44. 勾留簿（５５ファイル） 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 札幌刑務所札幌拘置支所庶務課、旭川刑務所総務部庶務課、帯
広刑務所釧路刑務支所庶務課、宮城刑務所仙台拘置支所庶務課、水戸刑務所水戸拘置支所庶務課、水戸刑務所土浦拘置支所、黒羽刑務所宇都宮拘置支所庶
務課、前橋刑務所総務部庶務課、千葉刑務所総務部庶務課、横浜刑務所横浜拘置支所庶務課、横浜刑務所小田原拘置支所庶務課、横浜刑務所相模原拘置支
所庶務課、新潟刑務所総務部庶務課、甲府刑務所総務部庶務課、静岡刑務所総務部庶務課、静岡刑務所浜松拘置支所庶務課、静岡刑務所沼津拘置

45. 上訴簿（１２ファイル） 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 静岡刑務所総務部庶務課、静岡刑務所浜松拘置支所庶務課、静
岡刑務所沼津拘置支所庶務課、東京拘置所総務部庶務課、立川拘置所総務部庶務課、富山刑務所総務部庶務課、金沢刑務所総務部庶務課、名古屋拘置所総
務部庶務課、京都拘置所総務部庶務課、大阪拘置所総務部庶務課、高松刑務所総務部庶務課、福岡拘置所総務部庶務課 個人情報ファイルの利用目的： 被収
容者の上訴等申立に係る事務に利用する。 記録項目： １書類送付月日、２提出裁判

46. 被収容者人名簿（１７０ファイル） 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 札幌刑務所総務部庶務課、札幌刑務所札幌刑務支所庶務課、札
幌刑務所札幌拘置支所庶務課、札幌刑務所小樽拘置支所、札幌刑務所室蘭拘置支所、旭川刑務所総務部庶務課、帯広刑務所総務部庶務課、帯広刑務所釧路
刑務支所庶務課、網走刑務所総務部庶務課、月形刑務所総務部庶務課、月形刑務所岩見沢拘置支所、函館少年刑務所総務部庶務課、青森刑務所総務部庶務
課、青森刑務所弘前拘置支所、青森刑務所八戸拘置支所、宮城刑務所総務部庶務課、宮城刑務所仙台拘置支所庶務課、宮城刑務所石巻拘置支所、

47. 共犯名簿（４ファイル） 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 喜連川社会復帰促進センター総務部庶務課、東京拘置所処遇部処
遇部門、立川拘置所総務部庶務課、名古屋拘置所総務部庶務課 個人情報ファイルの利用目的： 共犯関係被勾留者の収容に係る事務に利用する 記録項目： 
１共犯符号、２入所月日、３事件名、４居房配置月日及び居房名、５称呼番号・氏名 記録範囲： 当所に入所した共犯関係被勾留者 記録情報の収集方法： 当所
による調査

48. 被収容者入所簿（１４７ファイル） 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 札幌刑務所総務部庶務課、札幌刑務所札幌刑務支所庶務課、札
幌刑務所札幌拘置支所庶務課、札幌刑務所室蘭拘置支所、旭川刑務所総務部庶務課、帯広刑務所総務部庶務課、帯広刑務所釧路刑務支所庶務課、網走刑務
所総務部庶務課、月形刑務所総務部庶務課、月形刑務所岩見沢拘置支所、函館少年刑務所総務部庶務課、青森刑務所総務部庶務課、青森刑務所弘前拘置支
所、青森刑務所八戸拘置支所、宮城刑務所総務部庶務課、宮城刑務所仙台拘置支所庶務課、宮城刑務所古川拘置支所、秋田刑務所総務部庶務課、
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49. 被収容者出所簿（１４７ファイル） 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 札幌刑務所総務部庶務課、札幌刑務所札幌刑務支所庶務課、札
幌刑務所札幌拘置支所庶務課、札幌刑務所室蘭拘置支所、旭川刑務所総務部庶務課、帯広刑務所総務部庶務課、帯広刑務所釧路刑務支所庶務課、網走刑務
所総務部庶務課、月形刑務所総務部庶務課、月形刑務所岩見沢拘置支所、函館少年刑務所総務部庶務課、青森刑務所総務部庶務課、青森刑務所弘前拘置支
所、青森刑務所八戸拘置支所、宮城刑務所総務部庶務課、宮城刑務所仙台拘置支所庶務課、宮城刑務所古川拘置支所、秋田刑務所総務部庶務課、

50. 称呼番号台帳（１１９ファイル） 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 札幌刑務所札幌刑務支所庶務課、札幌刑務所札幌拘置支所庶務
課、札幌刑務所室蘭拘置支所、帯広刑務所総務部庶務課、帯広刑務所釧路刑務支所庶務課、網走刑務所総務部庶務課、月形刑務所総務部庶務課、月形刑務所
岩見沢拘置支所、函館少年刑務所総務部庶務課、青森刑務所総務部庶務課、青森刑務所弘前拘置支所、青森刑務所八戸拘置支所、宮城刑務所総務部庶務課、
宮城刑務所仙台拘置支所庶務課、宮城刑務所古川拘置支所、秋田刑務所総務部庶務課、山形刑務所総務部庶務課、福島刑務所総務部庶務課、

51. 指紋事務整理簿（７０ファイル） 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 札幌刑務所総務部庶務課、旭川刑務所総務部庶務課、帯広刑務
所総務部庶務課、帯広刑務所釧路刑務支所庶務課、網走刑務所総務部庶務課、月形刑務所総務部庶務課、函館少年刑務所総務部庶務課、青森刑務所総務部
庶務課、宮城刑務所総務部庶務課、秋田刑務所総務部庶務課、山形刑務所総務部庶務課、福島刑務所総務部庶務課、盛岡少年刑務所総務部庶務課、水戸刑務
所総務部庶務課、黒羽刑務所総務部庶務課、前橋刑務所総務部庶務課、千葉刑務所総務部庶務課、市原刑務所総務部庶務課、府中刑務所総務部

52. 領置金基帳（１３３ファイル） 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： １ 刑務所 札幌刑務所総務部会計課、札幌刑務所札幌刑務支
所庶務課、札幌刑務所札幌拘置支所庶務課、旭川刑務所総務部会計課、帯広刑務所総務部会計課、帯広刑務所釧路刑務支所庶務課、網走刑務所総務部会計
課、月形刑務所総務部会計課、函館少年刑務所総務部会計課、青森刑務所総務部会計課、宮城刑務所総務部会計課、宮城刑務所仙台拘置支所庶務課、秋田刑
務所総務部会計課、山形刑務所総務部会計課、福島刑務所総務部会計課、福島刑務所福島刑務支所庶務課、盛岡少年刑務所総務部会計課、水

53. 領置品基帳（１３３ファイル） 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： １ 刑務所 札幌刑務所総務部会計課、札幌刑務所札幌刑務支
所庶務課、札幌刑務所札幌拘置支所庶務課、旭川刑務所総務部会計課、帯広刑務所総務部会計課、帯広刑務所釧路刑務支所庶務課、網走刑務所総務部会計
課、月形刑務所総務部会計課、函館少年刑務所総務部会計課、青森刑務所総務部会計課、宮城刑務所総務部会計課、宮城刑務所仙台拘置支所庶務課、秋田刑
務所総務部会計課、山形刑務所総務部会計課、福島刑務所総務部会計課、福島刑務所福島刑務支所庶務課、盛岡少年刑務所総務部会計課、水

54. 特別領置物品書留簿（９４ファイル） 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： １ 刑務所 札幌刑務所総務部会計課、札幌刑務所札幌刑務支
所庶務課、札幌刑務所札幌拘置支所庶務課、旭川刑務所総務部会計課、帯広刑務所総務部会計課、帯広刑務所釧路刑務支所庶務課、網走刑務所総務部会計
課、月形刑務所総務部会計課、函館少年刑務所総務部会計課、青森刑務所総務部会計課、秋田刑務所総務部会計課、山形刑務所総務部会計課、福島刑務所総
務部会計課、福島刑務所福島刑務支所庶務課、水戸刑務所総務部会計課、栃木刑務所総務部会計課、黒羽刑務所総務部会計課、喜連川社会復

55. 作業報奨金計算高基帳（７８ファイル） 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 札幌刑務所総務部会計課、札幌刑務所札幌刑務支所庶務課、旭
川刑務所総務部会計課、帯広刑務所総務部会計課、帯広刑務所釧路刑務支所庶務課、網走刑務所総務部会計課、月形刑務所総務部会計課、函館少年刑務所
総務部会計課、青森刑務所総務部会計課、宮城刑務所総務部会計課、秋田刑務所総務部会計課、山形刑務所総務部会計課、福島刑務所福島刑務支所庶務課、
盛岡少年刑務所総務部会計課、水戸刑務所総務部会計課、栃木刑務所総務部会計課、黒羽刑務所総務部会計課、喜連川社会復帰促進センター総

56. 写真保管記録（２ファイル） 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 山形刑務所総務部庶務課、静岡刑務所総務部会計課 個人情報
ファイルの利用目的： 被収容者の写真保管に係る事務に利用する 記録項目： １称呼番号・氏名、２受・払・残の枚数及び年月日、３工場・舎房 記録範囲： 写真
を領置された被収容者 記録情報の収集方法： 当所による調査 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及

57. 被収容者名簿（２７ファイル） 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 網走刑務所処遇部処遇部門、函館少年刑務所処遇部処遇部門、
宮城刑務所処遇部処遇部門、千葉刑務所処遇部処遇部門、横浜刑務所処遇部処遇部門、横浜刑務所横浜拘置支所処遇部門、静岡刑務所処遇部処遇部門、川
越少年刑務所処遇部処遇部門、川越少年刑務所さいたま拘置支所処遇部門、立川拘置所総務部庶務課、名古屋拘置所処遇部処遇部門、滋賀刑務所処遇部処
遇部門、京都刑務所処遇部処遇部門、神戸刑務所処遇部処遇部門、播磨社会復帰促進センター総務部庶務課、奈良少年刑務所処遇部処遇部門、大

58. 日課表（８４ファイル） 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 札幌刑務所処遇部作業部門、札幌刑務所札幌刑務支所処遇部
門、旭川刑務所処遇部企画部門、帯広刑務所処遇部企画部門、帯広刑務所釧路刑務支所処遇部門、網走刑務所処遇部作業部門、月形刑務所処遇部作業部門、
函館少年刑務所処遇部企画部門、青森刑務所処遇部企画部門、宮城刑務所処遇部作業部門、秋田刑務所処遇部企画部門、山形刑務所処遇部作業部門、福島
刑務所処遇部作業部門、福島刑務所福島刑務支所処遇部門、盛岡少年刑務所処遇部企画部門、水戸刑務所処遇部企画部門、栃木刑務所処遇部企画

59. 安全衛生教育実施簿（５５ファイル） 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 札幌刑務所処遇部作業部門、札幌刑務所札幌刑務支所処遇部
門、旭川刑務所処遇部企画部門、帯広刑務所処遇部企画部門、帯広刑務所釧路刑務支所処遇部門、網走刑務所処遇部作業部門、月形刑務所処遇部作業部門、
函館少年刑務所処遇部企画部門、青森刑務所処遇部企画部門、宮城刑務所処遇部作業部門、秋田刑務所処遇部企画部門、山形刑務所処遇部作業部門、福島
刑務所処遇部作業部門、福島刑務所福島刑務支所処遇部門、盛岡少年刑務所処遇部企画部門、水戸刑務所処遇部企画部門、黒羽刑務所処遇部作業

60. 作業審査カード（６１ファイル） 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 札幌刑務所処遇部作業部門、札幌刑務所札幌刑務支所処遇部
門、旭川刑務所処遇部企画部門、帯広刑務所処遇部企画部門、帯広刑務所釧路刑務支所処遇部門、網走刑務所処遇部作業部門、月形刑務所処遇部作業部門、
函館少年刑務所処遇部企画部門、青森刑務所処遇部企画部門、宮城刑務所処遇部作業部門、秋田刑務所処遇部企画部門、山形刑務所処遇部作業部門、福島
刑務所処遇部作業部門、福島刑務所福島刑務支所処遇部門、喜連川社会復帰促進センター矯正処遇部作業部門、前橋刑務所処遇部企画部門、市原

61. 作業報奨金報告簿（４５ファイル） 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 札幌刑務所処遇部作業部門、旭川刑務所総務部会計課、網走刑
務所処遇部作業部門、月形刑務所処遇部作業部門、函館少年刑務所処遇部企画部門、青森刑務所処遇部企画部門、宮城刑務所処遇部作業部門、秋田刑務所
処遇部企画部門、山形刑務所処遇部作業部門、福島刑務所処遇部作業部門、福島刑務所福島刑務支所処遇部門、黒羽刑務所処遇部作業部門、喜連川社会復
帰促進センター矯正処遇部作業部門、前橋刑務所処遇部企画部門、市原刑務所処遇部企画部門、横浜刑務所処遇部作業部門、甲府刑務所処遇部企

5/9ページ電子政府の総合窓口 -個人情報ファイル簿の検索-

2014/09/05http://gkjh.e-gov.go.jp/servlet/Ksearch

- 31 -



62. 釈放時感想録（２６ファイル） 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 札幌刑務所教育部、函館少年刑務所処遇部企部門、青森刑務所
処遇部企画部門、山形刑務所分類教育部、福島刑務所分類教育部、福島刑務所福島刑務支所処遇部門、水戸刑務所処遇部企画部門、喜連川社会復帰促進セン
ター矯正処遇部教育部門、市原刑務所処遇部企画部門、新潟刑務所処遇部企画部門、甲府刑務所処遇部企画部門、川越少年刑務所教育部、富山刑務所処遇部
企画部門、名古屋刑務所教育部、三重刑務所処遇部企画部門、滋賀刑務所処遇部企画部門、京都刑務所分類教育部、大阪刑務所教育部、神戸

63. 受刑者索引簿（１２ファイル） 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 札幌刑務所分類審議室、網走刑務所分類教育部、千葉刑務所分
類教育部、川越少年刑務所分類審議室、笠松刑務所処遇部企画部門、京都刑務所分類教育部、神戸刑務所分類教育部、徳島刑務所総務部庶務課、高松刑務所
分類教育部、佐世保刑務所処遇部企画部門、熊本刑務所処遇部企画部門、佐賀少年刑務所処遇部企画部門 個人情報ファイルの利用目的： 受刑者の仮釈放に
係る事務等に利用する 記録項目： １称呼番号、２氏名、３刑起算日、４刑終了日

64. 調査センター対象者索引簿（２ファイル） 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 札幌刑務所分類審議室、川越少年刑務所分類審議室 個人情報
ファイルの利用目的： 調査センター対象者の管理に係る事務に利用する 記録項目： １称呼番号、２氏名、３生年月日，４入所日、５受送施設、６期、７担当、８出
所日、９分類級、１０移送施設 記録範囲： 当所に入所した調査センター対象受刑者 記録情報の収集方法： 当所による調査 記録情報の経常的提供先： 

65. 処遇調査繰出簿（８ファイル） 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 栃木刑務所処遇部企画部門、市原刑務所処遇部企画部門、笠松
刑務所処遇部企画部門、三重刑務所処遇部企画部門、大阪拘置所分類部、高松刑務所分類教育部、佐世保刑務所処遇部企画部門、長崎刑務所処遇部企画部
門 個人情報ファイルの利用目的： 処遇調査の繰出しに係る事務に利用する 記録項目： １称呼番号、２氏名 記録範囲： 当所に入所した受刑者 記録情報の
収集方法： 当所による調

66. 受刑者入所簿（９ファイル） 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 網走刑務所総務部庶務課、函館少年刑務所処遇部企画部門、青
森刑務所処遇部企画部門、福島刑務所処遇部企画部門、水戸刑務所処遇部企画部門、市原刑務所処遇部企画部門、大阪拘置所分類部、島根あさひ社会復帰促
進センター矯正処遇部分類部門、福岡刑務所分類審議室 個人情報ファイルの利用目的： 分類調査の繰出しに係る事務に利用する 記録項目： １入所年月日、
２受付年月日、３称呼番号、４入所事由、５氏名・生年月日、６実刑期、７罪名

67. 釈放者保護台帳（１６ファイル） 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 札幌刑務所分類審議室、帯広刑務所処遇部企画部門、福島刑務
所分類教育部、東京拘置所分類部、福井刑務所処遇部企画部門、名古屋刑務所豊橋刑務支所庶務課、三重刑務所処遇部企画部門、大阪刑務所分類審議室、加
古川刑務所処遇部企画部門、播磨社会復帰促進センター矯正処遇部企画部門、和歌山刑務所処遇部企画部門、奈良少年刑務所処遇部企画部門、島根あさひ社
会復帰促進センター矯正処遇部分類部門、山口刑務所処遇部企画部門、高松刑務所分類教育部、松山刑務所処遇部企画部門 個

68. 処遇調査原簿（１９ファイル） 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 札幌刑務所分類審議室、宮城刑務所分類教育部、山形刑務所処
遇部企画部門、水戸刑務所処遇部企画部門、喜連川社会復帰促進センター矯正処遇部分類部門、川越少年刑務所分類審議室、松本少年刑務所処遇部企画部
門、東京拘置所分類部、金沢刑務所処遇部企画部門、岐阜刑務所処遇部企画部門、名古屋刑務所分類審議室、大阪医療刑務所処遇部企画部門、加古川刑務所
処遇部企画部門、播磨社会復帰促進センター矯正処遇部企画部門、奈良少年刑務所処遇部企画部門、島根あさひ社会復帰促進センター矯正処遇

69. 保護調整簿（３ファイル） 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 札幌刑務所分類審議室、福島刑務所分類教育部、高知刑務所処
遇部企画部門 個人情報ファイルの利用目的： 受刑者の仮釈放に係る事務等に利用する 記録項目： １番号、２氏名・罪名、３入所事由・刑期等、４本籍地・帰住
地、５調整状況 記録範囲： 当所に入所した受刑者 記録情報の収集方法： 当所による調査 記録情報の経常的提供先： － 開示請

70. 仮釈放期日指定繰出簿（１８ファイル） 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 函館少年刑務所処遇部企画部門、山形刑務所処遇部企画部門、
福島刑務所分類教育部、市原刑務所処遇部企画部門、川越少年刑務所分類審議室、東京拘置所分類部、立川拘置所総務部庶務課、笠松刑務所処遇部企画部
門、三重刑務所処遇部企画部門、京都刑務所分類教育部、播磨社会復帰促進センター矯正処遇部企画部門、奈良少年刑務所処遇部企画門、岡山刑務所処遇部
企画部門、美祢社会復帰促進センター矯正処遇部企画部門、高松刑務所分類教育部、松山刑務所処遇部企画部門、福岡刑務所分類審議室、佐賀

71. 診療録（１７８ファイル） 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： １ 刑務所 札幌刑務所医務部、札幌刑務所札幌刑務支所医務
課、札幌刑務所札幌拘置支所医務課、旭川刑務所医務課、帯広刑務所医務課、帯広刑務所釧路刑務支所医務課、網走刑務所医務課、月形刑務所医務課、月形
刑務所岩見沢拘置支所、函館少年刑務所医務課、青森刑務所医務課、青森刑務所弘前拘置支所、青森刑務所八戸拘置支所、宮城刑務所医務部、宮城刑務所仙
台拘置支所医務課、宮城刑務所古川拘置支所、秋田刑務所医務課、山形刑務所医務課、福島刑務所医務課、福島刑務所福島刑務支所医務課

72. 健康診断簿（１２２ファイル） 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： １ 刑務所 札幌刑務所医務部、札幌刑務所札幌刑務支所医務
課、札幌刑務所札幌拘置支所医務課、旭川刑務所医務課、帯広刑務所医務課、帯広刑務所釧路刑務支所医務課、網走刑務所医務課、月形刑務所医務課、函館
少年刑務所医務課、青森刑務所医務課、宮城刑務所医務部、秋田刑務所医務課、山形刑務所医務課、福島刑務所医務課、福島刑務所福島刑務支所医務課、盛
岡少年刑務所医務課、水戸刑務所医務課、栃木刑務所医務課、黒羽刑務所医務部、喜連川社会復帰促進センター矯正処遇部処遇部門、前橋

73. 職業補導賞与金計算高基帳（１３ファイル） 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 北海少年院教育部門、水府学院教育部門、喜連川少年院教育部
門、多摩少年院教育部門、関東医療少年院教育部門、久里浜少年院教育部門、駿府学園教育部門、瀬戸少年院教育部門、京都医療少年院教育部門、和泉学園
教育部門、広島少年院教育部門、福岡少年院教育部門、佐世保学園教育部門 個人情報ファイルの利用目的： 少年の職業補導賞与金管理に係る事務に利用す
る 記録項目： １入院番号・氏名、２受・払・残の金額、年月日及び摘要

74. 職業補導成績表（２ファイル） 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 水府学院教育部門、和泉学園教育部門 個人情報ファイルの利用
目的： 少年の職業補導賞与金管理に係る事務に利用する 記録項目： １科別の編入年月、２科別の修了年月、３職業補導種目、４整理番号、５氏名、６年月、７当
該月の成績点・順位、８賞与金の当該月額、９賞与金の当月までの合算額、１０賞与金の交付額、１１賞与金の交付累計額、１２賞与金の現在高 記録範囲： 職業
補導を受けた１ 当院収容中の少年２

75. 在院者人名簿（１４ファイル） 法務省本省
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行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 北海少年院教育部門、市原学園教育部門、瀬戸少年院教育部門、
愛知少年院教育部門、豊ケ岡学園教育部門、宮川医療少年院教育部門、京都医療少年院教育部門、浪速少年院教育部門、交野女子学院教育部門、和泉学園教
育部門、加古川学園教育部門、加古川学園播磨学園教育部門、奈良少年院教育部門、筑紫少女苑教育部門 個人情報ファイルの利用目的： 少年の入出院管理
及び入院簿等の検索に係る事務に利用する 記録項目： １入院番号、２入院日、

76. 入院者索引簿（１０ファイル） 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 茨城農芸学院教育部門、水府学院教育部門、喜連川少年院教育
部門、赤城少年院教育部門、多摩少年院教育部門、関東医療少年院教育部門、久里浜少年院教育部門、駿府学園教育部門、和泉学園教育部門、人吉農芸学院
教育部門 個人情報ファイルの利用目的： 少年の入出院管理及び入院簿等の検索に係る事務に利用する 記録項目： １入院番号、２氏名、３分類級別、４生年
月日、５入院年月日、６出院年月日、７出院事由 記録範囲： 

77. 個別的処遇計画表（２１ファイル） 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 北海少年院教育部門、茨城農芸学院教育部門、水府学院教育部
門、喜連川少年院教育部門、赤城少年院教育部門、市原学園教育部門、多摩少年院教育部門、関東医療少年院教育部門、久里浜少年院教育部門、駿府学園教
育部門、瀬戸少年院教育部門、豊ケ岡学園教育部門、京都医療少年院教育部門、浪速少年院教育部門、和泉学園教育部門、加古川学園教育部門、加古川学園
播磨学園教育部門、広島少年院教育部門、福岡少年院教育部門、佐世保学園教育部門、人吉農芸学院教育部門 個人情報ファイ

78. 少年簿（３９ファイル） 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 札幌少年鑑別所鑑別部門、釧路少年鑑別所鑑別部門、青森少年
鑑別所鑑別部門、仙台少年鑑別所鑑別部門、福島少年鑑別所鑑別部門、水戸少年鑑別所鑑別部門、宇都宮少年鑑別所鑑別部門、前橋少年鑑別所鑑別部門、さ
いたま少年鑑別所鑑別部門、千葉少年鑑別所鑑別部門、東京少年鑑別所鑑別部門、八王子少年鑑別所鑑別部門、横浜少年鑑別所鑑別部門、新潟少年鑑別所鑑
別部門、長野少年鑑別所鑑別部門、静岡少年鑑別所鑑別部門、岐阜少年鑑別所鑑別部門、名古屋少年鑑別所鑑別部門、津少年鑑別所鑑別部門

79. 少年簿検査簿（３ファイル） 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： さいたま少年鑑別所鑑別部門、京都少年鑑別所鑑別部門、大阪少
年鑑別所鑑別部門 個人情報ファイルの利用目的： 少年簿の管理に係る事務に利用する 記録項目： １入所番号、２氏名・生年月日、３性別、４入退所日、５入退
所事由、６入所度数、７送付日・送付先、８送付依頼日・返戻日、９貸出日・貸出先、１０返却日・合冊先少年簿、１１合冊少年簿、１２保存期間満了日 記録範囲： 
当所に入所した少年 

80. 少年簿索引簿（１１ファイル） 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 前橋少年鑑別所鑑別部門、東京少年鑑別所鑑別部門、横浜少年
鑑別所鑑別部門、新潟少年鑑別所鑑別部門、長野少年鑑別所鑑別部門、静岡少年鑑別所鑑別部門、大津少年鑑別所鑑別部門、奈良少年鑑別所鑑別部門、岡山
少年鑑別所鑑別部門、山口少年鑑別所鑑別部門、那覇少年鑑別所鑑別部門 個人情報ファイルの利用目的： 少年簿の検索に係る事務に利用する 記録項目：
１入所番号、２少年氏名、３入所日、４入所事由、５退所日、６退所事由、７入所

81. 少年簿保管簿（７ファイル） 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 仙台少年鑑別所鑑別部門、千葉少年鑑別所鑑別部門、長野少年
鑑別所鑑別部門、松山少年鑑別所鑑別部門、福岡少年鑑別所小倉少年鑑別支所鑑別部門、宮崎少年鑑別所鑑別部門、那覇少年鑑別所鑑別部門 個人情報フ
ァイルの利用目的： 少年簿の保管に係る事務に利用する 記録項目： １番号、２少年氏名、３決定日、４決定、５原本送付日、６送付先、７原本保管状況（合冊番
号）、８写し保管状況（合冊番号）、９保存満了日、１０移動日、１１移動事

82. 少年簿整理台帳（２０ファイル） 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 札幌少年鑑別所鑑別部門、宇都宮少年鑑別所鑑別部門、前橋少
年鑑別所鑑別部門、さいたま少年鑑別所鑑別部門、東京少年鑑別所鑑別部門、八王子少年鑑別所鑑別部門、横浜少年鑑別所鑑別部門、長野少年鑑別所鑑別部
門、津少年鑑別所鑑別部門、大津少年鑑別所鑑別部門、京都少年鑑別所鑑別部門、奈良少年鑑別所鑑別部門、岡山少年鑑別所鑑別部門、広島少年鑑別所鑑別
部門，山口少年鑑別所庶務課、徳島少年鑑別所鑑別部門、佐賀少年鑑別所鑑別部門、長崎少年鑑別所鑑別部門、熊本少年鑑別所鑑別部門，鹿

83. 索引簿（１４ファイル） 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 札幌少年鑑別所鑑別部門、青森少年鑑別所鑑別部門、仙台少年
鑑別所鑑別部門、福島少年鑑別所鑑別部門、水戸少年鑑別所鑑別部門、宇都宮少年鑑別所鑑別部門、和歌山少年鑑別所鑑別部門、広島少年鑑別所鑑別部門、
福岡少年鑑別所鑑別部門、福岡少年鑑別所小倉少年鑑別支所鑑別部門、佐賀少年鑑別所鑑別部門、熊本少年鑑別所鑑別部門、大分少年鑑別所鑑別部門、鹿
児島少年鑑別所鑑別部門 個人情報ファイルの利用目的： 少年の入退所の管理及び入所番号、氏名、入退所日等の

84. 鑑別原簿（１８ファイル） 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 札幌少年鑑別所鑑別部門、青森少年鑑別所鑑別部門、仙台少年
鑑別所鑑別部門、水戸少年鑑別所鑑別部門、前橋少年鑑別所鑑別部門、さいたま少年鑑別所鑑別部門、東京少年鑑別所鑑別部門、八王子少年鑑別所鑑別部
門、長野少年鑑別所鑑別部門、岐阜少年鑑別所鑑別部門、名古屋少年鑑別所鑑別部門、津少年鑑別所鑑別部門、奈良少年鑑別所鑑別部門、和歌山少年鑑別所
鑑別部門、岡山少年鑑別所鑑別部門、広島少年鑑別所鑑別部門、高知少年鑑別所鑑別部門、大分少年鑑別所鑑別部門 個人情報フ

85. 観護措置状受付簿（６ファイル） 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： さいたま少年鑑別所鑑別部門、東京少年鑑別所鑑別部門、横浜少
年鑑別所鑑別部門、広島少年鑑別所鑑別部門、福岡少年鑑別所鑑別部門、福岡少年鑑別所小倉少年鑑別支所鑑別部門 個人情報ファイルの利用目的： 観護
措置状の受付事務に利用する 記録項目： １受付月日、２少年氏名、３受番号、４裁判官名 記録範囲： 当所に入所した少年 記録情報の収集方法： 当所による
調査

86. 期間満了簿（２３ファイル） 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 仙台少年鑑別所鑑別部門、水戸少年鑑別所鑑別部門、宇都宮少
年鑑別所鑑別部門、前橋少年鑑別所鑑別部門、さいたま少年鑑別所鑑別部門、千葉少年鑑別所鑑別部門、東京少年鑑別所鑑別部門、八王子少年鑑別所鑑別部
門、横浜少年鑑別所鑑別部門、新潟少年鑑別所鑑別部門、長野少年鑑別所鑑別部門、静岡少年鑑別所鑑別部門、岐阜少年鑑別所鑑別部門、名古屋少年鑑別所
鑑別部門、京都少年鑑別所鑑別部門、大阪少年鑑別所鑑別部門、神戸少年鑑別所鑑別部門、広島少年鑑別所鑑別部門、山口少年鑑別所鑑別部

87. 在所者人名簿（１２ファイル） 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 長野少年鑑別所鑑別部門、大阪少年鑑別所鑑別部門、神戸少年
鑑別所鑑別部門、奈良少年鑑別所鑑別部門、和歌山少年鑑別所鑑別部門、岡山少年鑑別所鑑別部門、広島少年鑑別所鑑別部門、松山少年鑑別所鑑別部門、佐
賀少年鑑別所鑑別部門、長崎少年鑑別所鑑別部門、熊本少年鑑別所鑑別部門、大分少年鑑別所鑑別部門 個人情報ファイルの利用目的： 在所少年の入所番
号、氏名等の検索に係る事務に利用する 記録項目： １施設区分、２入所番号、３氏

88. 鑑別進行簿（２ファイル） 法務省本省
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行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 大阪少年鑑別所鑑別部門、神戸少年鑑別所鑑別部門 個人情報
ファイルの利用目的： 少年の鑑別判定、審判決定に係る事務に利用する 記録項目： １入所番号、２入所日、３氏名、４性別、５年齢、６入所事由、７非行名、８ＩＱ、
９審判日、１０鑑別判定、１１審判決定、１２送致先、１３退所日、１４担当者、１５家裁名 記録範囲： １ 当所収容中の少年２ 当所に収容されていた少年 記録情
報の収集方法

89. 鑑別台帳（１６ファイル） 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 盛岡少年鑑別所鑑別部門、宇都宮少年鑑別所鑑別部門、静岡少
年鑑別所鑑別部門、京都少年鑑別所鑑別部門、山口少年鑑別所庶務課、徳島少年鑑別所鑑別部門、高松少年鑑別所鑑別部門、松山少年鑑別所鑑別部門、福岡
少年鑑別所鑑別部門、福岡少年鑑別所小倉少年鑑別支所鑑別部門、佐賀少年鑑別所鑑別部門、長崎少年鑑別所鑑別部門、熊本少年鑑別所鑑別部門、宮崎少
年鑑別所鑑別部門、鹿児島少年鑑別所鑑別部門、那覇少年鑑別所鑑別部門 個人情報ファイルの利用目的： 少年の

90. 処遇経過票（３ファイル） 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： さいたま少年鑑別所鑑別部門、東京少年鑑別所鑑別部門、八王子
少年鑑別所鑑別部門 個人情報ファイルの利用目的： 少年の処遇に係る事務に利用する 記録項目： １番号、２入所日、３新入・再入の別、４入所事由、５氏名、
６性別、７生年月日（年齢）、８学歴、９職業、１０本件非行、１１保護歴、１２問題点及び処遇指針、１３観護経過、１４行動特徴、１５観護意見及び特記事項 記録範
囲： 当所収容中の少年 

91. 入所時面接簿（６ファイル） 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 札幌少年鑑別所鑑別部門、水戸少年鑑別所鑑別部門、静岡少年
鑑別所鑑別部門、大阪少年鑑別所鑑別部門、神戸少年鑑別所鑑別部門、那覇少年鑑別所鑑別部門 個人情報ファイルの利用目的： 少年の入所時面接に係る事
務に利用する 記録項目： １入所年月日、２番号、３氏名、４生年月日（年齢）、５性別、６入所事由、７入所回数、８本件非行、９共犯、１０前歴、１１身体状況、１２心
情、１３保護状況、１４学歴、１５現職、１６特記事項、１７鑑

92. 判定会議に関する書類（１３ファイル） 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 札幌少年鑑別所鑑別部門、水戸少年鑑別所鑑別部門、前橋少年
鑑別所鑑別部門、千葉少年鑑別所鑑別部門、東京少年鑑別所鑑別部門、八王子少年鑑別所鑑別部門、横浜少年鑑別所鑑別部門、静岡少年鑑別所鑑別部門、名
古屋少年鑑別所鑑別部門、京都少年鑑別所鑑別部門、広島少年鑑別所鑑別部門、福岡少年鑑別所鑑別部門、那覇少年鑑別所鑑別部門 個人情報ファイルの利
用目的： 少年の資質鑑別に係る事務に利用する 記録項目： １構成員、２入所番号

93. 鑑別結果通知書（２６ファイル） 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 札幌少年鑑別所鑑別部門、青森少年鑑別所鑑別部門、仙台少年
鑑別所鑑別部門、福島少年鑑別所鑑別部門、水戸少年鑑別所鑑別部門、宇都宮少年鑑別所鑑別部門、前橋少年鑑別所鑑別部門、さいたま少年鑑別所鑑別部
門、千葉少年鑑別所鑑別部門、東京少年鑑別所鑑別部門、八王子少年鑑別所鑑別部門、横浜少年鑑別所鑑別部門、新潟少年鑑別所鑑別部門、静岡少年鑑別所
鑑別部門、岐阜少年鑑別所鑑別部門、名古屋少年鑑別所鑑別部門、大津少年鑑別所鑑別部門、大阪少年鑑別所鑑別部門、神戸少年鑑別所鑑別部

94. 鑑別結果通知書発送簿（１０ファイル） 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： さいたま少年鑑別所鑑別部門、千葉少年鑑別所鑑別部門、東京少
年鑑別所鑑別部門、横浜少年鑑別所鑑別部門、名古屋少年鑑別所鑑別部門、京都少年鑑別所鑑別部門、大阪少年鑑別所鑑別部門、神戸少年鑑別所鑑別部門、
広島少年鑑別所鑑別部門，那覇少年鑑別所鑑別部門 個人情報ファイルの利用目的： 鑑別結果通知書の送付事務に利用する 記録項目： １登録年月日・登録
番号、２受信者、３件名、４入所年・入所番号、５氏名、６発送日 

95. 指紋原紙検索データファイル 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 府中刑務所総務部庶務課 個人情報ファイルの利用目的： 刑務
所、少年刑務所及び拘置所から送付される指紋原紙の整理に利用する。 記録項目： １氏名、２生年月日、３性別、４本籍，５国籍、６指紋原紙に付与された指紋
番号、７指紋原紙の作成年月日、８指紋原紙の作成施設名 記録範囲： 平成１９年６月１日以降に刑が確定した受刑者 記録情報の収集方法： 刑務所、少年刑
務所及び拘置所

96. 被収容者及び親族・知人検索データファイル 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 喜連川社会復帰促進センター総務部経理課 個人情報ファイルの
利用目的： 外部からの差入金品の審査に必要な差入人情報の照合・確認及び書類の作成に利用する。 記録項目： 被収容者関係：１氏名、２称呼番号、３工場・
居室名、４生年月日親族・知人関係：１氏名、２住所、３性別、４年齢、５電話番号、６続柄、７外部交通の状況、８職業 記録範囲： 平成２０年１２月１日以降に収容
中の被収容者 記録

97. 被収容者傷病名等データファイル 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 八王子医療刑務所保健課 個人情報ファイルの利用目的： 被収容
者に関する診療録の作成、食事せん及び処方せん発注、分類保護調整業務等に利用する。 記録項目： １氏名、２称呼番号、３居室名、４生年月日、５刑名・刑
期、６病名および病名分類、７感染症、８死因・死亡分類・診断医（死亡患者の場合） 記録範囲： 当該施設に収容中の被収容者及び当該施設を出所した被収容者 
記録情報の収集方法：

98. 面会予約システムデータファイル 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 島根あさひ社会復帰促進センター総務部庶務課 個人情報ファイ
ルの利用目的： 当所のホームページにおける面会予約システムの運用・事務処理に利用する 記録項目： １称呼番号、２被収容者カナ氏名、３被収容者氏名、４
決裁状況、５ログインＩＤ、６パスワード、７カナ氏名、８氏名、９生年月日、１０性別、１１続柄、１２職業、１３住所、１４電話番号、１５身分証、１６備考 記録範囲： 当
所収容中の被収容者のう

99. 面会予約システムデータファイル 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 美祢社会復帰促進センター総務部庶務課 個人情報ファイルの利
用目的： 当所のホームページにおける面会予約システムの運用・事務処理に利用する 記録項目： １称呼番号、２受刑者氏名、３面会室予約ＩＤ、４面会予約番
号、５面会予約日、６面会予約時間、７予約者氏名、８面会者氏名、９面会者住所、１０受刑者との関係、１１面会要旨、１２職業、１３年齢、１４面会受付日、１５面会
実施（未実施）日、１６面会開始時間、１７面会状況

100. ＳＰＣ被収容者データベース 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 喜連川社会復帰促進センター総務部庶務課 個人情報ファイルの
利用目的： 被収容者の分類・庶務事務に係る各種帳票の作成及び各種統計資料の作成支援等に利用する。 記録項目： １氏名，２別名，３年齢，４生年月日，５
性別，６国籍，７本籍，８現住所，９学歴，１０ＩＱ値，１１職業，１２職業詳細，１３資格情報，１４主たる事件（非行）名，１５事件（非行）名，１６刑名，１７罪名，１８称呼
番号，１９身分，２０携帯乳児の有無，２１勾留

全件詳細表示 選択詳細表示 次の42件
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e-Gov home >  検索条件入力 > 検索結果

個人情報ファイル簿の検索

検索画面へ戻る

検索結果一覧

検索キーワード 指定なし 

府省 法務省

上記の検索条件で 142 件ヒットしました。101件から142件を表示
詳細を見るには、番号横のチェックボックスをチェックし、詳細表示をクリックして下さい。

全件詳細表示 選択詳細表示 前の100件

凡例 個人情報ファイルの名称 府省名

行政機関の名称：行政機関の名称（全角２０文字以内） 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称：個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称（全角５，０００文字以内） 個人情報ファイルの利用目的：個人情報ファイルの利用目的（全角２５０文字以内） 記録項目：記録項目（全
角５，０００文字以内） 記録範囲：記録範囲（全角５００文字以内） 記録情報の収集方法：記録情報の収集方法（全角１５０文字以内）・・・・先頭３００字までを表示

101. 法務省式ケースアセスメントツール 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 札幌少年鑑別所鑑別部門、函館少年鑑別所鑑別部門、旭川少年
鑑別所鑑別部門、釧路少年鑑別所鑑別部門、青森少年鑑別所鑑別部門、盛岡少年鑑別所鑑別部門、仙台少年鑑別所鑑別部門、秋田少年鑑別所鑑別部門、山形
少年鑑別所鑑別部門、福島少年鑑別所鑑別部門、水戸少年鑑別所鑑別部門、宇都宮少年鑑別所鑑別部門、前橋少年鑑別所鑑別部門、さいたま少年鑑別所鑑別
部門、千葉少年鑑別所鑑別部門、東京少年鑑別所鑑別部門、八王子少年鑑別所鑑別部門、横浜少年鑑別所鑑別部門、新潟少年鑑別所鑑別部門

102. 日課表支援システム 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 美祢社会復帰促進センター矯正処遇部企画部門 個人情報ファイ
ルの利用目的： 被収容者の作業報奨金計算の処理のため 記録項目： １称呼番号,２氏名,３旧名,４入所日,５出所日,６移送日,７異動日,８異動終了日,９役区分,１０
赤日課表,１１異動パターン,１２訓練室名,１３業種名,１４職種名,１５懲罰区分,１６作業区分,１７異動理由,１８指導連絡日,１９審査会議事録の備考,２０作業開始時間,
２１作業終了時間,２２班名,

103. 仮釈放に関する決定、保護観察停止決定、保護観察停止解除決定、保護観察停止取消決定記録（８ファイル） 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 北海道地方更生保護委員会、東北地方更生保護委員会、関東地
方更生保護委員会、中部地方更生保護委員会、近畿地方更生保護委員会、中国地方更生保護委員会、四国地方更生保護委員会、九州地方更生保護委員会
個人情報ファイルの利用目的： 仮釈放事件審理のために利用する 記録項目： １氏名、２生年月日、３刑執行情報、４仮釈放審理情報 記録範囲： 仮釈放審理事
件該当者 記録情報の収集方法： 

104. 少年院仮退院決定記録（４ファイル） 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関東地方更生保護委員会、中部地方更生保護委員会、近畿地方
更生保護委員会、九州地方更生保護委員会 個人情報ファイルの利用目的： 少年院仮退院事件審理のために利用する 記録項目： １氏名、２生年月日、３保護
処分執行情報、４少年院仮退院審理情報 記録範囲： 少年院仮退院審理事件該当者 記録情報の収集方法： 矯正施設から送付される身上調査書 記録情報
の経常的提

105. 保護観察事件記録（保護観察処分少年）（３３ファイル） 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 札幌保護観察所、釧路保護観察所、仙台保護観察所、山形保護観
察所、福島保護観察所、水戸保護観察所、宇都宮保護観察所、前橋保護観察所、さいたま保護観察所、千葉保護観察所、東京保護観察所、横浜保護観察所、新
潟保護観察所、長野保護観察所、静岡保護観察所、岐阜保護観察所、名古屋保護観察所、津保護観察所、京都保護観察所、大阪保護観察所、神戸保護観察所、
奈良保護観察所、和歌山保護観察所、岡山保護観察所、広島保護観察所、山口保護観察所、高松保護観察所、松山保護観察所、福岡保

106. 保護観察事件記録（仮釈放者）（３７ファイル） 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 札幌保護観察所、釧路保護観察所、仙台保護観察所、秋田保護観
察所、福島保護観察所、水戸保護観察所、宇都宮保護観察所、前橋保護観察所、さいたま保護観察所、千葉保護観察所、東京保護観察所、横浜保護観察所、新
潟保護観察所、甲府保護観察所、長野保護観察所、静岡保護観察所、岐阜保護観察所、名古屋保護観察所、津保護観察所、大津保護観察所、京都保護観察所、
大阪保護観察所、神戸保護観察所、奈良保護観察所、岡山保護観察所、広島保護観察所、高松保護観察所、松山保護観察所、高知保護

107. 保護観察事件記録（刑執行猶予者）（７ファイル） 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： さいたま保護観察所、千葉保護観察所、東京保護観察所、横浜保
護観察所、名古屋保護観察所、大阪保護観察所、福岡保護観察所 個人情報ファイルの利用目的： 保護観察のために利用する 記録項目： １本籍、２住所、３氏
名、４生年月日、５決定裁判所、６決定日 記録範囲： 保護観察付き執行猶予の判決を受けた者 記録情報の収集方法： 本人の申告、保護観察官による調査、
裁判所からの情

108. 刑事施設被収容者環境調整事件記録（３９ファイル） 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 札幌保護観察所、旭川保護観察所、釧路保護観察所、仙台保護観
察所、福島保護観察所、水戸保護観察所、宇都宮保護観察所、前橋保護観察所、さいたま保護観察所、千葉保護観察所、東京保護観察所、横浜保護観察所、新
潟保護観察所、甲府保護観察所、長野保護観察所、静岡保護観察所、岐阜保護観察所、名古屋保護観察所、津保護観察所、大津保護観察所、京都保護観察所、
大阪保護観察所、神戸保護観察所、奈良保護観察所、和歌山保護観察所、岡山保護観察所、広島保護観察所、山口保護観察所、高松保

e-Gov（イーガブ）は総務省が運営する総合的な行政ポータルサイトです
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109. 仮釈放審理事件マスタファイル 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 北海道地方更生保護委員会、東北地方更生保護委員会、関東地
方更生保護委員会、中部地方更生保護委員会、近畿地方更生保護委員会、中国地方更生保護委員会、四国地方更生保護委員会、九州地方更生保護委員会、札
幌保護観察所、函館保護観察所、旭川保護観察所、釧路保護観察所、青森保護観察所、盛岡保護観察所、仙台保護観察所、秋田保護観察所、山形保護観察所、
福島保護観察所、水戸保護観察所、宇都宮保護観察所、前橋保護観察所、さいたま保護観察所、千葉保護観察所、東京保護観察所、横浜保

110. 保護観察事件マスタファイル 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 北海道地方更生保護委員会、東北地方更生保護委員会、関東地
方更生保護委員会、中部地方更生保護委員会、近畿地方更生保護委員会、中国地方更生保護委員会、四国地方更生保護委員会、九州地方更生保護委員会、札
幌保護観察所、函館保護観察所、旭川保護観察所、釧路保護観察所、青森保護観察所、盛岡保護観察所、仙台保護観察所、秋田保護観察所、山形保護観察所、
福島保護観察所、水戸保護観察所、宇都宮保護観察所、前橋保護観察所、さいたま保護観察所、千葉保護観察所、東京保護観察所、横浜保

111. 環境調整事件マスタファイル 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 北海道地方更生保護委員会、東北地方更生保護委員会、関東地
方更生保護委員会、中部地方更生保護委員会、近畿地方更生保護委員会、中国地方更生保護委員会、四国地方更生保護委員会、九州地方更生保護委員会、札
幌保護観察所、函館保護観察所、旭川保護観察所、釧路保護観察所、青森保護観察所、盛岡保護観察所、仙台保護観察所、秋田保護観察所、山形保護観察所、
福島保護観察所、水戸保護観察所、宇都宮保護観察所、前橋保護観察所、さいたま保護観察所、千葉保護観察所、東京保護観察所、横浜保

112. 保護観察事件記録（少年院仮退院者）（７ファイル） 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： さいたま保護観察所、千葉保護観察所、東京保護観察所、横浜保
護観察所、名古屋保護観察所、大阪保護観察所、福岡保護観察所 個人情報ファイルの利用目的： 保護観察のために利用する 記録項目： １本籍、２住所、３氏
名、４生年月日、５仮退院施設、６決定日 記録範囲： 少年院仮退院の決定を受けた者 記録情報の収集方法： 矯正施設から送付される身上調査書、地方更生
保護委員会から

113. 医療観察事件マスタファイル 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 札幌保護観察所，函館保護観察所，旭川保護観察所，釧路保護観
察所，青森保護観察所，盛岡保護観察所，仙台保護観察所，秋田保護観察所，山形保護観察所，福島保護観察所，水戸保護観察所，宇都宮保護観察所，前橋保
護観察所，さいたま保護観察所，千葉保護観察所，東京保護観察所，横浜保護観察所，新潟保護観察所，甲府保護観察所，長野保護観察所，静岡保護観察所，
富山保護観察所，金沢保護観察所，福井保護観察所，岐阜保護観察所，名古屋保護観察所，津保護観察所，大津保護観察所，京都保護

114. 人権擁護委員ファイル 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 人権擁護局総務課 個人情報ファイルの利用目的： 人権擁護委員
法（昭和２４年法律第１３９号）に定める人権擁護委員の身分事項に関する記録を適正かつ効率的に管理し、委嘱事務等に利用する。 記録項目： １氏名、２性別、
３生年月日、４所属協議会、５職業・職歴、６住所、７電話番号、８委嘱年月日、９委員証番号、１０退任等年月日およびその理由、１１委員組織体の役員歴、１２子ど
もの人権専門委員の指名・退任年月日、１３人権調整専門

115. 人権相談ファイル 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 札幌法務局人権擁護部、函館地方法務局人権擁護課、旭川地方
法務局人権擁護課、釧路地方法務局人権擁護課、仙台法務局人権擁護部、青森地方法務局人権擁護課、盛岡地方法務局人権擁護課、秋田地方法務局人権擁
護課、山形地方法務局人権擁護課、福島地方法務局人権擁護課、東京法務局人権擁護部、水戸地方法務局人権擁護課、宇都宮地方法務局人権擁護課、前橋地
方法務局人権擁護課、さいたま地方法務局人権擁護課、千葉地方法務局人権擁護課、横浜地方法務局人権擁護課、新潟地方法務局人権擁護課、

116. 外国人出入国記録マスタファイル 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 入国管理局総務課、入国管理局入国在留課、入国管理局審判課、
入国管理局警備課、入国管理局出入国管理情報官 個人情報ファイルの利用目的： 出入国管理行政の施策策定並びに外国人の出入国及び在留の管理のため
利用する 記録項目： １国籍・地域、２氏名、３性別、４生年月日、５上陸年月日、６出国年月日、７上陸港、８出国港、９旅券番号、１０一般上陸許可（（１）在留資
格、（２）在留期間、（３）在留期間の満了日、（４）入国目的）、

117. 日本人出帰国記録マスタファイル 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 入国管理局総務課、入国管理局入国在留課、入国管理局出入国
管理情報官 個人情報ファイルの利用目的： 出入国管理行政の施策策定及び日本人の出帰国事実の把握のため利用する 記録項目： １氏名、２生年月日、３性
別、４出国年月日、５帰国年月日、６出国港、７帰国港、８旅券番号、９航空便名 記録範囲： 出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）第６０条及び
第６１条の規定に基づき入国審査官から

118. 上陸審査における個人識別情報提供記録マスタファイル 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 入国管理局総務課，入国管理局入国在留課,入国管理局審判課，
入国管理局警備課，入国管理局出入国管理情報官 個人情報ファイルの利用目的： 外国人の出入国の公正な管理のため利用する。 記録項目： １旅券型，２旅
券発給国，３旅券又はこれに代わる証明書の番号，４国籍，５氏名，６生年月日，７性別，８個人識別情報提供年月日，９旅券有効期限，１０査証発給番号，１１個人
番号，１２上陸港，１３指紋画像，１４顔画像，１５上陸申請結果

119. 自動化ゲート利用希望者登録記録マスタファイル 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 入国管理局総務課，入国管理局入国在留課,入国管理局審判課，
入国管理局警備課，入国管理局出入国管理情報官 個人情報ファイルの利用目的： あらかじめ入国管理局に指紋等を提供して登録した者について，出入国審査
場に設置する自動化ゲートを用い，旅券を機械的に読み取り，指紋等による同一人性の確認（認証）を機械的に行い，出入（帰）国手続を簡素化・迅速化して利便性
を高めるために利用する。 記録項目： （１）日本人１旅券型，２旅

120. 回収原票記録 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 入国管理局総務課、入国管理局入国在留課、入国管理局審判課、
入国管理局警備課、入国管理局出入国管理情報官 個人情報ファイルの利用目的： 出入国管理行政の施策策定並びに外国人の出入国及び在留の管理のため
利用する。 記録項目： １登録番号、２登録の年月日、３氏名、４出生の年月日、５男女の別、６国籍、７国籍の属する国における住所又は居所、８出生地、９職業、
１０旅券番号、１１旅券発行の年月日、１２上陸許可の年月日、１３在

121. 電子届出システム利用者登録情報ファイル 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 入国管理局入国在留課、入国管理局出入国管理情報官 個人情
報ファイルの利用目的： あらかじめ入国管理局に認証ID、メールアドレス等を登録した者について、認証ID等による本人確認を機械的に行い、届出手続を簡易化し
て利便性を高めるために利用する。 記録項目： １認証ＩＤ、２メールアドレス、３氏名、４性別、５生年月日、６国籍・地域、７在留カード番号 記録範囲： 電子届出
システムの利用者登録を行っ
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122. 検察総合情報管理システムにより管理する過料ファイル 東京地方検察庁

行政機関の名称： 東京地方検察庁東京区検察庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 東京地方検察庁総務部徴収担当東京区検
察庁総務部徴収担当 個人情報ファイルの利用目的： 過料の裁判執行のために利用する。 記録項目： １裁判の日、２確定の日、３時効期間起算日、４件名、５
執行すべき金額、６本籍、７住所、８職業、９氏名、10生年月日及び年齢、11処理簿・受託簿番号及び嘱託庁、12処分した年月日、事由、処分番号、処分済金額及
び未済金額、13納付告知書の発付及び納付期限年月日、14納

123. 検察総合情報管理システムにより管理する過料ファイル 横浜地方検察庁

行政機関の名称： 横浜地方検察庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 総務部検務官室徴収担当 個人情報ファイルの利用目
的： 過料の裁判執行のために利用する。 記録項目： １裁判の日、２確定の日、３時効期間起算日、４件名、５執行すべき金額、６本籍、７住所、８職業、９氏名、10
生年月日及び年齢、11処理簿・受託簿番号及び嘱託庁、12処分した年月日、事由、処分番号、処分済金額及び未済金額、13納付告知書の発付及び納付期限年月
日、14納付書の交付、納付期限及び領収年月日、15督促

124. 検察総合情報管理システムにより管理する過料ファイル さいたま地方検察庁

行政機関の名称： さいたま地方検察庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 総務部徴収担当 個人情報ファイルの利用目的： 過
料の裁判執行のために利用する。 記録項目： １裁判の日、２確定の日、３時効期間起算日、４件名、５執行すべき金額、６本籍、７住所、８職業、９氏名、10生年月
日及び年齢、11処理簿・受託簿番号及び嘱託庁、12処分した年月日、事由、処分番号、処分済金額及び未済金額、13納付告知書の発付及び納付期限年月日、14
納付書の交付、納付期限及び領収年月日、15督促及び

125. 検察総合情報管理システムにより管理する過料ファイル 千葉地方検察庁

行政機関の名称： 千葉地方検察庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 総務部検務第二担当 個人情報ファイルの利用目的： 過
料の裁判執行のために利用する。 記録項目： １裁判の日、２確定の日、３時効期間起算日、４件名、５執行すべき金額、６本籍、７住所、８職業、９氏名、10生年月
日及び年齢、11処理簿・受託簿番号及び嘱託庁、12処分した年月日、事由、処分番号、処分済金額及び未済金額、13納付告知書の発付及び納付期限年月日、14
納付書の交付、納付期限及び領収年月日、15督促及び

126. 犯罪被害財産支給手続（平成２０年第１号）に関するファイル 静岡地方検察庁

行政機関の名称： 静岡地方検察庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 静岡地方検察庁捜査・公判部門 個人情報ファイルの利
用目的： 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律に基づく犯罪被害財産支給手続の実施、被害回復給付金の支給を受けることができる者に
該当する旨の裁定及びこれに基づく被害回復給付金の支給のために利用する。 記録項目： ○通知対象者の氏名○年齢○住所○電話番号（自宅電話番号・連
絡先電話番号・利用電話番号）○請求金額○決定日○完済日○被害弁償の有無○

127. 検察総合情報管理システムにより管理する過料ファイル 大阪地方検察庁

行政機関の名称： 大阪地方検察庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 総務部統括検務官（徴収担当） 個人情報ファイルの利
用目的： 過料の裁判執行のために利用する。 記録項目： １裁判の日、２確定の日、３時効期間起算日、４件名、５執行すべき金額、６本籍、７住所、８職業、９氏
名、10生年月日及び年齢、11処理簿・受託簿番号及び嘱託庁、12処分した年月日、事由、処分番号、処分済金額及び未済金額、13納付告知書の発付及び納付期
限年月日、14納付書の交付、納付期限及び領収年月日、1

128. 検察総合情報管理システムにより管理する過料ファイル 名古屋地方検察庁

行政機関の名称： 名古屋地方検察庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 名古屋地方検察庁総務部検務第一担当 個人情報フ
ァイルの利用目的： 過料の裁判執行のために利用する。 記録項目： １裁判の日、２確定の日、３時効期間起算日、４件名、５執行すべき金額、６本籍、７住所、８
職業、９氏名、10生年月日及び年齢、11処理簿・受託簿番号及び嘱託庁、12処分した年月日、事由、処分番号、処分済金額及び未済金額、13納付告知書の発付及
び納付期限年月日、14納付書の交付、納付期限及び領収年

129. 検察総合情報管理システムにより管理する過料ファイル 福岡地方検察庁

行政機関の名称： 福岡地方検察庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 総務部検務第３ 個人情報ファイルの利用目的： 過料の
裁判執行のために利用する。 記録項目： １裁判の日、２確定の日、３時効期間起算日、４件名、５執行すべき金額、６本籍、７住所、８職業、９氏名、10生年月日及
び年齢、11処理簿・受託簿番号及び嘱託庁、12処分した年月日、事由、処分番号、処分済金額及び未済金額、13納付告知書の発付及び納付期限年月日、14納付
書の交付、納付期限及び領収年月日、15督促及びその

130. 犯罪被害財産支給手続（平成２３年第３号）に関するファイル 福岡地方検察庁

行政機関の名称： 福岡地方検察庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 福岡地方検察庁総務部企画調査課 個人情報ファイル
の利用目的： 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律に基づく犯罪被害財産の支給手続の実施，被害回復給付金の支給を受けることができ
る者に該当するか否かの裁定（以下「裁定」という。）及びこれに基づく被害回復給付金の支給のために利用する。 記録項目： ○氏名又は名称○ふりがな○生年
月日○郵便番号○住所又は所在地○電話番号○支給手続番号○支給開始決定

131. 犯罪被害財産支給手続（平成２４年第１号）に関するファイル 長崎地方検察庁

行政機関の名称： 長崎地方検察庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 長崎地方検察庁企画調査課 個人情報ファイルの利用
目的： 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律に基づく犯罪被害財産支給手続の実施，被害回復給付金の支給を受けることができる者に該
当する旨の裁定（以下「資格裁定」という。）及びこれに基づく被害回復給付金の支給のために利用する。 記録項目： ○氏名○住所○電話番号○通知年月日・そ
の方法の別○通知状況○支給申請の有無○支給申請書整理番号○支給申請年

132. 犯罪被害財産支給手続（平成２２年第１号）に関するファイル 山形地方検察庁

行政機関の名称： 山形地方検察庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 山形地方検察庁企画調査課 個人情報ファイルの利用
目的： 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律に基づく犯罪被害財産支給手続の実施，被害回復給付金の支給を受けることができる者に該
当する旨の裁定（以下「資格裁定」という。）及びこれに基づく被害回復給付金の支給のために利用する。 記録項目： １氏名、２住所、３電話番号、４通知年月日・
その方法の別、５通知状況、６支給申請の有無、７支給申請書整理番号

133. 犯罪被害財産支給手続（平成２４年第３号）に関するファイル 山形地方検察庁

行政機関の名称： 山形地方検察庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 山形地方検察庁捜査・公判担当 個人情報ファイルの利
用目的： 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律に基づく犯罪被害財産支給手続の実施，被害回復給付金の支給を受けることができる者に
該当する旨の裁定（以下「資格裁定」という。）及びこれに基づく被害回復給付金の支給のために利用する。 記録項目： ○氏名○住所○電話番号○通知年月日・
その方法の別○通知状況○支給申請の有無○支給申請書整理番号○支給申

134. 犯罪被害財産支給手続（平成２５年第２号）に関するファイル 山形地方検察庁

行政機関の名称： 山形地方検察庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 山形地方検察庁捜査・公判担当 個人情報ファイルの利
用目的： 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律に基づく犯罪被害財産支給手続の実施，被害回復給付金の支給を受けることができる者に
該当する旨の裁定（以下「資格裁定」という。）及びこれに基づく被害回復給付金の支給のために利用する。 記録項目： ○氏名○住所○電話番号○通知年月日・
その方法の別○通知状況○支給申請の有無○支給申請書整理番号○支給申
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135. 検察総合情報管理システムにより管理する過料ファイル 札幌地方検察庁

行政機関の名称： 札幌地方検察庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 総務部徴収担当 個人情報ファイルの利用目的： 過料の
裁判執行のために利用する。 記録項目： １裁判の日、２確定の日、３時効期間起算日、４件名、５執行すべき金額、６本籍、７住所、８職業、９氏名、10生年月日及
び年齢、11処理簿・受託簿番号及び嘱託庁、12処分した年月日、事由、処分番号、処分済金額及び未済金額、13納付告知書の発付及び納付期限年月日、14納付
書の交付、納付期限及び領収年月日、15督促及びその

136. 犯罪被害財産支給手続（平成２３年第１号）に関するファイル 旭川地方検察庁

行政機関の名称： 旭川地方検察庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 旭川地方検察庁企画調査課 個人情報ファイルの利用
目的： 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律に基づく犯罪被害財産支給手続の実施，被害回復給付金の支給を受けることができる者に該
当する旨の裁定（以下「資格裁定」という。）及びこれに基づく被害回復給付金の支給のために利用する。 記録項目： ○氏名○住所○電話番号○通知年月日・そ
の方法の別○通知状況○支給申請の有無○支給申請書整理番号○支給申請年

137. 検察総合情報管理システムにより管理する過料ファイル 東京地方検察庁

行政機関の名称： 東京地方検察庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 立川支部検務第二担当 個人情報ファイルの利用目的：
過料の裁判執行のために利用する。 記録項目： １裁判の日、２確定の日、３時効期間起算日、４件名、５執行すべき金額、６本籍、７住所、８職業、９氏名、10生年
月日及び年齢、11処理簿・受託簿番号及び嘱託庁、12処分した年月日、事由、処分番号、処分済金額及び未済金額、13納付告知書の発付及び納付期限年月日、
14納付書の交付、納付期限及び領収年月日、15督促及

138. 五菱会ヤミ金融事件に関する被害回復給付金支給手続ファイル 東京地方検察庁

行政機関の名称： 東京地方検察庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 東京地方検察庁総務部 個人情報ファイルの利用目的：
犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律に基づく被害回復給付金支給手続の実施，被害回復給付金を受けることができる者に該当する旨の
裁定（以下「資格裁定」という。）及びこれに基づく被害回復給付金の支給のために利用する。 記録項目： 【支給対象犯罪行為の範囲関係】１借入店舗名称、２所
在地、３電話番号、４同店舗貸金業登録番号、５同登録名義人氏名、６

139. 帰化許可申請事件記録（許可）ファイル（５０局） 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 東京法務局民事行政部国籍課、横浜地方法務局国籍課、さいたま
地方法務局戸籍課、千葉地方法務局戸籍課、水戸地方法務局戸籍課、宇都宮地方法務局戸籍課、前橋地方法務局戸籍課、静岡地方法務局戸籍課、甲府地方法
務局戸籍課、長野地方法務局戸籍課、新潟地方法務局戸籍課、大阪法務局民事行政部国籍課、京都地方法務局戸籍課、神戸地方法務局国籍課、奈良地方法務
局戸籍課、大津地方法務局戸籍課、和歌山地方法務局戸籍課、名古屋法務局民事行政部国籍課、津地方法務局戸籍課、岐阜地方法務局戸籍

140. 帰化許可申請事件記録（不許可等）ファイル（５０局） 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 東京法務局民事行政部国籍課、横浜地方法務局国籍課、さいたま
地方法務局戸籍課、千葉地方法務局戸籍課、水戸地方法務局戸籍課、宇都宮地方法務局戸籍課、前橋地方法務局戸籍課、静岡地方法務局戸籍課、甲府地方法
務局戸籍課、長野地方法務局戸籍課、新潟地方法務局戸籍課、大阪法務局民事行政部国籍課、京都地方法務局戸籍課、神戸地方法務局国籍課、奈良地方法務
局戸籍課、大津地方法務局戸籍課、和歌山地方法務局戸籍課、名古屋法務局民事行政部国籍課、津地方法務局戸籍課、岐阜地方法務局戸籍

141. 後見登記等に関する法律第４条の後見登記等ファイル 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 東京法務局民事行政部後見登録課 個人情報ファイルの利用目
的： 後見登記等を行うとともに登記事項を公示する 記録項目： １後見等の種別・開始の審判をした裁判所等、２成年被後見人等の氏名等、３成年後見人等・成年
後見監督人等の氏名等、４成年後見人等・成年後見監督人等の権限、５後見等の終了の事由及び年月日、６後見等に係る保全処分に関する事項、７任意後見契
約に係る公正証書の作成年月日等、８任意後見契約の本人の氏名等、９任

142. 後見登記等に関する法律第９条の後見登記等ファイル 法務省本省

行政機関の名称： 法務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 東京法務局民事行政部後見登録課 個人情報ファイルの利用目
的： 閉鎖登記記録について登記事項を公示する 記録項目： １後見等の種別・開始の審判をした裁判所等、２成年被後見人等の氏名等、３成年後見人等・成年後
見監督人等の氏名等、４成年後見人等・成年後見監督人等の権限、５後見等の終了の事由及び年月日、６後見等に係る保全処分に関する事項、７任意後見契約
に係る公正証書の作成年月日等、８任意後見契約の本人の氏名等、９任意後

全件詳細表示 選択詳細表示 前の100件
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e-Gov home >  検索条件入力 > 検索結果

個人情報ファイル簿の検索

検索画面へ戻る

検索結果一覧

検索キーワード 指定なし 

府省 外務省

上記の検索条件で 36 件ヒットしました。1件から36件を表示
詳細を見るには、番号横のチェックボックスをチェックし、詳細表示をクリックして下さい。

全件詳細表示 選択詳細表示

凡例 個人情報ファイルの名称 府省名

行政機関の名称：行政機関の名称（全角２０文字以内） 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称：個人情報ファイルが利用に供される事務
をつかさどる組織の名称（全角５，０００文字以内） 個人情報ファイルの利用目的：個人情報ファイルの利用目的（全角２５０文字以内） 記録項目：記録項目（全角
５，０００文字以内） 記録範囲：記録範囲（全角５００文字以内） 記録情報の収集方法：記録情報の収集方法（全角１５０文字以内）・・・・先頭３００字までを表示

1. 外交史料館利用者ファイル 外務省

行政機関の名称： 外務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 大臣官房 総務課 外交史料館 個人情報ファイルの利用目的： 当
館利用状況統計の作成、当館利用者のニーズに応じた史料検索のためのアドバイス、史料複製物の送付、史料の破損等があった場合の利用者の特定・連絡のた
めに利用する。 記録項目： １氏名、２国籍、３住所、４電話番号、５職業、６連絡先（勤務先、学校名等、電話番号、７調査事項又は研究題目、８閲覧史料情報（分類
番号、件名、冊数、返却確認）、９複写申込書情報（複製物の

2. 外交史料館利用者ファイル 外務省

行政機関の名称： 外務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 大臣官房 総務課 外交史料館 個人情報ファイルの利用目的： 当
館利用状況統計の作成、当館利用者のニーズに応じた史料検索のためのアドバイス、史料の破損等があった場合の利用者の特定・連絡のために利用する。 記録
項目： １氏名、２国籍、３職業、４連絡先（勤務先、学校名等）、５調査事項又は研究題目 記録範囲： 利用申込書の提出者 記録情報の収集方法： 利用申込書 

3. 外国勲章受章者名簿 外務省

行政機関の名称： 外務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 大臣官房 儀典官室 個人情報ファイルの利用目的： 叙勲及び擬叙
の先例調査のために利用する。 記録項目： １氏名、２肩書、３勲章授与国、４勲章名、５受章の形態、６受章時期、７受章理由 記録範囲： 外国政府から叙勲され
た日本人のうち通報のあった者 記録情報の収集方法： 在日外国公館及び本人又は関係者からの通報 記録情報の経常的提供先： 内閣府賞

4. 外国人叙勲名簿 外務省

行政機関の名称： 外務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 大臣官房 儀典官室 個人情報ファイルの利用目的： 叙勲及び擬叙
の先例調査のために利用する。 記録項目： １氏名、２性別、３生年月日、４国籍、５経歴、６経歴の分類コード、７叙勲理由、８勲章名、９叙勲の形態、１０叙勲時期、
１１推薦元 記録範囲： 日本政府から叙勲された外国人 記録情報の収集方法： 在外公館及び国内官庁から提供される推薦情報 記録情報の経常的

5. 在日外交官用自動車登録ファイル 外務省

行政機関の名称： 外務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 大臣官房 儀典官室 個人情報ファイルの利用目的： 在日外交官用
自動車の管理事務（登録の承認、登録の抹消、保険の有効期間の確認等）のために利用する。 記録項目： １登録番号、２登録年月日、３自賠責保険期間、４自賠
責保険会社、５自賠責保険番号、６任意保険期間、７任意保険会社、８任意保険番号、９任意保険額、１０メーカー及び製造年、１１車体番号、１２型名、１３エンジン
番号、１４輸入申告番号、１５輸入許可日、１６税関名、

6. 在日外国公館構成員ファイル 外務省

行政機関の名称： 外務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 大臣官房 儀典官室 個人情報ファイルの利用目的： 在日外国公館
構成員の接受事務（身分証明票発給、関係機関への通報及び外交団、領事団、在日外国公館リストの発行）及び免税カードの発給のために利用する。 記録項目：
１ＩＤ番号、２氏名、３性別、４生年月日、５所属公館名、６官職、７国籍、８在留資格、９採用区分、１０本邦到着日、１１住所、１２電話番号、１３外交団リスト掲載順、１
４領事団リスト掲載順、１５領事（仮）証認日、

7. 在日外国報道関係者ファイル 外務省

行政機関の名称： 外務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 大臣官房 国際報道官室 個人情報ファイルの利用目的： 外国記者
登録証発給業務、在日外国報道関係者に対する情報提供、各種連絡等のために利用する。 記録項目： １記者証番号、２氏名、３性別、４記者国籍、５在留資格、６
在留期限、７写真、８所属機関名、９所属機関所在国名、１０所属機関所在地域名、１１所属機関日本事務所所在地、１２連絡先、１３所属機関の種別、１４役職、１５
記者証発給申請登録日、１６記者証発行日、１７外国記

8. ＡＰＥＣ・ビジネス・トラベル・カード申請台帳 外務省

行政機関の名称： 外務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 経済局 アジア太平洋経済協力室 個人情報ファイルの利用目的：
ＡＰＥＣ・ビジネス・トラベル・カード(ABTC)(備考参照)に関する以下の事務を執り行うために利用する。（１）日本人ABTC交付申請者に係る交付事務(他のABTC参加
国・地域政府への事前審査照会事務を含む。)（２）他のABTC参加国・地域政府からの外国人ABTC交付申請者に係る事前審査 記録項目： １申請者情報(交付国・
地域、申請番号、旅券形式、旅券

9. 在留届ファイル 外務省

行政機関の名称： 外務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 領事局 政策課 個人情報ファイルの利用目的： 各在外公館管轄区

e-Gov（イーガブ）は総務省が運営する総合的な行政ポータルサイトです
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域内に在留する邦人の連絡先等基礎データを把握し、邦人援護、各種証明書発給事務等、各種統計作成等のために利用する。 記録項目： １氏名、２生年月日、３
性別、４渡航目的、５在留国国籍有無、６本籍、７職業、８日本国旅券番号、９到着日、１０滞在期間、１１在留地の住所又は居所（電話・ＦＡＸ・携帯電話番号、メール
アドレスを含む）、１２在留地の緊急連絡先（氏名又は

10. 海外旅行登録者ファイル 外務省

行政機関の名称： 外務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 領事局政策課 個人情報ファイルの利用目的： 海外渡航者への現
地最新渡航情報及び緊急情報の提供並びに事故等発生時の安否確認等に利用する。 記録項目： １氏名，２生年月日，３携帯電話番号，４メールアドレス，５日本
国旅券番号，６ツアー会社名，７同行者人数，８旅行予定情報（滞在国または地域名，滞在都市・観光地名，滞在期間，宿泊先，目的地），９同行者情報（氏名，携帯
電話番号，メールアドレス，日本国旅券番号）

11. 邦人援護事務処理ファイル 外務省

行政機関の名称： 外務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 領事局 海外邦人安全課 個人情報ファイルの利用目的： 邦人援護
統計の作成及び邦人援護の事例検索のために利用する。 記録項目： １氏名、２生年月日、３旅券番号、４滞在形態（在留邦人か旅行者か等）、５援護事案の内容 
記録範囲： 海外で事件・事故等に遭遇した日本人のうち、在外公館から援護を受けた者 記録情報の収集方法： 本人の申し出及び関係者からの提供 記録

12. 旅券発給原簿 外務省

行政機関の名称： 外務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 領事局旅券課 個人情報ファイルの利用目的： 旅券の発給・失効・
返納命令等旅券事務の適正な執行の確保、旅券の二重発給及び不正取得・使用の防止等旅券秩序の維持並びに邦人援護のために利用する。 記録項目： １氏
名、２生年月日、３性別、４旅券番号、５発行年月日、６本籍、７受理番号、８写真、９現住所、１０刑罰及び国援法の適用の有無関係、１１官職、１２渡航先、１３請求
元が記載された申請書画像、１４氏名、生年月日、旅券番号、

13. 旅券管理マスタファイル 外務省

行政機関の名称： 外務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 領事局旅券課 個人情報ファイルの利用目的： 旅券の発給・失効・
返納命令等旅券事務の適正な執行の確保、旅券の二重発給及び不正取得・使用の防止等旅券秩序の維持並びに邦人援護のために利用する。 記録項目： １氏
名、２生年月日、３性別、４旅券番号、５発行年月日、６効力、７失効等理由、８原始旅券番号、９原始発行年月日、１０本籍、１１旅券種類、１２併記者数、１３受理番
号、１４再発給理由、１５再発給回数、１６期間満了日（期間

14. 査証台帳ファイル 外務省

行政機関の名称： 外務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 領事局 外国人課 個人情報ファイルの利用目的： 査証申請管理、
発給審査、審査結果の管理等査証発給事務の適正かつ安定的な遂行の確保のために利用する。 記録項目： １在外公館名称、２受理番号、３レコード区分、４団体
番号、５国籍コード、６旅券番号、７氏名、８個人ＩＤ、９性別、１０生年月日、１１在資番号、１２渡航目的、１３滞在期間、１４査証有効回数、１５査証有効期間、１６有効
期間満了日、１７発給日、１８手数料、１９許可

15. タイ国日本人会会員名簿 外務省

行政機関の名称： 外務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 在タイ日本大使館 個人情報ファイルの利用目的： 日本人会会員の
所在等を把握し、連絡・保護のために利用する。 記録項目： １氏名、２住所、３会社名 記録範囲： タイ国日本人会会員 記録情報の収集方法： タイ国日本人会
からの提供 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 外務省大臣官房総務

16. 中国残留邦人個人別資料 外務省

行政機関の名称： 外務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 在中国日本大使館 個人情報ファイルの利用目的： 査証審査補助
資料として利用する。 記録項目： １氏名、２居住省名、３当館との関係 記録範囲： 中国残留邦人 記録情報の収集方法： 私信及び査証申請書 記録情報の経
常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 外務省大臣官房総務課外交記録・情報公開室〒10

17. デトロイト日本商工会会員名簿 外務省

行政機関の名称： 外務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 在デトロイト日本総領事館（米国） 個人情報ファイルの利用目的：
在留日系企業を把握し、連絡するために利用する。 記録項目： １会社（団体）名、２氏名、３住所、４電話番号 記録範囲： デトロイト日本商工会会員 記録情報の
収集方法： デトロイト日本商工会からの提供 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在

18. 在外選挙人証等受渡簿 外務省

行政機関の名称： 外務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 領事局 政策課 個人情報ファイルの利用目的： 在外選挙人名簿へ
の登録申請の処理及び在外選挙人証等の交付経緯の記録並びに在外選挙人証交付記録を閲覧に供するために利用する。 記録項目： １整理番号、２登録公館番
号、３登録市町村名、４氏名（ローマ字、漢字）、５生年月日、６性別、７最終住所又は申請時の本籍、８登録申請時の住所、９申請受付年月日、１０申請書等送付年
月日、１１在外選挙人証の登録年月日、１２在外選挙人証の受領

19. 査証申請書 外務省

行政機関の名称： 外務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 在サンパウロ日本総領事館（ブラジル） 個人情報ファイルの利用目
的： 査証申請の管理のために利用する。 記録項目： １写真、２氏名、３生年月日、４出生地、５性別、６既婚・独身の別、７国籍、８渡航目的、９滞在予定期間、１０
入国予定日、１１入国予定港（空港）、１２船舶（航空機）名、１３旅券番号、１４旅券の種類、１５旅券の発給地、１６旅券の発給日、１７旅券の発給機関、１８旅券の有
効期限、１９犯罪歴、２０自宅住所、２１電

20. 査証申請書 外務省

行政機関の名称： 外務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 在ペルー日本大使館 個人情報ファイルの利用目的： 査証申請の
管理のために利用する。 記録項目： １氏名、２申請を受けた査証の種類 記録範囲： 査証申請書の提出者 記録情報の収集方法： 査証申請書 記録情報の経
常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 外務省大臣官房総務課外交記録・情報公開室〒100

21. デュッセルドルフ日本人会会員名簿 外務省

行政機関の名称： 外務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 在デュッセルドルフ日本総領事館（ドイツ） 個人情報ファイルの利用
目的： 日本人会会員の所在等を把握し、連絡・保護のために利用する。 記録項目： １氏名、２勤務先、３住所、４電話番号、５家族氏名 記録範囲： デュッセルドル
フ日本人会会員 記録情報の収集方法： デュッセルドルフ日本人会からの提供 記録情報の経常的提供先： － 開示請

22. 元国費留学生名簿 外務省

行政機関の名称： 外務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 在インドネシア日本大使館 個人情報ファイルの利用目的： 元国費
留学生のフォローアップのために利用する。 記録項目： １氏名、２生年月日、３出生地、４出身校、５日本での留学先、６留学スキーム、７職場住所及び電話番号、
８自宅住所及び電話番号 記録範囲： 元国費留学生（現在留学中の者も含む） 記録情報の収集方法： 帰国留学生報告書、国費留学申請書等 記録情報

23. ＪＥＴプログラム同窓会会員リスト 外務省
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行政機関の名称： 外務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 在シカゴ日本総領事館（米国） 個人情報ファイルの利用目的： ＪＥＴ
プログラム同窓会会員を把握し、連絡するために利用する。 記録項目： １氏名、２住所、３電話番号（自宅・携帯）、４メールアドレス、５勤務先、６勤務先情報（住
所、電話番号、ＦＡＸ番号、役職、分野）、７ＪＥＴプログラム実施時の職種・配属先、８参加年、９日本語レベル、１０最終学歴、１１生年月日、１２会員の希望による開示
制限項目、１３所属ＪＥＴプログラム同

24. グアム日本人会名簿 外務省

行政機関の名称： 外務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 在ハガッニャ日本総領事館（米国） 個人情報ファイルの利用目的：
日本人会会員の所在等を把握し、連絡・保護のために利用する。 記録項目： １会社情報（会社名、住所、電話番号）、２氏名、３電話番号、４メールアドレス 記録
範囲： グアム日本人会会員 記録情報の収集方法： グアム日本人会からの提供 記録情報の経常的提供先： － 開示請求

25. ＪＥＴプログラム応募者リスト 外務省

行政機関の名称： 外務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 在英国日本大使館 個人情報ファイルの利用目的： ＪＥＴプログラム
参加者の選考のため利用する。 記録項目： １氏名、２住所（メールアドレス)、３生年月日、４学歴、５書類選考結果、６評価及び合否、７配置先 記録範囲： ＪＥＴプ
ログラム応募者 記録情報の収集方法： 応募書類 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称

26. ＪＥＴプログラム参加者リスト 外務省

行政機関の名称： 外務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 在英国日本大使館 個人情報ファイルの利用目的： ＪＥＴプログラム
参加者を把握し、連絡するために利用する。 記録項目： １氏名、２住所、３メールアドレス、４ＪＥＴプログラム参加当時の住所 記録範囲： ＪＥＴプログラム参加者 
記録情報の収集方法： 自治体国際化協会からの提供 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名

27. 日墨戦略的グローバルパートナーシップ研修計画参加者名簿 外務省

行政機関の名称： 外務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 中南米局 中米カリブ課 個人情報ファイルの利用目的： 同研修計
画参加者の把握、同計画参加者のフォローアップ、各種行事への案内、所掌事務上必要な際の連絡等のために利用する。 記録項目： 1名前、２住所、３電話番
号、４勤務先、５勤務先住所、６勤務先電話番号 記録範囲： 同研修計画参加者 記録情報の収集方法： 同研修計画選考試験申請書 記録情報の経常的提供先

28. ドミニカ移住者名簿 外務省

行政機関の名称： 外務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 領事局 政策課 個人情報ファイルの利用目的： ドミニカ移住者に対
する特別一時金を支給等の業務のために利用する。 記録項目： １氏名、２性別、３出身県、４生年月日、５年齢、６移住船名、７生死の別、８在住地等 記録範囲： 
ドミニカへの移住船搭乗者 記録情報の収集方法： 日本海外協会連合会からの提供 記録情報の経常的提供先： － 開示

29. 広報文化センター図書利用者ファイル 外務省

行政機関の名称： 外務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 在ポーランド日本大使館 個人情報ファイルの利用目的： 広報文化
センターの蔵書を把握し、利用状況を管理するために利用する。 記録項目： １氏名、２住所、３電話番号 ４身分証明書のコピー 記録範囲： 図書の利用申請者 
記録情報の収集方法： 図書利用申請書 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地：

30. ドバイ及びＵＡＥ北部日本人会会員名簿 外務省

行政機関の名称： 外務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 在ドバイ日本総領事館（アラブ首長国連邦） 個人情報ファイルの利
用目的： 日本人会会員の所在等を把握し、連絡・保護のために利用する。 記録項目： １氏名、２住所、３電話番号、４メールアドレス、５職業 記録範囲： ドバイ日
本人会会員 記録情報の収集方法： ドバイ日本人会からの提供 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組

31. 開示請求ファイル 外務省

行政機関の名称： 外務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 大臣官房 総務課 外交記録・情報公開室 個人情報ファイルの利
用目的： 行政文書の開示請求に係る業務の管理のために利用する。 記録項目： １開示請求番号、２開示請求件名、３受付日、４請求者情報（氏名、郵便番号、住
所、電話番号、ＦＡＸ番号） 記録範囲： 行政文書開示請求書の提出者 記録情報の収集方法： 行政文書開示請求書 記録情報の経常的提供先： 

32. 在上海日本総領事館人物情報データベース 外務省

行政機関の名称： 外務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 在上海日本総領事館（中国） 個人情報ファイルの利用目的： 広報
文化センター会員登録（会員証の発行）、会員番号の整理、同センターが所有する書籍の貸し出し管理、会員向けメールマガジンの送付及びその他イベント広報のた
めに利用する。 記録項目： １ＩＤ番号、２国籍、３会員番号、４氏名、５性別、６生年月日、７住所、８郵便番号、９電話番号、１０ＦＡＸ番号、１１メールアドレス、１２職
業、１３分類（大学、中学、留学生、研究生、

33. 在上海日本総領事館広報文化センター会員登録用紙ファイル 外務省

行政機関の名称： 外務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 在上海日本総領事館（中国） 個人情報ファイルの利用目的： 広報
文化センター会員登録（会員証の発行）及び会員の本人確認（顔写真と筆跡による）のために利用する。 記録項目： １会員番号、２登録日、３登録者顔写真、４氏
名、５ピンイン(ふりがな)、６性別、７生年月日、８住所、９郵便番号、１０電話番号、１１ＦＡＸ番号、１２メールアドレス、１３職業、１４広報文化センターを知ったきっか
け、１５会員証発行日、１６会員証有効期限

34. All JET database Updated 外務省

行政機関の名称： 外務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 在アイルランド日本大使館 個人情報ファイルの利用目的： ＪＥＴプ
ログラム参加者を把握し、連絡するために利用する。 記録項目： １氏名、２職種、３派遣先、４派遣年、５ＪＥＴプログラム参加当時の住所、６携帯電話番号、７自宅
電話番号、８メールアドレス 記録範囲： ＪＥＴプログラム参加者 記録情報の収集方法： ＪＥＴプログラム申請書 記録情報の経常的提供先：

35. 主要国際機関の日本人職員名簿 外務省

行政機関の名称： 外務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 総合外交政策局 国連企画調整課 国際機関人事センター 個人情
報ファイルの利用目的： 「国際機関における邦人職員の任用及び勤務に関し，連絡その他必要な措置をとる」との所掌事務を遂行するために，主要国際機関に勤務
する日本人職員の人事情報について把握するための執務資料とする。 記録項目： １国際機関名，２性別，３今後３年間の定年退職の有無，５所属・役職・担当，６
等級，７契約が恒久か否か，８現国際機関着任時期，９現ポス

36. 招へい記者一覧ファイル 外務省

行政機関の名称： 外務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 大臣官房国際報道官室 個人情報ファイルの利用目的： 招へい記
者を把握し，必要に応じて連絡するために利用する。 記録項目： １招へい年度，２地域，３推薦公館，４氏名，５所属社，６招へい当時の肩書，７招へい期間，８招
へい枠組，９現在の所属・肩書 記録範囲： 平成１４年度以降の招へい記者 記録情報の収集方法： 招へい記者本人から在外公館への申告 記録情報の経

全件詳細表示 選択詳細表示
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e-Gov home >  検索条件入力 > 検索結果

個人情報ファイル簿の検索

検索画面へ戻る

検索結果一覧

検索キーワード 指定なし 

府省 財務省本省

上記の検索条件で 111 件ヒットしました。1件から100件を表示
詳細を見るには、番号横のチェックボックスをチェックし、詳細表示をクリックして下さい。

全件詳細表示 選択詳細表示 次の11件

凡例 個人情報ファイルの名称 府省名

行政機関の名称：行政機関の名称（全角２０文字以内） 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称：個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称（全角５，０００文字以内） 個人情報ファイルの利用目的：個人情報ファイルの利用目的（全角２５０文字以内） 記録項目：記録項目（全
角５，０００文字以内） 記録範囲：記録範囲（全角５００文字以内） 記録情報の収集方法：記録情報の収集方法（全角１５０文字以内）・・・・先頭３００字までを表示

1. 役員又は主要株主の売買報告書ファイル 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関東財務局理財部 個人情報ファイルの利用目的： 役員又は主要
株主の短期売買による利益額を算定するために利用する 記録項目： １ 管轄財務局、２ 取引者の氏名又は名称、３ 金融商品取引業者等又は取引所取引許
可業者名、４ 約定年月、５ 金融商品取引業者等コード、６ 銘柄名、７ 銘柄コード、８ 取引者の住所又は所在地（ふりがな）、９ 取引者と会社との関係、10 個
人・法人等区分、11 取引者の氏名又は名称（ふりがな）

2. 財務局ＩＣカード発行管理システム通行証ファイル 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関東財務局総務部 個人情報ファイルの利用目的： 各財務（支）局
が管理する主要１１庁舎に設置される入退館ゲートを通過する行政機関の職員以外の入退庁者の認証を行う通行証を作成するために利用する。 記録項目： １
通行証管理番号、２ 氏名、３ 住所、４ 電話番号、５ 生年月日、６ 機関ＩＤ＋官署を識別するＩＤ、７ 発行番号、８ 所属（官署名）、９ 所属名、１０ 連絡先、１１
有効期限、１２ 発行日 記録範

3. 関係者名簿システム 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関東財務局総務部 個人情報ファイルの利用目的： 関係者との緊
密度等の情報を組織として共有化し情報受発信の際に有効活用するため 記録項目： １ 整理番号、２ 入力年月日、３ 勤務先、４ 分野別、５ 氏名、６ ふりが
な、７ 役職名、８ 自宅・勤務先別、９ 郵便番号、10 住所、11 電話番号、12 担当、13 当局との関係、14 緊密度、15 局事務所別、16 課名、17 退任予定年
月日、18 備考、19 接触年月

4. 製造たばこ小売販売業許可台帳システム（48ファイル） 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： (１)北海道財務局理財部、(２)函館財務事務所、(３)旭川財務事務
所、(４)東北財務局理財部、(５)青森財務事務所、(６)盛岡財務事務所、 (７)秋田財務事務所、(８)山形財務事務所、 (９)福島財
務事務所(10)関東財務局理財部、(11)水戸財務事務所、(12)宇都宮財務事務所、 (13)前橋財務事務所、(14)千葉財務事務所、
(15)東京財務事務所、(16)横浜

5. 一般競争（指名競争）参加資格者ファイル(10ファイル） 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： (1) 北海道財務局管財部、(2) 東北財務局総務部、(3) 関東財務局
総務部、(4) 北陸財務局会計課、(5) 東海財務局管財部、 (6) 近畿財務局管財部、(7) 中国財務局管財部、(8) 四国財務局総務部、(9) 九州財務局管財部、(10)福岡
財務支局管財部 個人情報ファイルの利用目的： 一般競争（指名競争）入札実施の際における参加者の資格の確認のために利用する 記録項目： １ 商号、２
代表者氏名、３

6. 貸金業者行政処分ファイル（10ファイル） 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： (1)北海道財務局理財部、(2)東北財務局理財部、(3)関東財務局理
財部、(4)北陸財務局理財部、(5)東海財務局理財部、(6)近畿財務局理財部、(7)中国財務局理財部、(8)四国財務局理財部、(9)九州財務局理財部、(10)福岡財務支
局理財部 個人情報ファイルの利用目的： 貸金業の登録拒否要件に「登録を取消されてから五年間を経ない者」等が規定されていることから、登録等の際に該当
の有無を確認するため。 記録項目：

7. 金融商品取引外務員登録ファイル（１０ファイル） 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： (1)北海道財務局理財部、(2)東北財務局理財部、(3)関東財務局理
財部、(4)北陸財務局理財部、(5)東海財務局理財部、(6)近畿財務局理財部、(7)中国財務局理財部、(8)四国財務局理財部、(9)九州財務局理財部、(10)福岡財務支
局理財部 個人情報ファイルの利用目的： 金融商品取引法に基づく金融商品取引外務員の登録事務の適正な審査に利用する。 記録項目： １ 管轄財務局、２
登録番号、３ 氏名、４ 登録年

8. 損害保険代理店登録ファイル(10ファイル) 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： (1)北海道財務局理財部、(2)東北財務局理財部、(3)関東財務局理
財部、(4)北陸財務局理財部、(5)東海財務局理財部、(6)近畿財務局理財部、(7)中国財務局理財部、(8)四国財務局理財部、(9)九州財務局理財部、(10)福岡財務支
局理財部 個人情報ファイルの利用目的： 損害保険代理店登録状況及び使用人届出状況を把握するために利用する。 記録項目： 1.管轄財務局（コード）、2.デ
ータ区分コード、3.申請者

e-Gov（イーガブ）は総務省が運営する総合的な行政ポータルサイトです
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9. 生命保険募集人登録ファイル（11ファイル） 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： (１)北海道財務局 理財部、（２)東北財務局 理財部、(３)関東財務
局 理財部、(４)東京財務事務所、(５)北陸財務局 理財部、(６)東海財務局 理財部、(７)近畿財務局 理財部、(８)中国財務局 理財部、(９)四国財務局 理財部、
(10)九州財務局 理財部、(11)福岡財務支局 理財部 個人情報ファイルの利用目的： 生命保険募集人登録状況を把握するために利用する 記録項目： １ 管轄
財務局名、２ 管轄財務事

10. 少額短期保険募集人登録ファイル（52ファイル） 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： (１)北海道財務局 理財部、(２)函館財務事務所、(３)旭川財務事務
所、 (４)釧路財務事務所、(５)帯広財務事務所、 (６)小樽出張所、(７)北見出張所(８)東北財務局 理財部、(９)青森財務事務所、(10)盛岡財務
事務所、 (11)秋田財務事務所、(12)山形財務事務所、 (13)福島財務事務所(14)関東財務局  理財部、(1

11. 保険募集に関する不祥事件届出ファイル（１１ファイル） 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： （１）北海道財務局理財部、（２）東北財務局理財部、（３）関東財務
局理財部、（４）関東財務局東京財務事務所、（５）北陸財務局理財部、（６）東海財務局理財部、（７）近畿財務局理財部、（８）中国財務局理財部、（９）四国財務局理
財部、（10）九州財務局理財部、（11）福岡財務支局理財部 個人情報ファイルの利用目的： 保険会社から提出される不祥事件届出の管理のために利用するととも
に、特定保険募集人の登録事務における登録拒否事由の有無に係る審査の

12. 輸入マニフェスト申告実績情報照会 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関税局 監視課、業務課、調査課函館税関総務部、監視部、業務
部、調査部、札幌税関支署、小樽税関支署、室蘭税関支署、釧路税関支署、千歳税関支署、苫小牧税関支署、稚内税関支署、根室税関支署、青森税関支署、八
戸税関支署、宮古税関支署、大船渡税関支署、秋田船川税関支署、釧路税関支署網走出張所、釧路税関支署紋別出張所、札幌税関支署留萌出張所、小樽税関
支署石狩出張所、札幌税関支署旭川空港出張所、釧路税関支署十勝出張所、青森税関支署青森空港出張所、大船渡税関支署釜石出張所、

13. 輸出マニフェスト申告実績情報照会 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関税局 監視課、業務課、調査課函館税関総務部、監視部、業務
部、調査部、札幌税関支署、小樽税関支署、室蘭税関支署、釧路税関支署、千歳税関支署、苫小牧税関支署、稚内税関支署、根室税関支署、青森税関支署、八
戸税関支署、宮古税関支署、大船渡税関支署、秋田船川税関支署、釧路税関支署網走出張所、釧路税関支署紋別出張所、札幌税関支署留萌出張所、小樽税関
支署石狩出張所、札幌税関支署旭川空港出張所、釧路税関支署十勝出張所、青森税関支署青森空港出張所、大船渡税関支署釜石出張所、

14. 輸出調査情報せん管理 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関税局 監視課、業務課、調査課函館税関総務部、監視部、業務
部、調査部、札幌税関支署、小樽税関支署、室蘭税関支署、釧路税関支署、千歳税関支署、苫小牧税関支署、稚内税関支署、根室税関支署、青森税関支署、八
戸税関支署、宮古税関支署、大船渡税関支署、秋田船川税関支署、釧路税関支署網走出張所、釧路税関支署紋別出張所、札幌税関支署留萌出張所、小樽税関
支署石狩出張所、札幌税関支署旭川空港出張所、釧路税関支署十勝出張所、青森税関支署青森空港出張所、大船渡税関支署釜石出張所、

15. 輸出調査回報せん管理 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関税局 監視課、業務課、調査課函館税関総務部、監視部、業務
部、調査部、札幌税関支署、小樽税関支署、室蘭税関支署、釧路税関支署、千歳税関支署、苫小牧税関支署、稚内税関支署、根室税関支署、青森税関支署、八
戸税関支署、宮古税関支署、大船渡税関支署、秋田船川税関支署、釧路税関支署網走出張所、釧路税関支署紋別出張所、札幌税関支署留萌出張所、小樽税関
支署石狩出張所、札幌税関支署旭川空港出張所、釧路税関支署十勝出張所、青森税関支署青森空港出張所、大船渡税関支署釜石出張所、

16. 航空機乗組員・旅客氏名表情報管理 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関税局 監視課函館税関総務部、監視部、調査部、札幌税関支
署、小樽税関支署、室蘭税関支署、釧路税関支署、千歳税関支署、苫小牧税関支署、稚内税関支署、根室税関支署、青森税関支署、八戸税関支署、宮古税関支
署、大船渡税関支署、秋田船川税関支署、釧路税関支署網走出張所、釧路税関支署紋別出張所、札幌税関支署留萌出張所、小樽税関支署石狩出張所、札幌税
関支署旭川空港出張所、釧路税関支署十勝出張所、青森税関支署青森空港出張所、大船渡税関支署釜石出張所、秋田船川税関支署秋田空港

17. 乗組員・旅客氏名表情報一覧照会 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関税局 監視課函館税関総務部、監視部、調査部、札幌税関支
署、小樽税関支署、室蘭税関支署、釧路税関支署、千歳税関支署、苫小牧税関支署、稚内税関支署、根室税関支署、青森税関支署、八戸税関支署、宮古税関支
署、大船渡税関支署、秋田船川税関支署、釧路税関支署網走出張所、釧路税関支署紋別出張所、札幌税関支署留萌出張所、小樽税関支署石狩出張所、札幌税
関支署旭川空港出張所、釧路税関支署十勝出張所、青森税関支署青森空港出張所、大船渡税関支署釜石出張所、秋田船川税関支署秋田空港

18. 船陸交通等許可情報管理 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 函館税関総務部、監視部、調査部、札幌税関支署、小樽税関支
署、室蘭税関支署、釧路税関支署、千歳税関支署、苫小牧税関支署、稚内税関支署、根室税関支署、青森税関支署、八戸税関支署、宮古税関支署、大船渡税関
支署、秋田船川税関支署、釧路税関支署網走出張所、釧路税関支署紋別出張所、札幌税関支署留萌出張所、小樽税関支署石狩出張所、札幌税関支署旭川空港
出張所、釧路税関支署十勝出張所、青森税関支署青森空港出張所、大船渡税関支署釜石出張所、秋田船川税関支署秋田空港出張所、東京税

19. 一括交通許可情報管理 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 函館税関総務部、監視部、調査部、札幌税関支署、小樽税関支
署、室蘭税関支署、釧路税関支署、千歳税関支署、苫小牧税関支署、稚内税関支署、根室税関支署、青森税関支署、八戸税関支署、宮古税関支署、大船渡税関
支署、秋田船川税関支署、釧路税関支署網走出張所、釧路税関支署紋別出張所、札幌税関支署留萌出張所、小樽税関支署石狩出張所、札幌税関支署旭川空港
出張所、釧路税関支署十勝出張所、青森税関支署青森空港出張所、大船渡税関支署釜石出張所、秋田船川税関支署秋田空港出張所、東京税

20. 内外貨船用品積込・引取情報管理 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関税局 監視課函館税関総務部、監視部、調査部、札幌税関支
署、小樽税関支署、室蘭税関支署、釧路税関支署、千歳税関支署、苫小牧税関支署、稚内税関支署、根室税関支署、青森税関支署、八戸税関支署、宮古税関支
署、大船渡税関支署、秋田船川税関支署、釧路税関支署網走出張所、釧路税関支署紋別出張所、札幌税関支署留萌出張所、小樽税関支署石狩出張所、札幌税
関支署旭川空港出張所、釧路税関支署十勝出張所、青森税関支署青森空港出張所、大船渡税関支署釜石出張所、秋田船川税関支署秋田空港

21. 輸入別送品通関実績ファイル 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 大阪税関監視部 個人情報ファイルの利用目的： 別送品輸入者の
検索及び通関実績資料の作成に資する。 記録項目： １ 申告年月日、２ 受理番号、３ 申告者名、４ 申告者名(かな）、５ 申告者住所、６ 申告者電話番号、７
検査の有無、８ 別送貨物の種類、９ 仕出国、10 品名、11 申告個数、12 検査個数、13 開披個数、14 業者扱いチェック欄、15 価格、16 関税額、17 消費税
額、18 免税金額
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22. 船陸交通データファイル 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 大阪税関伏木税関支署富山出張所 個人情報ファイルの利用目
的： 船舶交通者等情報の管理及び検索に利用する。 記録項目： １ 交通許可申請者、２ 申請者生年月日、３ 申請者国籍、４ 申請者住所、５ 申請者性別、６
申請者所属会社名、７ 申請者所属会社住所、８ 申請者所属会社電話番号、９ 申請者所属会社代表者、10 申請者携帯電話番号、11 同行者、12 訪船名、13
信号符号、14 船籍、15 交通目的、16 交通

23. 通貨・証券等返還事務実績ファイル 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 長崎税関業務部 個人情報ファイルの利用目的： 引揚時に寄託し
た通貨、証券等の長崎税関における返還状況を記録し、返還請求者からの照会時に返還済であるか否かを確認するため。 記録項目： １ 整理番号、２ 寄託者
氏名、３ 寄託者上陸港、４ 保管証番号、５ 保管証名義人氏名、６ 返還請求者氏名１、 ７ 返還請求者氏名２、 ８ 受取人氏名、９ 返還年月日、10 返還証番
号、11 返還物件受領年月日、12 データ入力年月日

24. 船陸交通実績ファイル 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 大阪税関伏木税関支署 個人情報ファイルの利用目的： 船舶交通
者等の情報管理及び検索に利用する。 記録項目： １ 申請年月日、２ 交通者氏名、３ 交通者住所、４ 交通者生年月日、５ 交通者性別、６ 交通者国籍、７
交通者電話番号、８ 同行者氏名、９ 同行者住所、10 同行者生年月日、11 同行者性別、12 交通者所属会社名、13 交通者所属会社住所、14 交通者所属会
社電話番号、15 交通する船舶名称、16 船舶

25. 知的財産権侵害認定手続状況管理データベース 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 東京税関東京外郵出張所 個人情報ファイルの利用目的： 知的財
産侵害認定手続進行管理及び認定手続に係る各種様式の発給事務に利用する。 記録項目： １ 差出人氏名、２ 差出人住所、３ 名宛人氏名、４ 名宛人住所、
５ 名宛人電話番号、６ 名宛人住所種別、７ 郵便物番号、８ 仕出国、９ 原産国、10 輸送形態、11 知的財産侵害物品発見日、12 官署内連絡日、13 通関官
署、14 通関担当部門、15 通関担当者、16

26. 輸出入託送品・携帯品情報管理 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関税局 監視課函館税関総務部、監視部、調査部、札幌税関支
署、小樽税関支署、室蘭税関支署、釧路税関支署、千歳税関支署、苫小牧税関支署、稚内税関支署、根室税関支署、青森税関支署、八戸税関支署、宮古税関支
署、大船渡税関支署、秋田船川税関支署、釧路税関支署網走出張所、釧路税関支署紋別出張所、札幌税関支署留萌出張所、小樽税関支署石狩出張所、札幌税
関支署旭川空港出張所、釧路税関支署十勝出張所、青森税関支署青森空港出張所、大船渡税関支署釜石出張所、秋田船川税関支署秋田空港

27. 収納・NACCS外部ファイル出力業務 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： (1)函館税関監視部、千歳税関支署、札幌税関支署旭川空港出張
所、 青森税関支署青森空港出張所、秋田船川税関支署秋田空港出張所、(2)東京税関監視部、羽田税関支署、成田税関支署、成田航空貨物出張所、 成田南部
航空貨物出張所、新潟税関支署新潟空港出張所、(3)横浜税関監視部、仙台空港税関支署、小名浜税関支署福島空港出張所、 鹿島税関支署つくば出張所(4)名
古屋税関中部空港税関支署、清水税関支署静岡空港出張所(5)大阪税関監視部、南港出張所、伏木税関支署

28. 徴税業務 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： (1)函館税関監視部、千歳税関支署、札幌税関支署旭川空港出張
所、 青森税関支署青森空港出張所、秋田船川税関支署秋田空港出張所、 (2)東京税関監視部、羽田税関支署、成田税関支署、成田航空貨物出張所、 新潟
税関支署新潟空港出張所、 (3)横浜税関監視部、仙台空港税関支署、小名浜税関支署福島空港出張所、 鹿島税関支署つくば出張所 (4)名古屋税関中部空港税
関支署、清水税関支署静岡空港出張所 (5)大阪税関監視部、南港出張所、伏木税関支署富山空

29. 一括交通者台帳データファイル 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 函館税関千歳税関支署 個人情報ファイルの利用目的： 船陸交
通、指定地外交通及び国際線制限区域立入許可に係る業務の効率化に資する 記録項目： １ 交通者所属会社管理番号、２ 交通者所属会社名、３ 交通者所
属会社連絡先、４ 交通者所属会社代表者、５ 交通者所属会社権限委任者、６ 交通者所属会社担当者、７ 交通者整理番号、８ 交通者氏名、９ 交通者ふりか
な、10 交通者生年月日、11 交通者住所、12 交通許可申請番

30. 合衆国軍隊貨物認証官検索ファイル 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： （1）大阪税関業務部収納課、（2）大阪税関関西空港税関支署収納
課、（3）大阪税関南港出張所収納課、（4）大阪税関大阪外郵出張所通関総括第1部門 個人情報ファイルの利用目的： 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力
及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第６条申
告にかかる合衆国軍隊貨物認証官による署名の確認のため 記録項目： 

31. 出港前報告情報照会 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関税局 監視課、調査課税 関 函館税関総務部、監視部、調査
部、札幌税関支署、小樽税関支署、室蘭税関支署、釧路税関支署、千歳税関支署、苫小牧税関支署、稚内税関支署、根室税関支署、青森税関支署、八戸税関支
署、宮古税関支署、大船渡税関支署、秋田船川税関支署、釧路税関支署網走出張所、釧路税関支署紋別出張所、札幌税関支署留萌出張所、小樽税関支署石狩
出張所、札幌税関支署旭川空港出張所、釧路税関支署十勝出張所、青森税関支署青森空港出張所、大船渡税関支署釜石出張所、秋田船川

32. マニュアル輸出入申告関連ファイル（クラリファイファイル） 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 東京税関大井出張所 個人情報ファイルの利用目的： マニュアル
輸出入申告に係る情報を一元管理しこれを活用することにより、適正・迅速な通関の履行の確保に資する。 記録項目： １ 整理番号、２ 輸入者符号、３ 会社の
形態、４ 会社形態名の位置（前、後）、５ 輸入者名、６ 輸入者名（英名）、７ 輸入者名（カナ）、８ 輸出入者業種、９ 輸出入品目（一部）、10 輸出入者役職、11
輸出入者代表者、12 輸出入者代理人、1

33. 一括交通許可者管理ファイル 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 東京税関監視部 個人情報ファイルの利用目的： 船陸交通及び指
定地外交通許可に係る業務の効率化に資する。 記録項目： １ 一括交通許可申請者の所属会社名、２ 一括交通許可申請者の所属会社別管理番号、３ 一括
交通許可申請者名、４ 一括交通許可申請者検索用かな、５ 一括交通許可申請者住所、６ 一括交通許可種別、７ 一括交通許可申請番号、８ 一括交通許可有
効期限、９ 一括交通場所 記録範囲： 本

34. 通関予定（結果）データ 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 神戸税関監視部 個人情報ファイルの利用目的： 別送品輸入者の
検索及び通関実績資料の作成に利用する。 記録項目： １ 別送品申告件数、２ 通関年月日、３ 通関業者名、４ 申請者（輸入者）氏名、５ 申請者（輸入者）職
業、６ 申請者（輸入者）年齢、７ 別送品仕出地、８ 別送貨物の種類（引越し、土産、身の回り、家具、その他） 記録範囲： 別送品申告を行った者 記録情報の
収集方法： 
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35. 支払手段等携帯輸出入情報管理 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関税局 監視課、調査課税 関 函館税関監視部、調査部、札幌税
関支署、小樽税関支署、室蘭税関支署、釧路税関支署、千歳税関支署、苫小牧税関支署、稚内税関支署、根室税関支署、青森税関支署、八戸税関支署、宮古税
関支署、大船渡税関支署、秋田船川税関支署、釧路税関支署網走出張所、釧路税関支署紋別出張所、札幌税関支署留萌出張所、小樽税関支署石狩出張所、札
幌税関支署旭川空港出張所、釧路税関支署十勝出張所、青森税関支署青森空港出張所、大船渡税関支署釜石出張所、秋田船川税関支署

36. 税関輸出入者コード申請 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 東京税関 総務部 総括システム企画調整官東京税関 調査部 総括
情報管理官 個人情報ファイルの利用目的： 通関情報処理システムにおける適正な輸出入通関処理の確保に資する。 記録項目： １ 法人担当者名・個人氏名
(代表者名)、  ２ 法人担当者・個人(代表者)電話番号、３ 法人担当者・個人(代表者)メールアドレス、４ 本人申請・代理申請フラグ５ 掲載・非掲載フラグ、 ６ 代
理

37. 仕出人・仕向人コード申請 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 東京税関 総務部 総括システム企画調整官東京税関 調査部 総括
情報管理官 個人情報ファイルの利用目的： 通関情報処理システムにおける適正な輸出入通関処理の確保に資する。 記録項目： １ 法人担当者名・個人氏名
(代表者名)、  ２ 法人担当者・個人(代表者)電話番号、３ 法人担当者・個人(代表者)メールアドレス、４ 本人申請・代理申請フラグ５ 掲載・非掲載フラグ、 ６ 代
理

38. 船舶基本情報管理 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関税局 監視課、業務課、調査課税 関 函館税関総務部、監視
部、業務部、調査部、札幌税関支署、小樽税関支署、室蘭税関支署、釧路税関支署、千歳税関支署、苫小牧税関支署、稚内税関支署、根室税関支署、青森税関
支署、八戸税関支署、宮古税関支署、大船渡税関支署、秋田船川税関支署、釧路税関支署網走出張所、釧路税関支署紋別出張所、札幌税関支署留萌出張所、
小樽税関支署石狩出張所、札幌税関支署旭川空港出張所、釧路税関支署十勝出張所、青森税関支署青森空港出張所、大船渡税関支署釜石

39. 船舶変更履歴情報照会 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 税 関 函館税関総務部、監視部、調査部、札幌税関支署、小樽税
関支署、室蘭税関支署、釧路税関支署、千歳税関支署、苫小牧税関支署、稚内税関支署、根室税関支署、青森税関支署、八戸税関支署、宮古税関支署、大船渡
税関支署、秋田船川税関支署、釧路税関支署網走出張所、釧路税関支署紋別出張所、札幌税関支署留萌出張所、小樽税関支署石狩出張所、札幌税関支署旭川
空港出張所、釧路税関支署十勝出張所、青森税関支署青森空港出張所、大船渡税関支署釜石出張所、秋田船川税関支署秋田空港出張所

40. 船舶入港情報管理 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関税局 監視課、業務課、調査課税 関 函館税関総務部、監視
部、業務部、調査部、札幌税関支署、小樽税関支署、室蘭税関支署、釧路税関支署、千歳税関支署、苫小牧税関支署、稚内税関支署、根室税関支署、青森税関
支署、八戸税関支署、宮古税関支署、大船渡税関支署、秋田船川税関支署、釧路税関支署網走出張所、釧路税関支署紋別出張所、札幌税関支署留萌出張所、
小樽税関支署石狩出張所、札幌税関支署旭川空港出張所、釧路税関支署十勝出張所、青森税関支署青森空港出張所、大船渡税関支署釜石

41. 船舶出港情報管理 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関税局 監視課、業務課、調査課税 関 函館税関総務部、監視
部、業務部、調査部、札幌税関支署、小樽税関支署、室蘭税関支署、釧路税関支署、千歳税関支署、苫小牧税関支署、稚内税関支署、根室税関支署、青森税関
支署、八戸税関支署、宮古税関支署、大船渡税関支署、秋田船川税関支署、釧路税関支署網走出張所、釧路税関支署紋別出張所、札幌税関支署留萌出張所、
小樽税関支署石狩出張所、札幌税関支署旭川空港出張所、釧路税関支署十勝出張所、青森税関支署青森空港出張所、大船渡税関支署釜石

42. 船舶乗組員・旅客氏名表情報管理 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関税局 監視課、調査課税 関 函館税関総務部、監視部、調査
部、札幌税関支署、小樽税関支署、室蘭税関支署、釧路税関支署、千歳税関支署、苫小牧税関支署、稚内税関支署、根室税関支署、青森税関支署、八戸税関支
署、宮古税関支署、大船渡税関支署、秋田船川税関支署、釧路税関支署網走出張所、釧路税関支署紋別出張所、札幌税関支署留萌出張所、小樽税関支署石狩
出張所、札幌税関支署旭川空港出張所、釧路税関支署十勝出張所、青森税関支署青森空港出張所、大船渡税関支署釜石出張所、秋田船川

43. 指定保税地域情報管理 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関税局 監視課、業務課、調査課税 関 函館税関総務部、監視
部、業務部、調査部、札幌税関支署、小樽税関支署、室蘭税関支署、釧路税関支署、千歳税関支署、苫小牧税関支署、稚内税関支署、根室税関支署、青森税関
支署、八戸税関支署、宮古税関支署、大船渡税関支署、秋田船川税関支署、釧路税関支署網走出張所、釧路税関支署紋別出張所、札幌税関支署留萌出張所、
小樽税関支署石狩出張所、札幌税関支署旭川空港出張所、釧路税関支署十勝出張所、青森税関支署青森空港出張所、大船渡税関支署釜石

44. 保税蔵置場情報管理 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関税局 監視課、業務課、調査課税 関 函館税関総務部、監視
部、業務部、調査部、札幌税関支署、小樽税関支署、室蘭税関支署、釧路税関支署、千歳税関支署、苫小牧税関支署、稚内税関支署、根室税関支署、青森税関
支署、八戸税関支署、宮古税関支署、大船渡税関支署、秋田船川税関支署、釧路税関支署網走出張所、釧路税関支署紋別出張所、札幌税関支署留萌出張所、
小樽税関支署石狩出張所、札幌税関支署旭川空港出張所、釧路税関支署十勝出張所、青森税関支署青森空港出張所、大船渡税関支署釜石

45. 保税展示場情報管理 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関税局 監視課、業務課、調査課税 関 函館税関総務部、監視
部、業務部、調査部、札幌税関支署、小樽税関支署、室蘭税関支署、釧路税関支署、千歳税関支署、苫小牧税関支署、稚内税関支署、根室税関支署、青森税関
支署、八戸税関支署、宮古税関支署、大船渡税関支署、秋田船川税関支署、釧路税関支署網走出張所、釧路税関支署紋別出張所、札幌税関支署留萌出張所、
小樽税関支署石狩出張所、札幌税関支署旭川空港出張所、釧路税関支署十勝出張所、青森税関支署青森空港出張所、大船渡税関支署釜石

46. 保税工場情報管理 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関税局 監視課、業務課、調査課税 関 函館税関総務部、監視
部、業務部、調査部、札幌税関支署、小樽税関支署、室蘭税関支署、釧路税関支署、千歳税関支署、苫小牧税関支署、稚内税関支署、根室税関支署、青森税関
支署、八戸税関支署、宮古税関支署、大船渡税関支署、秋田船川税関支署、釧路税関支署網走出張所、釧路税関支署紋別出張所、札幌税関支署留萌出張所、
小樽税関支署石狩出張所、札幌税関支署旭川空港出張所、釧路税関支署十勝出張所、青森税関支署青森空港出張所、大船渡税関支署釜石

47. 関税定率法１３条被承認製造工場情報管理 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関税局 監視課、業務課、調査課税 関 函館税関総務部、監視
部、業務部、調査部、札幌税関支署、小樽税関支署、室蘭税関支署、釧路税関支署、千歳税関支署、苫小牧税関支署、稚内税関支署、根室税関支署、青森税関
支署、八戸税関支署、宮古税関支署、大船渡税関支署、秋田船川税関支署、釧路税関支署網走出張所、釧路税関支署紋別出張所、札幌税関支署留萌出張所、
小樽税関支署石狩出張所、札幌税関支署旭川空港出張所、釧路税関支署十勝出張所、青森税関支署青森空港出張所、大船渡税関支署釜石
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48. 関税定率法１９条被承認製造工場情報管理 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関税局 監視課、業務課、調査課税 関 函館税関総務部、監視
部、業務部、調査部、札幌税関支署、小樽税関支署、室蘭税関支署、釧路税関支署、千歳税関支署、苫小牧税関支署、稚内税関支署、根室税関支署、青森税関
支署、八戸税関支署、宮古税関支署、大船渡税関支署、秋田船川税関支署、釧路税関支署網走出張所、釧路税関支署紋別出張所、札幌税関支署留萌出張所、
小樽税関支署石狩出張所、札幌税関支署旭川空港出張所、釧路税関支署十勝出張所、青森税関支署青森空港出張所、大船渡税関支署釜石

49. 総合保税地域情報管理 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関税局 監視課、業務課、調査課税 関 函館税関総務部、監視
部、業務部、調査部、札幌税関支署、小樽税関支署、室蘭税関支署、釧路税関支署、千歳税関支署、苫小牧税関支署、稚内税関支署、根室税関支署、青森税関
支署、八戸税関支署、宮古税関支署、大船渡税関支署、秋田船川税関支署、釧路税関支署網走出張所、釧路税関支署紋別出張所、札幌税関支署留萌出張所、
小樽税関支署石狩出張所、札幌税関支署旭川空港出張所、釧路税関支署十勝出張所、青森税関支署青森空港出張所、大船渡税関支署釜石

50. 保税地域店社情報管理 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関税局 監視課、業務課、調査課税 関 函館税関総務部、監視
部、業務部、調査部、札幌税関支署、小樽税関支署、室蘭税関支署、釧路税関支署、千歳税関支署、苫小牧税関支署、稚内税関支署、根室税関支署、青森税関
支署、八戸税関支署、宮古税関支署、大船渡税関支署、秋田船川税関支署、釧路税関支署網走出張所、釧路税関支署紋別出張所、札幌税関支署留萌出張所、
小樽税関支署石狩出張所、札幌税関支署旭川空港出張所、釧路税関支署十勝出張所、青森税関支署青森空港出張所、大船渡税関支署釜石

51. 保税地域店社履歴情報照会 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関税局 監視課、業務課、調査課税 関 函館税関総務部、監視
部、業務部、調査部、札幌税関支署、小樽税関支署、室蘭税関支署、釧路税関支署、千歳税関支署、苫小牧税関支署、稚内税関支署、根室税関支署、青森税関
支署、八戸税関支署、宮古税関支署、大船渡税関支署、秋田船川税関支署、釧路税関支署網走出張所、釧路税関支署紋別出張所、札幌税関支署留萌出張所、
小樽税関支署石狩出張所、札幌税関支署旭川空港出張所、釧路税関支署十勝出張所、青森税関支署青森空港出張所、大船渡税関支署釜石

52. 保税地域店子情報管理 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関税局 監視課、業務課、調査課税 関 函館税関総務部、監視
部、業務部、調査部、札幌税関支署、小樽税関支署、室蘭税関支署、釧路税関支署、千歳税関支署、苫小牧税関支署、稚内税関支署、根室税関支署、青森税関
支署、八戸税関支署、宮古税関支署、大船渡税関支署、秋田船川税関支署、釧路税関支署網走出張所、釧路税関支署紋別出張所、札幌税関支署留萌出張所、
小樽税関支署石狩出張所、札幌税関支署旭川空港出張所、釧路税関支署十勝出張所、青森税関支署青森空港出張所、大船渡税関支署釜石

53. 保税地域店子履歴情報照会 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関税局 監視課、業務課、調査課税 関 函館税関総務部、監視
部、業務部、調査部、札幌税関支署、小樽税関支署、室蘭税関支署、釧路税関支署、千歳税関支署、苫小牧税関支署、稚内税関支署、根室税関支署、青森税関
支署、八戸税関支署、宮古税関支署、大船渡税関支署、秋田船川税関支署、釧路税関支署網走出張所、釧路税関支署紋別出張所、札幌税関支署留萌出張所、
小樽税関支署石狩出張所、札幌税関支署旭川空港出張所、釧路税関支署十勝出張所、青森税関支署青森空港出張所、大船渡税関支署釜石

54. 輸入申告実績情報照会 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関税局 監視課、業務課、調査課税 関 函館税関総務部、監視
部、業務部、調査部、札幌税関支署、小樽税関支署、室蘭税関支署、釧路税関支署、千歳税関支署、苫小牧税関支署、稚内税関支署、根室税関支署、青森税関
支署、八戸税関支署、宮古税関支署、大船渡税関支署、秋田船川税関支署、釧路税関支署網走出張所、釧路税関支署紋別出張所、札幌税関支署留萌出張所、
小樽税関支署石狩出張所、札幌税関支署旭川空港出張所、釧路税関支署十勝出張所、青森税関支署青森空港出張所、大船渡税関支署釜石

55. 輸出申告実績情報照会 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関税局 監視課、業務課、調査課税 関 函館税関総務部、監視
部、業務部、調査部、札幌税関支署、小樽税関支署、室蘭税関支署、釧路税関支署、千歳税関支署、苫小牧税関支署、稚内税関支署、根室税関支署、青森税関
支署、八戸税関支署、宮古税関支署、大船渡税関支署、秋田船川税関支署、釧路税関支署網走出張所、釧路税関支署紋別出張所、札幌税関支署留萌出張所、
小樽税関支署石狩出張所、札幌税関支署旭川空港出張所、釧路税関支署十勝出張所、青森税関支署青森空港出張所、大船渡税関支署釜石

56. 輸入マニュアル申告情報管理 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関税局 監視課、業務課、調査課税 関 函館税関総務部、監視
部、業務部、調査部、札幌税関支署、小樽税関支署、室蘭税関支署、釧路税関支署、千歳税関支署、苫小牧税関支署、稚内税関支署、根室税関支署、青森税関
支署、八戸税関支署、宮古税関支署、大船渡税関支署、秋田船川税関支署、釧路税関支署網走出張所、釧路税関支署紋別出張所、札幌税関支署留萌出張所、
小樽税関支署石狩出張所、札幌税関支署旭川空港出張所、釧路税関支署十勝出張所、青森税関支署青森空港出張所、大船渡税関支署釜石

57. 輸出マニュアル申告情報管理 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関税局 監視課、業務課、調査課税 関 函館税関総務部、監視
部、業務部、調査部、札幌税関支署、小樽税関支署、室蘭税関支署、釧路税関支署、千歳税関支署、苫小牧税関支署、稚内税関支署、根室税関支署、青森税関
支署、八戸税関支署、宮古税関支署、大船渡税関支署、秋田船川税関支署、釧路税関支署網走出張所、釧路税関支署紋別出張所、札幌税関支署留萌出張所、
小樽税関支署石狩出張所、札幌税関支署旭川空港出張所、釧路税関支署十勝出張所、青森税関支署青森空港出張所、大船渡税関支署釜石

58. 輸入郵便物情報管理 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関税局 監視課、業務課、調査課税 関 函館税関総務部、監視
部、業務部、調査部、札幌税関支署、小樽税関支署、室蘭税関支署、釧路税関支署、千歳税関支署、苫小牧税関支署、稚内税関支署、根室税関支署、青森税関
支署、八戸税関支署、宮古税関支署、大船渡税関支署、秋田船川税関支署、釧路税関支署網走出張所、釧路税関支署紋別出張所、札幌税関支署留萌出張所、
小樽税関支署石狩出張所、札幌税関支署旭川空港出張所、釧路税関支署十勝出張所、青森税関支署青森空港出張所、大船渡税関支署釜石

59. 輸出郵便物情報管理 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関税局 監視課、業務課、調査課税 関 函館税関総務部、監視
部、業務部、調査部、札幌税関支署、小樽税関支署、室蘭税関支署、釧路税関支署、千歳税関支署、苫小牧税関支署、稚内税関支署、根室税関支署、青森税関
支署、八戸税関支署、宮古税関支署、大船渡税関支署、秋田船川税関支署、釧路税関支署網走出張所、釧路税関支署紋別出張所、札幌税関支署留萌出張所、
小樽税関支署石狩出張所、札幌税関支署旭川空港出張所、釧路税関支署十勝出張所、青森税関支署青森空港出張所、大船渡税関支署釜石

60. 修正申告情報照会 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関税局 監視課、業務課、調査課税 関 函館税関総務部、監視
部、業務部、調査部、札幌税関支署、小樽税関支署、室蘭税関支署、釧路税関支署、千歳税関支署、苫小牧税関支署、稚内税関支署、根室税関支署、青森税関
支署、八戸税関支署、宮古税関支署、大船渡税関支署、秋田船川税関支署、釧路税関支署網走出張所、釧路税関支署紋別出張所、札幌税関支署留萌出張所、
小樽税関支署石狩出張所、札幌税関支署旭川空港出張所、釧路税関支署十勝出張所、青森税関支署青森空港出張所、大船渡税関支署釜石
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61. 輸出入インボイス・パッキングリスト情報照会 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関税局 監視課、業務課、調査課税 関 函館税関総務部、監視
部、業務部、調査部、札幌税関支署、小樽税関支署、室蘭税関支署、釧路税関支署、千歳税関支署、苫小牧税関支署、稚内税関支署、根室税関支署、青森税関
支署、八戸税関支署、宮古税関支署、大船渡税関支署、秋田船川税関支署、釧路税関支署網走出張所、釧路税関支署紋別出張所、札幌税関支署留萌出張所、
小樽税関支署石狩出張所、札幌税関支署旭川空港出張所、釧路税関支署十勝出張所、青森税関支署青森空港出張所、大船渡税関支署釜石

62. 輸出入価格分析情報照会 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関税局 監視課、業務課、調査課税 関 函館税関総務部、監視
部、業務部、調査部、札幌税関支署、小樽税関支署、室蘭税関支署、釧路税関支署、千歳税関支署、苫小牧税関支署、稚内税関支署、根室税関支署、青森税関
支署、八戸税関支署、宮古税関支署、大船渡税関支署、秋田船川税関支署、釧路税関支署網走出張所、釧路税関支署紋別出張所、札幌税関支署留萌出張所、
小樽税関支署石狩出張所、札幌税関支署旭川空港出張所、釧路税関支署十勝出張所、青森税関支署青森空港出張所、大船渡税関支署釜石

63. 更正・加算税賦課決定通知書管理 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関税局 業務課、調査課税 関 函館税関総務部、業務部、調査
部、札幌税関支署、小樽税関支署、室蘭税関支署、釧路税関支署、千歳税関支署、苫小牧税関支署、稚内税関支署、根室税関支署、青森税関支署、八戸税関支
署、宮古税関支署、大船渡税関支署、秋田船川税関支署、釧路税関支署網走出張所、釧路税関支署紋別出張所、札幌税関支署留萌出張所、小樽税関支署石狩
出張所、札幌税関支署旭川空港出張所、釧路税関支署十勝出張所、青森税関支署青森空港出張所、大船渡税関支署釜石出張所、秋田船川

64. 不足関税額情報管理 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関税局 業務課、調査課税 関 函館税関総務部、業務部、調査
部、札幌税関支署、小樽税関支署、室蘭税関支署、釧路税関支署、千歳税関支署、苫小牧税関支署、稚内税関支署、根室税関支署、青森税関支署、八戸税関支
署、宮古税関支署、大船渡税関支署、秋田船川税関支署、釧路税関支署網走出張所、釧路税関支署紋別出張所、札幌税関支署留萌出張所、小樽税関支署石狩
出張所、札幌税関支署旭川空港出張所、釧路税関支署十勝出張所、青森税関支署青森空港出張所、大船渡税関支署釜石出張所、秋田船川

65. 分析依頼情報管理 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関税局 業務課関税中央分析所税 関 函館税関業務部、東京税
関業務部、横浜税関業務部、名古屋税関業務部、 大阪税関業務部、神戸税関業務部、門司税関業務部、長崎税関業務部、沖縄地区税関統括審査官 個
人情報ファイルの利用目的： 適正・迅速な通関の履行の確保及び分析成績書作成に資する。 記録項目： 1 分析依頼日、2 依頼担当者、3 依頼税関<日本語>、4 
依頼官署・部署コード、5 依頼官署・部署<日本語>、6 

66. 知的財産差止実績管理情報管理 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関税局 監視課、業務課、調査課税 関 函館税関総務部、監視
部、業務部、調査部、札幌税関支署、小樽税関支署、室蘭税関支署、釧路税関支署、千歳税関支署、苫小牧税関支署、稚内税関支署、根室税関支署、青森税関
支署、八戸税関支署、宮古税関支署、大船渡税関支署、秋田船川税関支署、釧路税関支署網走出張所、釧路税関支署紋別出張所、札幌税関支署留萌出張所、
小樽税関支署石狩出張所、札幌税関支署旭川空港出張所、釧路税関支署十勝出張所、青森税関支署青森空港出張所、大船渡税関支署釜石

67. 知的財産差止実績商品情報管理 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関税局 監視課、業務課、調査課税 関 函館税関総務部、監視
部、業務部、調査部、札幌税関支署、小樽税関支署、室蘭税関支署、釧路税関支署、千歳税関支署、苫小牧税関支署、稚内税関支署、根室税関支署、青森税関
支署、八戸税関支署、宮古税関支署、大船渡税関支署、秋田船川税関支署、釧路税関支署網走出張所、釧路税関支署紋別出張所、札幌税関支署留萌出張所、
小樽税関支署石狩出張所、札幌税関支署旭川空港出張所、釧路税関支署十勝出張所、青森税関支署青森空港出張所、大船渡税関支署釜石

68. 事前教示回答書(原産地照会)情報管理 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関税局 業務課、調査課税 関 函館税関総務部、業務部、調査
部、札幌税関支署、小樽税関支署、室蘭税関支署、釧路税関支署、千歳税関支署、苫小牧税関支署、稚内税関支署、根室税関支署、青森税関支署、八戸税関支
署、宮古税関支署、大船渡税関支署、秋田船川税関支署、釧路税関支署網走出張所、釧路税関支署紋別出張所、札幌税関支署留萌出張所、小樽税関支署石狩
出張所、札幌税関支署旭川空港出張所、釧路税関支署十勝出張所、青森税関支署青森空港出張所、大船渡税関支署釜石出張所、秋田船川

69. 原産地認定協議案件情報管理 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関税局 業務課、調査課税 関 函館税関総務部、業務部、調査
部、札幌税関支署、小樽税関支署、室蘭税関支署、釧路税関支署、千歳税関支署、苫小牧税関支署、稚内税関支署、根室税関支署、青森税関支署、八戸税関支
署、宮古税関支署、大船渡税関支署、秋田船川税関支署、釧路税関支署網走出張所、釧路税関支署紋別出張所、札幌税関支署留萌出張所、小樽税関支署石狩
出張所、札幌税関支署旭川空港出張所、釧路税関支署十勝出張所、青森税関支署青森空港出張所、大船渡税関支署釜石出張所、秋田船川

70. 事前教示回答書情報管理 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関税局 業務課、調査課税 関 函館税関総務部、業務部、調査
部、札幌税関支署、小樽税関支署、室蘭税関支署、釧路税関支署、千歳税関支署、苫小牧税関支署、稚内税関支署、根室税関支署、青森税関支署、八戸税関支
署、宮古税関支署、大船渡税関支署、秋田船川税関支署、釧路税関支署網走出張所、釧路税関支署紋別出張所、札幌税関支署留萌出張所、小樽税関支署石狩
出張所、札幌税関支署旭川空港出張所、釧路税関支署十勝出張所、青森税関支署青森空港出張所、大船渡税関支署釜石出張所、秋田船川

71. 品目分類協議案件情報管理 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関税局 業務課税 関 函館税関総務部、業務部、調査部、札幌税
関支署、小樽税関支署、室蘭税関支署、釧路税関支署、千歳税関支署、苫小牧税関支署、稚内税関支署、根室税関支署、青森税関支署、八戸税関支署、宮古税
関支署、大船渡税関支署、秋田船川税関支署、釧路税関支署網走出張所、釧路税関支署紋別出張所、札幌税関支署留萌出張所、小樽税関支署石狩出張所、札
幌税関支署旭川空港出張所、釧路税関支署十勝出張所、青森税関支署青森空港出張所、大船渡税関支署釜石出張所、秋田船川税関支署

72. 口頭照会回答(関税評価)情報管理 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関税局 業務課、調査課税 関 函館税関総務部、業務部、調査
部、札幌税関支署、小樽税関支署、室蘭税関支署、釧路税関支署、千歳税関支署、苫小牧税関支署、稚内税関支署、根室税関支署、青森税関支署、八戸税関支
署、宮古税関支署、大船渡税関支署、秋田船川税関支署、釧路税関支署網走出張所、釧路税関支署紋別出張所、札幌税関支署留萌出張所、小樽税関支署石狩
出張所、札幌税関支署旭川空港出張所、釧路税関支署十勝出張所、青森税関支署青森空港出張所、大船渡税関支署釜石出張所、秋田船川

73. 事前教示回答書(関税評価)情報管理 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関税局 業務課、調査課税 関 函館税関総務部、業務部、調査
部、札幌税関支署、小樽税関支署、室蘭税関支署、釧路税関支署、千歳税関支署、苫小牧税関支署、稚内税関支署、根室税関支署、青森税関支署、八戸税関支
署、宮古税関支署、大船渡税関支署、秋田船川税関支署、釧路税関支署網走出張所、釧路税関支署紋別出張所、札幌税関支署留萌出張所、小樽税関支署石狩
出張所、札幌税関支署旭川空港出張所、釧路税関支署十勝出張所、青森税関支署青森空港出張所、大船渡税関支署釜石出張所、秋田船川
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74. 関税評価協議案件情報管理 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関税局 業務課、調査課税 関 函館税関総務部、業務部、調査
部、札幌税関支署、小樽税関支署、室蘭税関支署、釧路税関支署、千歳税関支署、苫小牧税関支署、稚内税関支署、根室税関支署、青森税関支署、八戸税関支
署、宮古税関支署、大船渡税関支署、秋田船川税関支署、釧路税関支署網走出張所、釧路税関支署紋別出張所、札幌税関支署留萌出張所、小樽税関支署石狩
出張所、札幌税関支署旭川空港出張所、釧路税関支署十勝出張所、青森税関支署青森空港出張所、大船渡税関支署釜石出張所、秋田船川

75. 包括評価申告書情報管理 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関税局 業務課、調査課税 関 函館税関総務部、業務部、調査
部、札幌税関支署、小樽税関支署、室蘭税関支署、釧路税関支署、千歳税関支署、苫小牧税関支署、稚内税関支署、根室税関支署、青森税関支署、八戸税関支
署、宮古税関支署、大船渡税関支署、秋田船川税関支署、釧路税関支署網走出張所、釧路税関支署紋別出張所、札幌税関支署留萌出張所、小樽税関支署石狩
出張所、札幌税関支署旭川空港出張所、釧路税関支署十勝出張所、青森税関支署青森空港出張所、大船渡税関支署釜石出張所、秋田船川

76. 通関業者サマリー情報照会 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関税局 業務課、調査課税 関 函館税関総務部、監視部、業務
部、調査部、札幌税関支署、小樽税関支署、室蘭税関支署、釧路税関支署、千歳税関支署、苫小牧税関支署、稚内税関支署、根室税関支署、青森税関支署、八
戸税関支署、宮古税関支署、大船渡税関支署、秋田船川税関支署、釧路税関支署網走出張所、釧路税関支署紋別出張所、札幌税関支署留萌出張所、小樽税関
支署石狩出張所、札幌税関支署旭川空港出張所、釧路税関支署十勝出張所、青森税関支署青森空港出張所、大船渡税関支署釜石出張所、

77. 通関業者法人情報管理 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関税局監視課、業務課、（1）東京税関総務部、業務部、（2）横浜税
関総務部、業務部、（3）名古屋税関総務部、業務部、（4）大阪税関総務部、業務部、（5）神戸税関総務部、業務部、（3）門司税関総務部、業務部、（7）長崎税関総務
部、業務部、（8）函館税関総務部、業務部、（9）沖縄地区税関システム企画調整官、通関業監督官 個人情報ファイルの利用目的： 通関業者に係る情報の一元管
理、検索に資する。 記録項目： 1．通関業

78. 通関業者税関個別情報管理 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関税局監視課、業務課、（1）東京税関総務部、業務部、（2）横浜税
関総務部、業務部、（3）名古屋税関総務部、業務部、（4）大阪税関総務部、業務部、（5）神戸税関総務部、業務部、（3）門司税関総務部、業務部、（7）長崎税関総務
部、業務部、（8）函館税関総務部、業務部、（9）沖縄地区税関システム企画調整官、通関業監督官 個人情報ファイルの利用目的： 通関業者に係る情報の一元管
理、検索に資する。 記録項目： 1．通関業

79. 通関業者営業所情報管理 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関税局監視課、業務課、（1）東京税関総務部、業務部、（2）横浜税
関総務部、業務部、（3）名古屋税関総務部、業務部、（4）大阪税関総務部、業務部、（5）神戸税関総務部、業務部、（3）門司税関総務部、業務部、（7）長崎税関総務
部、業務部、（8）函館税関総務部、業務部、（9）沖縄地区税関システム企画調整官、通関業監督官 個人情報ファイルの利用目的： 通関業者に係る情報の一元管
理、検索に資する。 記録項目： 1．通関業

80. 通関士情報管理 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関税局業務課、（1）東京税関総務部、業務部、（2）横浜税関総務
部、業務部、（3）名古屋税関総務部、業務部、（4）大阪税関総務部、業務部、（5）神戸税関総務部、業務部、（3）門司税関総務部、業務部、（7）長崎税関総務部、業
務部、（8）函館税関総務部、業務部、（9）沖縄地区税関システム企画調整官、通関業監督官 個人情報ファイルの利用目的： 通関業者に係る情報の一元管理、検
索に資する。 記録項目： 1．通関業者法人Ｉ

81. 従業者情報管理 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関税局監視課、業務課、（1）東京税関総務部、業務部、（2）横浜税
関総務部、業務部、（3）名古屋税関総務部、業務部、（4）大阪税関総務部、業務部、（5）神戸税関総務部、業務部、（3）門司税関総務部、業務部、（7）長崎税関総務
部、業務部、（8）函館税関総務部、業務部、（9）沖縄地区税関システム企画調整官、通関業監督官 個人情報ファイルの利用目的： 通関業者に係る情報の一元管
理、検索に資する。 記録項目： 1．通関業

82. 補助従業者情報管理 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関税局監視課、業務課、（1）東京税関総務部、業務部、（2）横浜税
関総務部、業務部、（3）名古屋税関総務部、業務部、（4）大阪税関総務部、業務部、（5）神戸税関総務部、業務部、（3）門司税関総務部、業務部、（7）長崎税関総務
部、業務部、（8）函館税関総務部、業務部、（9）沖縄地区税関システム企画調整官、通関業監督官 個人情報ファイルの利用目的： 通関業者に係る情報の一元管
理、検索に資する。 記録項目： 1．通関業

83. 特例輸入者受理情報管理 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関税局 監視課、業務課、調査課税 関 函館税関総務部、監視
部、業務部、調査部、札幌税関支署、小樽税関支署、室蘭税関支署、釧路税関支署、千歳税関支署、苫小牧税関支署、稚内税関支署、根室税関支署、青森税関
支署、八戸税関支署、宮古税関支署、大船渡税関支署、秋田船川税関支署、釧路税関支署網走出張所、釧路税関支署紋別出張所、札幌税関支署留萌出張所、
小樽税関支署石狩出張所、札幌税関支署旭川空港出張所、釧路税関支署十勝出張所、青森税関支署青森空港出張所、大船渡税関支署釜石

84. 特例輸入者承認情報管理 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関税局 監視課、業務課、調査課税 関 函館税関総務部、監視
部、業務部、調査部、札幌税関支署、小樽税関支署、室蘭税関支署、釧路税関支署、千歳税関支署、苫小牧税関支署、稚内税関支署、根室税関支署、青森税関
支署、八戸税関支署、宮古税関支署、大船渡税関支署、秋田船川税関支署、釧路税関支署網走出張所、釧路税関支署紋別出張所、札幌税関支署留萌出張所、
小樽税関支署石狩出張所、札幌税関支署旭川空港出張所、釧路税関支署十勝出張所、青森税関支署青森空港出張所、大船渡税関支署釜石

85. 特例輸入者履歴情報照会 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関税局 監視課、業務課、調査課税 関 函館税関総務部、監視
部、業務部、調査部、札幌税関支署、小樽税関支署、室蘭税関支署、釧路税関支署、千歳税関支署、苫小牧税関支署、稚内税関支署、根室税関支署、青森税関
支署、八戸税関支署、宮古税関支署、大船渡税関支署、秋田船川税関支署、釧路税関支署網走出張所、釧路税関支署紋別出張所、札幌税関支署留萌出張所、
小樽税関支署石狩出張所、札幌税関支署旭川空港出張所、釧路税関支署十勝出張所、青森税関支署青森空港出張所、大船渡税関支署釜石

86. 特定輸出者承認・不承認情報管理 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関税局 監視課、業務課、調査課税 関 函館税関総務部、監視
部、業務部、調査部、札幌税関支署、小樽税関支署、室蘭税関支署、釧路税関支署、千歳税関支署、苫小牧税関支署、稚内税関支署、根室税関支署、青森税関
支署、八戸税関支署、宮古税関支署、大船渡税関支署、秋田船川税関支署、釧路税関支署網走出張所、釧路税関支署紋別出張所、札幌税関支署留萌出張所、
小樽税関支署石狩出張所、札幌税関支署旭川空港出張所、釧路税関支署十勝出張所、青森税関支署青森空港出張所、大船渡税関支署釜石
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87. 特定輸出者倉庫リスト情報管理 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関税局 監視課、業務課、調査課税 関 函館税関総務部、監視
部、業務部、調査部、札幌税関支署、小樽税関支署、室蘭税関支署、釧路税関支署、千歳税関支署、苫小牧税関支署、稚内税関支署、根室税関支署、青森税関
支署、八戸税関支署、宮古税関支署、大船渡税関支署、秋田船川税関支署、釧路税関支署網走出張所、釧路税関支署紋別出張所、札幌税関支署留萌出張所、
小樽税関支署石狩出張所、札幌税関支署旭川空港出張所、釧路税関支署十勝出張所、青森税関支署青森空港出張所、大船渡税関支署釜石

88. 輸入調査申告管理 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関税局 調査課税 関 函館税関総務部、調査部、東京税関総務
部、調査部、横浜税関総務部、調査部、名古屋税関総務部、調査部、大阪税関総務部、調査部、神戸税関総務部、調査部、門司税関総務部、調査部、長崎税関総
務部、調査部、沖縄地区税関システム企画調整官、統括調査官 個人情報ファイルの利用目的： 事後調査業務に利用する。 記録項目： 1 計画管理番号,2 非違
取引番号,3 システム区分,4 申告申請年月,5 輸入申告番

89. 輸入調査台帳管理 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関税局 調査課税 関 函館税関総務部、調査部、東京税関総務
部、調査部、横浜税関総務部、調査部、名古屋税関総務部、調査部、大阪税関総務部、調査部、神戸税関総務部、調査部、門司税関総務部、調査部、長崎税関総
務部、調査部、沖縄地区税関システム企画調整官、統括調査官 個人情報ファイルの利用目的： 事後調査業務に利用する。 記録項目： 1 計画管理番号,2 調査
事績番号,3 分割,4 重加算税該当,5 輸入者番号,6 支

90. 輸入調査情報せん管理 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関税局 監視課、業務課、調査課税 関 函館税関総務部、監視
部、業務部、調査部、札幌税関支署、小樽税関支署、室蘭税関支署、釧路税関支署、千歳税関支署、苫小牧税関支署、稚内税関支署、根室税関支署、青森税関
支署、八戸税関支署、宮古税関支署、大船渡税関支署、秋田船川税関支署、釧路税関支署網走出張所、釧路税関支署紋別出張所、札幌税関支署留萌出張所、
小樽税関支署石狩出張所、札幌税関支署旭川空港出張所、釧路税関支署十勝出張所、青森税関支署青森空港出張所、大船渡税関支署釜石

91. 輸入調査回報せん管理 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関税局 監視課、業務課、調査課税 関 函館税関総務部、監視
部、業務部、調査部、札幌税関支署、小樽税関支署、室蘭税関支署、釧路税関支署、千歳税関支署、苫小牧税関支署、稚内税関支署、根室税関支署、青森税関
支署、八戸税関支署、宮古税関支署、大船渡税関支署、秋田船川税関支署、釧路税関支署網走出張所、釧路税関支署紋別出張所、札幌税関支署留萌出張所、
小樽税関支署石狩出張所、札幌税関支署旭川空港出張所、釧路税関支署十勝出張所、青森税関支署青森空港出張所、大船渡税関支署釜石

92. 輸入者別調査結果管理 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関税局 調査課税 関 函館税関調査部、東京税関調査部、
横浜税関調査部、名古屋税関調査部、大阪税関調査部、 神戸税関調査部、門司税関調査部、長崎税関調査部、 沖縄地区税関統括調査官 個人情
報ファイルの利用目的： 事後調査業務に利用する。 記録項目： 1 調査事績番号,2 輸入者番号,3 支店コード,4 輸入申告番号,5 通関税関官署コード,6 通関税関
官署,7 通関部門コード,8 通関部門,9

93. 輸入調査結果通報書類進行管理 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関税局 業務課税 関 函館税関調査部、東京税関調査部、
横浜税関調査部、名古屋税関調査部、大阪税関調査部、 神戸税関調査部、門司税関調査部、長崎税関調査部、 沖縄地区税関統括調査官 個人情
報ファイルの利用目的： 事後調査業務に利用する。 記録項目： 1 調査事績番号,2 輸出入者番号,3 支店コード,4 加算税管理番号,5 通知先税関,6 通知先部門,7 
輸入申告番号,8 申告税関官署,9 申

94. 輸出入審査申告照会（輸出） 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関税局 監視課、業務課、調査課税 関 函館税関総務部、監視
部、業務部、調査部、札幌税関支署、小樽税関支署、室蘭税関支署、釧路税関支署、千歳税関支署、苫小牧税関支署、稚内税関支署、根室税関支署、青森税関
支署、八戸税関支署、宮古税関支署、大船渡税関支署、秋田船川税関支署、釧路税関支署網走出張所、釧路税関支署紋別出張所、札幌税関支署留萌出張所、
小樽税関支署石狩出張所、札幌税関支署旭川空港出張所、釧路税関支署十勝出張所、青森税関支署青森空港出張所、大船渡税関支署釜石

95. 輸出入審査申告照会（輸入） 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関税局 監視課、業務課、調査課税 関 函館税関総務部、監視
部、業務部、調査部、札幌税関支署、小樽税関支署、室蘭税関支署、釧路税関支署、千歳税関支署、苫小牧税関支署、稚内税関支署、根室税関支署、青森税関
支署、八戸税関支署、宮古税関支署、大船渡税関支署、秋田船川税関支署、釧路税関支署網走出張所、釧路税関支署紋別出張所、札幌税関支署留萌出張所、
小樽税関支署石狩出張所、札幌税関支署旭川空港出張所、釧路税関支署十勝出張所、青森税関支署青森空港出張所、大船渡税関支署釜石

96. 保税運送用審査申告照会 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関税局 監視課、業務課、調査課税 関 函館税関総務部、監視
部、業務部、調査部、札幌税関支署、小樽税関支署、室蘭税関支署、釧路税関支署、千歳税関支署、苫小牧税関支署、稚内税関支署、根室税関支署、青森税関
支署、八戸税関支署、宮古税関支署、大船渡税関支署、秋田船川税関支署、釧路税関支署網走出張所、釧路税関支署紋別出張所、札幌税関支署留萌出張所、
小樽税関支署石狩出張所、札幌税関支署旭川空港出張所、釧路税関支署十勝出張所、青森税関支署青森空港出張所、大船渡税関支署釜石

97. 包括交通許可者管理ファイル 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 沖縄地区税関那覇空港税関支署 個人情報ファイルの利用目的：
船陸交通及び指定地外交通許可に係る業務の効率化に資する 記録項目： １ 包括許可証交付番号２ 包括交通許可申請者の所属会社名３ 包括交通許可申請
者名４ 包括交通許可申請者ふりがな５ 包括交通許可申請者生年月日６ 包括交通許可申請番号７ 包括交通許可種別８ 包括交通許可年月日９ 包括交通許
可有効期限10 包括交通目的11 包括交通場所 記録

98. 外国郵便知的財産疑義物品処理システム 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 大阪税関大阪外郵出張所 個人情報ファイルの利用目的： 知的財
産侵害認定手続進行管理及び認定手続に係る各種様式の発給事務に利用する。 記録項目： １ 差出人氏名、２ 差出人住所、３ 名宛人氏名、４ 名宛人住所、
５ 名宛人電話番号、６ 郵便物番号、７ 郵便番号、８ 差出国、９ 郵便種別、10 郵便個数、11 提示日、12 発見通報日、13 通知書番号、14 認定依頼番号、
15 発見部門、16 統括官、17 担当者、

99. 到着・受理業務 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関税局業務課、調査課東京税関総務部、業務部、調査部、東京税
関東京外郵出張所、東京税関成田航空貨物出張所、横浜税関総務部、業務部、調査部、横浜税関川崎外郵出張所、名古屋税関総務部、業務部、調査部、名古屋
税関中部外郵出張所、大阪税関総務部、業務部、調査部、大阪税関大阪外郵出張所、門司税関総務部、業務部、調査部、門司税関福岡外郵出張所、沖縄地区税
関システム企画調整官、収納課、統括調査官、税関相談官、沖縄地区税関那覇外郵出張所 個人情報ファイルの利用目的
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100. 課税業務 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関税局業務課、調査課東京税関総務部、業務部、調査部、東京税
関東京外郵出張所、東京税関成田航空貨物出張所、横浜税関総務部、業務部、調査部、 横浜税関川崎外郵出張所、名古屋税関総務部、業務部、調査部、名古
屋税関中部外郵出張所、大阪税関総務部、業務部、調査部、大阪税関大阪外郵出張所、門司税関総務部、業務部、調査部、博多税関支署福岡外郵出張所、沖縄
地区税関システム企画調整官、収納課、統括調査官、税関相談官、沖縄地区税関那覇外郵出張所 個人情報ファイルの利

全件詳細表示 選択詳細表示 次の11件
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e-Gov home >  検索条件入力 > 検索結果

個人情報ファイル簿の検索

検索画面へ戻る

検索結果一覧

検索キーワード 指定なし 

府省 財務省本省

上記の検索条件で 111 件ヒットしました。101件から111件を表示
詳細を見るには、番号横のチェックボックスをチェックし、詳細表示をクリックして下さい。

全件詳細表示 選択詳細表示 前の100件

凡例 個人情報ファイルの名称 府省名

行政機関の名称：行政機関の名称（全角２０文字以内） 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称：個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称（全角５，０００文字以内） 個人情報ファイルの利用目的：個人情報ファイルの利用目的（全角２５０文字以内） 記録項目：記録項目（全
角５，０００文字以内） 記録範囲：記録範囲（全角５００文字以内） 記録情報の収集方法：記録情報の収集方法（全角１５０文字以内）・・・・先頭３００字までを表示

101. 賦課・再賦課業務 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関税局業務課、調査課東京税関総務部、業務部、調査部、東京税
関東京外郵出張所、東京税関成田航空貨物出張所、横浜税関総務部、業務部、調査部、 横浜税関川崎外郵出張所、名古屋税関総務部、業務部、調査部、名古
屋税関中部外郵出張所、大阪税関総務部、業務部、調査部、大阪税関大阪外郵出張所、門司税関総務部、業務部、調査部、門司税関福岡外郵出張所、沖縄地区
税関システム企画調整官、収納課、統括調査官、税関相談官、沖縄地区税関那覇外郵出張所 個人情報ファイルの利用目

102. 電子納付業務 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関税局業務課、調査課東京税関総務部、東京税関東京外郵出張
所、東京税関成田航空貨物出張所、横浜税関総務部、横浜税関川崎外郵出張所、名古屋税関総務部、名古屋税関中部外郵出張所、大阪税関総務部、大阪税関
大阪外郵出張所、門司税関総務部、門司税関福岡外郵出張所、沖縄地区税関システム企画調整官、沖縄地区税関那覇外郵出張所 個人情報ファイルの利用目
的： 国際郵便物の賦課業務における金融機関との納付処理に資する。 記録項目： 

103. 収納業務 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関税局業務課、調査課東京税関総務部、東京税関東京外郵出張
所、東京税関成田航空貨物出張所、横浜税関総務部、横浜税関川崎外郵出張所、名古屋税関総務部、名古屋税関中部外郵出張所、大阪税関総務部、大阪税関
大阪外郵出張所、門司税関総務部、門司税関福岡外郵出張所、沖縄地区税関システム企画調整官、沖縄地区税関那覇外郵出張所 個人情報ファイルの利用目
的： 課税通知書、賦課・再賦課通知書に係る収納業務に資する。 記録項目： １

104. 統計業務 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関税局業務課、調査課東京税関総務部、業務部、調査部、東京税
関東京外郵出張所、東京税関成田航空貨物出張所、横浜税関総務部、業務部、調査部、 横浜税関川崎外郵出張所、名古屋税関総務部、業務部、調査部、名古
屋税関中部外郵出張所、大阪税関総務部、業務部、調査部、大阪税関大阪外郵出張所、門司税関総務部、業務部、調査部、門司税関福岡外郵出張所、沖縄地区
税関システム企画調整官、収納課、統括調査官、税関相談官、沖縄地区税関那覇外郵出張所 個人情報ファイルの利用目

105. 徴税調書ファイル 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 東京税関総務部総括システム企画調整官 個人情報ファイルの利
用目的： 納税義務の適正な履行の確保に資する。 記録項目： １ 徴税調書番号、２ 納税者氏名(英字)、３ 搭乗便名、４ 居住者・非居住者の別、５ 納税告知
書番号、６ 納税告知日、７ 処理区分、８ 端末番号、９ 課税品名、10 課税品名コード、11 課税数量、12 課税単位、13 課税価格、14 税番、15 税率、16 税
額、17 税目、18 担当者（コー

106. 通貨・証券等返還事務ファイル（８ファイル） 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： (1)函館税関監視部、(2)東京税関監視部、(3)横浜税関業務部、(4)
名古屋税関監視部、(5)大阪税関監視部、(6)神戸税関監視部、(7)門司税関監視部、(8)長崎税関業務部 個人情報ファイルの利用目的： 引揚時に通貨、証券等を
寄託した者の一元管理及び検索に資する。 記録項目： １ 整理番号、２ 寄託者氏名、３ 保管物件種類別コード、４ 外地名、５ 家族名、６ 落着予定地、７ 本
邦上陸港名、８ 保管証発行年月

107. 通関業者・通関士管理台帳（７ファイル） 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： (1)東京税関業務部、(2)横浜税関業務部、(3)名古屋税関業務部、
(4)大阪税関業務部、(5)神戸税関業務部、(6)門司税関業務部、(7)長崎税関業務部 個人情報ファイルの利用目的： 通関業者及び通関士に係る情報の税関ごとの
一元管理、検索に資する。 記録項目： １ 通関業者コード、２ 通関士ＩＤ、３ 通関士証票番号、４ 通関士氏名、５ 通関士氏名フリガナ、６ 通関士性別、７ 通
関士生年月日、８ 通関士本籍、９

108. 合衆国軍隊貨物認証官検索ファイル 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： （1）東京税関業務部、（2）東京税関羽田税関支署、（3）東京税関酒
田税関支署山形出張所、（4）東京税関東京航空貨物出張所、（5）東京税関成田航空貨物出張所、（6）東京税関東京外郵出張所、（7）東京税関芝浦出張所、（8）東
京税関大井出張所、（9）東京税関立川出張所 個人情報ファイルの利用目的： 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設
及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税
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109. 合衆国軍隊貨物認証官検索ファイル 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： （1）名古屋税関業務部収納課、（2）名古屋税関中部空港税関支署
収納課 個人情報ファイルの利用目的： 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国
軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第６条申告にかかる合衆国軍隊貨物認証官による署名の確認のため 記録項目： １ 名
前 ２ 権限 ３ 発令年月日４ 文書番号５ 文書年月日 ６ 基地

110. 合衆国軍隊貨物認証官検索ファイル 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： （1）沖縄地区税関収納課、（2）沖縄地区税関統括監視官（取締第一
部門）、（3）沖縄地区税関統括審査官（通関第一部門）、（4）沖縄地区税関統括審査官（通関第二部門）、（5）那覇外郵出張所、（6）鏡水出張所、（7）沖縄地区税関
那覇空港税関支署統括監視官（監視第一部門）、（8）沖縄地区税関那覇空港税関支署統括監視官（監視第二部門）、（9）沖縄地区税関那覇空港税関支署統括審
査官（通関第二部門）、（10）沖縄地区税関沖縄税関支署統括審査官、（11）沖縄地区税関沖縄税関

111. 財務省所管普通財産データベース 財務省本省

行政機関の名称： 財務省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 財務省理財局総務課、同国有財産企画課、同国有財産企画課政
府出資室、同国有財産調整課、同国有財産調整課国有財産監査室、同国有財産業務課、同国有財産業務課国有財産審理室、同国有財産業務課特定国有財産
整備室、同管理課、同管理課国有財産情報室 個人情報ファイルの利用目的： 財務省が所管する普通財産の適正な管理処分に資する。 記録項目： １ 局部所
コード、２ 履歴通番、３ 相手方IDコード、４ 相手方有効年月日、５ 更新

全件詳細表示 選択詳細表示 前の100件
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e-Gov home >  検索条件入力 > 検索結果

個人情報ファイル簿の検索

検索画面へ戻る

検索結果一覧

検索キーワード 指定なし 

府省 国税庁

上記の検索条件で 186 件ヒットしました。1件から100件を表示
詳細を見るには、番号横のチェックボックスをチェックし、詳細表示をクリックして下さい。

全件詳細表示 選択詳細表示 次の86件

凡例 個人情報ファイルの名称 府省名

行政機関の名称：行政機関の名称（全角２０文字以内） 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称：個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称（全角５，０００文字以内） 個人情報ファイルの利用目的：個人情報ファイルの利用目的（全角２５０文字以内） 記録項目：記録項目（全
角５，０００文字以内） 記録範囲：記録範囲（全角５００文字以内） 記録情報の収集方法：記録情報の収集方法（全角１５０文字以内）・・・・先頭３００字までを表示

1. 納税地等必須情報ファイル（524ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部個人課税課、国税庁課税部資産課税課、国税庁課
税部消費税室、国税庁課税部酒税課、国税庁徴収部管理課、国税庁徴収部徴収課、札幌国税局課税第一部個人課税課、札幌国税局課税第一部資産課税課、札
幌国税局課税第二部消費税課、札幌国税局課税第二部酒税課、札幌国税局徴収部管理課、札幌国税局徴収部徴収課、仙台国税局課税第一部個人課税課、仙
台国税局課税第一部資産課税課、仙台国税局課税第二部消費税課、仙台国税局課税第二部酒税課、仙台国税局徴収部管理課、仙台国税局徴収部

2. 納税地等従属情報ファイル（524ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部個人課税課、国税庁課税部資産課税課、国税庁課
税部消費税室、国税庁課税部酒税課、国税庁徴収部管理課、国税庁徴収部徴収課、札幌国税局課税第一部個人課税課、札幌国税局課税第一部資産課税課、札
幌国税局課税第二部消費税課、札幌国税局課税第二部酒税課、札幌国税局徴収部管理課、札幌国税局徴収部徴収課、仙台国税局課税第一部個人課税課、仙
台国税局課税第一部資産課税課、仙台国税局課税第二部消費税課、仙台国税局課税第二部酒税課、仙台国税局徴収部管理課、仙台国税局徴収部

3. 個人格あて名情報ファイル（321ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部個人課税課、国税庁課税部資産課税課、国税庁課
税部消費税室、国税庁課税部酒税課、札幌国税局課税第一部個人課税課、札幌国税局課税第一部資産課税課、札幌国税局課税第二部消費税課、札幌国税局
課税第二部酒税課、仙台国税局課税第一部個人課税課、仙台国税局課税第一部資産課税課、仙台国税局課税第二部消費税課、仙台国税局課税第二部酒税
課、関東信越国税局課税第一部個人課税課、関東信越国税局課税第一部資産課税課、関東信越国税局課税第二部消費税課、関東信越国税局課税第二

4. 個人格従属情報ファイル（524ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部個人課税課、国税庁課税部資産課税課、国税庁課
税部消費税室、国税庁課税部酒税課、札幌国税局課税第一部個人課税課、札幌国税局課税第一部資産課税課、札幌国税局課税第二部消費税課、札幌国税局
課税第二部酒税課、仙台国税局課税第一部個人課税課、仙台国税局課税第一部資産課税課、仙台国税局課税第二部消費税課、仙台国税局課税第二部酒税
課、関東信越国税局課税第一部個人課税課、関東信越国税局課税第一部資産課税課、関東信越国税局課税第二部消費税課、関東信越国税局課税第二

5. 個人格通称名情報ファイル（315ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部個人課税課、国税庁課税部資産課税課、国税庁課
税部消費税室、国税庁課税部酒税課、国税庁徴収部管理課、札幌国税局課税第一部個人課税課、札幌国税局課税第一部資産課税課、札幌国税局課税第二部
消費税課、札幌国税局課税第二部酒税課、札幌国税局徴収部管理課、仙台国税局課税第一部個人課税課、仙台国税局課税第一部資産課税課、仙台国税局課
税第二部消費税課、仙台国税局課税第二部酒税課、仙台国税局徴収部管理課、関東信越国税局課税第一部個人課税課、関東信越国税局課税第一部

6. 納税地等管理情報ファイル（524ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部個人課税課、国税庁課税部資産課税課、国税庁課
税部消費税室、国税庁課税部酒税課、国税庁徴収部管理課、国税庁徴収部徴収課、札幌国税局課税第一部個人課税課、札幌国税局課税第一部資産課税課、札
幌国税局課税第二部消費税課、札幌国税局課税第二部酒税課、札幌国税局徴収部管理課、札幌国税局徴収部徴収課、仙台国税局課税第一部個人課税課、仙
台国税局課税第一部資産課税課、仙台国税局課税第二部消費税課、仙台国税局課税第二部酒税課、仙台国税局徴収部管理課、仙台国税局徴収部

7. 納税地等異動履歴情報ファイル（524ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部個人課税課、国税庁課税部資産課税課、国税庁課
税部消費税室、国税庁課税部酒税課、札幌国税局課税第一部個人課税課、札幌国税局課税第一部資産課税課、札幌国税局課税第二部消費税課、札幌国税局
課税第二部酒税課、仙台国税局課税第一部個人課税課、仙台国税局課税第一部資産課税課、仙台国税局課税第二部消費税課、仙台国税局課税第二部酒税
課、関東信越国税局課税第一部個人課税課、関東信越国税局課税第一部資産課税課、関東信越国税局課税第二部消費税課、関東信越国税局課税第二

8. 個人格異動履歴情報ファイル（524ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部個人課税課、国税庁課税部資産課税課、国税庁課
税部消費税室、国税庁課税部酒税課、札幌国税局課税第一部個人課税課、札幌国税局課税第一部資産課税課、札幌国税局課税第二部消費税課、札幌国税局
課税第二部酒税課、仙台国税局課税第一部個人課税課、仙台国税局課税第一部資産課税課、仙台国税局課税第二部消費税課、仙台国税局課税第二部酒税
課、関東信越国税局課税第一部個人課税課、関東信越国税局課税第一部資産課税課、関東信越国税局課税第二部消費税課、関東信越国税局課税第二
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9. 異動事績情報ファイル（524ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部個人課税課、国税庁課税部資産課税課、国税庁課
税部消費税室、国税庁課税部酒税課、国税庁徴収部管理課、札幌国税局課税第一部個人課税課、札幌国税局課税第一部資産課税課、札幌国税局課税第二部
消費税課、札幌国税局課税第二部酒税課、札幌国税局徴収部管理課、仙台国税局課税第一部個人課税課、仙台国税局課税第一部資産課税課、仙台国税局課
税第二部消費税課、仙台国税局課税第二部酒税課、仙台国税局徴収部管理課、関東信越国税局課税第一部個人課税課、関東信越国税局課税第一部

10. 関係者共通情報ファイル（390ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部個人課税課、国税庁課税部消費税室、国税庁課税
部酒税課、国税庁徴収部管理課、国税庁徴収部徴収課、札幌国税局課税第一部個人課税課、札幌国税局課税第二部消費税課、札幌国税局課税第二部酒税課、
札幌国税局徴収部管理課、札幌国税局徴収部徴収課、仙台国税局課税第一部個人課税課、仙台国税局課税第二部消費税課、仙台国税局課税第二部酒税課、
仙台国税局徴収部管理課、仙台国税局徴収部徴収課、関東信越国税局課税第一部個人課税課、関東信越国税局課税第二部消費税課、関東信越国

11. 関係者固有情報ファイル（277ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部個人課税課、国税庁課税部消費税室、国税庁課税
部酒税課、国税庁徴収部管理課、国税庁徴収部徴収課、札幌国税局課税第一部個人課税課、札幌国税局課税第二部消費税課、札幌国税局課税第二部酒税課、
札幌国税局徴収部管理課、札幌国税局徴収部徴収課、仙台国税局課税第一部個人課税課、仙台国税局課税第二部消費税課、仙台国税局課税第二部酒税課、
仙台国税局徴収部管理課、仙台国税局徴収部徴収課、関東信越国税局課税第一部個人課税課、関東信越国税局課税第二部消費税課、関東信越国

12. 個人格必須情報ファイル（524ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部個人課税課、国税庁課税部資産課税課、国税庁課
税部消費税室、国税庁課税部酒税課、札幌国税局課税第一部個人課税課、札幌国税局課税第一部資産課税課、札幌国税局課税第二部消費税課、札幌国税局
課税第二部酒税課、仙台国税局課税第一部個人課税課、仙台国税局課税第一部資産課税課、仙台国税局課税第二部消費税課、仙台国税局課税第二部酒税
課、関東信越国税局課税第一部個人課税課、関東信越国税局課税第一部資産課税課、関東信越国税局課税第二部消費税課、関東信越国税局課税第二

13. 関係者あて名情報ファイル（357ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部個人課税課、国税庁課税部消費税室、国税庁課税
部酒税課、札幌国税局課税第一部個人課税課、札幌国税局課税第二部消費税課、札幌国税局課税第二部酒税課、仙台国税局課税第一部個人課税課、仙台国
税局課税第二部消費税課、仙台国税局課税第二部酒税課、関東信越国税局課税第一部個人課税課、関東信越国税局課税第二部消費税課、関東信越国税局課
税第二部酒税課、東京国税局課税第一部個人課税課、東京国税局課税第一部資産課税課、東京国税局課税第二部消費税課、東京国税局課税第二部

14. 法人格必須情報ファイル（523ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部法人課税課、国税庁課税部消費税室、国税庁課税
部酒税課、札幌国税局課税第二部法人課税課、札幌国税局課税第二部消費税課、札幌国税局課税第二部酒税課、仙台国税局課税第二部法人課税課、仙台国
税局課税第二部消費税課、仙台国税局課税第二部酒税課、関東信越国税局課税第二部法人課税課、関東信越国税局課税第二部消費税課、関東信越国税局課
税第二部酒税課、東京国税局課税第二部法人課税課、東京国税局課税第二部消費税課、東京国税局課税第二部酒税課、金沢国税局課税部法人課税

15. 申請届出管理ファイル（524ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 札幌中税務署、札幌北税務署、札幌南税務署、札幌西税務署、札
幌東税務署、函館税務署、小樽税務署、旭川中税務署、旭川東税務署、室蘭税務署、釧路税務署、帯広税務署、北見税務署、岩見沢税務署、網走税務署、留萌
税務署、苫小牧税務署、稚内税務署、紋別税務署、名寄税務署、根室税務署、滝川税務署、深川税務署、富良野税務署、八雲税務署、江差税務署、倶知安税務
署、余市税務署、浦河税務署、十勝池田税務署、青森税務署、弘前税務署、八戸税務署、黒石税務署、五所川原税務署、十和田税務署

16. 個人申告管理ファイル（524ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部個人課税課、国税庁課税部資産課税課、国税庁課
税部消費税室、札幌国税局課税第一部個人課税課、札幌国税局課税第一部資産課税課、札幌国税局課税第二部消費税課、仙台国税局課税第一部個人課税
課、仙台国税局課税第一部資産課税課、仙台国税局課税第二部消費税課、関東信越国税局課税第一部個人課税課、関東信越国税局課税第一部資産課税課、
関東信越国税局課税第二部消費税課、東京国税局課税第一部個人課税課、東京国税局課税第一部資産課税課、東京国税局課税第二部消費税課、金沢

17. 法定調書管理ファイル（424ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部課税総括課、札幌国税局課税第一部課税総括課、
仙台国税局課税第一部課税総括課、関東信越国税局課税第一部課税総括課、東京国税局課税第一部課税総括課、金沢国税局課税部課税総括課、名古屋国税
局課税第一部課税総括課、大阪国税局課税第一部課税総括課、広島国税局課税第一部課税総括課、高松国税局課税部課税総括課、福岡国税局課税第一部課
税総括課、熊本国税局課税部課税総括課、沖縄国税事務所課税総括課、札幌中税務署、札幌西税務署、札幌北税務署、札幌東税務署、札幌南税務

18. 源泉管理ファイル（367ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部法人課税課、札幌国税局課税第二部法人課税課、
仙台国税局課税第二部法人課税課、関東信越国税局課税第二部法人課税課、東京国税局課税第二部法人課税課、金沢国税局課税部法人課税課、名古屋国税
局課税第二部法人課税課、大阪国税局課税第二部法人課税課、広島国税局課税第二部法人課税課、高松国税局課税部法人課税課、福岡国税局課税第二部法
人課税課、熊本国税局課税部法人課税課、沖縄国税事務所法人課税課、札幌西税務署、札幌北税務署、札幌東税務署、札幌南税務署、函館税務署

19. 利用者情報ファイル（524ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁長官官房総務課、国税庁長官官房人事課、国税庁課税部
課税総括課、国税庁課税部個人課税課、国税庁課税部資産課税課、国税庁課税部法人課税課、国税庁課税部酒税課、国税庁課税部消費税室、国税庁課税部審
理室、国税庁徴収部管理課、国税庁徴収部徴収課、札幌国税局総務部総務課、札幌国税局総務部人事第一課、札幌国税局課税第一部課税総括課、札幌国税局
課税第一部個人課税課、札幌国税局課税第一部資産課税課、札幌国税局課税第二部法人課税課、札幌国税局課税第二部酒税課、札幌国税局課

20. 税理士試験受験資格認定者名簿 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁長官官房人事課 個人情報ファイルの利用目的： 税理士試
験の適正な実施に資する 記録項目： １通知番号、２氏名、３生年月日、４申請年月日、５承認年月日、６認定事由 記録範囲： 税理士試験の受験資格を認定さ
れた者 記録情報の収集方法： 税理士試験受験資格認定申請書より収集 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織

21. 税理士試験結果表 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁長官官房人事課 個人情報ファイルの利用目的： 税理士試
験の適正な実施に資する 記録項目： １合格番号、２受験地、３受験番号、４氏名、５生年月日、６性別、７受験資格、８職業、９学歴、10一部科目合格番号、11一
部科目免除番号、12合格科目及び合格年度 記録範囲： 税理士試験に合格した者 記録情報の収集方法： 税理士試験受験申込書より収集 記録情報の

22. 税理士試験免除者名簿 国税庁
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行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁長官官房人事課 個人情報ファイルの利用目的： 税理士試
験の適正な実施に資する 記録項目： １通知書番号、２氏名、３生年月日、４免除科目及び免除事由、５免除申請年月日、６免除決定年月日、７官報登載日 記録
範囲： 税理士試験を免除された者 記録情報の収集方法： 税理士試験免除申請書より収集 記録情報の経常的提供先： － 開示請

23. 不服申立情報ファイル （1ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部審理室、酒税課、国税庁調査査察部調査課、札幌国
税局課税第一部課税総括課、資産課税課、資料調査課、審理官、札幌国税局課税第二部消費税課、資料調査課、酒税課、札幌国税局調査査察部調査管理課、
仙台国税局課税第一部課税総括課、資産課税課、資料調査課、審理官、仙台国税局課税第二部消費税課、資料調査課、酒税課、仙台国税局調査査察部調査管
理課、関東信越国税局課税第一部課税総括課、審理課、資産課税課、資料調査第一課、資料調査第二課、統括国税実査官、関東信越国税局

24. 総合事績管理ファイル（8ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部課税総括課、関東信越国税局課税第一部課税総括
課、東京国税局課税第一部課税総括課、名古屋国税局課税第一部課税総括課、大阪国税局課税第一部課税総括課、広島国税局課税第一部課税総括課、高松
国税局課税部課税総括課、熊本国税局課税部課税総括課 個人情報ファイルの利用目的： 納税義務の適正な履行に資する。 記録項目： １局署番号、２整理番
号、３氏名、４業種番号、５調査事績 記録範囲： 個

25. 相続税申告審理情報ファイル（55ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部資産課税課、札幌国税局課税一部資産課税課、仙
台国税局課税一部資産課税課、関東信越国税局課税一部資産課税課、東京国税局課税一部資産課税課、金沢国税局課税部資産課税課、名古屋国税局課税一
部資産課税課、大阪国税局課税一部資産課税課、広島国税局課税一部資産課税課、高松国税局課税部資産課税課、福岡国税局課税一部資産課税課、熊本国
税局課税部資産課税課、沖縄国税事務所資産課税課、浦和税務署、大宮税務署、川口税務署、川越税務署、所沢税務署、春日部税務署、越谷税務

26. 精算課税申告二表情報ファイル（268ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部資産課税課、札幌国税局課税一部資産課税課、仙
台国税局課税一部資産課税課、関東信越国税局課税一部資産課税課、東京国税局課税一部資産課税課、金沢国税局課税部資産課税課、名古屋国税局課税一
部資産課税課、大阪国税局課税一部資産課税課、広島国税局課税一部資産課税課、高松国税局課税部資産課税課、福岡国税局課税一部資産課税課、熊本国
税局課税部資産課税課、沖縄国税事務所資産課税課、札幌西税務署、札幌北税務署、札幌東税務署、札幌南税務署、函館税務署、旭川東税務署、

27. 精算課税届出情報ファイル（248ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部資産課税課、札幌国税局課税一部資産課税課、仙
台国税局課税一部資産課税課、関東信越国税局課税一部資産課税課、東京国税局課税一部資産課税課、金沢国税局課税部資産課税課、名古屋国税局課税一
部資産課税課、大阪国税局課税一部資産課税課、広島国税局課税一部資産課税課、高松国税局課税部資産課税課、福岡国税局課税一部資産課税課、熊本国
税局課税部資産課税課、沖縄国税事務所資産課税課、札幌西税務署、札幌北税務署、札幌東税務署、札幌南税務署、函館税務署、旭川東税務署、

28. 精算課税贈与者情報ファイル（262ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部資産課税課、札幌国税局課税一部資産課税課、仙
台国税局課税一部資産課税課、関東信越国税局課税一部資産課税課、東京国税局課税一部資産課税課、金沢国税局課税部資産課税課、名古屋国税局課税一
部資産課税課、大阪国税局課税一部資産課税課、広島国税局課税一部資産課税課、高松国税局課税部資産課税課、福岡国税局課税一部資産課税課、熊本国
税局課税部資産課税課、沖縄国税事務所資産課税課、札幌西税務署、札幌北税務署、札幌東税務署、札幌南税務署、函館税務署、旭川東税務署、

29. 贈与申告管理情報ファイル（6ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部資産課税課、札幌国税局課税一部資産課税課、仙
台国税局課税一部資産課税課、関東信越国税局課税一部資産課税課、東京国税局課税一部資産課税課、金沢国税局課税部資産課税課、名古屋国税局課税一
部資産課税課、大阪国税局課税一部資産課税課、広島国税局課税一部資産課税課、高松国税局課税部資産課税課、福岡国税局課税一部資産課税課、熊本国
税局課税部資産課税課、沖縄国税事務所資産課税課、緑税務署、豊能税務署、堺税務署、奈良税務署、昭和税務署、豊橋税務署 個

30. 電子明細書給与情報ファイル（524ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部個人課税課、札幌国税局課税一部個人課税課、仙
台国税局課税一部個人課税課、関東信越国税局課税一部個人課税課、東京国税局課税一部個人課税課、金沢国税局課税部個人課税課、名古屋国税局課税一
部個人課税課、大阪国税局課税一部個人課税課、広島国税局課税一部個人課税課、高松国税局課税部個人課税課、福岡国税局課税一部個人課税課、熊本国
税局課税部個人課税課、沖縄国税事務所個人課税課、札幌中税務署、札幌北税務署、札幌南税務署、札幌西税務署、札幌東税務署、函館税務署、

31. 電子明細書管理ファイル（524ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部個人課税課、札幌国税局課税一部個人課税課、仙
台国税局課税一部個人課税課、関東信越国税局課税一部個人課税課、東京国税局課税一部個人課税課、金沢国税局課税部個人課税課、名古屋国税局課税一
部個人課税課、大阪国税局課税一部個人課税課、広島国税局課税一部個人課税課、高松国税局課税部個人課税課、福岡国税局課税一部個人課税課、熊本国
税局課税部個人課税課、沖縄国税事務所個人課税課、札幌中税務署、札幌北税務署、札幌南税務署、札幌西税務署、札幌東税務署、函館税務署、

32. 電子明細書特定口座情報ファイル（290ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部個人課税課、札幌国税局課税一部個人課税課、仙
台国税局課税一部個人課税課、関東信越国税局課税一部個人課税課、東京国税局課税一部個人課税課、金沢国税局課税部個人課税課、名古屋国税局課税一
部個人課税課、大阪国税局課税一部個人課税課、広島国税局課税一部個人課税課、高松国税局課税部個人課税課、福岡国税局課税一部個人課税課、熊本国
税局課税部個人課税課、沖縄国税事務所個人課税課、札幌西税務署、札幌北税務署、札幌東税務署、札幌南税務署、函館税務署、仙台北税務署、

33. 住宅控除管理ファイル（468ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称
国税庁課税部個人課税課、札幌国税局課税一部個人課税課、仙台国税局課税一部個人課税課、関東信越国税局課税一部個人課税課、東京国税局課税一部個
人課税課、金沢国税局課税部個人課税課、名古屋国税局課税一部個人課税課、大阪国税局課税一部個人課税課、広島国税局課税一部個人課税課、高松国税
局課税部個人課税課、福岡国税局課税一部個人課税課、熊本国税局課税部個人課税課、沖縄国税事務所個人課税課、札幌中税務署、札幌北税

34. 住宅控除情報ファイル（469ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部個人課税課、札幌国税局課税一部個人課税課、仙
台国税局課税一部個人課税課、関東信越国税局課税一部個人課税課、東京国税局課税一部個人課税課、金沢国税局課税部個人課税課、名古屋国税局課税一
部個人課税課、大阪国税局課税一部個人課税課、広島国税局課税一部個人課税課、高松国税局課税部個人課税課、福岡国税局課税一部個人課税課、熊本国
税局課税部個人課税課、沖縄国税事務所個人課税課、札幌中税務署、札幌北税務署、札幌南税務署、札幌西税務署、札幌東税務署、函館税務署、

35. 居住期間情報ファイル（7ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部個人課税課、札幌国税局課税一部個人課税課、仙
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台国税局課税一部個人課税課、関東信越国税局課税一部個人課税課、東京国税局課税一部個人課税課、金沢国税局課税部個人課税課、名古屋国税局課税一
部個人課税課、大阪国税局課税一部個人課税課、広島国税局課税一部個人課税課、高松国税局課税部個人課税課、福岡国税局課税一部個人課税課、熊本国
税局課税部個人課税課、沖縄国税事務所個人課税課、麻布税務署、横浜中税務署、岡崎税務署、豊橋税務署、掛川税務署、浜松西税務署、関税務

36. 地方税連絡キー情報ファイル（524ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部個人課税課、札幌国税局課税一部個人課税課、仙
台国税局課税一部個人課税課、関東信越国税局課税一部個人課税課、東京国税局課税一部個人課税課、金沢国税局課税部個人課税課、名古屋国税局課税一
部個人課税課、大阪国税局課税一部個人課税課、広島国税局課税一部個人課税課、高松国税局課税部個人課税課、福岡国税局課税一部個人課税課、熊本国
税局課税部個人課税課、沖縄国税事務所個人課税課、札幌中税務署、札幌北税務署、札幌南税務署、札幌西税務署、札幌東税務署、函館税務署、

37. 地方税送受信ログ管理ファイル（524ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部個人課税課、札幌国税局課税一部個人課税課、仙
台国税局課税一部個人課税課、関東信越国税局課税一部個人課税課、東京国税局課税一部個人課税課、金沢国税局課税部個人課税課、名古屋国税局課税一
部個人課税課、大阪国税局課税一部個人課税課、広島国税局課税一部個人課税課、高松国税局課税部個人課税課、福岡国税局課税一部個人課税課、熊本国
税局課税部個人課税課、沖縄国税事務所個人課税課、札幌中税務署、札幌北税務署、札幌南税務署、札幌西税務署、札幌東税務署、函館税務署、

38. 電子控除適用者管理ファイル（320ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部個人課税課、札幌国税局課税一部個人課税課、仙
台国税局課税一部個人課税課、関東信越国税局課税一部個人課税課、東京国税局課税一部個人課税課、金沢国税局課税部個人課税課、名古屋国税局課税一
部個人課税課、大阪国税局課税一部個人課税課、広島国税局課税一部個人課税課、高松国税局課税部個人課税課、福岡国税局課税一部個人課税課、熊本国
税局課税部個人課税課、沖縄国税事務所個人課税課、札幌西税務署、札幌北税務署、札幌東税務署、札幌南税務署、函館税務署、岩見沢税務署、

39. 税理士名簿情報ファイル（13ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁長官官房総務課、札幌国税局総務部総務課、仙台国税局
総務部総務課、関東信越国税局総務部総務課、東京国税局総務部総務課、金沢国税局総務部総務課、名古屋国税局総務部総務課、大阪国税局総務部総務課、
広島国税局総務部総務課、高松国税局総務部総務課、福岡国税局総務部総務課、熊本国税局総務部総務課、沖縄国税事務所総務課、麹町税務署、神田税務
署、日本橋税務署、京橋税務署、芝税務署、四谷税務署、麻布税務署、渋谷税務署、新宿税務署、豊島税務署、東税務署、北税務署、福岡税務

40. 税理士関与状況調査票ファイル（12ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁長官官房総務課、札幌国税局総務部総務課、仙台国税局
総務部総務課、関東信越国税局総務部総務課、東京国税局総務部総務課、金沢国税局総務部総務課、名古屋国税局総務部総務課、大阪国税局総務部総務課、
広島国税局総務部総務課、高松国税局総務部総務課、福岡国税局総務部総務課、熊本国税局総務部総務課、沖縄国税事務所総務課 個人情報ファイルの利用
目的： 税理士業務の適正な運営の確保に資する。 記録項目： １税理士番号、２氏

41. 税理士試験一部科目合格者名簿ファイル 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁長官官房人事課 個人情報ファイルの利用目的： 合格科目
を的確に把握し、試験の円滑実施に資する。 記録項目： 氏名、生年月日、合格科目、合格年度 記録範囲： 一部科目合格者 記録情報の収集方法： 本人の申
請 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 国税庁長官官房総務課

42. 事績管理ファイル（13ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部課税総括課、札幌国税局課税第一部課税総括課、
仙台国税局課税第一部課税総括課、関東信越国税局課税第一部課税総括課、東京国税局課税第一部課税総括課、金沢国税局課税部課税総括課、名古屋国税
局課税第一部課税総括課、大阪国税局課税第一部課税総括課、広島国税局課税第一部課税総括課、高松国税局課税部課税総括課、福岡国税局課税第一部課
税総括課、熊本国税局課税部課税総括課、沖縄国税事務所課税総括課 個人情報ファイルの利用目的： 納税義務の適

43. 資料管理ファイル（11ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 札幌国税局課税第一部課税総括課、仙台国税局課税第一部課税
総括課、関東信越国税局課税第一部課税総括課、東京国税局課税第一部課税総括課、金沢国税局課税部課税総括課、名古屋国税局課税第一部課税総括課、
大阪国税局課税第一部課税総括課、広島国税局課税第一部課税総括課、高松国税局課税部課税総括課、熊本国税局課税部課税総括課、沖縄国税事務所課税
総括課 個人情報ファイルの利用目的： 納税義務の適正な履行に資する。 記録項目： 

44. 名寄せ済資料ファイル（524ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部課税総括課 個人情報ファイルの利用目的： 納税義
務の適正な履行に資する。 記録項目： １納税地等番号、２住所コード、３資料最新追加日付、４電話番号、５業種番号、６部門番号、７納税地等区分、８名称（漢
字）、９名称（カナ）、１０納税地等番地以下名称（漢字）、１１納税地等番地以下名称（カナ）、１２補完区分、１３通称、１４屋号名称、１５組織区分、１６郵便番号、１７
青白区分、１８生年月日、１９死亡年月日、２０

45. 合計表入力事績ファイル（523ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部課税総括課 個人情報ファイルの利用目的： 納税義
務の適正な履行に資する。 記録項目： １基本整理番号、２支給人員、３ＭＴ収集区分、４提出有無、５初回提出枚数、６追加提出枚数、７個人以外初回枚数、８個
人以外追加枚数、９災害減免法初回枚数、１０災害減免法追加枚数、１１支払金額、１２源泉徴収税額、１３災害減免法猶予税額、１４ＭＴ収集等、１５追加提出分累
計、１６提出分配当金額、１７株主数、１８配当金総額、１

46. 索引情報ファイル（524ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部課税総括課 個人情報ファイルの利用目的： 納税義
務の適正な履行に資する。 記録項目： １納税地等索引簿分類キー、２納税地等口座、３納税地等区分、４人格 記録範囲： 個人の納税義務者及び源泉徴収義
務者と見込まれる者 記録情報の収集方法： 国税庁の保有する他の個人情報ファイル及び資料せんから作成 記録情報の経常的提供先： － 

47. 個別管理資料ファイル（507ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部課税総括課 個人情報ファイルの利用目的： 納税義
務の適正な履行に資する。 記録項目： １番号、２区分、３局活用区分、４収集共通項目、５収集固有項目、６活用事績、７交付年月日、８交付機械処理年月日、９
処理状況区分、１０異動年月日、１１移行フラグ、１２更新年月日、１３排他用更新件数、１４転出元活用局署番号、１５転出元活用部門番号、１６異動訂正フラグ
記録範囲： 個人の納税義務者及

48. 個人課税台帳（524ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 札幌中税務署、札幌北税務署、札幌南税務署、札幌西税務署、札
幌東税務署、函館税務署、小樽税務署、旭川中税務署、旭川東税務署、室蘭税務署、釧路税務署、帯広税務署、北見税務署、岩見沢税務署、網走税務署、留萌
税務署、苫小牧税務署、稚内税務署、紋別税務署、名寄税務署、根室税務署、滝川税務署、深川税務署、富良野税務署、八雲税務署、江差税務署、倶知安税務
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署、余市税務署、浦河税務署、十勝池田税務署、青森税務署、弘前税務署、八戸税務署、黒石税務署、五所川原税務署、十和田税務署

49. 着眼調査・事後処理事績票（512ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 札幌中税務署、札幌北税務署、札幌南税務署、札幌西税務署、札
幌東税務署、函館税務署、小樽税務署、旭川中税務署、旭川東税務署、室蘭税務署、釧路税務署、帯広税務署、北見税務署、岩見沢税務署、網走税務署、留萌
税務署、苫小牧税務署、稚内税務署、紋別税務署、名寄税務署、根室税務署、滝川税務署、深川税務署、富良野税務署、八雲税務署、江差税務署、倶知安税務
署、余市税務署、浦河税務署、十勝池田税務署、青森税務署、弘前税務署、八戸税務署、黒石税務署、五所川原税務署、十和田税務署

50. 事後処理既未済整理簿（その１）（474ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 札幌中税務署、札幌北税務署、札幌南税務署、札幌西税務署、札
幌東税務署、函館税務署、小樽税務署、旭川中税務署、旭川東税務署、室蘭税務署、釧路税務署、帯広税務署、北見税務署、岩見沢税務署、網走税務署、留萌
税務署、苫小牧税務署、稚内税務署、紋別税務署、名寄税務署、根室税務署、滝川税務署、深川税務署、富良野税務署、八雲税務署、江差税務署、倶知安税務
署、余市税務署、浦河税務署、青森税務署、八戸税務署、盛岡税務署、花巻税務署、仙台北税務署、仙台中税務署、仙台南税務署、秋

51. 事後処理既未済整理簿（その２）（460ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 札幌中税務署、札幌北税務署、札幌南税務署、札幌西税務署、札
幌東税務署、函館税務署、小樽税務署、旭川中税務署、旭川東税務署、室蘭税務署、釧路税務署、帯広税務署、北見税務署、岩見沢税務署、網走税務署、留萌
税務署、苫小牧税務署、稚内税務署、紋別税務署、名寄税務署、根室税務署、滝川税務署、深川税務署、富良野税務署、八雲税務署、江差税務署、倶知安税務
署、余市税務署、浦河税務署、十勝池田税務署、水戸税務署、日立税務署、土浦税務署、古河税務署、下館税務署、竜ヶ崎税務署、太

52. 住宅借入金等特別控除証明関係綴り（524ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 札幌中税務署、札幌北税務署、札幌南税務署、札幌西税務署、札
幌東税務署、函館税務署、小樽税務署、旭川中税務署、旭川東税務署、室蘭税務署、釧路税務署、帯広税務署、北見税務署、岩見沢税務署、網走税務署、留萌
税務署、苫小牧税務署、稚内税務署、紋別税務署、名寄税務署、根室税務署、滝川税務署、深川税務署、富良野税務署、八雲税務署、江差税務署、倶知安税務
署、余市税務署、浦河税務署、十勝池田税務署、青森税務署、弘前税務署、八戸税務署、黒石税務署、五所川原税務署、十和田税務署

53. 所得税の申告等の期限延長申請書（406ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 札幌中税務署、札幌北税務署、札幌南税務署、札幌西税務署、札
幌東税務署、函館税務署、小樽税務署、旭川中税務署、旭川東税務署、室蘭税務署、釧路税務署、帯広税務署、北見税務署、岩見沢税務署、網走税務署、留萌
税務署、苫小牧税務署、稚内税務署、紋別税務署、名寄税務署、根室税務署、滝川税務署、深川税務署、富良野税務署、八雲税務署、江差税務署、倶知安税務
署、余市税務署、浦河税務署、十勝池田税務署、水戸税務署、日立税務署、土浦税務署、古河税務署、下館税務署、竜ヶ崎税務署、太

54. 記帳指導カード（408ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 札幌中税務署、札幌北税務署、札幌南税務署、札幌西税務署、札
幌東税務署、函館税務署、小樽税務署、旭川中税務署、旭川東税務署、室蘭税務署、釧路税務署、帯広税務署、北見税務署、岩見沢税務署、網走税務署、留萌
税務署、苫小牧税務署、稚内税務署、紋別税務署、名寄税務署、根室税務署、滝川税務署、深川税務署、富良野税務署、八雲税務署、江差税務署、倶知安税務
署、余市税務署、浦河税務署、十勝池田税務署、水戸税務署、日立税務署、土浦税務署、古河税務署、下館税務署、竜ヶ崎税務署、太

55. 青色決算書・収支内訳書（524ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 札幌中税務署、札幌北税務署、札幌南税務署、札幌西税務署、札
幌東税務署、函館税務署、小樽税務署、旭川中税務署、旭川東税務署、室蘭税務署、釧路税務署、帯広税務署、北見税務署、岩見沢税務署、網走税務署、留萌
税務署、苫小牧税務署、稚内税務署、紋別税務署、名寄税務署、根室税務署、滝川税務署、深川税務署、富良野税務署、八雲税務署、江差税務署、倶知安税務
署、余市税務署、浦河税務署、十勝池田税務署、青森税務署、弘前税務署、八戸税務署、黒石税務署、五所川原税務署、十和田税務署

56. 繰越損失整理台帳（433ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 札幌中税務署、札幌北税務署、札幌南税務署、札幌西税務署、札
幌東税務署、函館税務署、小樽税務署、旭川中税務署、旭川東税務署、室蘭税務署、釧路税務署、帯広税務署、北見税務署、岩見沢税務署、網走税務署、留萌
税務署、苫小牧税務署、稚内税務署、紋別税務署、名寄税務署、根室税務署、滝川税務署、深川税務署、富良野税務署、八雲税務署、江差税務署、倶知安税務
署、余市税務署、浦河税務署、十勝池田税務署、水戸税務署、日立税務署、土浦税務署、古河税務署、下館税務署、竜ヶ崎税務署、太

57. 住宅借入金（取得）等特別控除管理ファイル（455ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 札幌中税務署、札幌北税務署、札幌南税務署、札幌西税務署、札
幌東税務署、函館税務署、小樽税務署、旭川中税務署、旭川東税務署、室蘭税務署、釧路税務署、帯広税務署、北見税務署、岩見沢税務署、網走税務署、留萌
税務署、苫小牧税務署、稚内税務署、紋別税務署、名寄税務署、根室税務署、滝川税務署、深川税務署、富良野税務署、八雲税務署、江差税務署、倶知安税務
署、余市税務署、浦河税務署、十勝池田税務署、水戸税務署、日立税務署、土浦税務署、古河税務署、下館税務署、竜ヶ崎税務署、太

58. 消費税加算税事績ファイル（168ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部個人課税課、札幌国税局課税一部個人課税課、仙
台国税局課税一部個人課税課、関東信越国税局課税一部個人課税課、東京国税局課税一部個人課税課、金沢国税局課税部個人課税課、名古屋国税局課税一
部個人課税課、大阪国税局課税一部個人課税課、広島国税局課税一部個人課税課、高松国税局課税部個人課税課、福岡国税局課税一部個人課税課、熊本国
税局課税部個人課税課、沖縄国税事務所個人課税課、札幌北税務署、札幌南税務署、札幌西税務署、函館税務署、帯広税務署、盛岡税務署、仙台

59. 課税事績加算税情報ファイル（333ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部個人課税課、札幌国税局課税一部個人課税課、仙
台国税局課税一部個人課税課、関東信越国税局課税一部個人課税課、東京国税局課税一部個人課税課、金沢国税局課税部個人課税課、名古屋国税局課税一
部個人課税課、大阪国税局課税一部個人課税課、広島国税局課税一部個人課税課、高松国税局課税部個人課税課、福岡国税局課税一部個人課税課、熊本国
税局課税部個人課税課、沖縄国税事務所個人課税課、札幌北税務署、札幌南税務署、札幌西税務署、札幌東税務署、函館税務署、旭川東税務署、

60. 納税地等個別情報ファイル（524ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部個人課税課、札幌国税局課税一部個人課税課、仙
台国税局課税一部個人課税課、関東信越国税局課税一部個人課税課、東京国税局課税一部個人課税課、金沢国税局課税部個人課税課、名古屋国税局課税一
部個人課税課、大阪国税局課税一部個人課税課、広島国税局課税一部個人課税課、高松国税局課税部個人課税課、福岡国税局課税一部個人課税課、熊本国
税局課税部個人課税課、沖縄国税事務所個人課税課、札幌中税務署、札幌北税務署、札幌南税務署、札幌西税務署、札幌東税務署、函館税務署、

61. 申請書等事績管理ファイル（524ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部個人課税課、札幌国税局課税一部個人課税課、仙
台国税局課税一部個人課税課、関東信越国税局課税一部個人課税課、東京国税局課税一部個人課税課、金沢国税局課税部個人課税課、名古屋国税局課税一
部個人課税課、大阪国税局課税一部個人課税課、広島国税局課税一部個人課税課、高松国税局課税部個人課税課、福岡国税局課税一部個人課税課、熊本国
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税局課税部個人課税課、沖縄国税事務所個人課税課、札幌中税務署、札幌北税務署、札幌南税務署、札幌西税務署、札幌東税務署、函館税務署、

62. 課税事績情報ファイル（524ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部個人課税課、札幌国税局課税一部個人課税課、仙
台国税局課税一部個人課税課、関東信越国税局課税一部個人課税課、東京国税局課税一部個人課税課、金沢国税局課税部個人課税課、名古屋国税局課税一
部個人課税課、大阪国税局課税一部個人課税課、広島国税局課税一部個人課税課、高松国税局課税部個人課税課、福岡国税局課税一部個人課税課、熊本国
税局課税部個人課税課、沖縄国税事務所個人課税課、札幌中税務署、札幌北税務署、札幌南税務署、札幌西税務署、札幌東税務署、函館税務署、

63. 決算書等損益情報（一般）ファイル（524ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部個人課税課、札幌国税局課税一部個人課税課、仙
台国税局課税一部個人課税課、関東信越国税局課税一部個人課税課、東京国税局課税一部個人課税課、金沢国税局課税部個人課税課、名古屋国税局課税一
部個人課税課、大阪国税局課税一部個人課税課、広島国税局課税一部個人課税課、高松国税局課税部個人課税課、福岡国税局課税一部個人課税課、熊本国
税局課税部個人課税課、沖縄国税事務所個人課税課、札幌中税務署、札幌北税務署、札幌南税務署、札幌西税務署、札幌東税務署、函館税務署、

64. 決算書等損益情報（農業）ファイル（398ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部個人課税課、札幌国税局課税一部個人課税課、仙
台国税局課税一部個人課税課、関東信越国税局課税一部個人課税課、東京国税局課税一部個人課税課、金沢国税局課税部個人課税課、名古屋国税局課税一
部個人課税課、大阪国税局課税一部個人課税課、広島国税局課税一部個人課税課、高松国税局課税部個人課税課、福岡国税局課税一部個人課税課、熊本国
税局課税部個人課税課、沖縄国税事務所個人課税課、札幌北税務署、札幌東税務署、札幌南税務署、函館税務署、八雲税務署、余市税務署、倶知

65. 決算書等損益情報（不動産）ファイル（520ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部個人課税課、札幌国税局課税一部個人課税課、仙
台国税局課税一部個人課税課、関東信越国税局課税一部個人課税課、東京国税局課税一部個人課税課、金沢国税局課税部個人課税課、名古屋国税局課税一
部個人課税課、大阪国税局課税一部個人課税課、広島国税局課税一部個人課税課、高松国税局課税部個人課税課、福岡国税局課税一部個人課税課、熊本国
税局課税部個人課税課、沖縄国税事務所個人課税課、札幌中税務署、札幌北税務署、札幌南税務署、札幌西税務署、札幌東税務署、函館税務署、

66. 消費税届出履歴ファイル（524ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部個人課税課、札幌国税局課税一部個人課税課、仙
台国税局課税一部個人課税課、関東信越国税局課税一部個人課税課、東京国税局課税一部個人課税課、金沢国税局課税部個人課税課、名古屋国税局課税一
部個人課税課、大阪国税局課税一部個人課税課、広島国税局課税一部個人課税課、高松国税局課税部個人課税課、福岡国税局課税一部個人課税課、熊本国
税局課税部個人課税課、沖縄国税事務所個人課税課、札幌中税務署、札幌北税務署、札幌南税務署、札幌西税務署、札幌東税務署、函館税務署、

67. 消費税申告・決議事績ファイル（524ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部個人課税課、札幌国税局課税一部個人課税課、仙
台国税局課税一部個人課税課、関東信越国税局課税一部個人課税課、東京国税局課税一部個人課税課、金沢国税局課税部個人課税課、名古屋国税局課税一
部個人課税課、大阪国税局課税一部個人課税課、広島国税局課税一部個人課税課、高松国税局課税部個人課税課、福岡国税局課税一部個人課税課、熊本国
税局課税部個人課税課、沖縄国税事務所個人課税課、札幌中税務署、札幌北税務署、札幌南税務署、札幌西税務署、札幌東税務署、函館税務署、

68. 消費税中間申告事績ファイル（370ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部個人課税課、札幌国税局課税一部個人課税課、仙
台国税局課税一部個人課税課、関東信越国税局課税一部個人課税課、東京国税局課税一部個人課税課、金沢国税局課税部個人課税課、名古屋国税局課税一
部個人課税課、大阪国税局課税一部個人課税課、広島国税局課税一部個人課税課、高松国税局課税部個人課税課、福岡国税局課税一部個人課税課、熊本国
税局課税部個人課税課、沖縄国税事務所個人課税課、札幌西税務署、札幌北税務署、札幌東税務署、札幌南税務署、函館税務署、旭川東税務署、

69. 課税処理管理情報ファイル（342ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部個人課税課、札幌国税局課税一部個人課税課、仙
台国税局課税一部個人課税課、関東信越国税局課税一部個人課税課、東京国税局課税一部個人課税課、金沢国税局課税部個人課税課、名古屋国税局課税一
部個人課税課、大阪国税局課税一部個人課税課、広島国税局課税一部個人課税課、高松国税局課税部個人課税課、福岡国税局課税一部個人課税課、熊本国
税局課税部個人課税課、沖縄国税事務所個人課税課、麹町税務署、京橋税務署、芝税務署、四谷税務署、麻布税務署、小石川税務署、本郷税務署

70. 課税処理理由情報ファイル（59ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部個人課税課、札幌国税局課税一部個人課税課、仙
台国税局課税一部個人課税課、関東信越国税局課税一部個人課税課、東京国税局課税一部個人課税課、金沢国税局課税部個人課税課、名古屋国税局課税一
部個人課税課、大阪国税局課税一部個人課税課、広島国税局課税一部個人課税課、高松国税局課税部個人課税課、福岡国税局課税一部個人課税課、熊本国
税局課税部個人課税課、沖縄国税事務所個人課税課、札幌北税務署、仙台南税務署、浦和税務署、大宮税務署、川口税務署、西川口税務署、川越

71. 課税事績管理情報ファイル（524ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部個人課税課、札幌国税局課税一部個人課税課、仙
台国税局課税一部個人課税課、関東信越国税局課税一部個人課税課、東京国税局課税一部個人課税課、金沢国税局課税部個人課税課、名古屋国税局課税一
部個人課税課、大阪国税局課税一部個人課税課、広島国税局課税一部個人課税課、高松国税局課税部個人課税課、福岡国税局課税一部個人課税課、熊本国
税局課税部個人課税課、沖縄国税事務所個人課税課、札幌中税務署、札幌北税務署、札幌南税務署、札幌西税務署、札幌東税務署、函館税務署、

72. 決算書等管理情報ファイル（524ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部個人課税課、札幌国税局課税一部個人課税課、仙
台国税局課税一部個人課税課、関東信越国税局課税一部個人課税課、東京国税局課税一部個人課税課、金沢国税局課税部個人課税課、名古屋国税局課税一
部個人課税課、大阪国税局課税一部個人課税課、広島国税局課税一部個人課税課、高松国税局課税部個人課税課、福岡国税局課税一部個人課税課、熊本国
税局課税部個人課税課、沖縄国税事務所個人課税課、札幌中税務署、札幌北税務署、札幌南税務署、札幌西税務署、札幌東税務署、函館税務署、

73. 決算書等給与情報ファイル（524ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部個人課税課、札幌国税局課税一部個人課税課、仙
台国税局課税一部個人課税課、関東信越国税局課税一部個人課税課、東京国税局課税一部個人課税課、金沢国税局課税部個人課税課、名古屋国税局課税一
部個人課税課、大阪国税局課税一部個人課税課、広島国税局課税一部個人課税課、高松国税局課税部個人課税課、福岡国税局課税一部個人課税課、熊本国
税局課税部個人課税課、沖縄国税事務所個人課税課、札幌中税務署、札幌北税務署、札幌南税務署、札幌西税務署、札幌東税務署、函館税務署、

74. 予定納税事績ファイル（413ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部個人課税課、札幌国税局課税一部個人課税課、仙
台国税局課税一部個人課税課、関東信越国税局課税一部個人課税課、東京国税局課税一部個人課税課、金沢国税局課税部個人課税課、名古屋国税局課税一
部個人課税課、大阪国税局課税一部個人課税課、広島国税局課税一部個人課税課、高松国税局課税部個人課税課、福岡国税局課税一部個人課税課、熊本国
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税局課税部個人課税課、沖縄国税事務所個人課税課、札幌北税務署、札幌南税務署、札幌西税務署、札幌東税務署、函館税務署、小樽税務署、旭

75. 新規見込者管理ファイル（417ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部個人課税課、札幌国税局課税一部個人課税課、仙
台国税局課税一部個人課税課、関東信越国税局課税一部個人課税課、東京国税局課税一部個人課税課、金沢国税局課税部個人課税課、名古屋国税局課税一
部個人課税課、大阪国税局課税一部個人課税課、広島国税局課税一部個人課税課、高松国税局課税部個人課税課、福岡国税局課税一部個人課税課、熊本国
税局課税部個人課税課、沖縄国税事務所個人課税課、札幌中税務署、札幌北税務署、札幌南税務署、札幌西税務署、札幌東税務署、函館税務署、

76. 納税相談事績ファイル（2ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部個人課税課、札幌国税局課税一部個人課税課、仙
台国税局課税一部個人課税課、関東信越国税局課税一部個人課税課、東京国税局課税一部個人課税課、金沢国税局課税部個人課税課、名古屋国税局課税一
部個人課税課、大阪国税局課税一部個人課税課、広島国税局課税一部個人課税課、高松国税局課税部個人課税課、福岡国税局課税一部個人課税課、熊本国
税局課税部個人課税課、沖縄国税事務所個人課税課、峰山税務署、草津税務署 個人情報ファイルの利用目的： 納税

77. 申告審理基本情報ファイル（524ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部個人課税課、札幌国税局課税一部個人課税課、仙
台国税局課税一部個人課税課、関東信越国税局課税一部個人課税課、東京国税局課税一部個人課税課、金沢国税局課税部個人課税課、名古屋国税局課税一
部個人課税課、大阪国税局課税一部個人課税課、広島国税局課税一部個人課税課、高松国税局課税部個人課税課、福岡国税局課税一部個人課税課、熊本国
税局課税部個人課税課、沖縄国税事務所個人課税課、札幌中税務署、札幌北税務署、札幌南税務署、札幌西税務署、札幌東税務署、函館税務署、

78. 申告審理条件情報ファイル（524ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部個人課税課、札幌国税局課税一部個人課税課、仙
台国税局課税一部個人課税課、関東信越国税局課税一部個人課税課、東京国税局課税一部個人課税課、金沢国税局課税部個人課税課、名古屋国税局課税一
部個人課税課、大阪国税局課税一部個人課税課、広島国税局課税一部個人課税課、高松国税局課税部個人課税課、福岡国税局課税一部個人課税課、熊本国
税局課税部個人課税課、沖縄国税事務所個人課税課、札幌中税務署、札幌北税務署、札幌南税務署、札幌西税務署、札幌東税務署、函館税務署、

79. 申告審理分析基本情報ファイル（524ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部個人課税課、札幌国税局課税一部個人課税課、仙
台国税局課税一部個人課税課、関東信越国税局課税一部個人課税課、東京国税局課税一部個人課税課、金沢国税局課税部個人課税課、名古屋国税局課税一
部個人課税課、大阪国税局課税一部個人課税課、広島国税局課税一部個人課税課、高松国税局課税部個人課税課、福岡国税局課税一部個人課税課、熊本国
税局課税部個人課税課、沖縄国税事務所個人課税課、札幌中税務署、札幌北税務署、札幌南税務署、札幌西税務署、札幌東税務署、函館税務署、

80. 申告審理分析収入情報ファイル（513ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部個人課税課、札幌国税局課税一部個人課税課、仙
台国税局課税一部個人課税課、関東信越国税局課税一部個人課税課、東京国税局課税一部個人課税課、金沢国税局課税部個人課税課、名古屋国税局課税一
部個人課税課、大阪国税局課税一部個人課税課、広島国税局課税一部個人課税課、高松国税局課税部個人課税課、福岡国税局課税一部個人課税課、熊本国
税局課税部個人課税課、沖縄国税事務所個人課税課、札幌中税務署、札幌北税務署、札幌南税務署、札幌西税務署、札幌東税務署、函館税務署、

81. 事後処理管理ファイル（498ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部個人課税課、札幌国税局課税一部個人課税課、仙
台国税局課税一部個人課税課、関東信越国税局課税一部個人課税課、東京国税局課税一部個人課税課、金沢国税局課税部個人課税課、名古屋国税局課税一
部個人課税課、大阪国税局課税一部個人課税課、広島国税局課税一部個人課税課、高松国税局課税部個人課税課、福岡国税局課税一部個人課税課、熊本国
税局課税部個人課税課、沖縄国税事務所個人課税課、札幌中税務署、札幌北税務署、札幌南税務署、札幌西税務署、札幌東税務署、函館税務署、

82. 調査事績ファイル（143ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部個人課税課、札幌国税局課税一部個人課税課、仙
台国税局課税一部個人課税課、関東信越国税局課税一部個人課税課、東京国税局課税一部個人課税課、金沢国税局課税部個人課税課、名古屋国税局課税一
部個人課税課、大阪国税局課税一部個人課税課、広島国税局課税一部個人課税課、高松国税局課税部個人課税課、福岡国税局課税一部個人課税課、熊本国
税局課税部個人課税課、沖縄国税事務所個人課税課、札幌西税務署、札幌北税務署、札幌南税務署、函館税務署、仙台北税務署、盛岡税務署、浦

83. 課税処理課税情報ファイル（242ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部個人課税課、札幌国税局課税一部個人課税課、仙
台国税局課税一部個人課税課、関東信越国税局課税一部個人課税課、東京国税局課税一部個人課税課、金沢国税局課税部個人課税課、名古屋国税局課税一
部個人課税課、大阪国税局課税一部個人課税課、広島国税局課税一部個人課税課、高松国税局課税部個人課税課、福岡国税局課税一部個人課税課、熊本国
税局課税部個人課税課、沖縄国税事務所個人課税課、札幌西税務署、札幌北税務署、札幌東税務署、札幌南税務署、函館税務署、帯広税務署、仙

84. 調査申告情報ファイル（361ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部個人課税課、札幌国税局課税一部個人課税課、仙
台国税局課税一部個人課税課、関東信越国税局課税一部個人課税課、東京国税局課税一部個人課税課、金沢国税局課税部個人課税課、名古屋国税局課税一
部個人課税課、大阪国税局課税一部個人課税課、広島国税局課税一部個人課税課、高松国税局課税部個人課税課、福岡国税局課税一部個人課税課、熊本国
税局課税部個人課税課、沖縄国税事務所個人課税課、札幌中税務署、札幌北税務署、札幌南税務署、札幌西税務署、札幌東税務署、函館税務署、

85. 調査損益情報（一般）ファイル（276ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部個人課税課、札幌国税局課税一部個人課税課、仙
台国税局課税一部個人課税課、関東信越国税局課税一部個人課税課、東京国税局課税一部個人課税課、金沢国税局課税部個人課税課、名古屋国税局課税一
部個人課税課、大阪国税局課税一部個人課税課、広島国税局課税一部個人課税課、高松国税局課税部個人課税課、福岡国税局課税一部個人課税課、熊本国
税局課税部個人課税課、沖縄国税事務所個人課税課、札幌中税務署、札幌西税務署、札幌北税務署、札幌東税務署、札幌南税務署、函館税務署、

86. 調査損益情報（農業）ファイル（4ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部個人課税課、札幌国税局課税一部個人課税課、仙
台国税局課税一部個人課税課、関東信越国税局課税一部個人課税課、東京国税局課税一部個人課税課、金沢国税局課税部個人課税課、名古屋国税局課税一
部個人課税課、大阪国税局課税一部個人課税課、広島国税局課税一部個人課税課、高松国税局課税部個人課税課、福岡国税局課税一部個人課税課、熊本国
税局課税部個人課税課、沖縄国税事務所個人課税課、甲府税務署、高崎税務署、帯広税務署、豊橋税務署 個人情報ファイルの利用

87. 調査損益情報（不動産）ファイル（62ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部個人課税課、札幌国税局課税一部個人課税課、仙
台国税局課税一部個人課税課、関東信越国税局課税一部個人課税課、東京国税局課税一部個人課税課、金沢国税局課税部個人課税課、名古屋国税局課税一
部個人課税課、大阪国税局課税一部個人課税課、広島国税局課税一部個人課税課、高松国税局課税部個人課税課、福岡国税局課税一部個人課税課、熊本国

7/9ページ電子政府の総合窓口 -個人情報ファイル簿の検索-

2014/09/05http://gkjh.e-gov.go.jp/servlet/Ksearch

- 59 -



税局課税部個人課税課、沖縄国税事務所個人課税課、札幌西税務署、札幌北税務署、札幌南税務署、函館税務署、仙台北税務署、甲府税務署、浦

88. 調査是否認情報ファイル（283ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部個人課税課、札幌国税局課税一部個人課税課、仙
台国税局課税一部個人課税課、関東信越国税局課税一部個人課税課、東京国税局課税一部個人課税課、金沢国税局課税部個人課税課、名古屋国税局課税一
部個人課税課、大阪国税局課税一部個人課税課、広島国税局課税一部個人課税課、高松国税局課税部個人課税課、福岡国税局課税一部個人課税課、熊本国
税局課税部個人課税課、沖縄国税事務所個人課税課、札幌西税務署、札幌北税務署、札幌東税務署、札幌南税務署、函館税務署、岩見沢税務署、

89. 消費税調査処理状態ファイル（524ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部個人課税課、札幌国税局課税一部個人課税課、仙
台国税局課税一部個人課税課、関東信越国税局課税一部個人課税課、東京国税局課税一部個人課税課、金沢国税局課税部個人課税課、名古屋国税局課税一
部個人課税課、大阪国税局課税一部個人課税課、広島国税局課税一部個人課税課、高松国税局課税部個人課税課、福岡国税局課税一部個人課税課、熊本国
税局課税部個人課税課、沖縄国税事務所個人課税課、札幌中税務署、札幌北税務署、札幌南税務署、札幌西税務署、札幌東税務署、函館税務署、

90. 消費税非違内訳ファイル（213ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部個人課税課、札幌国税局課税一部個人課税課、仙
台国税局課税一部個人課税課、関東信越国税局課税一部個人課税課、東京国税局課税一部個人課税課、金沢国税局課税部個人課税課、名古屋国税局課税一
部個人課税課、大阪国税局課税一部個人課税課、広島国税局課税一部個人課税課、高松国税局課税部個人課税課、福岡国税局課税一部個人課税課、熊本国
税局課税部個人課税課、沖縄国税事務所個人課税課、札幌西税務署、札幌北税務署、札幌南税務署、函館税務署、苫小牧税務署、帯広税務署、仙

91. 消費税調査事績ファイル（46ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部個人課税課、札幌国税局課税一部個人課税課、仙
台国税局課税一部個人課税課、関東信越国税局課税一部個人課税課、東京国税局課税一部個人課税課、金沢国税局課税部個人課税課、名古屋国税局課税一
部個人課税課、大阪国税局課税一部個人課税課、広島国税局課税一部個人課税課、高松国税局課税部個人課税課、福岡国税局課税一部個人課税課、熊本国
税局課税部個人課税課、沖縄国税事務所個人課税課、渋谷税務署、立川税務署、成田税務署、川口税務署、川越税務署、所沢税務署、春日部税務

92. 消費税調査事績非違内訳ファイル（41ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部個人課税課、札幌国税局課税一部個人課税課、仙
台国税局課税一部個人課税課、関東信越国税局課税一部個人課税課、東京国税局課税一部個人課税課、金沢国税局課税部個人課税課、名古屋国税局課税一
部個人課税課、大阪国税局課税一部個人課税課、広島国税局課税一部個人課税課、高松国税局課税部個人課税課、福岡国税局課税一部個人課税課、熊本国
税局課税部個人課税課、沖縄国税事務所個人課税課、川口税務署、川越税務署、所沢税務署、春日部税務署、越谷税務署、新潟税務署、立川税務

93. 消費税課税期間口座ファイル（524ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部個人課税課、札幌国税局課税一部個人課税課、仙
台国税局課税一部個人課税課、関東信越国税局課税一部個人課税課、東京国税局課税一部個人課税課、金沢国税局課税部個人課税課、名古屋国税局課税一
部個人課税課、大阪国税局課税一部個人課税課、広島国税局課税一部個人課税課、高松国税局課税部個人課税課、福岡国税局課税一部個人課税課、熊本国
税局課税部個人課税課、沖縄国税事務所個人課税課、札幌中税務署、札幌北税務署、札幌南税務署、札幌西税務署、札幌東税務署、函館税務署、

94. 個別管理情報ファイル（159ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部個人課税課、札幌国税局課税一部個人課税課、仙
台国税局課税一部個人課税課、関東信越国税局課税一部個人課税課、東京国税局課税一部個人課税課、金沢国税局課税部個人課税課、名古屋国税局課税一
部個人課税課、大阪国税局課税一部個人課税課、広島国税局課税一部個人課税課、高松国税局課税部個人課税課、福岡国税局課税一部個人課税課、熊本国
税局課税部個人課税課、沖縄国税事務所個人課税課、仙台北税務署、古川税務署、盛岡税務署、福島税務署、郡山税務署、白河税務署、秋田北税

95. 消費税新規課税事業者ファイル（339ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部個人課税課、札幌国税局課税一部個人課税課、仙
台国税局課税一部個人課税課、関東信越国税局課税一部個人課税課、東京国税局課税一部個人課税課、金沢国税局課税部個人課税課、名古屋国税局課税一
部個人課税課、大阪国税局課税一部個人課税課、広島国税局課税一部個人課税課、高松国税局課税部個人課税課、福岡国税局課税一部個人課税課、熊本国
税局課税部個人課税課、沖縄国税事務所個人課税課、札幌中税務署、札幌西税務署、札幌北税務署、札幌南税務署、函館税務署、八雲税務署、岩

96. 相続税決議書（一般）（375ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 札幌北税務署、札幌南税務署、札幌西税務署、札幌東税務署、函
館税務署、旭川東税務署、帯広税務署、青森税務署、弘前税務署、八戸税務署、十和田税務署、盛岡税務署、宮古税務署、水沢税務署、花巻税務署、一関税務
署、仙台北税務署、仙台中税務署、仙台南税務署、石巻税務署、塩釜税務署、古川税務署、大河原税務署、秋田南税務署、秋田北税務署、大館税務署、本荘税
務署、大曲税務署、山形税務署、米沢税務署、鶴岡税務署、酒田税務署、寒河江税務署、福島税務署、会津若松税務署、郡山税務署、

97. 相続税決議書（納税猶予）（40ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 高崎税務署、川越税務署、大宮税務署、所沢税務署、春日部税務
署、上尾税務署、越谷税務署、長野税務署、岐阜北税務署、岐阜南税務署、大垣税務署、多治見税務署、静岡税務署、清水税務署、浜松西税務署、浜松東税務
署、沼津税務署、富士税務署、藤枝税務署、名古屋西税務署、昭和税務署、熱田税務署、中川税務署、豊橋税務署、岡崎税務署、一宮税務署、半田税務署、津島
税務署、刈谷税務署、豊田税務署、西尾税務署、小牧税務署、四日市税務署、右京税務署、宇治税務署、枚方税務署、茨木税務署、

98. 相続税の選別索引簿（238ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 札幌北税務署、札幌南税務署、札幌西税務署、札幌東税務署、函
館税務署、小樽税務署、旭川中税務署、旭川東税務署、室蘭税務署、釧路税務署、帯広税務署、網走税務署、稚内税務署、紋別税務署、名寄税務署、深川税務
署、江差税務署、倶知安税務署、余市税務署、千葉東税務署、千葉南税務署、千葉西税務署、銚子税務署、市川税務署、木更津税務署、松戸税務署、佐原税務
署、成田税務署、東金税務署、柏税務署、麹町税務署、神田税務署、日本橋税務署、芝税務署、品川税務署、四谷税務署、新宿税務署

99. 高額所得者カード（3ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 目黒税務署、藤沢税務署、高知税務署 個人情報ファイルの利用
目的： 納税義務の適正な履行に資する。 記録項目： １年分、２納税義務者住所、３納税義務者氏名、４整理番号、５所得の種類、６収入金額、７所得金額、８所得
の生ずる場所、９財産又は債務の種類、10財産又は債務の細目、11財産の価額又は債務の価額 記録範囲： 相続税の納税義務が見込まれる者 記録情報の収
集方法： 

100. 高額譲渡者カード（53ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 札幌北税務署、札幌南税務署、札幌西税務署、札幌東税務署、目
黒税務署、藤沢税務署、大津税務署、近江八幡税務署、草津税務署、上京税務署、左京税務署、東山税務署、下京税務署、右京税務署、伏見税務署、福知山税
務署、宇治税務署、園部税務署、旭税務署、城東税務署、阿倍野税務署、住吉税務署、東住吉税務署、東淀川税務署、堺税務署、岸和田税務署、豊能税務署、吹
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田税務署、泉大津税務署、枚方税務署、茨木税務署、八尾税務署、泉佐野税務署、富田林税務署、門真税務署、東大阪税務署、灘税

全件詳細表示 選択詳細表示 次の86件

Copyright © Ministry of Internal Affairs and Communications All Rights Reserved.
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9/9ページ電子政府の総合窓口 -個人情報ファイル簿の検索-

2014/09/05http://gkjh.e-gov.go.jp/servlet/Ksearch

- 61 -



e-Gov home >  検索条件入力 > 検索結果

個人情報ファイル簿の検索

検索画面へ戻る

検索結果一覧

検索キーワード 指定なし 

府省 国税庁

上記の検索条件で 186 件ヒットしました。101件から186件を表示
詳細を見るには、番号横のチェックボックスをチェックし、詳細表示をクリックして下さい。

全件詳細表示 選択詳細表示 前の100件

凡例 個人情報ファイルの名称 府省名

行政機関の名称：行政機関の名称（全角２０文字以内） 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称：個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称（全角５，０００文字以内） 個人情報ファイルの利用目的：個人情報ファイルの利用目的（全角２５０文字以内） 記録項目：記録項目（全
角５，０００文字以内） 記録範囲：記録範囲（全角５００文字以内） 記録情報の収集方法：記録情報の収集方法（全角１５０文字以内）・・・・先頭３００字までを表示

101. 納税猶予整理簿（贈与税）（12ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 盛岡税務署、水沢税務署、一関税務署、築館税務署、佐沼税務
署、横手税務署、大曲税務署、福島税務署、白河税務署、須賀川税務署、相馬税務署、二本松税務署 個人情報ファイルの利用目的： 納税義務の適正な履行に
資する。 記録項目： １ 受贈者整理番号、２ 受贈者住所、３ 受贈者氏名、４ 贈与者整理番号、５ 贈与者住所、６ 贈与者氏名、７ 担保の提供状況、８ 作成
年月日、９ 整理簿番号、10 贈与年月日、11 納税猶予額、

102. 贈与税の特例適用者索引簿（139ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 札幌北税務署、札幌南税務署、札幌西税務署、札幌東税務署、函
館税務署、小樽税務署、旭川中税務署、旭川東税務署、室蘭税務署、釧路税務署、帯広税務署、北見税務署、苫小牧税務署、八戸税務署、仙台中税務署、千葉
東税務署、千葉南税務署、銚子税務署、市川税務署、松戸税務署、茂原税務署、成田税務署、東金税務署、柏税務署、京橋税務署、芝税務署、麻布税務署、品川
税務署、四谷税務署、新宿税務署、小石川税務署、本郷税務署、東京上野税務署、本所税務署、向島税務署、江東西税務署、荏原税

103. 取得価額引継整理票（207ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 盛岡税務署、仙台北税務署、仙台中税務署、仙台南税務署、古川
税務署、秋田南税務署、山形税務署、鶴岡税務署、郡山税務署、土浦税務署、竜ヶ崎税務署、宇都宮税務署、栃木税務署、前橋税務署、高崎税務署、伊勢崎税務
署、館林税務署、川越税務署、熊谷税務署、川口税務署、西川口税務署、浦和税務署、大宮税務署、行田税務署、所沢税務署、春日部税務署、上尾税務署、越谷
税務署、朝霞税務署、新潟税務署、長岡税務署、三条税務署、新発田税務署、巻税務署、長野税務署、松本税務署、上田税務署、

104. 租税特別措置法第40条承認申請事案管理システム（295ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部資産課税課、札幌国税局課税第一部資産課税課、
仙台国税局課税第一部資産課税課、関東信越国税局課税第一部資産課税課、東京国税局課税第一部資産課税課、金沢国税局課税部資産課税課、名古屋国税
局課税第一部資産課税課、大阪国税局課税第一部資産課税課、広島国税局課税第一部資産課税課、高松国税局課税部資産課税課、福岡国税局課税第一部資
産課税課、熊本国税局課税部資産課税課、沖縄国税事務所資産課税課、千葉東税務署、千葉南税務署、千葉西税務署、銚子税務署、市川税務署、

105. 贈与税申告情報ファイル（468ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部資産課税課、札幌国税局課税一部資産課税課、仙
台国税局課税一部資産課税課、関東信越国税局課税一部資産課税課、東京国税局課税一部資産課税課、金沢国税局課税部資産課税課、名古屋国税局課税一
部資産課税課、大阪国税局課税一部資産課税課、広島国税局課税一部資産課税課、高松国税局課税部資産課税課、福岡国税局課税一部資産課税課、熊本国
税局課税部資産課税課、沖縄国税事務所資産課税課、札幌中税務署、札幌北税務署、札幌南税務署、札幌西税務署、札幌東税務署、函館税務署、

106. 贈与特例情報ファイル（190ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部資産課税課、札幌国税局課税一部資産課税課、仙
台国税局課税一部資産課税課、関東信越国税局課税一部資産課税課、東京国税局課税一部資産課税課、金沢国税局課税部資産課税課、名古屋国税局課税一
部資産課税課、大阪国税局課税一部資産課税課、広島国税局課税一部資産課税課、高松国税局課税部資産課税課、福岡国税局課税一部資産課税課、熊本国
税局課税部資産課税課、沖縄国税事務所資産課税課、札幌西税務署、札幌北税務署、札幌東税務署、札幌南税務署、函館税務署、旭川東税務署、

107. 相続税申告情報ファイル（403ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部資産課税課、札幌国税局課税一部資産課税課、仙
台国税局課税一部資産課税課、関東信越国税局課税一部資産課税課、東京国税局課税一部資産課税課、金沢国税局課税部資産課税課、名古屋国税局課税一
部資産課税課、大阪国税局課税一部資産課税課、広島国税局課税一部資産課税課、高松国税局課税部資産課税課、福岡国税局課税一部資産課税課、熊本国
税局課税部資産課税課、沖縄国税事務所資産課税課、札幌中税務署、札幌北税務署、札幌南税務署、札幌西税務署、札幌東税務署、函館税務署、

108. 継続管理対象者情報ファイル（239ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部資産課税課、札幌国税局課税一部資産課税課、仙
台国税局課税一部資産課税課、関東信越国税局課税一部資産課税課、東京国税局課税一部資産課税課、金沢国税局課税部資産課税課、名古屋国税局課税一
部資産課税課、大阪国税局課税一部資産課税課、広島国税局課税一部資産課税課、高松国税局課税部資産課税課、福岡国税局課税一部資産課税課、熊本国
税局課税部資産課税課、沖縄国税事務所資産課税課、札幌北税務署、仙台北税務署、仙台南税務署、古川税務署、築館税務署、佐沼税務署、盛岡

e-Gov（イーガブ）は総務省が運営する総合的な行政ポータルサイトです
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109. 譲渡事案情報ファイル（524ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部資産課税課、札幌国税局課税一部資産課税課、仙
台国税局課税一部資産課税課、関東信越国税局課税一部資産課税課、東京国税局課税一部資産課税課、金沢国税局課税部資産課税課、名古屋国税局課税一
部資産課税課、大阪国税局課税一部資産課税課、広島国税局課税一部資産課税課、高松国税局課税部資産課税課、福岡国税局課税一部資産課税課、熊本国
税局課税部資産課税課、沖縄国税事務所資産課税課、札幌中税務署、札幌北税務署、札幌南税務署、札幌西税務署、札幌東税務署、函館税務署、

110. 譲渡者住所情報ファイル（524ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部資産課税課、札幌国税局課税一部資産課税課、仙
台国税局課税一部資産課税課、関東信越国税局課税一部資産課税課、東京国税局課税一部資産課税課、金沢国税局課税部資産課税課、名古屋国税局課税一
部資産課税課、大阪国税局課税一部資産課税課、広島国税局課税一部資産課税課、高松国税局課税部資産課税課、福岡国税局課税一部資産課税課、熊本国
税局課税部資産課税課、沖縄国税事務所資産課税課、札幌中税務署、札幌北税務署、札幌南税務署、札幌西税務署、札幌東税務署、函館税務署、

111. 譲渡申告審理情報ファイル（523ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部資産課税課、札幌国税局課税一部資産課税課、仙
台国税局課税一部資産課税課、関東信越国税局課税一部資産課税課、東京国税局課税一部資産課税課、金沢国税局課税部資産課税課、名古屋国税局課税一
部資産課税課、大阪国税局課税一部資産課税課、広島国税局課税一部資産課税課、高松国税局課税部資産課税課、福岡国税局課税一部資産課税課、熊本国
税局課税部資産課税課、沖縄国税事務所資産課税課、札幌中税務署、札幌北税務署、札幌南税務署、札幌西税務署、札幌東税務署、函館税務署、

112. 譲渡調査事績情報ファイル（124ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部資産課税課、札幌国税局課税一部資産課税課、仙
台国税局課税一部資産課税課、関東信越国税局課税一部資産課税課、東京国税局課税一部資産課税課、金沢国税局課税部資産課税課、名古屋国税局課税一
部資産課税課、大阪国税局課税一部資産課税課、広島国税局課税一部資産課税課、高松国税局課税部資産課税課、福岡国税局課税一部資産課税課、熊本国
税局課税部資産課税課、沖縄国税事務所資産課税課、札幌西税務署、札幌北税務署、札幌南税務署、帯広税務署、浦和税務署、大宮税務署、上尾

113. 譲渡調査事績明細情報ファイル（273ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部資産課税課、札幌国税局課税一部資産課税課、仙
台国税局課税一部資産課税課、関東信越国税局課税一部資産課税課、東京国税局課税一部資産課税課、金沢国税局課税部資産課税課、名古屋国税局課税一
部資産課税課、大阪国税局課税一部資産課税課、広島国税局課税一部資産課税課、高松国税局課税部資産課税課、福岡国税局課税一部資産課税課、熊本国
税局課税部資産課税課、沖縄国税事務所資産課税課、札幌西税務署、札幌北税務署、札幌東税務署、札幌南税務署、函館税務署、岩見沢税務署、

114. 贈与基本情報ファイル（508ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部資産課税課、札幌国税局課税一部資産課税課、仙
台国税局課税一部資産課税課、関東信越国税局課税一部資産課税課、東京国税局課税一部資産課税課、金沢国税局課税部資産課税課、名古屋国税局課税一
部資産課税課、大阪国税局課税一部資産課税課、広島国税局課税一部資産課税課、高松国税局課税部資産課税課、福岡国税局課税一部資産課税課、熊本国
税局課税部資産課税課、沖縄国税事務所資産課税課、札幌中税務署、札幌北税務署、札幌南税務署、札幌西税務署、札幌東税務署、函館税務署、

115. 贈与受贈者情報ファイル（513ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部資産課税課、札幌国税局課税一部資産課税課、仙
台国税局課税一部資産課税課、関東信越国税局課税一部資産課税課、東京国税局課税一部資産課税課、金沢国税局課税部資産課税課、名古屋国税局課税一
部資産課税課、大阪国税局課税一部資産課税課、広島国税局課税一部資産課税課、高松国税局課税部資産課税課、福岡国税局課税一部資産課税課、熊本国
税局課税部資産課税課、沖縄国税事務所資産課税課、札幌中税務署、札幌北税務署、札幌南税務署、札幌西税務署、札幌東税務署、函館税務署、

116. 贈与事案情報ファイル（498ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部資産課税課、札幌国税局課税一部資産課税課、仙
台国税局課税一部資産課税課、関東信越国税局課税一部資産課税課、東京国税局課税一部資産課税課、金沢国税局課税部資産課税課、名古屋国税局課税一
部資産課税課、大阪国税局課税一部資産課税課、広島国税局課税一部資産課税課、高松国税局課税部資産課税課、福岡国税局課税一部資産課税課、熊本国
税局課税部資産課税課、沖縄国税事務所資産課税課、札幌中税務署、札幌北税務署、札幌南税務署、札幌西税務署、札幌東税務署、函館税務署、

117. 財産取得者情報ファイル（345ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部資産課税課、札幌国税局課税一部資産課税課、仙
台国税局課税一部資産課税課、関東信越国税局課税一部資産課税課、東京国税局課税一部資産課税課、金沢国税局課税部資産課税課、名古屋国税局課税一
部資産課税課、大阪国税局課税一部資産課税課、広島国税局課税一部資産課税課、高松国税局課税部資産課税課、福岡国税局課税一部資産課税課、熊本国
税局課税部資産課税課、沖縄国税事務所資産課税課、札幌西税務署、札幌北税務署、札幌東税務署、札幌南税務署、函館税務署、旭川東税務署、

118. 株式人格情報ファイル（412ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部資産課税課、札幌国税局課税一部資産課税課、仙
台国税局課税一部資産課税課、関東信越国税局課税一部資産課税課、東京国税局課税一部資産課税課、金沢国税局課税部資産課税課、名古屋国税局課税一
部資産課税課、大阪国税局課税一部資産課税課、広島国税局課税一部資産課税課、高松国税局課税部資産課税課、福岡国税局課税一部資産課税課、熊本国
税局課税部資産課税課、沖縄国税事務所資産課税課、札幌中税務署、札幌西税務署、札幌北税務署、札幌東税務署、札幌南税務署、函館税務署、

119. 株式申告明細情報ファイル（488ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部資産課税課、札幌国税局課税一部資産課税課、仙
台国税局課税一部資産課税課、関東信越国税局課税一部資産課税課、東京国税局課税一部資産課税課、金沢国税局課税部資産課税課、名古屋国税局課税一
部資産課税課、大阪国税局課税一部資産課税課、広島国税局課税一部資産課税課、高松国税局課税部資産課税課、福岡国税局課税一部資産課税課、熊本国
税局課税部資産課税課、沖縄国税事務所資産課税課、札幌中税務署、札幌西税務署、札幌北税務署、札幌東税務署、札幌南税務署、函館税務署、

120. 株式年分情報ファイル（523ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部資産課税課、札幌国税局課税一部資産課税課、仙
台国税局課税一部資産課税課、関東信越国税局課税一部資産課税課、東京国税局課税一部資産課税課、金沢国税局課税部資産課税課、名古屋国税局課税一
部資産課税課、大阪国税局課税一部資産課税課、広島国税局課税一部資産課税課、高松国税局課税部資産課税課、福岡国税局課税一部資産課税課、熊本国
税局課税部資産課税課、沖縄国税事務所資産課税課、札幌中税務署、札幌北税務署、札幌南税務署、札幌西税務署、札幌東税務署、函館税務署、

121. 株式人格履歴情報ファイル（16ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部資産課税課、札幌国税局課税一部資産課税課、仙
台国税局課税一部資産課税課、関東信越国税局課税一部資産課税課、東京国税局課税一部資産課税課、金沢国税局課税部資産課税課、名古屋国税局課税一
部資産課税課、大阪国税局課税一部資産課税課、広島国税局課税一部資産課税課、高松国税局課税部資産課税課、福岡国税局課税一部資産課税課、熊本国
税局課税部資産課税課、沖縄国税事務所資産課税課、相模原税務署、東金税務署、川口税務署、春日部税務署、新潟税務署、堺税務署、昭和税務
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122. 株式申告情報ファイル（484ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部資産課税課、札幌国税局課税一部資産課税課、仙
台国税局課税一部資産課税課、関東信越国税局課税一部資産課税課、東京国税局課税一部資産課税課、金沢国税局課税部資産課税課、名古屋国税局課税一
部資産課税課、大阪国税局課税一部資産課税課、広島国税局課税一部資産課税課、高松国税局課税部資産課税課、福岡国税局課税一部資産課税課、熊本国
税局課税部資産課税課、沖縄国税事務所資産課税課、札幌中税務署、札幌西税務署、札幌北税務署、札幌東税務署、札幌南税務署、函館税務署、

123. 譲渡申告書明細情報ファイル（510ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部資産課税課、札幌国税局課税一部資産課税課、仙
台国税局課税一部資産課税課、関東信越国税局課税一部資産課税課、東京国税局課税一部資産課税課、金沢国税局課税部資産課税課、名古屋国税局課税一
部資産課税課、大阪国税局課税一部資産課税課、広島国税局課税一部資産課税課、高松国税局課税部資産課税課、福岡国税局課税一部資産課税課、熊本国
税局課税部資産課税課、沖縄国税事務所資産課税課、札幌中税務署、札幌北税務署、札幌南税務署、札幌西税務署、札幌東税務署、函館税務署、

124. 譲渡申告書情報ファイル（508ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部資産課税課、札幌国税局課税一部資産課税課、仙
台国税局課税一部資産課税課、関東信越国税局課税一部資産課税課、東京国税局課税一部資産課税課、金沢国税局課税部資産課税課、名古屋国税局課税一
部資産課税課、大阪国税局課税一部資産課税課、広島国税局課税一部資産課税課、高松国税局課税部資産課税課、福岡国税局課税一部資産課税課、熊本国
税局課税部資産課税課、沖縄国税事務所資産課税課、札幌中税務署、札幌北税務署、札幌南税務署、札幌西税務署、札幌東税務署、函館税務署、

125. 相続税更正決定情報ファイル（26ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部資産課税課、札幌国税局課税一部資産課税課、仙
台国税局課税一部資産課税課、関東信越国税局課税一部資産課税課、東京国税局課税一部資産課税課、金沢国税局課税部資産課税課、名古屋国税局課税一
部資産課税課、大阪国税局課税一部資産課税課、広島国税局課税一部資産課税課、高松国税局課税部資産課税課、福岡国税局課税一部資産課税課、熊本国
税局課税部資産課税課、沖縄国税事務所資産課税課、浦和税務署、大宮税務署、川口税務署、川越税務署、春日部税務署、越谷税務署、世田谷税

126. 相続税加算税情報ファイル（27ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部資産課税課、札幌国税局課税一部資産課税課、仙
台国税局課税一部資産課税課、関東信越国税局課税一部資産課税課、東京国税局課税一部資産課税課、金沢国税局課税部資産課税課、名古屋国税局課税一
部資産課税課、大阪国税局課税一部資産課税課、広島国税局課税一部資産課税課、高松国税局課税部資産課税課、福岡国税局課税一部資産課税課、熊本国
税局課税部資産課税課、沖縄国税事務所資産課税課、玉川税務署、武蔵野税務署、松戸税務署、浦和税務署、川口税務署、川越税務署、所沢税務

127. 代表者家族情報ファイル（360ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部法人課税課、札幌国税局課税第二部法人課税課、
仙台国税局課税第二部法人課税課、関東信越国税局課税第二部法人課税課、東京国税局課税第二部法人課税課、金沢国税局課税部法人課税課、名古屋国税
局課税第二部法人課税課、大阪国税局課税第二部法人課税課、広島国税局課税第二部法人課税課、高松国税局課税部法人課税課、福岡国税局課税第二部法
人課税課、熊本国税局課税部法人課税課、沖縄国税事務所法人課税課、札幌中税務署、札幌西税務署、札幌北税務署、札幌東税務署、札幌南税務

128. 代表者配偶者情報ファイル（184ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部法人課税課、札幌国税局課税第二部法人課税課、
仙台国税局課税第二部法人課税課、関東信越国税局課税第二部法人課税課、東京国税局課税第二部法人課税課、金沢国税局課税部法人課税課、名古屋国税
局課税第二部法人課税課、大阪国税局課税第二部法人課税課、広島国税局課税第二部法人課税課、高松国税局課税部法人課税課、福岡国税局課税第二部法
人課税課、熊本国税局課税部法人課税課、沖縄国税事務所法人課税課、浦和税務署、朝霞税務署、大宮税務署、上尾税務署、川口税務署、西川口

129. 非課税貯蓄限度額管理ファイル（524ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部法人課税課、札幌国税局課税第二部法人課税課、
仙台国税局課税第二部法人課税課、関東信越国税局課税第二部法人課税課、東京国税局課税第二部法人課税課、金沢国税局課税部法人課税課、名古屋国税
局課税第二部法人課税課、大阪国税局課税第二部法人課税課、広島国税局課税第二部法人課税課、高松国税局課税部法人課税課、福岡国税局課税第二部法
人課税課、熊本国税局課税部法人課税課、沖縄国税事務所法人課税課、札幌中税務署、札幌北税務署、札幌南税務署、札幌西税務署、札幌東税務

130. 源泉徴収義務者ファイル（524ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部法人課税課、札幌国税局課税第二部法人課税課、
仙台国税局課税第二部法人課税課、関東信越国税局課税第二部法人課税課、東京国税局課税第二部法人課税課、金沢国税局課税部法人課税課、名古屋国税
局課税第二部法人課税課、大阪国税局課税第二部法人課税課、広島国税局課税第二部法人課税課、高松国税局課税部法人課税課、福岡国税局課税第二部法
人課税課、熊本国税局課税部法人課税課、沖縄国税事務所法人課税課、札幌中税務署、札幌北税務署、札幌南税務署、札幌西税務署、札幌東税務

131. 酒類販売業免許関係システム（19ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 成田税務署、甲府税務署、金沢税務署、豊橋税務署、堺税務署、
姫路税務署、奈良税務署、鳥取税務署、松江税務署、岡山東税務署、広島東税務署、西条税務署、山口税務署、徳島税務署、高松税務署、松山税務署、高知税
務署、大分税務署、宮崎税務署、延岡税務署、鹿児島税務署、大島税務署、加治木税務署、那覇税務署、沖縄税務署 個人情報ファイルの利用目的： 納税義務
の適正な履行及び酒類業の健全な発達に資する。 記録項目： １整理番号、

132. 酒類販売管理研修受講者名簿（12ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部酒税課、札幌国税局課税第二部酒類業調整官、仙
台国税局課税第二部酒類業調整官、関東信越国税局課税第二部酒類業調整官、東京国税局課税第二部酒税課、金沢国税局課税部酒類業調整官、名古屋国税
局課税第二部酒類業調整官、大阪国税局課税第二部酒類業調整官、高松国税局課税部酒税課、福岡国税局課税第二部酒税課、熊本国税局課税部酒税課、沖
縄国税事務所酒類業調整官 個人情報ファイルの利用目的： 納税義務の適正な履行及び酒類業の健全な発達に資する

133. 酒類業者ファイル（498ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部酒税課、札幌国税局課税第二部酒税課、仙台国税
局課税第二部酒税課、関東信越国税局課税第二部酒税課、東京国税局課税第二部酒税課、金沢国税局課税部酒税課、名古屋国税局課税第二部酒税課、大阪
国税局課税第二部酒税課、広島国税局課税第二部酒税課、高松国税局課税部酒税課、福岡国税局課税第二部酒税課、熊本国税局課税部酒税課、沖縄国税事
務所間税課、札幌北税務署、函館税務署、旭川中税務署、帯広税務署、青森税務署、弘前税務署、八戸税務署、黒石税務署、五所川原税務署、十

134. 酒類免許場ファイル（498ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部酒税課、札幌国税局課税第二部酒税課、仙台国税
局課税第二部酒税課、関東信越国税局課税第二部酒税課、東京国税局課税第二部酒税課、金沢国税局課税部酒税課、名古屋国税局課税第二部酒税課、大阪
国税局課税第二部酒税課、広島国税局課税第二部酒税課、高松国税局課税部酒税課、福岡国税局課税第二部酒税課、熊本国税局課税部酒税課、沖縄国税事
務所間税課、札幌北税務署、函館税務署、旭川中税務署、帯広税務署、青森税務署、弘前税務署、八戸税務署、黒石税務署、五所川原税務署、十
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135. 酒類販売管理者ファイル（498ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部酒税課、札幌国税局課税第二部酒税課、仙台国税
局課税第二部酒税課、関東信越国税局課税第二部酒税課、東京国税局課税第二部酒税課、金沢国税局課税部酒税課、名古屋国税局課税第二部酒税課、大阪
国税局課税第二部酒税課、広島国税局課税第二部酒税課、高松国税局課税部酒税課、福岡国税局課税第二部酒税課、熊本国税局課税部酒税課、沖縄国税事
務所間税課、札幌北税務署、函館税務署、旭川中税務署、帯広税務署、青森税務署、弘前税務署、八戸税務署、黒石税務署、五所川原税務署、十

136. 印紙税過誤納確認充当請求ファイル（2ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部消費税室、札幌国税局課税二部消費税課、仙台国
税局課税二部消費税課、関東信越国税局課税二部消費税課、東京国税局課税二部消費税課、金沢国税局課税部消費税課、名古屋国税局課税二部消費税課、
大阪国税局課税二部消費税課、広島国税局課税二部消費税課、高松国税局課税部消費税課、福岡国税局課税二部消費税課、熊本国税局課税部消費税課、沖
縄国税事務所間税課、札幌北税務署、仙台北税務署 個人情報ファイルの利用目的： 納税義務の適正な履行に資する

137. 印紙税過誤納確認充当請求明細ファイル（3ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部消費税室、札幌国税局課税二部消費税課、仙台国
税局課税二部消費税課、関東信越国税局課税二部消費税課、東京国税局課税二部消費税課、金沢国税局課税部消費税課、名古屋国税局課税二部消費税課、
大阪国税局課税二部消費税課、広島国税局課税二部消費税課、高松国税局課税部消費税課、福岡国税局課税二部消費税課、熊本国税局課税部消費税課、沖
縄国税事務所間税課、札幌北税務署、仙台北税務署、仙台南税務署 個人情報ファイルの利用目的： 納税義務の適正

138. 原本情報ファイル（488ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部消費税室、札幌国税局課税二部消費税課、仙台国
税局課税二部消費税課、関東信越国税局課税二部消費税課、東京国税局課税二部消費税課、金沢国税局課税部消費税課、名古屋国税局課税二部消費税課、
大阪国税局課税二部消費税課、広島国税局課税二部消費税課、高松国税局課税部消費税課、福岡国税局課税二部消費税課、熊本国税局課税部消費税課、沖
縄国税事務所間税課、札幌北税務署、札幌南税務署、札幌西税務署、札幌東税務署、函館税務署、小樽税務署、旭川中税務署、旭川東税務署、室

139. 代理受領者情報ファイル（179ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁課税部消費税室、札幌国税局課税二部消費税課、仙台国
税局課税二部消費税課、関東信越国税局課税二部消費税課、東京国税局課税二部消費税課、金沢国税局課税部消費税課、名古屋国税局課税二部消費税課、
大阪国税局課税二部消費税課、広島国税局課税二部消費税課、高松国税局課税部消費税課、福岡国税局課税二部消費税課、熊本国税局課税部消費税課、沖
縄国税事務所間税課、札幌中税務署、札幌北税務署、札幌東税務署、札幌南税務署、函館税務署、旭川中税務署、旭川東税務署、名寄税務署、苫

140. 支払決議書（524ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 札幌国税局徴収部管理課、仙台国税局徴収部管理課、関東信越
国税局徴収部管理課、東京国税局徴収部管理課、金沢国税局徴収部管理課、名古屋国税局徴収部管理課、大阪国税局徴収部管理課、広島国税局徴収部管理
課、高松国税局徴収部管理課、福岡国税局徴収部管理課、熊本国税局徴収部管理課、沖縄国税事務所徴収課、札幌国税局徴収部特別整理第一部門、仙台国税
局徴収部特別整理第一部門、関東信越国税局徴収部特別整理総括課、東京国税局徴収部特別整理総括第一課、金沢国税局徴収部統括国税徴収官

141. 延納・物納事務管理システム（473ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 札幌国税局徴収部管理課、仙台国税局徴収部管理課、関東信越
国税局徴収部管理課、東京国税局徴収部管理課、金沢国税局徴収部管理課、名古屋国税局徴収部管理課、大阪国税局徴収部管理課、広島国税局徴収部管理
課、高松国税局徴収部管理課、福岡国税局徴収部管理課、熊本国税局徴収部管理課、沖縄国税事務所徴収課、関東信越国税局徴収部納税管理官、東京国税局
徴収部納税管理官、名古屋国税局徴収部納税管理官、大阪国税局徴収部納税管理官、札幌中税務署、札幌北税務署、札幌南税務署、札幌西税務

142. 債権管理ファイル（536ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁徴収部管理課、札幌国税局徴収部管理課、仙台国税局徴
収部管理課、関東信越国税局徴収部管理課、東京国税局徴収部管理課、金沢国税局徴収部管理課、名古屋国税局徴収部管理課、大阪国税局徴収部管理課、広
島国税局徴収部管理課、高松国税局徴収部管理課、福岡国税局徴収部管理課、熊本国税局徴収部管理課、沖縄国税事務所徴収課、札幌国税局徴収部特別整
理第一部門、仙台国税局徴収部特別整理第一部門、関東信越国税局徴収部特別整理総括課、東京国税局徴収部特別整理総括第一課、金沢国税局

143. 未到来債権管理ファイル（102ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁徴収部管理課、札幌国税局徴収部管理課、仙台国税局徴
収部管理課、関東信越国税局徴収部管理課、東京国税局徴収部管理課、金沢国税局徴収部管理課、名古屋国税局徴収部管理課、大阪国税局徴収部管理課、広
島国税局徴収部管理課、高松国税局徴収部管理課、福岡国税局徴収部管理課、熊本国税局徴収部管理課、沖縄国税事務所徴収課、築館税務署、佐沼税務署、
盛岡税務署、水沢税務署、一関税務署、福島税務署、郡山税務署、相馬税務署、大曲税務署、八戸税務署、浦和税務署、朝霞税務署、大宮税

144. 還付管理ファイル（536ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁徴収部管理課、札幌国税局徴収部管理課、仙台国税局徴
収部管理課、関東信越国税局徴収部管理課、東京国税局徴収部管理課、金沢国税局徴収部管理課、名古屋国税局徴収部管理課、大阪国税局徴収部管理課、広
島国税局徴収部管理課、高松国税局徴収部管理課、福岡国税局徴収部管理課、熊本国税局徴収部管理課、沖縄国税事務所徴収課、札幌国税局徴収部特別整
理第一部門、仙台国税局徴収部特別整理第一部門、関東信越国税局徴収部特別整理総括課、東京国税局徴収部特別整理総括第一課、金沢国税局

145. 債権管理基本情報ファイル（536ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁徴収部管理課、札幌国税局徴収部管理課、仙台国税局徴
収部管理課、関東信越国税局徴収部管理課、東京国税局徴収部管理課、金沢国税局徴収部管理課、名古屋国税局徴収部管理課、大阪国税局徴収部管理課、広
島国税局徴収部管理課、高松国税局徴収部管理課、福岡国税局徴収部管理課、熊本国税局徴収部管理課、沖縄国税事務所徴収課、札幌国税局徴収部特別整
理第一部門、仙台国税局徴収部特別整理第一部門、関東信越国税局徴収部特別整理総括課、東京国税局徴収部特別整理総括第一課、金沢国税局

146. 振替管理ファイル（524ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁徴収部管理課、札幌国税局徴収部管理課、仙台国税局徴
収部管理課、関東信越国税局徴収部管理課、東京国税局徴収部管理課、金沢国税局徴収部管理課、名古屋国税局徴収部管理課、大阪国税局徴収部管理課、広
島国税局徴収部管理課、高松国税局徴収部管理課、福岡国税局徴収部管理課、熊本国税局徴収部管理課、沖縄国税事務所徴収課、札幌中税務署、札幌北税務
署、札幌南税務署、札幌西税務署、札幌東税務署、函館税務署、小樽税務署、旭川中税務署、旭川東税務署、室蘭税務署、釧路税務署、帯広

147. 還付金支払先管理ファイル（525ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 東京国税局徴収部管理課、札幌中税務署、札幌北税務署、札幌南
税務署、札幌西税務署、札幌東税務署、函館税務署、小樽税務署、旭川中税務署、旭川東税務署、室蘭税務署、釧路税務署、帯広税務署、北見税務署、岩見沢
税務署、網走税務署、留萌税務署、苫小牧税務署、稚内税務署、紋別税務署、名寄税務署、根室税務署、滝川税務署、深川税務署、富良野税務署、八雲税務署、
江差税務署、倶知安税務署、余市税務署、浦河税務署、十勝池田税務署、青森税務署、弘前税務署、八戸税務署、黒石税務署、五所
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148. 特整内部事務システム（特整内部事務マスターファイル）（1ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 東京国税局徴収部特別整理総括第一課、東京国税局徴収部特別
整理総括第二課、東京国税局徴収部特別国税徴収官、東京国税局徴収部特別整理第一部門、東京国税局徴収部特別整理第二部門、東京国税局徴収部特別整
理第三部門、東京国税局徴収部特別整理第四部門、東京国税局徴収部特別整理第五部門、東京国税局徴収部特別整理第六部門、東京国税局徴収部特別整理
第七部門、東京国税局徴収部特別整理第八部門、東京国税局徴収部特別整理第九部門 個人情報ファイルの利用目的： 

149. 集中電話催告システム（滞納者基本（参照系）ファイル）（12ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 札幌国税局徴収部徴収課集中電話催告センター室、仙台国税局徴
収部徴収課集中電話催告センター室、関東信越国税局徴収部機動課集中電話催告センター室、東京国税局徴収部機動課集中電話催告センター室、金沢国税局
徴収部徴収課集中電話催告センター室、名古屋国税局徴収部機動課集中電話催告センター室、大阪国税局徴収部機動課集中電話催告センター室、広島国税局
徴収部徴収課集中電話催告センター室、高松国税局徴収部徴収課集中電話催告センター室、福岡国税局徴収部徴収課集中電話催告センター

150. 徴収システムファイル（536ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税庁徴収部徴収課、札幌国税局徴収部徴収課、札幌国税局徴
収部徴収課集中電話催告センター室、札幌国税局徴収部特別国税徴収官、札幌国税局徴収部特別整理第１部門、札幌国税局徴収部特別整理第２部門、札幌国
税局徴収部特別整理第３部門、札幌国税局徴収部国税訟務官、仙台国税局徴収部徴収課、仙台国税局徴収部徴収課集中電話催告センター室、仙台国税局徴収
部特別国税徴収官、仙台国税局徴収部整理第１部門、仙台国税局徴収部整理第２部門、仙台国税局徴収部整理第３部門、仙台国税局徴収部国

151. 審査請求事件処理状況等管理システム（13ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税不服審判所管理室、札幌国税不服審判所管理課、仙台国税
不服審判所管理課、関東信越国税不服審判所管理課、東京国税不服審判所管理課、金沢国税不服審判所管理課、名古屋国税不服審判所管理課、大阪国税不
服審判所管理課、広島国税不服審判所管理課、高松国税不服審判所管理課、福岡国税不服審判所管理課、熊本国税不服審判所管理課、国税不服審判所沖縄
事務所 個人情報ファイルの利用目的： 適正かつ迅速な裁決に資する。 記録項目： １

152. 訴訟事件管理システム（13ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国税不服審判所管理室、札幌国税不服審判所管理課、仙台国税
不服審判所管理課、関東信越国税不服審判所管理課、東京国税不服審判所管理課、金沢国税不服審判所管理課、名古屋国税不服審判所管理課、大阪国税不
服審判所管理課、広島国税不服審判所管理課、高松国税不服審判所管理課、福岡国税不服審判所管理課、熊本国税不服審判所管理課、国税不服審判所沖縄
事務所 個人情報ファイルの利用目的： 適正かつ迅速な訴訟対応に資する。 記録項目： 

153. 職員住所録（ＢＣＰ用） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 札幌国税局総務部総務課 個人情報ファイルの利用目的： 災害発
生時における連絡を円滑に行うため 記録項目： １所属課（室）部門等、２役職、３参集区分、４氏名、５フリガナ、６性別、７郵便番号、８住所、９電話番号（自宅、直
通）、10携帯電話番号（個人用、官用）、11携帯メールアドレス、12世帯等区分 記録範囲： 札幌国税局職員 記録情報の収集方法： 局内各課及び各署から

154. り災証明書発行リスト（46ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 八戸税務署、宮古税務署、大船渡税務署、水沢税務署、花巻税務
署、久慈税務署、一関税務署、釜石税務署、仙台北税務署、仙台中税務署、仙台南税務署、石巻税務署、塩釜税務署、古川税務署、気仙沼税務署、大河原税務
署、築館税務署、佐沼税務署、福島税務署、会津若松税務署、郡山税務署、いわき税務署、白河税務署、須賀川税務署、相馬税務署、二本松税務署、水戸税務
署、日立税務署、土浦税務署、古河税務署、下館税務署、竜ケ崎税務署、太田税務署、潮来税務署、宇都税務署、栃木税務署、真岡税

155. 源泉所得税事務集中処理支援システム 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 仙台国税局課税第二部法人課税課源泉所得税事務集中処理セン
ター室 個人情報ファイルの利用目的： 納税義務の適正な履行の確保に資する 記録項目： 1局署番号、2整理番号、3徴収義務者名_漢字、4徴収義務者名_カ
ナ、5代表者名_漢字、6代表者名_カナ、7住所、8住所_カナ、9TEL市外局番、10TEL市内局番、11TEL加入者番号、12納特コード、13人格区分、14事務年度、15指導
回数、16発送除外理由コード、17

156. 納税緩和措置適用該当者管理用ファイル（６ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 仙台国税局徴収部徴収課、仙台国税局徴収部特別徴収官、仙台
国税局徴収部特別整理第一部門、仙台国税局徴収部特別整理第二部門、仙台国税局徴収部特別整理第三部門、森岡税務署、仙台北税務署、山形税務署、郡山
税務署、いわき税務署 個人情報ファイルの利用目的： 納税義務の適正な履行の確保に資する 記録項目： 1整理番号、2滞納者氏名_漢字、3住所_漢字、4電話
番号、5滞納税額 記録範囲： 滞納状況にあ

157. 着眼調査・事後処理（期中処理）既未済整理簿（36ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 青森税務署、弘前税務署、八戸税務署、十和田税務署、盛岡税務
署、大船渡税務署、水沢税務署、花巻税務署、一関税務署、釜石税務署、仙台北税務署、仙台中税務署、仙台南税務署、石巻税務署、塩釜税務署、古川税務署、
気仙沼税務署、大河原税務署、秋田南税務署、秋田北税務署、横手税務署、山形税務署、米沢税務署、鶴岡税務署、酒田税務署、新庄税務署、寒河江税務署、
長井税務署、福島税務署、会津若松税務署、郡山税務署、いわき税務署、白河税務署、須賀川税務署、相馬税務署、二本松税務署

158. 源泉所得税事務集中化支援システム 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関東信越国税局課税第二部法人課税課源泉所得税事務集中処理
センター室 個人情報ファイルの利用目的： 納税義務の適正な履行に資する 記録項目： １局署番号、２整理番号、３徴収義務者名_漢字、４徴収義務者名_カナ、
５電話番号、６市外局番、７市内局番、８加入者番号、９住所、10屋号 漢字、11屋号_カナ、12代表者名_漢字、13代表者名_カナ、14徴収義務者名_組織区分なし、15
組織区分_コード、16組織区分名称、17

159. 地震災害発生時の参集要員及び参集補助要員名簿 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 東京国税局総務部総務課 個人情報ファイルの利用目的： 地震災
害発生時における応急措置を円滑に行うために利用する。 記録項目： １署名、２担当、３氏名、４職名、５住所、６電話番号（携帯電話番号）、７参集手段 記録範
囲： 当局職員 記録情報の収集方法： 報告資料 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地

160. 土地の使用貸借に関する書類つづり（84ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 千葉東税務署、千葉南税務署、千葉西税務署、銚子税務署、市川
税務署、船橋税務署、館山税務署、木更津税務署、松戸税務署、佐原税務署、茂原税務署、成田税務署、東金税務署、柏税務署、麹町税務署、神田税務署、日本
橋税務署、京橋税務署、芝税務署、麻布税務署、品川税務署、四谷税務署、新宿税務署、小石川税務署、本郷税務署、東京上野税務署、浅草税務署、本所税務
署、向島税務署、江東西税務署、江東東税務署、荏原税務署、目黒税務署、大森税務署、雪谷税務署、蒲田税務署、世田谷税務署、

161. 徴収の引継書作成システムファイル（85ファイル） 国税庁
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行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 東京国税局徴収部徴収課、千葉東税務署、千葉南税務署、千葉西
税務署、銚子税務署、市川税務署、船橋税務署、館山税務署、木更津税務署、松戸税務署、佐原税務署、茂原税務署、成田税務署、東金税務署、柏税務署、麹町
税務署、神田税務署、日本橋税務署、京橋税務署、芝税務署、麻布税務署、品川税務署、四谷税務署、新宿税務署、小石川税務署、本郷税務署、東京上野税務
署、浅草税務署、本所税務署、向島税務署、江東西税務署、江東東税務署、荏原税務署、目黒税務署、大森税務署、雪谷税務署、蒲

162. 源泉所得税扶養控除等是正管理システム（84ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 東京国税局課税第二部法人課税課、千葉東税務署、千葉南税務
署、千葉西税務署、銚子税務署、市川税務署、船橋税務署、館山税務署、木更津税務署、松戸税務署、佐原税務署、茂原税務署、成田税務署、東金税務署、柏税
務署、麹町税務署、神田税務署、日本橋税務署、京橋税務署、芝税務署、麻布税務署、品川税務署、四谷税務署、新宿税務署、小石川税務署、本郷税務署、東京
上野税務署、浅草税務署、本所税務署、向島税務署、江東西税務署、江東東税務署、荏原税務署、目黒税務署、大森税務署、雪谷税

163. e-Tax利用勧奨状況管理システム 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 東京国税局課税第一部個人課税課 個人情報ファイルの利用目
的： e-Tax未利用者へのe-Tax利用勧奨対象者の抽出及び勧奨状況の管理を行う 記録項目： １ 住所、２ 氏名、３ 生年月日、４ 電話番号 記録範囲： 確定
申告書の提出がある者のうち、e-Tax未利用者 記録情報の収集方法： 国税庁還元データ 記録情報の経常的提供先： 東京国税局管

164. 源泉事務集中化支援システム 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 東京国税局課税第二部法人課税課源泉所得税事務集中処理セン
ター室 個人情報ファイルの利用目的： 納税義務の適正な履行に資する 記録項目： １局署番号、２整理番号、３徴収義務者名_漢字、４徴収義務者名_カナ、５電
話番号、６市外局番、７市内局番、８加入者番号、９住所、10屋号_漢字、11屋号_カナ、12代表者名_漢字、13代表者名_カナ、14連絡先コード１、15連絡先１_電話番
号、16連絡先１_市外局番、17連絡先１

165. 防災計画名簿 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 名古屋国税局総務部総務課 個人情報ファイルの利用目的： 勤務
時間中に東海地震に関連する情報の発表等があった場合に組織する「名古屋国税局地震対策本部」・「各署地震対策本部」の構成員の指定及び職員の帰宅計画
の策定のため 記録項目： １ 職員番号、２ 氏名、３ 部門等、４ 職名、５ 地震対策本部要員の指定、６ 帰宅計画の判定項目、７ 自宅等を管轄する税務署
記録範囲： 名古屋国税局及び管内税務

166. 源泉事務集中化支援システム 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 名古屋国税局課税第二部法人課税課源泉所得税事務集中処理セ
ンター室 個人情報ファイルの利用目的： 納税義務の適正な履行に資する 記録項目： 1 局署番号、2 整理番号、3 徴収義務者名_漢字、4 徴収義務者名_カナ、5 
電話番号、6 市外局番、7 市内局番、8 加入者番号、9 住所、10 屋号_漢字、11 屋号_カナ、12 代表者名_漢字、13 代表者名_カナ、14 納期特例コード、15 税理士
名、16 税理士電

167. 一件別サマリー 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 大阪国税局課税第一部個人課税課 個人情報ファイルの利用目
的： 納税義務の適正な履行に資する。 記録項目： １局署番号、２整理番号、３決裁年月日、４送信区分、５報告月、６統括官決裁、７納税者氏名、８納税地、９事
業所、１０屋号、１１業種番号、１２業種名、１３事業主の年齢、１４青白区分、１５税理士関与有無、１６主担当者部門、１７主担当者氏名、１８副担当者部門、１９副
担当者氏名、２０調査区分、２１立地条件、２２従業員数

168. 扶養控除等の是正に関する源泉徴収義務者ファイル（83ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 大阪国税局課税第二部法人課税課、大津税務署、彦根税務署、長
浜税務署、近江八幡税務署、草津税務署、水口税務署、今津税務署、上京税務署、左京税務署、中京税務署、東山税務署、下京税務署、右京税務署、伏見税務
署、福知山税務署、舞鶴税務署、宇治税務署、宮津税務署、園部税務署、峰山税務署、大阪福島税務署、西税務署、港税務署、天王寺税務署、浪速税務署、西淀
川税務署、東成税務署、生野税務署、旭税務署、城東税務署、阿倍野税務署、住吉税務署、東住吉税務署、西成税務署、東淀川税務

169. 扶養控除等の是正に関する給与所得者ファイル（83ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 大阪国税局課税第二部法人課税課、大津税務署、彦根税務署、長
浜税務署、近江八幡税務署、草津税務署、水口税務署、今津税務署、上京税務署、左京税務署、中京税務署、東山税務署、下京税務署、右京税務署、伏見税務
署、福知山税務署、舞鶴税務署、宇治税務署、宮津税務署、園部税務署、峰山税務署、大阪福島税務署、西税務署、港税務署、天王寺税務署、浪速税務署、西淀
川税務署、東成税務署、生野税務署、旭税務署、城東税務署、阿倍野税務署、住吉税務署、東住吉税務署、西成税務署、東淀川税務

170. 扶養控除等の是正に関する控除対象者ファイル（83ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 大阪国税局課税第二部法人課税課、大津税務署、彦根税務署、長
浜税務署、近江八幡税務署、草津税務署、水口税務署、今津税務署、上京税務署、左京税務署、中京税務署、東山税務署、下京税務署、右京税務署、伏見税務
署、福知山税務署、舞鶴税務署、宇治税務署、宮津税務署、園部税務署、峰山税務署、大阪福島税務署、西税務署、港税務署、天王寺税務署、浪速税務署、西淀
川税務署、東成税務署、生野税務署、旭税務署、城東税務署、阿倍野税務署、住吉税務署、東住吉税務署、西成税務署、東淀川税務

171. 源泉事務集中化支援システム 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 大阪国税局課税第二部法人課税課源泉所得税事務集中処理セン
ター室 個人情報ファイルの利用目的： 納税義務の適正な履行に資する。 記録項目： １局署番号、２整理番号、３徴収義務者名_漢字、４徴収義務者名_カナ、５
電話番号、６市外局番、７市内局番、８加入者番号、９住所、10屋号_漢字、11屋号_カナ、12代表者名_漢字、13代表者名_カナ、14連絡先コード１、15連絡先１_電話
番号、16連絡先１_市外局番、17連絡先

172. 広域情報網集積システム 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 広島国税局 個人情報ファイルの利用目的： 納税義務の適正な遂
行に資する 記録項目： 1局署番号、２整理番号、３氏名、４生年月日、５住所、６業種番号、７業種、８URL、９メールアドレス、10電話番号情報 記録範囲： 個人の
納税義務者と見込まれる者 記録情報の収集方法： 税務調査、各種収集資料 記録情報の経常的提供先： － 開示請求

173. 租税教育等関係ファイル 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 広島国税局総務部国税広報広聴室、鳥取税務署、米子税務署、倉
吉税務署、松江税務署、浜田税務署、出雲税務署、益田税務署、石見大田税務署、大東税務署、西郷税務署、岡山東税務署、岡山西税務署、西大寺税務署、児
島税務署、倉敷税務署、玉島税務署、津山税務署、玉野税務署、笠岡税務署、高梁税務署、新見税務署、瀬戸税務署、久世税務署、広島東税務署、広島南税務
署、広島西税務署、広島北税務署、呉税務署、竹原税務署、三原税務署、尾道税務署、福山税務署、府中税務署、三次税務署、庄原税

174. 源泉事務集中化支援システム 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 広島国税局課税第二部法人課税課源泉所得税事務集中処理セン
ター室 個人情報ファイルの利用目的： 納税義務の適正な履行に資する 記録項目： １局署番号、２整理番号、３徴収義務者名 漢字、４徴収義務者名 カナ、５
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電話番号、６市外局番、７市内局番、８加入者番号、９住所、10屋号 漢字、11屋号 カナ、12代表者名 漢字、13代表者名 カナ、14連絡先コード1、15連絡先1 電
話番号、16連絡先1 市外局番、17連絡先1

175. 消費税新規課税見込事業者把握等支援システムファイル（17ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 徳島税務署、鳴門税務署、阿南税務署、高松税務署、丸亀税務
署、坂出税務署、観音寺税務署、長尾税務署、松山税務署、今治税務署、宇和島税務署、八幡浜税務署、新居浜税務署、伊予三島税務署、高知税務署、南国税
務署、須崎税務署 個人情報ファイルの利用目的： 納税義務の適正な履行に資する。 記録項目： １一連番号、２局署番号、３整理番号、４郵便番号、５住所コー
ド、６漢字住所、７漢字住所補完有無、８漢字氏名、９漢字氏名補完有無

176. 特例適用者一覧（贈与税）（5ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 徳島税務署、高松税務署、松山税務署、今治税務署、高知税務署
個人情報ファイルの利用目的： 納税義務の適正な履行に資する。 記録項目： １納税者番号、２事務整理簿番号、３特例適用条文、４過去の措７０条の３適用の有
無、５検査院への提出、６編てつ番号、７申告審理起案年月日、８申告審理決裁年月日、９申告審理処理区分、１０調査事績又は事後処理起案年月日、１１調査事
績又は事後処理決裁年月日、１２調査事績又は事後処理処理区分

177. 記帳指導申込書（31ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 門司税務署、若松税務署、小倉税務署、八幡税務署、博多税務
署、香椎税務署、福岡税務署、西福岡税務署、大牟田税務署、久留米税務署、直方税務署、飯塚税務署、田川税務署、甘木税務署、八女税務署、大川税務署、行
橋税務署、筑紫税務署、佐賀税務署、唐津税務署、鳥栖税務署、伊万里税務署、武雄税務署、長崎税務署、佐世保税務署、島原税務署、諫早税務署、福江税務
署、平戸税務署、壱岐税務署、厳原税務署 個人情報ファイルの利用目的： 納税義務の適正な履行に資す

178. 記帳指導対象者の名簿（31ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 門司税務署、若松税務署、小倉税務署、八幡税務署、博多税務
署、香椎税務署、福岡税務署、西福岡税務署、大牟田税務署、久留米税務署、直方税務署、飯塚税務署、田川税務署、甘木税務署、八女税務署、大川税務署、行
橋税務署、筑紫税務署、佐賀税務署、唐津税務署、鳥栖税務署、伊万里税務署、武雄税務署、長崎税務署、佐世保税務署、島原税務署、諫早税務署、福江税務
署、平戸税務署、壱岐税務署、厳原税務署 個人情報ファイルの利用目的： 納税義務の適正な履行に資す

179. 消費税等説明会の名簿（31ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 門司税務署、若松税務署、小倉税務署、八幡税務署、博多税務
署、香椎税務署、福岡税務署、西福岡税務署、大牟田税務署、久留米税務署、直方税務署、飯塚税務署、田川税務署、甘木税務署、八女税務署、大川税務署、行
橋税務署、筑紫税務署、佐賀税務署、唐津税務署、鳥栖税務署、伊万里税務署、武雄税務署、長崎税務署、佐世保税務署、島原税務署、諫早税務署、福江税務
署、平戸税務署、壱岐税務署、厳原税務署 個人情報ファイルの利用目的： 納税義務の適正な履行に資す

180. 消費税課税事業者管理システム 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 福岡国税局課税第一部個人課税課 個人情報ファイルの利用目
的： 納税義務の適正な履行に資する 記録項目： 1局署番号、2整理番号、3氏名（カナ）、4氏名（漢字）、5住所（カナ）、6住所（漢字）、7電話番号、8届出書区分、9
業種番号、10簡易課税適用有無、11消費税_電子、12所得税_青白区分、13課税期間（自）、14課税期間（至）、15課税期間_特例区分、16中間消費税額_合計、17中
間消費税額_国、18中間消費

181. 消費税新規課税事業者名簿（31ファイル） 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 門司税務署、若松税務署、小倉税務署、八幡税務署、博多税務
署、香椎税務署、福岡税務署、西福岡税務署、大牟田税務署、久留米税務署、直方税務署、飯塚税務署、田川税務署、甘木税務署、八女税務署、大川税務署、行
橋税務署、筑紫税務署、佐賀税務署、唐津税務署、鳥栖税務署、伊万里税務署、武雄税務署、長崎税務署、佐世保税務署、島原税務署、諫早税務署、福江税務
署、平戸税務署、壱岐税務署、厳原税務署 個人情報ファイルの利用目的： 納税義務の適正な履行に資す

182. 国外送金等調書管理システム 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 福岡国税局課税第一部課税総括課 個人情報ファイルの利用目
的： 納税義務の適正な履行に資する 記録項目： 1活用先_局署番号、2活用先_整理番号、3資料識別コード、4活用先_都道府県名（カナ）、5活用先_市区町村名
（カナ）、6活用先_大字通称名（カナ）、7活用先_字丁目名（カナ）、8活用先_納税地等番地以下（カナ）、9活用先_住所（カナ）、10活用先_都道府県名（漢字）、11活用
先_市区町村名（漢字）、12活用先

183. 資料管理ファイル 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 福岡国税局課税第一部課税総括課 個人情報ファイルの利用目
的： 納税義務の適正な履行に資する。 記録項目： １局署番号、２整理番号、３氏名、４住所、５電話番号、６業種番号、７屋号名称、８資料収集情報 記録範囲： 
個人の納税義務者及び源泉徴収義務者と見込まれる者 記録情報の収集方法： 本人からの申告書、税務調査、各種収集資料 記録情報の経常的提供先： 

184. 源泉事務集中化支援システム 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 福岡国税局 課税第二部 法人課税課 源泉所得税事務集中処理
センター室 個人情報ファイルの利用目的： 納税義務の適正な履行に資する 記録項目： 1局署番号、2整理番号、3徴収義務者名_漢字、4徴収義務者名_カナ、5
電話番号、6市外局番、7市内局番、8加入者番号、9住所、10屋号_漢字、11屋号_カナ、12代表者名_漢字、13代表者名_カナ、14郵便番号、15徴収義務者名_組織区
分なし、16組織区分_コード、17組

185. 源泉所得税集中支援システム 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 熊本国税局課税部法人課税課源泉所得税事務集中処理センター
室 個人情報ファイルの利用目的： 納税義務の適正な履行に資する 記録項目： １局署番号、２整理番号、３徴収義務者名_漢字、４徴収義務者名_カナ、５電話番
号、６市外局番、７市内局番、８加入者番号、９住所、10屋号_漢字、11屋号_カナ、12代表者名_漢字、13代表者名_カナ、14郵便番号、15徴収義務者名_組織区分な
し、16組織区分コード、17組織区分名称、

186. 国外送金等調書管理システム 国税庁

行政機関の名称： 国税庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 沖縄国税事務所課税総括課 個人情報ファイルの利用目的： 納税
義務の適正な履行に資する。 記録項目： １氏名、２所轄税務署、３整理番号、４住所、５送金区分、６送金原因、７送金年月日、８送金先、９金融機関、１０送金先
国、１１金額（円・外貨）、１２使用通貨 記録範囲： 個人の納税義務者及び個人の納税義務者と見込まれる者 記録情報の収集方法： 国税庁の保有する他の個
人情報

全件詳細表示 選択詳細表示 前の100件
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e-Gov home >  検索条件入力 > 検索結果

個人情報ファイル簿の検索

検索画面へ戻る

検索結果一覧

検索キーワード 指定なし 

府省 文部科学省

上記の検索条件で 14 件ヒットしました。1件から14件を表示
詳細を見るには、番号横のチェックボックスをチェックし、詳細表示をクリックして下さい。

全件詳細表示 選択詳細表示

凡例 個人情報ファイルの名称 府省名

行政機関の名称：行政機関の名称（全角２０文字以内） 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称：個人情報ファイルが利用に供される事務
をつかさどる組織の名称（全角５，０００文字以内） 個人情報ファイルの利用目的：個人情報ファイルの利用目的（全角２５０文字以内） 記録項目：記録項目（全角
５，０００文字以内） 記録範囲：記録範囲（全角５００文字以内） 記録情報の収集方法：記録情報の収集方法（全角１５０文字以内）・・・・先頭３００字までを表示

1. 教員資格認定試験合格者台帳ファイル 文部科学省本省

行政機関の名称： 文部科学省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 初等中等教育局教職員課 個人情報ファイルの利用目的： 教
員資格認定試験の合格者を管理するため 記録項目： １合格証書記号番号 ２種目 ３氏名 ４生年月日 ５本籍地 ６合格証書授与年月日 記録範囲： （１）高等
学校教員試験試験に合格した者（昭和３９年度から昭和４７年度）（２）高等学校教員資格認定試験に合格した者（昭和４８年度から平成１５年度）（３）特殊教育資格認
定試験に合格した者（昭和

2. 課題情報ファイル 文部科学省本省

行政機関の名称： 文部科学省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 大臣官房政策課情報化推進室研究振興局振興企画課競争的
資金調整室 個人情報ファイルの利用目的： 制度・事業の運営に必要な事項を把握するため 記録項目： １応募番号、２版、３新規・継続区分、４課題番号、５兼務
区分、６登録変更フラグ、７公募名、８現年度、９研究者番号、１０所属研究機関名、１１所属部局名、１２学位名、１３研究者氏名、１４生年月日、１５性別、１６メール
アドレス、１７研究年度、１８配分機関、１９事業名、

3. 研究者情報ファイル 文部科学省本省

行政機関の名称： 文部科学省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 大臣官房政策課情報化推進室研究振興局振興企画課競争的
資金調整室 個人情報ファイルの利用目的： 府省共通研究開発管理システムにおける申請、審査等のために利用する 記録項目： １研究者番号、２研究者氏名、
３生年月日、４性別、５学位名、６郵便番号、７住所、８電話番号、９ＦＡＸ番号、１０メールアドレス、１１実在証明書区分、１２実在証明書備考、１３研究者ＩＤ、１４所属
研究機関名、１５所属部局名、１６職名、１７ポストド

4. 所属研究機関事務担当者情報ファイル 文部科学省本省

行政機関の名称： 文部科学省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 大臣官房政策課情報化推進室研究振興局振興企画課競争的
資金調整室 個人情報ファイルの利用目的： 府省共通研究開発管理システムにおける所属研究機関事務担当者情報管理のために利用する 記録項目： １所属研
究機関担当者ＩＤ、２氏名、３所属研究機関名、４責任者氏名、５役職名、６郵便番号、７住所、８都道府県コード、９ＵＲＬ、１０事務分担者数、１１状態種別、１２職名、
１３係名、１４パスワード、１５更新日時 記

5. 利用状況記録ファイル 文部科学省本省

行政機関の名称： 文部科学省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 大臣官房政策課情報化推進室研究振興局振興企画課競争的
資金調整室 個人情報ファイルの利用目的： 府省共通研究開発管理システムにおける適正な管理のために利用する 記録項目： １要求日時、２ログインＩＤ、３要
求内容 記録範囲： 府省共通研究開発管理システムに情報の更新、参照などの要求を行った者 記録情報の収集方法： システムに要求を行う都度、自動的に登
録

6. 文科省政策創造エンジン熟議カケアイ会員登録ファイル 文部科学省本省

行政機関の名称： 文部科学省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 生涯学習政策局政策課 個人情報ファイルの利用目的： 熟議
カケアイのサービス提供、利用状況の分析に利用する。 記録項目： １所属（学校名）、２グループ、３氏名、４ニックネーム、５メールアドレス、６ログインパスワード、
７住所、８電話番号、９生年月日、１０性別、１１メール自動通知、１２類型詳細化・複数化に対応するためのアンケート 記録範囲： 文科省政策創造エンジン熟議カケ
アイに会員登録した

7. 高等学校卒業程度認定試験出願者等ファイル 文部科学省本省

行政機関の名称： 文部科学省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 生涯学習政策局生涯学習推進課 個人情報ファイルの利用目
的： 出願及び受験結果の管理並びに証明書の発行のために利用する。 記録項目： １氏名、２性別、３生年月日、４本籍地、５最終学歴、６受験者の状態、７受験年
度、８受験地、９受験番号、１０証書番号、１１合格年月日、１２合格科目名、１３免除科目名 記録範囲： 高等学校卒業程度認定試験合格者及び一部科目合格者
（昭和58年度以降） 

8. 大学入学資格検定出願者等ファイル 文部科学省本省

行政機関の名称： 文部科学省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 生涯学習政策局生涯学習推進課 個人情報ファイルの利用目
的： 出願及び受検結果の管理のため並びに証明書の発行のために利用する。 記録項目： １氏名、２性別、３生年月日、４本籍地、５最終学歴、６受検者の状態、７
受検年度、８受検地、９受検番号、１０証書番号、１１合格年月日、１２合格科目名、１３免除科目名 記録範囲： 大学入学資格検定合格者及び一部科目合格者 記
録情報の収集方法：

e-Gov（イーガブ）は総務省が運営する総合的な行政ポータルサイトです
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9. 高等学校教員資格認定試験受験者ファイル 文部科学省本省

行政機関の名称： 文部科学省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 初等中等教育局教職員課 個人情報ファイルの利用目的： 高
等学校教員資格認定試験の出願者の基本情報及び成績を記録し、合否判定資料、合格証書、合格証明書等の作成に利用する。 記録項目： １受験番号、２氏名、
３試験結果、４合否、５性別、６生年月日、７本籍、８学歴、９所有資格、１０所有免許状、１１受付番号 記録範囲： 出願者（平成１２年出願者以降） 記録情報の収
集方法： 

10. 国費外国人留学生ファイル 文部科学省本省

行政機関の名称： 文部科学省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 高等教育局学生支援課 個人情報ファイルの利用目的： 国費
外国人留学生申請者の基本情報を記録し、合否判定資料、留学生統計資料等の作成及び国費外国人留学生の給与支給事務に利用する。 記録項目： １個人番
号、２採用区分、３国籍、４氏名、５性別、６生年月日、７専攻分野、８大学・学校名、９留学生区分、１０給与支給期間 記録範囲： 国費外国人留学生（平成１２年度
以降） 記録情報の収集

11. 教育研究所・教育センター刊行論文情報ファイル 文部科学省本省

行政機関の名称： 文部科学省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国立教育政策研究所教育研究情報センター 個人情報ファイル
の利用目的： 教育研究に資する文献情報データベースとして検索サービスに利用する。 記録項目： １文献番号、２標題、３索引語、４著者名、５掲載誌名、６発表
年月、７掲載ページ、８資料保管場所、９研究対象、１０研究方法、１１文献の種類、１２内容の要約、１３機関番号、１４タイトルワード 記録範囲： 全国の教育研究
所・センターが刊行した研

12. 教育学系博士・修士学位論文題目情報ファイル 文部科学省本省

行政機関の名称： 文部科学省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国立教育政策研究所教育研究情報センター 個人情報ファイル
の利用目的： 教育研究に資する教育学系の博士・修士の学位を授与された論文題目のデータベースとして検索サービスに利用する。 記録項目： １論文番号、２研
究科番号、３著者、４論文題目、５大学院、６研究科、７学位、８西暦学位授与年月、９年号学位授与年月、１０主副区分、１１所属専攻、１２専攻分野、１３タイトルワー
ド 記録範囲： 全国の教

13. 「次代を担う子どもの文化芸術体験事業」協力芸術家ファイル 文化庁

行政機関の名称： 文化庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 文化部芸術文化課文化活動振興室 個人情報ファイルの利用目的：
上記組織所管の「次代を担う子どもの文化芸術体験事業」における協力芸術家を、都道府県、都道府県（市区町村）教育委員会及び学校へ情報提供するため。 記
録項目： １芸術団体名 ２芸術団体所在地 ３担当者 ４電話番号 ５ＦＡＸ番号 ６Ｅメールアドレス ７ホームページアドレス ８氏名 ９ふりがな １０肩書き等 １１活
動拠点 １２情報提供に関する同意の有無

14. 重要無形文化財及び選定保存技術保持者等情報ファイル 文化庁

行政機関の名称： 文化庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 文化財部伝統文化課 個人情報ファイルの利用目的： 重要無形文
化財及び選定保存技術保持者等に関する基本情報をデータベース化し、インターネットを利用して国内外に公開する。 記録項目： １氏名、２住所（都道府県のみ）、
３生年月日、４雅号等、５指定・認定年月日、６解除年月日 記録範囲： 重要無形文化財及び選定保存技術者に認定された者・団体 記録情報の収集方法： 文化
財保護

全件詳細表示 選択詳細表示

Copyright © Ministry of Internal Affairs and Communications All Rights Reserved.
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e-Gov home >  検索条件入力 > 検索結果

個人情報ファイル簿の検索

検索画面へ戻る

検索結果一覧

検索キーワード 指定なし 

府省 厚生労働省

上記の検索条件で 405 件ヒットしました。1件から100件を表示
詳細を見るには、番号横のチェックボックスをチェックし、詳細表示をクリックして下さい。

全件詳細表示 選択詳細表示 次の100件

凡例 個人情報ファイルの名称 府省名

行政機関の名称：行政機関の名称（全角２０文字以内） 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称：個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称（全角５，０００文字以内） 個人情報ファイルの利用目的：個人情報ファイルの利用目的（全角２５０文字以内） 記録項目：記録項目（全
角５，０００文字以内） 記録範囲：記録範囲（全角５００文字以内） 記録情報の収集方法：記録情報の収集方法（全角１５０文字以内）・・・・先頭３００字までを表示

1. 厚生労働科学研究成果データベース 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 厚生労働省国立保健医療科学院研究情報センター 個人情
報ファイルの利用目的： 厚生労働科学研究費補助金等の交付を受けて実施した研究課題の研究成果の公開に利用する。 記録項目： １ 研究費の名称、２ 研究
事業名、３ 研究課題名、４ 国庫補助金精算所要領、５ 研究期間、６ 研究年度、７ 主任研究者名、８ 分担研究者名、９ 報告書概要 記録範囲： 平成９年度
以降の厚生科学研究費補助金、厚生労

2. 採択課題一覧 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 大臣官房厚生科学課 個人情報ファイルの利用目的： 厚生労
働科学研究費補助金の運営に必要な事項を把握するため。 記録項目： １．氏名、２．所属施設、３．職名、４．研究課題、５．交付決定（予定）額 記録範囲： 厚生
労働科学研究費補助金取扱規程（平成10年4月9日厚生省告示第130号）第11条第1項に規定する申請者 記録情報の収集方法： 申請者から提出される厚生労働

3. 厚生労働科学研究研究者データベース 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国立保健医療科学院研究情報センター 個人情報ファイルの
利用目的： 厚生労働科学研究費補助金の運営に必要な事項を把握するため 記録項目： （主任研究者）１ 研究者ＩＤ、２ 研究者氏名、３ 性別、４ 職名、５ 生
年、６ 所属機関コード、７ 所属機関名、８ 連絡先郵便番号、９ 連絡先住所、１０ 所属施設名、１１ 連絡先電話番号、１２ 連絡先ＦＡＸ番号、１３ 連絡先e-mail
アドレス、１４ エフォート（分担研究者

4. 厚生労働省電子申請・届出システムに係るユーザID発行者情報ファイル 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 大臣官房統計情報部企画課情報企画室 個人情報ファイル
の利用目的： ユーザID・パスワード発行者の管理及びユーザID・パスワード発行通知書作成業務に利用する。 記録項目： １申込日、２手続グループ、３申込区
分、４申請者氏名又は法人名、５郵便番号、６住所、７申請者電話番号、８申請者FAX番号、９申請者メールアドレス、10資格情報等、11代表者役職名、12代表者氏
名、13連絡先氏名、14連絡先所属・役職、15連絡

5. 出願者名簿（医師） 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 国
家試験実施にあたって必要な名簿。 記録項目： 本籍地、受験地、受験番号、氏名、性別、生年月日、卒業学校名（見込み含む）、卒業年月（見込み含む） 記録
範囲： 各年度、各国家試験の出願者 記録情報の収集方法： 受験写真用台紙 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理す

6. 出願者名簿（歯科医師） 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 国
家試験実施にあたって必要な名簿。 記録項目： 本籍地、受験地、受験番号、氏名、性別、生年月日、卒業学校名（見込み含む）、卒業年月（見込み含む） 記録
範囲： 各年度、各国家試験の出願者 記録情報の収集方法： 受験写真用台紙 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理す

7. 出願者名簿（保健師） 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 国
家試験実施にあたって必要な名簿。 記録項目： 本籍地、受験地、受験番号、氏名、性別、生年月日、卒業学校名（見込み含む）、卒業年月（見込み含む） 記録
範囲： 各年度、各国家試験の出願者 記録情報の収集方法： 受験写真用台紙 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理す

8. 出願者名簿（助産師） 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 国
家試験実施にあたって必要な名簿。 記録項目： 本籍地、受験地、受験番号、氏名、性別、生年月日、卒業学校名（見込み含む）、卒業年月（見込み含む） 記録
範囲： 各年度、各国家試験の出願者 記録情報の収集方法： 受験写真用台紙 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理す

9. 出願者名簿（看護師） 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 国
家試験実施にあたって必要な名簿。 記録項目： 本籍地、受験地、受験番号、氏名、性別、生年月日、卒業学校名（見込み含む）、卒業年月（見込み含む） 記録
範囲： 各年度、各国家試験の出願者 記録情報の収集方法： 受験写真用台紙 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理す

e-Gov（イーガブ）は総務省が運営する総合的な行政ポータルサイトです
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10. 出願者名簿（理学療法士） 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 国
家試験実施にあたって必要な名簿。 記録項目： 本籍地、受験地、受験番号、氏名、性別、生年月日、卒業学校名（見込み含む）、卒業年月（見込み含む） 記録
範囲： 各年度、各国家試験の出願者 記録情報の収集方法： 受験写真用台紙 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理す

11. 出願者名簿（作業療法士） 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 国
家試験実施にあたって必要な名簿。 記録項目： 本籍地、受験地、受験番号、氏名、性別、生年月日、卒業学校名（見込み含む）、卒業年月（見込み含む） 記録
範囲： 各年度、各国家試験の出願者 記録情報の収集方法： 受験写真用台紙 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理す

12. 出願者名簿（診療放射線技師） 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 国
家試験実施にあたって必要な名簿。 記録項目： 本籍地、受験地、受験番号、氏名、性別、生年月日、卒業学校名（見込み含む）、卒業年月（見込み含む） 記録
範囲： 各年度、各国家試験の出願者 記録情報の収集方法： 受験写真用台紙 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理す

13. 出願者名簿（臨床検査技師） 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 国
家試験実施にあたって必要な名簿。 記録項目： 本籍地、受験地、受験番号、氏名、性別、生年月日、卒業学校名（見込み含む）、卒業年月（見込み含む） 記録
範囲： 各年度、各国家試験の出願者 記録情報の収集方法： 受験写真用台紙 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理す

14. 出願者名簿（視能訓練士） 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 国
家試験実施にあたって必要な名簿。 記録項目： 本籍地、受験地、受験番号、氏名、性別、生年月日、卒業学校名（見込み含む）、卒業年月（見込み含む） 記録
範囲： 各年度、各国家試験の出願者 記録情報の収集方法： 受験写真用台紙 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理す

15. 医師国家試験合格者名簿 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 閲
覧希望者に公表。免許登録時の合否確認。 記録項目： 受験地、受験番号、氏名 記録範囲： 各年度、各国家試験の合格者 記録情報の収集方法： 受験写真
用台紙、答案用紙 記録情報の経常的提供先： 受験者、学校関係者等の閲覧希望者。各都道府県。 開示請求等を受理する組織の名称及

16. 歯科医師国家試験合格者名簿 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 閲
覧希望者に公表。免許登録時の合否確認。 記録項目： 受験地、受験番号、氏名 記録範囲： 各年度、各国家試験の合格者 記録情報の収集方法： 受験写真
用台紙、答案用紙 記録情報の経常的提供先： 受験者、学校関係者等の閲覧希望者。各都道府県。 開示請求等を受理する組織の名称及

17. 保健師国家試験合格者名簿 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 閲
覧希望者に公表。免許登録時の合否確認。 記録項目： 受験地、受験番号、氏名 記録範囲： 各年度、各国家試験の合格者 記録情報の収集方法： 受験写真
用台紙、答案用紙 記録情報の経常的提供先： 受験者、学校関係者等の閲覧希望者。各都道府県。 開示請求等を受理する組織の名称及

18. 助産師国家試験合格者名簿 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 閲
覧希望者に公表。免許登録時の合否確認。 記録項目： 受験地、受験番号、氏名 記録範囲： 各年度、各国家試験の合格者 記録情報の収集方法： 受験写真
用台紙、答案用紙 記録情報の経常的提供先： 受験者、学校関係者等の閲覧希望者。各都道府県。 開示請求等を受理する組織の名称及

19. 看護師国家試験合格者名簿 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 閲
覧希望者に公表。免許登録時の合否確認。 記録項目： 受験地、受験番号、氏名 記録範囲： 各年度、各国家試験の合格者 記録情報の収集方法： 受験写真
用台紙、答案用紙 記録情報の経常的提供先： 受験者、学校関係者等の閲覧希望者。各都道府県。 開示請求等を受理する組織の名称及

20. 理学療法士国家試験合格者名簿 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 閲
覧希望者に公表。免許登録時の合否確認。 記録項目： 受験地、受験番号、氏名 記録範囲： 各年度、各国家試験の合格者 記録情報の収集方法： 受験写真
用台紙、答案用紙 記録情報の経常的提供先： 受験者、学校関係者等の閲覧希望者。各都道府県。 開示請求等を受理する組織の名称及

21. 作業療法士国家試験合格者名簿 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 閲
覧希望者に公表。免許登録時の合否確認。 記録項目： 受験地、受験番号、氏名 記録範囲： 各年度、各国家試験の合格者 記録情報の収集方法： 受験写真
用台紙、答案用紙 記録情報の経常的提供先： 受験者、学校関係者等の閲覧希望者。各都道府県。 開示請求等を受理する組織の名称及

22. 診療放射線技師試験合格者名簿 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 閲
覧希望者に公表。免許登録時の合否確認。 記録項目： 受験地、受験番号、氏名 記録範囲： 各年度、各国家試験の合格者 記録情報の収集方法： 受験写真
用台紙、答案用紙 記録情報の経常的提供先： 受験者、学校関係者等の閲覧希望者。各都道府県。 開示請求等を受理する組織の名称及

23. 臨床検査技師国家試験合格者名簿 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 閲
覧希望者に公表。免許登録時の合否確認。 記録項目： 受験地、受験番号、氏名 記録範囲： 各年度、各国家試験の合格者 記録情報の収集方法： 受験写真
用台紙、答案用紙 記録情報の経常的提供先： 受験者、学校関係者等の閲覧希望者。各都道府県。 開示請求等を受理する組織の名称及

24. 視能訓練士国家試験合格者名簿 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 閲
覧希望者に公表。免許登録時の合否確認。 記録項目： 受験地、受験番号、氏名 記録範囲： 各年度、各国家試験の合格者 記録情報の収集方法： 受験写真
用台紙、答案用紙 記録情報の経常的提供先： 受験者、学校関係者等の閲覧希望者。各都道府県。 開示請求等を受理する組織の名称及
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25. 医師国家試験合格者名簿（ラ・テ版） 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： マ
スコミに対する情報提供 記録項目： 住所（都道府県、市区郡）、氏名 記録範囲： 各年度、各国家試験の合格者 記録情報の収集方法： 受験写真用台紙、答案
用紙 記録情報の経常的提供先： 厚生労働記者会、日比谷クラブ。 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 

26. 歯科医師国家試験合格者名簿（ラ・テ版） 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： マ
スコミに対する情報提供 記録項目： 住所（都道府県、市区郡）、氏名 記録範囲： 各年度、各国家試験の合格者 記録情報の収集方法： 受験写真用台紙、答案
用紙 記録情報の経常的提供先： 厚生労働記者会、日比谷クラブ。 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 

27. 保健師国家試験合格者名簿（ラ・テ版） 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： マ
スコミに対する情報提供 記録項目： 住所（都道府県、市区郡）、氏名 記録範囲： 各年度、各国家試験の合格者 記録情報の収集方法： 受験写真用台紙、答案
用紙 記録情報の経常的提供先： 厚生労働記者会、日比谷クラブ。 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 

28. 助産師国家試験合格者名簿（ラ・テ版） 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： マ
スコミに対する情報提供 記録項目： 住所（都道府県、市区郡）、氏名 記録範囲： 各年度、各国家試験の合格者 記録情報の収集方法： 受験写真用台紙、答案
用紙 記録情報の経常的提供先： 厚生労働記者会、日比谷クラブ。 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 

29. 看護師国家試験合格者名簿（ラ・テ版） 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： マ
スコミに対する情報提供 記録項目： 住所（都道府県、市区郡）、氏名 記録範囲： 各年度、各国家試験の合格者 記録情報の収集方法： 受験写真用台紙、答案
用紙 記録情報の経常的提供先： 厚生労働記者会、日比谷クラブ。 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 

30. 理学療法士国家試験合格者名簿（ラ・テ版） 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： マ
スコミに対する情報提供 記録項目： 住所（都道府県、市区郡）、氏名 記録範囲： 各年度、各国家試験の合格者 記録情報の収集方法： 受験写真用台紙、答案
用紙 記録情報の経常的提供先： 厚生労働記者会、日比谷クラブ。 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 

31. 作業療法士国家試験合格者名簿（ラ・テ版） 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： マ
スコミに対する情報提供 記録項目： 住所（都道府県、市区郡）、氏名 記録範囲： 各年度、各国家試験の合格者 記録情報の収集方法： 受験写真用台紙、答案
用紙 記録情報の経常的提供先： 厚生労働記者会、日比谷クラブ。 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 

32. 診療放射線技師試験合格者名簿（ラ・テ版） 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： マ
スコミに対する情報提供 記録項目： 住所（都道府県、市区郡）、氏名 記録範囲： 各年度、各国家試験の合格者 記録情報の収集方法： 受験写真用台紙、答案
用紙 記録情報の経常的提供先： 厚生労働記者会、日比谷クラブ。 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 

33. 臨床検査技師国家試験合格者名簿（ラ・テ版） 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： マ
スコミに対する情報提供 記録項目： 住所（都道府県、市区郡）、氏名 記録範囲： 各年度、各国家試験の合格者 記録情報の収集方法： 受験写真用台紙、答案
用紙 記録情報の経常的提供先： 厚生労働記者会、日比谷クラブ。 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 

34. 視能訓練士国家試験合格者名簿（ラ・テ版） 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： マ
スコミに対する情報提供 記録項目： 住所（都道府県、市区郡）、氏名 記録範囲： 各年度、各国家試験の合格者 記録情報の収集方法： 受験写真用台紙、答案
用紙 記録情報の経常的提供先： 厚生労働記者会、日比谷クラブ。 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 

35. 医師国家試験不合格者名簿 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 不
合格者の確認 記録項目： 受験番号、本籍、住所（都道府県、市区郡）、氏名、性別、生年月日、卒業学校名、卒業年月 記録範囲： 各年度、各国家試験の不合
格者 記録情報の収集方法： 受験写真用台紙、答案用紙 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在

36. 歯科医師国家試験不合格者名簿 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 不
合格者の確認 記録項目： 受験番号、本籍、住所（都道府県、市区郡）、氏名、性別、生年月日、卒業学校名、卒業年月 記録範囲： 各年度、各国家試験の不合
格者 記録情報の収集方法： 受験写真用台紙、答案用紙 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在

37. 保健師国家試験不合格者名簿 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 不
合格者の確認 記録項目： 受験番号、本籍、住所（都道府県、市区郡）、氏名、性別、生年月日、卒業学校名、卒業年月 記録範囲： 各年度、各国家試験の不合
格者 記録情報の収集方法： 受験写真用台紙、答案用紙 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在

38. 助産師国家試験不合格者名簿 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 不
合格者の確認 記録項目： 受験番号、本籍、住所（都道府県、市区郡）、氏名、性別、生年月日、卒業学校名、卒業年月 記録範囲： 各年度、各国家試験の不合
格者 記録情報の収集方法： 受験写真用台紙、答案用紙 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在

39. 看護師国家試験不合格者名簿 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 不
合格者の確認 記録項目： 受験番号、本籍、住所（都道府県、市区郡）、氏名、性別、生年月日、卒業学校名、卒業年月 記録範囲： 各年度、各国家試験の不合
格者 記録情報の収集方法： 受験写真用台紙、答案用紙 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在
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40. 理学療法士国家試験不合格者名簿 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 不
合格者の確認 記録項目： 受験番号、本籍、住所（都道府県、市区郡）、氏名、性別、生年月日、卒業学校名、卒業年月 記録範囲： 各年度、各国家試験の不合
格者 記録情報の収集方法： 受験写真用台紙、答案用紙 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在

41. 作業療法士国家試験不合格者名簿 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 不
合格者の確認 記録項目： 受験番号、本籍、住所（都道府県、市区郡）、氏名、性別、生年月日、卒業学校名、卒業年月 記録範囲： 各年度、各国家試験の不合
格者 記録情報の収集方法： 受験写真用台紙、答案用紙 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在

42. 診療放射線技師国家試験不合格者名簿 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 不
合格者の確認 記録項目： 受験番号、本籍、住所（都道府県、市区郡）、氏名、性別、生年月日、卒業学校名、卒業年月 記録範囲： 各年度、各国家試験の不合
格者 記録情報の収集方法： 受験写真用台紙、答案用紙 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在

43. 臨床検査技師国家試験不合格者名簿 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 不
合格者の確認 記録項目： 受験番号、本籍、住所（都道府県、市区郡）、氏名、性別、生年月日、卒業学校名、卒業年月 記録範囲： 各年度、各国家試験の不合
格者 記録情報の収集方法： 受験写真用台紙、答案用紙 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在

44. 視能訓練士国家試験不合格者名簿 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 不
合格者の確認 記録項目： 受験番号、本籍、住所（都道府県、市区郡）、氏名、性別、生年月日、卒業学校名、卒業年月 記録範囲： 各年度、各国家試験の不合
格者 記録情報の収集方法： 受験写真用台紙、答案用紙 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在

45. 医師国家試験受験者別成績表 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 試
験問題の質の評価 記録項目： 受験地番号、受験番号、氏名、総得点、科目別得点 記録範囲： 各年度、各国家試験の受験者 記録情報の収集方法： 受験写
真用台紙、答案用紙 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 大臣官房総務課情報

46. 歯科医師国家試験受験者別成績表 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 試
験問題の質の評価 記録項目： 受験地番号、受験番号、氏名、総得点、科目別得点 記録範囲： 各年度、各国家試験の受験者 記録情報の収集方法： 受験写
真用台紙、答案用紙 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 大臣官房総務課情報

47. 保健師国家試験受験者別成績表 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 試
験問題の質の評価 記録項目： 受験地番号、受験番号、氏名、総得点、午前・午後別得点 記録範囲： 各年度、各国家試験の受験者 記録情報の収集方法： 受
験写真用台紙、答案用紙 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 大臣官房総務

48. 助産師国家試験受験者別成績表 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 試
験問題の質の評価 記録項目： 受験地番号、受験番号、氏名、総得点、午前・午後別得点 記録範囲： 各年度、各国家試験の受験者 記録情報の収集方法： 受
験写真用台紙、答案用紙 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 大臣官房総務

49. 看護師国家試験受験者別成績表 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 試
験問題の質の評価 記録項目： 受験地番号、受験番号、氏名、総得点、必修・一般・状況設定別得点 記録範囲： 各年度、各国家試験の受験者 記録情報の収
集方法： 受験写真用台紙、答案用紙 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 大

50. 理学療法士国家試験受験者別成績表 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 試
験問題の質の評価 記録項目： 受験地番号、受験番号、氏名、総得点、科目別得点 記録範囲： 各年度、各国家試験の受験者 記録情報の収集方法： 受験写
真用台紙、答案用紙 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 大臣官房総務課情報

51. 作業療法士国家試験受験者別成績表 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 試
験問題の質の評価 記録項目： 受験地番号、受験番号、氏名、総得点、科目別得点 記録範囲： 各年度、各国家試験の受験者 記録情報の収集方法： 受験写
真用台紙、答案用紙 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 大臣官房総務課情報

52. 診療放射線技師国家試験受験者別成績表 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 試
験問題の質の評価 記録項目： 受験地番号、受験番号、氏名、総得点、科目別得点 記録範囲： 各年度、各国家試験の受験者 記録情報の収集方法： 受験写
真用台紙、答案用紙 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 大臣官房総務課情報

53. 臨床検査技師国家試験受験者別成績表 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 試
験問題の質の評価 記録項目： 受験地番号、受験番号、氏名、総得点、科目別得点 記録範囲： 各年度、各国家試験の受験者 記録情報の収集方法： 受験写
真用台紙、答案用紙 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 大臣官房総務課情報

54. 視能訓練士国家試験受験者別成績表 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 試
験問題の質の評価 記録項目： 受験地番号、受験番号、氏名、総得点、科目別得点（一般・臨床） 記録範囲： 各年度、各国家試験の受験者 記録情報の収集
方法： 受験写真用台紙、答案用紙 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 大臣
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55. 医師国家試験欠席者リスト 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 受
験の有無の確認 記録項目： 受験地、受験番号 記録範囲： 各年度、各国家試験の欠席者 記録情報の収集方法： 各地方厚生局からの報告 記録情報の経
常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 大臣官房総務課情報公開文書室 訂正及び利

56. 歯科医師国家試験欠席者リスト 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 受
験の有無の確認 記録項目： 受験地、受験番号 記録範囲： 各年度、各国家試験の欠席者 記録情報の収集方法： 各地方厚生局からの報告 記録情報の経
常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 大臣官房総務課情報公開文書室 訂正及び利

57. 保健師国家試験欠席者リスト 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 受
験の有無の確認 記録項目： 受験地、受験番号 記録範囲： 各年度、各国家試験の欠席者 記録情報の収集方法： 各地方厚生局からの報告 記録情報の経
常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 大臣官房総務課情報公開文書室 訂正及び利

58. 助産師国家試験欠席者リスト 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 受
験の有無の確認 記録項目： 受験地、受験番号 記録範囲： 各年度、各国家試験の欠席者 記録情報の収集方法： 各地方厚生局からの報告 記録情報の経
常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 大臣官房総務課情報公開文書室 訂正及び利

59. 看護師国家試験欠席者リスト 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 受
験の有無の確認 記録項目： 受験地、受験番号 記録範囲： 各年度、各国家試験の欠席者 記録情報の収集方法： 各地方厚生局からの報告 記録情報の経
常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 大臣官房総務課情報公開文書室 訂正及び利

60. 理学療法士国家試験欠席者リスト 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 受
験の有無の確認 記録項目： 受験地、受験番号 記録範囲： 各年度、各国家試験の欠席者 記録情報の収集方法： 各地方厚生局からの報告 記録情報の経
常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 大臣官房総務課情報公開文書室 訂正及び利

61. 作業療法士国家試験欠席者リスト 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 受
験の有無の確認 記録項目： 受験地、受験番号 記録範囲： 各年度、各国家試験の欠席者 記録情報の収集方法： 各地方厚生局からの報告 記録情報の経
常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 大臣官房総務課情報公開文書室 訂正及び利

62. 診療放射線技師国家試験欠席者リスト 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 受
験の有無の確認 記録項目： 受験地、受験番号 記録範囲： 各年度、各国家試験の欠席者 記録情報の収集方法： 各地方厚生局からの報告 記録情報の経
常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 大臣官房総務課情報公開文書室 訂正及び利

63. 臨床検査技師国家試験欠席者リスト 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 受
験の有無の確認 記録項目： 受験地、受験番号 記録範囲： 各年度、各国家試験の欠席者 記録情報の収集方法： 各地方厚生局からの報告 記録情報の経
常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 大臣官房総務課情報公開文書室 訂正及び利

64. 視能訓練士国家試験欠席者リスト 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 受
験の有無の確認 記録項目： 受験地、受験番号 記録範囲： 各年度、各国家試験の欠席者 記録情報の収集方法： 各地方厚生局からの報告 記録情報の経
常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 大臣官房総務課情報公開文書室 訂正及び利

65. 医師国家試験卒業延期者リスト 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 受
験者の確定のため 記録項目： 受験地、受験番号 記録範囲： 各年度、各国家試験の卒業延期者 記録情報の収集方法： 各医科大学（大学医学部）からの報
告を各地方厚生局がまとめ、厚生労働省に報告 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 

66. 歯科医師国家試験卒業延期者リスト 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 受
験者の確定のため 記録項目： 受験地、受験番号 記録範囲： 各年度、各国家試験の卒業延期者 記録情報の収集方法： 各歯科大学（大学歯学部）からの報
告を各地方厚生局がまとめ、厚生労働省に報告 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 

67. 保健師国家試験卒業延期者リスト 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 受
験者の確定のため 記録項目： 受験地、受験番号 記録範囲： 各年度、各国家試験の卒業延期者 記録情報の収集方法： 各養成施設からの報告を各地方厚
生局がまとめ、厚生労働省に報告 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 大臣官房

68. 助産師国家試験卒業延期者リスト 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 受
験者の確定のため 記録項目： 受験地、受験番号 記録範囲： 各年度、各国家試験の卒業延期者 記録情報の収集方法： 各養成施設からの報告を各地方厚
生局がまとめ、厚生労働省に報告 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 大臣官房

69. 看護師国家試験卒業延期者リスト 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 受
験者の確定のため 記録項目： 受験地、受験番号 記録範囲： 各年度、各国家試験の卒業延期者 記録情報の収集方法： 各養成施設からの報告を各地方厚
生局がまとめ、厚生労働省に報告 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 大臣官房
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70. 理学療法士国家試験卒業延期者リスト 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 受
験者の確定のため 記録項目： 受験地、受験番号 記録範囲： 各年度、各国家試験の卒業延期者 記録情報の収集方法： 各養成施設からの報告を各地方厚
生局がまとめ、厚生労働省に報告 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 大臣官房

71. 作業療法士国家試験卒業延期者リスト 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 受
験者の確定のため 記録項目： 受験地、受験番号 記録範囲： 各年度、各国家試験の卒業延期者 記録情報の収集方法： 各養成施設からの報告を各地方厚
生局がまとめ、厚生労働省に報告 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 大臣官房

72. 診療放射線技師国家試験卒業延期者リスト 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 受
験者の確定のため 記録項目： 受験地、受験番号 記録範囲： 各年度、各国家試験の卒業延期者 記録情報の収集方法： 各養成施設からの報告を各地方厚
生局がまとめ、厚生労働省に報告 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 大臣官房

73. 臨床検査技師国家試験卒業延期者リスト 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 受
験者の確定のため 記録項目： 受験地、受験番号 記録範囲： 各年度、各国家試験の卒業延期者 記録情報の収集方法： 各養成施設からの報告を各地方厚
生局がまとめ、厚生労働省に報告 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 大臣官房

74. 視能訓練士国家試験卒業延期者リスト 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 受
験者の確定のため 記録項目： 受験地、受験番号 記録範囲： 各年度、各国家試験の卒業延期者 記録情報の収集方法： 各養成施設からの報告を各地方厚
生局がまとめ、厚生労働省に報告 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 大臣官房

75. 医師国家試験足切り対象者リスト 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 国
家試験実施にあたって必要な名簿。 記録項目： 受験地、受験番号、氏名、得点、対象科目 記録範囲： 各年度、各国家試験の受験者 記録情報の収集方法： 
受験写真用台紙、答案用紙 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 大臣官房総

76. 歯科医師国家試験足切り対象者リスト 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 国
家試験実施にあたって必要な名簿。 記録項目： 受験地、受験番号、氏名、得点、対象科目 記録範囲： 各年度、各国家試験の受験者 記録情報の収集方法： 
受験写真用台紙、答案用紙 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 大臣官房総

77. 看護師国家試験足切り対象者リスト 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 国
家試験実施にあたって必要な名簿。 記録項目： 受験地、受験番号、氏名、得点、対象問題（必修・一般・状況設定）別得点 記録範囲： 各年度、各国家試験の受
験者 記録情報の収集方法： 受験写真用台紙、答案用紙 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所

78. 理学療法士国家試験足切り対象者リスト 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 国
家試験実施にあたって必要な名簿。 記録項目： 受験地、受験番号、氏名、得点、対象科目 記録範囲： 各年度、各国家試験の受験者 記録情報の収集方法： 
受験写真用台紙、答案用紙 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 大臣官房総

79. 作業療法士国家試験足切り対象者リスト 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 国
家試験実施にあたって必要な名簿。 記録項目： 受験地、受験番号、氏名、得点、対象科目 記録範囲： 各年度、各国家試験の受験者 記録情報の収集方法： 
受験写真用台紙、答案用紙 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 大臣官房総

80. 診療放射線技師国家試験足切り対象者リスト 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 国
家試験実施にあたって必要な名簿。 記録項目： 受験地、受験番号、氏名、卒業学校名（見込み含む）、卒業年月（見込み含む） 記録範囲： 各年度、各国家試験
の受験者 記録情報の収集方法： 受験写真用台紙、答案用紙 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及

81. 医師国家試験１次２次合否変更者リスト 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 国
家試験実施にあたって必要な名簿。 記録項目： 受験地、受験番号、氏名、得点（１次および２次） 記録範囲： 各年度、各国家試験の受験者 記録情報の収集
方法： 受験写真用台紙、答案用紙 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 大

82. 歯科医師国家試験１次２次合否変更者リスト 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 国
家試験実施にあたって必要な名簿。 記録項目： 受験地、受験番号、氏名、得点（１次および２次） 記録範囲： 各年度、各国家試験の受験者 記録情報の収集
方法： 受験写真用台紙、答案用紙 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 大

83. 保健師国家試験１次２次合否変更者リスト 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 国
家試験実施にあたって必要な名簿。 記録項目： 受験地、受験番号、氏名、得点（１次および２次） 記録範囲： 各年度、各国家試験の受験者 記録情報の収集
方法： 受験写真用台紙、答案用紙 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 大

84. 助産師国家試験１次２次合否変更者リスト 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 国
家試験実施にあたって必要な名簿。 記録項目： 受験地、受験番号、氏名、得点（１次および２次） 記録範囲： 各年度、各国家試験の受験者 記録情報の収集
方法： 受験写真用台紙、答案用紙 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 大
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85. 看護師国家試験１次２次合否変更者リスト 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 国
家試験実施にあたって必要な名簿。 記録項目： 受験地、受験番号、氏名、得点（１次および２次） 記録範囲： 各年度、各国家試験の受験者 記録情報の収集
方法： 受験写真用台紙、答案用紙 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 大

86. 理学療法士国家試験１次２次合否変更者リスト 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 国
家試験実施にあたって必要な名簿。 記録項目： 受験地、受験番号、氏名、得点（１次および２次） 記録範囲： 各年度、各国家試験の受験者 記録情報の収集
方法： 受験写真用台紙、答案用紙 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 大

87. 作業療法士国家試験１次２次合否変更者リスト 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 国
家試験実施にあたって必要な名簿。 記録項目： 受験地、受験番号、氏名、得点（１次および２次） 記録範囲： 各年度、各国家試験の受験者 記録情報の収集
方法： 受験写真用台紙、答案用紙 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 大

88. 放射線技師国家試験１次２次合否変更者リスト 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 国
家試験実施にあたって必要な名簿。 記録項目： 受験地、受験番号、氏名、得点（１次および２次） 記録範囲： 各年度、各国家試験の受験者 記録情報の収集
方法： 受験写真用台紙、答案用紙 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 大

89. 臨床検査技師国家試験１次２次合否変更者リスト 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 国
家試験実施にあたって必要な名簿。 記録項目： 受験地、受験番号、氏名、得点（１次および２次） 記録範囲： 各年度、各国家試験の受験者 記録情報の収集
方法： 受験写真用台紙、答案用紙 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 大

90. 視能訓練士国家試験１次２次合否変更者リスト 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 国
家試験実施にあたって必要な名簿。 記録項目： 受験地、受験番号、氏名、得点（１次および２次） 記録範囲： 各年度、各国家試験の受験者 記録情報の収集
方法： 受験写真用台紙、答案用紙 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 大

91. 医師国家試験認定・予備者リスト 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 国
家試験実施にあたって必要な名簿。 記録項目： 受験地、受験番号、氏名、国籍、卒業（認定）年月、合否 記録範囲： 当該年度の該当者 記録情報の収集方
法： 受験写真用台紙、答案用紙 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 大臣官

92. 歯科医師国家試験認定・予備者リスト 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 国
家試験実施にあたって必要な名簿。 記録項目： 受験地、受験番号、氏名、国籍、卒業（認定）年月、合否 記録範囲： 当該年度の該当者 記録情報の収集方
法： 受験写真用台紙、答案用紙 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 大臣官

93. 医師国家試験不合格者リスト 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 不
合格者の確認 記録項目： 地区、受験番号、氏名 記録範囲： 各年度、各国家試験の不合格者 記録情報の収集方法： 受験写真用台紙、答案用紙 記録情報
の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 大臣官房総務課情報公開文書室 訂正

94. 歯科医師国家試験不合格者リスト 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 不
合格者の確認 記録項目： 地区、受験番号、氏名 記録範囲： 各年度、各国家試験の不合格者 記録情報の収集方法： 受験写真用台紙、答案用紙 記録情報
の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 大臣官房総務課情報公開文書室 訂正

95. 保健師国家試験不合格者リスト 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 不
合格者の確認 記録項目： 地区、受験番号、氏名 記録範囲： 各年度、各国家試験の不合格者 記録情報の収集方法： 受験写真用台紙、答案用紙 記録情報
の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 大臣官房総務課情報公開文書室 訂正

96. 助産師国家試験不合格者リスト 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 不
合格者の確認 記録項目： 地区、受験番号、氏名 記録範囲： 各年度、各国家試験の不合格者 記録情報の収集方法： 受験写真用台紙、答案用紙 記録情報
の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 大臣官房総務課情報公開文書室 訂正

97. 看護師国家試験不合格者リスト 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 不
合格者の確認 記録項目： 地区、受験番号、氏名 記録範囲： 各年度、各国家試験の不合格者 記録情報の収集方法： 受験写真用台紙、答案用紙 記録情報
の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 大臣官房総務課情報公開文書室 訂正

98. 理学療法士国家試験不合格者リスト 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 不
合格者の確認 記録項目： 地区、受験番号、氏名 記録範囲： 各年度、各国家試験の不合格者 記録情報の収集方法： 受験写真用台紙、答案用紙 記録情報
の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 大臣官房総務課情報公開文書室 訂正

99. 作業療法士国家試験不合格者リスト 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 不
合格者の確認 記録項目： 地区、受験番号、氏名 記録範囲： 各年度、各国家試験の不合格者 記録情報の収集方法： 受験写真用台紙、答案用紙 記録情報
の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 大臣官房総務課情報公開文書室 訂正
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100. 診療放射線技師国家試験不合格者リスト 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 不
合格者の確認 記録項目： 地区、受験番号、氏名 記録範囲： 各年度、各国家試験の不合格者 記録情報の収集方法： 受験写真用台紙、答案用紙 記録情報
の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 大臣官房総務課情報公開文書室 訂正

全件詳細表示 選択詳細表示 次の100件
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e-Gov home >  検索条件入力 > 検索結果

個人情報ファイル簿の検索

検索画面へ戻る

検索結果一覧

検索キーワード 指定なし 

府省 厚生労働省

上記の検索条件で 405 件ヒットしました。101件から200件を表示
詳細を見るには、番号横のチェックボックスをチェックし、詳細表示をクリックして下さい。

全件詳細表示 選択詳細表示 前の100件 次の100件

凡例 個人情報ファイルの名称 府省名

行政機関の名称：行政機関の名称（全角２０文字以内） 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称：個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称（全角５，０００文字以内） 個人情報ファイルの利用目的：個人情報ファイルの利用目的（全角２５０文字以内） 記録項目：記録項目（全
角５，０００文字以内） 記録範囲：記録範囲（全角５００文字以内） 記録情報の収集方法：記録情報の収集方法（全角１５０文字以内）・・・・先頭３００字までを表示

101. 臨床検査技師国家試験不合格者リスト 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 不
合格者の確認 記録項目： 地区、受験番号、氏名 記録範囲： 各年度、各国家試験の不合格者 記録情報の収集方法： 受験写真用台紙、答案用紙 記録情報
の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 大臣官房総務課情報公開文書室 訂正

102. 視能訓練士国家試験不合格者リスト 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 不
合格者の確認 記録項目： 地区、受験番号、氏名 記録範囲： 各年度、各国家試験の不合格者 記録情報の収集方法： 受験写真用台紙、答案用紙 記録情報
の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 大臣官房総務課情報公開文書室 訂正

103. 医師国家試験最高年齢者リスト 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： マ
スコミに対する情報提供 記録項目： 受験地、受験番号、氏名、住所、本籍、生年月日、卒業大学、卒業年月、試験結果 記録範囲： 各年度の該当者 記録情報
の収集方法： 受験写真用台紙、答案用紙 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 

104. 歯科医師国家試験最高年齢者リスト 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： マ
スコミに対する情報提供 記録項目： 受験地、受験番号、氏名、住所、本籍、生年月日、卒業大学、卒業年月、試験結果 記録範囲： 各年度の該当者 記録情報
の収集方法： 受験写真用台紙、答案用紙 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 

105. 医師国家試験受験可能回数最高者リスト 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 国
家試験実施にあたって必要な名簿。 記録項目： 受験可能回数、受験地、受験番号、氏名、得点、合否、卒業学校、卒業年月 記録範囲： 各年度の該当者 記
録情報の収集方法： 受験写真用台紙、答案用紙 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地：

106. 歯科医師国家試験受験可能回数最高者リスト 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 国
家試験実施にあたって必要な名簿。 記録項目： 受験可能回数、受験地、受験番号、氏名、得点、合否、卒業学校、卒業年月 記録範囲： 各年度の該当者 記
録情報の収集方法： 受験写真用台紙、答案用紙 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地：

107. 麻酔科標榜資格審査合格者名簿 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局総務課 個人情報ファイルの利用目的： 許可書再発行
等に伴う合否確認 記録項目： １．許可番号 ２．氏名 ３．生年月日 ４．医籍登録年月日 ５．医籍登録番号 ６．卒業大学 ７．卒業年次 ８．勤務先 ９．診療科
名 記録範囲： 医療法第７０条第２項の規程により許可された者 記録情報の収集方法： 本人からの許可申請書及び添付書類 記録情報の経常的提供

108. 医籍 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 医
師免許を与えられた者の管理に利用する。 記録項目： １登録番号、２登録年月日、３本籍地都道府県名、４氏名、５生年月日、６性別、７国家試験合格年月、８医
師法第７条第１項又は第２項の規定による処分に関する事項、９医師法第７条の２第２項に規定する再教育研修を修了した旨、１０医師法第１６条の４第１項に規定
する臨床研修を修了した旨、１１再免許の場合にはその旨、１

109. 歯科医籍 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 歯
科医師免許を与えられた者の管理に利用する 記録項目： １登録番号、２登録年月日、３本籍地都道府県名、４氏名、５生年月日、６性別、７国家試験合格年月、８
医師法第７条第１項又は第２項の規定による処分に関する事項、９医師法第７条の２第２項に規定する再教育研修を修了した旨、１０医師法第１６条の４第１項に規
定する臨床研修を修了した旨、１１再免許の場合にはその旨、
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110. 出願者名簿 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 国
家試験問題等印刷物の部数決定のため。受験者の試験会場各教室への配置等、国家試験の円滑な運営のため。受験者確認のため。 記録項目： 受験地、受験
番号、氏名、卒業学校名（見込み含む）、卒業年月（見込み含む） 記録範囲： 各年度、各国家試験の出願者 記録情報の収集方法： 受験願書 記録情報の経常
的提

111. 合格者名簿 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 閲
覧希望者に公表。免許登録時の合否確認。 記録項目： 受験地、受験番号、氏名 記録範囲： 各年度、各国家試験の合格者 記録情報の収集方法： 受験願
書、答案用紙 記録情報の経常的提供先： 受験者、学校関係者等の閲覧希望者。各都道府県。 開示請求等を受理する組織の名称及び所在

112. 保助看国家試験出願者名簿 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 出
願状況の確認、受験票・合格証書の送付等のため。 記録項目： １受験地・受験番号、２氏名、３卒業（見込）学校、４卒業（見込）年月 記録範囲： 国家試験受験
希望者 記録情報の収集方法： 本人申込 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地：

113. 国家試験合格者名簿 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 受
験者の合否確認のため。 記録項目： １受験地、２受験番号、３氏名 記録範囲： 国家試験合格者 記録情報の収集方法： 本人申込 記録情報の経常的提供
先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 大臣官房総務課情報公開文書室 訂正及び利用停止

114. 保健師籍 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 保
健師免許を与えられた者の管理に利用する。 記録項目： １登録番号、２登録年月日、３本籍地都道府県名（日本の国籍を有しない者については、その国籍）、４
氏名、５生年月日、６性別、７国家試験合格年月、８保健師助産師看護師法第１４条第１項の規定による処分に関する事項、９保健師助産師看護師法第１５条の２
の第３項に規定する再教育研修を修了した旨、１０再免許の場合に

115. 助産師籍 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 助
産師免許を与えられた者の管理に利用する 記録項目： １登録番号、２登録年月日、３本籍地都道府県名（日本の国籍を有しない者については、その国籍）、４氏
名、５生年月日、６国家試験合格年月、７保健師助産師看護師法第１４条第１項の規定による処分に関する事項、８保健師助産師看護師法第１５条の２の第３項に
規定する再教育研修を修了した旨、９再免許の場合にはその旨、１

116. 看護師籍 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 看
護師免許を与えられた者の管理に利用する。 記録項目： １登録番号、２登録年月日、３本籍地都道府県名（日本の国籍を有しない者については、その国籍）、４
氏名、５生年月日、６性別、７国家試験合格年月、８保健師看護師助産師法第１４条第１項の規定による処分に関する事項 ９保健師助産師看護師法第１５条の２
第３項に規定する再教育研修を修了した旨、１０再免許の場合には

117. 診療放射線技師籍 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 診
療放射線技師免許を与えられた者の管理に利用する。 記録項目： １登録番号、２登録年月日、３本籍地都道府県名（日本の国籍を有しない者については、その
国籍）、４氏名、５生年月日、６性別、７国家試験合格年月、８診療放射線技師法第９条第１項の規定による処分に関する事項 ９再免許の場合にはその旨、１０書
換交付又は再交付した場合には、その旨並びにその事由及び年月日

118. 臨床検査技師名簿 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 臨
床検査線技師免許を与えられた者の管理に利用する。 記録項目： １登録番号、２登録年月日、３本籍地都道府県名（日本の国籍を有しない者については、その
国籍）、４氏名、５生年月日、６性別、７国家試験合格年月、８臨床検査技師等に関する法第８条第１項の規定による処分に関する事項 ９再免許の場合にはその
旨、１０書換交付又は再交付した場合には、その旨並びにその事由及

119. 衛生検査技師名簿 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 衛
生検査線技師免許を与えられた者の管理に利用する。 記録項目： １登録番号、２登録年月日、３本籍地都道府県名（日本の国籍を有しない者については、その
国籍）、４氏名、５生年月日、６性別、７国家試験合格年月、８臨床検査技師等に関する法第８条第１項の規定による処分に関する事項 ９再免許の場合にはその
旨、１０書換交付又は再交付した場合には、その旨並びにその事由及

120. 理学療法士名簿 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 理
学療法士免許を与えられた者の管理に利用する。 記録項目： １登録番号、２登録年月日、３本籍地都道府県名（日本の国籍を有しない者については、その国
籍）、４氏名、５生年月日、６性別、７国家試験合格年月、８理学療法士及び作業療法士法７条第１項の規定による処分に関する事項 ９再免許の場合にはその旨、
１０書換交付又は再交付した場合には、その旨並びにその事由及び年

121. 作業療法士名簿 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 作
業療法士免許を与えられた者の管理に利用する。 記録項目： １登録番号、２登録年月日、３本籍地都道府県名（日本の国籍を有しない者については、その国
籍）、４氏名、５生年月日、６性別、７国家試験合格年月、８理学療法士及び作業療法士法７条第１項の規定による処分に関する事項 ９再免許の場合にはその旨、
１０書換交付又は再交付した場合には、その旨並びにその事由及び年

122. 視能訓練士名簿 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 視
能訓練士免許を与えられた者の管理に利用する。 記録項目： １登録番号、２登録年月日、３本籍地都道府県名（日本の国籍を有しない者については、その国
籍）、４氏名、５生年月日、６性別、７国家試験合格年月、８視能訓練士法８条第１項の規定による処分に関する事項 ９再免許の場合にはその旨、１０書換交付又
は再交付した場合には、その旨並びにその事由及び年月日、１１登録

123. 歯科技工士名簿 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 歯
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科技工士免許を与えられた者の管理に利用する。 記録項目： １登録番号、２登録年月日、３本籍地都道府県名（日本の国籍を有しない者については、その国
籍）、４氏名、５生年月日、６性別、７国家試験合格年月、８歯科技工士法８条第１項の規定による処分に関する事項 ９再免許の場合にはその旨、１０書換交付又
は再交付した場合には、その旨並びにその事由及び年月日、１１登録

124. 臨床工学技士名簿 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 臨
床工学技士免許を与えられた者の管理に利用する。 記録項目： １登録番号、２登録年月日、３本籍地都道府県名（日本の国籍を有しない者については、その国
籍）、４氏名、５生年月日、６性別、７国家試験合格年月、８臨床工学技士法８条第１項の規定による処分に関する事項 ９再免許の場合にはその旨、１０書換交付
又は再交付した場合には、その旨並びにその事由及び年月日、１１

125. 義肢装具士名簿 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医政局医事課試験免許室 個人情報ファイルの利用目的： 義
肢装具士免許を与えられた者の管理に利用する。 記録項目： １登録番号、２登録年月日、３本籍地都道府県名（日本の国籍を有しない者については、その国
籍）、４氏名、５生年月日、６性別、７国家試験合格年月、８義肢装具士法８条第１項の規定による処分に関する事項 ９再免許の場合にはその旨、１０書換交付又
は再交付した場合には、その旨並びにその事由及び年月日、１１登録

126. 疾病・障害認定審査会感染症・予防接種審査分科会資料（旧公衆衛生審議会予防接種健康被害認定部会資料） 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 健康局結核感染症課 個人情報ファイルの利用目的： 予防接
種法上の健康被害に関する情報を把握し、疾病・障害認定審査会感染症・予防接種審査分科会（旧公衆衛生審議会予防接種健康被害認定部会）における認定に
関する審査の参考資料として供する。 記録項目： １ 審議年、２ 受付番号、３ 住所地（都道府県、市町村）、４ 氏名、５ 生年月日、６ 性別、７ 接種年月日、８
接種年齢、９ ワクチン名、１０ 請求番号、１１ 認定

127. 国立ハンセン病療養所等退所者給与金名簿 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 健康局疾病対策課 個人情報ファイルの利用目的： 国立ハン
セン病療養所等退所者給与金申請者の管理 記録項目： １ 受付番号、２ 受付日、３ 審査区分、４ 支給基準日、５ 通知書番号、６@認定区分、７ 支給状態、
８ 氏名、９ 現住所、１０ 電話番号、１１ 性別、１２ 前年度課税標準額、１３ 生年月日、１４ 支給額、１５ 療養所入退所履歴、１６ 給与金支払先に関する事
項、１７ 扶養状況、１８ 同一世帯認定退所者状

128. 給水装置工事主任技術者名簿 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 健康局水道課 個人情報ファイルの利用目的： 主任技術者及
び主任技術者試験合格者への免状交付状況を把握するために使用する。 記録項目： １ 合格者番号、２ 免状番号、３ 氏名、４ ふりがな、５ 生年月日、６ 本
籍地、７ 郵便番号、８ 免状交付申請日、９ 免状交付日 記録範囲： 水道法（昭和32年法律第177号）第25条の５第１項の規定により免状交付を受けた者 記録
情報の収集

129. 建築物環境衛生管理技術者免状交付台帳 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 健康局生活衛生課 個人情報ファイルの利用目的： 建築物衛
生法において、特定建築物所有者等は、当該特定建築物の維持管理が環境衛生上適正に行われるように監督をさせるため、建築物環境衛生管理技術者免状を
有する者のうちから建築物環境衛生管理技術者を選任しなければならないとされており、当該国家資格を有する者の情報を常に把握し、無資格者の選任等、不適
切な選任を防止している。 記録項目： １免状番号、２登録年月日、３本籍

130. 管理栄養士名簿 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 健康局がん対策・健康増進課 個人情報ファイルの利用目
的： 管理栄養士免許交付者の管理に利用する。 記録項目： １ 登録番号、２ 登録年月日、３ 本籍地都道府県名、４ 氏名、５ 生年月日、６ 性別、７ 管理栄
養士国家試験合格又は養成施設卒業の年月、８ 免許の取り消し又は名称の使用の停止の処分に関する事項、９ 免許証交付年月日 記録範囲： 管理栄養士免
許証の交付を受けた者 記

131. 申請受付台帳（被爆者援護法第１１条の認定） 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 健康局総務課 個人情報ファイルの利用目的： 被爆者援護法
第１１条の認定に係る申請の受付状況を整理する 記録項目： 受付番号、受付年月日、申請者氏名、シンセイシャシメイ、性別、生年月日、年齢（申請時）、被爆時
年齢、申請年月日、経由県市、進達年月日、進達番号、被爆市名、被爆町名、被爆種別、被爆距離（km）、遮蔽、３日以内の爆心地付近での行動、急性症状、申請
疾病名（本人）、疾病群、意見書疾病名 記録範

132. 認定台帳（被爆者援護法第１１条の認定） 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 健康局総務課 個人情報ファイルの利用目的： 被爆者援護法
第１１条の認定について認定状況を整理する 記録項目： 認定番号、施行年月日、施行番号、経由先、申請者氏名、性別、生年月日、認定疾病名、疾病群、受付
番号 記録範囲： 平成８年度以降に被爆者援護法第１１条の規定に基づき認定した者 記録情報の収集方法： 申請者より提出された申請書から収集 記録情報
の

133. 管理栄養士国家試験合格者名簿 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 健康局がん対策・健康増進課 個人情報ファイルの利用目
的： 管理栄養士国家試験合格者の管理に利用する。 記録項目： １受験番号、２氏名、３性別、４生年月日、５本籍、６住所、７卒業養成施設、８卒業年月、９栄養
士免許登録年月日、１０管理栄養士国家試験合格証番号 記録範囲： 管理栄養士国家試験に合格した者 記録情報の収集方法： 管理栄養士国家試験受験願
書 

134. 管理栄養士国家試験出願者名簿 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 健康局がん対策・健康増進課 個人情報ファイルの利用目
的： 管理栄養士国家試験に出願した受験生の管理に利用する。 記録項目： １受験番号、２氏名、３性別、４生年月日、５本籍、６住所、７卒業養成施設、８卒業年
月、９栄養士免許登録年月日 １０，採点結果 記録範囲： 管理栄養士国家試験に出願した者 記録情報の収集方法： 管理栄養士国家試験受験願書 記録情
報

135. 薬剤師名簿 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医薬食品局総務課 個人情報ファイルの利用目的： 薬剤師免
許を与えられた者の管理に利用する。 記録項目： １登録番号、２登録年月日、３本籍地、４氏名、５生年月日 ６性別、７薬剤師国家試験合格の年月、８免許の取
消又は業務停止の処分に関する事項、９再免許の場合その旨、１０薬剤師免許を書換え交付し、又は再交付した場合その旨並びにその理由及び年月日、１１登録
の消除をした場合その旨並びにその理由及び年月日

136. 薬剤師国家試験合格者名簿 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医薬食品局総務課 個人情報ファイルの利用目的： 薬剤師国
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家試験合格者の把握 記録項目： １試験会場名、２試験地、３受験番号、４本籍、５現住所、６氏名、７性別、８生年月日、９卒業年月、１０出身校、１１学校番号、１
２合格証書番号 記録範囲： 薬剤師国家試験受験者の中から試験に合格した者 記録情報の収集方法： 受験願書、受験写真用台紙 記録情報の経常的提

137. 毒物劇物営業者登録等システム 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 北海道厚生局指導・監査部門東北厚生局指導・監査部門関東
信越厚生局指導・監査部門東海北陸厚生局指導・監査部門近畿厚生局指導・監査部門中国四国厚生局指導・監査部門九州厚生局指導・監査部門厚生労働省医
薬食品局審査管理課化学物質安全対策室 個人情報ファイルの利用目的： 毒物及び劇物取締法第７条により、毒物劇物営業者は、製造所又は営業所ごとに毒
物劇物取扱責任者を設置することとされている。また、同条第３項より、毒物劇物取扱責任者を設置した場合

138. 薬剤師国家試験出願者名簿 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医薬食品局総務課 個人情報ファイルの利用目的： 国家試験
問題等印刷物の部数決定のため。受験者の試験会場各教室への配置等、国家試験の円滑な運営のため。受験者確認のため。 記録項目： 受験地、受験番号、
氏名、卒業学校名（見込み含む）、卒業年月（見込み含む） 記録範囲： 各年度、薬剤師国家試験の出願者 記録情報の収集方法： 受験願書、受験写真用台紙 
記録

139. 副作用・感染等被害救済給付判定業務ファイル 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 医薬食品局安全対策課 個人情報ファイルの利用目的： 副作
用・感染等被害判定部会に係る事務処理のために利用する。 記録項目： １氏名、２性別、３生年月日、４副作用救済給付の有無、５原因医薬品名、６副作用によ
る健康被害の内容、７原疾患 記録範囲： （独）医薬品医療機器総合機構に副作用救済給付の申請書を提出した者（平成17年以降） 記録情報の収集方法：
（独）医薬品

140. 森永ひ素ミルク中毒被害者手帳交付 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 食品安全部企画情報課 個人情報ファイルの利用目的： 森永
ひ素ミルク中毒患者に対する被害者証明書の交付状況を記録する。 記録項目： １ 患者氏名、２ 生年月日、３ 保護者名、４ 保護者住所、５ 証明書の発行の
有無、６ 備考（死亡、転出、転入等） 記録範囲： 森永ひ素ミルク中毒患者として認められた者 記録情報の収集方法： 昭和４８年当時、被害者からの届出により
判明

141. 予防接種台帳 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 小樽検疫所検疫課 個人情報ファイルの利用目的： 予防接種
者の記録及び証明書の再交付のため 記録項目： １接種年月日、２氏名、３生年月日、４年齢、５性別、６住所、７接種ワクチン名、８接種回数・量・ロット番号、９予
防接種場所、１０接種医師名、１１手数料、１２証明書交付日、１３渡航先、１４渡航目的、１５出発日、１６滞在日数 記録範囲： 予防接種を実施した者 記録情報
の収集方法：

142. 予防接種台帳 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 仙台検疫所検疫課 個人情報ファイルの利用目的： 予防接種
者の記録及び証明書の再交付のため 記録項目： １接種年月日、２氏名、３生年月日、４年齢、５性別、６住所、７接種ワクチン名、８接種回数・量・ロット番号、９予
防接種場所、１０接種医師名、１１手数料、１２証明書交付日、１３渡航先、１４渡航目的、１５出発日、１６滞在日数 記録範囲： 予防接種を実施した者 記録情報
の収集方法：

143. 予防接種台帳 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 成田空港検疫所検疫課 個人情報ファイルの利用目的： 予防
接種者の記録及び証明書の再交付のため 記録項目： １接種年月日、２氏名、３生年月日、４年齢、５性別、６住所、７接種ワクチン名、８接種回数・量・ロット番
号、９予防接種場所、１０接種医師名、１１手数料、１２証明書交付日、１３渡航先、１４渡航目的、１５出発日、１６滞在日数 記録範囲： 予防接種を実施した者 記
録情報の収集方

144. 予防接種台帳 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 東京検疫所検疫課 個人情報ファイルの利用目的： 予防接種
者の記録及び証明書の再交付のため 記録項目： １接種年月日、２氏名、３生年月日、４年齢、５性別、６住所、７接種ワクチン名、８接種回数・量・ロット番号、９予
防接種場所、１０接種医師名、１１手数料、１２証明書交付日、１３渡航先、１４渡航目的、１５出発日、１６滞在日数 記録範囲： 予防接種を実施した者 記録情報
の収集方法：

145. 予防接種台帳 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 横浜検疫所検疫課 個人情報ファイルの利用目的： 予防接種
者の記録及び証明書の再交付のため 記録項目： １接種年月日、２氏名、３生年月日、４年齢、５性別、６住所、７接種ワクチン名、８接種回数・量・ロット番号、９予
防接種場所、１０接種医師名、１１手数料、１２証明書交付日、１３渡航先、１４渡航目的、１５出発日、１６滞在日数 記録範囲： 予防接種を実施した者 記録情報
の収集方法：

146. 予防接種台帳 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 新潟検疫所検疫課 個人情報ファイルの利用目的： 予防接種
者の記録及び証明書の再交付のため 記録項目： １接種年月日、２氏名、３生年月日、４年齢、５性別、６住所、７接種ワクチン名、８接種回数・量・ロット番号、９予
防接種場所、１０接種医師名、１１手数料、１２証明書交付日、１３渡航先、１４渡航目的、１５出発日、１６滞在日数 記録範囲： 予防接種を実施した者 記録情報
の収集方法：

147. 予防接種台帳 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 名古屋検疫所検疫課 個人情報ファイルの利用目的： 予防接
種者の記録及び証明書の再交付のため 記録項目： １接種年月日、２氏名、３生年月日、４年齢、５性別、６住所、７接種ワクチン名、８接種回数・量・ロット番号、９
予防接種場所、１０接種医師名、１１手数料、１２証明書交付日、１３渡航先、１４渡航目的、１５出発日、１６滞在日数 記録範囲： 予防接種を実施した者 記録情
報の収集方法

148. 予防接種台帳 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 大阪検疫所検疫課 個人情報ファイルの利用目的： 予防接種
者の記録及び証明書の再交付のため 記録項目： １接種年月日、２氏名、３生年月日、４年齢、５性別、６住所、７接種ワクチン名、８接種回数・量・ロット番号、９予
防接種場所、１０接種医師名、１１手数料、１２証明書交付日、１３渡航先、１４渡航目的、１５出発日、１６滞在日数 記録範囲： 予防接種を実施した者 記録情報
の収集方法：

149. 予防接種台帳 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関西空港検疫所検疫課 個人情報ファイルの利用目的： 予防
接種者の記録及び証明書の再交付のため 記録項目： １接種年月日、２氏名、３生年月日、４年齢、５性別、６住所、７接種ワクチン名、８接種回数・量・ロット番
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号、９予防接種場所、１０接種医師名、１１手数料、１２証明書交付日、１３渡航先、１４渡航目的、１５出発日、１６滞在日数 記録範囲： 予防接種を実施した者 記
録情報の収集方

150. 予防接種台帳 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 神戸検疫所検疫課 個人情報ファイルの利用目的： 予防接種
者の記録及び証明書の再交付のため 記録項目： １接種年月日、２氏名、３生年月日、４年齢、５性別、６住所、７接種ワクチン名、８接種回数・量・ロット番号、９予
防接種場所、１０接種医師名、１１手数料、１２証明書交付日、１３渡航先、１４渡航目的、１５出発日、１６滞在日数 記録範囲： 予防接種を実施した者 記録情報
の収集方法：

151. 予防接種台帳 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 広島検疫所検疫課 個人情報ファイルの利用目的： 予防接種
者の記録及び証明書の再交付のため 記録項目： １接種年月日、２氏名、３生年月日、４年齢、５性別、６住所、７接種ワクチン名、８接種回数・量・ロット番号、９予
防接種場所、１０接種医師名、１１手数料、１２証明書交付日、１３渡航先、１４渡航目的、１５出発日、１６滞在日数 記録範囲： 予防接種を実施した者 記録情報
の収集方法：

152. 予防接種台帳 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 福岡検疫所検疫課 個人情報ファイルの利用目的： 予防接種
者の記録及び証明書の再交付のため 記録項目： １接種年月日、２氏名、３生年月日、４年齢、５性別、６住所、７接種ワクチン名、８接種回数・量・ロット番号、９予
防接種場所、１０接種医師名、１１手数料、１２証明書交付日、１３渡航先、１４渡航目的、１５出発日、１６滞在日数 記録範囲： 予防接種を実施した者 記録情報
の収集方法：

153. 予防接種台帳 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 那覇検疫所検疫課 個人情報ファイルの利用目的： 予防接種
実施者の記録及び証明書の再交付のため 記録項目： １接種年月日、２氏名、３生年月日、４年齢、５性別、６住所、７接種ワクチン名、８接種回数・量・ロット番
号、９予防接種場所、１０接種医師名、１１手数料、１２証明書交付日、１３渡航先、１４渡航目的、１５出発日、１６滞在日数 記録範囲： 予防接種を実施した者 記
録情報の収集方

154. 労働保険再審査請求事件 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 労働基準局総務課労働保険審査会事務室 個人情報ファイ
ルの利用目的： 労働保険再審査請求事件の検索に利用する。 記録項目： １再審査請求人（申立人）住所・氏名、２再審査請求代理人住所・氏名、３原処分を受
けた者の住所・氏名、４原処分を受けた者が原処分に係る労働者以外の者であるときは、当該労働者の氏名、５原処分に係る労働者が給付原因発生当時使用され
ていた事業場の所在地・名称、６再審査請求人が原処分に係る労働者以外

155. 社労士試験科目免除申請書・決定書 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 労働基準局監督課 個人情報ファイルの利用目的： 社会保険
労務士試験試験科目免除申請者の試験科目免除決定状況を管理するため。 記録項目： １受付局、２氏名、３生年月日、４住所、５免除を申請する試験科目、６免
除申請事由、７添付書類名、８免除決定状況、９免除決定通知番号、１０免除決定理由 記録範囲： 社会保険労務士試験の試験科目の免除を申請した者（平成１
１年度まで） 記録情報の

156. 社労士試験合格者 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 労働基準局監督課 個人情報ファイルの利用目的： 社会保険
労務士試験合格者の受験資格等を管理するため。 記録項目： １試験地、２受験番号、３氏名、４合格証書番号、（５生年月日、６住所、７受験資格、８受験希望
地、９添付書類名、１０試験免除科目、１１試験免除決定通知書番号） 記録範囲： 社会保険労務士試験に合格した者 記録情報の収集方法： 本人からの社会保
険労務士受

157. 社労士免許者名簿 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 労働基準局監督課 個人情報ファイルの利用目的： 社会保険
労務士の免許証交付状況を管理するため。 記録項目： １受付局、２免許年月日、３免許証番号、４本籍（都道府県名）、５氏名、６生年月日 記録範囲： 社会保
険労務士の免許証の交付を受けた者（昭和５７年度まで） 記録情報の収集方法： 本人からの社会保険労務士免許申請書及び添付書類 記録情報の経常的提
供

158. 労働安全衛生法による新免許台帳 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 労働基準局安全衛生部計画課及び都道府県労働局 個人情
報ファイルの利用目的： 昭和６３年１０月１日以降に交付された免許情報を記録し、各都道府県労働局が行う再交付、書替及び更新等の免許事務に供する。 記
録項目： １ 免許番号、２ カナ姓、３ カナ名、４ 生年月日、５ 本籍地（都道府県のみ）、６ 交付年月日、７ 郵便番号、８ カナ住所、９ 性別、１０ 免許の種類、
１１ 安全衛生技術センターの番号、１２ 試験年月日

159. 労働安全衛生法による旧免許台帳 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 労働基準局安全衛生部計画課及び都道府県労働局 個人情
報ファイルの利用目的： 昭和６３年１０月１日前に交付された免許情報を記録し、各都道府県労働局が行う再交付、書替及び更新等の免許事務に供する。 記録
項目： １ 免許の種類、２ 交付局、３ 免許番号、４ 交付年月日、５ 再交付年月日、６ 生年月日、７ 本籍地（都道府県のみ）、８ 氏名、９ 条件の内容 記録
範囲： 昭和６３年１０月１日前に

160. 労働者死傷病報告情報 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 労働基準局安全衛生部安全課、都道府県労働局及び全国労
働基準監督署 個人情報ファイルの利用目的： 労働災害防止対策の推進に資する統計作成を行う 記録項目： 被災者氏名、被災者性別、被災者生年月日 記
録範囲： 労働安全衛生法第２条第２号で定義された労働者のうち、同条第１号で定義された労働災害を被った者 記録情報の収集方法： 事業場から提出された労
働者死傷病報告情報

161. 工業中毒報告情報 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 労働基準局安全衛生部労働衛生課、都道府県労働局及び全
国労働基準監督署 個人情報ファイルの利用目的： 安全衛生指導等に活用する 記録項目： 被災者氏名、被災者性別、被災者年齢 記録範囲： 労働安全衛生
法第２条第２号で定義された労働者のうち、同条第１号で定義された労働災害を被った者 記録情報の収集方法： 労働基準監督署において工業中毒等特殊疾病
（障害）情報を把握し

162. じん肺管理区分情報 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 労働基準局安全衛生部労働衛生課及び都道府県労働局 個
人情報ファイルの利用目的： じん肺管理業務に必要な書類の作成や各種検索、統計情報の作成を行う。 記録項目： 対象者氏名、対象者性別、対象者生年月
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日、対象者所在地、対象者郵便番号、対象者電話番号、事業場名、事業場代表者職氏名、粉じん作業の種類、じん肺管理区分、じん肺管理区分決定年月日 記
録範囲： じん肺法１３条第２項等の規定によりじん

163. 特定機械等情報 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 労働基準局安全衛生部安全課、都道府県労働局及び全国労
働基準監督署 個人情報ファイルの利用目的： 特定機械等の管理に必要な情報を一元管理し、入力及び検索に利用する。 記録項目： 製造許可申請者職氏名、
最新主任設計者職氏名、最新工作責任者職氏名、許可時主任設計者職氏名、許可時工作責任者職氏名、製造者氏名、製造者所在地、検査官氏名、検査申請者
氏名、検査申請者所在地、予定検査官氏名、届出審査官氏名、届出申請者氏名、

164. 免許管理情報 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 労働基準局安全衛生部計画課 個人情報ファイルの利用目
的： 労働安全衛生法に基づく免許の管理に必要な情報を一元管理し、免許証の発給等に利用する。 記録項目： 氏名、性別、生年月日、本籍地、郵便番号、所在
地 記録範囲： 労働安全衛生法７２条第１項の規定に基づき、免許交付を受けた者 記録情報の収集方法： 申請書及び安全衛生技術センターからの合格者情報
記

165. 東電福島第一原発作業員の長期的健康管理システム 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 労働基準局 安全衛生部 労働衛生課 個人情報ファイルの利
用目的： 1. 登録された者からの照会に応じて情報を開示するために利用する。2. 登録された者を対象とする健康相談や保健指導の基礎資料として利用する。3. 放
射線の健康影響等に関する調査研究に利用する（研究機関への提供を含む。その具  体的な手順等は別途定める。）。 記録項目： 1.氏名、2.生年月日、3.性別、
4.個人番号、5.中央登録番号、6.郵便

166. 労働者災害補償保険年金受給権者ファイル 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 労働基準局労災補償部労災保険業務課、都道府県労働局及
び全国労働基準監督署 個人情報ファイルの利用目的： 年金給付事務について、受給者の給付履歴の個人管理及び入力データの整合性の突合を行い支払業
務、情報検索及び統計の作成に使用する。また、労働者災害補償保険制度に基づき支給される年金たる給付の受給権を担保とした小口資金の貸付け、年金受給
者等の生活の向上、及び労働者災害補償保険法に基づく年金受給者に対する介護サービスの提供のために利用す

167. 労働者災害補償保険被災者一元管理台帳 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 労働基準局労災補償部労災保険業務課、都道府県労働局及
び全国労働基準監督署 個人情報ファイルの利用目的： 療養（補償）給付（療養の費用の支給）、休業（補償）給付、一時金給付及び介護（補償）給付の給付事務
について受給者の給付履歴の個人管理及び入力データの整合性の突合を行い支払い業務、情報検索及び統計の作成に使用する。 記録項目： １ 管轄局署、２
労働者の氏名、３ 労働者の性別、４ 労働者の生年月日、５ 労働保

168. 労働者災害補償保険二次健康診断等給付請求者管理台帳 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 労働基準局労災補償部労災保険業務課、都道府県労働局及
び全国労働基準監督署 個人情報ファイルの利用目的： 二次健康診断等給付事務について、請求者の給付履歴の個人管理及び入力データの整合性の突合を行
い、支払業務、情報検索及び統計の作成に利用する。 記録項目： １ 管轄労働局、２ 氏名（カナ、漢字）、３ 生年月日、４ 性別、５ 郵便番号、６ 住所、７ 労
働保険番号、８ 一次健康診断受診年月日、９ 二次健康診断受診

169. 労働者災害補償保険アフターケア対象者管理台帳 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 労働基準局労災補償部労災保険業務課、都道府県労働局及
び全国労働基準監督署 個人情報ファイルの利用目的： アフターケア委託費及びアフターケア通院費の給付事務について、受給者の給付履歴の個人管理及び入
力データの整合性の突合を行い、支払業務、情報検索及び統計の作成に利用する。 記録項目： １ 管轄局、２ 対象者の氏名（カナ）・（漢字）、３ 対象者の生年
月日、４ 対象者の性別、５ 対象者の郵便番号、６ 対象者の住所

170. 雇用保険被保険者台帳 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 職業安定局労働市場センター業務室、都道府県労働局及び公
共職業安定所 個人情報ファイルの利用目的： 雇用保険制度運営の基本として、被保険者の属性等基本的事項を把握する。 記録項目： １被保険者番号、２被
保険者氏名、３性別、４生年月日、５事業所番号、６被保険者となった年月日、７被保険者となったことの原因、８賃金、９職種、１０被保険者種類、１１離職等年月
日、１２喪失原因、１３離職票交付状況、１４雇用形態

171. 雇用保険支給台帳 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 職業安定局労働市場センター業務室、都道府県労働局及び公
共職業安定所 個人情報ファイルの利用目的： 雇用保険制度に基づく失業給付等各種給付の支給業務の管理のため利用する。 記録項目： １支給番号、２氏
名、３性別、４年齢、５生年月日、６被保険者番号、７取得年月日、８産業分類、９離職年月日、１０受給期間満了年月日、１１解雇の効力等に関する争いの発生・終
了の表示、１２求職申込年月日、１３資格決定年月日、１４被保険者

172. 高年齢雇用継続給付台帳 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 職業安定局労働市場センター業務室、都道府県労働局及び公
共職業安定所 個人情報ファイルの利用目的： 雇用保険制度に基づく高年齢雇用継続給付の支給業務の管理のため利用する。 記録項目： １被保険者番号、２
要件該当年月日、３受給資格確認年月日、４取得年月日、５賃金月額、６支給申請月、７支給期間、８前回支給期間末月、９次回支給申請書、１０次回支給対象期
間、１１支給決定の状況 記録範囲： 雇用

173. 育児休業給付台帳 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 職業安定局労働市場センター業務室、都道府県労働局及び公
共職業安定所 個人情報ファイルの利用目的： 雇用保険制度に基づく育児休業給付の支給業務の管理のため利用する。 記録項目： １被保険者番号、２出産
日、３育児休業開始日、４受給資格確認年月日、５取得年月日、６支給期間、７次回支給対象期間指定基準日、８賃金月額、９次回支給申請日、１０職場復帰年月
日、１１支給決定の状況 記録範囲： 雇用保

174. 教育訓練給付台帳 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 職業安定局労働市場センター業務室、都道府県労働局及び公
共職業安定所 個人情報ファイルの利用目的： 雇用保険制度に基づく教育訓練給付の支給業務のため利用する。 記録項目： １被保険者番号、２被保険者氏
名、３被保険者住所、４被保険者の電話番号、５被保険者の口座番号、６訓練開始年月日、７教育訓練講座番号、８教育訓練経費、９教育訓練給付金支給額、１０
受給資格確認日 記録範囲： 雇用保険法（昭

175. 介護休業給付台帳 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 職業安定局労働市場センター業務室、都道府県労働局及び公
共職業安定所 個人情報ファイルの利用目的： 雇用保険制度に基づく介護休業給付の支給業務のため利用する。 記録項目： １被保険者番号、２被保険者氏
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名、３被保険者住所、４被保険者の電話番号、５被保険者の口座番号、６介護休業開始日、７支給期間末日、８取得日、９休業終了日、１０離職日、１１育児休業開
始日、１２産前産後休業開始日、１３賃金月額、１４対象家族の情報（

176. 特定求職者雇用開発助成金支給ファイル 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 職業安定局労働市場センター業務室、都道府県労働局及び公
共職業安定所 個人情報ファイルの利用目的： 雇用保険制度に基づく特定求職者雇用開発助成金の支給業務の管理のため利用する。 記録項目： １被保険者
番号、２対象労働者氏名、３生年月日、４性別、５雇入年月日、６対象労働者種別、７被保険者区分、８離職等理由、９離職等年月日 記録範囲： 雇用保険法（昭和
４９年法律第１１６号）第６２条第１項第

177. 求職台帳 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 職業安定局労働市場センター業務室、都道府県労働局及び公
共職業安定所 個人情報ファイルの利用目的： 職業紹介業務を円滑に遂行するために、求職者の職業紹介に必要な事項を把握する 記録項目： １求職番号、２
付属施設種類、３新システムデータ、４障害者求職者、５求職番号（最上位統合先）、６求職受理年月日、７求職有効年月日、８求職無効年月日、９ハローワークから
の連絡可否、１０連絡手段／自宅電話、１１連絡手段／携帯電話１

178. 日雇被保険者台帳 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 職業安定局労働市場センター業務室、都道府県労働局及び公
共職業安定所 個人情報ファイルの利用目的： 雇用保険制度に基づく日雇労働被保険者の属性等基本的事項を把握し、日雇給付金の支給業務の管理のために
利用する。 記録項目： １日雇被保険者番号、２手帳登録番号、３カナ氏名、４漢字氏名、５要漢字氏名変更表示、６性別、７生年月日、８住所・居所、９日雇被保険
者種類、１０職種、１１手帳発給管理番号、１２一般等の被保険者番

179. 手帳登録番号台帳 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 職業安定局労働市場センター業務室、都道府県労働局及び公
共職業安定所 個人情報ファイルの利用目的： 日雇労働被保険者に交付した雇用保険被保険者手帳の管理のために利用する。 記録項目： １手帳登録番号、２
日雇被保険者番号、３日雇給付金の支給に関する情報 記録範囲： 雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第６条第１号の３及び第４３条第１項に規定する日雇労
働被保険者 記録情報の収

180. 債権管理台帳 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 職業安定局労働市場センター業務室 個人情報ファイルの利
用目的： 戻入発生による納入告知書の発行及びその返納等の管理のために利用する。 記録項目： １被保険者番号、２債主コード、３給付区分、４科目、５納入告
知番号、６支給番号、７返納受付番号、８納入告知日、９納入期限日、１０返納金額、１１戻入決議情報、１２氏名、１３郵便番号、１４住所、１５取消日 記録範囲： 
口座振込分に係る失業等給付金

181. 支払不能台帳 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 職業安定局労働市場センター業務室 個人情報ファイルの利
用目的： 振込不能となっている失業等給付金の管理のために利用する。 記録項目： １被保険者番号、２債主コード、３口座区分、４給付区分、 ５支給番号、６認
定等処理日、７登録日、 ８振込日、９整理番号、１０当初債主コード、１１新債主コード、１２金融機関店舗番号、１３口座番号、１４口座氏名、 １５支払不能情報、
１６支給金額、１７科目数、１８科目別情報

182. 職業紹介事業関係業務ファイル 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 職業安定局派遣・有期労働対策部需給調整事業課及び都道
府県労働局 個人情報ファイルの利用目的： 職業紹介事業の許可、職業紹介事業者の指導監督等の業務に利用する。 記録項目： 職業安定法第３０条又は第３
３条の許可を受けた職業紹介事業者の次の項目 １許可番号、２許可年月日、３有効期間、４氏名又は名称、５住所、６代表者の氏名及び住所、７役員の氏名及び
住所、８設立年月日、９資本金、１０労働者派遣事業との兼業の有無、１

183. 労働者派遣事業関係業務ファイル 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 職業安定局派遣・有期労働対策部需給調整事業課及び都道
府県労働局 個人情報ファイルの利用目的： 一般労働者派遣事業の許可、派遣元事業主の指導監督等の業務に利用する。 記録項目： Ｉ一般派遣元事業主の
次の項目 １許可番号、２許可年月日、３有効期間、４氏名又は名称、５住所、６代表者の氏名及び住所、７役員の氏名及び住所、８設立年月日、９資本金、１０職業
紹介事業との兼業の有無、１１基準資産額、１２事業資金、１３兼業内

184. 外国人雇用状況届出ファイル 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 厚生労働省職業安定局派遣・有期労働対策部外国人雇用対
策課、都道府県労働局及び公共職業安定所 個人情報ファイルの利用目的： 外国人労働者の雇用管理の改善、外国人労働者の再就職の促進、不法就労の防止
に利用する。 記録項目： １事業所名、２事業主名、３主たる事務所の名称・所在地、４事業所の住所、５外国人労働者の氏名、６外国人労働者の生年月日、７外
国人労働者の性別、８外国人労働者の国籍、９外国人労働者の在留資格、１

185. 船員被保険者台帳 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 職業安定局労働市場センター業務室、都道府県労働局及び公
共職業安定所 個人情報ファイルの利用目的： 雇用保険制度に基づく船員被保険者の属性等基本的事項を把握するために利用する。 記録項目： １ 基礎年金
番号、２ 被保険者番号、３ 被保険者氏名、４ 性別、５ 生年月日、６ 被保険者となった年月日、７ 離職等年月日、８ 喪失原因、９ 高齢求職者認定日、１０
再就職手当就職日、１１ 支給期間初日、１２ 支給期間末日

186. 求職者支援制度における訓練受講者台帳 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 職業安定局労働市場センター業務室、都道府県労働局及び公
共職業安定所 個人情報ファイルの利用目的： 求職者支援制度運営の基本として訓練受講申込者の属性等基本的な事項を把握する。 記録項目： １ 氏名、２
性別、３ 世帯区分、４ 生年月日、５ 電話番号、６ 住所（郵便番号） 、７ 訓練施設管轄安定所番号、８ 併願、９ 訓練中止日、 １０ 訓練実施施設名、 １１
分類、１２ 分野 １３、訓練科名 １４、訓練機関、

187. 高年齢者雇用状況報告業務ファイル 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 職業安定局雇用開発部高齢者雇用対策課、都道府県労働局
及び公共職業安定所 個人情報ファイルの利用目的： ・定年・高年齢者雇用確保措置に係る指導、助言及び勧告・高年齢者等の雇用に関する技術的事項につい
て、事業主その他の関係者に対する相談その他の援助を行うために利用する。 記録項目： １報告日、２氏名（法人の場合は代表者氏名）、３住所、４電話番号、５
FAX番号、６産業分類番号、７産業の具体的内容、８企業規模、９労

188. 障害者雇用状況報告業務ファイル 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 職業安定局雇用開発部障害者雇用対策課、都道府県労働局
及び公共職業安定所 個人情報ファイルの利用目的： 事業主に対する障害者雇用率達成指導のための資料として活用する 記録項目： １．事業所区分、２．適
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用事業所番号、３．年度、４．申請日、５．安定所名、６．法人名、７．事業主名、８．郵便番号、９．住所、10．電話番号、11．産業中分類コード、12．産業中分類名、
13．事業内容、14．事業所数、15．事業所名、16

189. 指定試験機関試験結果報告 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 職業能力開発局能力評価課 個人情報ファイルの利用目的：
指定試験機関が実施した技能検定試験を受験した者に係る合否の決定を行うため 記録項目： １．受検者の受検番号、２．氏名、３．生年月日、４．住所、５．試験
の成績 記録範囲： 職業能力開発促進法施行規則（昭和４４年労働省令第２４号）第６６条の規定に基づき、指定試験機関に受検申請書を提出した者 記録情報
の収集方法：

190. 技能者育成資金債務者ファイル 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 厚生労働省職業能力開発局能力開発課 個人情報ファイル
の利用目的： 技能者育成資金債権を回収するために利用 記録項目： １ 氏名、２ 住所、３ 電話番号、４ 性別、５ 生年月日、６ 貸付額、７ 返済済額、８ 未
回収額 記録範囲： 旧独立行政法人雇用・能力開発機構において技能者育成資金の貸付を受けた者 記録情報の収集方法： 旧独立行政法人雇用・能力開発機
構において

191. 児童調書 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国立武蔵野学院 個人情報ファイルの利用目的： 入所児童の
基本情報の管理 記録項目： １住所 ２氏名 ３年齢 ４電話番号 ５保護者氏名 ６家庭状況 ７入所主訴 ８入退所日 記録範囲： 国立武蔵野学院を入退所し
た児童 記録情報の収集方法： 児童相談所又は家庭裁判所より届けられる。 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理す

192. 児童調書 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国立きぬ川学院 個人情報ファイルの利用目的： 入所児童の
基本情報の管理 記録項目： １住所 ２氏名 ３年齢 ４電話番号 ５保護者氏名 ６家庭状況 ７入所主訴 ８入退所年月日 記録範囲： 国立きぬ川学院を入退
所した児童 記録情報の収集方法： １住所 ２氏名 ３年齢 ４電話番号 ５保護者氏名 ６家庭状況 ７入所主訴 ８入退所年月日 記録情報の経常的提供

193. 援護年金受給者データファイル 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 社会・援護局援護課 個人情報ファイルの利用目的： 戦傷病
者戦没者遺族等援護法（昭和２７年法律第１２７号）に基づく障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金及び遺族一時金（以下「援護年金」という）の裁定、支給
及び受給者に対する通知業務に使用する。 ただし、75のファイル記録項目の内容については、住民基本台帳法別表第一から別表第五までの総務省令で定める
事務を定める省令（平成１４年度総務省令第１３号）第１条第７７項に定める事務に使用する

194. 戦没者等叙位叙勲 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 社会・援護局援護企画課 個人情報ファイルの利用目的： 前
叙照会対応のため 記録項目： １都道府県名、２整理番号、３官等、４氏名、５摘要、６生年月日、７前叙位、８発令位階、９発令年月日、１０発令時の官等 記録範
囲： 未伝達位記該当見込み者、未伝達位記伝達予定者、定例叙勲該当見込み者、定例叙勲伝達予定者 記録情報の収集方法： 兵籍、履歴原表、将校名簿、仮
記原簿、叙

195. 恩給進達事務関係書類 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 社会・援護局業務課 個人情報ファイルの利用目的： 恩給請
求、進達事務に供する。 記録項目： １進達番号、２都道府県名、３厚生労働省への進達年月日、４厚生労働省受付年月日、５人事・恩給局への進達年月日、６番
号、７公務員氏名、８官職、９請求者氏名、１０続柄、１１返却年月日、１２恩返年月日、１３現住所、１４退職年月日、１５退職事由、１６添付資料の種類、１７所轄、１
８兵籍番号、１９遺族続柄、２０遺族氏名、２１支給郵

196. 旧陸海軍等人事関係資料 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 社会・援護局業務課調査資料室 個人情報ファイルの利用目
的： 軍歴照会、軍歴調査及び軍歴証明事務に利用する。 記録項目： １氏名、２生年月日、３本籍地、４軍歴、５官職、６所属部隊、７入職年月日、８解雇年月日、９
工員区分、１０工員番号、１１工名、１２日給、１３摘要、１４収容一連番号、１５捕虜名、１６生別、１７身長、１８体重、１９目の色、２０肌の色、２１髪の色、２２出生地、
２３親族名と続柄、２４扶養家族数、２５住

197. 戦没者遺族相談員名簿 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 社会・援護局援護課 個人情報ファイルの利用目的： 戦没者
遺族相談員の状況を把握するため。 記録項目： １相談員の氏名、２性別、３生年月日、４年齢、５現住所、６新任/再任の別、７就任年月日、８現職名、９担当地区
記録範囲： 戦没者遺族相談員としての業務を厚生労働大臣から委託された者 記録情報の収集方法： 各都道府県からの推薦によるもの 記録情報の経常

198. 抑留者関係資料ファイル 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 社会・援護局業務課調査資料室 個人情報ファイルの利用目
的： 抑留者の調査のために利用する。 記録項目： １所在期間、２部隊名、３階級、４氏名、５住所、６続柄 記録範囲： ソ連及びモンゴル抑留者、抑留中死亡者
の遺族 記録情報の収集方法： 抑留者からの提供、各都道府県への遺族調査 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理す

199. 未帰還者調査資料 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 社会・援護局業務課調査資料室 個人情報ファイルの利用目
的： 未帰還者の調査究明及び照会に対する回答の管理 記録項目： １氏名、２生年月日、３本籍、４身分、５所属、６死亡・帰還年月日、７留守担当者氏名、８留守
担当者住所 記録範囲： 未帰還者留守家族等援護法（昭和２８年法律第１６１号）第２条及び未帰還者に関する特別措置法（昭和３４年法律第７号）第１３条の２に
規定する未帰還者等

200. 弔慰金等データファイル 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 社会・援護局援護課 個人情報ファイルの利用目的： 戦傷病
者戦没者遺族等援護法（昭２７法第１２７）に基づく弔慰金、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法（昭３８法第６１）、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給
法（昭４１法第１０９）及び戦没者の父母等に対する特別給付金支給法（昭４２法第５７）に基づく特別給付金、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法（昭４０法
第１００）に基づく特別弔慰金及び引揚者給付金等支給法（昭３２法第１０９）に基づく

全件詳細表示 選択詳細表示 前の100件 次の100件
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e-Gov home >  検索条件入力 > 検索結果

個人情報ファイル簿の検索

検索画面へ戻る

検索結果一覧

検索キーワード 指定なし 

府省 厚生労働省

上記の検索条件で 405 件ヒットしました。201件から300件を表示
詳細を見るには、番号横のチェックボックスをチェックし、詳細表示をクリックして下さい。

全件詳細表示 選択詳細表示 前の100件 次の100件

凡例 個人情報ファイルの名称 府省名

行政機関の名称：行政機関の名称（全角２０文字以内） 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称：個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称（全角５，０００文字以内） 個人情報ファイルの利用目的：個人情報ファイルの利用目的（全角２５０文字以内） 記録項目：記録項目（全
角５，０００文字以内） 記録範囲：記録範囲（全角５００文字以内） 記録情報の収集方法：記録情報の収集方法（全角１５０文字以内）・・・・先頭３００字までを表示

201. 慰霊巡拝参加者名簿 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 社会・援護局援護企画課外事室 個人情報ファイルの利用目
的： 参加者の状況を把握するため 記録項目： １氏名、２生年月日、３住所、４本籍地、５性別、６死亡者との続柄、７職業、８緊急連絡先、９電話番号、１０旅券の
有無、１１介助者必要の有無、１２戦没者の氏名、１３戦没者の本籍地、１４死亡年月日、１５戦没者の身分、１６戦没状況等 記録範囲： 慰霊巡拝の参加希望者及
び内定者 記録情

202. 戦没者遺骨ＤＮＡ鑑定申請者リスト 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 社会・援護局援護企画課外事室 個人情報ファイルの利用目
的： ＤＮＡ鑑定の申請者の状況を把握するため 記録項目： １戦没者氏名、２戦没者本籍、３申請者氏名、４申請者住所、４申請者電話番号、５申請者と戦没者の
続柄、６検体提供者氏名、７検体提供者住所、８検体提供者電話番号、９検体提供者と戦没者の続柄、１０検体受領年月日、１１検体持込機関名、１２検体持込年
月日、１３鑑定結果、１４鑑定結果発送年月日 記録

203. 年金担保融資貸付審査用被保護者ファイル 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 社会・援護局保護課 個人情報ファイルの利用目的： 独立行
政法人福祉医療機構が、年金担保融資貸付の審査に用いるため。 記録項目： １.基礎年金番号（又は労働者災害補償保険年金証書番号） ２.カナ氏名 ３.生年
月日 ４.保護開始年月日 ５.保護廃止年月日 ６.福祉事務所名 ７.福祉事務所符号 記録範囲： 年金担保貸付を利用中に生活保護を受給した者（過去に年金担
保貸付を利用中に生活保護を受

204. 診療録 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国立身体障害者リハビリテーションセンター管理部医事管理課
個人情報ファイルの利用目的： 診療情報の記録・保存を行い、患者の診察に利用する 記録項目： １患者番号、２氏名、３生年月日、４住所、５電話番号、６保護者
名、７勤務先等、８身体障害者手帳情報、９診療科目、１０保険の種類・内容、１１来院歴、１２診療日及び診療内容（処方・訓練を含む）、１３検査結果、１４診断書等
（写）、１５申込日 記録範囲： 

205. 作業療法記録 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国立身体障害者リハビリテーションセンター第一機能回復訓練
部 作業療法部門 個人情報ファイルの利用目的： 「作業療法評価－治療計画－訓練実施－再評価－治療計画の見直し」のための記録。および、診療報酬請求
に関わる「実施記録」として使用。 記録項目： １患者番号、２氏名、３生年月日、４性別、５主治医、６指示箋、７入院時データベース（写）、８訓練施行日、９訓練実
施時刻、１０訓練記録、１１訓練実施単位数、１２訓練実施

206. 理学療法記録 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国立身体障害者リハビリテーションセンター第一機能回復訓練
部 理学療法部門 個人情報ファイルの利用目的： 理学療法記録及び保存 記録項目： １患者番号、２氏名、３生年月日、４性別、５主治医、６ 指示箋、７入院時
データベース（写）、８訓練施行日、９訓練実施時刻、１０訓練区分、１１訓練実施単位数、１２ 訓練実施内容、１３訓練実施者 記録範囲： 理学療法指示箋が出さ
れ理学療法を実施した者

207. 言語聴覚療法記録 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国立身体障害者リハビリテーションセンター第二機能回復訓練
部 個人情報ファイルの利用目的： 第二機能回復訓練部で訓練を受けた患者の個人データ、詳細な訓練記録の保管場所、及び訓練の経過を記録し、現在訓練中
の患者への連絡に使用する。また、訓練継続中の患者及び終了患者に関しての訓練記録を参照する際に活用する。 記録項目： 1．患者番号 2．氏名 3．生年
月日 4．年齢 5．性別 6．担当ST 7．主治医 8．住所

208. 視能訓練・社会適応訓練記録 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国立身体障害者リハビリテーションセンター第三機能回復訓練
部 個人情報ファイルの利用目的： ロービジョンクリニック受診患者の情報の記録及び保存 記録項目： 1患者番号、２氏名、３生年月日、４住所、５電話番号、６
保護者名、７職業、８診断名、９視機能検査結果、１０ロービジョン評価結果、１１社会適応部門訓練記録 記録範囲： ロービジョンクリニックを受診したもの 記録
情報の収集方法

e-Gov（イーガブ）は総務省が運営する総合的な行政ポータルサイトです
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209. 運動療法記録 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国立身体障害者リハビリテーションセンター第一機能回復訓練
部 運動療法（リハビリテーション体育） 個人情報ファイルの利用目的： 個人の医学的、心理的、社会的な問題点を把握し、主治医が設定したリハビリテーションゴ
ールに向けて、当該部門の評価・測定等の結果や他部門の情報を基に、訓練目標や実施内容を勘案し、実施経緯と指導の実際を記録に残す 記録項目： １患者
番号、２氏名、３性別、４年齢、５障害名、６主症状７測定形態

210. 医療福祉相談記録（個人別） 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国立身体障害者リハビリテーションセンター医療相談開発部医
療相談開発室 個人情報ファイルの利用目的： 相談・調整等に関わった患者の個人情報、医療福祉相談の経過を記録し、患者や家族への連絡、関係機関への連
絡、退院後に生ずる連絡調整に活用する。 記録項目： １患者番号、２氏名、３生年月日、４住所、５電話番号、６キーパーソン氏名、７連絡先、８入院日、９担当主
治医、10担当看護師、11医療福祉相談経過（患者本人、家族

211. 心理検査・相談記録（個人別） 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国立身体障害者リハビリテーションセンター医療相談開発部
個人情報ファイルの利用目的： 患者本人、家族、主治医から求められた場合の情報提供の作成資料とする。 記録項目： １患者番号、２氏名、３生年月日、４心理
検査結果及び検査所見、５相談・指導経過（患者本人に対する相談指導経過・家族に対する相談・指導経過） 記録範囲： 入院及び外来患者で主治医から心理検
査等の指示があった場合 

212. 身体障害者福祉関係職員実務研修会実施記録 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国立身体障害者リハビリテーションセンター学院 個人情報フ
ァイルの利用目的： 学院で実施する各種研修会の実施記録として利用する。 記録項目： １研修会受講申込書 ２受講者名簿 ３受講決定通知 ４講師・モデル名
簿 ５講師・モデル依頼状 ６研修会実施要綱及び開催通知 ７受講者出席簿 ８研修会修了者名簿 記録範囲： 研修会の受講を申請した者（氏名、性別、年齢、
生年月日、勤務先、勤務先住所、免

213. 学科成績簿 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国立身体障害者リハビリテーションセンター学院 個人情報フ
ァイルの利用目的： 学生の成績管理に利用する。 記録項目： １氏名 ２生年月日 ３在籍期間 ４履修科目 ５成績 記録範囲： 学院を卒業した者 記録情報の
収集方法： 担任教官記載の成績簿 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 

214. 学科学籍簿 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国立身体障害者リハビリテーションセンター学院 個人情報フ
ァイルの利用目的： 学生記録・管理に利用する。 記録項目： １入学年月日 ２修了年月日 ３学籍番号 ４修了証書番号５氏名 ６性別 ７生年月日 ８本籍 ９現
住所 10連絡先 11保証人 12学歴 13職歴 14指導記録 記録範囲： 学院へ入学した者 記録情報の収集方法： 本人記載の学籍簿 記録情

215. 学科入学者書類 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国立身体障害者リハビリテーションセンター学院 個人情報フ
ァイルの利用目的： 入学者管理に利用する。 記録項目： １受験番号 ２氏名 ３性別 ４生年月日 ５本人現住所 ６電話番号 ７合格通知書送付先住所及び電
話番号 ８出願理由 ９履歴書 10健康診断書 11卒業証明書 12成績証明書 13誓約書 記録範囲： 学院へ入学した者 記録情報の収集方法： 本人記載の出
願

216. 入所者台帳（入所者名簿） 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国立身体障害者リハビリテーションセンター指導部指導課 個
人情報ファイルの利用目的： ・本人宅への郵便物発送時の住所確認・入所者基本情報の管理（必要情報の抽出と利用） 記録項目： １入所年月日 ２入所番号 ３
氏名 ４生年月日 ５性別 ６年齢 ７障害名 ８担当生活支援専門職氏名 ９現住所 １０電話番号 １１FAX １２援護の実施者 １３期別クラス 記録範囲： 当セン
ター入所者 

217. 学籍簿 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国立身体障害者リハビリテーションセンター理療教育部理療教
育課 個人情報ファイルの利用目的： 成績の管理に利用する 記録項目： １氏名 ２性別 ３本籍地 ４生年月日 ５現住所 ６最終学歴 ７障害の状況 ８最終職
歴 ９出欠の記録 10修得単位数等の記録（科目別の評価及び修得単位数） 記録範囲： 理療教育課程に入所した者 記録情報の収集方法： 本人の申告、各種
証明

218. 進路指導台帳 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国立身体障害者リハビリテーションセンター理療教育部理療教
育課 個人情報ファイルの利用目的： 進路決定の参考として利用する 記録項目： １氏名、２生年月日、３現住所、４障害の状況 ５本人の収入、６家族の収入、７
家族状況 ８進路希望 記録範囲： 理療教育課程卒業・修了予定者 記録情報の収集方法： 本人との面談 記録情報の経常的提供先： －

219. 卒業生台帳 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国立身体障害者リハビリテーションセンター理療教育部理療教
育課 個人情報ファイルの利用目的： 卒業生を把握するために利用する 記録項目： １番号、２氏名、３生年月日、４本籍地 記録範囲： 理療教育課程を卒業し
た者 記録情報の収集方法： 卒業証書より収集 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地：

220. 全国高齢者名簿 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 老健局計画課 個人情報ファイルの利用目的： 全国の１００歳
以上高齢者数の把握および１００歳到達者に対する表彰用 記録項目： １氏名、２生年月日、３性別、４住所（市区町村名まで） 記録範囲： 国内の１００歳以上高
齢者及び在外邦人の１００歳以上高齢者 記録情報の収集方法： 都道府県、指定都市、中核市を通じて収集 記録情報の経常的提供先： －

221. 社会保険（再）審査請求事件 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 保険局総務課社会保険審査調整室 個人情報ファイルの利
用目的： 社会保険（再）審査請求事件の検索に利用する 記録項目： １．（再）審査請求人住所・氏名 ２．（再）審査請求代理人住所・氏名 ３．利害関係人住所・
氏名 ４．利害関係代理人住所・氏名 ５．原処分を受けた者の住所・氏名 ６．原処分を行った保険者名 ７．原処分があったことを知った年月日 ７．決定を行った
社会保険審査官名 ８．決定書の謄本の送付を受けた年月

222. レセプト情報データベース 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 保険局総務課医療費適正化対策推進室、保険局総務課保険
システム高度化推進室 個人情報ファイルの利用目的： 高齢者の医療の確保に関する法律第16条に基づき、全国医療費適正化計画及び都道府県医療費適正化
計画の作成、実施及び評価に資する調査・分析等に利用する。 記録項目： ※各情報のうち、患者個人に結びつく情報については、当該データベースに収録する
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前に匿名化している。１医療機関情報レコード、２レセプト共通レコード、

223. 特定健診等データベース 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 保険局総務課医療費適正化対策推進室、保険局総務課保険
システム高度化推進室 個人情報ファイルの利用目的： 高齢者の医療の確保に関する法律第16条に基づき、全国医療費適正化計画及び都道府県医療費適正化
計画の作成、実施及び評価に資する調査・分析等に利用する。 記録項目： 1被保険者・被扶養者情報、2特定健診受診者情報、3健診結果・問診結果情報、4特定
保健指導利用者・利用券情報、5保健指導結果情報、6特定健診・保健

224. 健保厚年現存被保険者ファイル 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 年金局事業企画課 個人情報ファイルの利用目的： 健康保
険・厚生年金保険の被保険者（船員を除く。）に関する資格記録、被扶養者記録等を収録し、健康保険・厚生年金保険の適用業務に使用する。健康保険・厚生年金
保険の被保険者（船員を除く。）に関する統計業務に使用する。 記録項目： １年金手帳の基礎年金番号、２事業所整理番号、３被保険者整理番号、４氏名、５性
別、６生年月日、７住所、８資格記録、９被扶養者記録

225. 健保厚年喪失被保険者ファイル 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 年金局事業企画課 個人情報ファイルの利用目的： 厚生年金
保険の被保険者（船員を除く。）であった者に関する資格記録等及び健康保険・厚生年金保険現存被保険者ファイルに基づく記録（健康保険に係る記録を除く。）を
収録し、年金給付の裁定業務、年金相談業務に使用する。 厚生年金保険の被保険者（船員を除く。）及び当該被保険者であった者に関する統計業務に使用する。 
記録項目： １年金手帳の基礎年金番号、２氏名、３性別、４生

226. 船保厚年被保険者ファイル 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 年金局事業企画課 個人情報ファイルの利用目的： 船員保険
の被保険者及び当該被保険者であった者、厚生年金保険の船員である被保険者及び当該被保険者であった者に関する資格記録、被扶養者記録等を収録し、適用
業務、年金給付の裁定業務に使用する。 船員保険の被保険者及び当該被保険者であった者、厚生年
金保険の船員である被保険者及び当該被保険者であった者に関する統計業務に使

227. 国年被保険者ファイル 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 年金局事業企画課 個人情報ファイルの利用目的： 国民年金
の被保険者（被用者年金の被保険者・組合員を除く。）に関する資格記録、納付記録等を収録し、国民年金の適用業務、年金給付の裁定業務、年金相談業務に使
用する。国民年金の被保険者（被用者年金の被保険者・組合員を除く。）に関する統計業務に使用する。 記録項目： １年金手帳の基礎年金番号、２氏名、３性別、
４生年月日、５住所、 ６ 資格記録、７納付記録、８付加記録、

228. 年金受給権者ファイル 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 年金局事業企画課 個人情報ファイルの利用目的： 国民年
金・厚生年金保険・船員保険の年金受給権者に関する各種記録を収録し、年金給付額を決定又は改定して年金支払業務、年金相談業務に使用する。国民年金・
厚生年金保険・船員保険の年金受給権者に関する統計業務に使用する。 記録項目： １年金証書の基礎年金番号及び年金コード、２氏名、３性別、４生年月日、５
住所、６年金給付記録、７被保険者期間、８平均標準報酬月額、９受給権

229. 基礎年金番号管理ファイル 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 年金局事業企画課 個人情報ファイルの利用目的： 基礎年金
番号を付番した者の氏名、生年月日及び住所等の本人基本情報記録、公的年金制度の直近加入記録及び年金受給情報記録等を収録し、国民年金・厚生年金保
険の適用業務、年金給付業務、年金相談業務に使用する。 国民年金の被保険者及び当該被保険者であった者並びに公的年金制度の
年金受給権者に関する統計業務に使用する。 記録項目： １基礎年金

230. 共済組合員情報ファイル 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 年金局事業企画課 個人情報ファイルの利用目的： 国民年金
の被保険者（組合員に限る。）及び当該被保険者であった者に関する資格情報記録、被扶養配偶者情報記録を収録し、国民年金・厚生年金保険の適用業務に使
用する。 国民年金の被保険者（組合員に限る。）及び当該被保険者であった者に関する統計業務に使用する。 記録項目： １基礎年金番号、２氏名、３
性別、４生年月日、５住所、６共済組合コード、７資格情報記録

231. 共済受給権者情報ファイル 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 年金局事業企画課 個人情報ファイルの利用目的： 共済組合
の年金受給権者に関する年金受給情報記録を収録し、年金併給調整業務、加給年金額調整業務、年金相談業務に使用する。 記録項目： １基礎年金番号、２氏
名、３性別、４生年月日、５住所、６共済組合コード、７年金受給情報記録 記録範囲： 国家公務員共済組合・地方公務員共済組合・私立学校教職員共済組合・農
林漁業団体職員共済組合の年金受給権者

232. 雇用情報ファイル 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 年金局事業企画課 個人情報ファイルの利用目的： 雇用保険
の基本手当の受給者及び受給者であった者、雇用保険の高年齢雇用継続給付の受給者及び受給者であった者、船員保険の失業保険金の受給者及び受給者で
あった者、船員保険の高齢雇用継続給付の受給者及び受給者であった者の支給記録を収録し、年金給付の裁定業務、年金支払業務、年金相談業務に使用する。
記録項目： １年金証書の基礎年金番号及び年金コード、２雇用保険被保険者番

233. 介護保険情報ファイル 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 年金局事業企画課 個人情報ファイルの利用目的： 介護保険
制度における特別徴収対象者の年金受給権者記録を収録し、年金から介護保険料を徴収し市町村へ納入するための業務に使用する。 記録項目： １年金証書の
基礎年金番号及び年金コード、２氏名、３性別、４生年月日、５住所、６介護保険料情報 記録範囲： 介護保険料の特別徴収対象者及び対象者であった者 記録
情報の収集方法： 

234. コンビニ収納ファイル 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 年金局事業企画課 個人情報ファイルの利用目的： 国民年金
の被保険者に関するコンビニ収納情報を収録し、国民年金保険料の収納事務に利用する。 記録項目： １バーコード情報（納付番号／確認番号、支払期限日、支
払金額）、２基礎年金番号、３生年月日 記録範囲： 国民年金の被保険者であって、コンビニエンスストアにて国民年金保険料の支払を行った者。 記録情報の収
集方法： 被

235. 歳入金電子納付情報ファイル 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 年金局事業企画課 個人情報ファイルの利用目的： 国民年金
被保険者、厚生年金保険（健康保険）事業主及び船舶所有者に発行する納付書（領収済通知書）に納付書番号を付番し、マルチペイメントネットワークによる国民年
金保険料及び社会保険料の収納事務に利用する。 記録項目： １納付番号／確認番号、２カナ氏名、３基礎年金番号／事業所記号、４生年月日 記録範囲： 被
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保険者、厚生年金保険事業主、船舶所有

236. 年金返納金債権管理ファイル 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 年金局事業企画課 個人情報ファイルの利用目的： 国民年
金・厚生年金保険・船員保険の年金返納債権に関する記録を収録し、返納額の決定、債権管理・回収の事務及び年金支払事務、年金相談事務に使用する。 記
録項目： 1受給者年金証書の基礎年金番号・年金コード、2債権管理番号、3納入告知番号、4債務者氏名、5続柄、6住所、7受給者氏名、8受給者生年月日、9債権
管理記録 記録範囲： 国民年金・厚生

237. 年金返納金債権の納入督励ファイル 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 年金局事業企画課 個人情報ファイルの利用目的： 国民年
金・厚生年金保険・船員保険の年金返納金債権・督促者情報を収録し、相談及び債権回収事務に利用する。納入督励統計事務に利用する。 記録項目： 1受給者
年金証書の基礎年金番号・年金コード、2納入告知番号、3返納額、4債務者氏名、5住所、6電話番号、7納入督励情報 記録範囲： 国民年金・厚生年金保険・船員
保険の年金返納金債権債務者（督促者

238. 申請データファイル 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 年金局事業企画課 個人情報ファイルの利用目的： 事業主、
被保険者、年金受給者が、社会保険事務所の窓口に出向いて行っていた各種申請・届出の手続きを、インターネットに接続したパソコンから行う 記録項目： １電
子証明書に含まれる項目（１）氏名、（２）住所、（３）性別、（４）生年月日２電子申請データの基本情報に含まれる項目（１）氏名、（２）電話番号、（３）ＦＡＸ番号、（４）
住所、（５）電子メールアドレス、（６）処理

239. 旧令共済情報ファイル 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 年金局事業企画課 個人情報ファイルの利用目的： 旧令共済
の期間照会等処理状況を収録し、照会対応等の業務に使用する。 記録項目： １基礎年金番号・年金コード、２氏名、３住所、４生年月日、５整理番号、６処理経過 
記録範囲： 旧令共済期間照会者 記録情報の収集方法： 本人からの期間照会書、関係部署からの照会回答 記録情報の経常的提供先： －

240. 恩給情報ファイル 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 年金局事業企画課 個人情報ファイルの利用目的： 恩給期間
等照会の処理状況を収録し、照会対応等の業務に使用する。 記録項目： １恩給証書記号番号、２氏名 記録範囲： 恩給期間等照会者 記録情報の収集方法： 
年金事務所からの期間等照会 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： (名称)

241. 第三者行為管理ファイル 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 年金局事業企画課 個人情報ファイルの利用目的： 第三者行
為の該当者にかかる情報を収録し、支払停止を行うための業務に使用する。 記録項目： １基礎年金番号・年金コード、２氏名、３生年月日、４住所、５受給権発生
日、６事故日 記録範囲： 第三者行為該当者 記録情報の収集方法： 受給者からの届出、損害保険会社からの届出 記録情報の経常的提供先： 

242. 外国人脱退一時金情報ファイル 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 年金局事業企画課 個人情報ファイルの利用目的： 外国人脱
退一時金の処理情報を収録し、照会に対応する業務に使用する。 記録項目： １基礎年金番号、２氏名、３生年月日、４住所、５支給金額、６金融機関、７国籍 記
録範囲： 外国人脱退一時金の請求者 記録情報の収集方法： 請求者からの届出、裁定処理結果 記録情報の経常的提供先： 日本銀行 

243. 外国送金情報ファイル 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 年金局事業企画課 個人情報ファイルの利用目的： 外国居住
者の年金にかかる記録を収録し、年金の送金のための業務に使用する。 記録項目： １基礎年金番号・年金コード、２氏名、３性別、４生年月日、５外国住所、６金
融機関 記録範囲： 外国居住の年金受給者 記録情報の収集方法： 受給者からの届出 記録情報の経常的提供先： 日本銀行、税務署 

244. 国際年金通算業務情報ファイル 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 年金局事業企画課 個人情報ファイルの利用目的： 国際年金
通算制度における年金受給者記録を収録し、照会対応等の業務に使用する。 記録項目： １基礎年金番号・年金コード、２氏名、３性別、４生年月日、５住所 記
録範囲： 国民年金、厚生年金保険、船員保険の国際年金通算業務にかかる受給者 記録情報の収集方法： 本人からの裁定請求書、諸届 記録情報の経常的提
供

245. 年金見込額試算管理ファイル（インターネット照会） 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 年金局事業企画課 個人情報ファイルの利用目的： ５０歳以
上の被保険者等からのインターネットを窓口とした年金見込額照会に関する照会を管理し、進捗状況等の照会対応に使用する。 記録項目： １基礎年金番号 ２氏
名 ３性別 ４生年月日 ５郵便番号 ６住所 ７最終履歴 ８受付年月日 ９回答年月日 記録範囲： ５０歳以上の国民年金・厚生年金・船員保険の被保険者、被
保険者であった者 記

246. 年金見込額試算管理ファイル（事務所等照会） 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 年金局事業企画課 個人情報ファイルの利用目的： ５０歳以
上の被保険者等から、社会保険事務所等に電話にて依頼のあった年金見込額照会に関する照会を管理し、進捗状況等の照会対応に使用する。 記録項目： １基
礎年金番号 ２氏名 ３生年月日 ４受付年月日 ５回答年月日 記録範囲： ５０歳以上の国民年金・厚生年金・船員保険の被保険者、被保険者であった者 記録
情報の収集方法： 

247. 住基情報ファイル 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 年金局事業企画課 個人情報ファイルの利用目的： 国民年
金・厚生年金保険・船員保険の年金受給権者の生存確認業務に使用する。（２のファイル記録項目の内容については、住民基本台帳法別表第一から別表第五まで
の総務省令で定める事務を定める省令（平成１４年総務省令第１３号）第１条第８１項～第８３項及び第８５項に定める事務に使用する場合に限る。） 記録項目： １
年金証書の基礎年金番号及び年金コード、２住民票コード 

248. 後期高齢者情報ファイル 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 年金局事業企画課 個人情報ファイルの利用目的： 後期高齢
者医療制度における特別徴収対象者の年金受給権者記録を収録し、年金から後期高齢者医療保険料を徴収し市町村へ納入するための業務に使用する。 記録
項目： １年金証書の基礎年金番号及び年金コード、２氏名、３性別、４生年月日、５住所、６後期高齢者医療保険料情報 記録範囲： 後期高齢者医療保険料の特
別徴収対象者及び対象者であった者 

249. 国民健康保険情報ファイル 厚生労働省本省
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行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 年金局事業企画課 個人情報ファイルの利用目的： 国民健康
保険制度における特別徴収対象者の年金受給権者記録を収録し、年金から国民健康保険料（税）を徴収し市町村へ納入するための業務に使用する。 記録項目： 
１年金証書の基礎年金番号及び年金コード、２氏名、３性別、４生年月日、５住所、６国民健康保険料（税）情報 記録範囲： 国民健康保険料（税）の特別徴収対象
者及び対象であった者 

250. 住民税対象者情報ファイル 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 年金局事業企画課 個人情報ファイルの利用目的： 個人住民
税における年金からの特別徴収対象者にかかる年金受給権者記録を収録し、支払う年金から個人住民税を徴収し市町村へ納入するための業務に使用する。 記
録項目： １年金証書の基礎年金番号及び年金コード、２氏名、３性別、４生年月日、５住所、６個人住民税情報 記録範囲： 個人住民税の年金からの特別徴収対
象者及び対象者であった者 記

251. 中国帰国孤児等照会マスタファイル 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 社会・援護局援護企画課中国孤児等対策室 個人情報ファイ
ルの利用目的： 中国帰国孤児等の中国における生活状況、帰国直後の状況、定着後の現在の生活状況を分析し、帰国孤児世帯の定着自立の促進を図る。 記
録項目： １日本名、２中国名、３性別、４生年月日、５続柄、６判明孤児・未判明孤児・孤児以外の別、７国籍、８帰化の意志、９中国での最終職歴、１０中国にいたと
きの就職希望、１１中国にいたときの進学希望、１２中国にいたと

252. 中国残留日本人孤児マスタファイル 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 社会・援護局援護企画課中国孤児等対策室 個人情報ファイ
ルの利用目的： 中国に幼児を残してきた肉親からの届出の資料と孤児の資料を照合し、中国残留孤児の肉親調査の促進を図る。 記録項目： １中国名、２日本
名、３愛称、４性別、５年齢、６生年月、７血液型、８身体的特徴、９保護者との離別状況、１０家族の状況、１１開拓団所属の有無、１２開拓団名、１３保護者の応召
の有無、１４収容所入所の有無、１５収容所の場所、１６収容所

253. 全国戦没者追悼式参列者名簿 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 社会・援護局援護企画課中国孤児等対策室 個人情報ファイ
ルの利用目的： 参列者の状況を把握するため 記録項目： １氏名、２生年月日、３住所、４本籍、５生別、６職業、７死没者名、８死没者の身分、９死亡事由、１０死
没者との続柄 記録範囲： 都道府県から推薦のあった戦没者遺族 記録情報の収集方法： 都道府県からの推薦 記録情報の経常的提供先： 

254. 中国残留孤児索引名簿 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 社会・援護局援護企画課中国孤児等対策室 個人情報ファイ
ルの利用目的： 中国残留孤児として厚生労働省に登録されているか否かの確認のため 記録項目： １孤児名、２ファイル番号、３省別、４中国側名簿、５訪日次
数、６判明月日、７日本名 記録範囲： 孤児、孤児非該当者、身元判明孤児 記録情報の収集方法： 訪中調査 記録情報の経常的提供先： － 

255. 身元引受人登録申請書 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 社会・援護局援護企画課中国孤児等対策室 個人情報ファイ
ルの利用目的： 登録された身元引受人の管理のため 記録項目： １ 氏名 ２ 生年月日 ３ 現住所 ４ 職業 ５ 健康状態 ６ 略歴 ７ 申請者の同居家族 ８
身元引受を申請するに至った動機、方針等 ９ 身元引受を希望する対象者 記録範囲： 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に
関する法律に規定する中国残留邦人

256. 中国残留邦人等一時帰国者索引 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 社会・援護局援護企画課中国孤児等対策室 個人情報ファイ
ルの利用目的： 中国から国費によって一時帰国した者を五十音順に並べることにより、一時帰国者台帳氏名をすばやく見つけだせるようにするため。 記録項目：
１ 一時帰国台帳番号、２ 原議番号、３ 一時帰国希望者氏名 記録範囲： 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律
（平成６年４月６日法律第３０号）第１４条

257. 永住帰国者名簿 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 社会・援護局援護企画課中国孤児等対策室 個人情報ファイ
ルの利用目的： 永住帰国状況把握のため 記録項目： １帰国前の地域、２帰国予定日、３入国港、４関係検疫所、５便名、６世帯人員、７支給科目、８身元引受を
行う者、９中国帰国者定着促進センター、１０区分、１１氏名、１２生年月日、１３性別、１４本籍、１５居住予定地、１６帰国前の居住地、１７同行親族等氏名、１８同行
親族等生年月日、１９同行親族等続柄、２０同行親族等

258. 中国帰国者自立援護データファイル 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 社会・援護局援護企画課中国孤児等対策室 個人情報ファイ
ルの利用目的： 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年４月６日法律第３０号）により永住帰国した者の自立支
援を行う「中国帰国者定着促進センター」及び「中国帰国者支援・交流センター」の業務に関する通知を行う 記録項目： １ＩＤ、２原国、３正式氏名、４検索用氏名、
５日本名、６外国名、７家族コード、８帰国者本人氏名、９帰

259. 特別加入者検索ファイル 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 北海道労働局総務部労働保険徴収課 個人情報ファイルの
利用目的： 特別加入状況の検索 記録項目： １ 整理番号、２ 労働保険事務組合名、３ 労働保険番号、４ 加入種別、５ 事業の種類、６ 事業場名、７ 所在
地、８ 電話番号、９ 特別加入者氏名、１０ 特別加入・脱退年月日、１１ 給付基礎日額 記録範囲： 特別加入者となった者（平成１６年度） 記録情報の収集方
法： 

260. 収納等管理システム 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 北海道労働局職業安定部職業安定課 個人情報ファイルの
利用目的： 労働保険特別会計雇用勘定にかかる返納金等債権の管理に利用する。 記録項目： １ 告知番号、２ 氏名、３ 住所、４ 債権番号、５ 告知年月日、
６ 履行期限、７ 債権金額、８ 納入年月日、９ 納入額（元本及び延滞金額）、１０ 給付金種類 記録範囲： 債務者で分割納付した者（平成１６年度・前年度から
の繰越し債務者及び本年度発生

261. 障害者登録台帳管理ファイル 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 北海道労働局旭川公共職業安定所 個人情報ファイルの利
用目的： 障害者求職情報紙の作成、近況調査の実施及び障害者雇用促進会の案内に利用する。 記録項目： １ 求職登録番号、２ 氏名、３ 性別、４ 生年月
日、５ 年齢、６ 住所、７ 電話番号、８ 障害部位、９ 障害等級、１０ 障害程度、１１ 学歴、１２ 職歴、１３ 希望職種、１４ 希望賃金、１５ 希望勤務時間 記
録範囲： 当所に求職登録し

262. 健康管理手帳台帳 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 北海道労働局労働基準部健康課 個人情報ファイルの利用
目的： 健康管理手帳の発行及び再発行、健康診断実施状況掲載 記録項目： １ 種類、２ 手帳交付番号、３ 交付年月日、４ 氏名、５ 生年月日、６ 性別、７
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本籍、８ 住所、９ 電話番号、１０ 健康診断実施状況 記録範囲： 当局において健康管理手帳の交付を受けた者 記録情報の収集方法： 本人の申請 記

263. 債権管理簿（雇用勘定歳入金債権） 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 青森労働局職業安定部職業安定課 個人情報ファイルの利
用目的： 失業等給付の不正受給等に係る徴収決定・収納状況の確認に利用する。 記録項目： １ 債務者氏名、２ 債務者住所、３ 管理番号、４ 給付金種類、５
債権種類、６ 債権発生額、７ 収納額、８ 収納未済 記録範囲： 失業等給付の不正受給等により、返還命令を受けた者等 記録情報の収集方法： コンピュータ
システ

264. じん肺管理区分情報（昭和４０年～平成９年） 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 岩手労働局労働基準部健康安全課 個人情報ファイルの利
用目的： じん肺管理区分決定申請に係る最終事業場の確認、過去の管理区分決定状況の確認に利用する。 記録項目： １管理区分決定年、２氏名、３所属事業
場名 記録範囲： じん肺管理区分決定を受けた者及びその者の所属事業場（昭和４０年～平成９年） 記録情報の収集方法： 本人及び所属事業場からの申請
記録情

265. 特別加入管理システム 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 宮城労働局総務部労働保険徴収課 個人情報ファイルの利
用目的： 労災保険特別加入者の保険事故発生時、各署において特別加入の確認ができるように管理している。 記録項目： １．管轄 ２．労働保険番号 ３．事業
場名 ４．特別加入者名 ５．加入種別 ６．保険料計算日額 ７．加入月数 ８．算定基礎日額 ９．脱退年月日 １０．状況 記録範囲： 労災保険特別加入の加入
者、脱退者。 記録情

266. 受講指示台帳 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 宮城労働局仙台公共職業安定所 個人情報ファイルの利用
目的： 職業訓練受講指示に係る各種報告書作成・受講指示書作成・訓練受講歴の確認等の事務に利用するため 記録項目： １ 氏名、２ 年齢、３ 生年月日、４
性別、５ 訓練の種類、６ 科目、７ 施設の名称、８ 訓練開始年月日、９ 訓練修了年月日、１０ 訓練委託先（委託先がある場合）、１１ 適用条項、１２ 支給番
号、１３ 備考、１４ 郵便番号、１５ 住所、１６ 訓

267. 職業訓練受講指示システム 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 秋田労働局秋田公共職業安定所 個人情報ファイルの利用
目的： 職業訓練受講指示に係る審査及び一連の事務処理に利用する。 記録項目： １ 求職番号、２ 支給番号、３ 氏名、４ 性別、５ 年齢、６ 生年月日、７
郵便番号、８ 住所、９ 電話番号、１０ 離職先事業所名、１１ 職種名、１２ 学歴、１３ 自動車免許の有無、１４ 離職理由 記録範囲： 職業訓練受講希望者 
記録情報の収集

268. 労働福祉原票 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 福島労働局労働基準部労災補償課 個人情報ファイルの利
用目的： 労働福祉事業（義手・義足などや外科後処置・温泉保養状況）等の申請に係る審査・交付事務に利用するため。 記録項目： １ 住所、２ 氏名、３ 生年
月日、４ 性別、５ 年金証書番号、６ 管轄監督署、７ 負傷年月日、８ 治癒年月日、９ 障害の部位及び状態、１０ 義肢の種類、１１ 申請交付状況 １２ 義肢製
作業者名称 記録範囲： 義

269. 試行雇用奨励金支給申請関係ファイル 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 福島労働局職業安定部職業対策課 個人情報ファイルの利
用目的： 試行雇用奨励金支給（又は不支給）決定通知書の作成、事業所等からの問い合わせの対応に利用 記録項目： １．処理月、２．申請書受理月日、３．事
業所名、４．対象者名、５．対象者の過去の就職歴の有無、６．管轄安定所名、７．申請月日、８．支給決定額、９．決定事項、１０．安定所への通知書送付月日、１
１．雇用状況、１２．開始日及び終了日、１３．事業所所在地、１

270. 申告・相談支援システム 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 福島労働局会津労働基準監督署 個人情報ファイルの利用
目的： 相談・申告内容の記録に利用する。 記録項目： １．一連番号、２．相談受付年月日、３．相談方法、４．相談者氏名、５．相談者住所、６．性別、７．年代、８．
電話番号、９．労使の別、１０．労働者の就労状況、１１．労働者の地位詳細、１２．相談内容、１３．申告事項、１４．申告の内容 記録範囲： 相談・申告をした者 
記録情報の

271. 第三者行為災害事務管理システム 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 茨城労働局労働基準部労災補償課 個人情報ファイルの利
用目的： 労災保険における第三者行為災害に関する求償事務に利用する。 記録項目： １ 災害発生日時、２ 発生場所、３ 事故（災害）の当事者氏名・過失割
合、４ 第一当事者（労災保険における被災者）情報。被災者氏名・住所・性別・電話番号、傷病名、受診医療機関名、所属事業場名・所在地・電話番号・代表者名、
５ 第二当事者（加害者）情報。被災者氏名・住所・性別・電話

272. 労働福祉事業原票 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 茨城労働局労働基準部労災補償課 個人情報ファイルの利
用目的： 労災保険における労働福祉事業に関する事務に利用する（義肢等の支給・外科後処置・温泉保養）。 記録項目： １ 申請者氏名、２ 生年月日・性別、３
負傷年月日、４ 治癒年月日、５ 障害決定年月日、６ 障害等級、７ 障害部位、８ 傷病名、９ 労働保険番号、１０ 承認番号、１１ 承認年月日、１２ 種別、１３
採型指導医名、１４ 製作・修理事業者名、１５

273. 元炭鉱労働者のじん肺管理区分決定関係データ 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 茨城労働局労働基準部健康安全課 個人情報ファイルの利
用目的： 元炭鉱労働者のじん肺管理区分決定情報の管理 記録項目： 氏名、生年月日、住所、じん肺管理区分、じん肺管理区分決定日 記録範囲： 元炭鉱労
働者でじん肺管理区分決定を受けた者 記録情報の収集方法： 本人の申請 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名

274. じん肺健康管理台帳（平成１０年９月２５日以前に把握した炭鉱労働者分） 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 茨城労働局労働基準部健康安全課 個人情報ファイルの利
用目的： じん肺管理区分決定情報の管理 記録項目： 氏名、住所、事業場名、じん肺管理区分、じん肺管理区分決定日 記録範囲： じん肺管理区分決定を受け
た者 記録情報の収集方法： 本人の申請 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 

275. じん肺健康管理台帳（平成１０年９月２５日以前に把握した粉じん作業従事労働者分を事業場ごとに整理したもの） 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 茨城労働局労働基準部健康安全課 個人情報ファイルの利
用目的： じん肺管理区分決定情報の管理 記録項目： 事業場名、氏名、住所、じん肺管理区分、じん肺管理区分決定日 記録範囲： じん肺管理区分決定を受け
た者 記録情報の収集方法： 事業場からの申請 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地：
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276. 相談票 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 茨城労働局土浦労働基準監督署 個人情報ファイルの利用
目的： 窓口、電話等による相談内容の記録 記録項目： １．氏名 ２．住所 ３．電話番号 ４．性別 ５．相談日 ６．事業場名 記録範囲： 労働条件に関する相談 
記録情報の収集方法： 相談者の申出 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地：

277. 相談票受理簿 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 茨城労働局水戸労働基準監督署 個人情報ファイルの利用
目的： 相談者からの相談内容について記録を残すため 記録項目： １ 個人名、２ 事業場名、３ 相談者種類、４ 性別、５ 相談方法、６ 相談区分、７ 就労状
況、８ 労働組合の有無、９ 紛争、相談の内容 記録範囲： 監督署に来署、電話、手紙などにより相談をしてきた者 記録情報の収集方法： 本人からの情報提供 

278. 労働福祉原票 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 埼玉労働局労働基準部労災補償課 個人情報ファイルの利
用目的： 労働福祉事業の申請に係る審査、承認等の事務に利用する。 記録項目： １ 氏名、２ 生年月日、３ 負傷年月日、４ 治癒年月日、５ 労働保険番号、
６ 障害等級、７ 障害部位、８ 傷病名、９ 申請項目、１０ 承認年月日 記録範囲： 外科後処置、温泉保養、義肢等の支給・修理を申請した者 記録情報の収
集方法： 

279. 第一種特別加入者マスター 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 埼玉労働局労働保険徴収課 個人情報ファイルの利用目的：
労災保険給付時の問合せ（任意加入した労災の申請が提出された時に特別加入しているか否かの確認。及び希望する基礎日額の確認。） 記録項目： １ 労働保
険番号、２ 事業場の名称、３ 整理番号、４ 特別加入者の氏名、５ 希望する給付基礎日額、６ 特別加入を希望する日 記録範囲： 中小事業場の社長及び役
員・家族従業員 記録情報

280. 第二種特別加入者マスター 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 埼玉労働局労働保険徴収課 個人情報ファイルの利用目的：
労災保険給付時の問合せ（任意加入した労災の申請が提出された時に特別加入しているか否かの確認。及び希望する基礎日額の確認。） 記録項目： １ 労働保
険番号、２ 事業場の名称、３ 整理番号、４ 特別加入者の氏名、５ 希望する給付基礎日額、６ 特別加入を希望する日 記録範囲： 労働者を使用していない事
業主（一人親方） 記録

281. 障害補償年金関係綴 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 埼玉労働局さいたま労働基準監督署 個人情報ファイルの利
用目的： 労働者災害補償保険法に基づき決定した年金受給者の給付事務に利用する。 記録項目： １ 年金証書番号、２ 受給権者氏名、３ 生年月日、４ 住
所、５ 年金支給額、６口座番号、７ 電話番号、８ 他年金の有無・支払状況 記録範囲： 傷病・障害・遺族年金を受給している者 記録情報の収集方法： 本人か
ら 

282. 障害補償年金関係綴 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 埼玉労働局春日部労働基準監督署 個人情報ファイルの利
用目的： 労働者災害補償保険法に基づき決定した年金受給者の給付事務に利用する。 記録項目： １ 年金証書番号、２ 受給権者氏名、３ 生年月日、４ 住
所、５ 年金支給額、６口座番号、７ 電話番号、８ 他年金の有無・支払状況 記録範囲： 傷病・障害・遺族年金を受給している者 記録情報の収集方法： 本人か
ら 

283. 特別加入情報検索システム 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 千葉労働局総務部労働保険徴収課 千葉労働局 管下労働
基準監督署 個人情報ファイルの利用目的： 労働保険特別加入の申請及び保険料に係る審査に利用する。労災保険給付請求に係る審査に利用する。 記録項
目： １ 労働保険番号 ２ 事業場名 ３ 所在地 ４ 特別加入者氏名 ５ 特別加入承認年月日 ６ 特別加入脱退等承認年月日 ７ 労務の内容 ８ 給付基礎
日額 ９ 事業主との関係（１種加入） 10 派遣先身分（３種加入

284. 就労等点検ファイル 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 東京労働局上野公共職業安定所、玉姫労働出張所 個人情
報ファイルの利用目的： 1 就労日（当所紹介分）点検、2 日雇失業給付金支給日確認、3 有効求職者の有無及び年齢構成の確認 記録項目： 1 整理番号、２
登録番号、３ 氏名、４ ふりがな、５ 生年月日、６ 就労日（当所紹介分）、７ 求職申込み年月日（再就職を含む）、８ 日雇失業給付金支給日、９ 備考 記録範
囲： 求職登録した者 

285. 無効日雇求職登録者名簿 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 東京労働局足立公共職業安定所、河原町労働出張所 個人
情報ファイルの利用目的： 過去の日雇求職登録の有無を確認するために利用する。 記録項目： １ 漢字氏名、２ カナ氏名、３ 生年月日、４ 日雇被保険者番
号、５ 登録種別 記録範囲： 過去に日雇求職登録をした者 記録情報の収集方法： 本人の日雇求職申込書 記録情報の経常的提供先： －

286. 第三者行為災害求償管理システムファイル 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 東京労働局労働基準部労災補償課 個人情報ファイルの利
用目的： 労災保険給付金に係る第三者への求償事務に利用する。 記録項目： １ 債権確認番号、２ 氏名・住所（申請者・第三者）、３ 過失割合、４ 金額、５
求償先（自賠・任意・個人） 記録範囲： 労災保険給付金の支給を申請した者 記録情報の収集方法： 本人の届出書及び第三者からの報告書 記録情報の経

287. 訓練名簿 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 東京労働局職業安定部職業安定課 個人情報ファイルの利
用目的： 公共職業訓練の受講指示・受講推薦事務に利用する。 記録項目： １ 氏名、２ 生年月日、３ 性別、４ 求職番号、５ 支給番号、６ 認定型、７ 郵便番
号、８ 住所、９ 固定電話番号、１０ 携帯電話番号、１１ ＦＡＸ番号、１２ メールアドレス、１３ 受講履歴 記録範囲： 公共職業訓練の受講指示・受講推薦を行っ
た者 記

288. 紛争調整委員会によるあっせん受理台帳 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 東京労働局総務部企画室 個人情報ファイルの利用目的： あ
っせんの申請状況の把握と進行管理、統計作成に利用する。 記録項目： １受理番号、２紛争調整委員、３受理年月日、４受理コーナー、５申請人（労・使）、６労働
者、７事業主、８申請内容、９助言・指導・口頭・文書年月日、１０あっせん開始年月日、１１不参加回答期限、１２第１回あっせん期日（期日または不参加）、１３第２
回あっせん期日、１４第３回あっせん期日、１５第４

289. 補正処理簿 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 東京労働局飯田橋公共職業安定所 個人情報ファイルの利
用目的： 離職票補正依頼受理の確認及び処理状況の経過の把握に利用する。 記録項目： １収受年月日 ２先方の安定所名 ３先方の文書発年月日４離職者氏
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名 ５事業所名 ６被保険者番号 ７補正内容 記録範囲： 飯田橋公共職業安定所雇用保険得喪課において離職票を交付した者のうち、各受給安定所において内
容に疑義又は申し立てのあった者。

290. 学生職業総合支援センターデータベースシステム 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 東京労働局品川公共職業安定所（学生職業総合支援センタ
ー） 個人情報ファイルの利用目的： 学生等若年者に対する就職支援事業を円滑に遂行するため、必要な事項を把握する。 記録項目： １個人ＩＤ、２パスワード、
３氏名（漢字）、４氏名（フリガナ）、５性別、６生年月日、７現住所（郵便番号）、４現住所、５電話番号、６電子メールアドレス（パソコン用）、７現況、８学校区分、９学校
名、10学部学科名、11文理別、12学年、1

291. 健康管理手帳データベース 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 神奈川労働局労働基準部健康課 個人情報ファイルの利用
目的： 健康管理手帳にかかる健康診断のための事務に利用する。 記録項目： １氏名、２生年月日、３住所、４本籍、５電話番号、６交付年月日、７手帳の種類、８
手帳番号、９受診病院名、１０受診年月日、１１旅費振込銀行・支店名、１２口座番号、１３旅費金額 記録範囲： 健康管理手帳の交付を受けた者（昭和４８年度～） 
記録情報の収集方

292. 労働福祉原票 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 神奈川労働局労働基準部労災補償課及び管下各労働基準監
督署 個人情報ファイルの利用目的： 労働福祉事業に係る外科後処置、温泉保養、義肢装具等申請にあたり個人データを確認することにより正確を期する。（承
認の有無等） 記録項目： １ 氏名、２ 生年月日、３ 住所、４ 電話番号、５ 負傷年月日、６ 支給事由発生年月日障害等級、７ 障害の部位、８ 傷病名、９ 障
害等級、１０ 労働保険番号、１１ 承認年月日等外科後処置

293. 健康管理手帳整理簿 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 神奈川労働局労働基準部労災補償課 個人情報ファイルの
利用目的： 労働福祉事業のアフターケア制度に係る手帳交付等業務に利用する。 記録項目： １ 氏名、２ 生年月日、３ 住所、４ 電話番号、５ 負傷年月日、６
支給事由発生年月日、７ 障害の部位、８ 傷病名、９ 障害等級、１０ 労働保険番号、１１ 承認年月日等外科後処置・温泉保養・装具の申請に係る全ての記録
記録範囲： 労働福祉事業に係

294. 労働保険特別加入情報検索システム 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 神奈川労働局総務部労働保険適用室 個人情報ファイルの
利用目的： 特別加入者の労災申請に係る審査、給付事務に利用 記録項目： １ 労働保険番号、２ 事業場の名称、３ 氏 名、４ 特別加入承認年月日、５ 申請項
目 記録範囲： 特別加入を申請した者 記録情報の収集方法： 事業主からの申請による 記録情報の経常的提供先： － 開示請

295. 求職者管理情報ファイル 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 横浜公共職業安定所 鶴屋町出張所 個人情報ファイルの利
用目的： 面談した求職者の詳細な相談記録を入力することで、求職者の就職活動状況の把握に役立てるため 記録項目： １．カード番号 ２．漢字氏名 ３．カナ
氏名 ４．生年月日 ５．性別 ６．相談記録 記録範囲： よこはまヤングワークプラザに来所し、求職登録をした者 記録情報の収集方法： 本人の申請及び申立に
よる

296. 港湾労働者雇用届 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 横浜公共職業安定所横浜港労働出張所 個人情報ファイル
の利用目的： 港湾労働法に基づき、港湾労働者の適正な就労を確認するため 記録項目： １ 港湾労働者証付与番号、２ 氏名、３ 従事事業所名、４ 事業所所
在地、５ 派遣対象労働者の区分、６ 主として従事している業務 記録範囲： 雇入れ事業主から申請された港湾労働雇用届けを受理し港湾業務に従事するに必
要な港湾労働者証を所持している者 

297. 相談申告処理支援システム（労働相談情報） 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 新潟労働局新潟労働基準監督署 個人情報ファイルの利用
目的： 労働相談の実施記録の保存及び集計・分析事務に利用するため 記録項目： １相談日、２相談受理番号、３相談者氏名、４相談者住所、５相談者電話番
号、６相談者の氏名公表の諾否、７相談者の年代、８相談者の性別、９事業場名、１０事業場代表者名、１１事業場担当者名、１２事業場所在地、１３事業場電話番
号、１４事業場規模、１５事業場労働組合の有無、１６事業場の業種、

298. 相談申告処理支援システム（労働相談情報） 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 新潟労働局長岡労働基準監督署 個人情報ファイルの利用
目的： 労働相談の実施記録の保存及び集計・分析事務に利用するため 記録項目： １相談日、２相談受理番号、３相談者氏名、４相談者住所、５相談者電話番
号、６相談者の氏名公表の諾否、７相談者の年代、８相談者の性別、９事業場名、１０事業場代表者名、１１事業場担当者名、１２事業場所在地、１３事業場電話番
号、１４事業場規模、１５事業場労働組合の有無、１６事業場の業種、

299. 相談申告処理支援システム（労働相談情報） 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 新潟労働局上越労働基準監督署 個人情報ファイルの利用
目的： 労働相談の実施記録の保存及び集計・分析事務に利用するため 記録項目： １相談日、２相談受理番号、３相談者氏名、４相談者住所、５相談者電話番
号、６相談者の氏名公表の諾否、７相談者の年代、８相談者の性別、９事業場名、１０事業場代表者名、１１事業場担当者名、１２事業場所在地、１３事業場電話番
号、１４事業場規模、１５事業場労働組合の有無、１６事業場の業種、

300. 相談申告処理支援システム（労働相談情報） 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 新潟労働局三条労働基準監督署 個人情報ファイルの利用
目的： 労働相談の実施記録の保存及び集計・分析事務に利用するため 記録項目： １相談日、２相談受理番号、３相談者氏名、４相談者住所、５相談者電話番
号、６相談者の氏名公表の諾否、７相談者の年代、８相談者の性別、９事業場名、１０事業場代表者名、１１事業場担当者名、１２事業場所在地、１３事業場電話番
号、１４事業場規模、１５事業場労働組合の有無、１６事業場の業種、

全件詳細表示 選択詳細表示 前の100件 次の100件

Copyright © Ministry of Internal Affairs and Communications All Rights Reserved.

e-Govについて 個人情報の取扱について リンクについて 安全な通信（SSL）について サイトマップ

8/8ページ電子政府の総合窓口 -個人情報ファイル簿の検索-

2014/09/05http://gkjh.e-gov.go.jp/servlet/Ksearch

- 94 -



e-Gov home >  検索条件入力 > 検索結果

個人情報ファイル簿の検索

検索画面へ戻る

検索結果一覧

検索キーワード 指定なし 

府省 厚生労働省

上記の検索条件で 405 件ヒットしました。301件から400件を表示
詳細を見るには、番号横のチェックボックスをチェックし、詳細表示をクリックして下さい。

全件詳細表示 選択詳細表示 前の100件 次の5件

凡例 個人情報ファイルの名称 府省名

行政機関の名称：行政機関の名称（全角２０文字以内） 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称：個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称（全角５，０００文字以内） 個人情報ファイルの利用目的：個人情報ファイルの利用目的（全角２５０文字以内） 記録項目：記録項目（全
角５，０００文字以内） 記録範囲：記録範囲（全角５００文字以内） 記録情報の収集方法：記録情報の収集方法（全角１５０文字以内）・・・・先頭３００字までを表示

301. 相談申告処理支援システム（労働相談情報） 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 新潟労働局新発田労働基準監督署 個人情報ファイルの利
用目的： 労働相談の実施記録の保存及び集計・分析事務に利用するため 記録項目： １相談日、２相談受理番号、３相談者氏名、４相談者住所、５相談者電話番
号、６相談者の氏名公表の諾否、７相談者の年代、８相談者の性別、９事業場名、１０事業場代表者名、１１事業場担当者名、１２事業場所在地、１３事業場電話番
号、１４事業場規模、１５事業場労働組合の有無、１６事業場の業種

302. 相談申告処理支援システム（労働相談情報） 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 新潟労働局新津労働基準監督署 個人情報ファイルの利用
目的： 労働相談の実施記録の保存及び集計・分析事務に利用するため 記録項目： １相談日、２相談受理番号、３相談者氏名、４相談者住所、５相談者電話番
号、６相談者の氏名公表の諾否、７相談者の年代、８相談者の性別、９事業場名、１０事業場代表者名、１１事業場担当者名、１２事業場所在地、１３事業場電話番
号、１４事業場規模、１５事業場労働組合の有無、１６事業場の業種、

303. 相談申告処理支援システム（労働相談情報） 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 新潟労働局小出労働基準監督署 個人情報ファイルの利用
目的： 労働相談の実施記録の保存及び集計・分析事務に利用するため 記録項目： １相談日、２相談受理番号、３相談者氏名、４相談者住所、５相談者電話番
号、６相談者の氏名公表の諾否、７相談者の年代、８相談者の性別、９事業場名、１０事業場代表者名、１１事業場担当者名、１２事業場所在地、１３事業場電話番
号、１４事業場規模、１５事業場労働組合の有無、１６事業場の業種、

304. 相談申告処理支援システム（労働相談情報） 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 新潟労働局十日町労働基準監督署 個人情報ファイルの利
用目的： 労働相談の実施記録の保存及び集計・分析事務に利用するため 記録項目： １相談日、２相談受理番号、３相談者氏名、４相談者住所、５相談者電話番
号、６相談者の氏名公表の諾否、７相談者の年代、８相談者の性別、９事業場名、１０事業場代表者名、１１事業場担当者名、１２事業場所在地、１３事業場電話番
号、１４事業場規模、１５事業場労働組合の有無、１６事業場の業種

305. 相談申告処理支援システム（労働相談情報） 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 新潟労働局佐渡労働基準監督署 個人情報ファイルの利用
目的： 労働相談の実施記録の保存及び集計・分析事務に利用するため 記録項目： １相談日、２相談受理番号、３相談者氏名、４相談者住所、５相談者電話番
号、６相談者の氏名公表の諾否、７相談者の年代、８相談者の性別、９事業場名、１０事業場代表者名、１１事業場担当者名、１２事業場所在地、１３事業場電話番
号、１４事業場規模、１５事業場労働組合の有無、１６事業場の業種、

306. 労災保険特別加入者台帳 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 福井労働局総務部労働保険徴収室、福井労働基準監督署、
敦賀労働基準監督署、武生労働基準監督署、大野労働基準監督署 個人情報ファイルの利用目的： 局：年度更新時等における保険料申告書審査に利用する。
署：給付請求書受理時における給付基礎日額確認に利用する。 記録項目： １ 特別加入者氏名、２ 種別、３ 会社名、４ 労働保険番号、５ 承認日、６ 脱退
日、７ 給付基礎日額、８ 派遣先身分、９ 派遣先国名、１０ 派遣期

307. 免許台帳 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 山梨労働局労働基準部健康安全課 個人情報ファイルの利
用目的： 免許の再交付等に係る事務に利用する。 記録項目： １ 氏名、２ 生年月日、３ 本籍地、４ 住所、５ 免許証番号、６ 交付年月日、７ 免許の種類
記録範囲： 昭和２３年４月１日から昭和６３年９月３０日までに各種免許の交付を受けた者 記録情報の収集方法： 本人からの申請 記録情報の経常的提供

308. 特別加入者検索システム 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 長野労働局総務部労働保険徴収室 個人情報ファイルの利
用目的： 特別加入に係る労働保険料の徴収事務並びに労災補償給付事務に利用する。 記録項目： １ 労働保険番号、２ 労働保険事務組合名、３ 加入種別、
４ 事業の種類、５ 事業場名・所在地、６ 電話番号、７ 特別加入者名、８ 特別加入者になった日、９特別加入者でなくなった日、１０ 給付基礎日額（前年度、今
年度）、１１ 特別加入者承認年月日、１２ 特別加入者脱退

309. 給付金管理システム（雇用継続給付関係管理ファイル） 厚生労働省本省

e-Gov（イーガブ）は総務省が運営する総合的な行政ポータルサイトです
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行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 長野労働局松本公共職業安定所 個人情報ファイルの利用
目的： 雇用継続給付の申請に係る給付事務に利用する。 記録項目： 高年齢雇用継続給付：１ 被保険者番号、２ 被保険者氏名、３ 性別、４ 生年月日（年
齢）、５ 事業所番号、６ 事業所名、７ 事業所所在地、８ 電話番号・FAX番号、９ 給付金種類、１０ 受給資格確認年月日、１１ 要件該当時被保険者種類、１２
要件該当日、１３ 賃金区分、１４ 取得年月日、１５

310. 健康管理手帳台帳 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 岐阜労働局労働基準部安全衛生課 個人情報ファイルの利
用目的： 健康管理手帳の再発行、書き換え申請に係る審査事務に利用する。 記録項目： １ 氏名、２ 性別、３ 生年月日、４ 交付番号・交付年月日、５ 本籍、
６ 住所、７ 電話番号、８ 健康診断実施状況 記録範囲： 健康管理手帳を交付した者 記録情報の収集方法： 本人の申請 記録情報の経常的提供先：

311. 労働福祉事業原票 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 岐阜労働局労働基準部労災補償課 個人情報ファイルの利
用目的： 義肢等の支給履歴確認等 記録項目： １ 氏名、２ 生年月日等、３ 労働保険番号、４ 負傷年月日、５ 治癒年月日、６ 障害決定年月日、７ 障害等
級、８ 障害部位、９ 傷病名、１０ 身体障害者手帳番号、１１ 外科後処置、１２ 温泉保養、１３ 義肢等の支給・修理 記録範囲： 業務災害又は通勤災害により
傷病を被った者で四肢喪失又は

312. 自己就職者名簿 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 岐阜労働局岐阜公共職業安定所 個人情報ファイルの利用
目的： 雇用保険受給者が自己就職した場合、事業所調査の実施により、就職日の確認及び失業給付金支給との照合確認事務に利用する。 記録項目： １ 整理
番号、２ 処理年月日、３ 氏名、４ 被保険者番号、５ 支給番号、６ 事業所名、７ 郵便番号、８ 事業所所在地、９ 電話番号、１０ 就職年月日 記録範囲： 雇
用保険受給資格者 記

313. 再就職手当処理簿 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 岐阜労働局岐阜公共職業安定所 個人情報ファイルの利用
目的： 再就職手当支給申請に係る審査及び給付事務に利用する。 記録項目： １ 入力年月日、２ 受付番号、３ 申請受付年月日、４ 調査年月日、５ 入社日、
６ 支給番号、７ 被保険者番号、８ 氏名、９ 氏名読み、１０ 就職先事業所名、１１ 事業所読み、１２ 調査状況、１３ 資格取得状況、１４ 委託事務組合名、１５
郵便番号、１６ 事業所所在地、１７ 電話番号、

314. 職業訓練校システム 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 岐阜労働局岐阜公共職業安定所 個人情報ファイルの利用
目的： 職業訓練の受講申込みから合否結果、訓練終了後の就職状況までの一括管理。 記録項目： １ 登録番号、２ 指示番号、３ 氏名、４ 生年月日、５ 住
所、６ 連絡先（電話番号）、７ 資格区分、８ 部門、９ 求職番号、１０ 支給番号、１１ 合否区分、１２ 退校区分、１３ 退校日 記録範囲： 職業訓練コースの受
講を申し込んだ者（平成１６

315. 障害者求職登録申込書 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 岐阜労働局岐阜公共職業安定所 個人情報ファイルの利用
目的： 障害者の職業紹介に利用する。 記録項目： １ 氏名・年齢・性別・生年月日、２ 現住所・電話番号、３ 家族、４ 連絡先、５ 最終学歴、６ 就職について
の希望、７ 主な経験職種、８ 学歴、９ 職歴、１０ 訓練等、１１ 障害名、１２ 身体状況、１３ 身体動作、１４ 補装具等の使用状況、１５ 身体動作の制限、１６
社会生活能力、１７ 就職に対する希望・考え

316. 特別加入情報検索システム 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 岐阜労働局総務部労働保険徴収室 個人情報ファイルの利
用目的： 特別加入状況の検索 記録項目： 1 整理番号、２ 労働保険事務組合名、３ 労働保険番号、４ 加入種別、５ 事業の種類、６ 事業場名、７ 所在地、
８ 電話番号、９ 氏名、１０ 事業主との関係、１１ 加入・脱退・変更年月日、 １２ 業務の具体的な内容、１３ 特定業務との関係、１４ 特定業務開始年月、１５
特定業務従事期間、１６ 限定承認の有無、１７

317. 障害者就職リスト 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 岐阜労働局岐阜公共職業安定所 個人情報ファイルの利用
目的： 障害者の就職状況を登録することにより、民間事業主に対する障害者の雇用率達成指導、障害者就職面接会への参加案内、就職された障害者への継続雇
用支援等に利用する。 記録項目： １．登録番号 ２．氏名 ３．生年月日 ４．性別 ５．障害の部位 ６．障害等級・程度 ７．事業所番号 ８．事業所名 ９．所在地
１０．就職年月日 １１．職業分類 記録範

318. 障害者求職登録申込書 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 岐阜労働局大垣公共職業安定所 個人情報ファイルの利用
目的： 障害者の職業紹介に利用する。 記録項目： １ 氏名・年齢・性別・生年月日、２ 現住所・電話番号、３ 家族、４ 連絡先、５ 最終学歴、６ 就職について
の希望、７ 主な経験職種、８ 学歴、９ 職歴、１０ 訓練等、１１ 障害名、１２ 身体状況、１３ 身体動作、１４ 補装具等の使用状況、１５ 身体動作の制限、１６
社会生活能力、１７ 就職に対する希望・考え

319. 「特別加入情報検索システム」情報（労災補償課） 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 静岡労働局労働基準部労災補償課 個人情報ファイルの利
用目的： 特別加入者の氏名、給付基礎日額の確認 記録項目： １ 労働保険番号、２ 労働保険事務組合名称、３ 事業場名称、４ 事業の種類、５ 特別加入者
氏名、６ 加入年月日、７ 給付基礎日額 記録範囲： 労災保険特別加入を申請した者 記録情報の収集方法： 本人の申請 記録情報の経常的提供先： 

320. 障害者求職登録申込書 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 静岡労働局静岡公共職業安定所 個人情報ファイルの利用
目的： 障害者の職業相談・紹介に利用するため 記録項目： １ 氏名、２ 生年月日、３ 住所、４ 電話番号（ＦＡＸ含む）、５ 就職についての希望条件、６ 学歴、
７ 職歴、８ 免許・資格、９ 障害の部位・状況、１０ 各種検査結果、１１ 生活保護・年金等の受給の有無、１２ 障害者手帳の番号 記録範囲： 障害者として求
職登録した者 

321. 雇用保険受給者名簿 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 静岡労働局浜松公共職業安定所 個人情報ファイルの利用
目的： 雇用保険受給者に対する説明会の案内及び処理状況を把握するため 記録項目： １.受理日 ２.氏名 ３.年齢 ４.性別 ５.離職理由 ６.補正内容 ７.支給番
号 ８.説明会参加日 ９.認定日の型 記録範囲： 雇用保険受給資格決定者 記録情報の収集方法： 資格決定時（離職票１－２、本人から聴取した事項等）

322. 再就職手当処理簿 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 静岡労働局浜松公共職業安定所 個人情報ファイルの利用
目的： 再就職手当の受付状況及び支給処理状況の把握のため 記録項目： １.氏名、２.支給番号、３.就職日 ４.就職経路、５.就職先事業所名、６.就職先事業所番
号、７.雇用保険支給状況、８.申請受理日、９.整理番号、 １０.調査終了日、１１.支給可否決定日、１２.支給処理日 記録範囲： 再就職手当支給申請のあった者 
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記録情

323. 自己就職者名簿 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 静岡労働局浜松公共職業安定所 個人情報ファイルの利用
目的： 自己就職届のあった者について、就職先の確認に利用するため 記録項目： １.支給番号、２.氏名、３.性別、４.申告就職年月日、５.事業所名、 ６.所在地、
７.電話番号、８.雇入年月日、９.調査確認状況 記録範囲： 自己就職届のあった者 記録情報の収集方法： 受給資格者より提出された失業認定申告書及び事業

324. 雇用継続給付管理簿 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 静岡労働局浜松公共職業安定所 個人情報ファイルの利用
目的： 雇用継続給付申請書類の管理のため 記録項目： １.事業所番号、２.事業所名及び電話、３.社労士名及び電話、 ４.被保険者番号、５.被保険者氏名、６.処
理日、７.受理日、８.通知日 記録範囲： 雇用継続給付の申請があった者 記録情報の収集方法： 雇用継続給付の申請書 記録情報の経常的提供先：

325. 障害者求職登録申込書 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 静岡労働局浜松公共職業安定所 個人情報ファイルの利用
目的： 障害者の職業相談・紹介に利用するため 記録項目： １ 氏名 ２ 生年月日 ３ 住所 ４ 電話番号（ＦＡＸ含む） ５ 就職についての希望条件 ６
学歴 ７ 職歴 ８ 免許・資格 ９ 障害の部位・状況 １０ 各種検査結果 １１ 生活保護・年金等の受給の有無 １２ 障害者手帳の番号 記録範囲： 
障害者として求

326. 障害者求職登録申込書 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 静岡労働局焼津公共職業安定所 個人情報ファイルの利用
目的： 障害者の職業相談・紹介に利用するため 記録項目： １ 氏名 ２ 生年月日 ３ 住所 ４ 電話番号（ＦＡＸ含む） ５ 就職についての希望条件 ６
学歴 ７ 職歴 ８ 免許・資格 ９ 障害の部位・状況 １０ 各種検査結果 １１ 生活保護・年金等の受給の有無 １２ 障害者手帳の番号 記録範囲： 
障害者として求

327. 障害者求職登録申込書 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 静岡労働局磐田公共職業安定所 個人情報ファイルの利用
目的： 障害者の職業相談・紹介に資するため 記録項目： １氏名、２生年月日、３住所、４電話番号（ＦＡＸ含む）、５就職についての希望条件、６学歴、７職歴、８免
許・資格、９障害の部位・状況、１０各種検査結果、１１生活保護・年金等の受給の有無、１２障害者手帳の番号 記録範囲： 障害者として求職登録した者 記録情
報の収集方法：

328. 障害者求職登録申込書 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 静岡労働局清水公共職業安定所 個人情報ファイルの利用
目的： 障害者の職業相談・紹介に資するため 記録項目： １氏名、２生年月日、３住所、４電話番号（ＦＡＸ含む）、５就職についての希望条件、６学歴、７職歴、８免
許・資格、９障害の部位・状況、１０各種検査結果、１１生活保護・年金等の受給の有無、１２障害者手帳の番号 記録範囲： 障害者として求職登録した者 記録情
報の収集方法：

329. 自己就職者名簿 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 静岡労働局焼津公共職業安定所 個人情報ファイルの利用
目的： 雇用保険受給者の処理状況を把握するため 記録項目： １支給番号、２氏名、３性別、４申告就職年月日、５事業所名、６所在地、７電話番号、８雇入年月
日、９調査確認状況 記録範囲： 自己就職届のあった者 記録情報の収集方法： 受給資格者より提出された失業認定申告書及び事業場作成の採用（予定）証明
書による。 

330. 第三者行為災害事務管理システム 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 静岡労働局労働基準部労災補償課 個人情報ファイルの利
用目的： 労災保険における第三者行為災害に関する求償事務に利用 記録項目： １災害発生日時、２発生場所、３事故(災害)の当事者氏名・過失割合、４第一当
事者(労災保険における被災者)情報、被災者氏名・住所・性別・電話番号、傷病名、受診医療機関名、所属事業場名・所在地・電話番号・代表者名、５第二当事者
(加害者)情報、被災者氏名・住所・性別・電話番号、所属事業場

331. 再就職援助計画対象労働者一覧名簿 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 静岡労働局浜松公共職業安定所 個人情報ファイルの利用
目的： 再就職援助計画対象労働者証明書の作成を行うため 記録項目： １計画対象労働者の氏名、２生年月日、３年齢、４雇用保険被保険者番号、５離職予定
日、６再就職援助希望の有無及び雇用形態 記録範囲： 再就職援助計画対象労働者 記録情報の収集方法： 事業主申請 記録情報の経常的提供先： －

332. 職業訓練システム 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 愛知労働局名古屋東公共職業安定所 個人情報ファイルの
利用目的： 職業訓練の受講申込みから合否結果の管理、受講指示書の作成、頻数管理のために利用 記録項目： １ 氏名、２ 生年月日、３ 年齢、４ 求職番
号、５ 支給番号 ６ 訓練施設名、７ 訓練種別、８ 訓練開始日、９ 科目、１０ 訓練期間、１１ 受講指示日、１２ 訓練終了日 記録範囲： 職業訓練の受講申込
みをした者 記録情

333. 年金証書交付処理簿 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 名古屋南労働基準監督署 個人情報ファイルの利用目的： 労
災年金証書の交付及び交付状況等の確認事務に利用するため 記録項目： １ 年金証書番号、２ 受給権者氏名、３ 交付年月日、４ 再交付年月日・交付事由、
５ 返納年月日・返納自由、６ 廃棄年月日 記録範囲： 労災年金証書の交付を受けた者 記録情報の収集方法： 年金給付決定における決議書および復命書 

334. 健康管理手帳台帳 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 愛知労働局労働基準部労働衛生課 個人情報ファイルの利
用目的： 健康管理手帳の再交付・書換申請に係る事務処理に利用する。 記録項目： １ 種類、２ 手帳交付番号、３ 交付年月日、４ 氏名、５ 生年月日、６ 性
別、７ 本籍都道府県、８ 住所 記録範囲： 健康管理手帳の交付申請をした者 記録情報の収集方法： 健康管理手帳交付申請書による 記録情報の経常的

335. 労働福祉事業原票 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 愛知労働局労働基準部労災補償課 個人情報ファイルの利
用目的： 義肢等支給修理申請に係る審査・承認事務に利用する。 記録項目： １ 氏名、２ 生年月日、３ 負傷年月日、４ 治癒年月日、５ 障害決定年月日、６
障害等級、７ 障害部位、８ 傷病名、９ 身体障害者手帳番号、１０ 住所、１１ 承認番号、１２ 承認年月日、１３ 種別、１４ 数量、１５ 採型指導医、１６ 製作・
修理業者、１７ 交付年月日 記録

336. 年金証書交付処理簿 厚生労働省本省
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行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 愛知労働局名古屋北労働基準監督署 個人情報ファイルの
利用目的： 労災年金証書の交付及び交付状況等の確認事務に利用する。 記録項目： １ 年金証書番号、２ 受給権者氏名、３ 交付年月日、４ 再交付年月日・
交付事由、５ 返納年月日・返納事由、６ 廃棄年月日 記録範囲： 労災年金証書の交付を受けた者 記録情報の収集方法： 行政（名古屋北労働基準監督署）に
よる決定結果

337. 年金給付原簿 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 愛知労働局名古屋北労働基準監督署 個人情報ファイルの
利用目的： 年金受給者の年金給付に係る基本情報確認事務に利用する。 記録項目： １ 年金証書番号、２ 受給権者氏名・住所、３ 受給資格、４ 支払金融機
関、５ 厚生等受給関係、６ 統計情報、７ 年金関係報告書送付状況 記録範囲： 労災年金給付決定を受けた者 記録情報の収集方法： 行政（名古屋北労働基
準監督署）に

338. 年金給付原簿（傷病・障害・遺族） 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 愛知労働局名古屋東労働基準監督署 個人情報ファイルの
利用目的： 当署決定に係る年金受給者であるかどうか及び年金番号の把握 記録項目： １ 整理番号（当署における）、２ 被災者氏名、３ 年金証書番号、４ 支
給事由発生日、５ 所属事業場名、６ 通・業・三者の別、７ 前払一時金の有無、８ 備考 記録範囲： 労災年金給付を受けた者 記録情報の収集方法： 年金給
付決定に

339. 年金証書交付処理簿 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 愛知労働局名古屋東労働基準監督署 個人情報ファイルの
利用目的： 労災年金証書及び交付状況等の確認事務に利用する。 記録項目： １ 整理番号（当署における）、２ 年金証書番号、３ 受給権者氏名、４ 交付年月
日、５ 再交付年月日・交付事由、６ 返納年月日・返納事由、７ 廃棄年月日 記録範囲： 労災年金証書の交付を受けた者 記録情報の収集方法： 年金給付決
定時の決議

340. 年金証書交付処理簿 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 愛知労働局半田労働基準監督署 個人情報ファイルの利用
目的： 年金給付事務に利用する。 記録項目： １ 整理番号、２ 年金証書番号、３ 受給権者の氏名、４ 交付年月日、５ 再交付年月日、６ 再交付事由、７ 返
納年月日、８ 返納事由、９ 廃棄年月日 記録範囲： 年金の受給権を有する者 記録情報の収集方法： 年金の決定時に証書番号を振り出し、整理番号を付与す
る。

341. 労働福祉事業原票 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 三重労働局労働基準部労災補償課 個人情報ファイルの利
用目的： 労働福祉事業における各種（外科後処置、温泉保養、義肢等の支給・修理）申請に係る審査、承認事務に利用する。 記録項目： １ 氏名、２ 生年月日、
３ 労働保険番号、４ 負傷年月日、５ 障害等級、６ 身体障害者手帳番号、７ 治癒年月日、８ 障害部位、９ 障害決定年月、１０ 傷病名、１１ 申請項目（外科
後処置、温泉保養、義肢等の支給・修理）、１２ その他

342. 障害者登録台帳 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 三重労働局津公共職業安定所 個人情報ファイルの利用目
的： 求職相談の際、検索により登録状況を把握するため。 記録項目： １ 登録番号、２ 氏名、３ 登録年月日、４ 性別、５ 生年月日、６ 年齢、７ 郵便番号、８
住所、９ 電話番号、１０ 現在の状態、１１ 認定日、１２ 学歴、１３ 部位、１４ 障害等級、１５ 程度、１６ 障害名、１７ 資格、１８ 職歴、１９ 備考、２０ 事業所
応募歴、２１ 就職年月日（採用者

343. 第1種、第2種、第3種特別加入者データファイル 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 三重労働局総務部労働保険徴収室 個人情報ファイルの利
用目的： 特別加入者の加入、変更、保険料徴収事務に利用する。 記録項目： 1労働保険番号、2特別加入者氏名、3承認(加入)年月日、4脱退年月日、5給付基礎
日額 記録範囲： 特別加入に加入申請した者 記録情報の収集方法： 労働保険事務組合からの申請 記録情報の経常的提供先： － 

344. 年金証書交付処理簿 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 三重労働局四日市労働基準監督署 個人情報ファイルの利
用目的： 年金証書の交付処理に利用する。 記録項目： 1整理番号、2年金証書番号、3受給権者の氏名、4交付年月日、5再交付年月日、6再交付事由、7返納年
月日、8返納事由、9廃棄年月日 記録範囲： 労災年金証書の交付を受けた者 記録情報の収集方法： 年金給付決定時の決議書及び復命書 記録情報の経常
的

345. 障害者求職登録管理補助簿 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 京都労働局京都障害者職業相談室 個人情報ファイルの利
用目的： 登録障害者の担当及び現状を把握する時に利用。あくまでも、総合的雇用情報システムの補完的資料として利用。 記録項目： １ 登録番号、２ 氏名、３
性別、４ 生年月日、５ 住所、６ 担当、７ 障害部位、８ 等級、９ 療育手帳、１０ 程度、１１ 現状 記録範囲： 障害者求職登録をした者（平成１４年度～） 記録
情報の収

346. 労働福祉事業原票 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 大阪労働局労働基準部労災補償課 個人情報ファイルの利
用目的： 義肢等の申請に係る審査、支給事務に利用する。 記録項目： １ 氏名、２ 生年月日、３ 労働保険番号、４ 負傷年月日、５ 治癒年月日、６ 障害決定
年月日、７ 障害等級、８ 障害部位、９ 傷病名、１０ 種別、１１ 数量、１２ 指導医、１３ 製作業者 記録範囲： 義肢等の支給を申請した者 記録情報の収集方
法： 

347. 公共職業訓練ファイル 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 大阪労働局職業安定部職業安定課 個人情報ファイルの利
用目的： 公共職業訓練受講に係る事務に利用する。 記録項目： １ 訓練コード、２ 氏名、３ 生年月日、４年齢、５ 識別、６ 合否、７ 適用条項略称、８ 訓練実
施場所、９ 訓練科目、１０ 開校日、１１ 修了日、１２ 中途退校日、１３ 安定所番号、１４ 求職番号、１５ 住所、１６ 電話番号 記録範囲： 公共職業訓練の受
講申込みをした者

348. 外国人求職情報システム 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 大阪労働局梅田公共職業安定所（大阪外国人雇用サービスセ
ンター） 個人情報ファイルの利用目的： 職業相談・職業紹介 記録項目： １ 登録番号、２ 国籍、３ 在留資格・期限、４ 申込年月日、５ 公開区分、６ 氏名、７
年齢、８ 性別、９ 生年月日、１０ 住所、１１ 電話・ＦＡＸ、１２ 免許・資格、１３ 学歴・職歴、１４ 理文区分、１５ 希望職種、１６ 希望月収、１７ 扶養家族有無、
１８ 自己ＰＲ、１９ 日本語力

349. 求職公開登録者ファイル 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 大阪労働局布施公共職業安定所 個人情報ファイルの利用
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目的： 求人企業への人材情報の提供、職業紹介業務に利用する。 記録項目： １ 登録番号、２ 受付求職者番号、３ 氏名、４ 性別、５ 年齢、６ 住所、７ 電話
番号、８ ＦＡＸ番号、９ 携帯電話番号、１０ メールアドレス、１１ 自宅最寄駅、１２ 学歴、１３ 免許資格、１４ 希望職種、１５ 経験職種・内容、１６ 家族、１７ 離
職理由 記録範囲： 

350. 日雇労働被保険者情報システム 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 大阪労働局あいりん労働公共職業安定所 個人情報ファイル
の利用目的： 雇用保険被保険者手帳の更新及び再交付事務に利用する。 記録項目： １ 支給番号、２ 氏名、３性別、４ 住所、５ 生年月日、６ 求職年月日、７
手帳更新・再交付歴、８ その他の特記事項 記録範囲： 求職申込をした者 記録情報の収集方法： 本人の届出 記録情報の経常的提供先： 

351. 相談票索引簿 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 大阪労働局堺労働基準監督署 個人情報ファイルの利用目
的： 申告・監督業務に使用する。 記録項目： １相談票番号、２相談日、３相談方法、４性別、５労使別、６就労状況、７労働組合の有無、８相談区分、９勤務先の業
種、１０相談項目、１１勤務先の名称、１２相談者名、１３相談内容の概略 記録範囲： 氏名等の個人情報を明らかにしてなされた相談及び投書 記録情報の収集
方法： 

352. 福祉人材登録システム 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 大阪労働局阿倍野公共職業安定所 個人情報ファイルの利
用目的： 福祉関係業務に就業可能な希望者への就職促進を図るため 記録項目： １ 氏名、２ 性別、３ 現住所、４ 電話番号、５ 生年月日、６ 学歴、７ 就業
上留意を要する家族、８ 配偶者の有無、９ 現在の状況（在職、離職、離職年月日、離職理由）、１０ 希望する仕事、１１ 希望勤務形態、１２ 希望勤務時間、１３
交替制の希望、１４ 希望勤務地域、１５ 希望勤務

353. 港湾労働事業関係名簿 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 大阪労働局大阪港労働公共職業安定所 個人情報ファイル
の利用目的： 港湾労働法に基づく港湾労働適用事業所及び、港湾労働者の確認のため 記録項目： １ 氏名、２ 生年月日、３ 職種、４ 雇用届年月日、５ 返納
届年月日、６ 理由 記録範囲： 雇入れ港湾労働者証を所持する労働者 記録情報の収集方法： 事業主からの港湾労働法にかかる提出書類による収集 記録
情

354. 健康管理手帳交付台帳 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 兵庫労働局労働基準部健康課 個人情報ファイルの利用目
的： 健康管理手帳の交付及び離職後の健康診断に係る事務に利用する。 記録項目： １ 交付番号、２ 氏名、３ 住所、４ 生年月日、５ 性別、６ 自宅電話番
号、７ 該当業務、８ 受診病院 記録範囲： 健康管理手帳の交付申請した者 記録情報の収集方法： 本人の申請 記録情報の経常的提供先： 

355. 労働福祉原票 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 兵庫労働局労働基準部労災補償課 個人情報ファイルの利
用目的： 義肢等支給修理申請に係る審査・給付事務に利用する。 記録項目： １ 氏名、２ 生年月日、３ 男女別、４ 労働保険番号、５ 負傷年月日、６ 障害等
級、７ 治癒年月日、８ 障害部位、９ 障害決定年月日、１０ 傷病名、１１ 承認番号、１２ 承認年月日、１３ 種別、１４ 数量、１５ 採型指導医、１６ 製作・修理
業者名、１７ 交付年月日 記録範

356. 労働福祉事業原票 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 奈良労働局労働基準部労災補償課 個人情報ファイルの利
用目的： 労働福祉事業（外科後処置、温泉保養、義肢等）の支給実施状況を明らかにするため。 記録項目： １ 氏名、２ 生年月日、３ 労働保険番号、４ 負傷・
治癒・障害決定年月日、５ 障害等級・部位・傷病名、６ 承認番号・承認年月日 記録範囲： （外科後処置、温泉保養、義肢等の支給・修繕）の受給を申請した者
（承認・期間・交付年月日） 

357. 労働保険特別加入システム 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 奈良労働局総務部労働保険徴収室 個人情報ファイルの利
用目的： 労働者災害補償保険特別加入申請書受理後システム入力、保険事故発生時、各署において特別加入の確認ができるように管理している。 記録項目：
１．特別加入者氏名 ２．フリガナ ３．生年月日 ４．特別加入承認年月日 ５．事業主との関係 ６．給付基礎日数 ７．労働保険番号 ８．労働保険事務組合名
９．事業場名称 記録範囲： 労働保険

358. 特別加入情報検索システム 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 島根労働局総務部労働保険徴収室 個人情報ファイルの利
用目的： 労災保険給付申請に係る審査及び給付事務に利用する。 記録項目： １．氏名 ２．給付基礎日数 ３．新たに特別加入となった日 ４．事業主との関係
５．業務の具体的な内容 ６．特別加入脱退承認等年月日 記録範囲： 労災保険の特別加入を承認された者 記録情報の収集方法： 事業主の申請 記録情報
の

359. 労働福祉事業原票 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 広島労働局労働基準部労災補償課 個人情報ファイルの利
用目的： 義肢等の支給及び修理の履歴管理 記録項目： １ 氏名、２ 生年月日、３ 性別、４ 労働保険番号、５ 負傷年月日、６ 障害等級、７ 身体障害者手帳
番号、８ 治癒年月日、９ 障害部位、１０ 障害決定年月日、１１ 傷病名、１２ 外科後処置承認番号、１３ 外科後処置承認年月日、１４ 外科後処置承認書発行
局名、１５ 外科後処置病院名、１６ 外科後処置初診年

360. 遺族(補償）年金給付原簿 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 広島労働局広島中央労働基準監督署 個人情報ファイルの
利用目的： 遺族（補償）年金受給者の給付事務に利用する。 記録項目： １整理番号、２年金証書番号、３被災者生年月日、４受給権者氏名、５受給権者住所、６
支払金融機関、７年金関係報告書送付状況ほか 記録範囲： 遺族（補償）年金受給者 記録情報の収集方法： 本人の申告 記録情報の経常的提供先： 

361. 障害(補償）年金給付原簿 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 広島労働局広島中央労働基準監督署 個人情報ファイルの
利用目的： 障害（補償）年金受給者の給付事務に利用する。 記録項目： １整理番号、２年金証書番号、３被災者生年月日、４被災者氏名、５被災者住所、６支払
金融機関、７年金関係報告書送付状況ほか 記録範囲： 障害（補償）年金受給者 記録情報の収集方法： 本人の申告 記録情報の経常的提供先： 

362. 年金給付原簿 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 広島労働局呉労働基準監督署 個人情報ファイルの利用目
的： 年金受給者の給付事務に利用する。 記録項目： １整理番号、２年金証書番号、３被災者生年月日、４被災者氏名、５被災者住所、６支払金融機関、７年金関
係報告書送付状況ほか 記録範囲： 遺族（補償）、障害（補償）及び傷病（補償）の年金受給者 記録情報の収集方法： 本人の申告 記録情報の経常的提供先：
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363. 年金給付原簿 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 広島労働局福山労働基準監督署 個人情報ファイルの利用
目的： 年金受給者の給付事務に利用する。 記録項目： １整理番号、２年金証書番号、３被災者生年月日、４被災者氏名、５被災者住所、６支払金融機関、７年金
関係報告書送付状況ほか 記録範囲： 遺族（補償）、障害（補償）及び傷病（補償）の年金受給者 記録情報の収集方法： 本人の申告 記録情報の経常的提供先

364. 労働福祉事業原票 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 山口労働局労働基準部労災補償課 個人情報ファイルの利
用目的： 労働福祉事業の実施状況を明らかにするため 記録項目： １ 整理番号、２ 氏名、３ 生年月日、４ 負傷年月日、５ 治ゆ年月日、６ 障害決定年月日、
７ 障害等級、８ 障害部位、９ 傷病名、 １０ 福祉事業実施記録 記録範囲： 労働福祉事業の支給申請を行い、承認を受けた者（３０年） 記録情報の収集方
法： 

365. 特別加入情報検索システム 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 山口労働局労働基準部労災補償課 個人情報ファイルの利
用目的： 特別加入状況を明らかにするため 記録項目： 1 労働保険番号、2 事業場の名称、3 整理番号、4 氏名、5 事業主との関係、6 特別加入者になった
日、7 変更年月日、8 業務の具体的な内容、9 特定業務との関係、10 特定業務開始年月日、11 特定業務従事期間、12 限定承認の有無、13 給付基礎日額、
14 給付基礎日額変更年月日、15 特別加入

366. 雇用保険受給資格者名簿 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 山口労働局山口公共職業安定所 個人情報ファイルの利用
目的： 受給者からの問い合わせ、その他給付事務に利用する。 記録項目： １ 受給者番号、２ 支給番号、３ 氏名、４ 氏名フリガナ、５ 被保険者番号、６ 性
別、７ 年齢、８ 生年月日、９ 認定日名、１０ 郵便番号、１１ 住所１、１２ 住所２、１３ 電話番号、１４ 求職申込年月日、１５ 資格取得年月日、１６ 離職年月
日、１７ 離職理由コード、１８ 受給期間満了

367. 雇用保険受給資格者名簿 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 山口労働局下関公共職業安定所 個人情報ファイルの利用
目的： 雇用保険の給付事務に利用する。 記録項目： 1支給番号、2氏名、3氏名フリガナ、4被保険者番号、4性別、5年齢、6生年月日、7認定日名、8郵便番号、9
住所1、10住所2、11電話番号、12求職申込年月日、13資格取得年月日、14離職年月日、15離職理由コード、16受給期間満了日、17基本手当日額、18所定給付日
数、19交付年月日、20焼却年月日、2

368. 雇用保険受給資格者名簿 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 山口労働局防府公共職業安定所 個人情報ファイルの利用
目的： 雇用保険の給付事務に利用する。 記録項目： １受給資格者氏名 ２受給資格決定年月日 ３支給番号 ４認定曜日 ５給付日数 ６処理事項 記録範囲：
雇用保険失業給付（基本手当）の受給手続きをした者 記録情報の収集方法： 本人の受給手続き 記録情報の経常的提供先： － 開

369. 雇用保険受給資格者名簿 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 山口労働局萩公共職業安定所 個人情報ファイルの利用目
的： 雇用保険の給付事務に利用する。 記録項目： １支給番号 ２氏名 ３申請年月日 記録範囲： 失業給付金の受給を申請した者 記録情報の収集方法： 本
人の申告 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： （名称）山口労働局総務部企画

370. 雇用保険受給資格者名簿 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 山口労働局徳山公共職業安定所 個人情報ファイルの利用
目的： 雇用保険の給付事務に利用する。 記録項目： １受給資格者氏名 ２受給資格者決定年月日 ３支給番号 ４認定曜日 ５給付日数 ６処理事項 記録範
囲： 雇用保険の受給資格決定をした者 記録情報の収集方法： 本人の受給手続（提出） 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を

371. 雇用保険受給資格者名簿 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 山口労働局岩国公共職業安定所 個人情報ファイルの利用
目的： 雇用保険の給付事務に利用する。 記録項目： １氏名 ２資格決定日 ３支給番号 ４認定日 ５給付日数 ６離職理由 ７電話番号 ８窓口番号 記録範
囲： 雇用保険の受給を申請した者 記録情報の収集方法： 雇用保険受給資格者の申出 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を

372. 雇用保険受給資格者名簿 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 山口労働局柳井公共職業安定所 個人情報ファイルの利用
目的： 雇用保険の給付事務に利用する。 記録項目： １氏名 ２受給資格決定年月日 ３支給番号 ４認定曜日 ５給付日数 ６年齢 ７離職理由 ８電話番号 記
録範囲： 雇用保険受給資格を決定した者 記録情報の収集方法： 本人の届出 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理す

373. 労働保険事務組合ファイル 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 徳島労働局総務部労働保険徴収室 個人情報ファイルの利
用目的： 労働保険年度更新業務、報奨金業務、滞納整理業務、メリット制業務、算定基礎調査業務に利用する。 記録項目： １ 事業場名、２ 事業主氏名、３ 業種
番号、４ 保険料、５ 特別加入者氏名 記録範囲： 労働保険年度更新の３ヶ年分 記録情報の収集方法： 労働保険事務組合からの届出 記録情報の経常的

374. 迅速適正給付管理システム 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 愛媛労働局労働基準部労災補償課 個人情報ファイルの利
用目的： 労災保険給付に係る適正給付事務に利用する。 記録項目： １氏名、２生年月日、３労働保険番号、４負傷年月日、５治ゆ年月日、７障害決定年月日、８
障害等級、９障害部位、１０傷病名 記録範囲： 労災保険給付を受給した者 記録情報の収集方法： 本人申請 記録情報の経常的提供先： － 

375. 労働福祉事業管理システム 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 愛媛労働局労働基準部労災補償課 個人情報ファイルの利
用目的： 労働福祉事業（外科後処置、温泉保養、義肢等の支給・修理、振動障害者社会復帰援護金）の申請に係る承認事務に利用する。 記録項目： １氏名、２
生年月日、３労働保険番号、４負傷年月日、５治ゆ年月日、７障害決定年月日、８障害等級、９障害部位、１０傷病名、１１外科後処置、温泉保養、義肢等支給・修理
の区分、１２振動障害者社会復帰援護事項 記録範囲

376. 振動障害総合管理システム 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 高知労働局労働基準部労災補償課 個人情報ファイルの利
用目的： 振動障害者の適正給付管理に利用する。 記録項目： １ 監督署名、２ 労働保険番号、３ 氏名、４ フリガナ、５ 整理番号、６ 住所市町村名、７ 生年
月日、８ 性別・年齢、９ 郵便番号、１０ 住所、１１ 電話番号、１２ 発病年月日、１３ 疾病程度、１４ 通院初日、１５ スライド率、１６ 給付基礎日額、１７ 就労
有無、１８ 治療区分、１９ 事業場名、２
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377. 特別加入管理システム 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 福岡労働局総務部労働保険徴収課 個人情報ファイルの利
用目的： 労働者災害補償保険特別加入申請書受理後システム入力、保険事故発生時、各署において特別加入の確認ができるように管理している。 記録項目：
1.労働保険事務組合名（委託事業場の場合）、2.事業所名、3.特別加入者氏名、4.加入・脱退年月日、5.給付基礎日額、6.派遣先国・派遣期間（海外派遣の場合）
記録範囲： 労災保険特別加入

378. 健康管理手帳所持者名簿 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 福岡労働局労働基準部健康課 個人情報ファイルの利用目
的： 健康管理手帳の管理 記録項目： １ 対象業務、２ 手帳交付局、３ 手帳番号、４ 氏名、５ 生年月日、６ 性別、７ 本籍地（県名）、８ 住所、９ 交付年月
日、１０ 健診機関名 記録範囲： 健康管理手帳所持者（昭和４８年３月２６日～） 記録情報の収集方法： 申請者による 記録情報の経常的提供先：

379. 免許受理簿 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 福岡労働局労働基準部健康課 個人情報ファイルの利用目
的： 労働安全衛生法に基づく各種免許申請があったものについて、申請受付日・交付事務の進捗状況・保留状況・交付日・交付方法等を登録することにより、申請
者からの照会に対応するために利用しているもの。 記録項目： 1.受付番号、2.受付年月日、3.申請者氏名、4.区分、5.免許種類、6.収入印紙貼付額、7.申請種類、
8.特殊取扱の区分、9.交付方法、10.交付年

380. じん肺管理区分決定者名簿 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 福岡労働局労働基準部労働衛生課 個人情報ファイルの利
用目的： じん肺管理区分決定状況の管理 記録項目： 1.申請者氏名、2.生年月日、3.性別、4.住所、5.決定管理区分、6.合併症、7.症状確認日、8.療養の要否、9.事
業場名、10.業種、11.所在地 記録範囲： じん肺管理区分決定者 記録情報の収集方法： じん肺管理区分決定申請による。 記録情

381. 特別加入者情報ファイル 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 佐賀労働局総務部労働保険徴収室 佐賀労働基準監督署
唐津労働基準監督署 武雄労働基準監督署 伊万里労働基準監督署 個人情報ファイルの利用目的： 特別加入者(第１種・第２種・第３種)の情報及び変更履歴確
認のため 記録項目： 1.氏名 2.事業主との関係 3.特別加入者承認日 4.変更年月日 5.業務の具体的な内容 6.特定業務との関係 7.特定業務開始年月日 8.
特定業務従事期間 9.承認限定の有無 10.給

382. 労働相談事跡ファイル 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 佐賀労働局総務部企画室、佐賀労働局労働基準部監督課、
佐賀労働基準監督署、唐津労働基準監督署、武雄労働基準監督署、伊万里労働基準監督署 個人情報ファイルの利用目的： 労働相談内容の検索及び集計・分
析事務に利用する。 記録項目： 1受付日時，2受付番号，3相談者氏名，4相談者住所，5相談者電話，6当事者氏名，7当事者生年月日，8当事者特記，9入社年月
日，10退職年月日，11業務内容，12事業場名，13相手方住所

383. じん肺管理区分決定状況ファイル 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 佐賀労働局労働基準部健康安全課 個人情報ファイルの利
用目的： 個人ごとのじん肺管理区分決定歴の確認のため 記録項目： １ 氏名 ２ 住所 ３ 生年月日 ４ じん肺管理区分決定内容 ５ 所属事業場名称 ６ 所
属事業場所在地 記録範囲： じん肺法第１２条、１５条、１６条に係るじん肺管理区分決定者 記録情報の収集方法： じん肺法第１２条に係る提出書類及び第１５
条、１

384. 伊王島鉱業所労働者名簿 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 長崎労働局長崎労働基準監督署 個人情報ファイルの利用
目的： 平均賃金決定申請の際の平均賃金決定に利用する。 記録項目： １ 労働者氏名、２ 所属及び身分、３ 採用年月日、４ 解雇年月日、５ 離職時の１日あ
たりの額 記録範囲： 伊王島鉱業所閉山時に解雇された労働者 記録情報の収集方法： 日鉄鉱業株式会社九州支店 総務課長との面接調査。 記録情報の経
常

385. 障害者在籍者名簿 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 長崎労働局長崎公共職業安定所 個人情報ファイルの利用
目的： 事業所毎に障害者の雇用状況を把握する 記録項目： １ 事業所番号、２ 事業所名、３ 住所、４ 事業所電話番号、５ 障害者氏名、６ 求職番号、７ 障
害名、８ 障害等級、９ 就職日、１０ 職種 記録範囲： 障害者の就職先情報事業所における障害者の雇用状況 記録情報の収集方法： 本人からの申告、本人
との面接

386. じん肺の管理区分情報 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 長崎労働局労働基準部健康安全課 個人情報ファイルの利
用目的： 労働基準行政システムに入力されている以前のじん肺管理区分決定情報の検索等事務に利用する。 記録項目： １氏名（漢字）、２氏名（ひらがな）、３性
別、４生年月日、５事業場名、６業種、７申請種別、８健診種類、９管理区分・決定年月日、10合併症、11住所、12事業場所在地、13管轄署 記録範囲： じん肺法第
12条及び第15条に係る

387. 健康管理手帳交付者情報 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 長崎労働局労働基準部健康安全課 個人情報ファイルの利
用目的： 健康管理手帳に係る健康診断委託医療機関調整及び健康管理手帳返還、書き換え、再交付に係る検索等事務に利用する。 記録項目： １氏名（漢字）、
２氏名（ひらがな）、３生年月日、４住所、５手帳交付年月日 記録範囲： 労働安全衛生法第67条に係る健康管理手帳交付者（昭和48年度～平成16年度） 記録情
報の収集方法： 

388. 免許申請受理・交付台帳 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 長崎労働局佐世保公共職業安定所 個人情報ファイルの利
用目的： 免許申請があり、長崎労働局にて交付した免許情報の検索等事務に利用する。 記録項目： １免許証番号、２交付年月日、３氏名、４生年月日 記録範
囲： 免許申請があり、長崎労働局にて免許を交付した者（昭和22年度～昭和52年度） 記録情報の収集方法： 本人の申請 記録情報の経常的提供先：

389. 池島炭鉱離職者等名簿ファイル 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 長崎労働局職業安定部職業対策課 個人情報ファイルの利
用目的： 炭鉱離職者にかかる雇用対策における企画・立案・推進のための基礎的データ 記録項目： １ 個人認証番号、２ 離職前事業所、３ 氏名、４ 性別、５
離職日、６ 離職日年齢、７ 求職日、８ 雇用保険日額他 記録範囲： 池島炭鉱閉山に伴い離職した者（平成13年度） 記録情報の収集方法： 本人申告、本人届
出、

390. 雇用保険受給資格者名簿 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 長崎労働局佐世保公共職業安定所 個人情報ファイルの利
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用目的： 雇用保険受給者の支給番号検索（雇用保険トータルシステム時間外） 記録項目： １ 受給資格決定日、２ 雇用保険支給番号、３ 氏名 記録範囲： 雇
用保険受給者 記録情報の収集方法： 雇用保険離職票、雇用保険受給資格者証 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理す

391. 健康管理手帳交付台帳 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 大分労働局労働基準部健康安全課 個人情報ファイルの利
用目的： 健康管理手帳に基づく健康診断の実施事務、労災保険給付事務に利用する。 記録項目： １ 種類、２ 手帳交付番号、３ 交付年月日、４ 氏名、５ 生
年月日、６ 性別、７ 本籍、８ 住所、９ 健康診断実施状況、１０ 職歴及び従事業務の内容、１１ 平均賃金 記録範囲： 健康管理手帳の交付申請をした者 記
録情報の収集方法：

392. 年金給付決定関係綴 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 大分労働局大分労働基準監督署 個人情報ファイルの利用
目的： 年金受給者の給付履歴の照会に利用する。 記録項目： １ 年金証書番号、２ 被災労働者氏名、３ 支給事由発生年月日、４ 労働保険番号、５ 事業場
名 記録範囲： 年金受給資格者 記録情報の収集方法： 本人からの報告 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織

393. 障害者求職登録申込書 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 大分労働局大分公共職業安定所 個人情報ファイルの利用
目的： 障害者の職業相談・職業紹介などに利用する。 記録項目： １ 氏名、２ 現住所、３ 家族、４ 連絡先、５ 最終学歴、６ 就職についての希望、７ 主な経
験職種、８ 学歴、９ 職歴、１０ 訓練等、１１ 障害名、１２ 身体状況、１３ 身体動作、１４ 補装具等の使用の状況、１５ 身体動作の制限、１６ 社会生活能力
等、１７ 就職に対する希望・考え方、１８ 各種

394. じん肺の管理区分の決定関係綴 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 大分労働局労働基準部健康安全課 個人情報ファイルの利
用目的： じん肺時管理区分の決定事務、労災保険給付事務、健康管理手帳交付事務に利用する。 記録項目： １ 申請番号、２ 受付番号、３ 受付年月日、４
管轄署又は局、５ 業種、６ 事業場名、７ 氏名、８ 住所、９ 生年月日、１０ 粉じん作業内容、１１ 申請等の内容、１２ 診査結果、１３ 管理区分決定年月日
記録範囲： じん肺管理区分の

395. 特別加入情報検索システム 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 宮崎労働局総務部労働保険徴収室 個人情報ファイルの利
用目的： 特別加入状況の検索に利用する。 記録項目： １ 労働保険番号、２ 会社名、３ 氏名、４ 特別加入・脱退年月日、５ 給付基礎日額、6 事業の種類、７ 申
請年月日 記録範囲： 労災保険法第３３条から第３７条の特別加入者として承認を受けた者（昭和40年11月1日～） 記録情報の収集方法： 本人が、労働保険

396. 労働福祉事業原票 厚生労働省本省

行政機関の名称： 厚生労働省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 鹿児島労働局労働基準部労災補償課 個人情報ファイルの
利用目的： 労災給付に付帯する労働福祉事業の給付金の審査、給付事務に利用する。 記録項目： １ 氏名、２ 生年月日、３ 労働保険番号、４ 負傷年月日、
５ 傷病名、６ 治癒年月日、７ 障害等級、８ 障害部位、９ 身体障害者手帳番号、１０ 障害決定年月日、１１ 外科後処置、１２ 温泉保養、１３ 義肢等の支給・
修理 記録範囲： 福祉関係給

397. 全国労働委員会委員名簿（平成18年１月１日現在） 中央労働委員会

行政機関の名称： 中央労働委員会 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 中央労働委員会事務局総務課 個人情報ファイルの利
用目的： 各労働委員会との連絡調整等に利用する 記録項目： １労働委員会所在地・電話番号・ＦＡＸ番号、２公労使の区分、３氏名（会長（代理）の表示）、４生年
月、５現職及び（前歴）、６任命年月日、７連絡先、８通算在任期間、９職名、10氏名、11前歴、12任命年月日、13連絡先※２～８は委員、９～13は事務局幹部職員に
係る記録項目 記録範囲： 

398. 全国労働委員会委員名簿（平成19年１月１日現在） 中央労働委員会

行政機関の名称： 中央労働委員会 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 中央労働委員会事務局総務課 個人情報ファイルの利
用目的： 各労働委員会との連絡調整等に利用する 記録項目： １労働委員会所在地・電話番号・ＦＡＸ番号、２公労使の区分・会長（代理）の表示、３氏名（ふりが
な）、４現職（又は前歴）、５任命年月日、６通算在任期間、７職名、８氏名（ふりがな）、９前歴、１０任命年月日、１１直通連絡先※２～６は委員、７～１１は事務局職
員に係る記録項目 記録範囲： 

399. 全国労働委員会委員名簿（平成２０年１月１日現在） 中央労働委員会

行政機関の名称： 中央労働委員会 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 中央労働委員会事務局総務課 個人情報ファイルの利
用目的： 各労働委員会との連絡調整等に利用する 記録項目： １労働委員会所在地・電話番号・ＦＡＸ番号、２公労使の区分・会長（代理）の表示、３氏名（ふりが
な）、４現職（又は前職）、５任命年月日、６通算在任期間、７職名、８氏名（ふりがな）、９前歴、１０任命年月日、１１直通連絡先※２～６は委員、７～１１は事務局職
員に係わる記録項目 記録範囲： 

400. 全国労働委員会委員名簿(平成21年1月1日現在) 中央労働委員会

行政機関の名称： 中央労働委員会 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 中央労働委員会事務局総務課 個人情報ファイルの利
用目的： 各労働委員会との連絡調整等に利用する 記録項目： 1 労働委員会所在地・電話番号・ＦＡＸ番号2 公労使の区分・会長（代理）の表示3 氏名（ふりがな）
4 現職（又は前歴）5 任命年月日6 通算在任期間7 職名8 氏名（ふりがな）9 前歴10 任命年月日11 直通連絡先※2～6は委員、7～11は事務局職員に係る記録項目 

全件詳細表示 選択詳細表示 前の100件 次の5件
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e-Gov home >  検索条件入力 > 検索結果

個人情報ファイル簿の検索

検索画面へ戻る

検索結果一覧

検索キーワード 指定なし 

府省 厚生労働省

上記の検索条件で 405 件ヒットしました。401件から405件を表示
詳細を見るには、番号横のチェックボックスをチェックし、詳細表示をクリックして下さい。

全件詳細表示 選択詳細表示 前の100件

凡例 個人情報ファイルの名称 府省名

行政機関の名称：行政機関の名称（全角２０文字以内） 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称：個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称（全角５，０００文字以内） 個人情報ファイルの利用目的：個人情報ファイルの利用目的（全角２５０文字以内） 記録項目：記録項目（全
角５，０００文字以内） 記録範囲：記録範囲（全角５００文字以内） 記録情報の収集方法：記録情報の収集方法（全角１５０文字以内）・・・・先頭３００字までを表示

401. 全国労働委員会委員名簿（平成22年1月1日現在） 中央労働委員会

行政機関の名称： 中央労働委員会 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 中央労働委員会事務局総務課 個人情報ファイルの利
用目的： 各労働委員会との連絡調整等に利用する 記録項目： 1 労働委員会所在地・電話番号・ＦＡＸ番号等2 公労使の区分・会長（代理）の表示3 氏名（ふり
がな）4 現職（又は前歴）5 任命年月日6 通算在任期間7 職名8 氏名（ふりがな）9 前歴10 任命年月日11 直通連絡先※2～6は委員、7～11は事務局職員に
係る記録項目 記録範囲： 

402. 全国労働委員会委員名簿（平成22年1月1日現在） 中央労働委員会

行政機関の名称： 中央労働委員会 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 中央労働委員会事務局総務課 個人情報ファイルの利
用目的： 各労働委員会との連絡調整等に利用する 記録項目： １．労働委員会所在地、電話番号、ＦＡＸ番号２．公労使の区分、会長（代理）の表示３．氏名（ふり
がな）４．現職（又は前歴）５．任命年月日６．通算在任期間７．職名８．氏名（ふりがな）９．前歴10．任命年月日11．直通連絡先※２～６は委員、７～11は事務局職
員に係る記録項目 記録範囲： 

403. 全国労働委員会委員名簿（平成24年1月1日現在） 中央労働委員会

行政機関の名称： 中央労働委員会 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 中央労働委員会事務局総務課 個人情報ファイルの利
用目的： 各労働委員会との連絡調整等に利用する 記録項目： １．労働委員会所在地、電話番号、ＦＡＸ番号２．公労使の区分、会長（代理）の表示３．氏名（ふり
がな）４．現職（又は前歴）５．任命年月日６．通算在任期間７．職名８．氏名（ふりがな）９．前歴10．任命年月日11．直通連絡先※２～６は委員、７～11は事務局職
員に係る記録項目 記録範囲： 

404. 全国労働委員会委員名簿（平成25年1月1日現在） 中央労働委員会

行政機関の名称： 中央労働委員会 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 中央労働委員会事務局総務課 個人情報ファイルの利
用目的： 各労働委員会との連絡調整等に利用する 記録項目： １．労働委員会所在地、電話番号、ＦＡＸ番号２．公労使の区分、会長（代理）の表示３．氏名（ふり
がな）４．現職（又は前職）５．任命年月日６．通算在任期間７．職名８．氏名（ふりがな）９．前職10．任命年月日11．直通連絡先※２～６は委員、７～11は事務局職
員に係る記録項目 記録範囲： 

405. 全国労働委員会委員名簿（平成26年1月1現在) 中央労働委員会

行政機関の名称： 中央労働委員会 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 中央労働委員会事務局総務課 個人情報ファイルの利
用目的： 各労働委員会との連絡調整等に利用する 記録項目： １.労働委員会所在地・電話番号・ＦＡＸ番号２.公労使の区分・会長（代理）の表示３.氏名（ふりがな）
４.現職（又は前職）５.任命年月日６.通算在任期間７.職名８.氏名（ふりがな）９.前歴、10.任命年月日11.直通連絡先※２～６は委員、７～11は事務局職員に係わる記
録項目 記録範囲： 

全件詳細表示 選択詳細表示 前の100件

Copyright © Ministry of Internal Affairs and Communications All Rights Reserved.
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e-Gov home >  検索条件入力 > 検索結果

個人情報ファイル簿の検索

検索画面へ戻る

検索結果一覧

検索キーワード 指定なし 

府省 農林水産省

上記の検索条件で 42 件ヒットしました。1件から42件を表示
詳細を見るには、番号横のチェックボックスをチェックし、詳細表示をクリックして下さい。

全件詳細表示 選択詳細表示

凡例 個人情報ファイルの名称 府省名

行政機関の名称：行政機関の名称（全角２０文字以内） 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称：個人情報ファイルが利用に供される事務
をつかさどる組織の名称（全角５，０００文字以内） 個人情報ファイルの利用目的：個人情報ファイルの利用目的（全角２５０文字以内） 記録項目：記録項目（全角
５，０００文字以内） 記録範囲：記録範囲（全角５００文字以内） 記録情報の収集方法：記録情報の収集方法（全角１５０文字以内）・・・・先頭３００字までを表示

1. 農業物価統計調査調査対象一覧表 農林水産省本省

行政機関の名称： 農林水産省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 大臣官房統計部経営・構造統計課 個人情報ファイルの利用目
的： 農業物価統計調査実施のため 記録項目： 1指定先番号、２名称、３組織区分、４所在地、５電話番号、６担当者職名氏名、７品目名、８細部銘柄、９調査月、10
調査方法 記録範囲： 農業物価統計調査調査客体 記録情報の収集方法： 農業協同組合、出荷組合、集出荷業者、集出荷団体、食肉卸売市場、生産者、小売
店、地

2. 2010年世界農林業センサス農山村地域調査農業集落精通者名簿 農林水産省本省

行政機関の名称： 農林水産省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 東北農政局統計部企画課地域統計室東北農政局大崎地域セン
ター東北農政局青森地域センター東北農政局盛岡地域センター東北農政局奥州地域センター東北農政局秋田地域センター東北農政局大仙地域センター東北農政
局山形地域センター東北農政局酒田地域センター東北農政局福島地域センター東北農政局いわき地域センター関東農政局統計部統計企画課地域統計室関東農
政局熊谷支所関東農政局土浦地域センター関東農政局土浦地域センター筑西支所関東農政局宇都宮地域センター関東農政局千葉地域セン

3. 表彰候補者名簿(２００３・２００５・２００８・２０１０年) 農林水産省本省

行政機関の名称： 農林水産省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 大臣官房統計部経営・構造統計課センサス統計室 個人情報
ファイルの利用目的： 農林水産功績者表彰のため 記録項目： １調査上の職務内容、２都道府県名、３市区町村、４氏名、５性別、６年齢 記録範囲： センサス指
導員・調査員 記録情報の収集方法： 都道府県から提出 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所

4. 表彰候補者功績調書(２００３・２００５・２００８・２０１０年) 農林水産省本省

行政機関の名称： 農林水産省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 大臣官房統計部経営・構造統計課センサス統計室 個人情報
ファイルの利用目的： 農林水産功績者表彰のため 記録項目： 1都道府県名、２現住所、３氏名、４性別、５生年月日、６調査上の職務内容、７過去に統計調査に従
事した経歴の概要、８過去における賞罰事項、９業務成績、10備考 記録範囲： センサス指導員・調査員 記録情報の収集方法： 都道府県から提出 記録

5. 果樹共済基準筆調査農家・基準筆一覧表 農林水産省本省

行政機関の名称： 農林水産省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 大臣官房統計部生産流通消費統計課 個人情報ファイルの利
用目的： 果樹共済基準筆調査客体選定結果確認のため 記録項目： １引受方式、２種類、３種類等、４市町村、５住所、６農家氏名、７地名地番、８品種、９樹齢、10
引受本数、11引受面積、12基準収穫量、13 10a当たり基準収穫量、14調査継続農家 記録範囲： 果樹共済基準筆調査農家 記録情報の収集方法： 農業共

6. 果樹共済基準筆調査引受農家カード 農林水産省本省

行政機関の名称： 農林水産省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 東北農政局盛岡地域センター東北農政局山形地域センター東
北農政局福島地域センター関東農政局甲府地域センター関東農政局長野地域センター北陸農政局新潟地域センター中国四国農政局統計部生産流通消費統計課
個人情報ファイルの利用目的： 果樹共済基準筆調査の客体選定のため 記録項目： １引受方式、２種類、３種類等、４市町村名、５農家氏名、６住所、７園地番号、
８地名番地、９品種名、10樹齢、11引受本数、12共済引受面積

7. 農業者戸別所得補償制度交付金交付対象者データ 農林水産省本省

行政機関の名称： 農林水産省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 農林水産省経営局経営政策課 個人情報ファイルの利用目的：
農業者戸別所得補償制度及び水田・畑作経営所得安定対策における交付金交付事務 記録項目： １氏名又は法人・組織名、２代表者氏名、３住所、４電話、５
FAX、６メールアドレス、７管理コード、８交付申請の内容、９共済加入状況及び共済コード、１０生産数量目標、１１農地の利用計画、１２新規需要米等面積、１３振込
口座（交付金受領を委任する場合は、代理人の氏名、住所

8. 新規需要米取組計画書申請者データ 農林水産省本省

行政機関の名称： 農林水産省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 秋田地域センター、大仙地域センター神戸地域センター、姫路地
域センター、豊岡地域センター中国四国農政局生産部生産振興課松江地域センター 個人情報ファイルの利用目的： 新規需要米取組計画確認事務 記録項目：
１申請者氏名又は法人・組織名、２申請者住所、３申請者電話番号、４水田の地番、５生産予定数量、６生産予定面積、７需要者氏名又は法人・組織名、８需要者住
所 記録範囲： 新規需要米取組申請

9. 環境保全型農業直接支払交付金交付対象者データ 農林水産省本省

行政機関の名称： 農林水産省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 農林水産省生産局農産部農業環境対策課北海道農政事務所
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農政推進部農政推進課函館地域センター旭川地域センター釧路地域センター帯広地域センター北見地域センター苫小牧地域センター青森地域センター八戸地域セ
ンター盛岡地域センター奥州地域センター東北農政局生産部生産技術環境課大崎地域センター秋田地域センター大仙地域センター山形地域センター酒田地域セン
ター福島地域センターいわき地域センター水戸地域センター土浦地域センター宇都宮地域センター大田原地域センター前橋地域セン

10. 農林水産大臣が作成する農産物検査員名簿 農林水産省本省

行政機関の名称： 農林水産省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 農林水産省東北農政局生産部生産振興課関東農政局生産部
生産振興課北陸農政局生産部生産振興課東海農政局生産部生産振興課近畿農政局生産部生産振興課中国四国農政局生産部生産振興課九州農政局生産部生
産振興課北海道農政事務所農政推進部業務管理課沖縄総合事務局農林水産部農政課 個人情報ファイルの利用目的： 農産物検査員の登載及び保管 記録項
目： １氏名、２住所、３生年月日 記録範囲： 農産物検査員

11. 経営改善システム利用者データ 農林水産省本省

行政機関の名称： 農林水産省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 農林水産省経営局経営政策課 個人情報ファイルの利用目的：
農業者に「経営改善システム」により経営データの自己点検、経営発展のシミュレーション等を行ってもらうとともに、利用者のデータを集計・分析し、今後の農業経営
施策に活用するため。 記録項目： １ ログインＩＤ、２ パスワード、３ 氏名又は法人・組織名、４ 生年月日、５ 住所、６ 電話番号、７ メールアドレス、８ 営農類
型、９ パスワードを忘れた際の質問と回

12. 情報交流モニター名簿 農林水産省本省

行政機関の名称： 農林水産省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 大臣官房統計部管理課情報室 個人情報ファイルの利用目的：
農林水産情報交流ネットワーク事業の実施 記録項目： 【農業者モニター】１整理番号、２都道府県コード、３地域センターコード、４モニターコード、５氏名、６ふりが
な、７性別、８生年月日、９年齢、１０郵便番号、１１住所、１２電話番号、１３ＦＡＸ番号、１４経営耕地面積計(a)、１５経営耕地面積田(a)、１６経営耕地面積畑(a)、１７経
営体種類コード、１８販売金

13. 集荷円滑化対策事業に係る生産者データ（７１ファイル） 農林水産省本省

行政機関の名称： 農林水産省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 北海道農政事務所農政推進部農政推進課、函館地域センター、
旭川地域センター、釧路地域センター、帯広地域センター、北見地域センター、苫小牧地域センター東北農政局生産部生産振興課、大崎地域センター青森地域セン
ター、八戸地域センター盛岡地域センター、奥州地域センター秋田地域センター、大仙地域センター山形地域センター、酒田地域センター福島地域センター、いわき
地域センター関東農政局生産部生産振興課水戸地域センター、土浦地域センター宇都宮地域センター、大田原地域センタ

14. 加工用米出荷契約等数量に係るデータ（６５ファイル） 農林水産省本省

行政機関の名称： 農林水産省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 北海道農政事務所農政推進部農政推進課、函館地域センター、
旭川地域センター、釧路地域センター、帯広地域センター、北見地域センター、苫小牧地域センター東北農政局生産部生産振興課、大崎地域センター青森地域セン
ター、八戸地域センター盛岡地域センター、奥州地域センター秋田地域センター、大仙地域センター山形地域センター、酒田地域センター福島地域センター、いわき
地域センター関東農政局生産部生産振興課水戸地域センター、土浦地域センター宇都宮地域センター、大田原地域センタ

15. 需要開発米生産出荷計画申請書（１ファイル） 農林水産省本省

行政機関の名称： 農林水産省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 富山地域センター 個人情報ファイルの利用目的： 需要開発米
取組者の認定のため 記録項目： １氏名、２住所、３生産予定数量等（１）生産予定数量（２）基準単収（３）生産予定面積、４乾燥調整施設及び保管の場所（１）乾燥
調整施設の場所（２）保管場所、５受検予定農産物検査機関（１）名称（２）住所、６需要者（１）名称（２）住所（３）引渡予定時期（４）販売数量（ｋｇ）、７その他 記録範
囲： 需要開

16. 登録調査員調整管理システム登録調査員別調査従事状況総括表 農林水産省本省

行政機関の名称： 農林水産省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 大臣官房統計部統計企画課 個人情報ファイルの利用目的：
登録調査員別の従事調査数や受持客体数から調査員の稼働状況を把握するため。 記録項目： １氏名、２年齢、３性別、４職業、５従事調査数、６受持客体数、７受
持実客体数 記録範囲： 統計調査員及び調査補助者として任命、雇用された者及びその候補者 記録情報の収集方法： 職員による聞き取り及びシステムによる集
計

17. 稲作経営安定対策生産者マスタ（２６ファイル） 農林水産省本省

行政機関の名称： 農林水産省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 東北農政局生産部生産振興課、大崎地域センター青森地域セ
ンター、八戸地域センター山形地域センター、酒田地域センター北陸農政局生産部生産振興課新潟地域センター、長岡地域センター富山地域センター福井地域セン
ター東海農政局生産部生産振興課岐阜地域センター、高山地域センター津地域センター九州農政局生産部生産振興課、八代地域センター福岡地域センター、北九
州地域センター佐賀地域センター長崎地域センター大分地域センター宮崎地域センター、延岡地域センター鹿児島地域センター

18. 食品循環資源再生利用等促進事業に基づく調査点検結果（７４ファイル） 農林水産省本省

行政機関の名称： 農林水産省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 農林水産省食料産業局バイオマス循環資源課北海道農政事務
所農政推進部農政推進課函館地域センター、旭川地域センター、釧路地域センター、帯広地域センター、北見地域センター、苫小牧地域センター東北農政局経営・
事業支援部事業戦略課大崎地域センター、青森地域センター、八戸地域センター盛岡地域センター、奥州地域センター秋田地域センター、大仙地域センター山形地
域センター、酒田地域センター福島地域センター、いわき地域センター関東農政局経営・事業支援部事業戦略課水戸地域セン

19. 農林水産省委託事業容器包装廃棄物リサイクルシステム推進調査（特定事業者関連情報整備）（７４ファイル） 農林水産省本省

行政機関の名称： 農林水産省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 農林水産省食料産業局バイオマス循環資源課北海道農政事務
所農政推進部農政推進課函館地域センター、旭川地域センター、釧路地域センター、帯広地域センター、北見地域センター、苫小牧地域センター東北農政局経営・
事業支援部事業戦略課大崎地域センター青森地域センター、八戸地域センター盛岡地域センター、奥州地域センター秋田地域センター、大仙地域センター山形地域
センター、酒田地域センター福島地域センター、いわき地域センター関東農政局経営・事業支援部事業戦略課水戸地域センタ

20. 生産者マスタファイル（７３ファイル） 農林水産省本省

行政機関の名称： 農林水産省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 北海道農政事務所農政推進部農政推進課、函館地域センター、
旭川地域センター、釧路地域センター、帯広地域センター、北見地域センター、苫小牧地域センター東北農政局生産部生産振興課、大崎地域センター青森地域セン
ター、八戸地域センター盛岡地域センター、奥州地域センター秋田地域センター、大仙地域センター山形地域センター、酒田地域センター福島地域センター、いわき
地域センター関東農政局生産部生産振興課水戸地域センター、土浦地域センター宇都宮地域センター、大田原地域センタ

21. 米穀の出荷及び販売事業者の届出受理簿（８ファイル） 農林水産省本省

行政機関の名称： 農林水産省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 東北農政局生産部生産振興課北陸農政局生産部生産振興課
関東農政局生産部生産振興課東海農政局生産部生産振興課近畿農政局生産部生産振興課中国四国農政局生産部生産振興課九州農政局生産部生産振興課北
海道農政事務所農政推進部業務管理課 個人情報ファイルの利用目的： 米不足等の緊急時に的確に対応するため 記録項目： １県名、２商号・名称、３代表者役
職、４同氏名、５同住所、６開始予定時期、７取扱（予定）数量、８開始届・変更

22. 稲作経営安定対策生産者マスタ（３８ファイル） 農林水産省本省

行政機関の名称： 農林水産省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 北海道農政事務所農政推進部農政推進課、函館地域センター、
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旭川地域センター、釧路地域センター、帯広地域センター、北見地域センター、苫小牧地域センター盛岡地域センター、奥州地域センター秋田地域センター、大仙地
域センター福島地域センター関東農政局生産部生産振興課水戸地域センター、土浦地域センター宇都宮地域センター、大田原地域センター千葉地域センター横浜
地域センター甲府地域センター静岡地域センター、浜松地域センター東海農政局生産部生産振興課、豊橋地域センター近畿

23. 普及指導員資格試験合格者名簿 農林水産省本省

行政機関の名称： 農林水産省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 農林水産省生産局農産部技術普及課 個人情報ファイルの利
用目的： 合格証書再発行のため 記録項目： １氏名、２生年月日、３本籍、４交付番号 記録範囲： 普及指導員資格試験受験者 記録情報の収集方法： 本人から
の申請 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： （名称）農林水産省大臣官房

24. 政府所有米麦情報管理システム利用申込者ファイル 農林水産省本省

行政機関の名称： 農林水産省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 農林水産省生産局農産部貿易業務課 個人情報ファイルの利
用目的： 本情報システムを利用する際に必要となる利用者識別コードの管理、本情報システムが処理する各種データへのアクセス制御及び緊急時等の連絡に利用
するため 記録項目： １事業者等名称、２名称の略称、３所在地、４郵便番号、５代表者名、６業種分類、７担当者氏名、８部署名、９電子メールアドレス、１０電話番
号、１１ＦＡＸ番号、１２利用者識別コード、１３組織コード

25. 国営川辺川土地改良事業に係る一筆台帳 農林水産省本省

行政機関の名称： 農林水産省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 九州農政局整備部水利整備課 個人情報ファイルの利用目的：
土地改良法（昭和２４年６月６日法律第１９５号）に基づく国営土地改良事業の同意及び土地改良事業の遂行管理の業務に使用する。 記録項目： １土地の地番、２
地目、３地積、４造成団地名、５河川名、６堰名、７事業区分、８土地所有者の氏名、９土地所有者の住所、１０耕作者の氏名、１１耕作者の住所、１２三条資格者の氏
名、１３三条資格者の住所、１４権利名

26. 獣医師名簿 農林水産省本省

行政機関の名称： 農林水産省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課 個人情報ファイル
の利用目的： 獣医師免許証発行（再発行）のため 記録項目： １登録番号、２登録年月日、３本籍地都道府県名、４氏名、５生年月日、６性別、７獣医師国家試験に
合格した年月、８獣医師法第８条第１項又は第２項の規定による処分した場合にあっては、その旨並びに事由、９同年月日、１０同業務停止期間、１１免許証を書換
交付し、又は再発行した場合にあってはその旨並びに事由、

27. 国内産米穀のカドミウム含有状況の調査に係る名簿 農林水産省本省

行政機関の名称： 農林水産省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 農林水産省消費・安全局農産安全管理課 個人情報ファイルの
利用目的： 国内産米穀のカドミウム含有量にかかる実態を把握し、リスク管理に資する。 記録項目： １調査年度、２農政局・農政事務所名、３試料番号、４ほ場所
在市町村名、５ほ場所在集落名、６生産者名、７米穀出荷業者、８品種名、９出荷数量、１０調査了解日、１１試料採取日、１２試料送付日、１３分析結果通知日、１４
分析結果、１５水管理実施状況（水管理開始日、水管理

28. 品種登録ファイル 農林水産省本省

行政機関の名称： 農林水産省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 農林水産省食料産業局新事業創出課 個人情報ファイルの利
用目的： 出願された品種の審査に必要な既存品種の特性を整理、保存し、審査の的確な推進に資する 記録項目： １登録番号、２出願年月日、３植物の種類、４品
種名、５特性、６育成経過の概要、７出願者氏名、８出願住所、９登録者氏名、１０登録者住所、１１育成者氏名 記録範囲： 種苗法（平成１０年法律第８３号）に基づ
く登録品種の出願者及び育成者

29. 専門技術員資格試験合格者名簿 農林水産省本省

行政機関の名称： 農林水産省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 農林水産省生産局農産部技術普及課 個人情報ファイルの利
用目的： 合格証明証再発行のため 記録項目： １氏名、２住所、３生年月日、４最終学歴、５交付番号、６本籍、７現在の勤務場所（合格発表時）、８経験年数、９卒
業年 記録範囲： 専門技術員資格試験合格者 記録情報の収集方法： 本人からの申請 記録情報の経常的提供先： － 開示請

30. 土地改良換地士資格試験合格者名簿 農林水産省本省

行政機関の名称： 農林水産省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 農林水産省農村振興局整備部土地改良企画課 個人情報ファ
イルの利用目的： 合格者の把握 記録項目： １住所、２氏名、３生年月日、４性別、５所属 記録範囲： 土地改良換地士資格試験合格者 記録情報の収集方法：
本人からの申請（願書申請書） 記録情報の経常的提供先： 全国土地改良事業団体連合会 開示請求等を受理する組織の名称及び所

31. 土地改良区概要（８ファイル） 農林水産省本省

行政機関の名称： 農林水産省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 東北農政局農村計画部土地改良管理課、関東農政局農村計画
部土地改良管理課、北陸農政局農村計画部土地改良管理課、東海農政局農村計画部土地改良管理課、近畿農政局農村計画部土地改良管理課、中国四国農政局
農村計画部土地改良管理課、九州農政局農村計画部土地改良管理課、農林水産省農村振興局整備部土地改良企画課 個人情報ファイルの利用目的： 土地改良
区及び土地改良区連合の指導及び予算措置に当たっての参考資料 記録項目： １

32. 農林水産試験研究課題ファイル 農林水産省本省

行政機関の名称： 農林水産省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 農林水産技術会議事務局技術政策課 個人情報ファイルの利
用目的： 農林水産業に関する試験研究の効率的な推進に必要な情報を提供するため 記録項目： １年度、２研究機関名、３課題番号、４研究問題、５大課題、６中
課題、７小課題、８研究期間、９摘要、１０研究分担、１１研究分担者、１２研究業績 記録範囲： 研究分担者（農林水産省の所管する国及び独立行政法人試験研究
機関に所属する者）並びに前述の機

33. 日本農学文献記事索引ファイル 農林水産省本省

行政機関の名称： 農林水産省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 農林水産技術会議事務局筑波事務所研究情報課 個人情報フ
ァイルの利用目的： 国内で発行される農林水産関係の学術雑誌５００紙に掲載された論文等書籍情報のデータベース 記録項目： １標題、２副標題、３著者名、４著
者所属、５団体著者、６掲載紙、７巻号、８発行者、９ＩＳＳＮ、１０言語、１１発行年、１２レコード番号、１３索引語 記録範囲： 著者名（国内の学術雑誌等に農林水産
関係試験研究に関する論

34. 世界農学文献検索ファイル 農林水産省本省

行政機関の名称： 農林水産省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 農林水産技術会議事務局筑波事務所研究情報課 個人情報フ
ァイルの利用目的： ＦＡＯが世界の約２００ヶ国及び国際機関の協力の下に作成、提供している国際農業技術システムで、農林水産業の分野に関する世界の文献雑
誌情報を収録したデータベース 記録項目： １英文タイトル、２オリジナルタイトル、３カテゴリーコード、４第１コモディティ、５個人情報、６個人著者所属機関、７団体
著作者、８使用言語コード、９発行年、１０インプレッ

35. 戸別所得補償モデル対策交付金交付対象者データ 農林水産省本省

行政機関の名称： 農林水産省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 農林水産省経営局経営政策課 個人情報ファイルの利用目的：
戸別所得補償モデル対策における交付金交付事務 記録項目： 【戸別所得補償モデル対策加入申請書】１氏名又は法人・組織名、２代表者氏名、３住所、４電話番
号、５ＦＡＸ番号、６振込口座、７申請内容確認、８加入者管理コード【委任状】１委任者住所、２委任者氏名、３提出理由、４代理人住所、５代理人氏名、６振込口座、７
添付資料、【平成22年度（平成22年産）水稲生産
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36. 容器包装廃棄物リサイクルシステム点検指導事業集計プログラムデータ（７４ファイル） 農林水産省本省

行政機関の名称： 農林水産省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 農林水産省食料産業局バイオマス循環資源課北海道農政事務
所農政推進部農政推進課函館地域センター、旭川地域センター、稚内支所、釧路地域センター、帯広地域センター、北見地域センター、苫小牧地域センター東北農
政局経営・事業支援部事業戦略課大崎地域センター、石巻支所青森地域センター、弘前支所、八戸地域センター盛岡地域センター、宮古支所、奥州地域センター秋
田地域センター、北秋田支所、大仙地域センター山形地域センター、酒田地域センター福島地域センター、会津若松支所、い

37. 登録調査員調整管理システム調査員情報 農林水産省本省

行政機関の名称： 農林水産省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 北海道農政事務所統計部統計企画課 個人情報ファイルの利
用目的： 登録調査員のスケジュールを一元的に管理し、各種統計調査の実施時期の突合や各調査員の調査実績の管理等を行うため。 記録項目： １氏名、２フリ
ガナ、３性別、４生年月日、５歳、６住所、７電話番号、８電子メールアドレス、９職業、１０交通手段、１１補助希望、１２提供意向、１３支払方法、１４金融機関名、１５支
店名、１６金融機関コード、１７支店コード、１８預

38. 林業普及指導員資格試験合格者名簿 林野庁

行政機関の名称： 林野庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 林野庁森林整備部研究・保全課 個人情報ファイルの利用目的： 合
格者の確認及び合格証書再発行のため 記録項目： １合格証番号、２専門項目、３氏名、４生年月日、５最終学歴・卒業年次、６本籍地、７勤務地（試験当時）、８受
験番号 記録範囲： 林業普及指導員（林業専門技術員）資格試験合格者 記録情報の収集方法： 本人からの申告（受験願書等） 記録情報の経常的提供

39. 「森林経営」対象森林の第１約束期間中の増加率調査箇所の所有者に関する情報 林野庁

行政機関の名称： 林野庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 林野庁森林整備部研究・保全課 個人情報ファイルの利用目的：
「森林経営」対象森林の第１約束期間中の増加率調査実施のため 記録項目： 1.調査予定年度 2.調査小班ＩＤ 3.市町村名 4.旧市町村名 5.森林計画区 6.林班
番号 7.旧林班番号 8.林分識別子 9.林小班番号 10.調査箇所の地番 11.所有形態 12.樹種 13.林齢 14.林種 15.施業方法による区分 16.調査箇所の所有者
名 17.所有者

40. 森林生態系多様性基礎調査実施箇所の所有者に関する情報 林野庁

行政機関の名称： 林野庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 森林整備部計画課 個人情報ファイルの利用目的： 森林生態系多
様性基礎調査実施のため 記録項目： １調査予定年度、２調査点ＩＤ、３都道府県名、４市町村名、５旧市町村名、６森林計画区、７林班番号、８旧林班番号、９林小
班番号、１０調査箇所の地番、１１所有形態、１２樹種、１３林齢、１４林種、１５施業方法による区分、１６調査箇所の所有者名、１７所有者の住所、１８所有者の電話
番号、１９施業履歴 記録範囲： 

41. 森林保険業務システム 林野庁

行政機関の名称： 林野庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 林野庁 森林整備部 研究・保全課 森林保全推進室 個人情報フ
ァイルの利用目的： 森林国営保険契約事務 記録項目： １証書番号、２契約者住所、３契約者名、４電話番号、５契約者区分、６員内、７ 契約方法区分、８引受区
分、９特定級区分、１０評価契約区分、１１申込区分、１２申込番号、１３申込日、１４保険期間、１５保険料払込方法、１６保険料払込期間、１７基準順払込年数、１８保
険期間開始日、１９他の保険契約の有無、２０他の

42.
林業労働力の確保の促進に関する法律第12条第５号の研修（林業労働者に対する研修に限る。）に係る研修修了者
名簿

林野庁

行政機関の名称： 林野庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 林野庁林政部経営課林業労働対策室 個人情報ファイルの利用目
的： 一定の能力を身につけた林業労働者を農林水産省が備える研修修了者名簿に登録することにより、林業労働者の能力評価に資するとともに、これらの者の就
業状況を把握し林業労働力の確保に資する。 記録項目： １登録番号、２登録年月日、３氏名、４性別、５生年月日、６住所、７電話番号、８勤務先名称、９勤務先住
所、10勤務先電話番号、11登録の区分、12登録の有効期限

全件詳細表示 選択詳細表示

Copyright © Ministry of Internal Affairs and Communications All Rights Reserved.
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e-Gov home >  検索条件入力 > 検索結果

個人情報ファイル簿の検索

検索画面へ戻る

検索結果一覧

検索キーワード 指定なし 

府省 経済産業省

上記の検索条件で 76 件ヒットしました。1件から76件を表示
詳細を見るには、番号横のチェックボックスをチェックし、詳細表示をクリックして下さい。

全件詳細表示 選択詳細表示

凡例 個人情報ファイルの名称 府省名

行政機関の名称：行政機関の名称（全角２０文字以内） 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称：個人情報ファイルが利用に供される事務
をつかさどる組織の名称（全角５，０００文字以内） 個人情報ファイルの利用目的：個人情報ファイルの利用目的（全角２５０文字以内） 記録項目：記録項目（全角
５，０００文字以内） 記録範囲：記録範囲（全角５００文字以内） 記録情報の収集方法：記録情報の収集方法（全角１５０文字以内）・・・・先頭３００字までを表示

1. 訪問者管理システム（期間登録者管理） 経済産業省本省

行政機関の名称： 経済産業省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 大臣官房情報システム厚生課厚生企画室 個人情報ファイル
の利用目的： 当省来訪者の入管登録に際し、頻繁に来訪する外来者に対しては、入管の円滑化を図るため、一定期間にわたって入管の登録を行う期間登録制度を
設けている。その対象者の登録及び来訪時の本人確認に利用する。 記録項目： １カナ氏名、２氏名、３会社名・団体名、４所属、５連絡先 記録範囲： 当省に１年
以上頻繁に来訪することが見込まれる

2. 産業構造審議会委員名簿 経済産業省本省

行政機関の名称： 経済産業省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 経済産業政策局産業構造課 個人情報ファイルの利用目的：
産業構造審議会委員の情報の管理のために利用する。 記録項目： １氏名、２生年月日、３性別、４兼職数、５役職名・官職、６経済産業省出身者である場合はその
旨、７任期、８手続部会、９産業構造審議会所属分科会・部会・小委員会等名 記録範囲： 産業構造審議会委員、同審議会臨時委員及び同審議会専門委員（平成
元年以降） 記録情報の

3. 経済産業省所管統計調査功績者表彰名簿ファイル 経済産業省本省

行政機関の名称： 経済産業省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 大臣官房調査統計グループ広報・国際室 個人情報ファイルの
利用目的： 経済産業省所管統計調査功績者表彰の被表彰者を選考する際、同一人物が過去に授賞していないか、重複をチェックするために利用する。 記録項
目： １推薦経路、２表彰区分、３氏名、４生年月日、５住所、６合計従事回数又は年数 記録範囲： ・経済産業局長の任命する統計調査員又は調査員として、経済産
業大臣が調査実施者である動態統計を

4. エンジェル税制確認書 経済産業省本省

行政機関の名称： 経済産業省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 経済産業政策局新規産業室 個人情報ファイルの利用目的：
エンジェル税制優遇措置の確認実績の把握および管理 記録項目： １氏名、２住所、３投資先企業の取得株式数、４投資金額 記録範囲： エンジェル税制優遇措
置を受けた者（平成９年以降） 記録情報の収集方法： 地方経済産業局がエンジェル税制の確認作業を行う際に、各企業から提出された当該企業へ投資した個人
の情報を含む

5. 政府統計オンライン調査システムオンライン提出希望対象者名簿（経済産業省） 経済産業省本省

行政機関の名称： 経済産業省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 大臣官房調査統計グループ統計情報システム室 個人情報フ
ァイルの利用目的： 統計調査票のオンライン提出に際し確認、登録及び提出等の事務に利用する。 記録項目： １オンライン担当者名、２担当者企業名、３担当者
部署名、４電話番号、５ＦＡＸ番号、６e-mailアドレス、７資料送付先、８システム環境、９事業所番号及び調査票番号 記録範囲： 統計調査票のオンライン提出担当
者 記録情報

6. NACCS貿易管理サブシステム申請者ファイル 経済産業省本省

行政機関の名称： 経済産業省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 貿易経済協力局貿易管理部貿易管理課 個人情報ファイルの
利用目的： NACCS貿易管理サブシステムを使用する申請者登録のために利用する。 記録項目： １会社名、２役職名、３氏名、４住所、５郵便番号、６電話番号、７
ＦＡＸ番号、８電子メールアドレス、９ＪＡＳＴＰＲＯコード、１０NACCS利用者ID、１１承認年月日（登録日） 記録範囲： 外国為替及び外国貿易法に基づく申請における
特定手続等に

7. 計量士登録簿ファイル 経済産業省本省

行政機関の名称： 経済産業省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 産業技術環境局知的基盤課計量行政室 個人情報ファイルの
利用目的： 計量士登録手続事務（訂正・再交付等）のために利用する。 記録項目： １氏名、２生年月日、３登録番号、４登録年月日 記録範囲： 計量士の資格保
持する者 記録情報の収集方法： 本人からの申請による 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所

8. 計量士国家試験受験者台帳ファイル 経済産業省本省

行政機関の名称： 経済産業省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 産業技術環境局知的基盤課計量行政室 個人情報ファイルの
利用目的： 計量士国家試験実施事務における本人確認等に利用する。 記録項目： １受験番号、２氏名、３生年月日、４年齢、５住所、６性別、７連絡先、８試験科
目の免除の有無、９勤務先等の区分、１０最終学歴 記録範囲： 計量士国家試験に受験願書を提出した者 記録情報の収集方法： 願書への記載事項 記録情

9. 日本工業標準調査会委員名簿 経済産業省本省

e-Gov（イーガブ）は総務省が運営する総合的な行政ポータルサイトです
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行政機関の名称： 経済産業省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 産業技術環境局基準認証政策課 個人情報ファイルの利用目
的： 日本工業標準調査会委員の情報管理のために利用する。 記録項目： １氏名、２生年月日、３性別、４自宅連絡先、５勤務先所属役職、６発令年月日、７任期、
８所属部会・専門委員会等 記録範囲： 日本工業標準調査会委員、臨時委員及び専門委員 記録情報の収集方法： 本人からの履歴書提出 記録情報の経常的

10. 航空工場検査員国家試験合格者ファイル 経済産業省本省

行政機関の名称： 経済産業省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 製造産業局航空機武器宇宙産業課 個人情報ファイルの利用
目的： 航空機製造事業法施行令３条による航空工場検査員国家試験に合格した者のデータであり、合格証の再交付、航空工場検査員の指名（航空機製造事業法
施行規則第４１条）に係る事務に使用し、また、資格保有状況の確認のために利用する。 記録項目： １試験実施年、２試験の種類、３合格証番号、４氏名、５生年月
日、６会社名（学校名） 記録範囲： 

11. 特定国際種事業届出ファイル 経済産業省本省

行政機関の名称： 経済産業省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 製造産業局紙業服飾品課 個人情報ファイルの利用目的： 絶
滅のおそれのある野生動動物の種の保存に関する法律に基づく特定国際種事業の管理に利用する。 記録項目： １住所、２氏名、３電話番号、４備考 記録範囲： 
特定国際種事業届提出した者（平成７年度以降） 記録情報の収集方法： 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律に基づく特定国際種事業届出
書、特定国際

12. 航空工場検査員国家試験受験者台帳ファイル 経済産業省本省

行政機関の名称： 経済産業省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 製造産業局航空機武器宇宙産業課 個人情報ファイルの利用
目的： 毎年の航空工場検査員国家試験受験者の氏名、住所、学歴、勤務先等の情報が管理されており、受験票の作成や試験科目免除等の確認のために利用す
る。 記録項目： 氏名、生年月日、勤務先、学歴、現住所、本籍、性別、連絡先、試験の受験内容、試験の合格状況 記録範囲： 航空工場検査員国家試験受験者
記録情報の収集方法： 

13. 情報処理技術者試験合格者台帳 経済産業省本省

行政機関の名称： 経済産業省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 商務情報政策局情報処理振興課 個人情報ファイルの利用目
的： 情報処理技術者試験に係る試験事務のために利用する。 記録項目： １受験番号、２氏名、３生年月日、４合格証書番号 記録範囲： 情報処理技術者試験合
格者 記録情報の収集方法： 独立行政法人情報処理推進機構からの報告 記録情報の経常的提供先： 独立行政法人情報処理推進機構

14. 製品安全４法届出データベース 経済産業省本省

行政機関の名称： 経済産業省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 商務情報政策局商務流通グループ製品安全課 個人情報ファ
イルの利用目的： 製品安全４法（電気用品安全法（電安法）、消費生活用製品安全法（消安法）、ガス事業法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関す
る法律（液石法）に基づく事業届出等を管理するために利用する。 記録項目： １法区分、２番号、３届出日、４受理日、５届出事業者名、６担当者部署名、７担当者
名、８郵便番号、９住所、１０代表者名、１１事業開始日、１

15. 高圧ガス製造保安責任者免状交付台帳 経済産業省本省

行政機関の名称： 経済産業省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 商務情報政策局商務流通保安グループ高圧ガス保安室 個人
情報ファイルの利用目的： 高圧ガス製造保安責任者試験の免状交付のために利用 記録項目： １氏名、２生年月日、３免状の種類、４交付年月日 記録範囲： 高
圧ガス製造保安責任者試験に合格し、免状交付申請をした者（昭和２７年以降） 記録情報の収集方法： 本人からの申請書の提出 記録情報の経常的提供先：

16. 電気用品事故報告ファイル 経済産業省本省

行政機関の名称： 経済産業省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 商務情報政策局商務流通グループ製品安全課 個人情報ファ
イルの利用目的： 電気用品の事故に係る報告要領に基づく事故情報を管理するために利用する。 記録項目： １整理番号、２報告事業者、３電気用品名、４発生場
所。５品名、６機種名、７事故年月日、８報告開始・終了年月日、９製造開始・終了年月日、１０製造輸入の別、１１社告の有無、１２社告の年月日、１３購入年月日、１
４事故内容、１５被害状況、１６事故原因、１７事故等の

17. 高圧ガス製造保安責任者試験合格者一覧表 経済産業省本省

行政機関の名称： 経済産業省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 商務情報政策局商務流通保安グループ高圧ガス保安室 個人
情報ファイルの利用目的： 高圧ガス製造保安責任者試験の情報の管理のために利用 記録項目： １氏名、２生年月日、３住所 記録範囲： 高圧ガス製造保安責任
者試験に合格した者（昭和２７年以降） 記録情報の収集方法： 本人からの受験票提出 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等

18. 特定債権書面閲覧システムファイル 経済産業省本省

行政機関の名称： 経済産業省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 商務情報政策局商務流通グループ商取引監督課 個人情報フ
ァイルの利用目的： 旧特定債権等に係る事業の規制に関する法律（平成４年法律第７７号）（以下、旧特定債権法という。）第８条第１項に基づいて特定事業者から提
出された、譲渡された同法第２条に規定するリース債権又はクレジット債権（以下、特定債権という。）に関する事項を同法第８条第２項で規定する閲覧請求への対応
及びその関連事務のために保有する。 記録項目： １氏名

19. 消費者相談受付カード 経済産業省本省

行政機関の名称： 経済産業省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 商務情報政策局商務流通グループ商取引・消費経済政策課消
費者相談室 個人情報ファイルの利用目的： 消費者相談に対する情報提供その他の処理に関する事務の遂行、並びに消費者相談の内容を経済産業省の行う施
策の企画立案及び実施に利用する。 記録項目： １受付局、２受付年月日、３件名、４相談内容、５処理内容、６相談区分等、７事業者属性、８申出者氏名、９住所地
県名、１０電話番号、１１性別、１２年齢層、１３続柄

20. 重大製品事故情報報告ファイル 経済産業省本省

行政機関の名称： 経済産業省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 商務情報政策局商務流通グループ製品安全課 個人情報ファ
イルの利用目的： 消費生活用製品に係る重大製品事故の情報を保有し、迅速な公表と、事故原因究明、また事故未然防止へと資する。 記録項目： （被害者）１氏
名、２住所、３性別、４年齢（事業者）１氏名、２役職 記録範囲： 重大製品事故の被害者事故製品を製造・輸入する事業者の当該事故担当者 記録情報の収集方
法： 製造

21. 主任技術者免状交付簿データベース 経済産業省本省

行政機関の名称： 経済産業省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 商務情報政策局商務流通保安グループ電力安全課 個人情報
ファイルの利用目的： 電気、ボイラー・タービン及びダム水路主任技術者の免状交付に係る事務に利用する。 記録項目： １免状交付番号、２免状種別、３交付年月
日、４氏名、５生年月日、６本籍、７免状取得方法 記録範囲： 主任技術者免状交付者 記録情報の収集方法： ・本人からの実務経験による資格認定申請・指定試
験機関

22. ガス主任技術者免状交付簿データベース 経済産業省本省

行政機関の名称： 経済産業省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 商務情報政策局商務流通保安グループガス安全室 個人情報
ファイルの利用目的： ガス事業者において選任されたガス主任技術者の確認に利用する。 記録項目： １氏名、２種別、３合格番号、４免状交付番号、５免状交付年
月日、６免状再交付年月日、７再交付理由、８資格認定年月日、９生年月日、１０本籍地 記録範囲： ガス主任技術者試験に合格した者及び免状を交付された者 
記録情報の収集方法：
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23. 都市ガス事故情報データベース 経済産業省本省

行政機関の名称： 経済産業省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 商務情報政策局商務流通保安グループガス安全室 個人情報
ファイルの利用目的： 法定の都市ガス事故の報告内容を検索するために利用する。 記録項目： １事故発生日時、２事故発生場所、３事故の内容及び被害状況、４
事故の原因、５一般供給に支障を及ぼした範囲及び程度、６被害額概算、７応急措置、８復旧又は見込み日時、９事故発生防止対策 記録範囲： ガス事業者 記
録情報の収集方法： 

24. 保安技術職員国家試験合格者台帳 経済産業省本省

行政機関の名称： 経済産業省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 商務情報政策局商務流通保安グループ鉱山・火薬類監理官付
個人情報ファイルの利用目的： 保安技術職員国家試験合格者への合格証の再交付のため、また、当該試験合格者の合格した事実の確認のために利用する。 記
録項目： １氏名、２生年月日、３受験番号、４合格証番号 記録範囲： 保安技術職員国家試験に合格した者 記録情報の収集方法： 保安技術職員国家試験合格者
より収集 

25. (株)宝石のありもとダイヤモンド友の会会員台帳 経済産業省本省

行政機関の名称： 経済産業省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 北海道経済産業局産業部消費経済課 個人情報ファイルの利
用目的： 積立金の返還のために許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則第１４条第２項に基づき事業者から局長に提出されたもので、債権の還付作業
に利用する。 記録項目： １氏名、２現住所、３電話番号、４債権額 記録範囲： (株)宝石のありもとダイヤモンド友の会会員 記録情報の収集方法： 許可割賦販売
業者等の

26. （株）アンサージ会員台帳（平成１５年８月２９日、９月３０日、１１月３０日現在） 経済産業省本省

行政機関の名称： 経済産業省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 東北経済産業局産業部消費経済課 個人情報ファイルの利用
目的： 割賦販売法に基づく前払式特定取引業者に係る報告徴収において、抽出確認に利用する。 記録項目： １氏名、２現住所、３集金住所、４現住所電話番号、
５集金住所電話番号、６会員番号、７払込回数、８入金額、９割引額、１０実入金額、１１施行区分、１２世帯番号、１３契約コース 記録範囲： （株）アンサージと前払
式特定取引契約（互助会）を

27. （株）アンサージ還付作業ファイル（配当台帳） 経済産業省本省

行政機関の名称： 経済産業省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 東北経済産業局産業部消費経済課 個人情報ファイルの利用
目的： 割賦販売法に基づく前払式特定取引業者に係る還付作業において、権利の調査、配当の実施に利用する。 記録項目： １氏名、２住所、３管理番号、４会員
番号、５入金額、６割引額、７解約申出の有無、８受付番号、９申出人氏名、１０申出人住所、１１申出人電話番号、１２申出人債権額、１３調査後債権額、１４仮配当
額、１５割引額、１６解約手数料額、１７否認した債権額、

28. （株）アンサージ還付作業ファイル（還付受付台帳） 経済産業省本省

行政機関の名称： 経済産業省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 東北経済産業局産業部消費経済課 個人情報ファイルの利用
目的： 割賦販売法に基づく前払式特定取引業者に係る還付作業において、権利の調査、仮販売等に利用する。 記録項目： １氏名、２住所、３電話番号、４変更後
氏名、５変更後住所、６変更後電話番号、７会員番号、８払込回数、９入金額、１０割引額、１１加入日、１２施行日、１３施行区分、１４解約日、１５管理番号、１６会員
番号、１７申出人氏名、１８申出人住所、１９申出人電

29. （株）アンサージ還付作業ファイル（還付取り下げ） 経済産業省本省

行政機関の名称： 経済産業省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 東北経済産業局産業部消費経済課 個人情報ファイルの利用
目的： 割賦販売法に基づく前払式特定取引業者に係る還付作業において、取り下げによる返戻に利用する。 記録項目： １氏名、２住所、３変更前の氏名、４変更
前の住所、５整理番号、６取り下げNo.、７取り下げ会員番号、８配達記録ラベル番号 記録範囲： （株）アンサージと前払式特定取引契約（互助会）を締結していた者
（平成１５年１２月２日時点

30. （株）松木屋友の会還付作業ファイル 経済産業省本省

行政機関の名称： 経済産業省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 東北経済産業局産業部消費経済課 個人情報ファイルの利用
目的： 割賦販売法に基づく前払式特定取引業者に係る還付作業において、権利の調査、配当の実施に利用する。 記録項目： １氏名、２住所、３電話番号、４会員
番号、５入会日、６コース、７口数、８入金回数、９積立金残高、１０受付番号、１１申出人氏名、１２申出人住所、１３申出人電話番号、１４申出積立金額、１５申出取替
券額、１６申出債権額、１７調査後の債権額、１８仮配

31. （株）松菱友の会還付作業ファイル（配当表） 経済産業省本省

行政機関の名称： 経済産業省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関東経済産業局産業部商務・取引信用課 個人情報ファイルの
利用目的： 前払式特定取引業者（友の会）の営業廃止に伴う債権の有無の確認のために利用する。 記録項目： １氏名、２住所、３会員番号、４受付番号、５債権
額、６配当額 記録範囲： （株）松菱友の会の営業保証金及び前受業務保証金の還付について、配当を受けることが決定した者 記録情報の収集方法： 割賦販売
法施工令

32. （株）松菱友の会還付作業ファイル（最終配当表） 経済産業省本省

行政機関の名称： 経済産業省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関東経済産業局産業部商務・取引信用課 個人情報ファイルの
利用目的： 前払式特定取引業者（友の会）の営業廃止に伴う債権の有無の確認のために利用する。 記録項目： １氏名、２住所、３会員番号、４受付番号、５債権
額、６配当額 記録範囲： （株）松菱友の会の営業保証金及び前受業務保証金の還付について、配当を受ける者として決定を受け、最終配当を通知した者 記録情
報の収集方法：

33. (株)中三友の会還付作業ファイル 経済産業省本省

行政機関の名称： 経済産業省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 東北経済産業局産業部消費経済課 個人情報ファイルの利用
目的： 割賦販売法に基づく前払式特定取引業者に係る還付作業において、権利の調査、配当の実施等に利用する。 記録項目： １会員番号、２コース、３氏名、４
住所、５電話番号、６入金回数、７積立金残高、８買物券金額、９受付番号、１０債権額、１１仮配当額、１２配当額 記録範囲： (株)中三友の会と前払式特定取引契
約（友の会）を締結していた者

34. (株)壽屋友の会還付に係る作業ファイル 経済産業省本省

行政機関の名称： 経済産業省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 九州経済産業局産業部消費経済課 個人情報ファイルの利用
目的： 還付に係る審査を行うため 記録項目： １（氏名：漢字）、２（氏名：カナ）、３（郵便番号）、４（住所）、５（電話番号）、６（会員番号）、７（積立残高） 記録範囲：
友の会会員で還付を受けようとする個人、法人 記録情報の収集方法： 友の会及び友の会会員からの提出 記録情報の経常的提供先：

35. 鉱業権出願処理ファイル（３ファイル） 経済産業省本省

行政機関の名称： 経済産業省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： （１）中部経済産業局資源エネルギー環境部鉱業課（２）近畿経
済産業局資源エネルギー環境部資源・燃料課（３）九州経済産業局資源エネルギー環境部鉱業課 個人情報ファイルの利用目的： 鉱業権許可審査のために利用 
記録項目： １名称コード、２名称コード枝番、３名称カタカナ、４名称漢字名、５都道府県コード、６市区町村コード、７住所、８郵便番号、９電話番号 記録範囲： 鉱業
権出願人及び鉱業権者 
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36. 特定国際種事業届出ファイル（５ファイル） 経済産業省本省

行政機関の名称： 経済産業省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： （１）関東経済産業局産業部国際課（２）中部経済産業局産業部
製造産業課（３）近畿経済産業局産業部製造産業課（４）中国経済産業局地域経済部地域経済課（５）九州経済産業局地域経済部製造産業課 個人情報ファイルの
利用目的： 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律に基づく特定国際種事業者の把握・管理に利用する。 記録項目： １企業名、２代表者肩書
き、３代表者名、４施設名称、５郵便番号、６施設所在地、７立ち

37. 株式会社ボーニサービス 友の会会員台帳 経済産業省本省

行政機関の名称： 経済産業省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 北海道経済産業局産業部消費経済課 個人情報ファイルの利
用目的： 積立金返還のために許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則第１４条第２項に基づき事業者から局長に提出されたもので、債権の還付作業に
利用する。 記録項目： １氏名、２現住所、３電話番号、４債権額 記録範囲： 株式会社ボーニサービス 友の会会員 記録情報の収集方法： 許可割賦販売業者
等の営業保証金

38. (株)大丸友の会還付に係る作業ファイル 経済産業省本省

行政機関の名称： 経済産業省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 九州経済産業局産業部消費経済課 個人情報ファイルの利用
目的： 還付に係る審査を行うため 記録項目： １（氏名：漢字）、２（氏名：カナ）、３（郵便番号）、４（住所）、５（電話番号）、６（会員番号）、７（積立残高）、８（買物券
額）、９（債権額）、１０（調査後の債権額）、１１（仮配当額）、１２（配当額） 記録範囲： 友の会会員で還付を受けようとする個人、法人 記録情報の収集方法

39. (株)米永友の会還付に係る作業ファイル 経済産業省本省

行政機関の名称： 経済産業省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 九州経済産業局産業部消費経済課 個人情報ファイルの利用
目的： 還付に係る審査を行うため 記録項目： １（氏名：漢字）、２（氏名：カナ）、３（郵便番号）、４（住所）、５（電話番号）、６（積立残高）、７（買物券額）、８（債権額）、
９（調査後の債権額）、１０（仮配当額）、１１（配当額） 記録範囲： 友の会会員で還付を受けようとする個人、法人 記録情報の収集方法： 友

40. 再生可能エネルギー特別措置法認定申請等管理ファイル（７ファイル） 経済産業省本省

行政機関の名称： 経済産業省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： （１）北海道経済産業局資源エネルギー環境部エネルギー対策
課（２）東北経済産業局資源エネルギー環境部エネルギー対策課（３）関東経済産業局資源エネルギー環境部エネルギー対策課（４）中部経済産業局資源エネルギ
ー環境部新エネルギー対策室（５）近畿経済産業局資源エネルギー環境部エネルギー対策課（６）中国経済産業局資源エネルギー環境部エネルギー対策課（７）九
州経済産業局資源エネルギー環境部エネルギー対策課 個人情報ファイルの利用目的： 電気事

41. 中小企業経営力強化支援法認定申請・管理ファイル（４ファイル） 経済産業省本省

行政機関の名称： 経済産業省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： （１）東北経済産業局産業部経営支援課（２）関東経済産業局産
業部中小企業課（３）中部経済産業局産業部中小企業課（４）近畿経済産業局産業部創業・経営支援課 個人情報ファイルの利用目的： 経営革新等支援機関の認
定審査事務及び認定支援機関の把握、管理及び連絡の際に利用 記録項目： 名称、種別、住所、支店の有無、電話番号、ＦＡＸ番号、支援可能な内容、支援可能
な業種、窓口相談の可否、対応日時、メールアドレス、支援の特徴

42. (株)藤井大丸友の会営業廃止に係る前払式特定取引契約報告書 経済産業省本省

行政機関の名称： 経済産業省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 近畿経済産業局産業部消費経済課 個人情報ファイルの利用
目的： 割賦販売法に規定される前受金還付作業に際して、権利関係の確認を行うため 記録項目： 氏名、住所、友の会会員番号、預り金の額、住所不明の状況
記録範囲： (株)藤井大丸友の会会員（営業廃止公示日時点での契約者） 記録情報の収集方法： (株)藤井大丸友の会からの報告 記録情報の経常的提供先：

43. 電気用品製造事業者台帳 経済産業省本省

行政機関の名称： 経済産業省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 近畿経済産業局産業部消費経済課製品安全室 個人情報ファ
イルの利用目的： 電気用品安全法第３条による電気用品を製造する届出事業者を把握・管理するため 記録項目： １氏名、２役職、３事業所の住所、４連絡先 記
録範囲： 電気用品安全法第３条による届出事業者 記録情報の収集方法： 電気用品安全第３条による届出 記録情報の経常的提供先： －

44. 電気用品輸入事業者台帳 経済産業省本省

行政機関の名称： 経済産業省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 近畿経済産業局産業部消費経済課製品安全室 個人情報ファ
イルの利用目的： 電気用品安全法第３条による電気用品を輸入する届出事業者を把握・管理するため 記録項目： １氏名、２役職、３事業所の住所、４連絡先 記
録範囲： 電気用品安全法第３条による届出事業者 記録情報の収集方法： 電気用品安全第３条による届出 記録情報の経常的提供先： －

45. (株)だいかい友の会還付作業ファイル（配当表） 経済産業省本省

行政機関の名称： 経済産業省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関東経済産業局産業部商務・取引信用課 個人情報ファイルの
利用目的： 前払式特定取引業者（友の会）の営業廃止に伴う債権の有無の確認のために利用する。 記録項目： １．氏名、２．住所、３．会員番号、４．受付番号、
５．債権額、６．配当額 記録範囲： (株)だいかい友の会の営業保証金及び前受業務保証金の還付について、配当を受けることが決定した者 記録情報の収集方
法：

46. (株)だいかい友の会還付作業ファイル（最終配当表） 経済産業省本省

行政機関の名称： 経済産業省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関東経済産業局産業部商務・取引信用課 個人情報ファイルの
利用目的： 前払式特定取引業者（友の会）の営業廃止に伴う債権の有無の確認のために利用する。 記録項目： １．氏名、２．住所、３．会員番号、４．受付番号、
５．債権額、６．配当額 記録範囲： (株)だいかい友の会の営業保証金及び前受業務保証金の還付について、配当を受ける者として決定を受け、最終配当を通知し
た者 記録情報の

47. 自家用電気工作物データベース（１０ファイル） 経済産業省本省

行政機関の名称： 経済産業省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： （１）北海道産業保安監督部電力安全課（２）関東東北産業保安
監督部東北支部電力安全課（３）関東東北産業保安監督部電力安全課（４）中部近畿産業保安監督部電力安全課（５）中部近畿産業保安監督部北陸産業保安監督
署（６）中部近畿産業保安監督部近畿支部電力安全課（７）中国四国産業保安監督部電力安全課（８）中国四国産業保安監督部四国支部電力安全課（９）九州産業保
安監督部電力安全課（１０）那覇産業保安監督事務所保安監督課 個人情報ファイルの利用目的： 

48. 認定電気工事従事者認定証交付台帳（６ファイル） 経済産業省本省

行政機関の名称： 経済産業省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： （１）北海道産業保安監督部電力安全課（２）関東東北産業保安
監督部東北支部電力安全課（３）関東東北産業保安監督部電力安全課（４）中部近畿産業保安監督部北陸産業保安監督署（５）九州産業保安監督部電力安全課（６）
那覇産業保安監督事務所監督課 個人情報ファイルの利用目的： 認定電気工事従事者認定証の交付状況等を把握するために利用する 記録項目： １認定証交
付番号、２氏名、３生年月日、４交付年月日、５資格、６再交付、

49. ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）含有電気工作物データベース（６ファイル） 経済産業省本省

行政機関の名称： 経済産業省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： （１）関東東北産業保安監督部東北支部電力安全課（２）関東東
北産業保安監督部電力安全課（３）中部近畿産業保安監督部電力安全課（４）中部近畿産業保安監督部近畿支部電力安全課（５）中国四国産業保安監督部電力安
全課（６）九州産業保安監督部電力安全課 個人情報ファイルの利用目的： ＰＣＢ含有電気工作物の使用等の状況把握のために利用する 記録項目： １住所、２氏
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名、３事業場の名称、４事業場の所在地、５連絡先、６備考 

50. 電気工事認定証管理システムファイル 経済産業省本省

行政機関の名称： 経済産業省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関東東北産業保安監督部東北支部電力安全課 個人情報ファ
イルの利用目的： 特種電気工事資格者及び認定電気工事従事者認定証の発行の管理のために利用する 記録項目： １管理番号、２受付年月日、３氏名、４申請
の種類、５収入印紙額、６審査結果、７生年月日、８本籍、９認定証番号種別、１０認定証番号、１１交付年月日、１２交付要件 記録範囲： 特種電気工事資格者及び
認定電気工事従事者認定証の交付申請

51. 特種電気工事資格者認定証交付台帳（５ファイル） 経済産業省本省

行政機関の名称： 経済産業省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： （１）北海道産業保安監督部電力安全課（２）関東東北産業保安
監督部東北支部電力安全課（３）関東東北産業保安監督部電力安全課（４）中部近畿産業保安監督部北陸産業保安監督署（５）九州産業保安監督部電力安全課
個人情報ファイルの利用目的： 特種電気工事資格者認定証の交付状況等を把握するために利用する 記録項目： １認定証交付番号、２氏名、３生年月日、４交付
年月日、５特種電気工事の種類、６資格、７再交付、８備考 

52. 保安統括者等選解任台帳 経済産業省本省

行政機関の名称： 経済産業省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関東東北産業保安監督部東北支部鉱山保安課 個人情報ファ
イルの利用目的： 保安統括者の選任等について、本人の資格審査のために利用する。 記録項目： １氏名、２鉱山名、３役職、４最終学歴、５経験年数、６生年月
日、７国家試験合格証番号（記録項目は、選任される者（保安統括者、保安管理者、作業監督者等）により異なる） 記録範囲： 選任を申し立てた者 記録情報の収
集方法： 

53. 特種電気工事資格者データベース（６ファイル） 経済産業省本省

行政機関の名称： 経済産業省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： （１）関東東北産業保安監督部電力安全課（２）中部近畿産業保
安監督部電力安全課（３）中部近畿産業保安監督部近畿支部電力安全課（４）中国四国産業保安監督部電力安全課（５）中国四国産業保安監督部四国支部電力安
全課（６）九州産業保安監督部電力安全課 個人情報ファイルの利用目的： 特種電気工事資格者の認定証交付に係る事務に利用する 記録項目： １認定証交付
番号、２氏名、３生年月日、４申請年月日、５処理年月日、６交付年

54. 認定電気工事従事者データベース（７ファイル） 経済産業省本省

行政機関の名称： 経済産業省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： （１）関東東北産業保安監督部電力安全課（２）中部近畿産業保
安監督部電力安全課（３）中部近畿産業保安監督部近畿支部電力安全課（４）中国四国産業保安監督部電力安全課（５）中国四国産業保安監督部四国支部電力安
全課（６）九州産業保安監督部電力安全課（７）那覇産業保安監督事務所保安監督課 個人情報ファイルの利用目的： 認定電気工事従事者の認定証交付に係る事
務に利用する 記録項目： １認定証交付番号、２氏名、３生年月日

55. 保安技術職員選解任台帳 経済産業省本省

行政機関の名称： 経済産業省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関東東北産業保安監督部鉱山保安課 個人情報ファイルの利
用目的： 鉱山保安法に基づき選解任を行った保安技術職員の情報管理のために利用する。 記録項目： １氏名、２保安技術職員の種類、３資格の種類、４選任解
任日 記録範囲： 保安技術職員全員の情報 記録情報の収集方法： 鉱山からの保安技術職員選解任届 記録情報の経常的提供先： －

56. 有資格者証明書台帳 経済産業省本省

行政機関の名称： 経済産業省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関東東北産業保安監督部鉱山保安課 個人情報ファイルの利
用目的： 鉱山保安法に基づき許可を行った有資格者の情報管理のために利用する。 記録項目： １氏名、２生年月日、３資格の種類、４有資格者許可番号 記録
範囲： 有資格取得者全員の情報 記録情報の収集方法： 鉱山からの有資格者手帳交付申請書 記録情報の経常的提供先： 申請書記載の有資格者手

57. 作業監督者等選解任データベースファイル 経済産業省本省

行政機関の名称： 経済産業省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関東東北産業保安監督部鉱山保安課 個人情報ファイルの利
用目的： 立入検査等に際して鉱業の実態と照らし合わせ、保安管理に不備がないかチェックする。 記録項目： １鉱山名、２氏名、３選解任日、４資格種類、５資格記
号・番号、６社内職制、７所属会社名 記録範囲： 平成17年以降、鉱山から届出のあったもの。 記録情報の収集方法： 鉱山からの届出による。 記録

58. 有資格者証明書台帳（３ファイル） 経済産業省本省

行政機関の名称： 経済産業省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： （１）中部近畿産業保安監督部鉱山保安課（２）中国四国産業保
安監督部鉱山保安課（３）九州産業保安監督部鉱山保安課 個人情報ファイルの利用目的： 鉱山保安法に基づき許可を行った有資格者の情報管理のために利用
する。 記録項目： １氏名、２生年月日、３資格の種類、４有資格者許可番号 記録範囲： 有資格者全員の情報 記録情報の収集方法： 鉱山からの有資格者手帳
交付申請書

59. ガス消費機器設置工事監督者資格証交付原簿（３ファイル） 経済産業省本省

行政機関の名称： 経済産業省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： （１）中部近畿産業保安監督部近畿支部保安課（２）中国四国産
業保安監督部保安課（３）中国四国産業保安監督部四国支部保安課 個人情報ファイルの利用目的： ガス消費機器設置工事監督者資格証の交付者の管理のため 
記録項目： １氏名、２性別、３資格証交付年月日、４資格証交付番号、５資格取得のための免状等の名称、６同免状等の付与機関、７同免状等の取得年月日、８同
免状等の番号、９資格取得のための講習機関名、１０講習受講年

60. 保安技術職員選解任台帳 経済産業省本省

行政機関の名称： 経済産業省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 中国四国産業保安監督部鉱山保安課 個人情報ファイルの利
用目的： 鉱山保安法に基づき選解任を行った保安技術職員の情報管理のために利用する。 記録項目： １氏名、２保安技術職員の種類、３資格の種類、４選任解
任日 記録範囲： 保安技術職員全員の情報 記録情報の収集方法： 鉱山からの保安技術職員選解任届 記録情報の経常的提供先： －

61. 保安技術職員国家試験合格者台帳 経済産業省本省

行政機関の名称： 経済産業省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関東東北産業保安監督部東北支部鉱山保安課 個人情報ファ
イルの利用目的： 保安技術職員国家試験合格の照会に対応するため及び証明に利用する。 記録項目： 氏名、生年月日、鉱山名、受験番号、合否、合格者番号
記録範囲： 保安技術職員国家試験受験者 記録情報の収集方法： － 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名

62. 総合資源エネルギー調査会委員名簿 資源エネルギー庁

行政機関の名称： 資源エネルギー庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 長官官房総合政策課調査広報室 個人情報ファイルの
利用目的： 総合資源エネルギー調査会委員情報の管理に利用する。 記録項目： １氏名、２役職名・官職、３性別、４所属分科会等、５任期、６備考 記録範囲： 総
合資源エネルギー調査会委員、同調査会臨時委員及び同調査会専門委員（平成１３年１月以降） 記録情報の収集方法： 本人から提出された履歴書等 記録

63. 石油製品販売業者ファイル 資源エネルギー庁

行政機関の名称： 資源エネルギー庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 資源・燃料部石油流通課 個人情報ファイルの利用目
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的： 石油販売業者の届出内容を把握するために利用する。 記録項目： １氏名又は名称、２住所、３代表者氏名、４商号、５主たる事務所の名称及び所在地、６営
業所の所在地 記録範囲： 石油販売業者 記録情報の収集方法： 石油の備蓄の確保等に関する法律に基づく届出申請 記録情報の経常的提供先： 

64. 揮発油販売業者ファイル 資源エネルギー庁

行政機関の名称： 資源エネルギー庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 資源・燃料部石油課 個人情報ファイルの利用目的： 揮
発油販売業者の登録内容を把握するために利用する。 記録項目： １氏名又は名称、２住所、３代表者氏名、４給油所名称、５給油所所在地、６給油設備の規模、７
業務を行う役員名 記録範囲： 揮発油販売業者 記録情報の収集方法： 揮発油等の品質の確保等に関する法律に基づく登録申請 記録情報の経常的提供先

65. エネルギー管理者ファイル 資源エネルギー庁

行政機関の名称： 資源エネルギー庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 省エネルギー・新エネルギー部省エネルギー対策課 個
人情報ファイルの利用目的： エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和５４年法律第４９号）第７条第１項の規定に基づき第一種特定事業者が選任しているエ
ネルギー管理者を記録することによって、選任の重複を防止するとともに、エネルギー管理者選任義務が満たされているかの把握のために利用する。 記録項目： 
１経済産業局コード（当該工場を所管する経済産業局）、２工場

66. エネルギー管理員ファイル 資源エネルギー庁

行政機関の名称： 資源エネルギー庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 省エネルギー・新エネルギー部省エネルギー対策課 個
人情報ファイルの利用目的： エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和５４年法律第４９号）第１０条の２第１項（法第１２条の３第１項において準用する場合を
含む）の規定に基づき第一種指定事業者及び第二種エネルギー管理指定工場が選任しているエネルギー管理員を記録することによって、選任の重複を防止すると
ともに、エネルギー管理員選任義務が満たされているのかの把握及び資質向上講習の受講年

67. エネルギー管理士資格保有者ファイル 資源エネルギー庁

行政機関の名称： 資源エネルギー庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 省エネルギー・新エネルギー部省エネルギー対策課 個
人情報ファイルの利用目的： エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和５４年法律第４９号）に基づく熱管理士免状又は電気管理士免状の交付事務における申
請者の審査のために利用し、また、エネルギー管理指定工場が選任するエネルギー管理者（又は管理員）及び、第一種指定事業者のエネルギーの使用合理化のた
めの中長期計画の策定に参画させるエネルギー管理士の資格保有状況の確認のために利用する。

68. エネルギー管理員講習修了者ファイル 資源エネルギー庁

行政機関の名称： 資源エネルギー庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 省エネルギー・新エネルギー部 省エネルギー対策課 
個人情報ファイルの利用目的： エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和５４年法律第４９号）第１０条の２第１項第１号及び第２項（法第１２条の３第１項におい
て準用する場合を含む）の規定に基づくエネルギー管理員講習修了者のデータを記録し、第一種指定事業者及び第二種特定事業者のエネルギー管理員の選任の
確認のために利用する。 記録項目： １新規講習受講番号、２

69. 再生可能エネルギー特別措置法認定申請等運用・管理データベース 資源エネルギー庁

行政機関の名称： 資源エネルギー庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部新エネ
ルギー等電気利用推進室 個人情報ファイルの利用目的： 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に関する業務の運用・管理に使
用する。 記録項目： １設備名（氏名）、２設備所在地（住所）、３事業者名（氏名）、４設備ＩＤ、５発電出力、６運転開始日、７認定日、８廃止届出日 記録範囲： 新エ
ネルギー等発電設備の認定を

70. エネルギー管理統括者ファイル 資源エネルギー庁

行政機関の名称： 資源エネルギー庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 省エネルギー・新エネルギー部省エネルギー対策課 個
人情報ファイルの利用目的： エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和５４年法律第４９号）第７条の２第１項（第１９条の２第１項において準用する場合を含む）
の規定に基づき特定事業者及び特定連鎖化事業者が選任しているエネルギー管理統括者を記録することによって、エネルギー管理統括者選任義務が満たされてい
るかの把握のために利用する。 記録項目： １経済産業局コ

71. エネルギー管理企画推進者ファイル 資源エネルギー庁

行政機関の名称： 資源エネルギー庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 省エネルギー・新エネルギー部省エネルギー対策課 個
人情報ファイルの利用目的： エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和５４年法律第４９号）第７条の３第１項（第１９条の２第１項において準用する場合を含む）
の規定に基づき特定事業者及び特定連鎖化事業者が選任しているエネルギー管理企画推進者を記録することによって、エネルギー管理企画推進者選任義務が満
たされているかの把握のために利用する。 記録項目： １経済

72. 産業財産権出願業務用ファイル 特許庁

行政機関の名称： 特許庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 総務部情報システム課 個人情報ファイルの利用目的： 産業財産権
の審査に関する事務及び産業財産権情報の迅速な提供 記録項目： １氏名、２住所、３国籍、４電話番号、５ファクシミリ番号、６担当審査官、７発明等の名称、８出
願日、９出願番号、１０公開日、１１公開番号、１２登録日、１３登録番号 記録範囲： 特許法、実用新案法、意匠法及び商標法に基づく出願等の手続者、発明者、創
作者及びその手続者の代理

73. 産業財産権審判業務用ファイル 特許庁

行政機関の名称： 特許庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 総務部情報システム課 個人情報ファイルの利用目的： 産業財産権
の審判に関する事務及び産業財産権関係情報の迅速な提供 記録項目： １氏名、２住所、３国籍、４電話番号、５ファクシミリ番号、６審決、７判決結果、８出願日、９
出願番号、１０公開日、１１公開番号、１２登録日、１３登録番号、１４審判請求日、１５審判請求番号、１６審決日 記録範囲： 特許法、実用新案法、意匠法及び商標
法に基づく審判請求の

74. 産業財産権登録ファイル 特許庁

行政機関の名称： 特許庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 総務部情報システム課 個人情報ファイルの利用目的： 産業財産権
に関する登録原簿の調整及び産業財産権関係情報の迅速な提供 記録項目： １氏名、２住所、３国籍、４電話番号、５ファクシミリ番号、６発明等の名称、７出願日、
８出願番号、９公開日、１０公開番号、１１登録日、１２登録番号、１３審決日、１４存続期間の延長・移転・消滅又は処分の制限 記録範囲： 特許法、実用新案法、意
匠法及び商標法に基づく

75. 中小企業診断士登録簿データファイル 中小企業庁

行政機関の名称： 中小企業庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 経営支援部経営支援課 個人情報ファイルの利用目的： 中小
企業支援法（昭和３８年法律第１４７号）第１１条及び中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則（平成１２年通商産業省令第１９２号）第７条の規定に基づく登
録簿の電子データであり、中小企業診断士の登録及び消除の公告、登録証の交付、再交付、訂正に係る事務に利用する。 記録項目： １氏名、２生年月日、３住
所、４勤務地及び勤務先、５登録番号及び登録年月日、６消除事

76. 経営承継円滑化法 申請者管理簿 中小企業庁

行政機関の名称： 中小企業庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 中小企業庁事業環境部財務課 個人情報ファイルの利用目的：
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律及び同法施行規則に基づく申請者の記録を保有し、同法令の施行事務に資する。 記録項目： １.申請年月日
２.行政文書番号３.会社名４.代表者の氏名５.特定後継者の氏名６.特定代表者の氏名７.主たる事業内容８.資本金の額又は出資の総額９.常時使用する従業員の数１
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０.手続内容１１.手続き結果１２.認定・確認をしな

全件詳細表示 選択詳細表示

Copyright © Ministry of Internal Affairs and Communications All Rights Reserved.

e-Govについて 個人情報の取扱について リンクについて 安全な通信（SSL）について サイトマップ
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e-Gov home >  検索条件入力 > 検索結果

個人情報ファイル簿の検索

検索画面へ戻る

検索結果一覧

検索キーワード 指定なし 

府省 国土交通省

上記の検索条件で 107 件ヒットしました。1件から100件を表示
詳細を見るには、番号横のチェックボックスをチェックし、詳細表示をクリックして下さい。

全件詳細表示 選択詳細表示 次の7件

凡例 個人情報ファイルの名称 府省名

行政機関の名称：行政機関の名称（全角２０文字以内） 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称：個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称（全角５，０００文字以内） 個人情報ファイルの利用目的：個人情報ファイルの利用目的（全角２５０文字以内） 記録項目：記録項目（全
角５，０００文字以内） 記録範囲：記録範囲（全角５００文字以内） 記録情報の収集方法：記録情報の収集方法（全角１５０文字以内）・・・・先頭３００字までを表示

1. 建設業許可情報ファイル 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 土地・建設産業局建設業課東北地方整備局建政部計画・建設
産業課関東地方整備局建政部建設産業第一課北陸地方整備局建政部計画・建設産業課中部地方整備局建政部建設産業課 近畿地方整備局建政部建設産業課
中国地方整備局建政部計画・建設産業課四国地方整備局建政部計画・建設産業課九州地方整備局建政部計画・建設産業課北海道開発局事業振興部建設産業
課 個人情報ファイルの利用目的： １．建設業許可審査事務２．建設業許可業者に対する指導監

2. 監理技術者講習修了者ファイル 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 土地・建設産業局建設業課 個人情報ファイルの利用目的：
登録講習事務の適正な実施に係る確認公共工事の発注者における建設業者の資格審査及び施工体制の確認等 記録項目： １氏名、２生年月日、３本籍地、４住
所、５修了証交付年月日、６修了証番号、７講習実施機関 記録範囲： 監理技術者講習の修了者 記録情報の収集方法： 建設業法施行規則第17条の13の規定
に基づく登録講

3. 監理技術者資格者証交付者ファイル 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 土地・建設産業局建設業課 個人情報ファイルの利用目的：
資格者証交付等事務の適正な実施に係る確認公共工事の発注者における建設業者の資格審査及び施工体制の確認等 記録項目： １氏名、２生年月日、３本籍
地、４住所、５初回交付年月日、６交付年月日、７交付番号、８有効期限、９所属建設業社名及び許可番号、１０有する資格、１１建設業の種類 記録範囲： 監理技
術者資格者証の交付を受けた者 

4. 経営事項審査情報ファイル 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 土地・建設産業局建設業課東北地方整備局建政部計画・建設
産業課関東地方整備局建政部建設産業第一課 北陸地方整備局建政部計画・建設産業課中部地方整備局建政部建設産業課 近畿地方整備局建政部建設産業課
中国地方整備局建政部計画・建設産業課四国地方整備局建政部計画・建設産業課九州地方整備局建政部計画・建設産業課北海道開発局事業振興部建設産業
課 個人情報ファイルの利用目的： １．経営規模等評価申請・経営規模等評

5. 管工事施工管理技士ファイル 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 大臣官房官庁営繕部設備・環境課土地・建設産業局建設業課
北海道開発局営繕部技術・評価課東北地方整備局営繕部技術・評価課関東地方整備局営繕部整備課北陸地方整備局営繕部技術・評価課中部地方整備局営繕
部技術・評価課近畿地方整備局営繕部技術・評価課中国地方整備局営繕部技術・評価課四国地方整備局営繕部技術・評価課九州地方整備局営繕部技術・評価
課 個人情報ファイルの利用目的： 合格証明書の交付・再交付・書換に係る審査事務公共工事の発注者における

6. 建設機械施工技士ファイル 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 総合政策局公共事業企画調整課土地・建設産業局建設業課
北海道開発局事業振興部機械課東北地方整備局企画部施工企画課関東地方整備局企画部施工企画課北陸地方整備局企画部施工企画課中部地方整備局企画
部施工企画課近畿地方整備局企画部施工企画課中国地方整備局企画部施工企画課四国地方整備局企画部施工企画課九州地方整備局企画部施工企画課 個
人情報ファイルの利用目的： 合格証明書の交付・再交付・書換に係る審査事務公共工事の発注者における建設業者の資格

7. 建築施工管理技士ファイル 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 大臣官房官庁営繕部整備課土地・建設産業局建設業課北海
道開発局営繕部技術・評価課東北地方整備局営繕部技術・評価課関東地方整備局営繕部技術・評価課北陸地方整備局営繕部保全指導監督室中部地方整備局
営繕部技術・評価課近畿地方整備局営繕部技術・評価課中国地方整備局営繕部技術・評価課四国地方整備局営繕部技術・評価課九州地方整備局営繕部技術・
評価課 個人情報ファイルの利用目的： 合格証明書の交付・再交付・書換に係る審査事務公共工事の発注者におけ

8. 浄化槽設備士ファイル 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 土地・建設産業局建設業課北海道開発局事業振興部建設産
業課東北地方整備局建政部計画・建設産業課関東地方整備局建政部建設産業第一課北陸地方整備局建政部計画・建設産業課中部地方整備局建政部建設産業
課近畿地方整備局建政部建設産業課中国地方整備局建政部計画・建設産業課四国地方整備局建政部計画・建設産業課九州地方整備局建政部計画・建設産業
課 個人情報ファイルの利用目的： 浄化槽設備士免状の交付・再交付・書換に係る審査事務 記録項目
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9. 造園施工管理技士ファイル 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 土地・建設産業局建設業課都市局公園緑地・景観課北海道開
発局事業振興部都市住宅課東北地方整備局建政部都市・住宅整備課関東地方整備局建政部都市整備課北陸地方整備局建政部都市・住宅整備課中部地方整備
局建政部都市整備課近畿地方整備局建政部都市整備課中国地方整備局建政部都市・住宅整備課四国地方整備局建政部都市・住宅整備課九州地方整備局建政
部都市・住宅整備課 個人情報ファイルの利用目的： 合格証明書の交付・再交付・書換に係る審査事務公共工事の

10. 電気工事施工管理技士ファイル 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 大臣官房官庁営繕部設備・環境課土地・建設産業局建設業課
北海道開発局営繕部技術・評価課東北地方整備局営繕部技術・評価課関東地方整備局営繕部整備課北陸地方整備局営繕部技術・評価課中部地方整備局営繕
部技術・評価課近畿地方整備局営繕部技術・評価課中国地方整備局営繕部技術・評価課四国地方整備局営繕部技術・評価課九州地方整備局営繕部技術・評価
課 個人情報ファイルの利用目的： 合格証明書の交付・再交付・書換に係る審査事務公共工事の発注者における

11. 土木施工管理技士ファイル 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 大臣官房官庁営繕部設備・環境課大臣官房技術調査課土地・
建設産業局建設業課北海道開発局事業振興部技術管理課東北地方整備局企画部技術管理課関東地方整備局企画部技術管理課北陸地方整備局企画部技術管
理課中部地方整備局企画部技術管理課近畿地方整備局企画部技術管理課中国地方整備局企画部技術管理課四国地方整備局企画部技術管理課九州地方整備
局企画部技術管理課 個人情報ファイルの利用目的： 合格証明書の交付・再交付・書換に係る審査事務公共工事の発注

12. 建設業法第15条第2号ハに係る大臣認定者ファイル 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 土地・建設産業局建設業課 個人情報ファイルの利用目的：
大臣認定書の交付・再交付・書換に係る審査事務 記録項目： １氏名、２生年月日、３本籍地、４交付年月日、５有効期限、６業種、７大臣認定番号 記録範囲： 大
臣認定書の交付を受けた者 記録情報の収集方法： 大臣認定書交付申請書及び書換申請書 記録情報の経常的提供先： － 開示

13. 測量業者登録情報ファイル 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 東北地方整備局建政部計画・建設産業課関東地方整備局建
政部建設産業第二課北陸地方整備局建政部計画・建設産業課中部地方整備局建政部建設産業課近畿地方整備局建政部建設産業課中国地方整備局建政部計
画・建設産業課四国地方整備局建政部計画・建設産業課九州地方整備局建政部計画・建設産業課北海道開発局事業振興部建設産業課 個人情報ファイルの利
用目的： 測量業者登録申請における審査及び都道府県別統計等の資料の作成に利用する。 記録項目：

14. 建設コンサルタント登録情報ファイル 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 東北地方整備局建政部計画・建設産業課 関東地方整備局建
政部建設産業第二課 北陸地方整備局建政部計画・建設産業課 中部地方整備局建政部建設産業課 近畿地方整備局建政部建設産業課 中国地方整備局建政部
計画・建設産業課 四国地方整備局建政部計画・建設産業課 九州地方整備局建政部計画・建設産業課 北海道開発局事業振興部建設産業課 

15. 地質調査業者登録情報ファイル 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 東北地方整備局建政部計画・建設産業課関東地方整備局建
政部建設産業第二課北陸地方整備局建政部計画・建設産業課中部地方整備局建政部建設産業課近畿地方整備局建政部建設産業課中国地方整備局建政部計
画・建設産業課四国地方整備局建政部計画・建設産業課九州地方整備局建政部計画・建設産業課北海道開発局事業振興部建設産業課 個人情報ファイルの利
用目的： 地質調査業者登録申請における審査及び都道府県別統計等の資料の作成に利用する。 記録項

16. 建設コンサルタント技術管理者認定申請者情報ファイル 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 土地・建設産業局建設市場整備課 個人情報ファイルの利用
目的： 建設コンサルタント技術管理者認定の審査等に利用する。 記録項目： １認定申請部門、２所属企業、３所属企業かな、４氏名、５氏名ふりがな、６生年月
日、７最終学校名、８学科名、９卒業年月、１０実務を有する経歴、１１認定番号 記録範囲： 技術上の管理をつかさどる専任の者 記録情報の収集方法： 建設コ
ンサルタ

17. 地質調査業者技術管理者認定申請者情報ファイル 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 土地・建設産業局建設市場整備課 個人情報ファイルの利用
目的： 地質調査業者の技術管理者認定の審査等に利用する。 記録項目： １所属企業、２所属企業かな、３氏名、４氏名ふりがな、５生年月日、６最終学校名、７
学科名、８卒業年月、９実務を有する経歴、１０認定番号 記録範囲： 技術上の管理をつかさどる専任の者 記録情報の収集方法： 地質調査業者技術管理者認
定申請書 

18. マンション管理業者登録情報ファイル 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 東北地方整備局建政部計画・建設産業課関東地方整備局建
政部建設産業第二課北陸地方整備局建政部計画・建設産業課中部地方整備局建政部建設産業課近畿地方整備局建政部建設産業課中国地方整備局建政部計
画・建設産業課四国地方整備局建政部計画・建設産業課九州地方整備局建政部計画・建設産業課北海道開発局事業振興部建設産業課 個人情報ファイルの利
用目的： マンション管理業者の登録要件確認、現状把握、指示、監督処分の手続き及び一般の閲覧に供すため利用す

19. 宅地建物取引業者免許等情報ファイル 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 東北地方整備局建政部計画・建設産業課関東地方整備局建
政部建設産業第二課北陸地方整備局建政部計画・建設産業課中部地方整備局建政部建設産業課近畿地方整備局建政部建設産業課中国地方整備局建政部計
画・建設産業課四国地方整備局建政部計画・建設産業課九州地方整備局建政部計画・建設産業課北海道開発局事業振興部建設産業課 個人情報ファイルの利
用目的： 宅地建物取引業者の免許等の審査、宅地建物取引業者の指導監督及び都道府県別の統計等の資料の作成に利

20. 補償コンサルタント登録情報ファイル 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 東北地方整備局用地部用地企画課関東地方整備局用地部用
地企画課北陸地方整備局用地部用地企画課中部地方整備局用地部用地企画課近畿地方整備局用地部用地企画課中国地方整備局用地部用地企画課四国地方
整備局用地部用地企画課九州地方整備局用地部用地企画課北海道開発局開発監理部用地課 個人情報ファイルの利用目的： 補償コンサルタント登録申請にお
ける審査、補償コンサルタントの処分及び都道府県別統計等の資料の作成に利用する。 記録項目：

21. 一級建築士登録マスタファイル 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 住宅局建築指導課 個人情報ファイルの利用目的： 一級建築
士の登録に係る一級建築士登録名簿の作成及び一級建築士免許証の交付に使用する。 記録項目： １登録番号、２登録年月日、３本籍地都道府県名（日本の国
籍を有しない者にあってはその者の有する国籍名）、４氏名、５生年月日、６性別、７一級建築士試験合格年月、８一級建築士試験合格証書番号、９処分履歴 記
録範囲： 一級建築士の免許登録を受けた者

22. 建築基準適合判定資格者登録簿 国土交通省本省
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行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 東北地方整備局建政部都市・住宅整備課関東地方整備局建
政部建築安全課北陸地方整備局建政部都市・住宅整備課中部地方整備局建政部住宅整備課近畿地方整備局建政部建築安全課中国地方整備局建政部都市・住
宅整備課四国地方整備局建政部都市・住宅整備課九州地方整備局建政部都市・住宅整備課北海道開発局事業振興部都市住宅課 個人情報ファイルの利用目
的： 建築基準適合判定資格者の登録に係る建築基準適合判定資格者登録簿の作成及び建築基準適合判定資格者登録証

23. 運行管理者データベース 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自動車局安全政策課北海道運輸局自動車技術安全部整備・
保安課東北運輸局自動車技術安全部整備・保安課関東運輸局自動車技術安全部保安・環境課北陸信越運輸局自動車技術安全部整備・保安課中部運輸局自動
車技術安全部保安・環境課近畿運輸局自動車技術安全部保安・環境課中国運輸局自動車技術安全部保安・環境調整官四国運輸局自動車技術安全部保安・環境
調整官九州運輸局自動車技術安全部保安・環境課沖縄総合事務局運輸部監査指導課 個人情報ファイルの利用目的： 

24. 個人タクシー事業者データベース 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自動車局旅客課北海道運輸局自動車交通部旅客第二課東北
運輸局自動車交通部旅客第二課関東運輸局自動車交通部旅客第二課北陸信越運輸局自動車交通部旅客課中部運輸局自動車交通部旅客第二課近畿運輸局自
動車交通部旅客第二課中国運輸局自動車交通部旅客第二課四国運輸局自動車交通部旅客課九州運輸局自動車交通部旅客第二課 個人情報ファイルの利用
目的： 個人タクシー事業者に係る行政情報をデータベース化し、検索、更新及び各種統計を作成する等の管理を行うため

25. 自動車損害賠償保障事業システムファイル 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自動車局安全政策課 個人情報ファイルの利用目的： 保障事
業に対する請求に係る各種情報をデータベース化することにより業務向上を図るとともに、二重請求防止等を図るために利用する。 記録項目： １氏名、２生年月
日、３性別、４住所、５本籍地、６電話番号、７保険会社受理年月日、８保険会社等名、９調査事務所等名、１０調査事務所等受付年月日、１１調査事務所等調査完
了年月日、１２調査事務所等受付番号、１３追加請求関連情報、

26. 自動車損害賠償責任保険（共済）重要事案審査システムファイル 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自動車局安全政策課 個人情報ファイルの利用目的： 自賠責
保険の保険金等の支払に係る重要事案について、各種情報をデータベース化することにより審査業務の効率化を図るため利用する。 記録項目： １保険会社名
（共済組合名）コード、２事故種別、３請求区分、４処理区分、５保険（共済）証明書番号、６保険（共済）契約締結年月日、７保険（共済）始期、８保険（共済）終期、９
保険（共済）期間、１０事故年月日、１１事故時間、１２調

27. 自動車登録ファイル 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自動車局自動車情報課 個人情報ファイルの利用目的： 自動
車についての登録事項を記録し、所有権の公証を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全等、自動車行政の施策策定等に利用する。
記録項目： １自動車登録番号、２．登録年月日、３車台番号、４使用者及び所有者の氏名又は名称及び住所、５使用の本拠の位置、６車名及び型式、７自動車の種
別、８長さ、幅及び高さ、９車体の形状、１０原動機の型式、１１燃料の

28. 二輪自動車検査ファイル 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自動車局自動車情報課 個人情報ファイルの利用目的： 二輪
の小型自動車の検査に関する事項を記録することにより二輪の小型自動車に関する実態を把握し、安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全等、自動
車行政の施策策定等に利用する。 記録項目： １車両番号、２交付年月日、３車台番号、４使用者及び所有者の氏名又は名称及び住所、５使用の本拠の位置、６
車名及び型式、７自動車の種別、８長さ、幅及び高さ、９車体の形状、１０

29. 自動車等不具合情報ファイル 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自動車局審査・リコール課北海道運輸局自動車技術安全部技
術課東北運輸局自動車技術安全部技術課北陸信越運輸局自動車技術安全部技術課関東運輸局自動車技術安全部技術課中部運輸局自動車技術安全部技術課
近畿運輸局自動車技術安全部技術課中国運輸局自動車技術安全部技術課四国運輸局自動車技術安全部技術課九州運輸局自動車技術安全部技術課 個人情
報ファイルの利用目的： 自動車等リコール業務における車両等不具合調査に使用する 記録項目： 

30. 整備管理者データベース 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自動車局整備課北海道運輸局自動車技術安全部整備・保安
課東北運輸局自動車技術安全部整備・保安課北陸信越運輸局自動車技術安全部整備・保安課関東運輸局自動車技術安全部保安・環境課中部運輸局自動車技
術安全部整備課近畿運輸局自動車技術安全部整備課中国運輸局自動車技術安全部整備・保安課四国運輸局自動車技術安全部保安・環境調整官九州運輸局自
動車技術安全部保安・環境課 個人情報ファイルの利用目的： 自動車運送事業者等の整備管理者選任状況の把握に利

31. 自動車分解整備認定申請システム 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自動車局整備課北海道運輸局自動車技術安全部整備・保安
課東北運輸局自動車技術安全部整備・保安課北陸信越運輸局自動車技術安全部整備・保安課関東運輸局自動車技術安全部整備課中部運輸局自動車技術安全
部整備課近畿運輸局自動車技術安全部整備課中国運輸局自動車技術安全部整備・保安課四国運輸局自動車技術安全部整備・保安課九州運輸局自動車技術安
全部整備課 個人情報ファイルの利用目的： 自動車分解整備事業の認証、指定自動車整備事業の指定及び優良自動車

32. 船舶検査等情報管理ファイル 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 海事局検査測度課 個人情報ファイルの利用目的： 船舶の検
査等に関する事項を記録し、船舶検査等の実施及び施策策定に資する。 記録項目： １船種及び船名、２船舶番号又は船舶検査済票の番号、３船籍港又は定係
港、４総トン数、５船舶の要目、６用途、７船舶所有者の氏名又は名称及び住所、８航行区域又は従業制限、９最大搭載人員、１０制限汽圧、１１満載喫水線の位
置、１２その他航行上の条件、１３証書の有効期間、１４証書の交付年

33. 船員原簿ファイル 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 海事局船員政策課 個人情報ファイルの利用目的： 船員手帳
の交付、訂正及び書換を受けた者に関する情報を記録し、船員手帳の二重交付の防止を図るための確認等の事務に利用する。 記録項目： １氏名、２生年月日、
３本籍、４性別、５手帳番号、６交付年月日、７有効期限、８訂正年月日、９交付場所、１０交付区分、１１訂正場所、１２訂正事項 記録範囲： 船員手帳受有者及び
受有していた者 記録

34. 海技士免許原簿ファイル 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 海事局海技課 個人情報ファイルの利用目的： 海技免許を与
えた者の情報を記録し、海技免状の二重交付の防止を図るための確認等免許事務に利用する。 記録項目： １資格の別（限定したときは、その旨を付記）、２免許
の年月日及び海技免状の番号、３本籍の都道府県名、氏名、生年月日及び性別、４試験を受けた地を管轄する地方運輸局等の名称、５試験の合格年月日、６海技
免状の更新年月日、７海技免状を再交付したときは（１）その旨及び

35. 小型船舶操縦士免許原簿ファイル 国土交通省本省
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行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 海事局海技課 個人情報ファイルの利用目的： 操縦免許を与
えた者の情報を記録し、操縦免許証の二重交付の防止を図るための確認等免許事務に利用する。 記録項目： １資格の別（限定したときは、その旨を付記）２免許
の年月日及び海技免状の番号、３本籍の都道府県名、氏名、生年月日及び性別、４試験を受けた地を管轄する地方運輸局等の名称、５試験の合格年月日、６操縦
免許証の更新年月日、７操縦免許証を再交付したときは（１）その旨

36. 締約国資格受有者承認原簿ファイル 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 海事局海技課 個人情報ファイルの利用目的： 締約国資格受
有者承認証を与えた者の情報を記録し、締約国資格受有者承認証の二重交付の防止を図るための確認等承認事務に利用する。 記録項目： １指定就業範囲、２
承認の年月日及び承認証の番号、３本籍の都道府県、氏名、出生の年月日及び性別、４承認証を再交付したときは、その旨、事由及び再交付の年月日、５業務の
停止又は戒告の処分があったときは、その旨、事由、停止期間及び処分の

37. 船舶原簿 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 海事局検査測度課 個人情報ファイルの利用目的： 総トン数
２０トン以上の日本船舶に関する登録を行うとともに、登録事項の公開に資する。 記録項目： １船舶番号、２信号符字、３種類、４船名、５船籍港、６船質、７帆船の
帆装、８船舶の長さ、９船舶の幅、１０船舶の深さ、１１総トン数、１２閉囲場所の合計容積、１３除外場所の合計容積、１４機関の種類及び数、１５推進器の種類及び
数、１６造船地、１７造船者、１８進水年月、１９所

38. 土地区画整理士情報 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 都市局市街地整備課 個人情報ファイルの利用目的： 合格証
明書の交付・再交付・書換に係る審査事務 記録項目： １氏名、２生年月日、３本籍地、４合格証明書番号、５初回交付年月日 記録範囲： 技術検定合格証明書
の交付を受けた者 記録情報の収集方法： 合格証明書交付申請書及び書換交付申請書 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を

39. 不動産鑑定士試験合格者ファイル 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 土地・建設産業局企画課 個人情報ファイルの利用目的： 合
格者管理、合格証明書の発行等不動産鑑定士試験関係業務に利用する。 記録項目： １受験番号・受験地、２氏名、３生年月日、４住所、５最終学歴、６職業、７合
格証書番号 記録範囲： 不動産鑑定士試験合格者 記録情報の収集方法： 合格者の受験申込書 記録情報の経常的提供先： － 

40. 不動産鑑定士・不動産鑑定士補名簿 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 土地・建設産業局企画課 個人情報ファイルの利用目的： 登
録事項の確認及び登録証明書の発行並びに不動産鑑定士（補）の監督業務に利用する。 記録項目： １登録番号、２登録年月日、３氏名、４本籍、５性別、６生年
月日、７現住所、８不動産鑑定士試験、特別不動産鑑定士（補）試験又は不動産鑑定士（補）特例試験の合格の年月及び合格証書番号、９不動産鑑定業者の業務
に従事する不動産鑑定士（補）にあっては、当該不動産鑑定業者の名

41. 不動産鑑定業者登録簿等 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 土地・建設産業局企画課 個人情報ファイルの利用目的： 登
録事項の確認及び登録証明書の発行並びに不動産鑑定業者の監督業務に利用する。 記録項目： １登録番号、２登録年月日、３名称又は商号、４代表者名、５役
員の氏名及び役名、６事務所の名称及び所在地並びに事務所ごとの専任の不動産鑑定士の氏名、７事務所ごとの不動産鑑定士及び不動産鑑定士補の氏名、８変
更の経緯 記録範囲： 代表者、役員、不動産

42. 不動産鑑定業事業実績等報告書 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 土地・建設産業局企画課 個人情報ファイルの利用目的： 不
動産鑑定業者の監督業務及び不動産鑑定士（補）の登録審査に係る業務に利用する。 記録項目： １過去１年間の事業実績の概要、２事務所ごとの不動産鑑定
士（補）の氏名 記録範囲： 不動産鑑定士（補） 記録情報の収集方法： 不動産鑑定業者からの不動産鑑定業事業実績等報告書 記録情報の経常的提供先： 

43. 鑑定評価書 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 土地・建設産業局地価調査課地価公示室 個人情報ファイル
の利用目的： 地価公示において、土地鑑定委員会が標準地の正常な価格の判定に利用する。 記録項目： １標準地番号及び所属分科会名並びに鑑定評価員の
住所、氏名、印影及び電話番号、２鑑定評価額等基本的事項、３鑑定評価額の決定の理由の要旨、４試算価格算定内訳、５標準地純収益算定内訳 記録範囲： 
標準地の鑑定評価を行い鑑定評価書を作成する鑑

44. 取引事例カード 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 土地・建設産業局地価調査課地価公示室 個人情報ファイル
の利用目的： 土地鑑定委員会が、鑑定評価書の審査及び標準地の正常な価格の判定に利用する。 記録項目： １作成者名、２土地の位置、３土地の取引当事者
名、４不動産の種類、５取引価格、６建物等、７取引時点、８取引の事情、９事例収集源、10取引当事者の属性、11地域の特性、12街路条件、13交通・接近条件、14
環境条件、15画地条件、16行政的条件

45. 航空身体検査ファイル 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 航空局安全部運航安全課乗員政策室 個人情報ファイルの
利用目的： 航空身体検査の過去のデータを記録し、航空身体検査の判定のチェックに利用するとともに、航空医学の研究に利用する。 記録項目： １氏名、２住
所、３生年月日、４年令、５性別、６総飛行時間、７過去６月間の総飛行時間、８職業（定期航空運送事業者名のみ）、９航空身体検査証明申請者番号、１０航空従事
者の資格、１１初回検査又は更新検査の別、１２前回検査年月日、

46. 航空従事者ファイル 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 航空局安全部運航安全課乗員政策室 個人情報ファイルの
利用目的： 航空法（昭和２７年法律第２３１号）第２２条に基づく航空従事者技能証明、同法第２５条に基づく技能証明の限定変更、同法第３４条に基づく計器飛行証
明及び操縦教育証明、同法第７８条に基づく運航管理者技能検定の業務のため。 記録項目： １技能証明番号、２氏名、３現住所、４本籍、５生年月日、６性別、７
国籍、８電話番号、９所属、１０．所属電話番号、１１．交付

47. 道路占用許可ファイル 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 東北地方整備局道路部路政課 個人情報ファイルの利用目
的： 道路占用の許可を受けている者を記録し、道路占用許可書の発行、占用期間満了通知書の作成及び占用料徴収事務に利用する。 記録項目： １占用者氏
名、２占用者住所、３占用者電話番号、４占用場所、５占用物件名、６占用物件の数量、７占用許可番号、８占用許可年月日、９占用期間、１０占用料金、１１路線番
号 記録範囲： 道路占用許可を受けている

48. 建設技術文献ファイル 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 東北地方整備局東北技術事務所技術課 個人情報ファイル
の利用目的： 国土交通省関係で研究、発表された研究資料等の技術文献を記録し、検索利用することにより建設技術の向上及び業務の効率化に資する。 記録
項目： １資料区分、２組織名、３文献名及び副題、４著者名、５文献作成年月日、６技術分野、７技術性格、８文献索引用語、９対象地域（水系・路線、行政区域、場
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所）、１０抄録 記録範囲： 国土交通省

49. 道路占用許可ファイル 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関東地方整備局道路部路政課 個人情報ファイルの利用目
的： 道路占用の許可を受けている者を記録し、道路占用許可書の発行、占用期間満了通知書の作成及び占用料徴収事務に利用する。 記録項目： １占用者氏
名、２占用者住所、３占用者電話番号、４占用場所、５占用物件名、６占用物件の数量、７占用許可番号、８占用許可年月日、９占用期間、１０占用料金、１１路線番
号 記録範囲： 道路占用許可を受けている

50. 防音工事助成ファイル 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関東地方整備局東京国道事務所環境整備課 個人情報ファ
イルの利用目的： 助成申出における過払い防止の為の検索 記録項目： １申請者氏名、２住居建物住所、３居住者名、４建物構造、５助成額 記録範囲： 助成金
受給者の記録 記録情報の収集方法： 申出書及び添付書類記載内容 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称

51. 道路敷境界確定（境界確定システム） 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関東地方整備局東京国道事務所管理第一課 個人情報ファ
イルの利用目的： 道路敷境界確定申請事務における確定情報管理のため 記録項目： １申請人住所、２申請者名称、３申請者氏名、４申請地、５申請理由、６立
会年月日、７確定年月日、８確定延長 記録範囲： 道路敷境界確定申請書を提出した者及び申請者から委任を受けた者 記録情報の収集方法： 道路敷境界確
定申請書の提出によ

52. 高規格堤防（川口地区）墓地使用者ファイル 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関東地方整備局荒川下流河川事務所用地第一課 個人情報
ファイルの利用目的： 高規格堤防工事に伴い、寺が移転の対象となったため、寺の中の墓も移転の対象となった。墓の所有者に対する移転費用の補償額を調査
し、説明するために使用し、また、氏名、連絡先、交渉状況等の管理のために使用する。 記録項目： １氏名、２フリガナ、３住所、４電話番号、５生年月日、６死亡
年月日、７性別、８墓地区画番号、９交渉年月日 記録

53. 建設技術文献ファイル 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 北陸地方整備局北陸技術事務所施工調査課 個人情報ファ
イルの利用目的： 国土交通省関係で研究、発表された研究資料等の技術文献を記録し、検索利用することにより建設技術の向上及び業務の効率化に資する。 
記録項目： １資料区分、２組織名、３文献名及び副題、４著者名、５文献作成年月日、６技術分野、７技術性格、８文献索引用語９対象地域（水系・路線、行政区域、
場所）、１０ 抄録 記録範囲： 国土交

54. 道路占用許可ファイル 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 北陸地方整備局道路部路政課 個人情報ファイルの利用目
的： 道路占用の許可を受けている者を記録し、道路占用許可書の発行、占用期間満了通知書の作成及び占用料徴収事務に利用する。 記録項目： １占用者氏
名、２占用者住所、３占用者電話番号、４占用場所、５占用物件、６占用物件の数量、７占用許可番号、８占用許可年月日、９占用期間、１０占用料金、１１路線番号
記録範囲： 道路占用許可を受けている者

55. 建設技術文献ファイル 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 中部地方整備局中部技術事務所施工調査課 個人情報ファ
イルの利用目的： 国土交通省関係で研究、発表された研究資料等の技術文献を記録し、検索利用することにより建設技術の向上及び業務の効率化に資する。 
記録項目： １資料区分、２組織名、３文献名及び副題、４著者名、５文献作成年月日、６技術分野、７技術性格、８文献索引用語、９対象地域（水系・路線・行政区
域・場所）、１０抄録 記録範囲： 国土交

56. 道路占用許可ファイル 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 中部地方整備局道路部路政課 個人情報ファイルの利用目
的： 道路占用の許可を受けている者を記録し、道路占用許可書の発行、占用期間満了通知書の作成及び占用料徴収事務に利用する。 記録項目： １占用者氏
名、２占用者住所、３占用者電話番号、４占用場所、５占用物件名、６占用物件の数量、７占用許可番号、８占用許可年月日、９占用期間、１０占用料金、１１路線番
号 記録範囲： 道路占用許可を受けている

57. 道路占用許可ファイル 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 近畿地方整備局道路部路政課 個人情報ファイルの利用目
的： 道路占用許可を受けている者を記録し、許可書の発行、許可期間満了通知書の作成及び占用料徴収事務に利用する。 記録項目： １占用者氏名、２占用者
住所、３占用者電話番号 、４占用場所、５占用物件名、６占用物件の数量、７許可番号、８許可年月日、９占用期間、１０占用料金、１１路線名 記録範囲： 道路占
用許可を受けている者 記

58. 建設技術文献ファイル 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 近畿地方整備局近畿技術事務所施工調査課 個人情報ファ
イルの利用目的： 国土交通省関係で研究、発表された研究資料等の技術文献を記録し、検索利用することにより建設技術の向上及び業務の効率化に資する。 
記録項目： １資料区分、２組織名、３文献名及び副題、４著者名、５文献作成年月日、６技術分野、７技術性格、８文献索引用語、９対象地域（水系・路線、行政区
域、場所）、１０抄録 記録範囲： 国土交

59. 地域づくり支援情報ファイル 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 中国地方整備局企画部企画課 個人情報ファイルの利用目
的： 中国地方整備局の施策等を実施していく中で、地域づくりの活動の実績や事例などの情報を総合的に収集する事を目的としている。 記録項目： １氏名、２住
所、３性別、４生年月日、５出身地、６E-mail、７ホームページ、８専門分野、９所属団体、１０経歴、１１審議会等委員歴、１２地域づくり活動の実績と事例、１３著作等
記録範囲： 中国地方

60. 建設技術文献ファイル 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 中国地方整備局中国技術事務所技術情報課 個人情報ファ
イルの利用目的： 国土交通省関係で研究、発表された研究資料等の技術文献を記録し、検索利用することにより建設技術の向上及び業務の効率化に資する。 
記録項目： １資料区分、２組織名、３文献名及び副題、４著者名５文献作成年月日、６技術分野、７技術性格、８文献索引用語、９対象地域（水系・路線、行政区域、
場所）、１０妙録 記録範囲： 国土交通

61. 道路占用許可ファイル 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 中国地方整備局道路部路政課 個人情報ファイルの利用目
的： 道路占用の許可を受けている者を記録し、道路占用許可書の発行、占用期間満了通知書の作成及び占用料徴集事務に利用する。 記録項目： １占用者氏
名、２占用者住所、３占用者電話番号、４占用場所、５占用物件名、６占用物件の数量、７占用許可番号、８占用許可年月日、９占用期間、１０占用料金、１１路線番
号 記録範囲： 道路占用許可を受けている
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62. 建設技術文献ファイル 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 四国地方整備局四国技術事務所施工調査課 個人情報ファ
イルの利用目的： 国土交通省関係で研究、発表された研究資料等の技術文献を記録し、検索利用することにより建設技術の向上及び業務の効率化に資する。 
記録項目： １資料区分、２組織名、３文献名及び副題、４著者名、５文献作成年月日、６技術分野、７技術性格、８文献索引用語、９対象地域（水系・路線、行政区
域、場所）、１０抄録 記録範囲： 国土交

63. 河川敷地占用地管理システム 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 四国地方整備局徳島河川国道事務所河川占用調整課 個人
情報ファイルの利用目的： 河川敷地の占用許可（工作物を除く）を受けている者を記録し、占用許可書の発行に利用する。 記録項目： １占用者氏名、２占用者住
所、３占用目的、４占用の場所、５占用面積、６占用期間、７許可年月日、８占用許可番号 記録範囲： 河川占用許可を受けている者 記録情報の収集方法： 本人
からの河川

64. 道路占用許可ファイル 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 四国地方整備局道路部路政課 個人情報ファイルの利用目
的： 道路占用許可に係る占用者及び占用物件を管理し、道路占用許可書等の作成並びに占用料の徴収事務に利用する。 記録項目： １占用者氏名、２占用者住
所、占用者電話番号、４占用場所、５占用物件名、６占用物件の数量、７占用許可番号、８占用許可年月日、９占用期間、１０占用料金、１１路線番号 記録範囲： 
道路占用許可をうけているもの 

65. 道路占用許可ファイル 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 九州地方整備局道路部路政課 個人情報ファイルの利用目
的： 道路占用の許可を受けている者を記録し、道路占用許可書の発行、占用期間満了通知書の作成及び占用料徴収事務に利用する。 記録項目： １占用者氏
名、２占用者住所、３占用者電話番号、４占用場所、５占用物件名、６占用物件の数量、７占用許可番号、８占用許可年月日、９占用期間、１０占用料金、１１路線番
号 記録範囲： 道路占用許可を受けている

66. 建設技術文献ファイル 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 九州地方整備局九州技術事務所総務課 個人情報ファイル
の利用目的： 国土交通省関係で研究、発表された研究資料等の技術文献を体系的に保管・記録し、検索利用することにより建設技術の向上及び業務の効率化に
資する。 記録項目： １資料区分、２組織名、３文献名及び副題、４著者名、５文献作成年月日、６技術分野、７技術性格、８文献索引用語 、９対象地域（水系・路
線、行政区域、場所）、１０抄録 記録範囲： 

67. 河川占用許可マスタファイル 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 北海道開発局建設部建設行政課 個人情報ファイルの利用
目的： 河川占用物件の把握と管理、更新許可に係る帳票（許可書、債権発生関係書類）の作成及び管理統計資料（河川敷地占用許可実態調書）の作成に利用す
る。 記録項目： １氏名、２住所、３電話番号、４占用の開始年月日、５許可番号、６許可の年月日、７占用の期間、８申請年月日、９占用の場所、１０占用料、１１占
用物件名、１２占用数量 記録範囲： 

68. 道路占用許可マスタファイル 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 北海道開発局建設部建設行政課 個人情報ファイルの利用
目的： 道路占用物件の把握と管理、更新許可に係る帳票（許可書、債権発生関係書類）の作成及び管理統計資料（道路占用現況台帳調書）の作成に利用する。
記録項目： １氏名、２住所、３電話番号、４当初許可年月日、５前許可年月日、６前許可番号、７現許可年月日、８現許可番号、９占用期間、１０占用工事期間、１１
申請年月日、１２占用場所、１３所轄警察署、１４占用料、１５占

69. 技術文献ファイル 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 北海道開発局事業振興部技術管理課 個人情報ファイルの
利用目的： 国土交通省関係で研究、発表された研究資料等の技術文献を記録し、検索利用することにより技術の向上及び業務の効率化に資する。 記録項目： １
資料区分、２組織名、３文献名及び副題、４著者名、５文献作成年、６技術分野、７技術性格、８文献索引用語、９対象地域（水系・路線、行政区域、場所）、１０抄
録、１１文献本文 記録範囲： 国土交

70. 動力車操縦者運転免許原簿ファイル 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関東運輸局鉄道部安全指導課 個人情報ファイルの利用目
的： 動力車操縦者運転免許証の交付、記載事項変更を受けた者に関する情報を記録し、動力車操縦者運転免許証の二重交付の防止、記載事項の確認等の事務
に利用する。 記録項目： １氏名、２生年月日、３本籍、４性別、５運転免許の種類、６運転免許の番号、７運転免許の条件、８運転免許の年月日、９所属事業者
名、１０試験免除該当事項、１１変更その他記事項、１２変更その他記事項

71. 動力車操縦者運転免許原簿 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 北陸信越運輸局鉄道部安全指導課 個人情報ファイルの利
用目的： 動力車操縦者運転免許の管理 記録項目： １運転免許の種類、２運転免許の番号、３運転免許の条件、４運転免許の年月日、５所属事業者名、６生年月
日、７氏名、８性別、９本籍、１０試験免除該当事項、１１本人の写真、１２登録年月日、１３変更その他記事 記録範囲： 運輸局長が動力車操縦者運転免許証を交
付した者 記録情報の収集

72. 動力車操縦者運転免許原簿 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 中部運輸局鉄道部安全指導課 個人情報ファイルの利用目
的： 動力車操縦者運転免許の管理 記録項目： １運転免許の種類、２運転免許の番号、３運転免許の条件、４運転免許の年月日、５所属事業者名、６生年月日、
７氏名、８性別、９本籍、１０試験免除該当事項、１１写真、１２登録年月日、１３変更その他記事 記録範囲： 運輸局長が運転免許を交付した者 記録情報の収集
方法： 動力

73. 検査対象外軽自動車届出原簿 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 近畿運輸局自動車技術安全部管理課 個人情報ファイルの
利用目的： 検査対象外軽自動車の使用者等に関する事項を記録し、検査対象外軽自動車に関する実態を把握して自動車行政の施策策定に資する。 記録項目：
１車両番号、２届出年月日、３車台番号、４使用者及び所有者の氏名又は名称及び住所、５使用の本拠の位置、６車名及び型式、７原動機の型式、８乗車定員又は
最大積載量、９自家用・事業用の別、１０用途、１１総排気量又は定格出

74. 動力車操縦者運転免許原簿 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 四国運輸局鉄道部安全指導推進官 個人情報ファイルの利
用目的： 動力車操縦者運転免許の管理 記録項目： １運転免許の種類、２運転免許の番号、３運転免許の条件、４運転免許の年月日、５所属事業者名、６生年月
日、７氏名、８性別、９本籍、１０試験免除該当事項、１１本人の写真、１２登録年月日、１３変更その他記事 記録範囲： 運輸局長が動力車操縦者運転免許証を交
付した者 記録情報の収集
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75. 測量士登録者マスタファイル 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国土地理院総務部総務課 個人情報ファイルの利用目的： 測
量士名簿に登録された者を記録し、名簿記載事項変更届の際の登録内容の確認及び登録証明書の作成に利用する。 記録項目： １登録番号、２登録年月日、３
氏名（カナ）、４氏名（漢字）、５生年月日、６性別、７登録の変更（氏名欄）氏名、ふりがな、処理年月日、変更年月日、８登録の変更（事務所又は業務所欄）処理年月
日、変更年月日、事務所名、事務所所在地、９専門とする測量

76. 測量士補登録者マスタファイル 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国土地理院総務部総務課 個人情報ファイルの利用目的： 測
量士補名簿に登録された者を記録し、名簿記載事項変更届の際の登録内容の確認及び登録証明書の作成に利用する。 記録項目： １登録番号、２登録年月日、
３氏名（カナ）、４氏名（漢字）、５生年月日、６性別、７登録の変更（氏名欄）氏名、ふりがな、処理年月日、変更年月日、８登録の変更（事務所又は業務所欄）処理年
月日、変更年月日、事務所名、事務所所在地、９専門とする測

77. 測量士試験合格者台帳ファイル 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国土地理院総務部総務課 個人情報ファイルの利用目的： 測
量士の国家試験に係る、試験事務及び登録事務に利用 記録項目： １合格番号、２受験番号、３氏名、４生年月日、５本籍、６住所、７登録済否 記録範囲： 測量
士の国家試験に合格した者 記録情報の収集方法： 測量士国家試験の受験願書 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理

78. 測量士補試験合格者台帳ファイル 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国土地理院総務部総務課 個人情報ファイルの利用目的： 測
量士補の国家試験に係る、試験事務及び登録事務に利用 記録項目： １合格番号、２受験番号、３氏名、４生年月日、５本籍、６住所、７登録済否 記録範囲： 測
量士補の国家試験に合格した者 記録情報の収集方法： 測量士補国家試験の受験願書 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等

79. 測量士名簿 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国土地理院総務部総務課 個人情報ファイルの利用目的： 測
量士名簿に登録された者を記録し、名簿記載事項変更届の際の登録内容の確認及び登録証明書の作成に利用する。 記録項目： １登録番号、２登録年月日、３
氏名（カナ）、４氏名（漢字）、５生年月日、６性別、７登録の変更（氏名欄）氏名、ふりがな、処理年月日、変更年月日、８登録の変更（事務所又は業務所欄）処理年月
日、変更年月日、事務所名、事務所所在地、９専門とする測量

80. 測量士補名簿 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国土地理院総務部総務課 個人情報ファイルの利用目的： 測
量士補名簿に登録された者を記録し、名簿記載事項変更届の際の登録内容の確認及び登録証明書の作成に利用する。 記録項目： １登録番号、２登録年月日、
３氏名（カナ）、４氏名（漢字）、５生年月日、６性別、７登録の変更（氏名欄）氏名、ふりがな、処理年月日、変更年月日、８登録の変更（事務所又は業務所欄）処理年
月日、変更年月日、事務所名、事務所所在地、９専門とする測

81. 測量士試験合格者台帳 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国土地理院総務部総務課 個人情報ファイルの利用目的： 測
量士の国家試験に係る、試験事務及び登録事務に利用 記録項目： １合格番号、２受験番号、３氏名、４生年月日、５本籍、６住所、７登録済否 記録範囲： 測量
士の国家試験に合格した者 記録情報の収集方法： 測量士国家試験の受験願書 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理

82. 測量士補試験合格者台帳 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国土地理院総務部総務課 個人情報ファイルの利用目的： 測
量士補の国家試験に係る、試験事務及び登録事務に利用 記録項目： １合格番号、２受験番号、３氏名、４生年月日、５本籍、６住所、７登録済否 記録範囲： 測
量士補の国家試験に合格した者 記録情報の収集方法： 測量士補国家試験の受験願書 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等

83. 船員求職情報ファイル 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 海事局船員政策課 個人情報ファイルの利用目的： 船員求職
票に記載された情報を記録し、求人者に提供する。 記録項目： １求職申込年月日、２紹介期限、３性別、４年齢、５失業保険受給、６海技免状（資格種別）、７海上
実歴、８その他の資格等、９職種、10船種、11航行区域又は従業制限及び従業区域、12希望月額手取賃金、13備考、14氏名、15生年月日、16本籍（国籍）、17住
所、18郵便番号、19電話番号、20携帯電

84. 船員求人情報ファイル 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 海事局船員政策課 個人情報ファイルの利用目的： 船員求人
票に記載された情報を記録し、求職者に提供する。 記録項目： １名称又は氏名、２住所、３電話番号、４ＦＡＸ番号、５メールアドレス、６面接等人事担当、７加盟船
主団体、８労働協約締結、９就業規則、10給与規定、11加入保険、12保有船舶数、13雇用船員数、14定年制、15船種、16航行区域、17総トン数、18機関・出力、19
乗組員数、20主要航路又は主な操業

85. 登記異動情報ファイル 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 土地・建設産業局土地市場課 個人情報ファイルの利用目
的： 地価公示における標準地の正常な価格の判定に利用する。 記録項目： １登記受付年月日、２登記目的、３登記原因年月日、４登記原因、５不動産の情報、６
買主住所、７買主氏名、８売主住所、９売主氏名 記録範囲： 不動産の所有権移転登記、所有権保存登記を行った者 記録情報の収集方法： 法務省から提供 
記

86. 取引事例カードデータファイル 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 土地・建設産業局土地市場課 個人情報ファイルの利用目
的： 取引価格情報等の提供及び地価公示における標準地の正常な価格の判定のために利用する。 記録項目： １作成者名、２土地の位置、３土地の取引当事者
名、４不動産の種類、５取引価格、６建物等、７取引時点、８取引の事情、９事例収集源、10取引当事者の属性、11地域の特性、12街路条件、13交通・接近条件、14
環境条件、15画地条件、16行政的条件 記

87. 動力車操縦者運転免許原簿 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 近畿運輸局鉄道部安全指導課 個人情報ファイルの利用目
的： 運転免許の管理 記録項目： １運転免許の種類、２運転免許の番号、３運転免許の条件、４運転免許の年月日、５所属事業者名、６生年月日、７氏名、８性
別、９本籍、１０試験免除該当事項、１１写真、１２登録年月日、１３変更その他記事 記録範囲： 運輸局長が運転免許を交付した者 記録情報の収集方法： 動力
車操縦者運転

88. 那珂導水路区分地上権検索システム 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関東地方整備局霞ヶ浦導水工事事務所調査設計課 個人情
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報ファイルの利用目的： 那珂導水路の区分地上権設定に関して、関係住民等の問い合わせ等の事務処理に使用する。 記録項目： １所有者氏名、２不動産の所
在、３地目、４面積、５区分地上権契約年月日、６公図、７都市計画図、８地質柱状図、９航空写真 記録範囲： 那珂導水路の区分地上権が設定された土地を所有
する者及びその隣接地を所有する者 

89. 文献検索ファイル 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 中国地方整備局中国技術事務所技術情報課 個人情報ファ
イルの利用目的： 建設技術に関する内外の報告資料、図書及び雑誌の書誌情報を記録し、技術研究又は事業執行における技術管理業務の効率化に資する。 
記録項目： １文献種別、２組織名、３題名、４資料誌名、５著者名、６発行所名、７発行年月日、８版の大きさ、９分類、１０受入年月日、１１保管期限、１２文献索引用
語、１３妙録 記録範囲： 中国技術事

90. 検査対象外軽自動車届出原簿 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 北海道運輸局 札幌運輸支局 登録部門 函館運輸
支局 登録部門 旭川運輸支局 登録部門 室蘭運輸支局 登録部門 釧路運輸支局 登録部門 帯広運輸支局 登録部門
北見運輸支局 登録部門 個人情報ファイルの利用目的： 検査対象外軽自動車の使用者等に関する事項を記録し、検査対象外軽自動車に関する実態を把握し
て自動車行政の施策策定に資する。 記録項目：

91. 動力車操縦者運転免許原簿 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 北海道運輸局鉄道部安全指導課 個人情報ファイルの利用
目的： 動力車操縦者の運転免許の管理 記録項目： １運転免許の種類、２運転免許の番号、３運転免許の条件、４本籍、５氏名、６生年月日、７性別、８運転免許
の年月日、９所属事業者名、１０試験免許該当事項、１１本人の写真、１２登録年月日、１３変更その他記事 記録範囲： 運輸局長が動力車操縦者運転免許証を交
付したもの 記録情報の収

92. 動力車操縦者運転免許原簿 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 東北運輸局鉄道部安全指導課 個人情報ファイルの利用目
的： 動力車操縦者運転免許の管理 記録項目： １運転免許の種類、２運転免許の番号、３運転免許の条件、４運転免許の年月日、５所属事業者名、６生年月日、
７氏名、８性別、９本籍、１０試験免除該当事項、１１本人の写真、１２登録年月日、１３変更その他記事 記録範囲： 運輸局長が動力車操縦者運転免許証を交付し
た者 記録情報の収集方法

93. 動力車操縦者運転免許原簿ファイル 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 中国運輸局鉄道部安全指導課 個人情報ファイルの利用目
的： 動力車操縦者運転免許の管理 記録項目： １氏、２名、氏（フリガナ）、４名（フリガナ）、５生年月日、６性別、７本籍、８性別、９所属事業者、１０運転免許の番
号、１１運転免許の年月日、１２（本人）写真、１３試験免許該当事項、１４登録者印 記録範囲： 運輸局長が動力車運転免許を交付した者 記録情報の収集方法： 

94. 動力車操縦者運転免許原簿 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 九州運輸局鉄道部安全指導課 個人情報ファイルの利用目
的： 動力車操縦者運転免許の管理 記録項目： １免許の種類、２免許の番号、３本籍、４氏名、５生年月日、６性別、７免許の年月日、８所属事業者、９運転免許に
付した条件、１０免許の取消及び停止、１１再交付、１２記載事項の変更、１３免許の受納 記録範囲： 運輸局長が動力車操縦者運転免許証を交付した者 記録情
報の収集方法： 

95. 情報誌配送希望者ファイル 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 関東地方整備局 荒川下流河川事務所 地域連携課 個人
情報ファイルの利用目的： 荒川下流河川事務所が発行する情報誌を配送希望者へ配送するため及び購読層（年代、性別）の把握（分析）に使用する。 記録項目：
１氏名、２フリガナ、３住所、４電話番号、５生年月日、６性別 記録範囲： 情報誌の配送希望者 記録情報の収集方法： 情報誌の配送希望者本人から直接書面で
必要項目を

96. 海事代理士試験関係ファイル 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 海事局総務課 個人情報ファイルの利用目的： 海事代理士試
験関係業務のために使用する。 記録項目： １受験番号、２受験地、３氏名、４生年月日、５住所、６電話番号、７採点結果、８合格証書番号 記録範囲： 海事代理
士試験の受験申請を行った者（過去１０年分） 記録情報の収集方法： 本人の申請、採点結果 記録情報の経常的提供先： －

97. 全国海事代理士名簿 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 海事局総務課 個人情報ファイルの利用目的： 海事代理士法
第８条第２項の規定による 記録項目： １氏名、２生年月日、３事務所の所在地、４登録年月日 記録範囲： 地方運輸局長が備える海事代理士名簿への登録を受
けた者 記録情報の収集方法： 地方運輸局長が備える海事代理士名簿 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の

98. 特殊車両通行許可申請者ファイル 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 道路局 道路交通管理課国土交通省 北海道開発局 建設部 建
設行政課国土交通省 東北地方整備局 道路部 交通対策課国土交通省 関東地方整備局 道路部 交通対策課国土交通省 北陸地方整備局 道路部 道路管理課国
土交通省 中部地方整備局 道路部 交通対策課国土交通省 近畿地方整備局 道路部 交通対策課国土交通省 中国地方整備局 道路部 交通対策課国土交通省 四
国地方整備局 道路部 道路管理課国土交通省 九州地方整備局 道路部 交通対策課内閣府 沖縄総合事務局 

99. タクシー運転者登録ファイル 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自動車局旅客課北海道運輸局自動車交通部旅客第二課東北
運輸局自動車交通部旅客第二課関東運輸局自動車交通部旅客第二課中部運輸局自動車交通部旅客第二課近畿運輸局自動車交通部旅客第二課中国運輸局自
動車交通部旅客第二課九州運輸局自動車交通部旅客第二課 個人情報ファイルの利用目的： タクシー業務適正化特別措置法（昭和４５年法律第７５号）に基づ
き、タクシーの運転者の登録を実施し、タクシー事業の適正化を図り、もって輸送の安全及び利用者の利便の確保

100. 出入管理情報システムに係る事業所ファイル 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国土交通省港湾局海岸・防災課危機管理室国土交通省東北
地方整備局港湾空港部港湾空港防災・危機管理課国土交通省関東地方整備局港湾空港部港湾空港防災・危機管理課国土交通省北陸地方整備局港湾空港部港
湾空港防災・危機管理課国土交通省中部地方整備局港湾空港部港湾空港防災・危機管理課国土交通省近畿地方整備局港湾空港部港湾空港防災・危機管理課
国土交通省中国地方整備局港湾空港部港湾空港防災・危機管理課国土交通省四国地方整備局港湾空港部港湾空港防災・危機管理課国土交通省九州

全件詳細表示 選択詳細表示 次の7件
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個人情報ファイル簿の検索

検索画面へ戻る

検索結果一覧

検索キーワード 指定なし 

府省 国土交通省

上記の検索条件で 107 件ヒットしました。101件から107件を表示
詳細を見るには、番号横のチェックボックスをチェックし、詳細表示をクリックして下さい。

全件詳細表示 選択詳細表示 前の100件

凡例 個人情報ファイルの名称 府省名

行政機関の名称：行政機関の名称（全角２０文字以内） 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称：個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称（全角５，０００文字以内） 個人情報ファイルの利用目的：個人情報ファイルの利用目的（全角２５０文字以内） 記録項目：記録項目（全
角５，０００文字以内） 記録範囲：記録範囲（全角５００文字以内） 記録情報の収集方法：記録情報の収集方法（全角１５０文字以内）・・・・先頭３００字までを表示

101. 出入管理情報システムに係るＰＳカード使用者ファイル 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国土交通省港湾局海岸・防災課危機管理室国土交通省東北
地方整備局港湾空港部港湾空港防災・危機管理課国土交通省関東地方整備局港湾空港部港湾空港防災・危機管理課国土交通省北陸地方整備局港湾空港部港
湾空港防災・危機管理課国土交通省中部地方整備局港湾空港部港湾空港防災・危機管理課国土交通省近畿地方整備局港湾空港部港湾空港防災・危機管理課
国土交通省中国地方整備局港湾空港部港湾空港防災・危機管理課国土交通省四国地方整備局港湾空港部港湾空港防災・危機管理課国土交通省九州

102. シングルサインオン登録マスタファイル 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 国土地理院地理空間情報部情報システム課 個人情報ファイ
ルの利用目的： 国土地理院で公開する各種ダウンロードサイトの利用状況統計の作成、当サイト利用者の階層別ニーズの把握、ダウンロードデータに不備が発見
された場合の利用者の特定・連絡のために利用する。 記録項目： 1個人・法人区分、2法人名・機関名、3部署名、4代表者名、5申請者名、6郵便番号、7住所、8電
話番号、9電子メールアドレス、10年代、11性別、12

103. 賃貸住宅管理業事務処理システムに係る事業者ファイル 国土交通省本省

行政機関の名称： 国土交通省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 東北地方整備局建政部計画・建設産業課関東地方整備局建
政部建設産業第二課北陸地方整備局建政部計画・建設産業課中部地方整備局建政部建設産業課近畿地方整備局建政部建設産業課中国地方整備局建政部計
画・建設産業課四国地方整備局建政部計画・建設産業課九州地方整備局建政部計画・建設産業課北海道開発局事業振興部建設産業課 個人情報ファイルの利
用目的： 業者への登録番号等付与時の審査、付与後の管理及び都道府県別の統計等の資料作成のために利用する。

104. 人身事故調査票ファイル 海上保安庁

行政機関の名称： 海上保安庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 警備救難部救難課 個人情報ファイルの利用目的： 当庁が取
り扱った海難（人身事故）について、調査・分析を行い、人身事故の防止及び救助業務の向上等に資するために利用する 記録項目： １整理番号、２状況、３実施
部署、４作成部署、５作成者氏名、６発生日時、７発生場所、８気象・海象 ９警報・注意報 10台風 11事故者の氏名等、12事故区分、13事故内容、14発生時の状況、
15発生場所詳細、16活動内容、17経

105. 海難調査票ファイル 海上保安庁

行政機関の名称： 海上保安庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 交通部企画課企画調査室 個人情報ファイルの利用目的： 当
庁が取り扱った海難（船舶海難）について、調査・分析を行い、海難の防止及び救助業務の向上等に資するために利用する 記録項目： １氏名、２性別、３年齢、４
国籍又は住所、５電話番号、６海技資格、７経験年数（操船者）、８事故歴（同）、９所有者又は運航者、10作成部署、11海難区分種類、12海難発生日時、13海難発
生場所、14海難発生海域の状況、15気象条件、1

106. 船舶明細情報ファイル 海上保安庁

行政機関の名称： 海上保安庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 総務部情報通信業務課 個人情報ファイルの利用目的： 海難
発生時の遭難船舶の特定、海難救助計画の作成、法令違反船舶の特定等海上保安業務の円滑な遂行のための資料として利用する 記録項目： 1呼出符号、2船
舶番号、3ロイドレジスタ番号、4船名、5船種、6国籍、7船籍、8船舶電話番号、9総トン数、10全長、11全幅、12積貨重量、13登録長、14型幅、15速力、16進水年、17
航行区域、18垂線間長、19深さ、20

107. 気象予報士名簿ファイル 気象庁

行政機関の名称： 気象庁 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 総務部民間事業振興課 個人情報ファイルの利用目的： 気象予報
士に関する実態の把握、予報業務許可審査における許可要件適合者の確認等を行い、民間気象業務推進のための施策策定に資する。 記録項目： １登録年月
日、２登録番号、３氏名、４生年月日、５住所、６合格年月日、７合格証明書の番号、８登録抹消の期日 記録範囲： 気象予報士及び気象予報士であった者（抹消
登録後２年間） 記録情報の収

全件詳細表示 選択詳細表示 前の100件
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個人情報ファイル簿の検索

検索画面へ戻る

検索結果一覧

検索キーワード 指定なし 

府省 環境省

上記の検索条件で 19 件ヒットしました。1件から19件を表示
詳細を見るには、番号横のチェックボックスをチェックし、詳細表示をクリックして下さい。

全件詳細表示 選択詳細表示

凡例 個人情報ファイルの名称 府省名

行政機関の名称：行政機関の名称（全角２０文字以内） 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称：個人情報ファイルが利用に供される事務
をつかさどる組織の名称（全角５，０００文字以内） 個人情報ファイルの利用目的：個人情報ファイルの利用目的（全角２５０文字以内） 記録項目：記録項目（全角
５，０００文字以内） 記録範囲：記録範囲（全角５００文字以内） 記録情報の収集方法：記録情報の収集方法（全角１５０文字以内）・・・・先頭３００字までを表示

1. 環境カウンセラー登録者名簿 環境省本省

行政機関の名称： 環境省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 環境省総合環境政策局環境教育推進室 個人情報ファイルの利用
目的： 環境保全活動に取り組もうとする市民や事業者に対し、環境保全に関する豊富な知識や経験を持つ人材で、自ら環境保全活動を行ったり、環境パートナーシ
ップづくりをすることが期待される人材を紹介するために利用する。 記録項目： １登録コード、２氏名、３登録部門、４性別、５生年月日（年のみ）、６専門分野、７連
絡先、８連絡先住所、９連絡先電話番号、１０電子メール

2. 浄化槽管理士ファイル 環境省本省

行政機関の名称： 環境省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課浄化槽推進室 個
人情報ファイルの利用目的： 浄化槽管理士免状の交付、書換え及び再交付に係る事務のために利用する。 記録項目： １受験年度、２受験番号、３管理士番号、４
氏名、５生年月日、６本籍、７住所、８電話番号、９合格番号、１０修了番号、１１免状交付日、１２勤務先名及び連絡先 記録範囲： 浄化槽管理士 記録情報の収集
方法： 

3. 環境保健サーベイランス調査ファイル 環境省本省

行政機関の名称： 環境省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 総合環境政策局環境保健部保健業務室 個人情報ファイルの利用
目的： 長期的かつ予見的観点をもって、地域人口集団の健康状態と大気汚染との関係を定期的・継続的に監視し、必要に応じて所要の措置を早期に講ずるために
利用する。 記録項目： １氏名（ＩＤ）、２性別、３生年月日、４住所、５健康調査票記入データ 記録範囲： 健康調査票提出者（３歳児については平成８年４月１日以
降。６歳児については平成１６年

4. 審査請求事件データベース 環境省本省

行政機関の名称： 環境省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 総合環境政策局環境保健部企画課公害補償審査室 個人情報ファ
イルの利用目的： 個別審査請求事件の審査における過去の類似事例の参照のために利用する。 記録項目： １氏名（代理人氏名含む）、２住所、３病種、４事件番
号、５裁決番号、６裁決結果、７裁決の概要、８処分庁の名称、９担当審査員名 記録範囲： 公害健康被害の補償等に関する法律に基づき審査請求書を提出した者 
記録情報の収集方法：

5.
特定化学物質の排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（以下「化管法」）第８条第１項の規定によりファイ
ルに記録された事項（ＰＲＴＲファイル記録事項）

環境省本省

行政機関の名称： 環境省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 環境省環境保健部環境安全課廃棄物リサイクル対策部廃棄物対策
課、適正処理・不法投棄対策室 個人情報ファイルの利用目的： ファイル記録事項の通知（化管法第８条２項）及び集計（同法第８条第３項）並びに開示請求（同法
第１０条）に基づき行われるファイル記録事項の開示（同法第１１条）に利用する。 記録項目： １ 届出者住所 ２ 届出者名 ３ 代表者氏名 ４ 事業所名５ 第一
種指定化学物質の排出量 等 記録範囲：

6. 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関ファイル 環境省本省

行政機関の名称： 環境省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 水・大気環境局土壌環境課 個人情報ファイルの利用目的： 土壌汚
染対策法に基づく指定調査機関の指定申請に係る審査に利用する。 記録項目： １受付番号、２指定番号、３会社名、４郵便番号、５住所、６会社の代表者名、７電
話番号、８FAX番号 等 記録範囲： 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関として環境大臣が指定した者の代表者等（平成１４年度～） 記録情報の収集方法： 指
定

7. 自然公園指導員名簿 環境省本省

行政機関の名称： 環境省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自然環境局総務課自然ふれあい推進室 個人情報ファイルの利用
目的： 委嘱時の内容確認及び物品等配布のための連絡先等把握のために利用する。 記録項目： １指導員番号、２氏名、３住所、４電話番号、５性別、６年齢、７職
業、８所属団体、９資格、１０指導員年数、１１活動可能日数、１２ボランティア活動歴、１３主な活動地域 記録範囲： 自然公園指導員として委嘱された者 記録情報
の収集方法：

8. 産業廃棄物行政情報システム 環境省本省

行政機関の名称： 環境省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課 個人情報ファイ
ルの利用目的： （行政処分情報提供関係） 各自治体が行った取消処分等の行政処分情報を収集・保有し、提供することにより、産業廃棄物処理行政の推進を図
る。 公表分：広く一般に提供（ＨＰ上）することにより、排出事業者による優良な処理業者の選択を支援し産業廃棄物の適正処理の推進に資する。 自治体提供分：
都道府県・保健所設置市へ提供することにより、産業廃棄物許可審査事務の支援を図る。（

e-Gov（イーガブ）は総務省が運営する総合的な行政ポータルサイトです

1/2ページ電子政府の総合窓口 -個人情報ファイル簿の検索-

2014/09/05http://gkjh.e-gov.go.jp/servlet/Ksearch

- 124 -



9. ダイオキシン類をはじめとする化学物質の人への蓄積量調査対象者ファイル 環境省本省

行政機関の名称： 環境省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 総合環境政策局環境保健部環境安全課環境リスク評価室 個人情
報ファイルの利用目的： 「ダイオキシン類をはじめとする化学物質の蓄積量調査」の対象者への連絡のため 記録項目： １氏名、２年齢、３性別、４年齢、５住所、６
電話番号 記録範囲： 「ダイオキシン類をはじめとする化学物質の蓄積量調査」の対象者（平成14年度以降） 記録情報の収集方法： 調査説明会時に、対象者本
人に

10. 地球温暖化対策の推進に関する法律第２１条の５第１項の規定に基づきファイルに記録された事項（ファイル記録事項） 環境省本省

行政機関の名称： 環境省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 地球環境局地球温暖化対策課 個人情報ファイルの利用目的： ファ
イル記録事項の通知（地球温暖化対策の推進に関する法律（以下「温対法」）第２１条の５第２項）及び集計（同法第２１条の５第３項）並びに開示請求（同法第２１条
の６）に基づき行われるファイル記録事項の開示（同法第２１条の７及び第２１条の８第６項）に利用する。 記録項目： １ 報告者名、２ 報告者住所、３ 代表者氏
名、４ 事業所名、５ 事業所所在地、６ 業種名

11. 外来生物飼養等情報データベースシステム 環境省本省

行政機関の名称： 環境省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自然環境局野生生物課外来生物対策室 個人情報ファイルの利用
目的： 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律に基づく飼養等許可に係る申請や届出のデータ保存及び審査のために利用する。 記録項
目： １氏名、２住所、３電話番号、４職業、５メールアドレス、６申請・届出内容（特定外来生物の種類名、飼養等の目的、特定飼養等施設の住所・規模・構造、飼養等
管理体制、現在の飼養等状況） 記録範囲： 

12. 環境調査研修所研修受講者及び講師名簿 環境省本省

行政機関の名称： 環境省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 環境調査研修所教務課 個人情報ファイルの利用目的： 研修受講
者及び講師との連絡調整並びに研修受講履歴及び講義履歴の管理のために利用する。 記録項目： １氏名、２生年月日、３所属機関、４所属部署、５役職、６住
所、７電話番号、８ＦＡＸ番号、９電子メールアドレス、１０最終学歴、１１研修受講（講義）履歴、１２振込口座 記録範囲： 環境調査研修所において実施する研修に参
加する講師及び研修生の情報

13. 新宿御苑年間パスポート申込書ファイル 環境省本省

行政機関の名称： 環境省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自然環境局新宿御苑管理事務所 個人情報ファイルの利用目的：
遺失年間パスポートが発見されたとき等に購入者に対して連絡を行うとともに、年間パスポートの購入者の人数・購買層等を把握するため。 記録項目： １購入日、
２氏名、３性別、４年齢、５電話番号 記録範囲： 新宿御苑年間パスポート申込書を購入した者 記録情報の収集方法： 新宿御苑年間パスポートを購入する際に、
申込書

14. 土壌汚染対策法に基づく技術管理者試験受験申請ファイル 環境省本省

行政機関の名称： 環境省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 水・大気環境局土壌環境課 個人情報ファイルの利用目的： 土壌汚
染対策法に基づく技術管理者試験受験申請に係る事務のために利用する。 記録項目： １．氏名、２．生年月日、３．住所、４．電話番号 記録範囲： 技術管理者試
験受験申請を行った者 記録情報の収集方法： 技術管理者試験受験申請 記録情報の経常的提供先： 凸版印刷株式会社 開示

15. 土壌汚染対策法に基づく技術管理者合格者ファイル 環境省本省

行政機関の名称： 環境省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 水・大気環境局土壌環境課 個人情報ファイルの利用目的： 土壌汚
染対策法に基づく技術管理者試験合格証書発行に係る事務。 記録項目： １．合格番号、２．氏名、３．生年月日、４．受験番号 記録範囲： 技術管理者試験に合
格した者 記録情報の収集方法： 技術管理者試験合格者 記録情報の経常的提供先： 凸版印刷株式会社 開示請求等を受理する

16. 原子炉主任技術者免状及び原子炉主任技術者筆記試験合格者に係る名簿ファイル
原子力規制委
員会

行政機関の名称： 原子力規制委員会 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 原子力規制委員会原子力安全人材育成センター業務課 
個人情報ファイルの利用目的： 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づく原子炉主任技術者免状の交付に利用する。 記録項目： １．免状
番号、合格証番号 ２．交付年月日 ３．氏名 ４．生年月日 ５．受験番号 ６．本籍地 記録範囲： 原子炉主任技術者筆記試験合格者（昭和３４年以降）原子炉主
任技術者免状保持者（昭和３４年

17. スクリーニングデータ測定記録ファイル
原子力規制委
員会

行政機関の名称： 原子力規制委員会 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 原子力規制庁放射線防護対策部原子力防災政策課 
個人情報ファイルの利用目的： 東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故に伴う福島県の小児の甲状腺被ばく量の把握及び集計 記録項目： １氏名、２生年
月日、３現住所、４安定ヨウ素剤の服用の有無、５甲状腺のスクリーニング計数率 記録範囲： 福島県の小児（川俣町、飯館村、いわき市） 記録情報の収集方法： 
スクリーニン

18. 放射線疫学調査ファイル
原子力規制委
員会

行政機関の名称： 原子力規制委員会 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 原子力規制庁放射線防護対策部放射線対策・保障措置
課 個人情報ファイルの利用目的： 原子力発電施設等の放射線業務従事者を対象とする低線量域放射線の影響の疫学調査に使用する 記録項目： １（公財）放
射線影響協会放射線従事者中央登録センター登録番号、２氏名（漢字、カナ）、３性別、４生年月日、５住所及び異動情報、６放射線業務就業情報、７被ばく線量情
報、８交絡因子情報 記録範囲： （公財

19. 放射線取扱主任者免状ファイル
原子力規制委
員会

行政機関の名称： 原子力規制委員会 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 原子力規制庁放射線防護対策部放射線対策・保障措置
課 個人情報ファイルの利用目的： 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律に基づく放射線取扱主任者免状の交付 記録項目： １氏名、２生年
月日、３免状番号、４交付年月日 記録範囲： 放射線取扱主任者試験合格者（昭和３３年から昭和５５年）放射線取扱主任者免状交付申請書の提出者（昭和５６年
以降） 記録情報の収集方法

全件詳細表示 選択詳細表示
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e-Gov home >  検索条件入力 > 検索結果

個人情報ファイル簿の検索

検索画面へ戻る

検索結果一覧

検索キーワード 指定なし 

府省 防衛省

上記の検索条件で 177 件ヒットしました。1件から100件を表示
詳細を見るには、番号横のチェックボックスをチェックし、詳細表示をクリックして下さい。

全件詳細表示 選択詳細表示 次の77件

凡例 個人情報ファイルの名称 府省名

行政機関の名称：行政機関の名称（全角２０文字以内） 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称：個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称（全角５，０００文字以内） 個人情報ファイルの利用目的：個人情報ファイルの利用目的（全角２５０文字以内） 記録項目：記録項目（全
角５，０００文字以内） 記録範囲：記録範囲（全角５００文字以内） 記録情報の収集方法：記録情報の収集方法（全角１５０文字以内）・・・・先頭３００字までを表示

1. 図書目録データベース（４ファイル） 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： （１）防衛省大臣官房文書課図書館（２）防衛大学校総合情報図書
館事務室（３）防衛医科大学校図書館事務室（４）防衛研究所図書館 個人情報ファイルの利用目的： 所蔵図書の管理及び検索に利用する。 記録項目： １書名、
２著者名、３出版者、４出版年、５分類番号、６ＩＳＢＮ（国際標準図書番号） 記録範囲： 所蔵図書の著者 記録情報の収集方法： （１）、（３）及び（４）について

2. 柔道整復師名簿 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 防衛省人事教育局衛生官 個人情報ファイルの利用目的： 柔道整
復療養費の受領委任の取扱い取り決め事項に変更が生じた場合の連絡及び柔道整復師の申出事項内容に変更が生じた場合、変更届け出書類等を送付するた
め。 記録項目： １柔道整復療養費の受領委任承諾番号、２承諾年月日、３承諾次数、４氏名、５施術所所在地、６施術所名称、７柔道整復師免許証番号、８所属
団体 記録範囲： 防衛大臣が柔道整復療養費の

3. ＩＣカード立入証等発行管理システム 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 経理装備局会計課 個人情報ファイルの利用目的： 部外者の立入
証等の発行のため 記録項目： １利用者ＩＤ、２氏名、３氏名（カナ）、４氏名（アルファベット）、５性別、６生年月日、７所属部局（会社）名、８所属会社名一行目、９所
属会社名二行目、１０所属部局（会社）住所、１１所属部局（会社）電話番号、１２カード識別ＩＤ、１３種別コード、１４レイアウトＩＤ、１５発行日、１６有効期限、１７印字
用有効期限、１８退職時階級等、１

4. 住宅防音事務処理状況報告書（平成２１年度） 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 地方協力局防音対策課 個人情報ファイルの利用目的： 住宅防音
事業の執行状況等の確認に使用する。 記録項目： １NO、２補助事業者名、３住所、４工事種別、５構造規格等、６内定通知月日・番号、７交付申請月日、８交付
決定日・番号・補助額、９着手報告月日、１０実績報告月日・工期、１１確定補助額、１２備考 記録範囲： 住宅防音事業を実施した者 記録情報の収集方法： 各地
方防

5. 住宅防音復旧工事事務処理状況報告書（平成２１年度） 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 地方協力局防音対策課 個人情報ファイルの利用目的： 住宅防音
復旧事業の執行状況等の確認に使用する。 記録項目： １NO、２補助事業者名、３住所、４工事内容、５内定通知月日・番号、６交付申請月日、７交付決定日・番
号・額、８着手報告月日、９完了報告月日、１０実績報告月日・工期、１１確定月日・番号・額、１２備考 記録範囲： 住宅防音復旧事業を実施した者 記録情報の収
集方法： 

6. 住宅防音事務処理状況報告書（平成２２年度） 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 地方協力局防音対策課 個人情報ファイルの利用目的： 住宅防音
事業の執行状況等の確認に使用する。 記録項目： １NO、２補助事業者名、３住所、４工事種別、５構造規格等、６内定通知月日・番号、７交付申請月日、８交付
決定日・番号・補助額、９着手報告月日、１０実績報告月日・工期、１１確定補助額、１２備考 記録範囲： 住宅防音事業を実施した者 記録情報の収集方法： 各地
方防

7. 住宅防音復旧工事事務処理状況報告書（平成２２年度） 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 地方協力局防音対策課 個人情報ファイルの利用目的： 住宅防音
復旧事業の執行状況等の確認に使用する。 記録項目： １NO、２補助事業者名、３住所、４工事内容、５内定通知月日・番号、６交付申請月日、７交付決定日・番
号・額、８着手報告月日、９完了報告月日、１０実績報告月日・工期、１１確定月日・番号・額、１２備考 記録範囲： 住宅防音復旧事業を実施した者 記録情報の収
集方法： 

8. 住宅防音事務処理状況報告書（平成２３年度） 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 地方協力局防音対策課 個人情報ファイルの利用目的： 住宅防音
事業の執行状況等の確認に使用する。 記録項目： １NO、２補助事業者名、３住所、４工事種別、５構造規格等、６内定通知月日・番号、７交付申請月日、８交付
決定日・番号・補助額、９着手報告月日、１０実績報告月日・工期、１１確定補助額、１２備考 記録範囲： 住宅防音事業を実施した者 記録情報の収集方法： 各地
方防

9. 住宅防音復旧工事事務処理状況報告書（平成２３年度） 防衛省
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行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 地方協力局防音対策課 個人情報ファイルの利用目的： 住宅防音
復旧事業の執行状況等の確認に使用する。 記録項目： １NO、２補助事業者名、３住所、４工事内容、５内定通知月日・番号、６交付申請月日、７交付決定日・番
号・額、８着手報告月日、９完了報告月日、１０実績報告月日・工期、１１確定月日・番号・額、１２備考 記録範囲： 住宅防音復旧事業を実施した者 記録情報の収
集方法： 

10. 住宅防音事務処理状況報告書（平成２４年度） 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 地方協力局防音対策課 個人情報ファイルの利用目的： 住宅防音
事業の執行状況等の確認に使用する。 記録項目： １NO、２補助事業者名、３住所、４工事種別、５構造規格等、６内定通知月日・番号、７交付申請月日、８交付
決定日・番号・補助額、９着手報告月日、１０実績報告月日・工期、１１確定補助額、１２備考 記録範囲： 住宅防音事業を実施した者 記録情報の収集方法： 各地
方防

11. 住宅防音復旧工事事務処理状況報告書（平成２４年度） 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 地方協力局防音対策課 個人情報ファイルの利用目的： 住宅防音
復旧事業の執行状況等の確認に使用する。 記録項目： １NO、２補助事業者名、３住所、４工事内容、５内定通知月日・番号、６交付申請月日、７交付決定日・番
号・額、８着手報告月日、９完了報告月日、１０実績報告月日・工期、１１確定月日・番号・額、１２備考 記録範囲： 住宅防音復旧事業を実施した者 記録情報の収
集方法： 

12. 裁決書（第４次嘉手納飛行場却下裁決土地に係る再裁決） 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 地方協力局施設管理課用地取得室 個人情報ファイルの利用目
的： 駐留軍用地特措法手続の実態把握に利用する。 記録項目： １氏名、２住所、３補償金額、４補償金内訳、５土地の所在、６地番、７地目、８地積、９持分 記
録範囲： 駐留軍用地特措法手続における土地所有者（対象：嘉手納飛行場） 記録情報の収集方法： 手続を実施した沖縄防衛局からの取得 記録情報の経常的

13. 裁決書（嘉手納飛行場２） 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 地方協力局施設管理課用地取得室 個人情報ファイルの利用目
的： 駐留軍用地特措法手続の実態把握に利用する。 記録項目： １氏名、２住所、３補償金額、４補償金内訳、５土地の所在、６地番、７地目、８地積、９持分 記
録範囲： 駐留軍用地特措法手続における土地所有者（対象：嘉手納飛行場） 記録情報の収集方法： 手続を実施した沖縄防衛局からの取得 記録情報の経常的

14. 医事データシステムファイル 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊札幌病院 個人情報ファイルの利用目的： 医事会計・診療
録の管理及び医事統計業務のために利用する。 記録項目： １患者氏名、２住所、３郵便番号、４生年月日、５年令、６性別、７電話番号、８連絡先、９本籍地、１０
階級、１１職種、１２職業、１３紹介者、１４被保険者番号、１５初診日、１６保険区分、１７公費負担番号、１８公費負担医療の受給者番号、１９診療科名、２０診療情
報、２１入院・退院情報、２２既往歴、２３患者情報

15. 医事データシステムファイル 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊仙台病院 個人情報ファイルの利用目的： 医事会計・診療
録の管理及び医療事務業務のために利用する。 記録項目： １患者番号、２患者氏名、３住所、４郵便番号、５生年月日、６年令、７性別、８電話番号、９部隊連絡
先、１０本籍地、１１階級、１２職種、１３初診日、１４保険区分、１５負担割合、１６診療情報、１７病歴・病名・転帰情報、１８注射・処方関係情報、１９検査関係情報、
２０入院・外来の区分、２１記事 記

16. 医療情報システム 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊中央病院 個人情報ファイルの利用目的： 診療録・医療会
計・検査・薬剤及び医療事務のために利用する。 記録項目： １登録日、２患者番号、３患者氏名、４住所、５郵便番号、６生年月日、７年令、８性別、９電話番号、１
０部隊連絡先、１１本籍地、１２階級、１３職種、１４カルテ番号、１５特患情報、１６他病院情報、１７保険区分、１８保険情報、１９患者情報、２０既往症情報、２１診
療・看護情報、２２検査関係情報、２３予約関係

17. 医事データシステムファイル 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊阪神病院 個人情報ファイルの利用目的： 医事会計・診療
に関する投薬、処置、検査等のために利用する。 記録項目： １患者氏名、２生年月日、３内線番号、４所属駐屯地・部隊、５階級、６性別、７病名、８入院日、９連
絡先住所、１０連絡先電話番号、１１退院日、１２病棟、１３受診日、１４受診科、１５入院料、１６検査日、１７検査内容、１８診療点数等 記録範囲： 外来受診患者及
び入院患者 

18. 医事データシステムファイル 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊福岡病院 個人情報ファイルの利用目的： 医事会計・診療
録の管理及び医事統計業務のために利用する。 記録項目： １患者番号、２患者氏名、３性別、４生年月日、５住所、６電話番号、７新来登録日、８入院外来区分、
９保険確認日、１０職業、１１指導料算定日、１２調剤技術基本算定日、１３診療科別最終受診日、１４診療年月、１５各診療別の積算剤点数及び金額、１６診療区
分、１７診療科、１８適用保険、１９負担割合、２０診療行為

19. 医事データシステムファイル 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊熊本病院 個人情報ファイルの利用目的： 医事会計・診療
録の管理及び医療統計業務のために利用する。 記録項目： １患者番号、２患者氏名、３住所、４郵便番号、５生年月日、６年令、７性別、８電話番号、９部隊連絡
先、１０本籍地、１１階級、１２職種、１３初診日、１４保険区分、１５診療情報、１６病歴・病名・転帰情報、１７注射・処方関係情報、１８検査関係情報、１９入院・外来
情報、２０医事評価、２１来院履歴

20. 医事データシステムファイル 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊別府病院 個人情報ファイルの利用目的： 医事会計・診療
録の管理及び医療事務のために利用する。 記録項目： １患者番号、２患者氏名、３住所、４郵便番号、５生年月日、６年令、７性別、８電話番号、９部隊連絡先、１
０階級、１１職種、１２初診日、１３保険区分、１４診療情報、１５病歴・病名・転帰情報、１６注射・処方関係情報、１７検査関係情報、１８入院情報、１９医事評価 記
録範囲： 外来受診患者

21. 診療録（外来） 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊札幌病院 個人情報ファイルの利用目的： 患者の診療のた
め利用する。 記録項目： １患者氏名、２住所、３郵便番号、４生年月日、５年令、６性別、７電話番号、８連絡先、９本籍地、１０階級、１１職種、１２職業、１３紹介
者、１４被保険者番号、１５初診日、１６保険区分、１７公費負担番号、１８公費負担医療の受給者番号、１９診療科名、２０病名、２１診療情報、２２病歴、２３既往歴、
２４注射・処方関係情報、２５検査関係情報

22. 診療録（外来及び入院） 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊仙台病院 個人情報ファイルの利用目的： 患者の診療及び
医療事務のため利用する。 記録項目： １患者番号、２患者氏名、３住所、４郵便番号、５生年月日、６年令、７性別、８電話番号、９部隊連絡先、１０本籍地、１１階
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級、１２職種、１３初診日、１４保険区分、１５負担割合、１６診療情報、１７病歴・病名・転帰情報、１８注射・処方関係情報、１９検査関係情報、２０入院・外来の区分、
２１記事 記録範囲： 

23. 診療録（外来） 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊中央病院 個人情報ファイルの利用目的： 患者の診療及び
医療事務のため利用する。 記録項目： １患者番号、２患者氏名、３住所、４郵便番号、５生年月日、６年令、７性別、８電話番号、９部隊連絡先、１０本籍地、１１階
級、１２職種、１３初診日、１４保険区分、１５診療情報、１６病歴・病名・転帰情報、１７注射・処方関係情報、１８検査関係情報 記録範囲： 外来受診患者 記録情
報の収集方

24. 診療録（外来及び入院） 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊阪神病院 個人情報ファイルの利用目的： 患者の診療及び
医療事務のため利用する。 記録項目： １患者番号、２患者氏名、３生年月日、４身分、５住所、６所属、７駐屯地、８階級、９電話番号、１０現住所、１１緊急連絡
先、１２緊急連絡先電話番号、１３保険証記号・番号、１４内線、１５病名、１６診療記録等情報、１７検査関係情報、１８撮影記録等 記録範囲： 外来受診患者及び
入院患者 記録

25. 診療録（外来） 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊福岡病院 個人情報ファイルの利用目的： 患者の診療及び
医療事務のため利用する。 記録項目： １患者番号、２患者氏名、３年令、４性別、５被保険者との続柄、６生年月日、７所属、８認識番号、９階級、１０現住所、１１
電話番号、１２連絡先、１３本籍地、１４職業、１５保険証区分、１６診断名、１７診療日、１８診療・検査記録 記録範囲： 外来受診患者 記録情報の収集方法： 

26. 診療録（入院） 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊福岡病院 個人情報ファイルの利用目的： 患者の診療及び
医療事務のため利用する。 記録項目： １患者番号、２患者氏名、３年令、４性別、５被保険者との続柄、６生年月日、７所属、８認識番号、９階級、１０現住所、１１
電話番号、１２連絡先、１３本籍地、１４職業、１５保険証区分、１６診断名、１７診療日、１８診療・検査記録、１９入院期間 記録範囲： 入院患者 記録情報の収集
方法： 

27. 診療録（外来） 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊熊本病院 個人情報ファイルの利用目的： 患者の診療及び
医療事務のため利用する。 記録項目： １患者番号、２患者氏名、３住所、４郵便番号、５生年月日、６年令、７性別、８電話番号、９部隊連絡先、１０本籍地、１１階
級、１２職種、１３初診日、１４保険区分、１５負担割合、１６診療情報、１７病歴・病名・転帰情報、１８注射・処方関係情報、１９検査関係情報、２０記事 記録範囲： 
外来受診患者 

28. 診療録（入院） 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊熊本病院 個人情報ファイルの利用目的： 患者の診療及び
医療事務のため利用する。 記録項目： １患者番号、２患者氏名、３住所、４郵便番号、５生年月日、６年令、７性別、８電話番号、９部隊連絡先、１０本籍地、１１階
級、１２職種、１３初診日、１４保険区分、１５負担割合、１６診療情報、１７病歴・病名・転帰情報、１８注射・処方関係情報、１９検査関係情報、２０看護関係情報、２１
入院期間、２２記事 記録範囲：

29. 診療録（外来） 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊別府病院 個人情報ファイルの利用目的： 患者の診療及び
医療事務のため利用する。 記録項目： １患者番号、２患者氏名、３住所、４郵便番号、５生年月日、６年令、７性別、８電話番号、９部隊連絡先、１０階級、１１職
種、１２診療日、１３保険区分、１４負担割合、１５診療情報、１６病歴・病名・転帰情報、１７注射・処方関係情報、１８検査関係情報、１９記事 記録範囲： 外来受診
患者 記録

30. 診療録（入院） 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊別府病院 個人情報ファイルの利用目的： 患者の診療及び
医療事務のため利用する。 記録項目： １患者番号、２患者氏名、３住所、４郵便番号、５生年月日、６年令、７性別、８電話番号、９部隊連絡先、１０階級、１１職
種、１２診療日、１３保険区分、１４負担割合、１５診療情報、１６病歴・病名・転帰情報、１７注射・処方関係情報、１８検査関係情報、１９看護情報、２０入院期間 記
録範囲： 入院患者 

31. 診療録（外来） 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊富士病院 個人情報ファイルの利用目的： 患者の診療及び
医療事務のため利用する。 記録項目： １患者番号、２患者氏名、３住所、４郵便番号、５生年月日、６年令、７性別、８電話番号、９部隊連絡先、１０階級、１１職
種、１２診療日、１３保険区分、１４負担割合、１５診療情報、１６病歴・病名・転帰情報、１７注射・処方関係情報、１８検査関係情報、１９記事 記録範囲： 外来受診
患者 記録

32. 診療録（入院） 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊富士病院 個人情報ファイルの利用目的： 患者の診療及び
医療事務のため利用する。 記録項目： １患者番号、２患者氏名、３住所、４郵便番号、５生年月日、６年令、７性別、８電話番号、９部隊連絡先、１０階級、１１職
種、１２診療日、１３保険区分、１４負担割合、１５診療情報、１６病歴・病名・転帰情報、１７注射・処方関係情報、１８検査関係情報、１９看護情報、２０入院期間 記
録範囲： 入院患者 

33. 医事データシステムファイル 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊富士病院 個人情報ファイルの利用目的： 医事会計・診療
に関する投薬、処理、検査等のために利用する。 記録項目： １患者氏名、２生年月日、３内線番号、４所属駐屯地・部隊、５階級、６性別、７病名、８入院日、９連
絡先住所、１０連絡先電話番号、１１退院日、１２病棟、１３受診日、１４受診科、１５入院料、１６検査日、１７検査内容、１８診療点数等 記録範囲： 外来受診患者及
び入院患者 

34. 医療画像（フィルム） 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊中央病院 個人情報ファイルの利用目的： 患者診療及び医
療事務のために利用する 記録項目： １ 患者ＩＤ番号、２ 氏名、３ 生年月日、４ 年齢、５ 性別、６ 画像情報 記録範囲： 外来及び入院患者 記録情報の収
集方法： 医師の検査指示伝票 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 

35. Ｘ線フィルム検索データ 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊中央病院 個人情報ファイルの利用目的： 患者診療及び医
療事務のために利用する。 記録項目： １ 患者ＩＤ番号、２ 氏名、３ 撮影日、４ 撮影内容・依頼診療科 記録範囲： 外来及び入院患者 記録情報の収集方
法： 医師の検査指示伝票 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 防衛省大
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36. 医療画像（動画データ） 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊中央病院 個人情報ファイルの利用目的： 患者診療及び医
療事務のために利用する。 記録項目： １ 患者ＩＤ番号、２ 氏名、３ 生年月日、４ 性別、５ 画像情報 記録範囲： 外来及び入院患者 記録情報の収集方法： 
医師の検査指示伝票 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 防衛省大

37. 医療画像（ＭＲＩ加工前データ） 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊中央病院 個人情報ファイルの利用目的： 患者診療及び医
療事務のために利用する。 記録項目： １ 患者ＩＤ番号、２ 氏名、３ 生年月日、４ 年齢、５ 性別、６ 画像情報 記録範囲： 外来及び入院患者 記録情報の
収集方法： 医師の検査指示伝票 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地：

38. 患者情報ファイル（理療） 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊札幌病院 個人情報ファイルの利用目的： 患者診療及び医
療事務のために利用する。 記録項目： １ 氏名、２ 年齢、３ 性別、４ 診断名、５ 依頼医、６ 治療内容、７ 処方日、８ 病棟 記録範囲： 外来及び入院患者 
記録情報の収集方法： 理学療法処方箋 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地：

39. 患者情報ファイル（Ｘ線等） 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊札幌病院 個人情報ファイルの利用目的： 患者診療及び医
療事務のために利用する。 記録項目： １ 患者ＩＤ番号、２ 氏名、３ 性別、４ 生年月日、５ 検査日、６ 画像情報、７ 検査部位、８ 検査番号 記録範囲： 外
来及び入院患者 記録情報の収集方法： 医師の検査指示伝票 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織

40. 医療画像（一般撮影等） 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊札幌病院 個人情報ファイルの利用目的： 患者診療及び医
療事務のために利用する。 記録項目： １ 患者ＩＤ番号、２ 氏名、３ 性別、４ 生年月日、５ 検査日、６ 画像情報 記録範囲： 外来及び入院患者 記録情報
の収集方法： 医師の検査指示伝票 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地：

41. 医療画像（ＣＴ） 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊札幌病院 個人情報ファイルの利用目的： 患者診療及び医
療事務のために利用する。 記録項目： １ 患者ＩＤ番号、２ 氏名、３ 性別、４ 生年月日、５ 検査日、６ 画像情報 記録範囲： 外来及び入院患者 記録情報
の収集方法： 医師の検査指示伝票 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地：

42. 医療画像（ＭＲＩ） 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊札幌病院 個人情報ファイルの利用目的： 患者診療及び医
療事務のために利用する。 記録項目： １ 患者ＩＤ番号、２ 氏名、３ 性別、４ 生年月日、５ 検査日、６ 画像情報 記録範囲： 外来及び入院患者 記録情報
の収集方法： 医師の検査指示伝票 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地：

43. 医療画像（ＣＴ） 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊富士病院 個人情報ファイルの利用目的： 患者診療及び医
療事務のために利用する。 記録項目： １ 患者ＩＤ番号、２ 氏名、３ 生年月日、４ 年齢、５ 性別、６ 医療情報 記録範囲： 外来及び入院患者 記録情報の
収集方法： 医師の検査指示伝票 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地：

44. ファイル検索システム 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊富士病院 個人情報ファイルの利用目的： 患者診療及び医
療事務のために利用する。 記録項目： １ 患者ＩＤ番号、２ 氏名 記録範囲： 外来及び入院患者 記録情報の収集方法： 医師の検査指示伝票 記録情報の経
常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 防衛省大臣官房文書課情報公開・個人情報保護室〒

45. 医療画像（一般撮影等） 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊阪神病院 個人情報ファイルの利用目的： 患者診療及び医
療事務のために利用する。 記録項目： １ 氏名、２ 生年月日、３ 医療情報 記録範囲： 外来及び入院患者 記録情報の収集方法： 医師の検査指示伝票 記
録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 防衛省大臣官房文書課情報公開・個人情

46. 医療画像（ＭＲＩ） 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊阪神病院 個人情報ファイルの利用目的： 患者診療及び医
療事務のために利用する。 記録項目： １ 氏名、２ 生年月日、３ 性別、４ 医療情報 記録範囲： 外来及び入院患者 記録情報の収集方法： 医師の検査指示
伝票 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 防衛省大臣官房文書課情報公

47. 医療画像（ＣＴ） 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊阪神病院 個人情報ファイルの利用目的： 患者診療及び医
療事務のために利用する。 記録項目： １ 氏名、２ 生年月日、３ 性別、４ 医療情報 記録範囲： 外来及び入院患者 記録情報の収集方法： 医師の検査指示
伝票 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 防衛省大臣官房文書課情報公

48. 医療画像（一般、ＣＴ） 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊熊本病院 個人情報ファイルの利用目的： 患者診療及び医
療事務のために利用する。 記録項目： １ 患者ＩＤ番号、２ 氏名、３ 生年月日、４ 性別、５ 撮影部位、６ 撮影年月日 記録範囲： 外来及び入院患者 記録
情報の収集方法： 医師の検査指示伝票 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地：

49. 医療画像（ＭＲＩ） 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊熊本病院 個人情報ファイルの利用目的： 患者診療及び医
療事務のために利用する。 記録項目： １ 患者ＩＤ番号、２ 氏名、３ 生年月日、４ 性別、５ 撮影部位、６ 撮影年月日 記録範囲： 外来及び入院患者 記録
情報の収集方法： 医師の検査指示伝票 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地：

50. 患者情報データ 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊福岡病院 個人情報ファイルの利用目的： 患者診療及び医
療事務のために利用する。 記録項目： １ 患者ＩＤ番号、２ 氏名、３ 生年月日、４ 年齢、５ 性別、６ 撮影法、７ 部内外区分、８ 撮影日 記録範囲： 外来及
び入院患者 記録情報の収集方法： 医師の検査指示伝票 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名
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51. 医療画像（ＣＲデータ） 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊福岡病院 個人情報ファイルの利用目的： 患者診療及び医
療事務のために利用する。 記録項目： １ 患者ＩＤ番号、２ 氏名、３ 生年月日、４ 年齢、５ 性別、６ 画像情報 記録範囲： 外来及び入院患者 記録情報の
収集方法： 医師の検査指示伝票 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地：

52. Ｘ線フィルム（治療用） 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊中央病院 個人情報ファイルの利用目的： 患者診療及び医
療事務のために利用する。 記録項目： １ 患者ＩＤ番号、２ 氏名、３ 生年月日、４ 年齢、５ 性別、 ６ 画像情報 記録範囲： 外来及び入院患者 記録情報の
収集方法： 医師の検査指示伝票 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地：

53. 放射線治療照射録 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊中央病院 個人情報ファイルの利用目的： 患者診療及び医
療事務のために利用する。 記録項目： １ 患者ＩＤ番号、２ 氏名、３ 生年月日、４ 性別、５ 治療部位、６ 治療日 記録範囲： 外来及び入院患者 記録情報
の収集方法： 医師の検査指示伝票 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地：

54. 照射録 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊札幌病院 個人情報ファイルの利用目的： 患者診療及び医
療事務のために利用する。 記録項目： １ 患者ＩＤ番号、２ 氏名、３ 性別、４ 生年月日、５ 検査日、６ 画像情報、７ 検査部位、８ 指示医官名、９ 感染症、
10 技士名 記録範囲： 外来及び入院患者 記録情報の収集方法： 医師の検査指示伝票 記録情報の経常的提供先： － 

55. 検査伝票（ＭＲＩ） 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊札幌病院 個人情報ファイルの利用目的： 患者診療及び医
療事務のために利用する。 記録項目： １ 患者ＩＤ番号、２ 氏名、３ 性別、４ 生年月日、５ 診療科名、６ 検査日、７ 検査部位、８ 体重、９ 指示医官名、10
感染症、11 技士名 記録範囲： 外来及び入院患者 記録情報の収集方法： 医師の検査指示伝票 記録情報の経常的提供先： 

56. Ｘ線写真保管カード 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊札幌病院 個人情報ファイルの利用目的： 患者診療及び医
療事務のために利用する。 記録項目： １ 患者ＩＤ番号、２ 氏名、３ 性別、４ 生年月日、５ 検査日、６ 画像情報、７ 検査部位、８ 検査番号 記録範囲： 外
来及び入院患者 記録情報の収集方法： 医師の検査指示伝票 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織

57. Ｘ線フィルム 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊札幌病院 個人情報ファイルの利用目的： 患者診療及び医
療事務のために利用する。 記録項目： １ 患者ＩＤ番号、２ 氏名、３ 性別、４ 生年月日、５ 検査日、６ 画像情報 記録範囲： 外来及び入院患者 記録情報
の収集方法： 医師の検査指示伝票 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地：

58. Ｘ線フィルム等 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊仙台病院 個人情報ファイルの利用目的： 患者診療及び医
療事務のために利用する。 記録項目： １ 患者ＩＤ番号、２ 氏名、３ 受診別、４ 生年月日、５ 撮影年月日、６ 撮影部位 記録範囲： 外来及び入院患者 記
録情報の収集方法： 医師の検査指示伝票 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 

59. 照射録 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊仙台病院 個人情報ファイルの利用目的： 患者診療及び医
療事務のために利用する。 記録項目： １ 患者ＩＤ番号、２ 氏名、３ 年齢、４ 性別、５ 生年月日、６ 受診別、７ 受付月日、８ 検査部位 記録範囲： 外来及
び入院患者 記録情報の収集方法： 医師の検査指示伝票 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名

60. Ｘ線フィルム等 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊富士病院 個人情報ファイルの利用目的： 患者診療及び医
療事務のために利用する。 記録項目： １ 患者ＩＤ番号、２ 氏名、３ 生年月日、４ 年齢、５ 性別、６ 医療情報 記録範囲： 外来及び入院患者 記録情報の
収集方法： 医師の検査指示伝票 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地：

61. 照射録 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊富士病院 個人情報ファイルの利用目的： 患者診療及び医
療事務のために利用する。 記録項目： １ 患者ＩＤ番号、２ 氏名、３ 生年月日、４ 年齢、５ 性別、６ 医療情報 記録範囲： 外来及び入院患者 記録情報の
収集方法： 医師の検査指示伝票 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地：

62. 患者情報ファイル 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊富士病院 個人情報ファイルの利用目的： 患者診療及び医
療事務のために利用する。 記録項目： １ 患者ＩＤ番号、２ 氏名、３ 性別、４ 年齢 記録範囲： 外来及び入院患者 記録情報の収集方法： 医師の検査指示伝
票 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 防衛省大臣官房文書課情報公

63. Ｘ線フィルム等 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊阪神病院 個人情報ファイルの利用目的： 患者診療及び医
療事務のために利用する。 記録項目： １ 患者ＩＤ番号、２ 氏名、３ 性別、４ 年齢、５ 受診科 記録範囲： 外来及び入院患者 記録情報の収集方法： 医師の
検査指示伝票 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 防衛省大臣官房

64. Ｘ線フィルム（放射線課） 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊阪神病院 個人情報ファイルの利用目的： 患者診療及び医
療事務のために利用する。 記録項目： １ 氏名、２ 生年月日、３ 性別、４ 医療情報 記録範囲： 外来及び入院患者 記録情報の収集方法： 医師の検査指示
伝票 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 防衛省大臣官房文書課情報公

65. Ｘ線検査指示票（医・歯科、単純撮影、造影撮影） 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊阪神病院 個人情報ファイルの利用目的： 患者診療及び医
療事務のために利用する。 記録項目： １ 氏名、２ 生年月日、３ 医療情報 記録範囲： 外来及び入院患者 記録情報の収集方法： 医師の検査指示伝票 記
録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 防衛省大臣官房文書課情報公開・個人情
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66. 検査指示票（ＭＲＩ） 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊阪神病院 個人情報ファイルの利用目的： 患者診療及び医
療事務のために利用する。 記録項目： １ 氏名、２ 生年月日、３ 性別、４ 医療情報 記録範囲： 外来及び入院患者 記録情報の収集方法： 医師の検査指示
伝票 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 防衛省大臣官房文書課情報公

67. 検査指示票（ＣＴ） 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊阪神病院 個人情報ファイルの利用目的： 患者診療及び医
療事務のために利用する。 記録項目： １ 氏名、２ 生年月日、３ 性別、４ 医療情報 記録範囲： 外来及び入院患者 記録情報の収集方法： 医師の検査指示
伝票 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 防衛省大臣官房文書課情報公

68. Ｘ線ファイル等 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊福岡病院 個人情報ファイルの利用目的： 患者診療及び医
療事務のために利用する。 記録項目： １ 患者ＩＤ番号、２ 氏名、３ 生年月日、４ 年齢、５ 性別、６ 画像情報 記録範囲： 外来及び入院患者 記録情報の
収集方法： 医師の検査指示伝票 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地：

69. 照射録等 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊福岡病院 個人情報ファイルの利用目的： 患者診療及び医
療事務のために利用する。 記録項目： １ 患者ＩＤ番号、２ 氏名、３ 生年月日、４ 年齢、５ 性別、６ 撮影法、７ 部内外区分、８ 撮影日 記録範囲： 外来及
び入院患者 記録情報の収集方法： 医師の検査指示伝票 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名

70. Ｘ線フィルム 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊別府病院 個人情報ファイルの利用目的： 患者診療及び医
療事務のために利用する。 記録項目： １ 患者ＩＤ番号、２ 氏名、３ 年齢、４ 性別 記録範囲： 外来及び入院患者 記録情報の収集方法： 医師の検査指示伝
票 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 防衛省大臣官房文書課情報公

71. 照射録 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊別府病院 個人情報ファイルの利用目的： 患者診療及び医
療事務のために利用する。 記録項目： １ 患者ＩＤ番号、２ 生年月日、３ 性別、４ 撮影日 記録範囲： 外来及び入院患者 記録情報の収集方法： 医師の検査
指示伝票 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 防衛省大臣官房文書課

72. Ｘ線フィルム（一般、ＣＴ） 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊熊本病院 個人情報ファイルの利用目的： 患者診療及び医
療事務のために利用する。 記録項目： １ 患者ＩＤ番号、２ 氏名、３ 生年月日、４ 性別、５ 撮影部位、６ 撮影年月日 記録範囲： 外来及び入院患者 記録
情報の収集方法： 医師の検査指示伝票 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地：

73. Ｘ線一般撮影指示票（照射録） 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊熊本病院 個人情報ファイルの利用目的： 患者診療及び医
療事務のために利用する。 記録項目： １ 患者ＩＤ番号、２ 氏名、３ 生年月日、４ 性別、５ 撮影部位、６ 撮影年月日、７ 撮影条件 記録範囲： 外来及び入
院患者 記録情報の収集方法： 医師の検査指示伝票 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び

74. 照射録（ＣＴ） 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊熊本病院 個人情報ファイルの利用目的： 患者診療及び医
療事務のために利用する。 記録項目： １ 患者ＩＤ番号、２ 氏名、３ 生年月日、４ 性別、５ 撮影部位、６ 撮影年月日、７ 検査目的、８ 撮影条件 記録範囲： 
外来及び入院患者 記録情報の収集方法： 医師の検査指示伝票 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する

75. ＭＲＩ検査伝票 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊熊本病院 個人情報ファイルの利用目的： 患者診療及び医
療事務のために利用する。 記録項目： １ 患者ＩＤ番号、２ 氏名、３ 生年月日、４ 性別、５ 撮影部位、６ 撮影年月日、７ 検査目的、８ 撮影方法 記録範囲： 
外来及び入院患者 記録情報の収集方法： 医師の検査指示伝票 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する

76. Ｘ線フィルム（ＭＲＩ） 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊熊本病院 個人情報ファイルの利用目的： 患者診療及び医
療事務のために利用する。 記録項目： １ 患者ＩＤ番号、２ 氏名、３ 生年月日、４ 性別、５ 撮影部位、６ 撮影年月日 記録範囲： 外来及び入院患者 記録
情報の収集方法： 医師の検査指示伝票 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地：

77. 診療データファイル 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊横須賀病院 個人情報ファイルの利用目的： 診療報酬等請
求書の作成、患者の診療及び医療事務のために利用する。 記録項目： １患者番号、２診療日、３診療時間、４時間外加算、５処理区分、６診療科番号、７医師番
号、８点数番号、９数量、１０回数、１１薬剤点数、１２薬剤数量、１３薬剤回数 記録範囲： 外来及び入院患者（平成１１年１月１日以降） 記録情報の収集方法： 医
師

78. 患者情報マスターファイル 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊横須賀病院 個人情報ファイルの利用目的： 診療報酬等請
求書の作成、患者の診療及び医療事務のために利用する。 記録項目： １患者番号、２患者氏名、３生年月日、４性別、５身分、６部隊コード、７電話番号、８郵便
番号、９住所、１０保険区分、１１続柄、１２世帯主区分、１３公費区分、１４支部番号、１５保険者番号 記録範囲： 外来及び入院患者（平成１１年１月１日以降） 記
録情報の収集

79. 病名データファイル 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊横須賀病院 個人情報ファイルの利用目的： 診療報酬等請
求書の作成、患者の診療及び医療事務のために利用する。 記録項目： １患者番号、２病名コード、３診療開始日、４転帰区分、５治療期間、６診療区分、７診療
科、８主病名、９指導料 記録範囲： 外来及び入院患者（平成１１年１月１日以降） 記録情報の収集方法： 医師の診療記録（カルテ）及び処置伝票 記録情

80. 診療録（カルテ） 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊横須賀病院 個人情報ファイルの利用目的： 診療報酬等請
求書の作成、患者の診療及び医療事務のために利用する。 記録項目： １患者番号、２患者氏名、３生年月日、４性別、５身分、６電話番号、７郵便番号、８住所、
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９保険区分、１０続柄、１１世帯主区分、１２負担者区分、１３受給者区分、１４保険者番号、１５診療開始日、１６診療日、１７転帰区分、１８治療期間、１９診療区分、
２０診療科、２１診断名、２２診療時間、２３整理区

81. 診療録 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊呉病院 個人情報ファイルの利用目的： 診療報酬等明細書
の作成、患者の診療及び医療事務のため 記録項目： １電話番号、２患者番号、３病名、４診療内容、５患者氏名、６年令、７性別、８生年月日、９続柄、１０所属、１
１認識番号、１２階級 記録範囲： 外来及び入院患者 記録情報の収集方法： 本人による診療申込及び医師による診察 記録情報の経常的提供先： 

82. 診療データファイル 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊呉病院 個人情報ファイルの利用目的： 診療報酬等明細書
の作成、患者の診療及び医療事務のため 記録項目： １受診年月日、２入院患者区分、３患者番号、４保険区分、５科コード、６Ｄｒコード、７診療内容 記録範囲： 
外来及び入院患者 記録情報の収集方法： 本人による診療申込及び医師による診察 記録情報の経常的提供先： － 開示請求

83. 患者情報マスターファイル 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊呉病院 個人情報ファイルの利用目的： 診療報酬等明細書
の作成、患者の診療及び医療事務のため 記録項目： １患者番号、２氏名、３性別、４保険区分、５生年月日、６電話番号、７住所、８部隊名 記録範囲： 外来及
び入院患者 記録情報の収集方法： 本人による診療申込及び医師による診察 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理す

84. 外来診療録 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊佐世保病院 個人情報ファイルの利用目的： 診療報酬等明
細書の作成、患者の診療及び医療事務のため 記録項目： １患者氏名、２生年月日、３性別、４住所、５診断名 記録範囲： 外来及び入院患者 記録情報の収集
方法： 本人による診療申込及び医師による診察 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地：

85. 外来診療録 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊佐世保病院 個人情報ファイルの利用目的： 診療報酬等明
細書の作成、患者の診療及び医療事務のため 記録項目： １患者氏名、２生年月日、３性別、４住所、５診断名 記録範囲： 外来及び入院患者 記録情報の収集
方法： 本人による診療申込及び医師による診察 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地：

86. カルテ 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊舞鶴病院 個人情報ファイルの利用目的： 病歴・診療歴把
握のため 記録項目： １所属、２階級、３住所、４電話番号、５氏名、６認識番号、７生年月日、８診療歴・病歴・処方等 記録範囲： 外来及び入院患者 記録情報
の収集方法： 本人による診療申込及び医師による診察 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所

87. 医療会計データ 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊舞鶴病院 個人情報ファイルの利用目的： 診療報酬計算、
実績統計、診察券発行等のため 記録項目： １所属、２電話番号、３階級、４氏名、５認識番号、６初診・再診の別、７受診科目 記録範囲： 外来及び入院患者 
記録情報の収集方法： 本人による診療申込及び医師による診察 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称

88. 診療録 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊大湊病院 個人情報ファイルの利用目的： 患者の診療のた
め 記録項目： １電話番号、２患者番号、３病名、４診療内容、５患者氏名、６年齢、７性別、８生年月日、９続柄、１０所属、１１認識番号、１２階級 記録範囲： 外来
及び入院患者 記録情報の収集方法： 本人による診療申込及び医師による診察 記録情報の経常的提供先： － 開示請求

89. 診療データファイル 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊大湊病院 個人情報ファイルの利用目的： 診療報酬明細書
の作成、患者の診療及び医療事務のため 記録項目： １受診年月日、２入院患者区分、３患者番号、４保険区分、５科コード、６Ｄｒコード、７診療内容 記録範囲： 
外来及び入院患者 記録情報の収集方法： 本人による診療申込及び医師による診察 記録情報の経常的提供先： － 開示請求

90. 患者情報マスターファイル 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊大湊病院 個人情報ファイルの利用目的： 診療報酬明細書
の作成、患者の診療及び医療事務のため 記録項目： １所属、２電話番号、３階級、４氏名、５認識番号、６初診・再診の別、７受診科目 記録範囲： 外来及び入
院患者 記録情報の収集方法： 本人による診療申込 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地

91. 診療録ファイル 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊那覇病院 個人情報ファイルの利用目的： 患者の治療のた
めに利用する。 記録項目： １氏名、２性別、３生年月日、４住所 記録範囲： 外来及び入院患者 記録情報の収集方法： 診療申込及び診察 記録情報の経常
的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 防衛省大臣官房文書課情報公開・個人情報保護室〒１６

92. 診療録ファイル 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊三沢病院 個人情報ファイルの利用目的： 患者の治療のた
めに利用する。 記録項目： １氏名、２性別、３生年月日、４住所 記録範囲： 外来及び入院患者 記録情報の収集方法： 診療申込及び診察 記録情報の経常
的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 防衛省大臣官房文書課情報公開・個人情報保護室〒１６

93. 診療録ファイル 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊岐阜病院総務課 個人情報ファイルの利用目的： 患者の治
療のために利用する。 記録項目： １氏名、２性別、３生年月日、４住所 記録範囲： 外来及び入院患者 記録情報の収集方法： 診療申込及び診察 記録情報
の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 防衛省大臣官房文書課情報公開・個人情報保護室

94. 航空観閲式招待候補者推薦ファイル 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 航空幕僚監部 総務部 総務課 個人情報ファイルの利用目的： 航
空観閲式における防衛大臣招待候補者への案内状送付のために利用する。 記録項目： １ 氏名、２ 所属団体等、３ 住所、４ 電話番号、５ 推薦元部署名、６ 担当
者名、７ 担当者内線、８ 推薦理由、９ 招待区分 記録範囲： 航空観閲式における防衛大臣招待候補者 記録情報の収集方法： 推薦元部署からの提供 

95. 航空観閲式招待者ファイル 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 航空幕僚監部 総務部 総務課 個人情報ファイルの利用目的： 航
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空観閲式における防衛大臣招待者への招待状等送付、連絡調整及び式当日の受付並びに接遇のために利用する。 記録項目： １ 氏名、２ 所属団体等、３ 住
所、４ 電話番号、５ 移動手段、６ 同伴者氏名、７ 運転手の有無、８ 駐車場の要否、９ 車種、１０ 車番 記録範囲： 航空観閲式における防衛大臣招待者 記録情
報の収集方法

96. カルテ検索システム 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊三沢病院 個人情報ファイルの利用目的： 患者診療及び医
療事務のために利用する。 記録項目： １ 患者番号、２ 氏名、３ 性別、４ 生年月日 記録範囲： 外来及び入院患者 記録情報の収集方法： 本人による診察
申し込み 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 防衛省大臣官房文書課情

97. 医療画像（ＣＴ） 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊三沢病院 個人情報ファイルの利用目的： 患者診療及び医
療事務のために利用する。 記録項目： １ 患者番号、２ 氏名、３ 性別、４ 生年月日 記録範囲： 外来及び入院患者 記録情報の収集方法： 本人による診察
申し込み 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 防衛省大臣官房文書課情

98. 医療画像（超音波） 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊三沢病院 個人情報ファイルの利用目的： 患者診療及び医
療事務のために利用する。 記録項目： １ 患者番号、２ 氏名、３ 性別、４ 生年月日 記録範囲： 外来及び入院患者 記録情報の収集方法： 本人による診察
申し込み 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 防衛省大臣官房文書課情

99. カルテ検索システム 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊岐阜病院 個人情報ファイルの利用目的： 患者診療及び医
療事務のために利用する。 記録項目： １ 患者番号、２ 氏名、３ 性別、４ 生年月日 記録範囲： 外来及び入院患者 記録情報の収集方法： 本人による診察
申し込み 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 防衛省大臣官房文書課情

100. 患者情報ファイル 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊岐阜病院 個人情報ファイルの利用目的： 患者診療及び医
療事務のために利用する。 記録項目： １ 患者番号、２ 氏名、３ 性別、４ 生年月日、５ 部隊名、６ 階級、７ 認識番号、８ 電話番号 記録範囲： 外来及び
入院患者 記録情報の収集方法： 本人による診察申し込み及び医師による診察 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等

全件詳細表示 選択詳細表示 次の77件
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e-Gov home >  検索条件入力 > 検索結果

個人情報ファイル簿の検索

検索画面へ戻る

検索結果一覧

検索キーワード 指定なし 

府省 防衛省

上記の検索条件で 177 件ヒットしました。101件から177件を表示
詳細を見るには、番号横のチェックボックスをチェックし、詳細表示をクリックして下さい。

全件詳細表示 選択詳細表示 前の100件

凡例 個人情報ファイルの名称 府省名

行政機関の名称：行政機関の名称（全角２０文字以内） 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称：個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称（全角５，０００文字以内） 個人情報ファイルの利用目的：個人情報ファイルの利用目的（全角２５０文字以内） 記録項目：記録項目（全
角５，０００文字以内） 記録範囲：記録範囲（全角５００文字以内） 記録情報の収集方法：記録情報の収集方法（全角１５０文字以内）・・・・先頭３００字までを表示

101. ＣＴ検査画像 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊岐阜病院 個人情報ファイルの利用目的： 患者診療及び医
療事務のために利用する。 記録項目： １ 患者番号、２ 氏名、３ 性別、４ 生年月日、５ 年齢、６ 検査年月日、７ 検査画像 記録範囲： 外来及び入院患者 
記録情報の収集方法： 本人による診察申し込み 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在

102. ＭＲＩ検査画像 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊岐阜病院 個人情報ファイルの利用目的： 患者診療及び医
療事務のために利用する。 記録項目： １ 患者番号、２ 氏名、３ 性別、４ 生年月日、５ 年齢、６ 検査年月日、７ 検査画像 記録範囲： 外来及び入院患者 
記録情報の収集方法： 本人による診察申し込み 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在

103. エコー検査画像 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊岐阜病院 個人情報ファイルの利用目的： 患者診療及び医
療事務のために利用する。 記録項目： １ 患者番号、２ 氏名、３ 性別、４ 生年月日、５ 年齢、６ 検査年月日、７ 検査画像 記録範囲： 外来及び入院患者 
記録情報の収集方法： 本人による診察申し込み 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在

104. カルテ検索システム 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊那覇病院 個人情報ファイルの利用目的： 患者診療及び医
療事務のために利用する。 記録項目： １ 患者番号、２ 氏名、３ 性別、４ 生年月日 記録範囲： 外来及び入院患者 記録情報の収集方法： 本人による診察
申し込み 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 防衛省大臣官房文書課情

105. 患者情報ファイル 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊那覇病院 個人情報ファイルの利用目的： 患者診療及び医
療事務のために利用する。 記録項目： １ 患者番号、２ 氏名、３ 性別、４ 生年月日、５ 部隊名、６ 階級、７ 認識番号、８ 電話番号 記録範囲： 外来及び
入院患者 記録情報の収集方法： 本人による診察申し込み及び医師による診察 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等

106. 医療画像（ＣＴ） 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊那覇病院 個人情報ファイルの利用目的： 患者診療及び医
療事務のために利用する。 記録項目： １ 患者番号、２ 氏名、３ 性別、４ 生年月日 記録範囲： 外来及び入院患者 記録情報の収集方法： 本人による診察
申し込み 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 防衛省大臣官房文書課情

107. 医療画像（ＭＲＩ） 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊那覇病院 個人情報ファイルの利用目的： 患者診療及び医
療事務のために利用する。 記録項目： １ 患者番号、２ 氏名、３ 性別、４ 生年月日 記録範囲： 外来及び入院患者 記録情報の収集方法： 本人による診察
申し込み 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 防衛省大臣官房文書課情

108. 医療画像（超音波） 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊那覇病院 個人情報ファイルの利用目的： 患者診療及び医
療事務のために利用する。 記録項目： １ 患者番号、２ 氏名、３ 性別、４ 生年月日 記録範囲： 外来及び入院患者 記録情報の収集方法： 本人による診察
申し込み 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 防衛省大臣官房文書課情

109. 医療画像（レントゲン） 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊三沢病院 個人情報ファイルの利用目的： 患者診療及び医
療事務のために利用する。 記録項目： １ 患者番号、２ 氏名、３ 性別、４ 生年月日 記録範囲： 外来及び入院患者 記録情報の収集方法： 本人による診察
申し込み 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 防衛省大臣官房文書課情

110. Ｘ線ファイル 防衛省

e-Gov（イーガブ）は総務省が運営する総合的な行政ポータルサイトです
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行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊岐阜病院 個人情報ファイルの利用目的： 患者診療及び医
療事務のために利用する。 記録項目： １ 患者番号、２ 氏名、３ 性別、４ 生年月日、５ 年齢、６ 検査年月日、７ 検査画像 記録範囲： 外来及び入院患者 
記録情報の収集方法： 本人による診察申し込み 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在

111. 医療画像（レントゲン） 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 自衛隊那覇病院 個人情報ファイルの利用目的： 患者診療及び医
療事務のために利用する。 記録項目： １ 患者番号、２ 氏名、３ 性別、４ 生年月日 記録範囲： 外来及び入院患者 記録情報の収集方法： 本人による診察
申し込み 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 防衛省大臣官房文書課情

112. 医事データベース 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 防衛医科大学校病院事務部医事課 個人情報ファイルの利用目
的： 診療報酬請求書の作成、医学教育及び医学研究のために利用する。 記録項目： １患者番号、２患者氏名、３性別、４生年月日、５電話番号、６新来登録日、
７入院外来区分、８保険確認日、９職業、10指導料算定日、11調剤技術基本算定日、12診療科別最終受診日、13診療年月、14各診療別の積算剤点数及び金額、
15診療区分、16診療科、17適用保険、18負担割合、1

113. 診療データベース 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 防衛医科大学校病院事務部医事課 個人情報ファイルの利用目
的： 患者の診断、医学教育及び医学研究のために利用する。 記録項目： １患者番号、２患者氏名、３生年月日、４性別、５受付年月日、６出力年月日、７年令、８
小児区分、９患者区分マーク、10検体番号、11検体種別コード、12検査部門コード、13緊急区分コード、14診療科コード、15病棟コード、16検体リマークコード、17尿
量、18検体コメント、19検査項目コード

114. 患者別病名マスタファイル 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 防衛医科大学校病院事務部医事課 個人情報ファイルの利用目
的： 診療報酬請求書の作成、医学教育及び医学研究のために利用する。 記録項目： １患者番号、２診療科、３入院外来区分、４病名付与年月日、５病名、６保
険、７慢性患者フラグ、８病名削除区分、９病名主従区分、10終了年月日、11転帰、12病名削除識別コード 記録範囲： 外来及び入院患者（昭和５２年１２月以降） 
記録情報の収集方

115. 債権管理簿 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 防衛医科大学校病院事務部庶務課 個人情報ファイルの利用目
的： 病院診療費の債権管理のために利用する。 記録項目： １発生年度、２納告番号、３発生、帰属及び引継年月日、４債務者氏名、５ＩＤ、６生年月日、７性別、８
債務者住所、９電話番号、10債権金額、11入・外・定区分、12診療科、13履行期限、14保険区分、15消滅年月日、16納入告知、17連帯保証人氏名、18連帯保証人
住所、19連帯保証人電話番号、20債務確認

116. 一般競争（指名競争）参加有資格者データ 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 装備施設本部建設計画課 個人情報ファイルの利用目的： 建設工
事の有資格者への連絡、各種資料等の送付及び電子入札システムにおける利用者登録に利用する。 記録項目： １登録番号、２建設業許可番号、３適格組合番
号、４本支店等郵便番号、５本支店等住所、６商号又は名称、７代表者役職、８代表者氏名、９本支店等電話番号、10本支店等ＦＡＸ番号、11外資状況、12資本金、
13職員数、14希望業種情報、15各種登録情報、16希望

117. 平成２５・２６年度一般競争（指名競争）参加者有資格者データ 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 装備施設本部施設計画課 個人情報ファイルの利用目的： 建設工
事の有資格者への連絡、各種資料の送付及び電子入札システムにおける利用者登録に利用するため。 記録項目： １ 登録番号、２ 建設業許可番号、３ 適格
組合番号、４ 本支店等郵便番号、５ 本支店等住所、６ 商号及び名称、７ 代表者役職、８ 代表者氏名、９ 本支店等電話番号、１０ 本支店等ＦＡＸ番号、１１
外資状況、１２ 資本金、１３ 職員数、１４ 希望職種情

118. 住宅防音工事実績データ 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 北海道防衛局企画部防音対策課 個人情報ファイルの利用目的：
防衛施設周辺環境整備法等に基づく住宅防音業務に使用する。 記録項目： １実施年度、２補助事業者、３補助事業者住所、４補助事業者電話番号、５借家人、６
借家人住所、７借家人電話番号、８世帯人数、９構造、１０事業量、１１補助額、１２設計事務所名、１３工事業者名、１４その他 記録範囲： 補助金等交付申請書を
提出した者 記録情

119. 空調復旧工事実績データ 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 北海道防衛局企画部防音対策課 個人情報ファイルの利用目的：
防衛施設周辺環境整備法等に基づく住宅防音業務に使用する。 記録項目： １実施年度、２補助事業者、３補助事業者住所、４補助事業者電話番号、５借家人、６
借家人住所、７借家人電話番号、８構造、９事業量、１０補助額 記録範囲： 補助金等交付申請書を提出した者 記録情報の収集方法： 本人からの申込書及び申
請書 

120. 建具復旧工事実績データ 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 北海道防衛局企画部防音対策課 個人情報ファイルの利用目的：
防衛施設周辺環境整備法等に基づく住宅防音業務に使用する。 記録項目： １実施年度、２補助事業者、３補助事業者住所、４補助事業者電話番号、５借家人、６
借家人住所、７借家人電話番号、８構造、９事業量、１０補助額、１１設計事務所名、１２工事業者名、１３その他 記録範囲： 補助金等交付申請書を提出した者 
記録情報の収集方法：

121. 住宅防音工事実績データ 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 東北防衛局企画部防音対策課 個人情報ファイルの利用目的： 防
衛施設周辺環境整備法等に基づく住宅防音業務に使用する。 記録項目： １年度、２次数、３施設名、４市町村名、５住宅防音工事希望内容、６申込年月日、７内
定年月日、８内定番号、９申請年月日、10交付年月日、11交付番号、12着手年月日、13実績年月日、14確定年月日、15確定番号、16着工年月日、17完了年月日、
18整理番号、19補助事業者名、20住所、21

122. 横田基地夜間差止等請求事件ファイル（訴訟原告名簿） 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 北関東防衛局総務部訟務室 個人情報ファイルの利用目的： 部内
の所掌事務に関する訴訟事務に利用する。 記録項目： １訴訟の次数、２原告番号、３原告氏名、４容認対象者、５控訴国対象、６控訴国備考、７承継人氏名、８陳
述書番号、９生年月日、10年齢、11訴状肩書地、12訂正歴、13氏名の相違訂正歴、14旧姓、15入居年月日、16市町村区分、17Ｗ値、18新Ｗ値、19住宅防音実施住
所、20住所移動状況、21市町村区分、2

123. 横田基地夜間差止等請求事件ファイル（職業陳述関係） 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 北関東防衛局総務部訟務室 個人情報ファイルの利用目的： 部内
の所掌事務に関する訴訟事務に利用する。 記録項目： １訴訟の次数、２原告番号、３原告ID、４原告氏名、５生年月日、６現在年齢、７陳述書作成時年齢、８陳述
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書作成年月日、９陳述書番号、10職業項目、11職業、12容認対象者 記録範囲： 横田基地夜間差止等請求事件の原告団 記録情報の収集方法： 裁判所からの
提供

124. 横田基地夜間差止等請求事件ファイル（免責関係１） 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 北関東防衛局総務部訟務室 個人情報ファイルの利用目的： 部内
の所掌事務に関する訴訟事務に利用する。 記録項目： １ＩＤ、２認容原告、３修正、４訴訟の次数、５原告番号、６原告氏名、７危険への接近対象者、８個別の免責
の法理としての危険への接近対象者、９Ｗ値個別の免責の法理としての危険への接近対象者、10新Ｗ値個別の免責の法理としての危険への接近対象者、11住民
票上の住所の移動状況、12居住の年月日、13転入・転居・

125. 横田基地夜間差止等請求事件ファイル（原告が主張する異動状況） 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 北関東防衛局総務部訟務室 個人情報ファイルの利用目的： 部内
の所掌事務に関する訴訟事務に利用する。 記録項目： １ＩＤ、２訴訟の次数、３原告番号、４原告ID、５原告氏名、６住所ID、７居住の場所、８転入・転居・出生の年
月日、９居住の終期、10Ｗ値、11新Ｗ値 記録範囲： 横田基地夜間差止等請求事件の原告団 記録情報の収集方法： 裁判所からの提供、住民票 

126. 横田基地夜間差止等請求事件ファイル（原告異動状況） 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 北関東防衛局総務部訟務室 個人情報ファイルの利用目的： 部内
の所掌事務に関する訴訟事務に利用する。 記録項目： １ＩＤ、２訴訟の次数、３原告番号、４原告ID、５原告氏名、６住所ID、７都道府県、８市町村、９居住の場所
（住民票）、10転入・転居・出生の年月日、11居住の終期、12Ｗ値、13新Ｗ値、14住防新規室数、15住防新規、16住防追加、17住防追加室数、18住防室合計 記録
範囲： 横

127. 横田基地夜間差止等請求事件ファイル（原告異動状況公的資料） 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 北関東防衛局総務部訟務室 個人情報ファイルの利用目的： 部内
の所掌事務に関する訴訟事務に利用する。 記録項目： １ＩＤ、２訴訟の次数、３原告番号、４原告ID、５原告氏名、６住所ID、７都道府県、８市町村、９居住の場所
（住民票）、10転入・転居・出生の年月日、11居住の終期、12Ｗ値、13新Ｗ値、14住防新規、15住防新規室数、16住防追加、17住防追加室数、18住防室合計、19旧
姓、20原告一覧、21騒音地区内

128. 横田基地夜間差止等請求事件ファイル（原告一覧） 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 北関東防衛局総務部訟務室 個人情報ファイルの利用目的： 部内
の所掌事務に関する訴訟事務に利用する。 記録項目： １ＩＤ、２原告ID、３訴訟の次数、４原告番号、５原告氏名、６旧姓、７生年月日、８本籍、９市町村区分、10訴
状肩書地、11W値、12新W値、13控訴肩書地、14控訴W値、15控訴新W値、16容認対象者、17一審賠償請求額、18危険への接近、19危険への接近、20危険に該
当、21免責の法理、22免責の法理

129. 横田基地夜間差止等請求事件ファイル（戸籍関係） 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 北関東防衛局総務部訟務室 個人情報ファイルの利用目的： 部内
の所掌事務に関する訴訟事務に利用する。 記録項目： １ＩＤ、２訴訟の次数、３原告番号、４原告ID、５原告氏名、６旧姓、７本籍１、８本籍２、９訴状肩書地、10氏
名の相違訂正歴 記録範囲： 横田基地夜間差止等請求事件の原告団 記録情報の収集方法： 裁判所からの提供、住民票 記録情報の経常的提供先：

130. 横田基地夜間差止等請求事件ファイル（控訴名簿） 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 北関東防衛局総務部訟務室 個人情報ファイルの利用目的： 部内
の所掌事務に関する訴訟事務に利用する。 記録項目： １原告ＩＤ、２控訴ＩＤ、３控訴連番、４控訴次、５控訴番号、６訴訟の次数、７原告番号、８控訴原告、９承継
人原告、10一審原告、11容認対象者、12判決陳述書提出、13原告控訴人、14承継人住所 記録範囲： 横田基地夜間差止等請求事件の原告団 記録情報の収集
方法： 

131. 横田基地夜間差止等請求事件ファイル（住宅地図関係） 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 北関東防衛局総務部訟務室 個人情報ファイルの利用目的： 部内
の所掌事務に関する訴訟事務に利用する。 記録項目： １ＩＤ、２連番、３修正、４修正に該当する場合はその旨、５訴訟の次数、６原告番号、７原告ID、８原告氏
名、９原告らが居住の事実があるとして主張する居住の場所、10原告らが居住の事実があるとして出張する居住の期間、11新W値、12W値、13認否、14備考、15陳
述書作成者、16住宅防音完了年月日、17室数

132. 横田基地夜間差止等請求事件ファイル（住民票による異動状況） 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 北関東防衛局総務部訟務室 個人情報ファイルの利用目的： 部内
の所掌事務に関する訴訟事務に利用する。 記録項目： １ＩＤ、２訴訟の次数、３原告番号、４原告ＩＤ、５原告氏名、６住所ID、７都道府県、８市町村、９居住の場所
（住民票）、10転入・転居・出生の年月日、11居住の終期、12Ｗ値、13新Ｗ値、14住防新規、15住防新規室数、16住防追加、17住防追加室数、18住防室合計 記録
範囲： 横

133. 横田基地夜間差止等請求事件ファイル（陳述書作成関係） 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 北関東防衛局総務部訟務室 個人情報ファイルの利用目的： 部内
の所掌事務に関する訴訟事務に利用する。 記録項目： １ＩＤ、２訴訟の次数、３原告番号、４原告ID、５原告氏名、６取下・放棄月日、７取下・放棄該当者、８人証、
９選択、10陳述書、11陳述書作成年月日、12作成者、13職業、14陳述書作成記載なしの場合にはその旨 記録範囲： 横田基地夜間差止等請求事件の原告団
記録情報の

134. 横田基地夜間差止等請求事件ファイル（住宅防音関係） 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 北関東防衛局総務部訟務室 個人情報ファイルの利用目的： 部内
の所掌事務に関する訴訟事務に利用する。 記録項目： １訴訟の次数、２原告番号、３原告ＩＤ、４原告氏名、５旧姓、６住所ＩＤ、７騒音地区内、８都道府県、９市町
村、10居住の場所、11転入・転居・出生の年月日、12Ｗ値、13新Ｗ値、14甲準備、15甲号証、乙号証、16居住の期間、17一審判決始期、18一審判決終期、19一審
住防室、20一審危回、21原告一覧、

135. 横田基地夜間差止等請求事件ファイル（免責関係２） 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 北関東防衛局総務部訟務室 個人情報ファイルの利用目的： 部内
の所掌事務に関する訴訟事務に利用する。 記録項目： １訴訟の次数、２原告番号、３原告ＩＤ、４原告氏名、５危険への接近対象者、６個別の免責の法理としての
危険への接近対象者、７Ｗ値個別の免責の法理としての危険への接近対象者、８新Ｗ値個別の免責の法理としての危険への接近対象者、９区分、10修正に該当、
11住民票上の住所の移動状況、12居住の年月日、13転入・

136. 横田基地夜間差止等請求事件ファイル（騒音訴訟判決対応プログラム） 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 北関東防衛局総務部訟務室 個人情報ファイルの利用目的： 部内
の所掌事務に関する訴訟事務に利用する。 記録項目： １訴訟の次数、２原告番号、３原告氏名、４住所、５仮執行免脱担保金、６損害賠償金額、７内弁護士費
用、８遅延損害金、９内弁護士費用、10損害賠償請求認容金額、11執行手数料、12合計額 記録範囲： 横田基地夜間差止等請求事件の原告団 記録情報の収
集方法： 裁
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137. 住宅防音処理システム 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 北関東防衛局企画部住宅防音課 個人情報ファイルの利用目的：
防衛施設周辺環境整備法等に基づく住宅防音業務に使用する。 記録項目： １実施次数（グループ）、２施設、３地域、４区分、５区域、６補助事業者名、７居住者
名、８世帯人数、９設計事務所、10対象室数、11年度、12担当係、13補助事業者住所、14補助事業者電話番号、15居住者住所、16居住者電話番号、17申請方法、
18地方事務費委託、19申込年月日、20内定

138. 朝霞地区（新座地区）テレビ電波受信障害改善変更協定書（Ｈ７） 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 北関東防衛局調達部調達計画課 個人情報ファイルの利用目的：
テレビ電話受信障害対策業務に使用する。 記録項目： １氏名、２住所 記録範囲： 電波障害改善対策者 記録情報の収集方法： 協定書の作成 記録情報の
経常的提供先： ― 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 防衛省大臣官房文書課情報公開・個人情報保護室〒１

139. 朝霞地区（練馬地区・新座地区）テレビ電波受信障害改善協定書（Ｈ７） 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 北関東防衛局調達部調達計画課 個人情報ファイルの利用目的：
テレビ電話受信障害対策業務に使用する。 記録項目： １氏名、２住所 記録範囲： 電波障害改善対策者 記録情報の収集方法： 協定書の作成 記録情報の
経常的提供先： ― 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地： 防衛省大臣官房文書課情報公開・個人情報保護室〒１

140. 厚木基地航空機離着陸損害賠償等請求事件ファイル（横浜地裁平成９年（ワ）第４２３７号） 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 南関東防衛局総務部訟務室 個人情報ファイルの利用目的： 部内
の所掌事務に関する訴訟事務に利用する。 記録項目： １訴状の次数、２市区分、３原告番号、４原告氏名、５生年月日、６年齢、７本籍、８訴状肩書地、９Ｗ値、10
住所移動状況、11入居年月日、12Ｗ値、13一次原告、14二次原告、15取下年月日、16外国人、17改姓、18陳述書提出日、19住宅防音実施住所、20住防Ｗ値、21
住防完了年月日、22施工室数、23補

141. 厚木基地航空機離着陸損害賠償等請求事件ファイル（横浜地裁平成１０年（ワ）第１２７８号） 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 南関東防衛局総務部訟務室 個人情報ファイルの利用目的： 部内
の所掌事務に関する訴訟事務に利用する。 記録項目： １訴状の次数、２市区分、３原告番号、４原告氏名、５生年月日、６年齢、７本籍、８訴状肩書地、９Ｗ値、10
住所移動状況、11入居年月日、12Ｗ値、13一次原告、14二次原告、15取下年月日、16外国人、17改姓、18陳述書提出日、19住宅防音実施住所、20住防Ｗ値、21
住防完了年月日、22施工室数、23補

142. 厚木基地航空機離着陸損害賠償等請求事件ファイル（東京高裁平成１５年（ネ）第１６８９号） 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 南関東防衛局総務部訟務室 個人情報ファイルの利用目的： 部内
の所掌事務に関する訴訟事務に利用する。 記録項目： １訴状の次数、２市区分、３原告番号、４原告氏名、５生年月日、６年齢、７本籍、８訴状肩書地、９Ｗ値、10
住所移動状況、11入居年月日、12Ｗ値、13一次原告、14二次原告、15取下年月日、16外国人、17改姓、18陳述書提出日、19住宅防音実施住所、20住防Ｗ値、21
住防完了年月日、22施工室数、23補

143. 砲撃音防音工事実績データ 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 南関東防衛局企画部防音対策課 個人情報ファイルの利用目的：
演習場周辺住宅防音事業補助金交付要綱に基づく住宅防音業務に使用する。 記録項目： １コード、２予算、３所在地、４補助事業者名、５住所、６居住者、７居住
者住所、８所有者氏名、９所有者住所、10設計事務所、11辞退、12新規時コード、13追加時コード、14その他 記録範囲： 補助金等交付申請書を提出した者 記
録情報の収集

144. 住宅防音工事実績データ（５ファイル） 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 南関東防衛局企画部住宅防音課 個人情報ファイルの利用目的：
防衛施設周辺環境整備法等に基づく住宅防音業務に使用する。 記録項目： １コード、２予算、３所在地、４補助事業者名、５住所、６居住者、７居住者住所、８所
有者氏名、９所有者住所、10設計事務所、11辞退、12新規時コード、13追加時コード、14その他 記録範囲： 補助金等交付申請書を提出した者(1)大和市、(2)綾瀬
市、(3)藤沢市

145. 住宅防音工事実績データ（３ファイル） 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 南関東防衛局企画部住宅防音課 個人情報ファイルの利用目的：
防衛施設周辺環境整備法等に基づく住宅防音業務に使用する。 記録項目： １コード、２予算、３所在地、４補助事業者名、５住所、６居住者、７居住者住所、８所
有者氏名、９所有者住所、10設計事務所、11辞退、12新規時コード、13追加時コード、14その他 記録範囲： 補助金等交付申請書を提出した者(1)座間市、(2)海老
名市、(3) 相

146. 機能復旧工事実績データ 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 南関東防衛局企画部住宅防音課 個人情報ファイルの利用目的：
防衛施設周辺環境整備法等に基づく住宅防音業務に使用する。 記録項目： １番号、２年度、３係名、４施設名、５市町村名、６次数、７整理番号、８工法、９区分、
１０自治会名、１１補助事業者氏名、１２法人C/D、１３補助事業者住所、１４人数、１５借家人氏名、１６借家人住所、１７所有者氏名、１８所有者住所、１９世帯区分、
２０補助額割合、２１申請方法、２２工事場所、

147. 移転個人別実績データ 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 南関東防衛局企画部防音対策課 個人情報ファイルの利用目的：
防衛施設周辺環境整備法等に基づく移転等の補償業務等に使用する。 記録項目： １個人名、２土地所在地、３面積、４金額 記録範囲： 厚木飛行場及び浜松
飛行場における移転措置契約者 記録情報の収集方法： 本人からの申請書等 記録情報の経常的提供先： ― 開示請求等を受理する組

148. 技術者経歴書（競争参加資格審査申請書等関係資料の一部） 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 南関東防衛局総務部契約課 個人情報ファイルの利用目的： 一般
競争（指名競争）参加資格に係る審査のために利用する。 記録項目： １氏名、２最終学歴、３法令による免許等、４実務経歴、５実務経歴年月数 記録範囲： 一
般競争（指名競争）参加資格審査申請書（測量・建設コンサルタント等）の申請会社等の技術者 記録情報の収集方法： 一般競争（指名競争）参加資格審査申請
書（測量・

149. 小松基地騒音訴訟最新原告名簿 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 近畿中部防衛局総務部訟務室 個人情報ファイルの利用目的： 部
内の所掌事務に関する訴訟事務に利用する。 記録項目： １陳述書番号、２原告区分、３原告番号、４ １・２次原告、５ １・２次認容、６死亡年月日、７新姓名、８移
動内容回答、９原告氏名、１０生年月日、１１年齢、１２本籍地、１３陳述書提出住所、１４提訴時住所、１５居住開始年月日、１６W値（提訴時）、１７最新住所、１８最
新入居年月日、１９最新W値、２０現住所、２

150. 小松基地騒音訴訟住宅防音実績データ 防衛省
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行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 近畿中部防衛局総務部訟務室 個人情報ファイルの利用目的： 部
内の所掌事務に関する訴訟事務に利用する。 記録項目： １原告区分、２原告番号、３原告氏名、４住所異動状況１、５ 1入居年月日、６ １W値、７年齢、８居住者、
９新規、１０追加、１１建替、１２一挙、１３外郭、１４新姓名、１５死亡年月日、１６新規室数、１７新規補助額、１８新規事業者、１９新規完成日付、２０追加室数、２１追
加補助額、２２追加事業者、２３追加完成

151. 技術者経歴書 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 近畿中部防衛局総務部契約課 個人情報ファイルの利用目的： 一
般競争（指名競争）参加資格に係る審査のために利用する。 記録項目： １氏名、２最終学歴、３法令による免許等、４実務経歴、５実務経歴年月数 記録範囲： 
一般競争（指名競争）参加資格審査申請書（測量・建設コンサルタント等）の申請会社等の技術者 記録情報の収集方法： 一般競争（指名競争）参加資格審査申
請書（測量

152. 小松基地騒音訴訟原告名簿 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 近畿中部防衛局総務部訟務室 個人情報ファイルの利用目的： 小
松基地騒音訴訟に係る訴訟事務に利用するため。 記録項目： １ 陳述書番号、２ 原告区分、３ 原告番号、４ 直近前次原告、５ 直近前次認容、６ 死亡年月日、７ 
新姓名、８ 移動内回答、９ 原告氏名、１０ 生年月日、１１ 年齢、１２ 本籍地、１３ 陳述書提出住所、１４ 提訴時住所、１５ 居住開始年月日、１６ Ｗ値（提訴時）、１７ 
最新住所、１８ 最新入居年

153. 近畿中部防衛局住宅防音事業実績データ 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 近畿中部防衛局企画部防音対策課 個人情報ファイルの利用目
的： 防衛施設周辺環境整備法等に基づく住宅防音業務に使用するため。 記録項目： １ 補助事業者名、２ 施工場所、３ 防音年度、４ 区域、５ 設計事務所、６
メーカー名、７ 室数、８ 補助金額、９ 防音工事実績、１０ 空調復旧工事実績、１１ 建具復旧工事実績、１２ 申請書類電子データ 記録範囲： 補助金等交付申
請書を提出した者 

154. 近畿中部防衛局移転措置事業実績データ 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 近畿中部防衛局企画部防音対策課 個人情報ファイルの利用目
的： 防衛施設周辺環境整備法等に基づく移転措置業務に使用するため。 記録項目： １ 移転者氏名、２ 戸数、３ 実施年度、４ 区域、５ 建物所在地、６ 建物
面積、７ 建物金額、８ 土地所在地、９ 土地金額、１０ ２種宅地地番、１１ ２種農地等地番、１２ ３種宅地地番、１３ ３種農地等地番、１４ 移転先地、１５ 先地
区域 記録範囲： 移

155. 住宅防音工事実績データ 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 東海防衛支局防音対策課 個人情報ファイルの利用目的： 防衛施
設周辺環境整備法等に基づく住宅防音業務に使用する。 記録項目： １整理番号、２年度、３当該年度の次数、４施設名、５市町村名、６世帯番号、７設計、８申請
区分、９補助事業者名、１０補助事業者名１、１１旧補助事業者名、１２補助事業者住所、１３旧補助事業者住所、１４電話番号、１５住宅の所在地、１６旧住宅の所
在地、１７住宅の所有者、１８旧住宅の所有者、１９住宅の

156. 空調復旧工事実績データ 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 東海防衛支局防音対策課 個人情報ファイルの利用目的： 防衛施
設周辺環境整備法等に基づく住宅防音業務に使用する。 記録項目： １通番号、２整理番号、３年度、４当該年度の次数、５採択区分、６市町名、７世帯番号、８メ
ーカー、９申請区分、１０補助事業者名、１１旧補助事業者名、１２補助事業者住所、１３旧補助事業者住所、１４電話番号、１５住宅の所在地、１６旧住宅の所在地、
１７住宅の所有者、１８旧住宅の所有者、１９住宅の所有

157. 技術者経歴書 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 東海防衛支局会計課 個人情報ファイルの利用目的： 一般競争
（指名競争）参加資格に係る審査のために利用する。 記録項目： １氏名、２最終学歴、３法令による免許等、４実務経歴、５実務経歴年月数 記録範囲： 一般競
争（指名競争）参加資格審査申請書（測量・建設コンサルタント等）の申請会社等の技術者 記録情報の収集方法： 一般競争（指名競争）参加資格審査申請書（測
量・建設コ

158. 建具復旧工事実績データ 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 東海防衛支局防音対策課 個人情報ファイルの利用目的： 防衛施
設周辺環境整備等に基づく住宅防音業務に使用する。 記録項目： １年度、２次数、３補助事業者名、４補助事業者住所、５設計事務所、６整理番号、７施設名、８
市町村名、９申請区分、１０電話番号、１１住宅の所在地、１２住宅の所有者、１３住宅の所有者住所、１４住宅の居住者、１５居住者電話番号、１６住宅の構造、１７
工事区分、１８区域、１９工法の区分、２０内定年月日、

159. 技術者経歴書 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 中国四国防衛局総務部契約課 個人情報ファイルの利用目的： 一
般競争（指名競争）参加資格に係る審査のために利用する。 記録項目： １氏名、２最終学歴、３法令による免許等、４実務経歴、５実務経歴年月数 記録範囲： 
一般競争（指名競争）参加資格審査申請書（測量・建設コンサルタント等）の申請会社等の技術者 記録情報の収集方法： 一般競争（指名競争）参加資格審査申
請書（測量

160. 防音工事の個人別調書 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 中国四国防衛局企画部防音対策課 個人情報ファイルの利用目
的： 防衛施設周辺環境整備法に基づく住宅防音業務に使用する。 記録項目： １氏名、２住所名、３工事内容、４工事費、５工事雑費、６地方事務費、７設計事務
所名、８施工業者名 記録範囲： 補助金等交付申請書を提出した者（昭和４９年度以降） 記録情報の収集方法： 本人からの申請書等 記録情報の経常的提供
先

161. 空気調和機器復旧工事の個人別調書 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 中国四国防衛局企画部防音対策課 個人情報ファイルの利用目
的： 防衛施設周辺環境整備法に基づく住宅防音業務に使用する。 記録項目： １氏名、２住所名、３工事内容、４工事費、５工事雑費、６地方事務費、７設計事務
所名、８施工業者名 記録範囲： 補助金等交付申請書を提出した者（平成元年度以降） 記録情報の収集方法： 本人からの申請書等 記録情報の経常的提供
先：

162. 防音建具復旧工事の個人別調書 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 中国四国防衛局企画部防音対策課 個人情報ファイルの利用目
的： 住宅防音事業の執行状況等の確認に使用する。 記録項目： １年次、２字数、３市町村名、４区域、５方法、６申請方法、７補助事業者氏名、８補助事業者住
所、９所有者または借家人、１０所有者または借家人住所、１１復旧室数内訳、１２枠交換窓数、１３総事業費 記録範囲： 住宅防音事業を実施した者 記録情報
の収集方法： 

163. 平成２１年度防音建具機能復旧個人別調書綴 防衛省
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行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 中国四国防衛局企画部防音対策課 個人情報ファイルの利用目
的： 住宅防音事業の執行状況等の確認に使用する。 記録項目： １番号、２年度、３期月、４工事種別、５補助事業者名、６〒（補）、７補助事業者住所、８所／居、
９所／居氏名、１０住宅の所在地、１１Ｗ値、１２構造等、１３工法、１４復旧室数、１５復旧窓数、１６補助率、１７工事費、本体工事費、各種工事負担金、工事雑費、
計、１８設計管理費、１９地方事務費、２０合計、２１

164. 平成２１年度防音工事決裁綴（防音建具） 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 中国四国防衛局企画部防音対策課 個人情報ファイルの利用目
的： 住宅防音事業の執行状況等の確認に使用する。 記録項目： １番号、２年度、３期月、４工事種別、５補助事業者名、６〒（補）、７補助事業者住所、８所／居、
９所／居氏名、１０住宅の所在地、１１Ｗ値、１２構造等、１３工法、１４復旧室数、１５復旧窓数、１６補助率、１７工事費、本体工事費、各種工事負担金、工事雑費、
計、１８設計管理費、１９地方事務費、２０合計、２１

165. 平成２２年度防音工事決裁綴（空気調和機器機能復旧） 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 中国四国防衛局企画部防音対策課 個人情報ファイルの利用目
的： 住宅防音事業の執行状況等の確認に使用する。 記録項目： １番号、２年度、３期、４補助事業者名、５補助事業者住所、６所有者／借家人氏名、７所有者／
借家人住所、８復旧居室数、９対象機器台数、１０交付決定額（工事費、設計管理費、地方事務費、計）、１１確定額（工事費、設計管理費、地方事務費、計）、１２左
記のうち、自己負担額の内訳、１３備考 記録範

166. 住宅防音工事実績データ 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 九州防衛局企画部住宅防音課 個人情報ファイルの利用目的： 防
衛施設周辺環境整備法等に基づく住宅防音業務に使用する。 記録項目： １年度、２施設、３地域、４区分、５防音、６区域、７告示日、８種別、９工法、１０自治会
名、１１所在地、１２全室数、１３施工済室数、１４対象室数、１５補助事業者名、１６補助事業者住所、１７補助事業者電話番号、１８生活保護世帯、１９世帯人員、２
０居住者名、２１居住者住所、２２居住者電話番号、

167. 機能復旧工事実績データ 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 九州防衛局企画部住宅防音課 個人情報ファイルの利用目的： 防
衛施設周辺環境整備法等に基づく住宅防音業務に使用する。 記録項目： １年度、２施設、３申込年月日、４内定年月日、５内定番号、６申請年月日、７地域、８保
護世帯、９補助事業者名、１０住所、１１居住者住所、１２居住者、１３所有者氏名、１４所有者住所、１５所在地、１６世帯人員、１７区分、１８区域、１９対象室数、２０
申請方法、２１補助事業者名、２２交付年月日、２

168. 放送受信事業交付申請者ファイル 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 九州防衛局 企画部 周辺環境整備課 個人情報ファイルの利用目
的： 放送受信事業業務 記録項目： １番号、２年度、３次数、４施設名、５市町名、６整理番号、７申請者名、８郵便番号、９申請者住所、１０申請年月日、１１放送受
信料、１２受信料補助額、１３事務費、１４補助額、１５事業完了日、１６決定日付、１７決定番号、１８備考、１９その他、２０コード、２１契約種別、２２支払区分、２３支
払方法、２４対象月数 記録

169. 技術者経歴書 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 熊本防衛支局総務課 個人情報ファイルの利用目的： 一般競争
（指名競争）参加資格に係る審査のために利用する。 記録項目： １氏名、２最終学歴、３法令による免許等、４実務経歴、５実務経歴年月数 記録範囲： 一般競
争（指名競争）参加資格審査申請書（測量・建設コンサルタント等）の申請会社等の技術者 記録情報の収集方法： 一般競争（指名競争）参加資格審査申請書（測
量・建設コ

170. 駐留軍用地特措法関係土地所有者等一覧 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 沖縄防衛局管理部施設取得第１課用地調整室 個人情報ファイル
の利用目的： 駐留軍用地特措法等に基づく土地等の使用及び収用に関する事務に使用する。 記録項目： 1 担保金持分別番号、2 担保金持分別整理番号、3 デ
ータ更新日、4 記号、5 施設番号、6 施設名、7 局名、8 局番号、9 地域番号、10 都道府県、11 市町村名、12 郡名、13 種別、14 対象地番、15 整理番号、16 ふりが
な、17 氏名、18

171. 借料計算システム 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 沖縄防衛局管理部施設取得第１課沖縄防衛局管理部施設取得第
２課沖縄防衛局管理部施設取得第３課 個人情報ファイルの利用目的： 自衛隊の施設及び駐留軍の使用に供する施設及び区域の賃貸借等の借料計算事務処
理に使用する。 記録項目： １年度、２算定期間、３ＦＡＣ．ＮＯ、４施設名称、５契約番号、６整理番号、７郵便番号、８所有者住所、９所有者氏名、１０所在地コー
ド、１１土地の所在地、１２地目、１３種別、１４面積（平方メートル

172. 駐留軍用地返還特措法関係給付金支払システム 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 沖縄防衛局管理部返還対策課 個人情報ファイルの利用目的： 駐
留軍用地返還特措法に基づく給付金の支払い業務の処理に使用する。 記録項目： １所有者番号、２返還日、３FACNo、４契約番号、５氏名、６所在地住所、７対
象期間開始、８対象期間終了、９地目名、１０面積、１１単価、１２年額、１３月額、１４日数、１５施設名、１６管理費、１７特別管理費、１８支給金額、１９生涯限度額、
２０給付金算定額、２１給付金支給額、２２支払

173. 住宅防音事業実績 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 沖縄防衛局企画部住宅防音課 個人情報ファイルの利用目的： 防
衛施設周辺環境整備法等に基づく住宅防音業務に使用する。 記録項目： １実施年度、２補助事業者氏名、３補助事業者住所、４借家人氏名、５借家人住所、６世
帯人員、７対象室数、８構造、９工期、１０補助額 記録範囲： 補助金等交付申請書を提出した者 記録情報の収集方法： 本人からの申請書等 記録情報の経

174. 沖縄振興特別措置法関係特定跡地給付金支払システム 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 沖縄防衛局管理部返還対策課 個人情報ファイルの利用目的： 沖
縄振興特別措置法に基づく特定跡地給付金の支払業務の処理に使用する 記録項目： １所有者番号、２返還日、３FACNo、４契約番号、５氏名、６所在地住所、７
対象期間開始、８対象期間終了、９地目名、１０面積、１１単価、１２年額、１３月額、１４日数、１５施設名、１６管理費、１７特別管理費、１８支給金額、１９生涯限度
額、２０給付金算定額、２１給付金支給額、２２支

175. 嘉手納（第５次）原告一覧ファイル 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 沖縄防衛局総務部訟務室 個人情報ファイルの利用目的： 部内の
所掌事務に関する訴訟事務に使用するため。 記録項目： １ 原告番号、２ 原告種別、３ 姓、４ 名、５ 生年月日、６ 住所（市町村）、７ 住所（字）、８ 住所（丁
目）、９ 住所（番）、１０ 住所（号）、１１ 住所（その他）、１２ 転入日、１３ 転出日、１４ 証明書類、１５ 証明年月日、１６ 区域、１７ 工事種別、１８ 完了年月
日、１９ 工事居室数、２０

176. 住宅防音事業希望届 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 沖縄防衛局企画部住宅防音課 個人情報ファイルの利用目的： 防
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衛施設周辺環境整備法等に基づく住宅防音事業に使用するため。 記録項目： １ 工事希望者氏名、２ 工事希望者住所、３ 借家人氏名、４ 借家人住所、５ 連絡
先、６ 建築年月日 記録範囲： 住宅防音工事希望届を提出した者 記録情報の収集方法： 本人からの希望届等 記録情報の経常的提供先： 

177. 普天間（４・６・７・８次）原告一覧ファイル 防衛省

行政機関の名称： 防衛省 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 沖縄防衛局総務部訟務室 個人情報ファイルの利用目的： 訴訟事
務に使用するため。 記録項目： １ 原告番号、２ 原告種別、３ 原告氏名、４ 姓、５ 名、６ 生年月日、７ 居住状況、８ 住所、９ 転入日、１０ 転出日、１１ 証
明書類、１２ 証明年月日、１３ 区域、１４ 防音工事実績、１５ 工事種別、１６ 完了年月日、１７ 工事居室数、１８ 全居室数 記録範囲： 騒音訴訟の原告団

全件詳細表示 選択詳細表示 前の100件
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e-Gov home >  検索条件入力 > 検索結果

個人情報ファイル簿の検索

検索画面へ戻る

検索結果一覧

検索キーワード 指定なし 

府省 会計検査院

上記の検索条件で 9 件ヒットしました。1件から9件を表示
詳細を見るには、番号横のチェックボックスをチェックし、詳細表示をクリックして下さい。

全件詳細表示 選択詳細表示

凡例 個人情報ファイルの名称 府省名

行政機関の名称：行政機関の名称（全角２０文字以内） 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称：個人情報ファイルが利用に供される事務
をつかさどる組織の名称（全角５，０００文字以内） 個人情報ファイルの利用目的：個人情報ファイルの利用目的（全角２５０文字以内） 記録項目：記録項目（全角５，
０００文字以内） 記録範囲：記録範囲（全角５００文字以内） 記録情報の収集方法：記録情報の収集方法（全角１５０文字以内）・・・・先頭３００字までを表示

1. 会計検査院検定集 会計検査院

行政機関の名称： 会計検査院 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 事務総長官房上席検定調査官 個人情報ファイルの利用目的：
弁償責任の検定に関する事務に利用する 記録項目： １整理番号、２議第番号、３会議年月日、４件名、５検定書（検定の対象となる会計事務職員、事実関係、審理
の結果）、６有責任又は無責任通知書（平成18年4月以降は、「有責任又は責任がない旨の通知書」） 記録範囲： 検定の対象となった会計事務職員 記録情報の収
集方法： 

2. 弁償責任の検定ファイル(平成６年以前分） 会計検査院

行政機関の名称： 会計検査院 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 事務総長官房上席検定調査官 個人情報ファイルの利用目的：
弁償責任の検定に関する事務に利用する 記録項目： １会議年月日、２議第番号、３起案年月日、４発送年月日、５検定書案（検定の対象となる会計事務職員、事実
関係、審理の結果）、６有責任又は無責任通知書案、７説明資料（官署又は事務所の概要、所在図、見取り図）、８会計法第４２条（予算執行職員等の責任に関する法
律第１０条第３項において準用する場合を含む。）に基づ

3. 弁償責任の検定ファイル（平成７年以降分） 会計検査院

行政機関の名称： 会計検査院 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 事務総長官房上席検定調査官 個人情報ファイルの利用目的：
弁償責任の検定に関する事務に利用する 記録項目： １会議年月日、２議第番号、３起案年月日、４発送年月日、５検定書案（検定の対象となる会計事務職員、事実
関係、審理の結果）、６有責任又は無責任通知書案（平成18年4月以降は、「有責任又は責任がない旨の通知書案」）、７説明資料（官署又は事務所の概要、所在図、
見取り図）、８会計法第４２条（予算執行職員等の責任

4. 弁償責任の検定ファイル（検定しない件）（平成６年以前分） 会計検査院

行政機関の名称： 会計検査院 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 事務総長官房上席検定調査官 個人情報ファイルの利用目的：
弁償責任の検定に関する事務に利用する 記録項目： １検定しない件案、２検定しない旨の通知書案、３検定しない件案内訳表（処理の態様、件数及び金額、資金の
種別、物品の種別ごとの件数及び金額、亡失又は損傷の態様（盗難・取扱中・天災等の種別・犯罪・交通事故・日締））、４会計法第４２条（予算執行職員等の責任に関
する法律第１０条第３項において準用する場合を含む。

5. 弁償責任の検定ファイル（検定しない件） （平成７年以降分） 会計検査院

行政機関の名称： 会計検査院 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 事務総長官房上席検定調査官 個人情報ファイルの利用目的：
弁償責任の検定に関する事務に利用する 記録項目： １検定しない件案（平成18年4月以降は、「検定に該当しない件案」）、２検定しない旨の通知書案（平成18年4月
以降は、「検定に該当しない旨の通知書案」）、３検定しない件案内訳表（処理の態様、件数及び金額、資金の種別、物品の種別ごとの件数及び金額、亡失又は損傷
の態様（盗難・取扱中・天災等の種別・犯罪・交通

6. 国会質疑応答記録 会計検査院

行政機関の名称： 会計検査院 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 事務総長官房総務課 個人情報ファイルの利用目的： 国会との
交渉に関する事務に利用する 記録項目： １会計検査院関係質疑事項、２年月日、３委員会名、４質疑者氏名・会派、５答弁者氏・職、６国会会議録 記録範囲： 会
計検査院関係質疑事項の質疑者及び答弁者 記録情報の収集方法： 国会会議録 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を

7. 「月報」分類別寄稿者ファイル 会計検査院

行政機関の名称： 会計検査院 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 事務総長官房調査課 個人情報ファイルの利用目的： 年報その
他の会計検査院の活動に関する資料の整備に関する事務に利用する 記録項目： １掲載分野、２掲載年月、３題名、４氏名 記録範囲： 会計検査院「月報」に寄稿し
た会計検査院職員及び元会計検査院職員 記録情報の収集方法： 寄稿 記録情報の経常的提供先： － 開示請求等を受理する

8. 図書目録データファイル 会計検査院

行政機関の名称： 会計検査院 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 事務総長官房調査課 個人情報ファイルの利用目的： 図書の管
理に関する事務に利用する 記録項目： １登録番号、２ラベル番号、３請求記号、４所在区分、５登録日、６整理日、７検収日 、８資料区分、９和洋区分、１０貴重区
分、１１開閉区分、１２禁帯区分、１３形態区分、１４入手区分、１５入手先番号、１６入手先名、１７定価、１８書誌番号、１９書名、２０巻次、２１著者名 記録範囲： 会計
検査院図書館

9. 図書館利用者ファイル 会計検査院

e-Gov（イーガブ）は総務省が運営する総合的な行政ポータルサイトです
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行政機関の名称： 会計検査院 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称： 事務総長官房調査課 個人情報ファイルの利用目的： 図書の管
理に関する事務に利用する 記録項目： １利用者データID、２利用券番号、３利用者番号、４登録日、５有効期限日、６利用者区分、７所属区分、８性別、９利用者名、
１０利用者名（ヨミ）、１１所属館、１２処理日時、１３書名、１４巻号、１５書誌番号、１６ラベル番号、１７返却日 記録範囲： 会計検査院職員、元会計検査院職員 記録

全件詳細表示 選択詳細表示
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- 1 -

個人情報ファイル簿 件名一覧 ＜例＞

……………○ 国立病院機構（東京医療センター分９５件） P. 1

…………………………○ 日本司法支援センター（３０件） P. 49

………………………………………○ 筑波大学（４５９件） P. 64

…………………………○ 自動車事故対策機構（２２１件） P. 82

資料１－参考２
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筑波大学 法人文書ファイル管理システム

筑波大学Home> 法人文書管理システムTop> 検索画面> 一次回答

検索条件：

用語検索 検索対象項目：すべての項目

検索条件：すべてのキーワードを含む項目（and条件）

キーワード：

分類検索 大分類：

中分類：

小分類：

ソート条件 第1ソートキー：文書分類（大分類、中分類、小分類）

第2ソートキー：作成（取得）時期

表示件数 100 件

条件に合致するデータが459件存在します。そのうち、1―100件（1ページ／5ページ）を表示しています。

法人文書ファイル名 内容
法人文書ファイル 管

理簿
個人情報ファイル簿

証明書発行ファイル(学生証)
学群・学生部学生生活課/*/29証
明/2001/03/31

表示 表示

昭和49年度学群卒業者等の学籍ファイ
ル

学群・学生部学務課/*/10学籍の記
録/2001/03/31

表示 表示

昭和50年度学群卒業者等の学籍ファイ
ル

学群・学生部学務課/*/10学籍の記
録/2001/03/31

表示 表示

昭和51年度学群卒業者等の学籍ファイ
ル

学群・学生部学務課/*/10学籍の記
録/2001/03/31

表示 表示

昭和52年度学群卒業者等の学籍ファイ
ル

学群・学生部学務課/*/10学籍の記
録/2001/03/31

表示 表示

昭和53年度学群卒業者等の学籍ファイ
ル

学群・学生部学務課/*/10学籍の記
録/2001/03/31

表示 表示

昭和54年度学群卒業者等の学籍ファイ
ル

学群・学生部学務課/*/10学籍の記
録/2001/03/31

表示 表示

昭和55年度学群卒業者等の学籍ファイ
ル

学群・学生部学務課/*/10学籍の記
録/2001/03/31

表示 表示

昭和56年度学群卒業者等の学籍ファイ
ル

学群・学生部学務課/*/10学籍の記
録/2001/03/31

表示 表示

昭和57年度学群卒業者等の学籍ファイ
ル

学群・学生部学務課/*/10学籍の記
録/2001/03/31

表示 表示

昭和58年度学群卒業者等の学籍ファイ
ル

学群・学生部学務課/*/10学籍の記
録/2001/03/31

表示 表示

昭和59年度学群卒業者等の学籍ファイ
ル

学群・学生部学務課/*/10学籍の記
録/2001/03/31

表示 表示

昭和60年度学群卒業者等の学籍ファイ
ル

学群・学生部学務課/*/10学籍の記
録/2001/03/31

表示 表示

昭和61年度学群卒業者等の学籍ファイ
ル

学群・学生部学務課/*/10学籍の記
録/2001/03/31

表示 表示

昭和62年度学群卒業者等の学籍ファイ
ル

学群・学生部学務課/*/10学籍の記
録/2001/03/31

表示 表示

昭和63年度学群卒業者等の学籍ファイ
ル

学群・学生部学務課/*/10学籍の記
録/2001/03/31

表示 表示

平成元年度学群卒業者等の学籍ファイ
ル

学群・学生部学務課/*/10学籍の記
録/2001/03/31

表示 表示

平成2年度学群卒業者等の学籍ファイ
ル

学群・学生部学務課/*/10学籍の記
録/2001/03/31

表示 表示

平成3年度学群卒業者等の学籍ファイ
ル

学群・学生部学務課/*/10学籍の記
録/2001/03/31

表示 表示

平成4年度学群卒業者等の学籍ファイ
ル

学群・学生部学務課/*/10学籍の記
録/2001/03/31

表示 表示

1/4ページResult
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平成5年度学群卒業者等の学籍ファイ
ル

学群・学生部学務課/*/10学籍の記
録/2001/03/31

表示 表示

平成6年度学群卒業者等の学籍ファイ
ル

学群・学生部学務課/*/10学籍の記
録/2001/03/31

表示 表示

平成7年度学群卒業者等の学籍ファイ
ル

学群・学生部学務課/*/10学籍の記
録/2001/03/31

表示 表示

平成8年度学群卒業者等の学籍ファイ
ル

学群・学生部学務課/*/10学籍の記
録/2001/03/31

表示 表示

平成9年度学群卒業者等の学籍ファイ
ル

学群・学生部学務課/*/10学籍の記
録/2001/03/31

表示 表示

平成10年度学群卒業者等の学籍ファイ
ル

学群・学生部学務課/*/10学籍の記
録/2001/03/31

表示 表示

平成11年度学群卒業者等の学籍ファイ
ル

学群・学生部学務課/*/10学籍の記
録/2001/03/31

表示 表示

平成12年度学群卒業者等の学籍ファイ
ル

学群・学生部学務課/*/10学籍の記
録/2001/03/31

表示 表示

平成13年度学群卒業者等の学籍ファイ
ル

学群・学生部学務課/*/10学籍の記
録/2002/03/31

表示 表示

平成14年度学群卒業者等の学籍ファイ
ル

学群・学生部学務課/*/10学籍の記
録/2003/03/31

表示 表示

平成15年度学群卒業者等の学籍ファイ
ル

学群・学生部学務課/*/10学籍の記
録/2004/03/31

表示 表示

昭和49年度学群卒業者等の成績証明
書原簿ファイル

学群・学生部学務課/*/11学業成績の記
録/2001/03/31

表示 表示

昭和50年度学群卒業者等の成績証明
書原簿ファイル

学群・学生部学務課/*/11学業成績の記
録/2001/03/31

表示 表示

昭和51年度学群卒業者等の成績証明
書原簿ファイル

学群・学生部学務課/*/11学業成績の記
録/2001/03/31

表示 表示

昭和52年度学群卒業者等の成績証明
書原簿ファイル

学群・学生部学務課/*/11学業成績の記
録/2001/03/31

表示 表示

昭和53年度学群卒業者等の成績証明
書原簿ファイル

学群・学生部学務課/*/11学業成績の記
録/2001/03/31

表示 表示

昭和54年度学群卒業者等の成績証明
書原簿ファイル

学群・学生部学務課/*/11学業成績の記
録/2001/03/31

表示 表示

昭和55年度学群卒業者等の成績証明
書原簿ファイル

学群・学生部学務課/*/11学業成績の記
録/2001/03/31

表示 表示

昭和56年度学群卒業者等の成績証明
書原簿ファイル

学群・学生部学務課/*/11学業成績の記
録/2001/03/31

表示 表示

昭和57年度学群卒業者等の成績証明
書原簿ファイル

学群・学生部学務課/*/11学業成績の記
録/2001/03/31

表示 表示

昭和58年度学群卒業者等の成績証明
書原簿ファイル

学群・学生部学務課/*/11学業成績の記
録/2001/03/31

表示 表示

昭和59年度学群卒業者等の成績証明
書原簿ファイル

学群・学生部学務課/*/11学業成績の記
録/2001/03/31

表示 表示

昭和60年度学群卒業者等の成績証明
書原簿ファイル

学群・学生部学務課/*/11学業成績の記
録/2001/03/31

表示 表示

昭和61年度学群卒業者等の成績証明
書原簿ファイル

学群・学生部学務課/*/11学業成績の記
録/2001/03/31

表示 表示

昭和62年度学群卒業者等の成績証明
書原簿ファイル

学群・学生部学務課/*/11学業成績の記
録/2001/03/31

表示 表示

昭和63年度学群卒業者等の成績証明
書原簿ファイル

学群・学生部学務課/*/11学業成績の記
録/2001/03/31

表示 表示

平成元年度学群卒業者等の成績証明
書原簿ファイル

学群・学生部学務課/*/11学業成績の記
録/2001/03/31

表示 表示

平成2年度学群卒業者等の成績証明書
原簿ファイル

学群・学生部学務課/*/11学業成績の記
録/2001/03/31

表示 表示

平成3年度学群卒業者等の成績証明書
原簿ファイル

学群・学生部学務課/*/11学業成績の記
録/2001/03/31

表示 表示

平成4年度学群卒業者等の成績証明書
原簿ファイル

学群・学生部学務課/*/11学業成績の記
録/2001/03/31

表示 表示

平成5年度学群卒業者等の成績証明書
原簿ファイル

学群・学生部学務課/*/11学業成績の記
録/2001/03/31

表示 表示

平成6年度学群卒業者等の成績証明書 学群・学生部学務課/*/11学業成績の記 表示 表示
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原簿ファイル 録/2001/03/31

平成7年度学群卒業者等の成績証明書
原簿ファイル

学群・学生部学務課/*/11学業成績の記
録/2001/03/31

表示 表示

平成8年度学群卒業者等の成績証明書
原簿ファイル

学群・学生部学務課/*/11学業成績の記
録/2001/03/31

表示 表示

平成9年度学群卒業者等の成績証明書
原簿ファイル

学群・学生部学務課/*/11学業成績の記
録/2001/03/31

表示 表示

平成10年度学群卒業者等の成績証明
書原簿ファイル

学群・学生部学務課/*/11学業成績の記
録/2001/03/31

表示 表示

平成11年度学群卒業者等の成績証明
書原簿ファイル

学群・学生部学務課/*/11学業成績の記
録/2001/03/31

表示 表示

平成12年度学群卒業者等の成績証明
書原簿ファイル

学群・学生部学務課/*/11学業成績の記
録/2001/03/31

表示 表示

平成13年度学群卒業者等の成績証明
書原簿ファイル

学群・学生部学務課/*/11学業成績の記
録/2002/03/31

表示 表示

平成14年度学群卒業者等の成績証明
書原簿ファイル

学群・学生部学務課/*/11学業成績の記
録/2003/03/31

表示 表示

平成15年度学群卒業者等の成績証明
書原簿ファイル

学群・学生部学務課/*/11学業成績の記
録/2004/03/31

表示 表示

昭和24年度東京教育大学等に係る学
籍・成績原簿ファイル

学群・学生部学務課/*/12東京教育大学等の
記録/2001/03/31

表示 表示

昭和25年度東京教育大学等に係る学
籍・成績原簿ファイル

学群・学生部学務課/*/12東京教育大学等の
記録/2001/03/31

表示 表示

昭和26年度東京教育大学等に係る学
籍・成績原簿ファイル

学群・学生部学務課/*/12東京教育大学等の
記録/2001/03/31

表示 表示

昭和27年度東京教育大学等に係る学
籍・成績原簿ファイル

学群・学生部学務課/*/12東京教育大学等の
記録/2001/03/31

表示 表示

昭和28年度東京教育大学等に係る学
籍・成績原簿ファイル

学群・学生部学務課/*/12東京教育大学等の
記録/2001/03/31

表示 表示

昭和29年度東京教育大学等に係る学
籍・成績原簿ファイル

学群・学生部学務課/*/12東京教育大学等の
記録/2001/03/31

表示 表示

昭和30年度東京教育大学等に係る学
籍・成績原簿ファイル

学群・学生部学務課/*/12東京教育大学等の
記録/2001/03/31

表示 表示

昭和31年度東京教育大学等に係る学
籍・成績原簿ファイル

学群・学生部学務課/*/12東京教育大学等の
記録/2001/03/31

表示 表示

昭和32年度東京教育大学等に係る学
籍・成績原簿ファイル

学群・学生部学務課/*/12東京教育大学等の
記録/2001/03/31

表示 表示

昭和33年度東京教育大学等に係る学
籍・成績原簿ファイル

学群・学生部学務課/*/12東京教育大学等の
記録/2001/03/31

表示 表示

昭和34年度東京教育大学等に係る学
籍・成績原簿ファイル

学群・学生部学務課/*/12東京教育大学等の
記録/2001/03/31

表示 表示

昭和35年度東京教育大学等に係る学
籍・成績原簿ファイル

学群・学生部学務課/*/12東京教育大学等の
記録/2001/03/31

表示 表示

昭和36年度東京教育大学等に係る学
籍・成績原簿ファイル

学群・学生部学務課/*/12東京教育大学等の
記録/2001/03/31

表示 表示

昭和37年度東京教育大学等に係る学
籍・成績原簿ファイル

学群・学生部学務課/*/12東京教育大学等の
記録/2001/03/31

表示 表示

昭和38年度東京教育大学等に係る学
籍・成績原簿ファイル

学群・学生部学務課/*/12東京教育大学等の
記録/2001/03/31

表示 表示

昭和39年度東京教育大学等に係る学
籍・成績原簿ファイル

学群・学生部学務課/*/12東京教育大学等の
記録/2001/03/31

表示 表示

昭和40年度東京教育大学等に係る学
籍・成績原簿ファイル

学群・学生部学務課/*/12東京教育大学等の
記録/2001/03/31

表示 表示

昭和41年度東京教育大学等に係る学
籍・成績原簿ファイル

学群・学生部学務課/*/12東京教育大学等の
記録/2001/03/31

表示 表示

昭和42年度東京教育大学等に係る学
籍・成績原簿ファイル

学群・学生部学務課/*/12東京教育大学等の
記録/2001/03/31

表示 表示

昭和43年度東京教育大学等に係る学
籍・成績原簿ファイル

学群・学生部学務課/*/12東京教育大学等の
記録/2001/03/31

表示 表示

昭和44年度東京教育大学等に係る学
籍・成績原簿ファイル

学群・学生部学務課/*/12東京教育大学等の
記録/2001/03/31

表示 表示

昭和45年度東京教育大学等に係る学
籍・成績原簿ファイル

学群・学生部学務課/*/12東京教育大学等の
記録/2001/03/31

表示 表示
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昭和46年度東京教育大学等に係る学
籍・成績原簿ファイル

学群・学生部学務課/*/12東京教育大学等の
記録/2001/03/31

表示 表示

昭和47年度東京教育大学等に係る学
籍・成績原簿ファイル

学群・学生部学務課/*/12東京教育大学等の
記録/2001/03/31

表示 表示

昭和48年度東京教育大学等に係る学
籍・成績原簿ファイル

学群・学生部学務課/*/12東京教育大学等の
記録/2001/03/31

表示 表示

昭和49年度東京教育大学等に係る学
籍・成績原簿ファイル

学群・学生部学務課/*/12東京教育大学等の
記録/2001/03/31

表示 表示

昭和50年度東京教育大学等に係る学
籍・成績原簿ファイル

学群・学生部学務課/*/12東京教育大学等の
記録/2001/03/31

表示 表示

昭和51年度東京教育大学等に係る学
籍・成績原簿ファイル

学群・学生部学務課/*/12東京教育大学等の
記録/2001/03/31

表示 表示

昭和52年度東京教育大学等に係る学
籍・成績原簿ファイル

学群・学生部学務課/*/12東京教育大学等の
記録/2001/03/31

表示 表示

昭和53年度東京教育大学等に係る学
籍・成績原簿ファイル

学群・学生部学務課/*/12東京教育大学等の
記録/2001/03/31

表示 表示

平成2年度学群期末試験成績報告ファ
イル

学群・学生部学務課/*/4学業成
績/2001/03/31

表示 表示

平成3年度学群期末試験成績報告ファ
イル

学群・学生部学務課/*/4学業成
績/2001/03/31

表示 表示

平成4年度学群期末試験成績報告ファ
イル

学群・学生部学務課/*/4学業成
績/2001/03/31

表示 表示

平成5年度学群期末試験成績報告ファ
イル

学群・学生部学務課/*/4学業成
績/2001/03/31

表示 表示

平成6年度学群期末試験成績報告ファ
イル

学群・学生部学務課/*/4学業成
績/2001/03/31

表示 表示

平成7年度学群期末試験成績報告ファ
イル

学群・学生部学務課/*/4学業成
績/2001/03/31

表示 表示

平成8年度学群期末試験成績報告ファ
イル

学群・学生部学務課/*/4学業成
績/2001/03/31

表示 表示

平成9年度学群期末試験成績報告ファ
イル

学群・学生部学務課/*/4学業成
績/2001/03/31

表示 表示

平成10年度学群期末試験成績報告ファ
イル

学群・学生部学務課/*/4学業成
績/2001/03/31

表示 表示
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筑波大学 法人文書ファイル管理システム

筑波大学Home> 法人文書管理システムTop> 検索画面> 一次回答

検索条件：

用語検索 検索対象項目： すべての項目

検索条件： すべてのキーワードを含む項目（and条件）

キーワード：

分類検索 大分類：

中分類：

小分類：

ソート条件 第1ソートキー： 文書分類（大分類、中分類、小分類）

第2ソートキー： 作成（取得）時期

表示件数 100 件

条件に合致するデータが459件存在します。そのうち、101―200件（2ページ／5ページ）を表示しています。

法人文書ファイル名 内容
法人文書ファイル 管

理簿
個人情報ファイル簿

平成11年度学群期末試験成績報告フ
ァイル

学群・学生部学務課/*/4学業成
績/2001/03/31

表示 表示

平成12年度学群期末試験成績報告フ
ァイル

学群・学生部学務課/*/4学業成
績/2001/03/31

表示 表示

平成13年度学群期末試験成績報告フ
ァイル

学群・学生部学務課/*/4学業成
績/2002/03/31

表示 表示

平成14年度学群期末試験成績報告フ
ァイル

学群・学生部学務課/*/4学業成
績/2003/03/31

表示 表示

平成15年度学群期末試験成績報告フ
ァイル

学群・学生部学務課/*/4学業成
績/2004/03/31

表示 表示

平成16年度学群期末試験成績報告フ
ァイル

学群・学生部学務課/*/84学業成
績/2005/03/31

表示 表示

平成16年度学群卒業者等の学籍ファイ
ル

学群・学生部学務課/*/90学籍の記
録/2005/03/31

表示 表示

平成16年度学群卒業者等の成績証明
書原簿ファイル

学群・学生部学務課/*/91学業成績の記
録/2005/03/31

表示 表示

昭和53年度卒業者の進路先一覧ファイ
ル

学群・学生部就職課/就職係/18進路把
握/2001/03/31

表示 表示

昭和54年度卒業者の進路先一覧ファイ
ル

学群・学生部就職課/就職係/18進路把
握/2001/03/31

表示 表示

昭和55年度卒業者の進路先一覧ファイ
ル

学群・学生部就職課/就職係/18進路把
握/2001/03/31

表示 表示

昭和56年度卒業者の進路先一覧ファイ
ル

学群・学生部就職課/就職係/18進路把
握/2001/03/31

表示 表示

昭和57年度卒業者の進路先一覧ファイ
ル

学群・学生部就職課/就職係/18進路把
握/2001/03/31

表示 表示

昭和58年度卒業者の進路先一覧ファイ
ル

学群・学生部就職課/就職係/18進路把
握/2001/03/31

表示 表示

昭和59年度卒業者の進路先一覧ファイ
ル

学群・学生部就職課/就職係/18進路把
握/2001/03/31

表示 表示

昭和60年度卒業者の進路先一覧ファイ
ル

学群・学生部就職課/就職係/18進路把
握/2001/03/31

表示 表示

昭和61年度卒業者の進路先一覧ファイ
ル

学群・学生部就職課/就職係/18進路把
握/2001/03/31

表示 表示

昭和62年度卒業者の進路先一覧ファイ
ル

学群・学生部就職課/就職係/18進路把
握/2001/03/31

表示 表示

昭和63年度卒業者の進路先一覧ファイ
ル

学群・学生部就職課/就職係/18進路把
握/2001/03/31

表示 表示

平成元年度卒業者の進路先一覧ファイ
ル

学群・学生部就職課/就職係/18進路把
握/2001/03/31

表示 表示
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平成2年度卒業者の進路先一覧ファイ
ル

学群・学生部就職課/就職係/18進路把
握/2001/03/31

表示 表示

平成3年度卒業者の進路先一覧ファイ
ル

学群・学生部就職課/就職係/18進路把
握/2001/03/31

表示 表示

平成4年度卒業者の進路先一覧ファイ
ル

学群・学生部就職課/就職係/18進路把
握/2001/03/31

表示 表示

平成5年度卒業者の進路先一覧ファイ
ル

学群・学生部就職課/就職係/18進路把
握/2001/03/31

表示 表示

平成6年度卒業者の進路先一覧ファイ
ル

学群・学生部就職課/就職係/18進路把
握/2001/03/31

表示 表示

平成7年度卒業者の進路先一覧ファイ
ル

学群・学生部就職課/就職係/18進路把
握/2001/03/31

表示 表示

平成8年度卒業者の進路先一覧ファイ
ル

学群・学生部就職課/就職係/18進路把
握/2001/03/31

表示 表示

平成9年度卒業者の進路先一覧ファイ
ル

学群・学生部就職課/就職係/18進路把
握/2001/03/31

表示 表示

平成10年度卒業者の進路先一覧ファイ
ル

学群・学生部就職課/就職係/18進路把
握/2001/03/31

表示 表示

平成11年度卒業者の進路先一覧ファイ
ル

学群・学生部就職課/就職係/18進路把
握/2001/03/31

表示 表示

平成12年度卒業者の進路先一覧ファイ
ル

学群・学生部就職課/就職係/18進路把
握/2001/03/31

表示 表示

平成13年度卒業者の進路先一覧ファイ
ル

学群・学生部就職課/就職係/18進路把
握/2002/03/31

表示 表示

平成14年度卒業者の進路先一覧ファイ
ル

学群・学生部就職課/就職係/18進路把
握/2003/03/31

表示 表示

平成15年度卒業者の進路先一覧ファイ
ル

学群・学生部就職課/就職係/18進路把
握/2004/03/31

表示 表示

平成16年度卒業者の進路先一覧ファイ
ル

学群・学生部就職課/就職係/18進路把
握/2005/03/31

表示 表示

平成 7年度個別学力検査等出願書類
ファイル（合格者）

学群・学生部入試課/入試第一係/25一般選抜
試験/2001/03/31

表示 表示

平成 8年度個別学力検査等出願書類
ファイル（合格者）

学群・学生部入試課/入試第一係/25一般選抜
試験/2001/03/31

表示 表示

平成 9年度個別学力検査等出願書類
ファイル（合格者）

学群・学生部入試課/入試第一係/25一般選抜
試験/2001/03/31

表示 表示

平成10年度個別学力検査等出願書類
ファイル（合格者）

学群・学生部入試課/入試第一係/25一般選抜
試験/2001/03/31

表示 表示

平成11年度個別学力検査等出願書類
ファイル（合格者）

学群・学生部入試課/入試第一係/25一般選抜
試験/2001/03/31

表示 表示

平成12年度個別学力検査等出願書類
ファイル（合格者）

学群・学生部入試課/入試第一係/25一般選抜
試験/2001/03/31

表示 表示

平成13年度個別学力検査等出願書類
ファイル（合格者）

学群・学生部入試課/入試第一係/25一般選抜
試験/2002/03/31

表示 表示

平成14年度個別学力検査等出願書類
ファイル（合格者）

学群・学生部入試課/入試第一係/25一般選抜
試験/2003/03/31

表示 表示

平成15年度個別学力検査等出願書類
ファイル（合格者）

学群・学生部入試課/入試第一係/25一般選抜
試験/2004/03/31

表示 表示

平成16年度個別学力検査等出願書類
ファイル（合格者）

学群・学生部入試課/入試第一係/25一般選抜
試験/2005/03/31

表示 表示

平成11年度個別学力検査等出願書類
ファイル（不合格者）

学群・学生部入試課/入試第一係/26一般選抜
試験/2001/03/31

表示 表示

平成12年度個別学力検査等出願書類
ファイル（不合格者）

学群・学生部入試課/入試第一係/26一般選抜
試験/2001/03/31

表示 表示

平成13年度個別学力検査等出願書類
ファイル（不合格者）

学群・学生部入試課/入試第一係/26一般選抜
試験/2002/03/31

表示 表示

平成14年度個別学力検査等出願書類
ファイル（不合格者）

学群・学生部入試課/入試第一係/26一般選抜
試験/2003/03/31

表示 表示

平成15年度個別学力検査等出願書類
ファイル（不合格者）

学群・学生部入試課/入試第一係/26一般選抜
試験/2004/03/31

表示 表示

平成16年度個別学力検査等出願書類
ファイル（不合格者）

学群・学生部入試課/入試第一係/26一般選抜
試験/2005/03/31

表示 表示

昭和50年度個別学力検査等選抜結果 学群・学生部入試課/入試第一係/32一般選抜 表示 表示
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ファイル 試験/2001/03/31

昭和51年度個別学力検査等選抜結果
ファイル

学群・学生部入試課/入試第一係/32一般選抜
試験/2001/03/31

表示 表示

昭和52年度個別学力検査等選抜結果
ファイル

学群・学生部入試課/入試第一係/32一般選抜
試験/2001/03/31

表示 表示

昭和53年度個別学力検査等選抜結果
ファイル

学群・学生部入試課/入試第一係/32一般選抜
試験/2001/03/31

表示 表示

昭和54年度個別学力検査等選抜結果
ファイル

学群・学生部入試課/入試第一係/32一般選抜
試験/2001/03/31

表示 表示

昭和55年度個別学力検査等選抜結果
ファイル

学群・学生部入試課/入試第一係/32一般選抜
試験/2001/03/31

表示 表示

昭和56年度個別学力検査等選抜結果
ファイル

学群・学生部入試課/入試第一係/32一般選抜
試験/2001/03/31

表示 表示

昭和57年度個別学力検査等選抜結果
ファイル

学群・学生部入試課/入試第一係/32一般選抜
試験/2001/03/31

表示 表示

昭和58年度個別学力検査等選抜結果
ファイル

学群・学生部入試課/入試第一係/32一般選抜
試験/2001/03/31

表示 表示

昭和59年度個別学力検査等選抜結果
ファイル

学群・学生部入試課/入試第一係/32一般選抜
試験/2001/03/31

表示 表示

昭和60年度個別学力検査等選抜結果
ファイル

学群・学生部入試課/入試第一係/32一般選抜
試験/2001/03/31

表示 表示

昭和61年度個別学力検査等選抜結果
ファイル

学群・学生部入試課/入試第一係/32一般選抜
試験/2001/03/31

表示 表示

昭和62年度個別学力検査等選抜結果
ファイル

学群・学生部入試課/入試第一係/32一般選抜
試験/2001/03/31

表示 表示

昭和63年度個別学力検査等選抜結果
ファイル

学群・学生部入試課/入試第一係/32一般選抜
試験/2001/03/31

表示 表示

平成元年度個別学力検査等選抜結果
ファイル

学群・学生部入試課/入試第一係/32一般選抜
試験/2001/03/31

表示 表示

平成 2年度個別学力検査等選抜結果
ファイル

学群・学生部入試課/入試第一係/32一般選抜
試験/2001/03/31

表示 表示

平成 3年度個別学力検査等選抜結果
ファイル

学群・学生部入試課/入試第一係/32一般選抜
試験/2001/03/31

表示 表示

平成 4年度個別学力検査等選抜結果
ファイル

学群・学生部入試課/入試第一係/32一般選抜
試験/2001/03/31

表示 表示

平成 5年度個別学力検査等選抜結果
ファイル

学群・学生部入試課/入試第一係/32一般選抜
試験/2001/03/31

表示 表示

平成 6年度個別学力検査等選抜結果
ファイル

学群・学生部入試課/入試第一係/32一般選抜
試験/2001/03/31

表示 表示

平成 7年度個別学力検査等選抜結果
ファイル

学群・学生部入試課/入試第一係/32一般選抜
試験/2001/03/31

表示 表示

平成 8年度個別学力検査等選抜結果
ファイル

学群・学生部入試課/入試第一係/32一般選抜
試験/2001/03/31

表示 表示

平成 9年度個別学力検査等選抜結果
ファイル

学群・学生部入試課/入試第一係/32一般選抜
試験/2001/03/31

表示 表示

平成10年度個別学力検査等選抜結果
ファイル

学群・学生部入試課/入試第一係/32一般選抜
試験/2001/03/31

表示 表示

平成11年度個別学力検査等選抜結果
ファイル

学群・学生部入試課/入試第一係/32一般選抜
試験/2001/03/31

表示 表示

平成12年度個別学力検査等選抜結果
ファイル

学群・学生部入試課/入試第一係/32一般選抜
試験/2001/03/31

表示 表示

平成13年度個別学力検査等選抜結果
ファイル

学群・学生部入試課/入試第一係/32一般選抜
試験/2002/03/31

表示 表示

平成14年度個別学力検査等選抜結果
ファイル

学群・学生部入試課/入試第一係/32一般選抜
試験/2003/03/31

表示 表示

平成15年度個別学力検査等選抜結果
ファイル

学群・学生部入試課/入試第一係/32一般選抜
試験/2004/03/31

表示 表示

平成16年度個別学力検査等選抜結果
ファイル

学群・学生部入試課/入試第一係/32一般選抜
試験/2005/03/31

表示 表示

平成 7年度推薦入学試験出願書類ファ
イル（合格者）

学群・学生部入試課/入試第一係/34推薦入学
試験/2001/03/31

表示 表示

平成 8年度推薦入学試験出願書類ファ
イル（合格者）

学群・学生部入試課/入試第一係/34推薦入学
試験/2001/03/31

表示 表示
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平成 9年度推薦入学試験出願書類ファ
イル（合格者）

学群・学生部入試課/入試第一係/34推薦入学
試験/2001/03/31

表示 表示

平成10年度推薦入学試験出願書類フ
ァイル（合格者）

学群・学生部入試課/入試第一係/34推薦入学
試験/2001/03/31

表示 表示

平成11年度推薦入学試験出願書類フ
ァイル（合格者）

学群・学生部入試課/入試第一係/34推薦入学
試験/2001/03/31

表示 表示

平成12年度推薦入学試験出願書類フ
ァイル（合格者）

学群・学生部入試課/入試第一係/34推薦入学
試験/2001/03/31

表示 表示

平成13年度推薦入学試験出願書類フ
ァイル（合格者）

学群・学生部入試課/入試第一係/34推薦入学
試験/2002/03/31

表示 表示

平成14年度推薦入学試験出願書類フ
ァイル（合格者）

学群・学生部入試課/入試第一係/34推薦入学
試験/2003/03/31

表示 表示

平成15年度推薦入学試験出願書類フ
ァイル（合格者）

学群・学生部入試課/入試第一係/34推薦入学
試験/2004/03/31

表示 表示

平成16年度推薦入学試験出願書類フ
ァイル（合格者）

学群・学生部入試課/入試第一係/34推薦入学
試験/2005/03/31

表示 表示

平成11年度推薦入学試験出願書類フ
ァイル（不合格者）

学群・学生部入試課/入試第一係/35推薦入学
試験/2001/03/31

表示 表示

平成12年度推薦入学試験出願書類フ
ァイル（不合格者）

学群・学生部入試課/入試第一係/35推薦入学
試験/2001/03/31

表示 表示

平成13年度推薦入学試験出願書類フ
ァイル（不合格者）

学群・学生部入試課/入試第一係/35推薦入学
試験/2002/03/31

表示 表示

平成14年度推薦入学試験出願書類フ
ァイル（不合格者）

学群・学生部入試課/入試第一係/35推薦入学
試験/2003/03/31

表示 表示

平成15年度推薦入学試験出願書類フ
ァイル（不合格者）

学群・学生部入試課/入試第一係/35推薦入学
試験/2004/03/31

表示 表示

平成16年度推薦入学試験出願書類フ
ァイル（不合格者）

学群・学生部入試課/入試第一係/35推薦入学
試験/2005/03/31

表示 表示

昭和49年度推薦入学試験選考結果フ
ァイル

学群・学生部入試課/入試第一係/40推薦入学
試験/2001/03/31

表示 表示

昭和50年度推薦入学試験選考結果フ
ァイル

学群・学生部入試課/入試第一係/40推薦入学
試験/2001/03/31

表示 表示

昭和51年度推薦入学試験選考結果フ
ァイル

学群・学生部入試課/入試第一係/40推薦入学
試験/2001/03/31

表示 表示

1 2 3 4 5
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筑波大学 法人文書ファイル管理システム

筑波大学Home> 法人文書管理システムTop> 検索画面> 一次回答

検索条件：

用語検索 検索対象項目： すべての項目

検索条件： すべてのキーワードを含む項目（and条件）

キーワード：

分類検索 大分類：

中分類：

小分類：

ソート条件 第1ソートキー： 文書分類（大分類、中分類、小分類）

第2ソートキー： 作成（取得）時期

表示件数 100 件

条件に合致するデータが459件存在します。そのうち、201―300件（3ページ／5ページ）を表示しています。

法人文書ファイル名 内容
法人文書ファイル 管

理簿
個人情報ファイル簿

昭和52年度推薦入学試験選考結
果ファイル

学群・学生部入試課/入試第一係/40推薦入学試
験/2001/03/31

表示 表示

昭和53年度推薦入学試験選考結
果ファイル

学群・学生部入試課/入試第一係/40推薦入学試
験/2001/03/31

表示 表示

昭和54年度推薦入学試験選考結
果ファイル

学群・学生部入試課/入試第一係/40推薦入学試
験/2001/03/31

表示 表示

昭和55年度推薦入学試験選考結
果ファイル

学群・学生部入試課/入試第一係/40推薦入学試
験/2001/03/31

表示 表示

昭和56年度推薦入学試験選考結
果ファイル

学群・学生部入試課/入試第一係/40推薦入学試
験/2001/03/31

表示 表示

昭和57年度推薦入学試験選考結
果ファイル

学群・学生部入試課/入試第一係/40推薦入学試
験/2001/03/31

表示 表示

昭和58年度推薦入学試験選考結
果ファイル

学群・学生部入試課/入試第一係/40推薦入学試
験/2001/03/31

表示 表示

昭和59年度推薦入学試験選考結
果ファイル

学群・学生部入試課/入試第一係/40推薦入学試
験/2001/03/31

表示 表示

昭和60年度推薦入学試験選考結
果ファイル

学群・学生部入試課/入試第一係/40推薦入学試
験/2001/03/31

表示 表示

昭和61年度推薦入学試験選考結
果ファイル

学群・学生部入試課/入試第一係/40推薦入学試
験/2001/03/31

表示 表示

昭和62年度推薦入学試験選考結
果ファイル

学群・学生部入試課/入試第一係/40推薦入学試
験/2001/03/31

表示 表示

昭和63年度推薦入学試験選考結
果ファイル

学群・学生部入試課/入試第一係/40推薦入学試
験/2001/03/31

表示 表示

平成元年度推薦入学試験選考結
果ファイル

学群・学生部入試課/入試第一係/40推薦入学試
験/2001/03/31

表示 表示

平成 2年度推薦入学試験選考結
果ファイル

学群・学生部入試課/入試第一係/40推薦入学試
験/2001/03/31

表示 表示

平成 3年度推薦入学試験選考結
果ファイル

学群・学生部入試課/入試第一係/40推薦入学試
験/2001/03/31

表示 表示

平成 4年度推薦入学試験選考結
果ファイル

学群・学生部入試課/入試第一係/40推薦入学試
験/2001/03/31

表示 表示

平成 5年度推薦入学試験選考結
果ファイル

学群・学生部入試課/入試第一係/40推薦入学試
験/2001/03/31

表示 表示

平成 6年度推薦入学試験選考結
果ファイル

学群・学生部入試課/入試第一係/40推薦入学試
験/2001/03/31

表示 表示

平成 7年度推薦入学試験選考結
果ファイル

学群・学生部入試課/入試第一係/40推薦入学試
験/2001/03/31

表示 表示

平成 8年度推薦入学試験選考結
果ファイル

学群・学生部入試課/入試第一係/40推薦入学試
験/2001/03/31

表示 表示
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平成 9年度推薦入学試験選考結
果ファイル

学群・学生部入試課/入試第一係/40推薦入学試
験/2001/03/31

表示 表示

平成10年度推薦入学試験選考結
果ファイル

学群・学生部入試課/入試第一係/40推薦入学試
験/2001/03/31

表示 表示

平成11年度推薦入学試験選考結
果ファイル

学群・学生部入試課/入試第一係/40推薦入学試
験/2001/03/31

表示 表示

平成12年度推薦入学試験選考結
果ファイル

学群・学生部入試課/入試第一係/40推薦入学試
験/2001/03/31

表示 表示

平成13年度推薦入学試験選考結
果ファイル

学群・学生部入試課/入試第一係/40推薦入学試
験/2002/03/31

表示 表示

平成14年度推薦入学試験選考結
果ファイル

学群・学生部入試課/入試第一係/40推薦入学試
験/2003/03/31

表示 表示

平成15年度推薦入学試験選考結
果ファイル

学群・学生部入試課/入試第一係/40推薦入学試
験/2004/03/31

表示 表示

平成 2年度全学入学者選考特別
委員会ファイル

学群・学生部入試課/入試第一係/7委員
会/2001/03/31

表示 表示

平成 3年度全学入学者選考特別
委員会ファイル

学群・学生部入試課/入試第一係/7委員
会/2001/03/31

表示 表示

平成 4年度全学入学者選考特別
委員会ファイル

学群・学生部入試課/入試第一係/7委員
会/2001/03/31

表示 表示

平成 5年度全学入学者選考特別
委員会ファイル

学群・学生部入試課/入試第一係/7委員
会/2001/03/31

表示 表示

平成 6年度全学入学者選考特別
委員会ファイル

学群・学生部入試課/入試第一係/7委員
会/2001/03/31

表示 表示

平成 7年度全学入学者選考特別
委員会ファイル

学群・学生部入試課/入試第一係/7委員
会/2001/03/31

表示 表示

平成 8年度全学入学者選考特別
委員会ファイル

学群・学生部入試課/入試第一係/7委員
会/2001/03/31

表示 表示

平成 9年度全学入学者選考特別
委員会ファイル

学群・学生部入試課/入試第一係/7委員
会/2001/03/31

表示 表示

平成10年度全学入学者選考特別
委員会ファイル

学群・学生部入試課/入試第一係/7委員
会/2001/03/31

表示 表示

平成11年度全学入学者選考特別
委員会ファイル

学群・学生部入試課/入試第一係/7委員
会/2001/03/31

表示 表示

平成12年度全学入学者選考特別
委員会ファイル

学群・学生部入試課/入試第一係/7委員
会/2001/03/31

表示 表示

平成13年度全学入学者選考特別
委員会ファイル

学群・学生部入試課/入試第一係/7委員
会/2002/03/31

表示 表示

平成14年度全学入学者選考特別
委員会ファイル

学群・学生部入試課/入試第一係/7委員
会/2003/03/31

表示 表示

平成15年度全学入学者選考特別
委員会ファイル

学群・学生部入試課/入試第一係/7委員
会/2004/03/31

表示 表示

平成 7年度大学入試センター試
験成績ファイル

学群・学生部入試課/入試第二係/8大学入試センタ
ー試験関係/2001/03/31

表示 表示

平成 8年度大学入試センター試
験成績ファイル

学群・学生部入試課/入試第二係/8大学入試センタ
ー試験関係/2001/03/31

表示 表示

平成 9年度大学入試センター試
験成績ファイル

学群・学生部入試課/入試第二係/8大学入試センタ
ー試験関係/2001/03/31

表示 表示

平成10年度大学入試センター試
験成績ファイル

学群・学生部入試課/入試第二係/8大学入試センタ
ー試験関係/2001/03/31

表示 表示

平成11年度大学入試センター試
験成績ファイル

学群・学生部入試課/入試第二係/8大学入試センタ
ー試験関係/2001/03/31

表示 表示

平成12年度大学入試センター試
験成績ファイル

学群・学生部入試課/入試第二係/8大学入試センタ
ー試験関係/2001/03/31

表示 表示

平成13年度大学入試センター試
験成績ファイル

学群・学生部入試課/入試第二係/8大学入試センタ
ー試験関係/2002/03/31

表示 表示

平成14年度大学入試センター試
験成績ファイル

学群・学生部入試課/入試第二係/8大学入試センタ
ー試験関係/2003/03/31

表示 表示

平成15年度大学入試センター試
験成績ファイル

学群・学生部入試課/入試第二係/8大学入試センタ
ー試験関係/2004/03/31

表示 表示

研究者情報ファイル
研究事業部研究事業課/研究情報/22研究者情報シ
ステム/2005/01/31

表示 表示

筑波大学研究者総覧（2000） 研究事業部研究事業課/総務係/30研究者総 表示 表示
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覧/2001/03/31

筑波大学研究者総覧（1992）
研究事業部研究事業課/総務係/30研究者総
覧/2001/03/31

表示 表示

筑波大学研究者総覧（1996）
研究事業部研究事業課/総務係/30研究者総
覧/2001/03/31

表示 表示

筑波大学研究者総覧の作成につ
いて

研究事業部研究事業課/総務係/8筑波大学研究者
総覧/2002/03/31

表示 表示

昭和59年度債権管理簿 財務部資金管理課/出納係/7債権管理/2001/03/31 表示 表示

昭和60年度債権管理簿 財務部資金管理課/出納係/7債権管理/2001/03/31 表示 表示

昭和61年度債権管理簿 財務部資金管理課/出納係/7債権管理/2001/03/31 表示 表示

昭和62年度債権管理簿 財務部資金管理課/出納係/7債権管理/2001/03/31 表示 表示

昭和63年度債権管理簿 財務部資金管理課/出納係/7債権管理/2001/03/31 表示 表示

平成元年度債権管理簿 財務部資金管理課/出納係/7債権管理/2001/03/31 表示 表示

平成2年度債権管理簿 財務部資金管理課/出納係/7債権管理/2001/03/31 表示 表示

平成3年度債権管理簿 財務部資金管理課/出納係/7債権管理/2001/03/31 表示 表示

平成4年度債権管理簿 財務部資金管理課/出納係/7債権管理/2001/03/31 表示 表示

平成5年度債権管理簿 財務部資金管理課/出納係/7債権管理/2001/03/31 表示 表示

平成6年度債権管理簿 財務部資金管理課/出納係/7債権管理/2001/03/31 表示 表示

平成7年度債権管理簿 財務部資金管理課/出納係/7債権管理/2001/03/31 表示 表示

平成8年度債権管理簿 財務部資金管理課/出納係/7債権管理/2001/03/31 表示 表示

平成9年度債権管理簿 財務部資金管理課/出納係/7債権管理/2001/03/31 表示 表示

平成10年度債権管理簿 財務部資金管理課/出納係/7債権管理/2001/03/31 表示 表示

平成11年度債権管理簿 財務部資金管理課/出納係/7債権管理/2001/03/31 表示 表示

平成12年度債権管理簿 財務部資金管理課/出納係/7債権管理/2001/03/31 表示 表示

平成13年度債権管理簿 財務部資金管理課/出納係/7債権管理/2002/03/31 表示 表示

平成14年度債権管理簿 財務部資金管理課/出納係/7債権管理/2003/03/31 表示 表示

平成15年度債権管理簿 財務部資金管理課/出納係/7債権管理/2004/03/31 表示 表示

平成16年度学生マスタ（授業料債
権管理システム）

財務部資金管理課/出納係/84授業料債権管
理/2005/03/31

表示 表示

平成16年度預金口座振替依頼書
財務部資金管理課/出納係/84授業料債権管
理/2005/03/31

表示 表示

平成16年度保証人データ
財務部資金管理課/出納係/84授業料債権管
理/2005/03/31

表示 表示

平成16年度取引先データ（財務会
計システム）

財務部資金管理課/出納係/85支払業
務/2005/03/31

表示 表示

平成14年度 駐車証・入構証交付
一覧等ファイル

財務部資産管理課/構内管理係/18交通規
制/2003/03/31

表示 表示

平成15年度 駐車証・入構証交付
一覧等ファイル

財務部資産管理課/構内管理係/18交通規
制/2004/03/31

表示 表示

平成16年度 駐車証・入構証交付
一覧等ファイル

財務部資産管理課/構内管理係/18交通規
制/2005/03/31

表示 表示

平成14年度住宅事情調査ファイ
ル

財務部資産管理課/宿舎係/42報告・調
書/2003/03/31

表示 表示

平成15年度住宅事情調査ファイ
ル

財務部資産管理課/宿舎係/42報告・調
書/2004/03/31

表示 表示

宿舎使用状況管理ファイル 財務部資産管理課/宿舎係/宿舎情報/2002/03/31 表示 表示

平成2年度大学院期末試験成績
報告用紙ファイル

大学院部大学院課/教務/10学業成績/2001/03/31 表示 表示

平成3年度大学院期末試験成績
報告用紙ファイル

大学院部大学院課/教務/10学業成績/2001/03/31 表示 表示

平成4年度大学院期末試験成績
報告用紙ファイル

大学院部大学院課/教務/10学業成績/2001/03/31 表示 表示

平成5年度大学院期末試験成績
報告用紙ファイル

大学院部大学院課/教務/10学業成績/2001/03/31 表示 表示

平成6年度大学院期末試験成績
報告用紙ファイル

大学院部大学院課/教務/10学業成績/2001/03/31 表示 表示

平成7年度大学院期末試験成績
報告用紙ファイル

大学院部大学院課/教務/10学業成績/2001/03/31 表示 表示

平成8年度大学院期末試験成績
報告用紙ファイル

大学院部大学院課/教務/10学業成績/2001/03/31 表示 表示
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平成9年度大学院期末試験成績
報告用紙ファイル

大学院部大学院課/教務/10学業成績/2001/03/31 表示 表示

平成10年度大学院期末試験成績
報告用紙ファイル

大学院部大学院課/教務/10学業成績/2001/03/31 表示 表示

平成11年度大学院期末試験成績
報告用紙ファイル

大学院部大学院課/教務/10学業成績/2001/03/31 表示 表示

平成12年度大学院期末試験成績
報告用紙ファイル

大学院部大学院課/教務/10学業成績/2001/03/31 表示 表示

平成13年度大学院期末試験成績
報告用紙ファイル

大学院部大学院課/教務/10学業成績/2002/03/31 表示 表示

平成14年度大学院期末試験成績
報告用紙ファイル

大学院部大学院課/教務/10学業成績/2003/03/31 表示 表示

平成15年度大学院期末試験成績
報告用紙ファイル

大学院部大学院課/教務/10学業成績/2004/03/31 表示 表示

昭和50年度教務関係電算ファイ
ル

大学院部大学院課/教務/2教務全般/2001/03/31 表示 表示

1 2 3 4 5
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筑波大学 法人文書ファイル管理システム

筑波大学Home> 法人文書管理システムTop> 検索画面> 一次回答

検索条件：

用語検索 検索対象項目：すべての項目

検索条件：すべてのキーワードを含む項目（and条件）

キーワード：

分類検索 大分類：

中分類：

小分類：

ソート条件 第1ソートキー：文書分類（大分類、中分類、小分類）

第2ソートキー：作成（取得）時期

表示件数 100 件

条件に合致するデータが459件存在します。そのうち、301―400件（4ページ／5ページ）を表示しています。

法人文書ファイル名 内容
法人文書ファイル 管

理簿
個人情報ファイル簿

昭和51年度教務関係電算ファイル
大学院部大学院課/教務/2教務全
般/2001/03/31

表示 表示

昭和52年度教務関係電算ファイル
大学院部大学院課/教務/2教務全
般/2001/03/31

表示 表示

昭和53年度教務関係電算ファイル
大学院部大学院課/教務/2教務全
般/2001/03/31

表示 表示

昭和54年度教務関係電算ファイル
大学院部大学院課/教務/2教務全
般/2001/03/31

表示 表示

昭和55年度教務関係電算ファイル
大学院部大学院課/教務/2教務全
般/2001/03/31

表示 表示

昭和56年度教務関係電算ファイル
大学院部大学院課/教務/2教務全
般/2001/03/31

表示 表示

昭和57年度教務関係電算ファイル
大学院部大学院課/教務/2教務全
般/2001/03/31

表示 表示

昭和58年度教務関係電算ファイル
大学院部大学院課/教務/2教務全
般/2001/03/31

表示 表示

昭和59年度教務関係電算ファイル
大学院部大学院課/教務/2教務全
般/2001/03/31

表示 表示

昭和60年度教務関係電算ファイル
大学院部大学院課/教務/2教務全
般/2001/03/31

表示 表示

昭和61年度教務関係電算ファイル
大学院部大学院課/教務/2教務全
般/2001/03/31

表示 表示

昭和62年度教務関係電算ファイル
大学院部大学院課/教務/2教務全
般/2001/03/31

表示 表示

昭和63年度教務関係電算ファイル
大学院部大学院課/教務/2教務全
般/2001/03/31

表示 表示

平成元年度教務関係電算ファイル
大学院部大学院課/教務/2教務全
般/2001/03/31

表示 表示

平成2年度教務関係電算ファイル
大学院部大学院課/教務/2教務全
般/2001/03/31

表示 表示

平成3年度教務関係電算ファイル
大学院部大学院課/教務/2教務全
般/2001/03/31

表示 表示

平成4年度教務関係電算ファイル
大学院部大学院課/教務/2教務全
般/2001/03/31

表示 表示

平成5年度教務関係電算ファイル
大学院部大学院課/教務/2教務全
般/2001/03/31

表示 表示

平成6年度教務関係電算ファイル
大学院部大学院課/教務/2教務全
般/2001/03/31

表示 表示

平成7年度教務関係電算ファイル
大学院部大学院課/教務/2教務全
般/2001/03/31

表示 表示
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平成8年度教務関係電算ファイル
大学院部大学院課/教務/2教務全
般/2001/03/31

表示 表示

平成9年度教務関係電算ファイル
大学院部大学院課/教務/2教務全
般/2001/03/31

表示 表示

平成10年度教務関係電算ファイル
大学院部大学院課/教務/2教務全
般/2001/03/31

表示 表示

平成11年度教務関係電算ファイル
大学院部大学院課/教務/2教務全
般/2001/03/31

表示 表示

平成12年度教務関係電算ファイル
大学院部大学院課/教務/2教務全
般/2001/03/31

表示 表示

平成13年度教務関係電算ファイル
大学院部大学院課/教務/2教務全
般/2002/03/31

表示 表示

平成14年度教務関係電算ファイル
大学院部大学院課/教務/2教務全
般/2003/03/31

表示 表示

平成15年度教務関係電算ファイル
大学院部大学院課/教務/2教務全
般/2004/03/31

表示 表示

平成16年度教務関係電算ファイル
大学院部大学院課/教務/2教務全
般/2005/03/31

表示 表示

昭和50年度大学院修了・退学者等身分異
動台帳

大学院部大学院課/教務/5学籍関
係/2001/03/31

表示 表示

昭和51年度大学院修了・退学者等身分異
動台帳

大学院部大学院課/教務/5学籍関
係/2001/03/31

表示 表示

昭和52年度大学院修了・退学者等身分異
動台帳

大学院部大学院課/教務/5学籍関
係/2001/03/31

表示 表示

昭和53年度大学院修了・退学者等身分異
動台帳

大学院部大学院課/教務/5学籍関
係/2001/03/31

表示 表示

昭和54年度大学院修了・退学者等身分異
動台帳

大学院部大学院課/教務/5学籍関
係/2001/03/31

表示 表示

昭和55年度大学院修了・退学者等身分異
動台帳

大学院部大学院課/教務/5学籍関
係/2001/03/31

表示 表示

昭和56年度大学院修了・退学者等身分異
動台帳

大学院部大学院課/教務/5学籍関
係/2001/03/31

表示 表示

昭和57年度大学院修了・退学者等身分異
動台帳

大学院部大学院課/教務/5学籍関
係/2001/03/31

表示 表示

昭和58年度大学院修了・退学者等身分異
動台帳

大学院部大学院課/教務/5学籍関
係/2001/03/31

表示 表示

昭和59年度大学院修了・退学者等身分異
動台帳

大学院部大学院課/教務/5学籍関
係/2001/03/31

表示 表示

昭和60年度大学院修了・退学者等身分異
動台帳

大学院部大学院課/教務/5学籍関
係/2001/03/31

表示 表示

昭和61年度大学院修了・退学者等身分異
動台帳

大学院部大学院課/教務/5学籍関
係/2001/03/31

表示 表示

昭和62年度大学院修了・退学者等身分異
動台帳

大学院部大学院課/教務/5学籍関
係/2001/03/31

表示 表示

昭和63年度大学院修了・退学者等身分異
動台帳

大学院部大学院課/教務/5学籍関
係/2001/03/31

表示 表示

平成元年度大学院修了・退学者等身分異
動台帳

大学院部大学院課/教務/5学籍関
係/2001/03/31

表示 表示

平成2年度大学院修了・退学者等身分異
動台帳

大学院部大学院課/教務/5学籍関
係/2001/03/31

表示 表示

平成3年度大学院修了・退学者等身分異
動台帳

大学院部大学院課/教務/5学籍関
係/2001/03/31

表示 表示

平成4年度大学院修了・退学者等身分異
動台帳

大学院部大学院課/教務/5学籍関
係/2001/03/31

表示 表示

平成5年度大学院修了・退学者等身分異
動台帳

大学院部大学院課/教務/5学籍関
係/2001/03/31

表示 表示

平成6年度大学院修了・退学者等身分異
動台帳

大学院部大学院課/教務/5学籍関
係/2001/03/31

表示 表示

平成7年度大学院修了・退学者等身分異
動台帳

大学院部大学院課/教務/5学籍関
係/2001/03/31

表示 表示

平成8年度大学院修了・退学者等身分異
動台帳

大学院部大学院課/教務/5学籍関
係/2001/03/31

表示 表示

平成9年度大学院修了・退学者等身分異 大学院部大学院課/教務/5学籍関 表示 表示
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動台帳 係/2001/03/31

平成10年度大学院修了・退学者等身分異
動台帳

大学院部大学院課/教務/5学籍関
係/2001/03/31

表示 表示

平成11年度大学院修了・退学者等身分異
動台帳

大学院部大学院課/教務/5学籍関
係/2001/03/31

表示 表示

平成12年度大学院修了・退学者等身分異
動台帳

大学院部大学院課/教務/5学籍関
係/2001/03/31

表示 表示

平成13年度大学院修了・退学者等身分異
動台帳

大学院部大学院課/教務/5学籍関
係/2002/03/31

表示 表示

平成14年度大学院修了・退学者等身分異
動台帳

大学院部大学院課/教務/5学籍関
係/2003/03/31

表示 表示

平成15年度大学院修了・退学者等身分異
動台帳

大学院部大学院課/教務/5学籍関
係/2004/03/31

表示 表示

平成16年度大学院修了・退学者等身分異
動台帳

大学院部大学院課/教務/5学籍関
係/2005/03/31

表示 表示

昭和50年度大学院修了・退学者等成績原
簿ファイル

大学院部大学院課/教務/9学業成
績/2001/03/31

表示 表示

昭和51年度大学院修了・退学者等成績原
簿ファイル

大学院部大学院課/教務/9学業成
績/2001/03/31

表示 表示

昭和52年度大学院修了・退学者等成績原
簿ファイル

大学院部大学院課/教務/9学業成
績/2001/03/31

表示 表示

昭和53年度大学院修了・退学者等成績原
簿ファイル

大学院部大学院課/教務/9学業成
績/2001/03/31

表示 表示

昭和54年度大学院修了・退学者等成績原
簿ファイル

大学院部大学院課/教務/9学業成
績/2001/03/31

表示 表示

昭和55年度大学院修了・退学者等成績原
簿ファイル

大学院部大学院課/教務/9学業成
績/2001/03/31

表示 表示

昭和56年度大学院修了・退学者等成績原
簿ファイル

大学院部大学院課/教務/9学業成
績/2001/03/31

表示 表示

昭和57年度大学院修了・退学者等成績原
簿ファイル

大学院部大学院課/教務/9学業成
績/2001/03/31

表示 表示

昭和58年度大学院修了・退学者等成績原
簿ファイル

大学院部大学院課/教務/9学業成
績/2001/03/31

表示 表示

昭和59年度大学院修了・退学者等成績原
簿ファイル

大学院部大学院課/教務/9学業成
績/2001/03/31

表示 表示

昭和60年度大学院修了・退学者等成績原
簿ファイル

大学院部大学院課/教務/9学業成
績/2001/03/31

表示 表示

昭和61年度大学院修了・退学者等成績原
簿ファイル

大学院部大学院課/教務/9学業成
績/2001/03/31

表示 表示

昭和62年度大学院修了・退学者等成績原
簿ファイル

大学院部大学院課/教務/9学業成
績/2001/03/31

表示 表示

昭和63年度大学院修了・退学者等成績原
簿ファイル

大学院部大学院課/教務/9学業成
績/2001/03/31

表示 表示

平成元年度大学院修了・退学者等成績原
簿ファイル

大学院部大学院課/教務/9学業成
績/2001/03/31

表示 表示

平成2年度大学院修了・退学者等成績原
簿ファイル

大学院部大学院課/教務/9学業成
績/2001/03/31

表示 表示

平成3年度大学院修了・退学者等成績原
簿ファイル

大学院部大学院課/教務/9学業成
績/2001/03/31

表示 表示

平成4年度大学院修了・退学者等成績原
簿ファイル

大学院部大学院課/教務/9学業成
績/2001/03/31

表示 表示

平成5年度大学院修了・退学者等成績原
簿ファイル

大学院部大学院課/教務/9学業成
績/2001/03/31

表示 表示

平成6年度大学院修了・退学者等成績原
簿ファイル

大学院部大学院課/教務/9学業成
績/2001/03/31

表示 表示

平成7年度大学院修了・退学者等成績原
簿ファイル

大学院部大学院課/教務/9学業成
績/2001/03/31

表示 表示

平成8年度大学院修了・退学者等成績原
簿ファイル

大学院部大学院課/教務/9学業成
績/2001/03/31

表示 表示

平成9年度大学院修了・退学者等成績原
簿ファイル

大学院部大学院課/教務/9学業成
績/2001/03/31

表示 表示

平成10年度大学院修了・退学者等成績原
簿ファイル

大学院部大学院課/教務/9学業成
績/2001/03/31

表示 表示
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平成11年度大学院修了・退学者等成績原
簿ファイル

大学院部大学院課/教務/9学業成
績/2001/03/31

表示 表示

平成12年度大学院修了・退学者等成績原
簿ファイル

大学院部大学院課/教務/9学業成
績/2001/03/31

表示 表示

平成13年度大学院修了・退学者等成績原
簿ファイル

大学院部大学院課/教務/9学業成
績/2002/03/31

表示 表示

昭和50年度入学許可ファイル
大学院部大学院課/入試/13入学許
可/2001/03/31

表示 表示

昭和51年度入学許可ファイル
大学院部大学院課/入試/13入学許
可/2001/03/31

表示 表示

昭和52年度入学許可ファイル
大学院部大学院課/入試/13入学許
可/2001/03/31

表示 表示

昭和53年度入学許可ファイル
大学院部大学院課/入試/13入学許
可/2001/03/31

表示 表示

昭和54年度入学許可ファイル
大学院部大学院課/入試/13入学許
可/2001/03/31

表示 表示

昭和55年度入学許可ファイル
大学院部大学院課/入試/13入学許
可/2001/03/31

表示 表示

昭和56年度入学許可ファイル
大学院部大学院課/入試/13入学許
可/2001/03/31

表示 表示

昭和57年度入学許可ファイル
大学院部大学院課/入試/13入学許
可/2001/03/31

表示 表示

昭和58年度入学許可ファイル
大学院部大学院課/入試/13入学許
可/2001/03/31

表示 表示

昭和59年度入学許可ファイル
大学院部大学院課/入試/13入学許
可/2001/03/31

表示 表示

昭和60年度入学許可ファイル
大学院部大学院課/入試/13入学許
可/2001/03/31

表示 表示

昭和61年度入学許可ファイル
大学院部大学院課/入試/13入学許
可/2001/03/31

表示 表示

昭和62年度入学許可ファイル
大学院部大学院課/入試/13入学許
可/2001/03/31

表示 表示

昭和63年度入学許可ファイル
大学院部大学院課/入試/13入学許
可/2001/03/31

表示 表示
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筑波大学 法人文書ファイル管理システム

筑波大学Home> 法人文書管理システムTop> 検索画面> 一次回答

検索条件：

用語検索 検索対象項目：すべての項目

検索条件：すべてのキーワードを含む項目（and条件）

キーワード：

分類検索 大分類：

中分類：

小分類：

ソート条件 第1ソートキー：文書分類（大分類、中分類、小分類）

第2ソートキー：作成（取得）時期

表示件数 100 件

条件に合致するデータが459件存在します。そのうち、401―459件（5ページ／5ページ）を表示しています。

法人文書ファイル名 内容
法人文書ファイル 管

理簿
個人情報ファイル簿

平成元年度入学許可ファイル 大学院部大学院課/入試/13入学許可/2001/03/31 表示 表示

平成2年度入学許可ファイル 大学院部大学院課/入試/13入学許可/2001/03/31 表示 表示

平成3年度入学許可ファイル 大学院部大学院課/入試/13入学許可/2001/03/31 表示 表示

平成4年度入学許可ファイル 大学院部大学院課/入試/13入学許可/2001/03/31 表示 表示

平成5年度入学許可ファイル 大学院部大学院課/入試/13入学許可/2001/03/31 表示 表示

平成6年度入学許可ファイル 大学院部大学院課/入試/13入学許可/2001/03/31 表示 表示

平成7年度入学許可ファイル 大学院部大学院課/入試/13入学許可/2001/03/31 表示 表示

平成8年度入学許可ファイル 大学院部大学院課/入試/13入学許可/2001/03/31 表示 表示

平成9年度入学許可ファイル 大学院部大学院課/入試/13入学許可/2001/03/31 表示 表示

平成10年度入学許可ファイル 大学院部大学院課/入試/13入学許可/2001/03/31 表示 表示

平成11年度入学許可ファイル 大学院部大学院課/入試/13入学許可/2001/03/31 表示 表示

平成12年度入学許可ファイル 大学院部大学院課/入試/13入学許可/2001/03/31 表示 表示

平成13年度入学許可ファイル 大学院部大学院課/入試/13入学許可/2002/03/31 表示 表示

平成14年度入学許可ファイル 大学院部大学院課/入試/13入学許可/2003/03/31 表示 表示

平成15年度入学許可ファイル 大学院部大学院課/入試/13入学許可/2004/03/31 表示 表示

平成16年度入学許可ファイル 大学院部大学院課/入試/13入学許可/2005/03/31 表示 表示

外来診療録・入院診療録ファ
イル

病院総務部医事課/*/1診療録/2001/03/31 表示 表示

看護記録ファイル 病院総務部医事課/*/2診療録/2001/03/31 表示 表示

処方箋・検査記録・エックス線
写真ファイル

病院総務部医事課/*/3診療録/2001/03/31 表示 表示

昭和51年度医療監視ファイル 病院総務部総務課/調査係/6医療法/2001/03/31 表示 表示

昭和52年度医療監視ファイル 病院総務部総務課/調査係/6医療法/2001/03/31 表示 表示

昭和53年度医療監視ファイル 病院総務部総務課/調査係/6医療法/2001/03/31 表示 表示

昭和54年度医療監視ファイル 病院総務部総務課/調査係/6医療法/2001/03/31 表示 表示

昭和55年度医療監視ファイル 病院総務部総務課/調査係/6医療法/2001/03/31 表示 表示

昭和56年度医療監視ファイル 病院総務部総務課/調査係/6医療法/2001/03/31 表示 表示

昭和57年度医療監視ファイル 病院総務部総務課/調査係/6医療法/2001/03/31 表示 表示

昭和58年度医療監視ファイル 病院総務部総務課/調査係/6医療法/2001/03/31 表示 表示

昭和59年度医療監視ファイル 病院総務部総務課/調査係/6医療法/2001/03/31 表示 表示

昭和60年度医療監視ファイル 病院総務部総務課/調査係/6医療法/2001/03/31 表示 表示

昭和61年度医療監視ファイル 病院総務部総務課/調査係/6医療法/2001/03/31 表示 表示

昭和62年度医療監視ファイル 病院総務部総務課/調査係/6医療法/2001/03/31 表示 表示

昭和63年度医療監視ファイル 病院総務部総務課/調査係/6医療法/2001/03/31 表示 表示

平成元年度医療監視ファイル 病院総務部総務課/調査係/6医療法/2001/03/31 表示 表示
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平成2年度医療監視ファイル 病院総務部総務課/調査係/6医療法/2001/03/31 表示 表示

平成3年度医療監視ファイル 病院総務部総務課/調査係/6医療法/2001/03/31 表示 表示

平成4年度医療監視ファイル 病院総務部総務課/調査係/6医療法/2001/03/31 表示 表示

平成5年度医療監視ファイル 病院総務部総務課/調査係/6医療法/2001/03/31 表示 表示

平成6年度医療監視ファイル 病院総務部総務課/調査係/6医療法/2001/03/31 表示 表示

平成7年度医療監視ファイル 病院総務部総務課/調査係/6医療法/2001/03/31 表示 表示

平成8年度医療監視ファイル 病院総務部総務課/調査係/6医療法/2001/03/31 表示 表示

平成9年度医療監視ファイル 病院総務部総務課/調査係/6医療法/2001/03/31 表示 表示

平成10年度医療監視ファイル 病院総務部総務課/調査係/6医療法/2001/03/31 表示 表示

平成11年度医療監視ファイル 病院総務部総務課/調査係/6医療法/2001/03/31 表示 表示

平成12年度医療監視ファイル 病院総務部総務課/調査係/6医療法/2001/03/31 表示 表示

平成13年度医療監視ファイル 病院総務部総務課/調査係/6医療法/2002/03/31 表示 表示

平成14年度医療監視ファイル 病院総務部総務課/調査係/6医療法/2003/03/31 表示 表示

平成15年度医療監視ファイル 病院総務部総務課/調査係/6医療法/2004/03/31 表示 表示

生徒データベース
附属学校教育局総務課/附属坂戸高等学校係/データ
ベース/2001/03/31

表示 表示

履修データベース
附属学校教育局総務課/附属坂戸高等学校係/データ
ベース/2001/03/31

表示 表示

卒業生名簿
附属学校教育局総務課/附属小学校係/卒
業/2004/03/31

表示 表示

平成12年度入学試験関係書
類

附属学校教育局総務課/附属小学校係/入
試/2001/03/31

表示 表示

平成13年度入学試験関係書
類

附属学校教育局総務課/附属小学校係/入
試/2002/03/31

表示 表示

平成14年度入学試験関係書
類

附属学校教育局総務課/附属小学校係/入
試/2003/03/31

表示 表示

平成15年度入学試験関係書
類

附属学校教育局総務課/附属小学校係/入
試/2004/03/31

表示 表示

平成16年度入学試験関係書
類

附属学校教育局総務課/附属小学校係/入
試/2005/03/31

表示 表示

平成13年度外国人留学生名
簿

留学生センター/留学生交流/12名簿/2002/03/31 表示 表示

平成14年度外国人留学生名
簿

留学生センター/留学生交流/12名簿/2003/03/31 表示 表示

平成15年度外国人留学生名
簿

留学生センター/留学生交流/12名簿/2004/03/31 表示 表示

平成16年度外国人留学生名
簿

留学生センター/留学生交流/12名簿/2005/03/31 表示 表示
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結

果
の

内
容

適
性

診
断

受
診

本
人

の
受

診
申

込
書

受
診

会
社

ま
た

は
個

人
電

子

1
3

事
故

防
止

函
館

支
所

指
導

課
講

習
運

行
管

理
者

等
一

般
講

習
受

講
者

名
簿

指
導

8
,1

4
8

受
講

記
録

の
管

理
受

講
年

月
日

な
ど

一
般

講
習

支
局

及
び

関
係

団
体

ま
た

は
個

人
紙

と
電

子

1
4

事
故

防
止

函
館

支
所

指
導

課
講

習
運

行
管

理
者

等
台

帳
指

導
8
,9

0
3

受
講

記
録

の
管

理
及

び
手

帳
再

交
付

受
講

年
月

日
な

ど
基

礎
･一

般
・
特

別
講

習
受

講
会

社
ま

た
は

個
人

紙
と

電
子

1
5

事
故

防
止

釧
路

支
所

指
導

課
講

習
　

　
　

運
行

管
理

者
等

指
導

講
習

一
般

講
習

受
講

者
名

簿
指

導
3
8
,1

7
4

講
習

受
講

歴
等

状
況

把
握

会
社

名
・
受

講
者

名
・
生

年
月

日
・
受

講
歴

受
講

申
込

書
運

輸
支

局
紙

1
6

事
故

防
止

釧
路

支
所

指
導

課
講

習
　

　
　

運
行

管
理

者
等

指
導

講
習

基
礎

受
講

者
名

簿
指

導
4
,5

9
7

講
習

受
講

歴
等

状
況

把
握

会
社

名
・
受

講
者

名
・
生

年
月

日
・
受

講
歴

受
講

申
込

書
運

輸
支

局
紙

1
7

事
故

防
止

釧
路

支
所

指
導

課
講

習
運

行
管

理
者

等
台

帳
指

導
3
,8

7
1

講
習

に
係

る
案

内
等

受
講

年
月

日
な

ど
基

礎
･一

般
・
特

別
講

習
受

講
会

社
ま

た
は

個
人

紙
と

電
子

1
8

事
故

防
止

釧
路

支
所

指
導

課
診

断
適

性
診

断
受

診
者

名
簿

指
導

4
,4

5
9

適
性

診
断

受
診

状
況

把
握

会
社

名
・
受

診
者

名
・
生

年
月

日
適

性
診

断
受

診
本

人
の

受
診

申
込

書
無

し
電

子

1
9

事
故

防
止

釧
路

支
所

指
導

課
診

断
適

性
診

断
受

診
記

録
指

導
5
7
,4

2
3

適
性

診
断

受
診

状
況

把
握

会
社

名
・
受

診
者

名
・
生

年
月

日
・
受

診
内

容
適

性
診

断
受

診
無

し
電

子

2
0

事
故

防
止

旭
川

支
所

指
導

課
講

習
一

般
講

習
受

講
者

名
簿

（
Ｈ

９
～

）
指

導
8
,0

6
7

講
習

受
講

歴
等

状
況

把
握

会
社

名
・
受

講
者

名
・
生

年
月

日
・
受

講
歴

受
講

申
込

書
運

輸
支

局
紙

と
電

子

2
1

事
故

防
止

旭
川

支
所

指
導

課
講

習
基

礎
受

講
者

名
簿

（
Ｈ

９
～

）
指

導
3
,7

5
7

講
習

受
講

歴
等

状
況

把
握

会
社

名
・
受

講
者

名
・
生

年
月

日
・
受

講
歴

受
講

申
込

書
運

輸
支

局
紙

と
電

子

2
2

事
故

防
止

旭
川

支
所

指
導

課
講

習
運

行
管

理
者

等
台

帳
指

導
9
,4

0
1

講
習

に
係

る
案

内
等

受
講

年
月

日
な

ど
基

礎
･一

般
・
特

別
講

習
受

講
会

社
ま

た
は

個
人

紙
と

電
子

2
3

事
故

防
止

旭
川

支
所

指
導

課
診

断
適

性
診

断
受

診
者

名
簿

指
導

7
,6

3
5

適
性

診
断

受
診

状
況

把
握

会
社

名
・
受

診
者

名
・
生

年
月

日
適

性
診

断
受

診
本

人
の

受
診

申
込

書
無

し
電

子

2
4

事
故

防
止

旭
川

支
所

指
導

課
診

断
適

性
診

断
受

診
記

録
指

導
7
5
,9

7
3

適
性

診
断

受
診

状
況

把
握

会
社

名
・
受

診
者

名
・
生

年
月

日
・
受

診
内

容
適

性
診

断
受

診
無

し
電

子

2
5

事
故

防
止

仙
台

主
管

支
所

指
導

講
習

G
講

習
指

導
講

習
受

講
者

台
帳

指
導

講
習

G
1
0
8
,3

4
0

受
講

日
等

の
確

認
氏

名
・
生

年
月

日
・
受

講
日

講
習

会
受

講
支

局
・
本

人
電

子
媒

体

2
6

事
故

防
止

仙
台

主
管

支
所

指
導

講
習

G
講

習
基

礎
講

習
受

講
者

名
簿

指
導

講
習

G
2
0
,2

2
1

受
講

日
等

の
確

認
氏

名
・
生

年
月

日
・
受

講
日

講
習

会
受

講
支

局
・
本

人
電

子
媒

体

2
7

事
故

防
止

仙
台

主
管

支
所

指
導

講
習

G
講

習
一

般
講

習
受

講
者

名
簿

指
導

講
習

G
8
8
,5

8
9

受
講

日
等

の
確

認
氏

名
・
生

年
月

日
・
受

講
日

講
習

会
受

講
支

局
・
本

人
電

子
媒

体

2
8

事
故

防
止

仙
台

主
管

支
所

適
性

診
断

G
診

断
受

診
者

一
覧

表
適

性
診

断
G

3
4
,8

4
8

診
断

業
務

氏
名

、
生

年
月

日
、

会
社

名
等

適
性

診
断

受
診

本
人

の
受

診
申

込
書

無
し

紙

2
9

事
故

防
止

仙
台

主
管

支
所

適
性

診
断

G
診

断
診

断
結

果
一

覧
表

適
性

診
断

G
3
4
,8

4
8

診
断

業
務

氏
名

、
生

年
月

日
、

会
社

名
等

適
性

診
断

受
診

本
人

の
受

診
申

込
書

無
し

紙

3
0

事
故

防
止

仙
台

主
管

支
所

適
性

診
断

G
診

断
発

送
簿

適
性

診
断

G
3
4
,8

4
8

診
断

業
務

氏
名

、
生

年
月

日
、

会
社

名
等

適
性

診
断

受
診

本
人

の
受

診
申

込
書

無
し

紙

3
1

事
故

防
止

仙
台

主
管

支
所

適
性

診
断

G
診

断
カ

ウ
ン

セ
リ

ン
グ

的
助

言
指

導
記

録
簿

適
性

診
断

G
1
3
,9

0
0

診
断

業
務

氏
名

、
会

社
名

適
性

診
断

受
診

本
人

の
受

診
申

込
書

無
し

紙

3
2

事
故

防
止

仙
台

主
管

支
所

適
性

診
断

G
診

断
受

診
者

フ
ァ

イ
ル

適
性

診
断

G
2
1
0
,5

5
8

診
断

業
務

氏
名

、
生

年
月

日
、

会
社

名
適

性
診

断
受

診
本

人
の

受
診

申
込

書
及

び
適

性
診

断
実

施
に

よ
る

受
診

事
業

者
(照

会
時

の
み

）
電

子
媒

体
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独
立

行
政

法
人

自
動

車
事

故
対

策
機

構
　

平
成

２
４

年
度

　
個

人
情

報
フ

ァ
イ

ル
簿

整
理

番
号

種
別

大
分

類
中

分
類

小
分

類
文

書
フ

ァ
イ

ル
名

　
（
個

人
情

報
フ

ァ
イ

ル
）

作
成

者
個

人
情

報
件

数
個

人
情

報
の

利
用

目
的

個
人

情
報

の
記

録
内

容
個

人
情

報
収

集
方

法
記

録
情

報
の

提
供

先
媒

体
の

種
類

備
考

3
3

事
故

防
止

仙
台

主
管

支
所

適
性

診
断

G
診

断
ロ

ー
デ

ー
タ

フ
ァ

イ
ル

適
性

診
断

G
2
1
0
,5

5
8

診
断

業
務

氏
名

、
生

年
月

日
、

会
社

名
適

性
診

断
受

診
本

人
の

受
診

申
込

書
及

び
適

性
診

断
実

施
に

よ
る

無
し

電
子

媒
体

3
4

事
故

防
止

福
島

支
所

安
全

指
導

講
習

基
礎

講
習

受
講

者
名

簿
マ

ネ
ー

ジ
ャ

ー
1
1
,7

8
0

講
習

受
講

の
た

め
修

了
番

号
、

修
了

月
日

、
業

態
、

手
帳

番
号

、
事

業
者

名 受
講

申
込

書
管

支
所

、
ﾊ

ﾞｽ
・
ﾀ
ｸ
ｼ
ｰ

・
ﾄﾗ

ｯ
ｸ
協

会
紙

3
5

事
故

防
止

福
島

支
所

安
全

指
導

講
習

一
般

講
習

受
講

者
名

簿
マ

ネ
ー

ジ
ャ

ー
5
8
,6

3
3

講
習

受
講

の
た

め
修

了
月

日
、

事
業

者
名

、
氏

名
、

職
種

受
講

申
込

書
運

輸
支

局
、

ﾊ
ﾞｽ

・
ﾀ
ｸ
ｼ
ｰ

・
ﾄﾗ

ｯ
ｸ
協

紙

3
6

事
故

防
止

福
島

支
所

安
全

指
導

講
習

運
行

管
理

者
講

習
受

講
台

帳
マ

ネ
ー

ジ
ャ

ー
5
8
,6

3
3

受
講

記
録

の
管

理
事

業
者

名
、

氏
名

、
生

年
月

日
、

資
格

者
証

交
付

番
号

受
講

申
込

書
本

人
(指

導
講

習
手

帳
再

交
付

）
紙

3
7

事
故

防
止

福
島

支
所

安
全

指
導

講
習

運
行

管
理

者
一

般
・
基

礎
講

習
受

講
申

込
書

マ
ネ

ー
ジ

ャ
ー

3
,0

2
0

講
習

受
講

の
た

め
事

業
者

名
、

氏
名

、
フ

リ
ガ

ナ
、

生
年

月
日

、
職

種
、

手
本

人
記

入
無

し
紙

3
8

事
故

防
止

福
島

支
所

安
全

指
導

診
断

適
性

診
断

受
診

申
込

書
マ

ネ
ー

ジ
ャ

ー
7
,5

1
8

診
断

受
診

の
た

め
受

診
日

、
事

業
者

名
、

氏
名

、
性

別
、

生
年

月
日

、
受

診
適

性
診

断
受

診
本

人
の

受
診

申
込

書
及

び
適

性
診

断
実

施
に

よ
る

本
人

紙

3
9

事
故

防
止

福
島

支
所

安
全

指
導

診
断

適
性

診
断

受
診

者
一

覧
マ

ネ
ー

ジ
ャ

ー
7
,5

1
8

受
診

記
録

の
管

理
受

診
日

、
事

業
者

名
、

氏
名

、
生

年
月

日
、

年
齢

、
業

態
適

性
診

断
受

診
本

人
の

受
診

申
込

書
及

び
適

性
診

断
実

施
に

よ
る

本
人

紙

4
0

事
故

防
止

福
島

支
所

安
全

指
導

診
断

適
性

診
断

結
果

一
覧

表
マ

ネ
ー

ジ
ャ

ー
7
,5

1
8

受
診

記
録

の
管

理
受

診
日

、
事

業
者

名
、

診
断

区
分

、
氏

名
、

年
齢

、
生

年
適

性
診

断
受

診
本

人
の

受
診

申
込

書
及

び
適

性
診

断
実

施
に

よ
る

本
人

紙

4
1

事
故

防
止

福
島

支
所

安
全

指
導

診
断

診
断

票
発

送
簿

マ
ネ

ー
ジ

ャ
ー

7
,5

1
8

受
診

記
録

の
管

理
受

診
日

、
事

業
者

名
、

氏
名

、
生

年
月

日
、

業
態

、
診

断
適

性
診

断
受

診
本

人
の

受
診

申
込

書
及

び
適

性
診

断
実

施
に

よ
る

本
人

紙

4
2

事
故

防
止

福
島

支
所

安
全

指
導

診
断

J
U

S
IN

F
IL

マ
ネ

ー
ジ

ャ
ー

8
5
,1

5
7

受
診

記
録

の
管

理
診

断
区

分
、

受
診

日
、

氏
名

、
性

別
、

生
年

月
日

、
年

齢
適

性
診

断
受

診
本

人
の

受
診

申
込

書
及

び
適

性
診

断
実

施
に

よ
る

本
人

H
D

4
3

事
故

防
止

福
島

支
所

安
全

指
導

診
断

R
A

W
D

A
T
A

マ
ネ

ー
ジ

ャ
ー

8
5
,1

5
7

受
診

記
録

の
管

理
診

断
区

分
、

受
診

日
、

氏
名

、
性

別
、

生
年

月
日

、
年

齢
適

性
診

断
受

診
本

人
の

受
診

申
込

書
及

び
適

性
診

断
実

施
に

よ
る

本
人

H
D

4
4

事
故

防
止

福
島

支
所

安
全

指
導

診
断

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

テ
ー

プ
マ

ネ
ー

ジ
ャ

ー
8
5
,1

5
7

受
診

記
録

の
管

理
診

断
区

分
、

受
診

日
、

氏
名

、
性

別
、

生
年

月
日

、
年

齢
適

性
診

断
受

診
本

人
の

受
診

申
込

書
及

び
適

性
診

断
実

施
に

よ
る

本
人

磁
気

テ
ー

プ

4
5

事
故

防
止

岩
手

支
所

指
導

課
講

習
基

礎
講

習
受

講
者

名
簿

マ
ネ

ー
ジ

ャ
ー

6
,8

5
9

講
習

受
講

の
た

め
修

了
番

号
、

修
了

月
日

、
業

態
、

手
帳

番
号

、
事

業
者

名 受
講

申
込

書
輸

局
、

本
部

ﾊ
ﾞｽ

・
ﾀ
ｸ
ｼ
ｰ

・
ﾄﾗ

ｯ
ｸ
協

Ｈ
Ｄ

・
紙

4
6

事
故

防
止

岩
手

支
所

指
導

課
講

習
講

習
シ

ス
テ

ム
マ

ネ
ー

ジ
ャ

ー
1
0
,4

0
7

講
習

受
講

の
た

め
修

了
番

号
、

修
了

月
日

、
業

態
、

手
帳

番
号

、
事

業
者

名 受
講

申
込

書
無

し
H

D

4
7

事
故

防
止

岩
手

支
所

指
導

課
講

習
一

般
講

習
受

講
者

名
簿

マ
ネ

ー
ジ

ャ
ー

2
8
,7

9
8

講
習

受
講

の
た

め
修

了
月

日
、

事
業

者
名

、
氏

名
、

職
種

受
講

申
込

書
運

輸
支

局
、

ﾊ
ﾞｽ

・
ﾀ
ｸ
ｼ
ｰ

・
ﾄﾗ

ｯ
ｸ
協

H
D

・
紙

4
8

事
故

防
止

岩
手

支
所

指
導

課
講

習
運

行
管

理
者

講
習

受
講

台
帳

マ
ネ

ー
ジ

ャ
ー

3
3
,4

4
6

受
講

記
録

の
管

理
事

業
者

名
、

氏
名

、
生

年
月

日
、

資
格

者
証

交
付

番
号

受
講

申
込

書
本

人
(指

導
講

習
手

帳
再

交
付

）
紙

4
9

事
故

防
止

岩
手

支
所

指
導

課
講

習
運

行
管

理
者

一
般

・
基

礎
講

習
受

講
申

込
書

マ
ネ

ー
ジ

ャ
ー

3
,4

6
1

講
習

受
講

の
た

め
事

業
者

名
、

氏
名

、
フ

リ
ガ

ナ
、

生
年

月
日

、
職

種
、

手
本

人
記

入
無

し
紙

5
0

事
故

防
止

岩
手

支
所

指
導

課
診

断
適

性
診

断
受

診
申

込
書

マ
ネ

ー
ジ

ャ
ー

6
,8

5
8

診
断

受
診

の
た

め
受

診
日

、
事

業
者

名
、

氏
名

、
性

別
、

生
年

月
日

、
受

診
適

性
診

断
受

診
本

人
の

受
診

申
込

書
及

び
適

性
診

断
実

施
に

よ
る

本
人

紙

5
1

事
故

防
止

岩
手

支
所

指
導

課
診

断
J
U

S
IN

F
IL

マ
ネ

ー
ジ

ャ
ー

9
2
,6

3
2

受
診

記
録

の
管

理
診

断
区

分
、

受
診

日
、

氏
名

、
性

別
、

生
年

月
日

、
年

齢
適

性
診

断
受

診
本

人
の

受
診

申
込

書
及

び
適

性
診

断
実

施
に

よ
る

本
人

H
D

5
2

事
故

防
止

岩
手

支
所

指
導

課
診

断
R

A
W

D
A

T
A

マ
ネ

ー
ジ

ャ
ー

9
2
,6

3
2

受
診

記
録

の
管

理
診

断
区

分
、

受
診

日
、

氏
名

、
性

別
、

生
年

月
日

、
年

齢
適

性
診

断
受

診
本

人
の

受
診

申
込

書
及

び
適

性
診

断
実

施
に

よ
る

本
人

H
D

5
3

事
故

防
止

岩
手

支
所

指
導

課
診

断
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
テ

ー
プ

マ
ネ

ー
ジ

ャ
ー

9
2
,6

3
2

受
診

記
録

の
管

理
診

断
区

分
、

受
診

日
、

氏
名

、
性

別
、

生
年

月
日

、
年

齢
適

性
診

断
受

診
本

人
の

受
診

申
込

書
及

び
適

性
診

断
実

施
に

よ
る

本
人

磁
気

テ
ー

プ

5
4

事
故

防
止

青
森

支
所

管
理

指
導

課
講

習
基

礎
講

習
受

講
者

名
簿

マ
ネ

ー
ジ

ャ
ー

5
,1

0
9

受
講

日
等

の
確

認
氏

名
・
生

年
月

日
・
受

講
日

講
習

会
受

講
支

局
・
本

人
紙

5
5

事
故

防
止

青
森

支
所

管
理

指
導

課
講

習
一

般
講

習
受

講
者

名
簿

マ
ネ

ー
ジ

ャ
ー

1
7
,4

3
8

受
講

日
等

の
確

認
氏

名
・
生

年
月

日
・
受

講
日

講
習

会
受

講
支

局
・
本

人
紙

5
6

事
故

防
止

青
森

支
所

診
断

課
診

断
発

送
簿

マ
ネ

ー
ジ

ャ
ー

7
,0

4
4

診
断

業
務

氏
名

、
生

年
月

日
、

会
社

名
等

適
性

診
断

受
診

本
人

の
受

診
申

込
書

無
し

紙

5
7

事
故

防
止

青
森

支
所

診
断

課
診

断
適

性
診

断
（
謄

本
交

付
）
申

込
書

マ
ネ

ー
ジ

ャ
ー

6
,5

1
5

診
断

業
務

氏
名

、
生

年
月

日
、

会
社

名
等

適
性

診
断

受
診

本
人

の
受

診
申

込
書

無
し

紙

5
8

事
故

防
止

山
形

支
所

指
導

G
講

習
運

行
管

理
者

講
習

受
講

台
帳

指
導

G
1
,5

0
0

受
講

記
録

の
管

理
氏

名
・
生

年
月

日
・
受

講
日

・
所

属
会

社
講

習
会

受
講

支
局

・
本

人
紙

5
9

事
故

防
止

山
形

支
所

指
導

G
診

断
受

診
者

フ
ァ

イ
ル

指
導

G
8
0
,1

3
0

診
断

業
務

氏
名

、
生

年
月

日
、

会
社

名
適

性
診

断
受

診
本

人
の

受
診

申
込

書
及

び
適

性
診

断
実

施
に

よ
る

受
診

事
業

者
(照

会
時

の
み

）
H

D

6
0

事
故

防
止

秋
田

支
所

指
導

G
講

習
基

礎
講

習
受

講
者

名
簿

マ
ネ

ー
ジ

ャ
ー

6
,0

4
2

講
習

受
講

の
た

め
修

了
番

号
、

修
了

月
日

、
業

態
、

手
帳

番
号

、
事

業
者

名 受
講

申
込

書
輸

局
、

運
輸

支
局

、
本

部
、

主
管

支
紙

・
電

子

6
1

事
故

防
止

秋
田

支
所

指
導

G
講

習
一

般
講

習
受

講
者

名
簿

マ
ネ

ー
ジ

ャ
ー

3
2
,0

5
2

講
習

受
講

の
た

め
修

了
月

日
、

事
業

者
名

、
氏

名
、

職
種

受
講

申
込

書
運

輸
支

局
紙

・
電

子

6
2

事
故

防
止

秋
田

支
所

指
導

G
講

習
運

行
管

理
者

講
習

受
講

台
帳

マ
ネ

ー
ジ

ャ
ー

3
3
,4

7
6

受
講

記
録

の
管

理
事

業
者

名
、

氏
名

、
生

年
月

日
、

資
格

者
証

交
付

番
号

受
講

申
込

書
本

人
(指

導
講

習
手

帳
再

交
付

）
紙

6
3

事
故

防
止

秋
田

支
所

指
導

G
診

断
J
U

S
IN

F
IL

マ
ネ

ー
ジ

ャ
ー

6
9
,9

5
5

受
診

記
録

の
管

理
診

断
区

分
、

受
診

日
、

氏
名

、
性

別
、

生
年

月
日

、
年

齢
適

性
診

断
受

診
本

人
の

受
診

申
込

書
及

び
適

性
診

断
実

施
に

よ
る

本
人

電
子

6
4

事
故

防
止

秋
田

支
所

指
導

G
診

断
R

A
W

D
A

T
A

マ
ネ

ー
ジ

ャ
ー

6
9
,9

5
5

受
診

記
録

の
管

理
診

断
区

分
、

受
診

日
、

氏
名

、
性

別
、

生
年

月
日

、
年

齢
適

性
診

断
受

診
本

人
の

受
診

申
込

書
及

び
適

性
診

断
実

施
に

よ
る

本
人

電
子

- 83 -



　
　

独
立

行
政

法
人

自
動

車
事

故
対

策
機

構
　

平
成

２
４

年
度

　
個

人
情

報
フ

ァ
イ

ル
簿

整
理

番
号

種
別

大
分

類
中

分
類

小
分

類
文

書
フ

ァ
イ

ル
名

　
（
個

人
情

報
フ

ァ
イ

ル
）

作
成

者
個

人
情

報
件

数
個

人
情

報
の

利
用

目
的

個
人

情
報

の
記

録
内

容
個

人
情

報
収

集
方

法
記

録
情

報
の

提
供

先
媒

体
の

種
類

備
考

6
5

事
故

防
止

新
潟

主
管

支
所

管
理

指
導

課
講

習
受

講
者

台
帳

指
導

講
習

Ｇ
年

間
２

，
１

０
０

一
般

講
習

の
申

込
の

記
録

、
整

理
に

利
用

氏
名

・
生

年
月

日
・
事

業
者

名
事

業
者

か
ら

提
出

の
申

込
書

無
電

子

6
6

事
故

防
止

新
潟

主
管

支
所

管
理

指
導

課
講

習
受

講
者

台
帳

指
導

講
習

Ｇ
年

間
１

，
０

０
０

基
礎

講
習

の
申

込
の

記
録

、
整

理
に

利
用

氏
名

・
生

年
月

日
・
事

業
者

名
事

業
者

か
ら

提
出

の
申

込
書

無
電

子

6
7

事
故

防
止

新
潟

主
管

支
所

適
性

診
断

課
診

断
受

診
者

一
覧

表
適

性
診

断
Ｇ

年
間

約
１

２
，

０
０

０
受

診
者

の
記

録
、

整
理

把
握

の
た

め
氏

名
・
生

年
月

日
・
事

業
者

名
受

診
者

の
申

込
書

無
電

子

6
8

事
故

防
止

新
潟

主
管

支
所

適
性

診
断

課
診

断
結

果
一

覧
表

適
性

診
断

Ｇ
年

間
約

１
２

，
０

０
０

受
診

者
の

記
録

、
整

理
把

握
の

た
め

氏
名

・
生

年
月

日
・
事

業
者

名
受

診
者

の
申

込
書

無
電

子

6
9

事
故

防
止

長
野

支
所

指
導

課
講

習
一

般
講

習
等

申
込

状
況

指
導

講
習

Ｇ
年

間
約

２
，

４
０

０
一

般
講

習
等

の
申

込
の

記
録

、
整

理
に

利
用

氏
名

・
生

年
月

日
・
事

業
者

名
事

業
者

か
ら

提
出

の
申

込
書

無
電

子

7
0

事
故

防
止

長
野

支
所

指
導

課
診

断
受

診
者

一
覧

表
適

性
診

断
Ｇ

年
間

約
６

，
８

０
０

受
診

者
の

記
録

、
整

理
把

握
の

た
め

氏
名

・
生

年
月

日
・
事

業
者

名
適

性
診

断
受

診
本

人
の

受
診

申
込

書
無

電
子

7
1

事
故

防
止

長
野

支
所

指
導

課
診

断
結

果
一

覧
表

適
性

診
断

Ｇ
年

間
約

６
，

８
０

０
受

診
者

の
記

録
、

整
理

把
握

の
た

め
氏

名
・
生

年
月

日
・
事

業
者

名
適

性
診

断
受

診
本

人
の

受
診

申
込

書
無

電
子

7
2

事
故

防
止

石
川

支
所

指
導

課
講

習
一

般
・
基

礎
講

習
受

講
申

込
状

況
指

導
講

習
Ｇ

年
間

約
１

，
４

０
０

講
習

等
の

申
込

の
記

録
・
整

理
に

利
用

氏
名

・
生

年
月

日
・
事

業
者

名
事

業
者

か
ら

の
提

出
の

申
込

書
無

電
子

7
3

事
故

防
止

石
川

支
所

指
導

課
診

断
受

診
者

一
覧

表
適

性
診

断
Ｇ

年
間

約
４

，
４

０
０

受
診

者
の

記
録

、
整

理
把

握
の

た
め

氏
名

・
生

年
月

日
・
事

業
者

名
適

性
診

断
受

診
本

人
の

受
診

申
込

書
無

電
子

7
4

事
故

防
止

石
川

支
所

指
導

課
診

断
結

果
一

覧
表

適
性

診
断

Ｇ
年

間
約

４
，

４
０

０
受

診
者

の
記

録
、

整
理

把
握

の
た

め
氏

名
・
生

年
月

日
・
事

業
者

名
適

性
診

断
受

診
本

人
の

受
診

申
込

書
無

電
子

7
5

事
故

防
止

富
山

支
所

指
導

課
講

習
一

般
講

習
等

受
講

申
込

状
況

指
導

講
習

Ｇ
年

間
１

，
４

０
０

一
般

講
習

等
の

受
講

申
込

書
の

記
録

、
整

理
に

利
用

氏
名

・
生

年
月

日
・
事

業
者

名
事

業
者

か
ら

提
出

の
　

　
　

申
込

書
無

電
子

7
6

事
故

防
止

富
山

支
所

指
導

課
診

断
受

診
者

一
覧

表
適

性
診

断
Ｇ

年
間

約
５

，
０

０
０

受
診

者
の

記
録

、
整

理
把

握
の

た
め

氏
名

・
生

年
月

日
・
事

業
者

名
適

性
診

断
受

診
本

人
の

受
診

申
込

書
無

電
子

7
7

事
故

防
止

富
山

支
所

指
導

課
診

断
結

果
一

覧
表

適
性

診
断

Ｇ
年

間
約

５
，

０
０

０
受

診
者

の
記

録
、

整
理

把
握

の
た

め
氏

名
・
生

年
月

日
・
事

業
者

名
適

性
診

断
受

診
本

人
の

受
診

申
込

書
無

電
子

7
8

事
故

防
止

東
京

主
管

支
所

管
理

指
導

G
講

習
一

般
講

習
申

込
状

況
管

理
指

導
G

1
2
,4

4
5

一
般

講
習

の
申

込
の

記
録


整
理

に
利

用
氏

名
・
生

年
月

日
・
事

業
者

名
事

業
者

か
ら

提
出

の
申

込
書

有
（
東

京
運

輸
支

局
）

電
子

7
9

事
故

防
止

東
京

主
管

支
所

管
理

指
導

G
講

習
基

礎
講

習
シ

ス
テ

ム
管

理
指

導
G

3
,9

2
2

基
礎

講
習

の
申

込
の

記
録


整
理

に
利

用
氏

名
・
生

年
月

日
・
事

業
者

名
事

業
者

か
ら

提
出

の
申

込
書

無
電

子

8
0

事
故

防
止

東
京

主
管

支
所

適
性

診
断

G
診

断
受

診
者

一
覧

表
適

性
診

断
G

5
7
,9

5
4

受
診

者
の

記
録

・
整

理
把

握
の

た
め

氏
名

・
生

年
月

日
・
事

業
者

名
等

適
性

診
断

受
診

本
人

の
受

診
申

込
書

無
電

子

8
1

事
故

防
止

神
奈

川
支

所
指

導
G

講
習

一
般

講
習

申
込

状
況

講
習

担
当

年
間

約
５

，
８

０
０

一
般

講
習

の
受

付
、

整
理

に
利

用
氏

名
・
生

年
月

日
・
事

業
者

名
等

事
業

者
か

ら
の

申
込

書
無

電
子

8
2

事
故

防
止

神
奈

川
支

所
指

導
G

講
習

基
礎

講
習

申
込

状
況

講
習

担
当

年
間

約
２

，
２

０
０

基
礎

講
習

の
受

付
、

整
理

に
利

用
氏

名
・
生

年
月

日
・
事

業
者

名
等

事
業

者
か

ら
の

申
込

書
無

電
子

8
3

事
故

防
止

神
奈

川
支

所
診

断
G

診
断

受
診

者
一

覧
表

診
断

担
当

年
間

約
２

６
，

０
０

０
受

診
者

の
記

録
・
整

理
把

握
の

た
め

氏
名

・
生

年
月

日
・
事

業
所

名
等

受
診

者
か

ら
の

申
込

書
無

電
子

8
4

事
故

防
止

千
葉

支
所

指
導

G
講

習
一

般
講

習
申

込
状

況
講

習
担

当
5
,2

0
0

一
般

講
習

申
込

の
記

録
.整

理
に

利
用

氏
名

.生
年

月
日

.事
業

社
名

事
業

者
か

ら
の

申
込

書
無

電
子

8
5

事
故

防
止

千
葉

支
所

指
導

G
講

習
基

礎
講

習
申

込
状

況
講

習
担

当
1
,9

0
0

基
礎

講
習

の
受

付
、

整
理

に
利

用
氏

名
・
生

年
月

日
・
事

業
者

名
簿

事
業

者
か

ら
の

申
込

書
申

込
書

無
電

子

8
6

事
故

防
止

千
葉

支
所

診
断

G
診

断
受

診
者

一
覧

表
診

断
担

当
1
7
,0

0
0

受
診

者
の

記
録

・
整

理
把

握
の

た
め

氏
名

.生
年

月
日

.事
業

社
名

等
適

性
診

断
受

診
本

人
の

受
診

申
込

書
無

電
子

8
7

事
故

防
止

埼
玉

支
所

指
導

G
講

習
一

般
講

習
申

込
・
受

講
状

況
講

習
担

当
年

間
４

，
８

２
８

一
般

講
習

申
込

・
受

講
状

況
の

記
録

・
整

理
に

利
用

氏
名

.生
年

月
日

.事
業

社
名

事
業

者
・
受

講
者

か
ら

の
申

込
書

及
び イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

に
よ

る
申

し
込

み
有

（
埼

玉
運

輸
支

局
）

電
子

8
8

事
故

防
止

埼
玉

支
所

指
導

G
講

習
基

礎
講

習
申

込
・
受

講
状

況
講

習
担

当
年

間
１

，
７

６
１

基
礎

講
習

申
込

・
受

講
状

況
の

記
録

・
整

理
に

利
用

氏
名

.生
年

月
日

.事
業

社
名

事
業

者
・
受

講
者

か
ら

の
申

込
書

及
び イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

に
よ

る
申

し
込

み
有

（
埼

玉
運

輸
支

局
）

電
子

8
9

事
故

防
止

埼
玉

支
所

診
断

G
診

断
受

診
者

一
覧

表
診

断
担

当
年

間
１

７
，

５
６

６
受

診
者

の
記

録
・
整

理
把

握
の

た
め

氏
名

・
生

年
月

日
・
事

業
所

名
等

事
業

者
・
受

診
者

か
ら

の
申

込
書

及
び イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

に
よ

る
申

し
込

み
無

電
子

9
0

事
故

防
止

茨
城

支
所

指
導

G
講

習
一

般
講

習
申

込
状

況
講

習
担

当
年

間
約

３
，

６
５

３
一

般
講

習
の

申
込

み
の

記
録

整
理

に
利

用
氏

名
・
生

年
月

日
・
事

業
者

名
事

業
者

か
ら

提
出

の
申

込
書

無
紙

9
1

事
故

防
止

茨
城

支
所

診
断

G
診

断
受

診
者

一
覧

表
診

断
担

当
年

間
約

１
１

，
６

２
２

受
診

者
の

記
録

・
整

理
把

握
の

た
め

氏
名

・
生

年
月

日
・
事

業
所

名
等

受
診

者
の

申
込

無
電

子

9
2

事
故

防
止

群
馬

支
所

指
導

G
講

習
一

般
講

習
申

込
状

況
講

習
担

当
2
,0

0
2

一
般

講
習

の
申

込
の

記
録

整
理

に
利

用
氏

名
・
生

年
月

日
・
事

業
者

名
事

業
者

か
ら

提
出

の
申

込
書

無
紙

9
3

事
故

防
止

群
馬

支
所

診
断

G
診

断
受

診
者

一
覧

表
診

断
担

当
年

間
約

８
，

０
０

０
受

診
者

の
記

録
・
整

理
把

握
の

た
め

氏
名

・
生

年
月

日
・
事

業
所

名
等

適
性

診
断

受
診

本
人

の
受

診
申

込
書

無
電

子

9
4

事
故

防
止

栃
木

支
所

指
導

G
講

習
一

般
･基

礎
講

習
受

講
者

名
簿

講
習

担
当

年
間

約
２

，
９

０
０

講
習

業
務

整
理

等
氏

名
、

事
業

者
名

、
住

所
等

事
業

者
等

の
申

込
書

無
紙

9
5

事
故

防
止

栃
木

支
所

診
断

G
診

断
受

診
者

一
覧

表
診

断
担

当
年

間
約

７
，

５
０

０
受

診
者

の
記

録
、

整
理

把
握

の
た

め
氏

名
・
生

年
月

日
・
事

業
所

名
等

適
性

診
断

受
診

本
人

の
受

診
申

込
書

無
電

子

9
6

事
故

防
止

山
梨

支
所

指
導

G
講

習
一

般
講

習
申

込
状

況
講

習
担

当
年

間
１

,０
４

０
一

般
講

習
の

申
込

の
記

録
整

理
に

利
用

氏
名

・
生

年
月

日
・
事

業
者

名
事

業
者

か
ら

提
出

の
申

込
書

無
電

子
・
紙
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独
立

行
政

法
人

自
動

車
事

故
対

策
機

構
　

平
成

２
４

年
度

　
個

人
情

報
フ

ァ
イ

ル
簿

整
理

番
号

種
別

大
分

類
中

分
類

小
分

類
文

書
フ

ァ
イ

ル
名

　
（
個

人
情

報
フ

ァ
イ

ル
）

作
成

者
個

人
情

報
件

数
個

人
情

報
の

利
用

目
的

個
人

情
報

の
記

録
内

容
個

人
情

報
収

集
方

法
記

録
情

報
の

提
供

先
媒

体
の

種
類

備
考

9
7

事
故

防
止

山
梨

支
所

診
断

G
診

断
受

診
者

一
覧

表
診

断
担

当
年

間
３

,３
４

５
受

診
者

の
記

録
・
整

理
把

握
の

た
め

氏
名

・
生

年
月

日
・
事

業
所

名
等

適
性

診
断

受
診

本
人

の
受

診
申

込
書

無
電

子

9
8

事
故

防
止

名
古

屋
主

管
支

所
指

導
講

習
G

講
習

運
行

管
理

者
等

指
導

講
習

受
講

者
台

帳
指

導
講

習
G

6
1
,0

3
5

運
行

管
理

者
等

指
導

講
習

開
催

案
内

及
び

受
講

実
績

の
把

握
に

利
用

氏
名

、
生

年
月

日
、

所
属

会
社

名
受

講
者

本
人

か
ら

の
受

講
申

込
書

無
電

子

9
9

事
故

防
止

名
古

屋
主

管
支

所
適

性
診

断
G

診
断

運
転

適
性

診
断

受
診

デ
ー

タ
適

性
診

断
G

4
1
5
,0

0
3

適
性

診
断

受
診

本
人

へ
の

情
報

提
供

氏
名

、
生

年
月

日
、

所
属

会
社

名
適

性
診

断
受

診
本

人
の

受
診

申
込

書
適

性
診

断
受

診
本

人
電

子

1
0
0

事
故

防
止

静
岡

支
所

指
導

講
習

G
講

習
運

行
管

理
者

等
指

導
講

習
受

講
者

台
帳

指
導

講
習

G
1
9
,8

1
9

運
行

管
理

者
等

指
導

講
習

開
催

案
内

及
び

受
講

実
績

の
把

握
に

利
用

氏
名

、
生

年
月

日
、

所
属

会
社

名
受

講
者

本
人

か
ら

の
受

講
申

込
書

無
電

子

1
0
1

事
故

防
止

静
岡

支
所

適
性

診
断

G
診

断
運

転
適

性
診

断
受

診
デ

ー
タ

適
性

診
断

G
2
3
,1

7
9

適
性

診
断

受
診

本
人

へ
の

情
報

提
供

氏
名

、
生

年
月

日
、

所
属

会
社

名
適

性
診

断
受

診
本

人
の

受
診

申
込

書
適

性
診

断
受

診
本

人
電

子

1
0
2

事
故

防
止

岐
阜

支
所

指
導

講
習

G
講

習
運

行
管

理
者

等
指

導
講

習
受

講
者

台
帳

指
導

講
習

G
7
,7

3
3

運
行

管
理

者
等

指
導

講
習

開
催

案
内

及
び

受
講

実
績

の
把

握
に

利
用

氏
名

、
生

年
月

日
、

所
属

会
社

名
受

講
者

本
人

か
ら

の
受

講
申

込
書

無
電

子

1
0
3

事
故

防
止

岐
阜

支
所

適
性

診
断

G
診

断
運

転
適

性
診

断
受

診
デ

ー
タ

適
性

診
断

G
9
3
,2

8
5

適
性

診
断

受
診

本
人

へ
の

情
報

提
供

氏
名

、
生

年
月

日
、

所
属

会
社

名
適

性
診

断
受

診
本

人
の

受
診

申
込

書
適

性
診

断
受

診
本

人
電

子

1
0
4

事
故

防
止

三
重

支
所

指
導

講
習

G
講

習
運

行
管

理
者

等
指

導
講

習
受

講
者

台
帳

指
導

講
習

G
1
0
,2

5
6

運
行

管
理

者
等

指
導

講
習

開
催

案
内

及
び

受
講

実
績

の
把

握
に

利
用

氏
名

、
生

年
月

日
、

所
属

会
社

名
受

講
者

本
人

か
ら

の
受

講
申

込
書

無
電

子

1
0
5

事
故

防
止

三
重

支
所

適
性

診
断

G
診

断
運

転
適

性
診

断
受

診
デ

ー
タ

適
性

診
断

G
8
9
,0

0
8

適
性

診
断

受
診

本
人

へ
の

情
報

提
供

氏
名

、
生

年
月

日
、

所
属

会
社

名
適

性
診

断
受

診
本

人
の

受
診

申
込

書
適

性
診

断
受

診
本

人
電

子

1
0
6

事
故

防
止

福
井

支
所

指
導

講
習

G
講

習
運

行
管

理
者

等
指

導
講

習
受

講
者

台
帳

指
導

講
習

G
5
,5

9
0

運
行

管
理

者
等

指
導

講
習

開
催

案
内

及
び

受
講

実
績

の
把

握
に

利
用

氏
名

、
生

年
月

日
、

所
属

会
社

名
受

講
者

本
人

か
ら

の
受

講
申

込
書

無
電

子

1
0
7

事
故

防
止

福
井

支
所

適
性

診
断

G
診

断
運

転
適

性
診

断
受

診
デ

ー
タ

適
性

診
断

G
4
8
,4

7
4

適
性

診
断

受
診

本
人

へ
の

情
報

提
供

氏
名

、
生

年
月

日
、

所
属

会
社

名
適

性
診

断
受

診
本

人
の

受
診

申
込

書
適

性
診

断
受

診
本

人
電

子

1
0
8

事
故

防
止

大
阪

主
管

支
所

適
性

診
断

課
診

断
運

転
適

性
診

断
受

診
デ

ー
タ

適
性

診
断

グ
ル

ー
プ

2
9
,2

1
9

適
性

診
断

受
診

本
人

へ
の

情
報

提
供

氏
名

、
生

年
月

日
、

所
属

会
社

名
適

性
診

断
受

診
本

人
の

受
診

申
込

書
適

性
診

断
受

診
本

人
紙

　
　

電
子

1
0
9

事
故

防
止

大
阪

主
管

支
所

管
理

指
導

課
講

習
運

行
管

理
者

等
指

導
講

習
受

講
者

台
帳

管
理

指
導

グ
ル

ー
プ

5
1
,1

5
2

関
係

機
関

等
へ

の
報

告
受

講
実

績
の

把
握

・
問

合
せ

へ
の

対
応

会
社

名
・
氏

名
・
生

年
月

日
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

本
人

申
告

な
し

紙
・
電

子

1
1
0

事
故

防
止

京
都

支
所

指
導

課
診

断
運

転
適

性
診

断
受

診
デ

ー
タ

指
導

グ
ル

ー
プ

9
,7

1
5

適
性

診
断

受
診

本
人

へ
の

情
報

提
供

氏
名

、
生

年
月

日
、

所
属

会
社

名
適

性
診

断
受

診
本

人
の

受
診

申
込

書
適

性
診

断
受

診
本

人
紙

　
　

電
子

1
1
1

事
故

防
止

京
都

支
所

指
導

課
講

習
運

行
管

理
者

等
指

導
講

習
受

講
者

台
帳

指
導

グ
ル

ー
プ

2
,2

7
7

運
行

管
理

者
等

指
導

講
習

開
催

案
内

及
び

氏
名

、
生

年
月

日
、

所
属

会
社

名
受

講
者

本
人

か
ら

の
受

講
申

込
書

無
紙

　
　

電
子

1
1
2

事
故

防
止

兵
庫

支
所

指
導

課
診

断
運

転
適

性
診

断
受

診
デ

ー
タ

指
導

グ
ル

ー
プ

1
4
,2

4
3

適
性

診
断

受
診

本
人

へ
の

情
報

提
供

氏
名

、
生

年
月

日
、

所
属

会
社

名
適

性
診

断
受

診
本

人
の

受
診

申
込

書
適

性
診

断
受

診
本

人
紙

　
　

電
子

1
1
3

事
故

防
止

兵
庫

支
所

指
導

課
講

習
運

行
管

理
者

等
指

導
講

習
受

講
者

台
帳

指
導

グ
ル

ー
プ

4
,3

5
4

運
行

管
理

者
等

指
導

講
習

開
催

案
内

及
び

氏
名

、
生

年
月

日
、

所
属

会
社

名
受

講
者

本
人

か
ら

の
受

講
申

込
書

無
紙

　
　

電
子

1
1
4

事
故

防
止

滋
賀

支
所

指
導

課
診

断
運

転
適

性
診

断
受

診
デ

ー
タ

指
導

グ
ル

ー
プ

5
,1

5
8

適
性

診
断

受
診

本
人

へ
の

情
報

提
供

氏
名

、
生

年
月

日
、

所
属

会
社

名
適

性
診

断
受

診
本

人
の

受
診

申
込

書
適

性
診

断
受

診
本

人
紙

　
　

電
子

1
1
5

事
故

防
止

滋
賀

支
所

指
導

課
講

習
運

行
管

理
者

等
指

導
講

習
受

講
者

台
帳

指
導

グ
ル

ー
プ

1
,8

0
9

運
行

管
理

者
等

指
導

講
習

開
催

案
内

及
び

氏
名

、
生

年
月

日
、

所
属

会
社

名
受

講
者

本
人

か
ら

の
受

講
申

込
書

無
紙

　
　

電
子

1
1
6

事
故

防
止

奈
良

支
所

指
導

課
診

断
運

転
適

性
診

断
受

診
デ

ー
タ

指
導

グ
ル

ー
プ

3
,1

5
2

適
性

診
断

受
診

本
人

へ
の

情
報

提
供

氏
名

、
生

年
月

日
、

所
属

会
社

名
適

性
診

断
受

診
本

人
の

受
診

申
込

書
適

性
診

断
受

診
本

人
紙

　
　

電
子

1
1
7

事
故

防
止

奈
良

支
所

指
導

課
講

習
運

行
管

理
者

等
指

導
講

習
受

講
者

台
帳

指
導

グ
ル

ー
プ

1
,0

3
6

運
行

管
理

者
等

指
導

講
習

開
催

案
内

及
び

氏
名

、
生

年
月

日
、

所
属

会
社

名
受

講
者

本
人

か
ら

の
受

講
申

込
書

無
紙

　
　

電
子

1
1
8

事
故

防
止

和
歌

山
支

所
指

導
課

診
断

運
転

適
性

診
断

受
診

デ
ー

タ
指

導
グ

ル
ー

プ
3
,8

1
7

適
性

診
断

受
診

本
人

へ
の

情
報

提
供

氏
名

、
生

年
月

日
、

所
属

会
社

名
適

性
診

断
受

診
本

人
の

受
診

申
込

書
適

性
診

断
受

診
本

人
紙

　
　

電
子

1
1
9

事
故

防
止

和
歌

山
支

所
指

導
課

講
習

運
行

管
理

者
等

指
導

講
習

受
講

者
台

帳
指

導
グ

ル
ー

プ
1
,1

5
1

運
行

管
理

者
等

指
導

講
習

開
催

案
内

及
び

氏
名

、
生

年
月

日
、

所
属

会
社

名
受

講
者

本
人

か
ら

の
受

講
申

込
書

無
紙

　
　

電
子

1
2
0

事
故

防
止

広
島

主
管

支
所

適
性

診
断

課
診

断
平

成
１

３
年

度
適

性
診

断
受

診
者

一
覧

票
適

性
診

断
課

8
,4

6
1

受
診

事
業

者
及

び
受

診
者

の
把

握
氏

名
・
生

年
月

日
・
事

業
社

名
適

性
診

断
受

診
本

人
の

受
診

申
込

書
本

部
・
主

管
支

所
電

子

1
2
1

事
故

防
止

広
島

主
管

支
所

適
性

診
断

課
診

断
平

成
１

４
年

度
適

性
診

断
受

診
者

一
覧

票
適

性
診

断
課

8
,7

7
3

受
診

事
業

者
及

び
受

診
者

の
把

握
氏

名
・
生

年
月

日
・
事

業
社

名
適

性
診

断
受

診
本

人
の

受
診

申
込

書
本

部
・
主

管
支

所
電

子

1
2
2

事
故

防
止

広
島

主
管

支
所

適
性

診
断

課
診

断
平

成
１

５
年

度
適

性
診

断
受

診
者

一
覧

票
適

性
診

断
課

1
0
,1

6
4

受
診

事
業

者
及

び
受

診
者

の
把

握
氏

名
・
生

年
月

日
・
事

業
社

名
適

性
診

断
受

診
本

人
の

受
診

申
込

書
本

部
・
主

管
支

所
電

子

1
2
3

事
故

防
止

広
島

主
管

支
所

適
性

診
断

課
診

断
平

成
１

６
年

度
適

性
診

断
受

診
者

一
覧

票
適

性
診

断
課

9
,3

9
1

受
診

事
業

者
及

び
受

診
者

の
把

握
氏

名
・
生

年
月

日
・
事

業
社

名
適

性
診

断
受

診
本

人
の

受
診

申
込

書
本

部
・
主

管
支

所
電

子

1
2
4

事
故

防
止

広
島

主
管

支
所

適
性

診
断

課
診

断
平

成
１

７
年

度
適

性
診

断
受

診
者

一
覧

票
適

性
診

断
課

9
9
,0

0
6

受
診

事
業

者
及

び
受

診
者

の
把

握
氏

名
・
生

年
月

日
・
事

業
社

名
適

性
診

断
受

診
本

人
の

受
診

申
込

書
本

部
・
主

管
支

所
電

子

1
2
5

事
故

防
止

広
島

主
管

支
所

適
性

診
断

課
診

断
平

成
１

８
年

度
適

性
診

断
受

診
者

一
覧

票
適

性
診

断
課

1
2
,2

0
1

受
診

事
業

者
及

び
受

診
者

の
把

握
氏

名
・
生

年
月

日
・
事

業
社

名
適

性
診

断
受

診
本

人
の

受
診

申
込

書
本

部
・
主

管
支

所
電

子

1
2
6

事
故

防
止

広
島

主
管

支
所

適
性

診
断

課
診

断
平

成
１

９
年

度
適

性
診

断
受

診
者

一
覧

票
適

性
診

断
課

1
2
,6

2
8

受
診

事
業

者
及

び
受

診
者

の
把

握
氏

名
・
生

年
月

日
・
事

業
社

名
適

性
診

断
受

診
本

人
の

受
診

申
込

書
本

部
・
主

管
支

所
電

子

1
2
7

事
故

防
止

広
島

主
管

支
所

適
性

診
断

課
診

断
平

成
２

０
年

度
適

性
診

断
受

診
者

一
覧

票
適

性
診

断
課

1
3
,6

1
5

受
診

事
業

者
及

び
受

診
者

の
把

握
氏

名
・
生

年
月

日
・
事

業
社

名
適

性
診

断
受

診
本

人
の

受
診

申
込

書
本

部
・
主

管
支

所
電

子

1
2
8

事
故

防
止

広
島

主
管

支
所

適
性

診
断

課
診

断
平

成
２

１
年

度
適

性
診

断
受

診
者

一
覧

票
適

性
診

断
課

1
4
,7

1
1

受
診

事
業

者
及

び
受

診
者

の
把

握
氏

名
・
生

年
月

日
・
事

業
社

名
適

性
診

断
受

診
本

人
の

受
診

申
込

書
本

部
・
主

管
支

所
電

子
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独
立

行
政

法
人

自
動

車
事

故
対

策
機

構
　

平
成

２
４

年
度

　
個

人
情

報
フ

ァ
イ

ル
簿

整
理

番
号

種
別

大
分

類
中

分
類

小
分

類
文

書
フ

ァ
イ

ル
名

　
（
個

人
情

報
フ

ァ
イ

ル
）

作
成

者
個

人
情

報
件

数
個

人
情

報
の

利
用

目
的

個
人

情
報

の
記

録
内

容
個

人
情

報
収

集
方

法
記

録
情

報
の

提
供

先
媒

体
の

種
類

備
考

1
2
9

事
故

防
止

広
島

主
管

支
所

適
性

診
断

課
診

断
平

成
２

２
年

度
適

性
診

断
受

診
者

一
覧

票
適

性
診

断
課

1
3
,6

3
4

受
診

事
業

者
及

び
受

診
者

の
把

握
氏

名
・
生

年
月

日
・
事

業
社

名
適

性
診

断
受

診
本

人
の

受
診

申
込

書
本

部
・
主

管
支

所
電

子

1
3
0

事
故

防
止

広
島

主
管

支
所

適
性

診
断

課
診

断
平

成
２

３
年

度
適

性
診

断
受

診
者

一
覧

票
適

性
診

断
課

1
5
,0

2
2

受
診

事
業

者
及

び
受

診
者

の
把

握
氏

名
・
生

年
月

日
・
事

業
社

名
適

性
診

断
受

診
本

人
の

受
診

申
込

書
本

部
・
主

管
支

所
電

子

1
3
1

事
故

防
止

広
島

主
管

支
所

適
性

診
断

課
診

断
平

成
２

４
年

度
適

性
診

断
受

診
者

一
覧

票
適

性
診

断
課

1
3
,8

7
5

受
診

事
業

者
及

び
受

診
者

の
把

握
氏

名
・
生

年
月

日
・
事

業
社

名
適

性
診

断
受

診
本

人
の

受
診

申
込

書
本

部
・
主

管
支

所
電

子

1
3
2

事
故

防
止

広
島

主
管

支
所

適
性

診
断

課
診

断
平

成
１

３
年

度
受

診
結

果
一

覧
票

適
性

診
断

課
8
,4

6
1

診
断

結
果

の
把

握
氏

名
・
生

年
月

日
・
事

業
社

名
・
診

断
結

果
適

性
診

断
受

診
本

人
の

受
診

申
込

書
及

び
診

断
結

果
本

部
・
主

管
支

所
電

子

1
3
3

事
故

防
止

広
島

主
管

支
所

適
性

診
断

課
診

断
平

成
１

４
年

度
受

診
結

果
一

覧
票

適
性

診
断

課
8
,7

7
3

診
断

結
果

の
把

握
氏

名
・
生

年
月

日
・
事

業
社

名
・
診

断
結

果
適

性
診

断
受

診
本

人
の

受
診

申
込

書
及

び
診

断
結

果
本

部
・
主

管
支

所
電

子

1
3
4

事
故

防
止

広
島

主
管

支
所

適
性

診
断

課
診

断
平

成
１

５
年

度
受

診
結

果
一

覧
票

適
性

診
断

課
1
0
,1

6
4

診
断

結
果

の
把

握
氏

名
・
生

年
月

日
・
事

業
社

名
・
診

断
結

果
適

性
診

断
受

診
本

人
の

受
診

申
込

書
及

び
診

断
結

果
本

部
・
主

管
支

所
電

子

1
3
5

事
故

防
止

広
島

主
管

支
所

適
性

診
断

課
診

断
平

成
１

６
年

度
受

診
結

果
一

覧
票

適
性

診
断

課
9
,3

9
1

診
断

結
果

の
把

握
氏

名
・
生

年
月

日
・
事

業
社

名
・
診

断
結

果
適

性
診

断
受

診
本

人
の

受
診

申
込

書
及

び
診

断
結

果
本

部
・
主

管
支

所
電

子

1
3
6

事
故

防
止

広
島

主
管

支
所

適
性

診
断

課
診

断
平

成
１

７
年

度
受

診
結

果
一

覧
票

適
性

診
断

課
8
,7

7
3

診
断

結
果

の
把

握
氏

名
・
生

年
月

日
・
事

業
社

名
・
診

断
結

果
適

性
診

断
受

診
本

人
の

受
診

申
込

書
及

び
診

断
結

果
本

部
・
主

管
支

所
電

子

1
3
7

事
故

防
止

広
島

主
管

支
所

適
性

診
断

課
診

断
平

成
１

８
年

度
受

診
結

果
一

覧
票

適
性

診
断

課
1
2
,2

0
1

診
断

結
果

の
把

握
氏

名
・
生

年
月

日
・
事

業
社

名
・
診

断
結

果
適

性
診

断
受

診
本

人
の

受
診

申
込

書
及

び
診

断
結

果
本

部
・
主

管
支

所
電

子

1
3
8

事
故

防
止

広
島

主
管

支
所

適
性

診
断

課
診

断
平

成
１

９
年

度
受

診
結

果
一

覧
票

適
性

診
断

課
1
2
,6

2
8

診
断

結
果

の
把

握
氏

名
・
生

年
月

日
・
事

業
社

名
・
診

断
結

果
適

性
診

断
受

診
本

人
の

受
診

申
込

書
及

び
診

断
結

果
本

部
・
主

管
支

所
電

子

1
3
9

事
故

防
止

広
島

主
管

支
所

適
性

診
断

課
診

断
平

成
２

０
年

度
受

診
結

果
一

覧
票

適
性

診
断

課
1
3
,6

1
5

診
断

結
果

の
把

握
氏

名
・
生

年
月

日
・
事

業
社

名
・
診

断
結

果
適

性
診

断
受

診
本

人
の

受
診

申
込

書
及

び
診

断
結

果
本

部
・
主

管
支

所
電

子

1
4
0

事
故

防
止

広
島

主
管

支
所

適
性

診
断

課
診

断
平

成
２

１
年

度
受

診
結

果
一

覧
票

適
性

診
断

課
1
4
,7

1
1

診
断

結
果

の
把

握
氏

名
・
生

年
月

日
・
事

業
社

名
・
診

断
結

果
適

性
診

断
受

診
本

人
の

受
診

申
込

書
及

び
診

断
結

果
本

部
・
主

管
支

所
電

子

1
4
1

事
故

防
止

広
島

主
管

支
所

適
性

診
断

課
診

断
平

成
２

２
年

度
受

診
結

果
一

覧
票

適
性

診
断

課
1
3
,6

3
4

診
断

結
果

の
把

握
氏

名
・
生

年
月

日
・
事

業
社

名
・
診

断
結

果
適

性
診

断
受

診
本

人
の

受
診

申
込

書
及

び
診

断
結

果
本

部
・
主

管
支

所
電

子

1
4
2

事
故

防
止

広
島

主
管

支
所

適
性

診
断

課
診

断
平

成
２

３
年

度
受

診
結

果
一

覧
票

適
性

診
断

課
1
5
,0

2
2

診
断

結
果

の
把

握
氏

名
・
生

年
月

日
・
事

業
社

名
・
診

断
結

果
適

性
診

断
受

診
本

人
の

受
診

申
込

書
及

び
診

断
結

果
本

部
・
主

管
支

所
電

子

1
4
3

事
故

防
止

広
島

主
管

支
所

適
性

診
断

課
診

断
平

成
２

４
年

度
受

診
結

果
一

覧
票

適
性

診
断

課
1
3
,8

7
5

診
断

結
果

の
把

握
氏

名
・
生

年
月

日
・
事

業
社

名
・
診

断
結

果
適

性
診

断
受

診
本

人
の

受
診

申
込

書
及

び
診

断
結

果
本

部
・
主

管
支

所
電

子

1
4
4

事
故

防
止

広
島

主
管

支
所

指
導

講
習

課
講

習
運

行
管

理
者

等
指

導
講

習
受

講
台

帳
（
H

2
4
年

度
ま

で
）

指
導

講
習

課
3
6
,3

3
8

講
習

受
講

管
理

会
社

名
・
営

業
所

名
・
氏

名
・
生

年
月

日
・
受

講
履

歴
申

請
書

記
入

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
に

よ
る

申
し

込
み

本
部

・
主

管
支

所
電

子

1
4
5

事
故

防
止

広
島

主
管

支
所

指
導

講
習

課
講

習
安

全
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
講

習
受

講
台

帳
（
H

2
4
年

度
ま

で
）

指
導

講
習

課
1
,1

7
0

講
習

受
講

管
理

会
社

名
・
営

業
所

名
・
車

輌
保

有
台

数
・
氏

名
・
受

講
履

申
請

書
記

入
本

部
・
主

管
支

所
電

子

1
4
6

事
故

防
止

鳥
取

支
所

指
導

課
講

習
運

行
管

理
者

指
導

講
習

受
講

台
帳

指
導

課
5
,2

7
4

講
習

受
講

管
理

会
社

名
・
営

業
所

名
・
氏

名
・
生

年
月

日
・

職

務
・
受

講
記
受

講
申

し
込

み
支

局
・
協

会
電

子

1
4
7

事
故

防
止

島
根

支
所

指
導

課
講

習
運

行
管

理
者

指
導

講
習

受
講

台
帳

指
導

課
6
,3

2
9

講
習

受
講

管
理

会
社

名
・
営

業
所

名
・
氏

名
・
生

年
月

日
・
職

務
・
受

講
記
受

講
申

し
込

み
支

局
・
協

会
電

子

1
4
8

事
故

防
止

岡
山

支
所

指
導

課
講

習
運

行
管

理
者

等
指

導
講

習
受

講
台

帳
（
Ｈ

６
度

年
ま

で
）

指
導

課
4
,0

0
0

受
講

歴
の

把
握

事
業

社
名

・
所

在
地

・
氏

名
・
生

年
月

日
　

　
　

選
解

任
年
運

輸
支

局
よ

り
入

手
　

　
　

受
講

時
入

力

受
講

者
本

人
所

属
事

業
所

当
支

所
紙

1
4
9

事
故

防
止

岡
山

支
所

指
導

課
講

習
運

行
管

理
者

等
指

導
講

習
受

講
台

帳
（
Ｈ

７
度

年
か

ら
）

指
導

課
1
1
,7

0
3

受
講

歴
の

把
握

事
業

社
名

・
所

在
地

・
氏

名
・
生

年
月

日
　

　
　

選
解

任
年
運

輸
支

局
よ

り
入

手
　

　
　

受
講

時
入

力

受
講

者
本

人
所

属
事

業
所

当
支

所
電

子

1
5
0

事
故

防
止

岡
山

支
所

指
導

課
講

習
平

成
４

年
度

一
般

講
習

受
講

者
名

簿
指

導
課

2
,3

0
0

受
講

者
及

び
受

講
者

数
の

把
握

  
 　

　
　

　
　

　事
業

社
名

・
所

在
地

・
氏

名
・
生

年
月

日
　

　
　

　
　

　
受

講
申

請
書

記
入

受
講

者
本

人
所

属
事

業
所

当
支

所
紙

1
5
1

事
故

防
止

岡
山

支
所

指
導

課
講

習
平

成
５

年
度

一
般

講
習

受
講

者
名

簿
指

導
課

2
,5

0
0

受
講

者
及

び
受

講
者

数
の

把
握

  
 　

　
　

　
　

　事
業

社
名

・
所

在
地

・
氏

名
・
生

年
月

日
　

　
　

　
　

　
受

講
申

請
書

記
入

受
講

者
本

人
所

属
事

業
所

当
支

所
紙

1
5
2

事
故

防
止

岡
山

支
所

指
導

課
講

習
平

成
６

年
度

一
般

講
習

受
講

者
名

簿
指

導
課

2
,5

0
0

受
講

者
及

び
受

講
者

数
の

把
握

  
 　

　
　

　
　

　事
業

社
名

・
所

在
地

・
氏

名
・
生

年
月

日
　

　
　

　
　

　
受

講
申

請
書

記
入

受
講

者
本

人
所

属
事

業
所

当
支

所
紙

1
5
3

事
故

防
止

岡
山

支
所

指
導

課
講

習
平

成
７

年
度

一
般

講
習

受
講

者
名

簿
指

導
課

2
,6

0
0

受
講

者
及

び
受

講
者

数
の

把
握

  
 　

　
　

　
　

　事
業

社
名

・
所

在
地

・
氏

名
・
生

年
月

日
　

　
　

　
　

　
受

講
申

請
書

記
入

受
講

者
本

人
所

属
事

業
所

当
支

所
電

子

1
5
4

事
故

防
止

岡
山

支
所

指
導

課
講

習
平

成
８

年
度

一
般

講
習

受
講

者
名

簿
指

導
課

2
,5

0
0

受
講

者
及

び
受

講
者

数
の

把
握

  
 　

　
　

　
　

　事
業

社
名

・
所

在
地

・
氏

名
・
生

年
月

日
　

　
　

　
　

　
受

講
申

請
書

記
入

受
講

者
本

人
所

属
事

業
所

当
支

所
電

子

1
5
5

事
故

防
止

岡
山

支
所

指
導

課
講

習
平

成
９

年
度

一
般

講
習

受
講

者
名

簿
指

導
課

2
,7

0
0

受
講

者
及

び
受

講
者

数
の

把
握

  
 　

　
　

　
　

　事
業

社
名

・
所

在
地

・
氏

名
・
生

年
月

日
　

　
　

　
　

　
受

講
申

請
書

記
入

受
講

者
本

人
所

属
事

業
所

当
支

所
電

子

1
5
6

事
故

防
止

岡
山

支
所

指
導

課
講

習
平

成
1
0
年

度
一

般
講

習
受

講
者

名
簿

指
導

課
2
,8

0
0

受
講

者
及

び
受

講
者

数
の

把
握

  
 　

　
　

　
　

　事
業

社
名

・
所

在
地

・
氏

名
・
生

年
月

日
　

　
　

　
　

　
受

講
申

請
書

記
入

受
講

者
本

人
所

属
事

業
所

当
支

所
電

子

1
5
7

事
故

防
止

岡
山

支
所

指
導

課
講

習
平

成
1
1
年

度
一

般
講

習
受

講
者

名
簿

指
導

課
2
,7

0
0

受
講

者
及

び
受

講
者

数
の

把
握

  
 　

　
　

　
　

　事
業

社
名

・
所

在
地

・
氏

名
・
生

年
月

日
　

　
　

　
　

　
受

講
申

請
書

記
入

受
講

者
本

人
所

属
事

業
所

当
支

所
電

子

1
5
8

事
故

防
止

岡
山

支
所

指
導

課
講

習
平

成
1
2
年

度
一

般
講

習
受

講
者

名
簿

指
導

課
2
,7

0
0

受
講

者
及

び
受

講
者

数
の

把
握

  
 　

　
　

　
　

　事
業

社
名

・
所

在
地

・
氏

名
・
生

年
月

日
　

　
　

　
　

　
受

講
申

請
書

記
入

受
講

者
本

人
所

属
事

業
所

当
支

所
電

子

1
5
9

事
故

防
止

岡
山

支
所

指
導

課
講

習
平

成
1
3
年

度
一

般
講

習
受

講
者

名
簿

指
導

課
1
,5

0
0

受
講

者
及

び
受

講
者

数
の

把
握

  
 　

　
　

　
　

　事
業

社
名

・
所

在
地

・
氏

名
・
生

年
月

日
　

　
　

　
　

　
受

講
申

請
書

記
入

受
講

者
本

人
所

属
事

業
所

当
支

所
電

子

1
6
0

事
故

防
止

岡
山

支
所

指
導

課
講

習
平

成
1
4
年

度
一

般
講

習
受

講
者

名
簿

指
導

課
1
,5

0
0

受
講

者
及

び
受

講
者

数
の

把
握

  
 　

　
　

　
　

　事
業

社
名

・
所

在
地

・
氏

名
・
生

年
月

日
　

　
　

　
　

　
受

講
申

請
書

記
入

受
講

者
本

人
所

属
事

業
所

当
支

所
電

子
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独
立

行
政

法
人

自
動

車
事

故
対

策
機

構
　

平
成

２
４

年
度

　
個

人
情

報
フ

ァ
イ

ル
簿

整
理

番
号

種
別

大
分

類
中

分
類

小
分

類
文

書
フ

ァ
イ

ル
名

　
（
個

人
情

報
フ

ァ
イ

ル
）

作
成

者
個

人
情

報
件

数
個

人
情

報
の

利
用

目
的

個
人

情
報

の
記

録
内

容
個

人
情

報
収

集
方

法
記

録
情

報
の

提
供

先
媒

体
の

種
類

備
考

1
6
1

事
故

防
止

岡
山

支
所

指
導

課
講

習
平

成
1
5
年

度
一

般
講

習
受

講
者

名
簿

指
導

課
1
,7

0
0

受
講

者
及

び
受

講
者

数
の

把
握

  
 　

　
　

　
　

　事
業

社
名

・
所

在
地

・
氏

名
・
生

年
月

日
　

　
　

　
　

　
受

講
申

請
書

記
入

受
講

者
本

人
所

属
事

業
所

当
支

所
電

子

1
6
2

事
故

防
止

岡
山

支
所

指
導

課
講

習
平

成
1
6
年

度
一

般
講

習
受

講
者

名
簿

指
導

課
1
,7

0
0

受
講

者
及

び
受

講
者

数
の

把
握

  
 　

　
　

　
　

　事
業

社
名

・
所

在
地

・
氏

名
・
生

年
月

日
　

　
　

　
　

　
受

講
申

請
書

記
入

受
講

者
本

人
所

属
事

業
所

当
支

所
電

子

1
6
3

事
故

防
止

岡
山

支
所

指
導

課
講

習
平

成
1
7
年

度
一

般
講

習
受

講
者

名
簿

指
導

課
1
,7

4
7

受
講

者
及

び
受

講
者

数
の

把
握

  
 　

　
　

　
　

　事
業

社
名

・
所

在
地

・
氏

名
・
生

年
月

日
　

　
　

　
　

　
受

講
申

請
書

記
入

受
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簿
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簿
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岡
山

支
所

指
導

課
診

断
平

成
1
4
年

度
適

性
診

断
受

診
者

一
覧

表
指

導
課

6
,5

4
2

受
信

者
及

び
受

診
者

数
把

握
氏

名
・
生

年
月

日
・
事

業
者

名
適

性
診

断
受

診
本

人
の

受
診

申
込

書
本

部
・
（
主

管
）
支

所
電

子

1
7
7

事
故

防
止

岡
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個人情報ファイル簿＜例＞

………………………………○ 出会い系サイト事業者管理ファイル P. 1

………………………………………………○ 古物商等管理ファイル P. 2

……………○ 貸金業者リスト（登録貸金業者情報検索サービス） P. 3

…………………………………………○ 恩給等受給者データベース P. 4

…………………………………○ 外国人出入国記録マスタファイル P. 5

…………………………………………………………○ 個人課税台帳 P. 7

……………………………………………○ 源泉徴収義務者ファイル P. 11

……………………………………………………○ 雇用保険支給台帳 P. 14

………………………………………………○ 年金受給権者ファイル P. 16

…………………………………………○ 電気用品事故報告ファイル P. 17

……………………………………………○ 建設業許可情報ファイル P. 18

……………………………………………………○ 被収容者身分帳簿 P. 19

…………………………○ 保護観察事件記録（保護観察処分少年） P. 21

…………………………○ 保険募集に関する不祥事件届出ファイル P. 23

…………………………………………………○ 海難調査票ファイル P. 26

……………………………………………○ 図書目録データファイル P. 27

…………………………………………………………………○ 学籍簿 P. 28

…………………………………………………………………○ 診療録 P. 31

………………………………………………○ 女性人材データベース P. 34

……………………………………○ 平成25年勲章・褒章拝謁者名簿 P. 35

………………………………………………○ 景品・表示調査員名簿 P. 36

……………………………………………………○ 人権相談ファイル P. 37

………………………………………………○ 消費者相談受付カード P. 39

…………………………………………○ 外交史料館利用者ファイル P. 40

…………………………○ 訪問者管理システム（期間登録者管理） P. 41

（参考） 独立行政法人等個人情報保護法の適用対象法人一覧

資料１－参考３

008110
テキストボックス





e-Gov home >  検索結果 > 個人情報ファイル簿の詳細

個人情報ファイル簿の検索

検索結果 

戻る

個人情報ファイルの名称 出会い系サイト事業者管理ファイル

行政機関の名称 警察庁

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

生活安全局情報技術犯罪対策課

個人情報ファイルの利用目的
インターネット異性紹介事業者（以下「出会い系サイト事業者」という。）からの届出及び出
会い系サイト事業者に係る事務の適正な遂行を確保するために利用する。

記録項目

１届出受理番号、２届出受理課署、３届出受理年月日、４共同事業者番号、５法人・個人の
別、６法人の名称、７法人の住所、８代表者の氏名、９代表者の生年月日、10代表者の性別、
11代表者の住所、12代表者の本（国）籍、13事務所の所在地、14事務所の電話番号、15事務所
のメールアドレス、16事業開始年月日、17事業変更年月日、18事業廃止年月日、19変更の事由
又は廃止の事由、20備考、21役員登録の届出受理課署、22役員登録の届出受理年月日、23役員
の氏名、24役員の生年月日、25役員の性別、26役員の住所、27役員の本（国）籍、28役員の就
任年月日、29役員の退任年月日、30役員の変更の事由又は退任の事由、31呼称等登録の届出受
理課署、32呼称等登録の届出受理年月日、33呼称管理番号、34広告又は宣伝で使用する呼称、
35送信元識別符号、36児童でないことの確認の方法、37サイト運営開始年月日、38サイト運営
終了年月日、39呼称等の変更の事由又は廃止の事由

記録範囲
都道府県公安委員会に対して出会い系サイト事業の開始、変更、廃止の届出をした事業者、共
同事業者、当該届出をした事業者又は共同事業者が法人である場合の代表者及び役員

記録情報の収集方法 警視庁及び都道府県警察本部からの報告

記録情報の経常的提供先 警視庁及び道府県警察本部

開示請求等を受理する組織の名称及び
所在地

(名 称) 警察庁長官官房総務課
(所在地) 〒100-8974 東京都千代田区霞が関２－１－２

訂正及び利用停止に関する他の法律又
はこれに基づく命令の規定による特別
の手続等

６から15まで、23から30まで及び34から38までの各記録項目の内容に変更があった場合の訂正
については、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法
律（平成15年法律第83号）第７条第２項及びインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘
引する行為の規制等に関する法律施行規則（平成15年国家公安委員会規則第15号）第２条第１
項による。

個人情報ファイルの種別 法第２条第４項第１号（電算処理ファイル）

令第９条に該当するファイル なし

戻る
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個人情報ファイル簿の検索

検索結果 

戻る

個人情報ファイルの名称 古物商等管理ファィル

行政機関の名称 警察庁

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

生活安全局生活安全企画課

個人情報ファイルの利用目的

古物営業法（昭和24年法律第108号）及び質屋営業法（昭和25年法律第158号）に基づく、古物
商、古物市場主及び質屋（以下「古物商等」という。）の許可及び古物商等に対する行政処分
に関する情報を一元的に管理することにより、欠格事由の判断、営業の停止命令等の事務を効
率的かつ確実に実施し、もって適正な業務の遂行に資することを目的とする。

記録項目

第１古物商及び古物市場主
１受理年月日、２受理警察署、３許可証番号、４許可年月日、５許可の種類、６許可者の氏名
又は名称、法人等の種別、生年月日、住所又は居所及び本（国）籍、７行商の別、８取引にＨ
Ｐを用いるかどうかの別、９主たる古物の区分、10代表者等の種別、氏名、生年月日、住所及
び本（国）籍、11営業所・古物市場の所轄警察署、営業所等整理番号、形態、名称、所在地及
び取り扱う古物の区分、12管理者の氏名、生年月日、住所及び本（国）籍、13再交付日、14書
換交付日、15経由警察署の変更先、16変更年月日、17変更区分、18変更通知先の許可証番号及
び許可年月日、19返納理由の発生年月日、20返納理由、21競り売り日時
第２質屋
１受理年月日、２受理警察署、３許可証番号、４許可年月日、５許可者の氏名又は名称、法人
等の種別、生年月日、住所及び本（国）籍、６営業所の名称及び所在地、７管理者等の種別、
氏名、生年月日、住所及び本（国）籍、８変更年月日、９変更区分、10廃業等届出種別、11廃
業（解散・消滅・死亡・取消）日、12休業期間、13再交付日
第３行政処分者
１作成所属、２許可の種類、３許可証番号、４許可年月日、５処分の種類、６聴聞公示日、７
処分年月日、８許可取消日、９処分コード、10処分理由、11被処分者（許可者）の氏名又は名
称、法人等の種別、生年月日、住所又は居所及び本（国）籍、12法人代表者の氏名、生年月
日、住所及び本（国）籍、13欠格事由該当役員等の氏名、生年月日、住所及び本（国）籍、14
営業所・古物市場の営業所等整理番号、名称及び営業停止期間、15解任管理者の氏名、生年月
日、住所及び本（国）籍

記録範囲

１古物商及び古物市場主の新規、再交付、書換、変更、返納理由、競売りの登録、訂正及び削
除
２質屋の新規、営業内容変更、廃業・休業、再交付の登録、訂正及び削除
３古物商等に対する行政処分の登録、訂正及び削除

記録情報の収集方法 警視庁及び道府県警察本部からの報告

記録情報の経常的提供先 警視庁及び道府県警察本部

開示請求等を受理する組織の名称及び
所在地

(名 称)警察庁長官官房総務課
(所在地)〒100-8974 東京都千代田区霞が関２－１－２

訂正及び利用停止に関する他の法律又
はこれに基づく命令の規定による特別
の手続等

第１の６から８及び10から12の記録項目の内容に変更があった場合の訂正については、古物営
業法第７条第１項及び古物営業法施行規則（平成７年国家公安委員会規則第10号）第５条第３
項による。
第２の５から７の記録項目の内容に変更があった場合の訂正については、質屋営業法第４条第
２項及び質屋営業法施行規則（昭和25年総理府令第25号）第８条第１項による。

個人情報ファイルの種別 法第２条第４項第１号（電算処理ファイル）

令第９条に該当するファイル なし
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個人情報ファイル簿の検索

検索結果 

戻る

個人情報ファイルの名称 貸金業者リスト(登録貸金業者情報検索サービス)

行政機関の名称 金融庁

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

監督局総務課金融会社室

個人情報ファイルの利用目的
登録された貸金業者の情報を一元的に公表することにより、資金需要者等の利益の保護に資す
る。

記録項目
１登録番号、２登録（更新）日、３人格、４行政処分内容、５商号・名称、６代表者名、７フ
リガナ、８郵便番号、９本店（主たる営業所）、１０電話番号、１１データ更新日

記録範囲 貸金業法（昭和５８年法律第３２号）第３条第１項の規定に基づき登録を受けている貸金業者

記録情報の収集方法 財務省財務局及び財務支局、沖縄総合事務局並びに都道府県からの提出

記録情報の経常的提供先 金融庁ホームページにおいて公表

開示請求等を受理する組織の名称及び
所在地

金融庁総務企画局政策課

〒１００－８９６７
東京都千代田区霞ヶ関３－２－１ 中央合同庁舎第７号館

訂正及び利用停止に関する他の法律又
はこれに基づく命令の規定による特別
の手続等

－

個人情報ファイルの種別 法第２条第４項第１号（電算処理ファイル）

令第９条に該当するファイル なし
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個人情報ファイル簿の検索

検索結果 

戻る

個人情報ファイルの名称 恩給等受給者データベース

行政機関の名称 総務省

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

人事・恩給局 総務課恩給審理官(室)、恩給企画課、恩給相談官（室）、経理室、恩給審査
課、恩給業務課、受給・債権調査室、支給管理室、情報処理調整官（室）

個人情報ファイルの利用目的

・恩給及び国会議員の互助年金（以下「恩給等」という。）の裁定、年額改定及び統計作成に
使用する。
・恩給等受給権調査に使用する。
・高額所得がある場合の恩給等の停止に使用する。
・恩給等の支給に使用する。（ただし、５４のファイル記録項目の内容については、住民基本
台帳法別表第一から別表第五までの総務省令で定める事務を定める省令（平成１４年総務省令
第１３号）第１条１６項～第１８項に定める事務に使用する場合に限る。）

記録項目

１証書記号番号 ２氏名 ３生年月日 ４続柄 ５退職当時の階級 ６退職年月日 ７在職年
数 ８実在職年 ９加算年 １０基礎在職年数 １１算出率 １２除算年 １３前証書記号番
号 １４前証書廃止年月日 １５前証書廃止事由 １６給与起算初月 １７公務員の死亡年月
日 １８支店名 １９職権改定年度 ２０恩給等支給開始年月 ２１恩給等支給終了年月 ２
２恩給等年額 ２３家族加給者の氏名 ２４家族加給者の員数 ２５家族加給者の続柄 ２６
家族加給者の生年月日 ２７関連併給恩給等記号番号 ２８障害の程度 ２９前恩給等の障害
の程度 ３０同順位者の員数 ３１同順位者の生年月日 ３２他の公的年金受給の有無 ３３
特別加算率 ３４届出住所 ３５支払方法 ３６口座番号 ３７源泉徴収の控除対象配偶者区
分 ３８扶養親族の人数 ３９支給額 ４０税額 ４１差止事由 ４２差押え額 ４３充当設
定年月日 ４４要充当額 ４５充当解除年月日 ４６定期・随時区分 ４７支払額 ４８払渡
年月日 ４９過誤払事由 ５０過誤払事由発生年月日 ５１過誤払額 ５２失権時給与金額
５３失権時給与金期間 ５４住民票コード ５５住民票記載住所 ５６請求書受付記号番号

記録範囲 年金である恩給及び国会議員の互助年金の受給者

記録情報の収集方法
・本人からの恩給請求書等
・54及び55のファイル記録項目の内容については地方自治情報センター

記録情報の経常的提供先
厚生労働省社会・援護局、日本銀行、株式会社ゆうちょ銀行、株式会社日本政策金融公庫、沖
縄振興開発金融公庫、四谷税務署長及び恩給等受給者の住所所在の市町村の長（ただし、54及
び55のファイル記録項目の内容については、提供しない。）

開示請求等を受理する組織の名称及び
所在地

総務省大臣官房政策評価広報課
〒100-8926 東京都千代田区霞が関２－１－２

訂正及び利用停止に関する他の法律又
はこれに基づく命令の規定による特別
の手続等

－

個人情報ファイルの種別 法第２条第４項第１号（電算処理ファイル）

令第９条に該当するファイル あり
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個人情報ファイル簿の検索

検索結果 

戻る

個人情報ファイルの名称 外国人出入国記録マスタファイル

行政機関の名称 法務省

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

入国管理局総務課、入国管理局入国在留課、入国管理局審判課、入国管理局警備課、入国管理
局出入国管理情報官

個人情報ファイルの利用目的 出入国管理行政の施策策定並びに外国人の出入国及び在留の管理のため利用する

記録項目

１国籍・地域、２氏名、３性別、４生年月日、５上陸年月日、６出国年月日、７上陸港、８出
国港、９旅券番号、１０一般上陸許可（（１）在留資格、（２）在留期間、（３）在留期間の
満了日、（４）入国目的）、１１在留資格関係許可（（１）種別（在留資格取得許可・在留期
間更新許可・在留資格変更許可・資格外活動許可・永住許可・特別永住許可・在留特別許
可）、（２）受付年月日、（３）処分年月日、（４）許否、（５）許可（受付）番号、（６）
在留資格、（７）在留期間、（８）在留期間の満了日）、１２再入国許可（（１）処分年月
日、（２）許否、（３）許可（受付）番号）、（４）効力発生日、（５）許可期限、（６）種
別（一回・数次））、１３寄港地上陸許可（（１）上陸許可時分、（２）上陸許可期限、
（３）行動範囲）、１４通過上陸許可（（１）上陸期間（期限）、（２）種別（観光・周
辺）、（３）経路）、１５緊急上陸許可（（１）上陸期間（期限）、（２）許可番号）、１６
遭難上陸許可（（１）上陸期間（期限）、（２）許可番号）、１７一時庇護上陸許可の上陸期
間（期限）、１８特例上陸不許可（（１）種別（寄港地上陸・通過上陸・遭難上陸・緊急上
陸・一時庇護上陸）、（２）不許可年月日、（３）到着港）、１９口頭審理（（１）受付年月
日、（２）案件番号、（３）区分（一般、再入国）、（４）上陸申請日、（５）引渡年月日、
（６）引渡理由、（７）職業、（８）口頭審理の結果、（９）認定年月日，（１０）不適合認
定適条、（１１）上陸申請取下日、（１２）口頭審理終止日、（１３）口頭審理中止日、（１
４）異議申出有無、（１５）異議申出放棄日）、２０異議申出（（１）受付年月日、（２）案
件区分（本省進達・地方局長裁決）、（３）裁決年月日、（４）裁決結果）、２１退去命令
（（１）発付年月日、（２）発付番号）、２２仮上陸許可（（１）許可年月日、（２）仮上陸
港）、２３航空便名、２４在留資格認定証明書交付記録（（１）受付年月日、（２）処分年月
日、（３）許可（受付）番号、（４）許否、（５）地方局等、（６）在留資格・在留期間）、
２５就労資格証明書交付記録（（１）受付年月日、（２）交付年月日、（３）許可（受付）番
号、（４）許否、（５）地方局等、（６）就労することができる期限）、２６難民認定記録
（（１）受付年月日、（２）地方局等、（３）許否、（４）処分年月日、（５）在留処分内
容、（６）在留資格・在留期間、（７）在留期間の満了日）、２７難民異議申立記録（（１）
受付年月日、（２）地方局等、（３）許否、（４）処分年月日、（５）在留処分内容、（６）
在留資格・在留期間、（７）在留期間の満了日）、２８仮滞在許可手続記録（（１）許可年月
日、（２）地方局等、（３）許否、（４）仮滞在期間、（５）仮滞在期限）、２９難民旅行証
明書交付記録（（１）申請番号、（２）受付年月日、（３）難民認定証明書番号、（４）交付
年月日、（５）地方局等、（６）許否、（７）難民旅行証明書番号、（８）有効期限）、３０
在留カード交付記録（（１）番号、（２）有効期限、（３）就労区分、（４）交付年月日）、
３１特別永住者証明書交付記録（（１）番号、（２）有効期限、（３）交付年月日）、３２在
留カード又は特別永住者証明書記載事項変更記録（住居地以外）（（１）交付年月日、（２）
変更後氏名、（３）変更後生年月日、（４）変更後性別、（５）変更後国籍・地域）、３３在
留カード又は特別永住者証明書市区町村通知履歴（（１）報告市区町村、（２）届出年月日、
（３）処理年月日、（４）事由発生年月日、（５）住居地の記載をした年月日、（６）異動事
実、（７）異動事由、（８）住居地）、３４在留資格取消（（１）処分年月日、（２）登載官
署、（３）出国期限）、３５届出（出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）
１９の１６）（（１）届出年月日、（２）地方局等、（３）事由発生年月日、（４）届出事
由、（５）所属機関、（６）所在地）、３６届出（出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政
令第３１９号）１９の１７）（（１）届出年月日、（２）地方局等、（３）事由発生年月日、
（４）届出事由、（５）所属機関、（６）所在地）、３７外国人登録記録（（１）氏名、
（２）性別、（３）生年月日、（４）登録証明書番号、（５）国籍、（６）国籍の属する国に
おける住所又は居所、（７）居住地、（８）在留の資格、（９）在留期間、（１０）世帯主の
氏名、（１１）世帯主との続柄）

記録範囲

平成５年１月１日から平成１５年１２月３１日までの間に出入国管理及び難民認定法（昭和２
６年政令第３１９号）の規定に基づき上陸の許可を受けた者（同法第３章第４節の規定に基づ
く許可を受けた者を除く。）、平成１６年１月１日以降に同法第３章の規定に基づき上陸の申
請をした者（同法第１６条の規定に基づく申請をした者を除く。）、平成５年１月１日以降に
同法第４章第１節に規定する在留に係る許可若しくは同法第２６条の再入国の許可を受けて在
留していた者、同法第５０条の規定に基づく許可を受けて在留していた者、同法第６１条の２
に規定する難民の認定の申請をした者並びに平成２４年７月８日以前に旧外国人登録法（昭和
２７年法律第１２５号）に基づき外国人登録されていた者（昭和５９年３月３１日以前に登録
原票が閉鎖された者又は出国した者を除く。）

本人からの外国人入国記録、外国人出国記録、再入国入国記録、再入国出国記録、在留期間更
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記録情報の収集方法
新許可申請書、在留資格変更許可申請書、再入国許可申請書、異議申出書及び異議申出放棄
書、在留資格認定証明書交付申請書、就労資格証明書交付申請書、在留カードに係る届出・申
請書（その他の収集方法については、備考欄参照）

記録情報の経常的提供先 －

開示請求等を受理する組織の名称及び
所在地

法務省大臣官房秘書課
〒１００－８９７７ 東京都千代田区霞が関１－１－１

訂正及び利用停止に関する他の法律又
はこれに基づく命令の規定による特別
の手続等

－

個人情報ファイルの種別 法第２条第４項第１号（電算処理ファイル）

令第９条に該当するファイル なし

備考
特別永住者証明書に係る届出・申請書等、入国審査官、地方入国管理局長及び法務大臣の証
印、本人及び所属機関からの届出並びに市区町村からの通知

戻る
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e-Gov home >  検索結果 > 個人情報ファイル簿の詳細

個人情報ファイル簿の検索

検索結果 

戻る

個人情報ファイルの名称 個人課税台帳（524ファイル）

行政機関の名称 国税庁

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

札幌中税務署、札幌北税務署、札幌南税務署、札幌西税務署、札幌東税務署、函館税務署、小
樽税務署、旭川中税務署、旭川東税務署、室蘭税務署、釧路税務署、帯広税務署、北見税務
署、岩見沢税務署、網走税務署、留萌税務署、苫小牧税務署、稚内税務署、紋別税務署、名寄
税務署、根室税務署、滝川税務署、深川税務署、富良野税務署、八雲税務署、江差税務署、倶
知安税務署、余市税務署、浦河税務署、十勝池田税務署、青森税務署、弘前税務署、八戸税務
署、黒石税務署、五所川原税務署、十和田税務署、むつ税務署、盛岡税務署、宮古税務署、大
船渡税務署、水沢税務署、花巻税務署、久慈税務署、一関税務署、釜石税務署、二戸税務署、
仙台北税務署、仙台中税務署、仙台南税務署、石巻税務署、塩釜税務署、古川税務署、気仙沼
税務署、大河原税務署、築館税務署、佐沼税務署、秋田南税務署、秋田北税務署、能代税務
署、横手税務署、大館税務署、本荘税務署、湯沢税務署、大曲税務署、山形税務署、米沢税務
署、鶴岡税務署、酒田税務署、新庄税務署、寒河江税務署、村山税務署、長井税務署、福島税
務署、会津若松税務署、郡山税務署、いわき税務署、白河税務署、須賀川税務署、喜多方税務
署、相馬税務署、二本松税務署、田島税務署、水戸税務署、日立税務署、土浦税務署、古河税
務署、下館税務署、竜ヶ崎税務署、太田税務署、潮来税務署、宇都宮税務署、足利税務署、栃
木税務署、佐野税務署、鹿沼税務署、真岡税務署、大田原税務署、氏家税務署、前橋税務署、
高崎税務署、桐生税務署、伊勢崎税務署、沼田税務署、館林税務署、藤岡税務署、富岡税務
署、中之条税務署、川越税務署、熊谷税務署、川口税務署、西川口税務署、浦和税務署、大宮
税務署、行田税務署、秩父税務署、所沢税務署、本庄税務署、東松山税務署、春日部税務署、
上尾税務署、越谷税務署、朝霞税務署、新潟税務署、長岡税務署、三条税務署、柏崎税務署、
新発田税務署、新津税務署、小千谷税務署、十日町税務署、村上税務署、糸魚川税務署、高田
税務署、巻税務署、佐渡税務署、長野税務署、松本税務署、上田税務署、飯田税務署、諏訪税
務署、伊那税務署、信濃中野税務署、大町税務署、佐久税務署、木曽税務署、千葉東税務署、
千葉南税務署、千葉西税務署、銚子税務署、市川税務署、船橋税務署、館山税務署、木更津税
務署、松戸税務署、佐原税務署、茂原税務署、成田税務署、東金税務署、柏税務署、麹町税務
署、神田税務署、日本橋税務署、京橋税務署、芝税務署、麻布税務署、品川税務署、四谷税務
署、新宿税務署、小石川税務署、本郷税務署、東京上野税務署、浅草税務署、本所税務署、向
島税務署、江東西税務署、江東東税務署、荏原税務署、目黒税務署、大森税務署、雪谷税務
署、蒲田税務署、世田谷税務署、北沢税務署、玉川税務署、渋谷税務署、中野税務署、杉並税
務署、荻窪税務署、豊島税務署、王子税務署、荒川税務署、板橋税務署、練馬東税務署、練馬
西税務署、足立税務署、西新井税務署、葛飾税務署、江戸川北税務署、江戸川南税務署、八王
子税務署、立川税務署、武蔵野税務署、青梅税務署、武蔵府中税務署、町田税務署、日野税務
署、東村山税務署、鶴見税務署、横浜中税務署、保土ケ谷税務署、横浜南税務署、神奈川税務
署、戸塚税務署、緑税務署、川崎南税務署、川崎北税務署、川崎西税務署、横須賀税務署、平
塚税務署、鎌倉税務署、藤沢税務署、小田原税務署、相模原税務署、厚木税務署、大和税務
署、甲府税務署、山梨税務署、大月税務署、鰍沢税務署、富山税務署、高岡税務署、魚津税務
署、砺波税務署、金沢税務署、七尾税務署、小松税務署、輪島税務署、松任税務署、福井税務
署、敦賀税務署、武生税務署、小浜税務署、大野税務署、三国税務署、岐阜北税務署、岐阜南
税務署、大垣税務署、高山税務署、多治見税務署、関税務署、中津川税務署、静岡税務署、清
水税務署、浜松西税務署、浜松東税務署、沼津税務署、熱海税務署、三島税務署、島田税務
署、富士税務署、磐田税務署、掛川税務署、藤枝税務署、下田税務署、千種税務署、名古屋東
税務署、名古屋北税務署、名古屋西税務署、名古屋中村税務署、名古屋中税務署、昭和税務
署、熱田税務署、中川税務署、豊橋税務署、岡崎税務署、一宮税務署、尾張瀬戸税務署、半田
税務署、津島税務署、刈谷税務署、豊田税務署、西尾税務署、小牧税務署、新城税務署、津税
務署、四日市税務署、伊勢税務署、松阪税務署、桑名税務署、上野税務署、鈴鹿税務署、尾鷲
税務署、大津税務署、彦根税務署、長浜税務署、近江八幡税務署、草津税務署、水口税務署、
今津税務署、上京税務署、左京税務署、中京税務署、東山税務署、下京税務署、右京税務署、
伏見税務署、福知山税務署、舞鶴税務署、宇治税務署、宮津税務署、園部税務署、峰山税務
署、大阪福島税務署、西税務署、港税務署、天王寺税務署、浪速税務署、西淀川税務署、東成
税務署、生野税務署、旭税務署、城東税務署、阿倍野税務署、住吉税務署、東住吉税務署、西
成税務署、東淀川税務署、北税務署、大淀税務署、東税務署、南税務署、堺税務署、岸和田税
務署、豊能税務署、吹田税務署、泉大津税務署、枚方税務署、茨木税務署、八尾税務署、泉佐
野税務署、富田林税務署、門真税務署、東大阪税務署、灘税務署、兵庫税務署、長田税務署、
須磨税務署、神戸税務署、姫路税務署、尼崎税務署、明石税務署、西宮税務署、洲本税務署、
芦屋税務署、伊丹税務署、相生税務署、豊岡税務署、加古川税務署、龍野税務署、西脇税務
署、三木税務署、社税務署、和田山税務署、柏原税務署、奈良税務署、葛城税務署、桜井税務
署、吉野税務署、和歌山税務署、海南税務署、御坊税務署、田辺税務署、新宮税務署、粉河税
務署、湯浅税務署、鳥取税務署、米子税務署、倉吉税務署、松江税務署、浜田税務署、出雲税
務署、益田税務署、石見大田税務署、大東税務署、西郷税務署、岡山東税務署、岡山西税務
署、西大寺税務署、児島税務署、倉敷税務署、玉島税務署、津山税務署、玉野税務署、笠岡税
務署、高梁税務署、新見税務署、瀬戸税務署、久世税務署、広島東税務署、広島南税務署、広
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島西税務署、広島北税務署、呉税務署、竹原税務署、三原税務署、尾道税務署、福山税務署、
府中税務署、三次税務署、庄原税務署、西条税務署、廿日市税務署、海田税務署、吉田税務
署、下関税務署、宇部税務署、山口税務署、萩税務署、徳山税務署、防府税務署、岩国税務
署、光税務署、長門税務署、柳井税務署、厚狭税務署、徳島税務署、鳴門税務署、阿南税務
署、川島税務署、脇町税務署、池田税務署、高松税務署、丸亀税務署、坂出税務署、観音寺税
務署、長尾税務署、土庄税務署、松山税務署、今治税務署、宇和島税務署、八幡浜税務署、新
居浜税務署、伊予西条税務署、大洲税務署、伊予三島税務署、高知税務署、安芸税務署、南国
税務署、須崎税務署、中村税務署、伊野税務署、門司税務署、若松税務署、小倉税務署、八幡
税務署、博多税務署、香椎税務署、福岡税務署、西福岡税務署、大牟田税務署、久留米税務
署、直方税務署、飯塚税務署、田川税務署、甘木税務署、八女税務署、大川税務署、行橋税務
署、筑紫税務署、佐賀税務署、唐津税務署、鳥栖税務署、伊万里税務署、武雄税務署、長崎税
務署、佐世保税務署、島原税務署、諫早税務署、福江税務署、平戸税務署、壱岐税務署、厳原
税務署、熊本西税務署、熊本東税務署、八代税務署、人吉税務署、玉名税務署、天草税務署、
山鹿税務署、菊池税務署、宇土税務署、阿蘇税務署、大分税務署、別府税務署、中津税務署、
日田税務署、佐伯税務署、臼杵税務署、竹田税務署、宇佐税務署、三重税務署、宮崎税務署、
都城税務署、延岡税務署、日南税務署、小林税務署、高鍋税務署、鹿児島税務署、川内税務
署、鹿屋税務署、大島税務署、出水税務署、指宿税務署、種子島税務署、知覧税務署、伊集院
税務署、加治木税務署、大隅税務署、那覇税務署、宮古島税務署、石垣税務署、北那覇税務
署、名護税務署、沖縄税務署

個人情報ファイルの利用目的 納税義務の適正な履行に資する。

記録項目

１提出先税務署長名、２ 提出年月日、３ 該当年分、４ 住所、５ 氏名、６ 性別、７
職業、８ 屋号・雅号、９ 世帯主の氏名、10 世帯主との続柄、11 生年月日、12 電話番
号、13 種類、14 特農の表示、15 整理番号、16 各種収入金額等、17 各種所得金額、18
各種所得から差し引かれる金額、19 課税される所得金額、20 課税される所得金額に対する
税額、21 配当控除額、22 住宅借入金等特別控除額、23 政党等寄付金特別控除額、24 差
引所得税額、25 災害減免額、外国税額控除額、26 再差引所得税額、27 定率減税額、28
源泉徴収税額、29 申告納税額、30 予定納税額、31 第３期分の税額、32 配偶者の合計所
得金額、33 専従者給与（控除）額の合計額、34 青色申告特別控除額、35 雑所得・一時所
得の源泉徴収税額の合計額、36 未納付の源泉徴収税額、37 本年分で差し引く繰越損失額、
38 平均課税対象金額、39 変動・臨時所得金額、40 申告期限までに納付する金額、41 延
納届出額、42 修正申告である場合の申告納税額の増加額及び第3期分の税額の増加額、43 還
付される税金の受取場所、44 所得の内訳（源泉徴収税額）、45 事業専従者に関する事項、
46 特例適用条文等、47 配当所得・雑所得（公的年金等以外）・総合所得の譲渡所得・一時
所得に関する事項、48 所得から差し引かれる金額に関する事項、49 住民税・事業税に関す
る事項、50 税理士署名、51 税理士法第30条の書面提出有、52 税理士法第33条の2の書面提
出有、53株式等の譲渡に係る所得金額から差し引く繰越損失額、54 株式等の譲渡に係る翌年
以後に繰り越される損失の金額、55 先物取引に係る所得金額から差し引く繰越損失額、56
先物取引に係る翌年以後に繰り越される損失の金額、57 分離課税の短期・長期譲渡所得に関
する事項、58 退職所得に関する事項、59 経理担当者氏名、60 消費税課税期間、61 課税
標準額、62 消費税額、63 控除過大調整税額、64 控除税額、65 控除不足還付税額、66
差引税額、67 中間納付税額、68 納付税額、69 中間納付還付税額、70 既確定税額、71
差引納付税額、72 課税資産の譲渡等の対価の額、73 資産の譲渡等の対価の額、74 譲渡割
額・還付額、75 譲渡割額・納税額、76 中間納付譲渡割額、77 納付譲渡割額、78 中間納
付還付譲渡割額、79 既確定譲渡割額、80 差引納付譲渡割額、81 消費税及び地方消費税の
合計（納付又は還付）税額、82 割賦基準の適用の有無、83 延払基準の適用の有無、84 工
事進行基準の適用の有無、85 現金主義会計の適用の有無、86 課税標準額に対する消費税額
の計算の特例の適用の有無、87 控除税額の計算方法、88 課税標準額及び消費税額の内訳、
89 基準期間の課税売上高、90 還付を受けようとする金融機関等、91 課税売上高、92 免
税売上高、93 非課税資産の輸出等の金額、海外支店等へ移送した資産の価格、94 非課税売
上額、95 課税売上割合、96 課税仕入れに係る支払対価の額、97 課税仕入れに係る消費税
額、98 課税貨物に係る消費税額、99 納税義務の免除を受けない（受ける）こととなった場
合における消費税の調整（加算又は減算）額、100 課税売上割合が95％未満の場合・個別対応
方式・課税仕入れ等の税額の合計額のうち、課税売上げにのみ要するもの、101 課税売上割合
が95％未満の場合・個別対応方式・課税仕入れ等の税額の合計額のうち、課税売上げと非課税
売上げに共通して要するもの、102 課税売上割合が95％未満の場合・個別対応方式・個別対応
方式により控除する課税仕入れ等の税額、103 課税売上割合が95％％未満の場合・一括比例配
分方式により控除する課税仕入れ等の税額、104 課税売上割合変動時の調整対象固定資産に係
る消費税額の調整（加算又は減算）額、105 調整対象固定資産を課税業務用（非課税業務用）
に転用した場合の調整（加算又は減算）額、106 貸倒回収に係る消費税額、107 税込・税抜
の経理方式の別、108 事業所得・仕入金額（製品製造原価）、109 事業所得・必要経費の金
額、110 事業所得・固定資産等の取得価額、111 事業所得・小計、112 不動産所得・必要経
費金額、113 不動産所得・固定資産等の取得金額、114 不動産所得・小計、115 その他取
得・仕入金額、116 その他所得・必要経費金額、117 その他所得・固定資産等の取得価額、
118 その他所得・小計、119 課税仕入高の合計額、120 仕入控除税額、121 還付申告とな
った主な理由、122 固定資産等の取得状況（資産等の種類、取得年月日、取得価格（取引価
格）、取引先の氏名（名称）、取引先の住所（所在地））、123 特殊事情、124 資産に係る
控除対象外消費税等の必要経費算入額等の明細、125 売上対価の返還等に係る消費税額、126
１種類の事業の専業者の場合〔控除対象仕入税額〕、127 2種類以上の事業を営む事業者の場
合〔控除対象仕入税額〕

記録範囲 所得税・消費税の納税義務者

記録情報の収集方法 本人の確定申告書

記録情報の経常的提供先 地方公共団体、会計検査院

請求等に係る本人の納税地を所轄する税務署（下記参照）
札幌中税務署 〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西１０丁目
札幌北税務署 〒001-0031 北海道札幌市北区北３１条西７丁目３番１号
札幌南税務署 〒064-0807 北海道札幌市中央区南７条西１丁目２１番地１
札幌西税務署 〒063-0824 北海道札幌市西区発寒４条１丁目７番１号
札幌東税務署 〒004-0004 北海道札幌市厚別区厚別東４条４丁目８番８号
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開示請求等を受理する組織の名称及び
所在地

函館税務署 〒040-0014 北海道函館市中島町３７番１号
小樽税務署 〒047-0033 北海道小樽市富岡１丁目１６番１号
旭川中税務署 〒078-8504 北海道旭川市宮前通東４１５５番３１
旭川東税務署 〒070-0026 北海道旭川市東６条１丁目２番１５号
室蘭税務署 〒051-0023 北海道室蘭市入江町１番地１３
釧路税務署 〒085-8515 北海道釧路市幸町１０丁目３番地
帯広税務署 〒080-0015 北海道帯広市西５条南６丁目１番地
北見税務署 〒090-0018 北海道北見市青葉町３番１号
岩見沢税務署 〒068-0002 北海道岩見沢市２条東４丁目５番地の１
網走税務署 〒093-0006 北海道網走市南６条東５丁目９番地
留萌税務署 〒077-0038 北海道留萌市寿町３丁目１９番地
苫小牧税務署 〒053-0018 北海道苫小牧市旭町３丁目４番１７号
稚内税務署 〒097-0001 北海道稚内市末広５丁目６番１号
紋別税務署 〒094-0013 北海道紋別市南が丘町２丁目１番４４号
名寄税務署 〒096-0031 北海道名寄市西１条北１丁目１１番地
根室税務署 〒087-0009 北海道根室市弥栄町１丁目１８番地
滝川税務署 〒073-0022 北海道滝川市大町１丁目８番１４号
深川税務署 〒074-0004 北海道深川市４条１５番３号
富良野税務署 〒076-0038 北海道富良野市桂木町３番２号
八雲税務署 〒049-3113 北海道二海郡八雲町相生町１０８番地８
江差税務署 〒043-0044 北海道檜山郡江差町字橋本町８４番地
倶知安税務署 〒044-0011 北海道虻田郡倶知安町南１条東３丁目１番地
余市税務署 〒046-0015 北海道余市郡余市町朝日町１番地
浦河税務署 〒057-0012 北海道浦河郡浦河町常盤町２８番地
十勝池田税務署 〒083-0001 北海道中川郡池田町字旭町１丁目８番地８
青森税務署 〒030-0861 青森県青森市長島１丁目３番５号
弘前税務署 〒036-8689 青森県弘前市大字本町２番地２
八戸税務署 〒031-8611 青森県八戸市江陽２丁目９番４５号
黒石税務署 〒036-0388 青森県黒石市西ケ丘６６番地
五所川原税務署 〒037-0004 青森県五所川原市唐笠柳字藤巻５０７番地５
十和田税務署 〒034-8613 青森県十和田市西二番町１４番１２号
むつ税務署 〒035-0072 青森県むつ市金谷２丁目６番１５号
盛岡税務署 〒020-8677 岩手県盛岡市本町通３丁目８番３７号
宮古税務署 〒027-8504 岩手県宮古市小山田１丁目１番１号
大船渡税務署 〒022-0003 岩手県大船渡市盛町字宇津野沢８番地１
水沢税務署 〒023-0856 岩手県奥州市水沢区西上野町３番５号
花巻税務署 〒025-8602 岩手県花巻市材木町８番２０号
久慈税務署 〒028-0051 岩手県久慈市川崎町１５番１５号
一関税務署 〒021-0885 岩手県一関市田村町７番１７号
釜石税務署 〒026-0052 岩手県釜石市小佐野町３丁目８番２４号
二戸税務署 〒028-6101 岩手県二戸市福岡字八幡下１６番地
仙台北税務署 〒980-8402 宮城県仙台市青葉区上杉１丁目１番１号
仙台中税務署 〒984-0015 宮城県仙台市若林区卸町３丁目８番５号
仙台南税務署 〒982-8551 宮城県仙台市太白区柳生２丁目２８番２号
石巻税務署 〒986-0827 宮城県石巻市千石町２番３５号
塩釜税務署 〒985-8601 宮城県塩釜市旭町１７番１５号
古川税務署 〒989-6185 宮城県大崎市古川旭６丁目２番１５号
気仙沼税務署 〒988-0077 宮城県気仙沼市古町３丁目４番５号
大河原税務署 〒989-1201 宮城県柴田郡大河原町大谷字末広１２の１番地
築館税務署 〒987-2292 宮城県栗原市築館薬師２丁目２番１号
佐沼税務署 〒987-0511 宮城県登米市迫町佐沼字沼向１０９番地
秋田南税務署 〒010-8622 秋田県秋田市中通５丁目５番２号
秋田北税務署 〒011-8577 秋田県秋田市土崎港中央６丁目９番１３号
能代税務署 〒016-8601 秋田県能代市末広町４番２０号
横手税務署 〒013-8504 秋田県横手市旭川１丁目５番８号
大館税務署 〒017-8686 秋田県大館市赤館町２番１６号
本荘税務署 〒015-8622 秋田県由利本荘市給人町１７番
湯沢税務署 〒012-8502 秋田県湯沢市大工町２番３２号
大曲税務署 〒014-8611 秋田県大仙市大曲上栄町９番４号
山形税務署 〒990-8606 山形県山形市本町１丁目４番２７号
米沢税務署 〒992-8610 山形県米沢市門東町１丁目１番５号
鶴岡税務署 〒997-0033 山形県鶴岡市泉町５番７０号
酒田税務署 〒998-8633 山形県酒田市光ケ丘２丁目２番３６号
新庄税務署 〒996-0001 山形県新庄市五日町字宮内２４１番地
寒河江税務署 〒991-0021 山形県寒河江市中央２丁目２番３５号
村山税務署 〒995-8691 山形県村山市楯岡笛田１丁目９番３４号
長井税務署 〒993-0085 山形県長井市高野町２丁目７番３７号
福島税務署 〒960-8620 福島県福島市森合町１６番６号
会津若松税務署 〒965-8686 福島県会津若松市城前１番８２号
郡山税務署 〒963-8655 福島県郡山市堂前町２０番１１号
いわき税務署 〒970-8611 福島県いわき市平字菱川町６番３号
白河税務署 〒961-8611 福島県白河市中田５番１号
須賀川税務署 〒962-0844 福島県須賀川市東町５９番地の２５
喜多方税務署 〒966-0833 福島県喜多方市字中島７５１３番地３
相馬税務署 〒976-8602 福島県相馬市中村字曲田９２番地の２
二本松税務署 〒964-0911 福島県二本松市亀谷１丁目２９番地
田島税務署 〒967-0004 福島県南会津郡南会津町田島字寺前甲２９３９番地２
水戸税務署 〒310-8666 茨城県水戸市北見町１番１７号
日立税務署 〒317-8602 茨城県日立市若葉町２丁目１番８号
土浦税務署 〒300-8601 茨城県土浦市城北町４番１５号
古河税務署 〒306-8686 茨城県古河市北町５番２号
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下館税務署 〒308-8608 茨城県筑西市丙１１６番地１６
竜ヶ崎税務署 〒301-8601 茨城県龍ヶ崎市川原代町１１８２番地の５
太田税務署 〒313-8686 茨城県常陸太田市金井町３６６２番地
潮来税務署 〒311-2492 茨城県潮来市小泉南１３５８番地
宇都宮税務署 〒320-8655 栃木県宇都宮市昭和２丁目１番７号
足利税務署 〒326-8630 栃木県足利市伊勢町４丁目１８番地２
栃木税務署 〒328-8666 栃木県栃木市本町１７番７号
佐野税務署 〒327-8601 栃木県佐野市若松町４２５番地
鹿沼税務署 〒322-8603 栃木県鹿沼市東末広町１９３４番地の２４
真岡税務署 〒321-4391 栃木県真岡市荒町５１７８
大田原税務署 〒324-8642 栃木県大田原市紫塚１丁目５番５４号
氏家税務署 〒329-1393 栃木県さくら市氏家２４３１番地の１
前橋税務署 〒371-8686 群馬県前橋市表町２丁目１６番７号
高崎税務署 〒370-8611 群馬県高崎市東町１３４番地の１２
桐生税務署 〒376-8686 群馬県桐生市末広町１３番地５
伊勢崎税務署 〒372-8686 群馬県伊勢崎市鹿島町５６２番地の１
沼田税務署 〒378-8691 群馬県沼田市東原新町１９１０番地の２
館林税務署 〒374-8686 群馬県館林市仲町１１番１２号
藤岡税務署 〒375-8602 群馬県藤岡市藤岡６６８番地の１
富岡税務署 〒370-2391 群馬県富岡市富岡２７４１番地の１
中之条税務署 〒377-0492 群馬県吾妻郡中之条町大字伊勢町１０２２番地の１
川越税務署 〒350-8666 埼玉県川越市大字並木４５２番地の２
熊谷税務署 〒360-8620 埼玉県熊谷市仲町４１番地
川口税務署

訂正及び利用停止に関する他の法律又
はこれに基づく命令の規定による特別
の手続等

－

個人情報ファイルの種別 法第２条第４項第２号（マニュアル処理ファイル）

戻る
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個人情報ファイル簿の検索

検索結果 

戻る

個人情報ファイルの名称 源泉徴収義務者ファイル（524ファイル）

行政機関の名称 国税庁

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

国税庁課税部法人課税課、札幌国税局課税第二部法人課税課、仙台国税局課税第二部法人課税
課、関東信越国税局課税第二部法人課税課、東京国税局課税第二部法人課税課、金沢国税局課
税部法人課税課、名古屋国税局課税第二部法人課税課、大阪国税局課税第二部法人課税課、広
島国税局課税第二部法人課税課、高松国税局課税部法人課税課、福岡国税局課税第二部法人課
税課、熊本国税局課税部法人課税課、沖縄国税事務所法人課税課、札幌中税務署、札幌北税務
署、札幌南税務署、札幌西税務署、札幌東税務署、函館税務署、小樽税務署、旭川中税務署、
旭川東税務署、室蘭税務署、釧路税務署、帯広税務署、北見税務署、岩見沢税務署、網走税務
署、留萌税務署、苫小牧税務署、稚内税務署、紋別税務署、名寄税務署、根室税務署、滝川税
務署、深川税務署、富良野税務署、八雲税務署、江差税務署、倶知安税務署、余市税務署、浦
河税務署、十勝池田税務署、青森税務署、弘前税務署、八戸税務署、黒石税務署、五所川原税
務署、十和田税務署、むつ税務署、、盛岡税務署、宮古税務署、大船渡税務署、水沢税務署、
花巻税務署、久慈税務署、一関税務署、釜石税務署、二戸税務署、仙台北税務署、仙台中税務
署、仙台南税務署、石巻税務署、塩釜税務署、古川税務署、気仙沼税務署、大河原税務署、築
館税務署、佐沼税務署、秋田南税務署、秋田北税務署、能代税務署、横手税務署、大館税務
署、本荘税務署、湯沢税務署、大曲税務署、山形税務署、米沢税務署、鶴岡税務署、酒田税務
署、新庄税務署、寒河江税務署、村山税務署、長井税務署、福島税務署、会津若松税務署、郡
山税務署、いわき税務署、白河税務署、須賀川税務署、喜多方税務署、相馬税務署、二本松税
務署、田島税務署、水戸税務署、日立税務署、土浦税務署、古河税務署、下館税務署、竜ヶ崎
税務署、太田税務署、潮来税務署、宇都宮税務署、足利税務署、栃木税務署、佐野税務署、鹿
沼税務署、真岡税務署、大田原税務署、氏家税務署、前橋税務署、高崎税務署、桐生税務署、
伊勢崎税務署、沼田税務署、館林税務署、藤岡税務署、富岡税務署、中之条税務署、川越税務
署、熊谷税務署、川口税務署、西川口税務署、浦和税務署、大宮税務署、行田税務署、秩父税
務署、所沢税務署、本庄税務署、東松山税務署、春日部税務署、上尾税務署、越谷税務署、朝
霞税務署、新潟税務署、長岡税務署、三条税務署、柏崎税務署、新発田税務署、新津税務署、
小千谷税務署、十日町税務署、村上税務署、糸魚川税務署、高田税務署、巻税務署、佐渡税務
署、長野税務署、松本税務署、上田税務署、飯田税務署、諏訪税務署、伊那税務署、信濃中野
税務署、大町税務署、佐久税務署、木曽税務署、千葉東税務署、千葉南税務署、千葉西税務
署、銚子税務署、市川税務署、船橋税務署、館山税務署、木更津税務署、松戸税務署、佐原税
務署、茂原税務署、成田税務署、東金税務署、柏税務署、麹町税務署、神田税務署、日本橋税
務署、京橋税務署、芝税務署、麻布税務署、品川税務署、四谷税務署、新宿税務署、小石川税
務署、本郷税務署、東京上野税務署、浅草税務署、本所税務署、向島税務署、江東西税務署、
江東東税務署、荏原税務署、目黒税務署、大森税務署、雪谷税務署、蒲田税務署、世田谷税務
署、北沢税務署、玉川税務署、渋谷税務署、中野税務署、杉並税務署、荻窪税務署、豊島税務
署、王子税務署、荒川税務署、板橋税務署、練馬東税務署、練馬西税務署、足立税務署、西新
井税務署、葛飾税務署、江戸川北税務署、江戸川南税務署、八王子税務署、立川税務署、武蔵
野税務署、青梅税務署、武蔵府中税務署、町田税務署、日野税務署、東村山税務署、鶴見税務
署、横浜中税務署、保土ケ谷税務署、横浜南税務署、神奈川税務署、戸塚税務署、緑税務署、
川崎南税務署、川崎北税務署、川崎西税務署、横須賀税務署、平塚税務署、鎌倉税務署、藤沢
税務署、小田原税務署、相模原税務署、厚木税務署、大和税務署、甲府税務署、山梨税務署、
大月税務署、鰍沢税務署、富山税務署、高岡税務署、魚津税務署、砺波税務署、金沢税務署、
七尾税務署、小松税務署、輪島税務署、松任税務署、福井税務署、敦賀税務署、武生税務署、
小浜税務署、大野税務署、三国税務署、岐阜北税務署、岐阜南税務署、大垣税務署、高山税務
署、多治見税務署、関税務署、中津川税務署、静岡税務署、清水税務署、浜松西税務署、浜松
東税務署、沼津税務署、熱海税務署、三島税務署、島田税務署、富士税務署、磐田税務署、掛
川税務署、藤枝税務署、下田税務署、千種税務署、名古屋東税務署、名古屋北税務署、名古屋
西税務署、名古屋中村税務署、名古屋中税務署、昭和税務署、熱田税務署、中川税務署、豊橋
税務署、岡崎税務署、一宮税務署、尾張瀬戸税務署、半田税務署、津島税務署、刈谷税務署、
豊田税務署、西尾税務署、小牧税務署、新城税務署、津税務署、四日市税務署、伊勢税務署、
松阪税務署、桑名税務署、上野税務署、鈴鹿税務署、尾鷲税務署、大津税務署、彦根税務署、
長浜税務署、近江八幡税務署、草津税務署、水口税務署、今津税務署、上京税務署、左京税務
署、中京税務署、東山税務署、下京税務署、右京税務署、伏見税務署、福知山税務署、舞鶴税
務署、宇治税務署、宮津税務署、園部税務署、峰山税務署、大阪福島税務署、西税務署、港税
務署、天王寺税務署、浪速税務署、西淀川税務署、東成税務署、生野税務署、旭税務署、城東
税務署、阿倍野税務署、住吉税務署、東住吉税務署、西成税務署、東淀川税務署、北税務署、
大淀税務署、東税務署、南税務署、堺税務署、岸和田税務署、豊能税務署、吹田税務署、泉大
津税務署、枚方税務署、茨木税務署、八尾税務署、泉佐野税務署、富田林税務署、門真税務
署、東大阪税務署、灘税務署、兵庫税務署、長田税務署、須磨税務署、神戸税務署、姫路税務
署、尼崎税務署、明石税務署、西宮税務署、洲本税務署、芦屋税務署、伊丹税務署、相生税務
署、豊岡税務署、加古川税務署、龍野税務署、西脇税務署、三木税務署、社税務署、和田山税
務署、柏原税務署、奈良税務署、葛城税務署、桜井税務署、吉野税務署、和歌山税務署、海南
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税務署、御坊税務署、田辺税務署、新宮税務署、粉河税務署、湯浅税務署、鳥取税務署、米子
税務署、倉吉税務署、松江税務署、浜田税務署、出雲税務署、益田税務署、石見大田税務署、
大東税務署、西郷税務署、岡山東税務署、岡山西税務署、西大寺税務署、児島税務署、倉敷税
務署、玉島税務署、津山税務署、玉野税務署、笠岡税務署、高梁税務署、新見税務署、瀬戸税
務署、久世税務署、広島東税務署、広島南税務署、広島西税務署、広島北税務署、呉税務署、
竹原税務署、三原税務署、尾道税務署、福山税務署、府中税務署、三次税務署、庄原税務署、
西条税務署、廿日市税務署、海田税務署、吉田税務署、下関税務署、宇部税務署、山口税務
署、萩税務署、徳山税務署、防府税務署、岩国税務署、光税務署、長門税務署、柳井税務署、
厚狭税務署、徳島税務署、鳴門税務署、阿南税務署、川島税務署、脇町税務署、池田税務署、
高松税務署、丸亀税務署、坂出税務署、観音寺税務署、長尾税務署、土庄税務署、松山税務
署、今治税務署、宇和島税務署、八幡浜税務署、新居浜税務署、伊予西条税務署、大洲税務
署、伊予三島税務署、高知税務署、安芸税務署、南国税務署、須崎税務署、中村税務署、伊野
税務署、門司税務署、若松税務署、小倉税務署、八幡税務署、博多税務署、香椎税務署、福岡
税務署、西福岡税務署、大牟田税務署、久留米税務署、直方税務署、飯塚税務署、田川税務
署、甘木税務署、八女税務署、大川税務署、行橋税務署、筑紫税務署、佐賀税務署、唐津税務
署、鳥栖税務署、伊万里税務署、武雄税務署、長崎税務署、佐世保税務署、島原税務署、諫早
税務署、福江税務署、平戸税務署、壱岐税務署、厳原税務署、熊本西税務署、熊本東税務署、
八代税務署、人吉税務署、玉名税務署、天草税務署、山鹿税務署、菊池税務署、宇土税務署、
阿蘇税務署、大分税務署、別府税務署、中津税務署、日田税務署、佐伯税務署、臼杵税務署、
竹田税務署、宇佐税務署、三重税務署、宮崎税務署、都城税務署、延岡税務署、日南税務署、
小林税務署、高鍋税務署、鹿児島税務署、川内税務署、鹿屋税務署、大島税務署、出水税務
署、指宿税務署、種子島税務署、知覧税務署、伊集院税務署、加治木税務署、大隅税務署、那
覇税務署、宮古島税務署、石垣税務署、北那覇税務署、名護税務署、沖縄税務署

個人情報ファイルの利用目的 納税義務の適正な履行に資する。

記録項目 １氏名 ２住所 ３給与等の支給額 ４源泉所得税の納付額

記録範囲 法人及び人格のない社団等の代表者並びに源泉徴収義務者である個人

記録情報の収集方法 本人からの届出及び徴収高計算書

記録情報の経常的提供先 人事院

び

請求等に係る本人の納税地を所轄する税務署（下記参照）
札幌中税務署 〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西１０丁目
札幌北税務署 〒001-0031 北海道札幌市北区北３１条西７丁目３番１号
札幌南税務署 〒064-0807 北海道札幌市中央区南７条西１丁目２１番地１
札幌西税務署 〒063-0824 北海道札幌市西区発寒４条１丁目７番１号
札幌東税務署 〒004-0004 北海道札幌市厚別区厚別東４条４丁目８番８号
函館税務署 〒040-0014 北海道函館市中島町３７番１号
小樽税務署 〒047-0033 北海道小樽市富岡１丁目１６番１号
旭川中税務署 〒078-8504 北海道旭川市宮前通東４１５５番３１
旭川東税務署 〒070-0026 北海道旭川市東６条１丁目２番１５号
室蘭税務署 〒051-0023 北海道室蘭市入江町１番地１３
釧路税務署 〒085-8515 北海道釧路市幸町１０丁目３番地
帯広税務署 〒080-0015 北海道帯広市西５条南６丁目１番地
北見税務署 〒090-0018 北海道北見市青葉町３番１号
岩見沢税務署 〒068-0002 北海道岩見沢市２条東４丁目５番地の１
網走税務署 〒093-0006 北海道網走市南６条東５丁目９番地
留萌税務署 〒077-0038 北海道留萌市寿町３丁目１９番地
苫小牧税務署 〒053-0018 北海道苫小牧市旭町３丁目４番１７号
稚内税務署 〒097-0001 北海道稚内市末広５丁目６番１号
紋別税務署 〒094-0013 北海道紋別市南が丘町２丁目１番４４号
名寄税務署 〒096-0031 北海道名寄市西１条北１丁目１１番地
根室税務署 〒087-0009 北海道根室市弥栄町１丁目１８番地
滝川税務署 〒073-0022 北海道滝川市大町１丁目８番１４号
深川税務署 〒074-0004 北海道深川市４条１５番３号
富良野税務署 〒076-0038 北海道富良野市桂木町３番２号
八雲税務署 〒049-3113 北海道二海郡八雲町相生町１０８番地８
江差税務署 〒043-0044 北海道檜山郡江差町字橋本町８４番地
倶知安税務署 〒044-0011 北海道虻田郡倶知安町南１条東３丁目１番地
余市税務署 〒046-0015 北海道余市郡余市町朝日町１番地
浦河税務署 〒057-0012 北海道浦河郡浦河町常盤町２８番地
十勝池田税務署 〒083-0001 北海道中川郡池田町字旭町１丁目８番地８
青森税務署 〒030-0861 青森県青森市長島１丁目３番５号
弘前税務署 〒036-8689 青森県弘前市大字本町２番地２
八戸税務署 〒031-8611 青森県八戸市江陽２丁目９番４５号
黒石税務署 〒036-0388 青森県黒石市西ケ丘６６番地
五所川原税務署 〒037-0004 青森県五所川原市唐笠柳字藤巻５０７番地５
十和田税務署 〒034-8613 青森県十和田市西二番町１４番１２号
むつ税務署 〒035-0072 青森県むつ市金谷２丁目６番１５号
盛岡税務署 〒020-8677 岩手県盛岡市本町通３丁目８番３７号
宮古税務署 〒027-8504 岩手県宮古市小山田１丁目１番１号
大船渡税務署 〒022-0003 岩手県大船渡市盛町字宇津野沢８番地１
水沢税務署 〒023-0856 岩手県奥州市水沢区西上野町３番５号
花巻税務署 〒025-8602 岩手県花巻市材木町８番２０号
久慈税務署 〒028-0051 岩手県久慈市川崎町１５番１５号
一関税務署 〒021-0885 岩手県一関市田村町７番１７号
釜石税務署 〒026-0052 岩手県釜石市小佐野町３丁目８番２４号
二戸税務署 〒028-6101 岩手県二戸市福岡字八幡下１６番地
仙台北税務署 〒980-8402 宮城県仙台市青葉区上杉１丁目１番１号
仙台中税務署 〒984-0015 宮城県仙台市若林区卸町３丁目８番５号
仙台南税務署 〒982-8551 宮城県仙台市太白区柳生２丁目２８番２号
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所在地 石巻税務署 〒986-0827 宮城県石巻市千石町２番３５号
塩釜税務署 〒985-8601 宮城県塩釜市旭町１７番１５号
古川税務署 〒989-6185 宮城県大崎市古川旭６丁目２番１５号
気仙沼税務署 〒988-0077 宮城県気仙沼市古町３丁目４番５号
大河原税務署 〒989-1201 宮城県柴田郡大河原町大谷字末広１２の１番地
築館税務署 〒987-2292 宮城県栗原市築館薬師２丁目２番１号
佐沼税務署 〒987-0511 宮城県登米市迫町佐沼字沼向１０９番地
秋田南税務署 〒010-8622 秋田県秋田市中通５丁目５番２号
秋田北税務署 〒011-8577 秋田県秋田市土崎港中央６丁目９番１３号
能代税務署 〒016-8601 秋田県能代市末広町４番２０号
横手税務署 〒013-8504 秋田県横手市旭川１丁目５番８号
大館税務署 〒017-8686 秋田県大館市赤館町２番１６号
本荘税務署 〒015-8622 秋田県由利本荘市給人町１７番
湯沢税務署 〒012-8502 秋田県湯沢市大工町２番３２号
大曲税務署 〒014-8611 秋田県大仙市大曲上栄町９番４号
山形税務署 〒990-8606 山形県山形市本町１丁目４番２７号
米沢税務署 〒992-8610 山形県米沢市門東町１丁目１番５号
鶴岡税務署 〒997-0033 山形県鶴岡市泉町５番７０号
酒田税務署 〒998-8633 山形県酒田市光ケ丘２丁目２番３６号
新庄税務署 〒996-0001 山形県新庄市五日町字宮内２４１番地
寒河江税務署 〒991-0021 山形県寒河江市中央２丁目２番３５号
村山税務署 〒995-8691 山形県村山市楯岡笛田１丁目９番３４号
長井税務署 〒993-0085 山形県長井市高野町２丁目７番３７号
福島税務署 〒960-8620 福島県福島市森合町１６番６号
会津若松税務署 〒965-8686 福島県会津若松市城前１番８２号
郡山税務署 〒963-8655 福島県郡山市堂前町２０番１１号
いわき税務署 〒970-8611 福島県いわき市平字菱川町６番３号
白河税務署 〒961-8611 福島県白河市中田５番１号
須賀川税務署 〒962-0844 福島県須賀川市東町５９番地の２５
喜多方税務署 〒966-0833 福島県喜多方市字中島７５１３番地３
相馬税務署 〒976-8602 福島県相馬市中村字曲田９２番地の２
二本松税務署 〒964-0911 福島県二本松市亀谷１丁目２９番地
田島税務署 〒967-0004 福島県南会津郡南会津町田島字寺前甲２９３９番地２
水戸税務署 〒310-8666 茨城県水戸市北見町１番１７号
日立税務署 〒317-8602 茨城県日立市若葉町２丁目１番８号
土浦税務署 〒300-8601 茨城県土浦市城北町４番１５号
古河税務署 〒306-8686 茨城県古河市北町５番２号
下館税務署 〒308-8608 茨城県筑西市丙１１６番地１６
竜ヶ崎税務署 〒301-8601 茨城県龍ヶ崎市川原代町１１８２番地の５
太田税務署 〒313-8686 茨城県常陸太田市金井町３６６２番地
潮来税務署 〒311-2492 茨城県潮来市小泉南１３５８番地
宇都宮税務署 〒320-8655 栃木県宇都宮市昭和２丁目１番７号
足利税務署 〒326-8630 栃木県足利市伊勢町４丁目１８番地２
栃木税務署 〒328-8666 栃木県栃木市本町１７番７号
佐野税務署 〒327-8601 栃木県佐野市若松町４２５番地
鹿沼税務署 〒322-8603 栃木県鹿沼市東末広町１９３４番地の２４
真岡税務署 〒321-4391 栃木県真岡市荒町５１７８
大田原税務署 〒324-8642 栃木県大田原市紫塚１丁目５番５４号
氏家税務署 〒329-1393 栃木県さくら市氏家２４３１番地の１
前橋税務署 〒371-8686 群馬県前橋市表町２丁目１６番７号
高崎税務署 〒370-8611 群馬県高崎市東町１３４番地の１２
桐生税務署 〒376-8686 群馬県桐生市末広町１３番地５
伊勢崎税務署 〒372-8686 群馬県伊勢崎市鹿島町５６２番地の１
沼田税務署 〒378-8691 群馬県沼田市東原新町１９１０番地の２
館林税務署 〒374-8686 群馬県館林市仲町１１番１２号
藤岡税務署 〒375-8602 群馬県藤岡市藤岡６６８番地の１
富岡税務署 〒370-2391 群馬県富岡市富岡２７４１番地の１
中之条税務署 〒377-0492 群馬県吾妻郡中之条町大字伊勢町１０２２番地の１
川越税務署 〒350-8666 埼玉県川越市大字並木４５２番地の２
熊谷税務署 〒360-8620 埼玉県熊谷市仲町４１番地
川口税務署

訂正及び利用停止に関する他の法律又
はこれに基づく命令の規定による特別
の手続等

－

個人情報ファイルの種別 法第２条第４項第１号（電算処理ファイル）

令第９条に該当するファイル なし

戻る
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個人情報ファイル簿の検索

検索結果 

戻る

個人情報ファイルの名称 雇用保険支給台帳

行政機関の名称 厚生労働省

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

職業安定局労働市場センター業務室、都道府県労働局及び公共職業安定所

個人情報ファイルの利用目的 雇用保険制度に基づく失業給付等各種給付の支給業務の管理のため利用する。

記録項目

１支給番号、２氏名、３性別、４年齢、５生年月日、６被保険者番号、７取得年月日、８産業
分類、９離職年月日、１０受給期間満了年月日、１１解雇の効力等に関する争いの発生・終了
の表示、１２求職申込年月日、１３資格決定年月日、１４被保険者種類、１５対象者区分、１
６期間表示、１７所定給付日数、１８賃金日額、１９基本手当、２０認定月日、２１待機満了
年月日、２２支払方法、２３職業に就くことのできない期間・猶予期間、２４給付制限の状
況、２５前回支給期間末日、２６通常残日数、２７追給、２８就職及び再就職の年月日、２９
訓練受講の状況、３０認定の経緯、３１求職番号

記録範囲
雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第１３条に規定する受給資格者、同法第３７条の３
第２項に規定する高年齢受給資格者及び同法第３９条第２項に規定する特例受給資格者

記録情報の収集方法 事業主及び雇用保険受給者からの届出書

記録情報の経常的提供先 日本年金機構

１．本人の住所又は居所のある都道府県労働局
北海道労働局総務部企画室

札幌市北区北8条西2-1-1
青森労働局総務部企画室

青森市新町2-4-25
岩手労働局総務部企画室

盛岡市盛岡駅西通1-9-15
宮城労働局総務部企画室

仙台市宮城野区鉄砲町1
秋田労働局総務部企画室

秋田市山王７-１-３
山形労働局総務部企画室

山形市香澄町３-２-１
福島労働局総務部企画室

福島市霞町1-46
茨城労働局総務部企画室

水戸市宮町１丁目８-31
栃木労働局総務部企画室

宇都宮市明保野町1-4
群馬労働局総務部企画室

前橋市大渡町1-10-7
埼玉労働局総務部企画室

さいたま市中央区新都心11-2
千葉労働局総務部企画室

千葉市中央区中央4-11-1号
東京労働局総務部企画室

千代田区九段南1-2-1
神奈川労働局総務部企画室

横浜市中区北仲通5-57
新潟労働局総務部企画室

新潟市中央区美咲町1-2-1
富山労働局総務部企画室

富山市神通本町1-5-5
石川労働局総務部企画室

金沢市西念3-4-1
福井労働局総務部企画室

福井市春山1-1-54
山梨労働局総務部企画室

甲府市丸の内1-1-11
長野労働局総務部企画室

長野市中御所1-22－1
岐阜労働局総務部企画室

岐阜市金竜町5-13

e-Gov（イーガブ）は総務省が運営する総合的な行政ポータルサイトです
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開示請求等を受理する組織の名称及び
所在地

静岡労働局総務部企画室
静岡市葵区追手町9-50

愛知労働局総務部企画室
名古屋市中区三の丸2-5-1

三重労働局総務部企画室
津市島崎町327-2

滋賀労働局総務部企画室
大津市御幸町6-6

京都労働局総務部企画室
京都市中京区両替町通御池上ル
金吹町451

大阪労働局総務部企画室
大阪市中央区大手前4-1-67

兵庫労働局総務部企画室
神戸市中央区東川崎町1-1-3

奈良労働局総務部企画室
奈良市法蓮町387

和歌山労働局総務部企画室
和歌山市黒田2-3-3

鳥取労働局総務部企画室
鳥取市富安2丁目89-9

島根労働局総務部企画室
松江市向島町134-10

岡山労働局総務部企画室
岡山市北区下石井1-4-1

広島労働局総務部企画室
広島市中区上八丁堀6-30

山口労働局総務部企画室
山口市中河原町6-16

徳島労働局総務部企画室
徳島市徳島町城内6-6

香川労働局総務部企画室
高松市サンポート3-33

愛媛労働局総務部企画室
松山市若草町4-3

高知労働局総務部企画室
高知市南金田1番39

福岡労働局総務部企画室
福岡市博多区博多駅東2-11-1

佐賀労働局総務部企画室
佐賀市駅前中央3-3-20

長崎労働局総務部企画室
長崎市万才町7－1

熊本労働局総務部企画室
熊本市西区春日2-10-1

大分労働局総務部企画室
大分市東春日町17-20

宮崎労働局総務部企画室
宮崎市橘通東3-1-22

鹿児島労働局総務部企画室
鹿児島市山下町13-21

沖縄労働局総務部企画室
那覇市おもろまち2-1-1

２．厚生労働省大臣官房総務課情報公開文書室
千代田区霞が関1-2-2

訂正及び利用停止に関する他の法律又
はこれに基づく命令の規定による特別
の手続等

－

個人情報ファイルの種別 法第２条第４項第１号（電算処理ファイル）

令第９条に該当するファイル なし

戻る

Copyright © Ministry of Internal Affairs and Communications All Rights Reserved.

e-Govについて 個人情報の取扱について リンクについて 安全な通信（SSL）について サイトマップ

2/2ページ電子政府の総合窓口 -個人情報ファイル簿の検索-

2014/09/20http://gkjh.e-gov.go.jp/servlet/Ksearch?CLASSNAME=KJNMSTDETAIL&seqNo=0...

- 15 -



e-Gov home >  検索結果 > 個人情報ファイル簿の詳細

個人情報ファイル簿の検索

検索結果 

戻る

個人情報ファイルの名称 年金受給権者ファイル

行政機関の名称 厚生労働省

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

年金局事業企画課

個人情報ファイルの利用目的
国民年金・厚生年金保険・船員保険の年金受給権者に関する各種記録を収録し、年金給付額を
決定又は改定して年金支払業務、年金相談業務に使用する。
国民年金・厚生年金保険・船員保険の年金受給権者に関する統計業務に使用する。

記録項目
１年金証書の基礎年金番号及び年金コード、２氏名、３性別、４生年月日、５住所、６年金給
付記録、７被保険者期間、８平均標準報酬月額、９受給権発生年月、10裁定年月日、11他年金
証書の基礎年金番号及び年金コード 12雇用保険被保険者番号

記録範囲 国民年金・厚生年金保険・船員保険の年金受給権者

記録情報の収集方法 本人からの年金裁定請求書又は諸変更届

記録情報の経常的提供先

日本銀行、日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、ドイツ保険者、福祉医療機構、国民年
金基金連合会、農業者年金基金、財務省会計センター、国家公務員共済組合連合会、地方公務
員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、農林漁業団体職員共済組合、日本鉄道共
済組合、日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合、アメリカ連絡機関、ベルギー連絡
機関、フランス連絡機関、カナダ連絡機関、オーストラリア連絡機関、オランダ連絡機関、チ
ェコ連絡機関、各都道府県社会保険労務士会、企業年金連合会、全国健康保険協会

開示請求等を受理する組織の名称及び
所在地

(名称)厚生労働省大臣官房情報公開文書室、厚生労働省年金局事業企画課、日本年金機構本
部、ブロック本部、年金事務所
(所在地)東京都千代田区霞が関１－２－２

訂正及び利用停止に関する他の法律又
はこれに基づく命令の規定による特別
の手続等

－

個人情報ファイルの種別 法第２条第４項第１号（電算処理ファイル）

令第９条に該当するファイル なし

戻る
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個人情報ファイル簿の検索

検索結果 

戻る

個人情報ファイルの名称 電気用品事故報告ファイル

行政機関の名称 経済産業省

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

商務情報政策局商務流通グループ製品安全課

個人情報ファイルの利用目的 電気用品の事故に係る報告要領に基づく事故情報を管理するために利用する。

記録項目

１整理番号、２報告事業者、３電気用品名、４発生場所。５品名、６機種名、７事故年月日、
８報告開始・終了年月日、９製造開始・終了年月日、１０製造輸入の別、１１社告の有無、１
２社告の年月日、１３購入年月日、１４事故内容、１５被害状況、１６事故原因、１７事故等
の状況、１８対応、１９輸入先、２０製造台数、２１出荷台数、２２型式番号、２３製造番号
等、２４製造社名、２５住所、２６担当者名、２７担当者部署名、２８電話番号

記録範囲
電気用品の事故等に係る報告要領に基づき事故の報告を行った者（法人にあってはその担当
者）

記録情報の収集方法 本人からの報告

記録情報の経常的提供先 独立行政法人製品評価技術基盤機構

開示請求等を受理する組織の名称及び
所在地

（名称）経済産業省行政情報センター（行政機関個人情報保護法窓口）
（所在地）〒100-8901東京都千代田区霞ヶ関１－３－１

訂正及び利用停止に関する他の法律又
はこれに基づく命令の規定による特別
の手続等

－

個人情報ファイルの種別 法第２条第４項第１号（電算処理ファイル）

令第９条に該当するファイル なし

戻る
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個人情報ファイル簿の検索

検索結果 

戻る

個人情報ファイルの名称 建設業許可情報ファイル

行政機関の名称 国土交通省

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

土地・建設産業局建設業課
東北地方整備局建政部計画・建設産業課
関東地方整備局建政部建設産業第一課
北陸地方整備局建政部計画・建設産業課
中部地方整備局建政部建設産業課
近畿地方整備局建政部建設産業課
中国地方整備局建政部計画・建設産業課
四国地方整備局建政部計画・建設産業課
九州地方整備局建政部計画・建設産業課
北海道開発局事業振興部建設産業課

個人情報ファイルの利用目的

１．建設業許可審査事務
２．建設業許可業者に対する指導監督事務
３．建設業許可申請書等の閲覧事務
４．建設業法第２７条の２３に規定する建設工事の発注者が行う建設工事の発注業務において必要となる
情報の提供

記録項目

１許可番号、２商号及び名称、３代表者又は個人事業者氏名、４所在地、５電話番号、６市区町村コー
ド、７整備局コード、８許可業種、９資本金又は出資総額、１０許可年月日、１１経営業務の管理責任者
氏名、１２経営業務の管理責任者生年月日、１３専任技術者氏名、１４専任技術者生年月日、１５専任技
術者担当建設業種、１６専任技術者有資格区分、１７国家資格者等・監理技術者氏名、１８国家資格者
等・監理技術者生年月日、１９国家資格者等・監理技術者担当建設業種、２０国家資格者等・監理技術者
有資格区分

記録範囲
建設業の許可を受けた法人の代表者及び個人事業者、経営業務の管理責任者、営業所の専任技術者、国家
資格者等・監理技術者

記録情報の収集方法 建設業許可申請書及び変更届出書

記録情報の経常的提供先
建設業許可事務を行う都道府県
国民
建設業法第２７条の２３に規定する建設工事の発注者

開示請求等を受理する組織の名称及び
所在地

東北地方整備局総務部総務課
〒980-8602宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

関東地方整備局総務部総務課
〒330-9724埼玉県さいたま市中央区新都心２－１さいたま新都心合同庁舎２号館

北陸地方整備局総務部総務課
〒950-8801新潟県新潟市中央区美咲町１－１－１

中部地方整備局総務部総務課
〒460-8514愛知県名古屋市中区三の丸２－５－１名古屋合同庁舎第２号館

近畿地方整備局総務部総務課
〒540-8586大阪府大阪市中央区大手前１－５－４４大阪合同庁舎第１号館

中国地方整備局総務部総務課
〒730-8530広島県広島市中区上八丁堀６－３０広島合同庁舎第２号館

四国地方整備局総務部総務課
〒760-8554香川県高松市サンポート３番３３号

九州地方整備局総務部総務課
〒812-0013福岡県福岡市博多区博多駅東２－１０－７福岡第２合同庁舎

北海道開発局開発監理部総務課
〒060-8511北海道札幌市北区北８条西２丁目

訂正及び利用停止に関する他の法律又
はこれに基づく命令の規定による特別
の手続等

１、７及び１０を除く各ファイル記録項目の内容については、建設業法（昭和２４年法律第１００号）に
基づき訂正請求ができる。

個人情報ファイルの種別 法第２条第４項第１号（電算処理ファイル）

令第９条に該当するファイル なし

備考
「開示請求を受理する組織の名称及び所在地」については、「主たる営業所を管轄する地方整備局等」と
する。

戻る
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個人情報ファイル簿の検索

検索結果 

戻る

個人情報ファイルの名称 被収容者身分帳簿（１６３ファイル）

行政機関の名称 法務省

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

札幌刑務所総務部庶務課、札幌刑務所札幌刑務支所庶務課、札幌刑務所札幌拘置支所庶務課、
札幌刑務所小樽拘置支所、札幌刑務所室蘭拘置支所、旭川刑務所総務部庶務課、帯広刑務所総
務部庶務課、帯広刑務所釧路刑務支所庶務課、網走刑務所総務部庶務課、月形刑務所総務部庶
務課、月形刑務所岩見沢拘置支所、函館少年刑務所総務部庶務課、青森刑務所総務部庶務課、
青森刑務所弘前拘置支所、青森刑務所八戸拘置支所、宮城刑務所総務部庶務課、宮城刑務所仙
台拘置支所庶務課、宮城刑務所石巻拘置支所、宮城刑務所古川拘置支所、秋田刑務所総務部庶
務課、秋田刑務所横手拘置支所、秋田刑務所大館拘置支所、秋田刑務所大曲拘置支所、山形刑
務所総務部庶務課、山形刑務所米沢拘置支所、福島刑務所総務部庶務課、福島刑務所福島刑務
支所庶務課、福島刑務所会津若松拘置支所、福島刑務所郡山拘置支所、福島刑務所いわき拘置
支所、福島刑務所白河拘置支所、盛岡少年刑務所総務部庶務課、水戸刑務所総務部庶務課、水
戸刑務所水戸拘置支所庶務課、水戸刑務所土浦拘置支所、水戸刑務所下妻拘置支所、栃木刑務
所総務部庶務課、黒羽刑務所総務部庶務課、黒羽刑務所宇都宮拘置支所庶務課、黒羽刑務所足
利拘置支所、黒羽刑務所大田原拘置支所、喜連川社会復帰促進センター総務部庶務課、前橋刑
務所総務部庶務課、前橋刑務所高崎拘置支所、千葉刑務所総務部庶務課、千葉刑務所木更津拘
置支所、千葉刑務所八日市場拘置支所、市原刑務所総務部庶務課、八王子医療刑務所総務部庶
務課、府中刑務所総務部庶務課、横浜刑務所総務部庶務課、横浜刑務所横須賀刑務支所庶務
課、横浜刑務所横浜拘置支所庶務課、横浜刑務所小田原拘置支所庶務課、横浜刑務所相模原拘
置支所庶務課、新潟刑務所総務部庶務課、新潟刑務所長岡拘置支所、新潟刑務所上越拘置支
所、甲府刑務所総務部庶務課、長野刑務所総務部庶務課、長野刑務所長野拘置支所、長野刑務
所上田拘置支所、静岡刑務所総務部庶務課、静岡刑務所浜松拘置支所庶務課、静岡刑務所沼津
拘置支所庶務課、川越少年刑務所総務部庶務課、川越少年刑務所さいたま拘置支所庶務課、川
越少年刑務所熊谷拘置支所、松本少年刑務所総務部庶務課、松本少年刑務所上諏訪拘置支所、
東京拘置所総務部庶務課、東京拘置所松戸拘置支所庶務課、立川拘置所総務部庶務課、富山刑
務所総務部庶務課、富山刑務所高岡拘置支所、金沢刑務所総務部庶務課、金沢刑務所七尾拘置
支所、福井刑務所総務部庶務課、岐阜刑務所総務部庶務課、岐阜刑務所岐阜拘置支所庶務課、
岐阜刑務所御嵩拘置支所、笠松刑務所総務部庶務課、岡崎医療刑務所総務部庶務課、名古屋刑
務所総務部庶務課、名古屋刑務所豊橋刑務支所庶務課、名古屋刑務所岡崎拘置支所庶務課、三
重刑務所総務部庶務課、三重刑務所四日市拘置支所、三重刑務所伊勢拘置支所、名古屋拘置所
総務部庶務課、名古屋拘置所一宮拘置支所、名古屋拘置所半田拘置支所、滋賀刑務所総務部庶
務課、滋賀刑務所彦根拘置支所、京都刑務所総務部庶務課、京都刑務所舞鶴拘置支所、大阪刑
務所総務部庶務課、大阪刑務所堺拘置支所庶務課、大阪刑務所岸和田拘置支所、大阪刑務所丸
の内拘置支所庶務課、大阪医療刑務所総務部庶務課、神戸刑務所総務部庶務課、神戸刑務所洲
本拘置支所、神戸刑務所豊岡拘置支所、加古川刑務所総務部庶務課、播磨社会復帰促進センタ
ー総務部庶務課、和歌山刑務所総務部庶務課、姫路少年刑務所総務部庶務課、姫路少年刑務所
姫路拘置支所庶務課、奈良少年刑務所総務部庶務課、奈良少年刑務所葛城拘置支所、京都拘置
所総務部庶務課、大阪拘置所総務部庶務課、大阪拘置所尼崎拘置支所庶務課、神戸拘置所総務
部庶務課、鳥取刑務所総務部庶務課、松江刑務所総務部庶務課、松江刑務所米子拘置支所、島
根あさひ社会復帰促進センター総務部庶務課、岡山刑務所総務部庶務課、広島刑務所総務部庶
務課、広島刑務所尾道刑務支所庶務課、広島刑務所呉拘置支所庶務課、山口刑務所総務部庶務
課、山口刑務所下関拘置支所庶務課、山口刑務所宇部拘置支所、山口刑務所周南拘置支所、岩
国刑務所総務部庶務課、美祢社会復帰促進センター総務部庶務課、広島拘置所総務部庶務課、
徳島刑務所総務部庶務課、高松刑務所総務部庶務課、松山刑務所総務部庶務課、松山刑務所西
条刑務支所、松山刑務所宇和島拘置支所、高知刑務所総務部庶務課、北九州医療刑務所総務部
庶務課、福岡刑務所総務部庶務課、福岡刑務所大牟田拘置支所、福岡刑務所久留米拘置支所庶
務課、福岡刑務所飯塚拘置支所、福岡刑務所田川拘置支所、福岡刑務所厳原拘置支所、麓刑務
所総務部庶務課、佐世保刑務所総務部庶務課、長崎刑務所総務部庶務課、長崎刑務所長崎拘置
支所庶務課、熊本刑務所総務部庶務課、熊本刑務所京町拘置支所庶務課、熊本刑務所八代拘置
支所、大分刑務所総務部庶務課、大分刑務所中津拘置支所、宮崎刑務所総務部庶務課、宮崎刑
務所都城拘置支所、宮崎刑務所延岡拘置支所、鹿児島刑務所総務部庶務課、鹿児島刑務所鹿児
島拘置支所庶務課、鹿児島刑務所大島拘置支所、沖縄刑務所総務部庶務課、沖縄刑務所那覇拘
置支所庶務課、佐賀少年刑務所総務部庶務課、福岡拘置所総務部庶務課、福岡拘置所小倉拘置
支所庶務課

個人情報ファイルの利用目的 被収容者の収容・釈放、刑・勾留の執行等に係る事務に利用する

（１）表紙・身体等調査表・指紋原紙等関係
１本籍、２住所、３職業、４氏名（性別）、５生年月日、６犯数、７入所度数、８直近前科、
９施設名、１０称呼番号、１１入所年月日（未決の入所事由）、１２勾留請求年月日、１３勾
留状発布年月日、１４担当検察庁、１５公判請求年月日、１６事件名、１７確定判決言渡年月
日、１８判決確定年月日、１９確定判決言渡裁判所、２０判決罪名、２１刑名刑期、２２通算
裁定日数、２３通算法定日数、２４共犯符号・人員、２５刑期起算日、２６刑期終了日、２７
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記録項目

仮釈放応当日、２８釈放年月日、２９釈放施設、３０釈放事由、３１被疑勾留期間及び延長関
係、３２勾留期間及び更新関係、３３接見等禁止決定関係、３４裁判経過等、３５指紋原紙関
係、３６入出所調査票関係、３７緊急時の連絡先、３８入所及び移送受送関係、３９入出所時
指紋押捺関係、４０写真、４１写真撮影年月日（当年齢）、４２身体特徴
（２）処遇調査票・作業工場舎房指定表・視察表・行刑成績考査表・接見表・書信表等関係
１称呼番号（以下５４まで受刑者のみ）、２氏名（性別）、３年齢、４犯数、５入所度数、６
入所年月日、７入所事由、８施設名、９処遇指標等、１０処遇指標等決定年月日、１１写真、
１２処遇調査関係、１３特記事項、１４身上調査書送付年月日・送付庁名・あて先、１５通
称・別名、１６年齢（生年月日）、１７本籍、１８帰住予定地、１９引受人の状況、２０確定
判決言渡年月日、２１判決確定年月日、２２確定判決言渡裁判所、２３罪名、２４刑名・刑
期、２５通算法定日数・裁定日数、２６執行済刑期、２７罰金の額・納未納、２８刑期起算
日、２９刑期終了日、３０応当日、３１執行関係の特記事項、３２参考事項、３３犯罪の概要
及び動機・原因、３４犯罪性の特徴、３５共犯者の状況、３６被害者の状況、３７精神状況、
３８身体状況、３９将来の生活設計、４０家族その他の生活環境、４１生活歴（生育歴・教育
歴・職業歴・非行歴・犯罪歴）、４２総合所見、４３処遇情報、４４処遇経過関係、４５保護
関係、４６処遇調査票に編てつする資料等、４７作業工場舎房指定関係、４８動静関係、４９
懲罰関係、５０行刑成績考査関係、５１接見関係、５２書信関係、５３入所時感想録、５４誓
約書、５５受刑者出所調査票の写し、５６仮釈放申請書、５７仮釈放許可決定書

記録範囲 当所収容中の被収容者及び当所を出所した被収容者

記録情報の収集方法 本人の申告及び当所による調査

記録情報の経常的提供先 －

開示請求等を受理する組織の名称及び
所在地

札幌矯正管区総務課
〒００７－０８０１ 住所 札幌市東区東苗穂１－２－５－５
仙台矯正管区総務課
〒９８４－０８２５ 住所 仙台市若林区古城３－２３－１
東京矯正管区総務課
〒３３０－９７２３ 住所 さいたま市中央区新都心２－１ さいたま新都心合同庁舎２号館
１３階
名古屋矯正管区総務課
〒４６１－００１１ 住所 名古屋市東区白壁１－１５－１ 名古屋合同庁舎３号館
大阪矯正管区総務課
〒５４０－０００８ 住所 大阪市中央区大手前４－１－６７ 大阪合同庁舎２号館別館７階
広島矯正管区総務課
〒７３０－００１２ 住所 広島市中区上八丁堀６－３０ 広島合同庁舎４号館
高松矯正管区総務課
〒７６０－００３３ 住所 高松市丸の内１－１ 高松法務合同庁舎
福岡矯正管区総務課
〒８１３－００３６ 住所 福岡市東区若宮５－３－５３

訂正及び利用停止に関する他の法律又
はこれに基づく命令の規定による特別
の手続等

－

個人情報ファイルの種別 法第２条第４項第２号（マニュアル処理ファイル）

備考
ただし、このファイルには、刑事事件の裁判、刑の執行等に係る保有個人情報が記録されてお
り、当該裁判、刑の執行等を受けた者に係るものについては、「行政機関の保有する個人情報
の保護に関する法律」第４５条第１項により第４章（開示等）の規定は適用されない。

戻る
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個人情報ファイル簿の検索

検索結果 

戻る

個人情報ファイルの名称 保護観察事件記録（保護観察処分少年）（３３ファイル）

行政機関の名称 法務省

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

札幌保護観察所、釧路保護観察所、仙台保護観察所、山形保護観察所、福島保護観察所、水戸
保護観察所、宇都宮保護観察所、前橋保護観察所、さいたま保護観察所、千葉保護観察所、東
京保護観察所、横浜保護観察所、新潟保護観察所、長野保護観察所、静岡保護観察所、岐阜保
護観察所、名古屋保護観察所、津保護観察所、京都保護観察所、大阪保護観察所、神戸保護観
察所、奈良保護観察所、和歌山保護観察所、岡山保護観察所、広島保護観察所、山口保護観察
所、高松保護観察所、松山保護観察所、福岡保護観察所、熊本保護観察所、大分保護観察所、
鹿児島保護観察所、那覇保護観察所

個人情報ファイルの利用目的 保護観察のために利用する

記録項目 １本籍、２住所、３氏名、４生年月日、５決定裁判所、６決定日

記録範囲 家庭裁判所の決定により、保護観察処分に付された者

記録情報の収集方法 本人の申告、保護観察官による調査、家庭裁判所からの情報、担当保護司からの報告

記録情報の経常的提供先 －

開示請求等を受理する組織の名称及び
所在地

札幌保護観察所
〒０６０－００４２ 札幌市中央区大通西１２丁目
釧路保護観察所
〒０８５－８５３５ 釧路市幸町１０－３
仙台保護観察所
〒９８０－０８１２ 仙台市青葉区片平１－３－１
山形保護観察所
〒９９０－００４６ 山形市大手町１－３２
福島保護観察所
〒９６０－８０１７ 福島市狐塚１７
水戸保護観察所
〒３１０－００６１ 水戸市北見町１－１
宇都宮保護観察所
〒３２０－００３６ 宇都宮市小幡２－１－１１
前橋保護観察所
〒３７１－００２６ 前橋市大手町３－２－１
さいたま保護観察所
〒３３０－００６３ さいたま市浦和区高砂３－１６－５８
千葉保護観察所
〒２６０－８５１３ 千葉市中央区中央港１－１１－３
東京保護観察所
〒１００－００１３ 千代田区霞が関１－１－１
横浜保護観察所
〒２３１－００２１ 横浜市中区日本大通９
新潟保護観察所
〒９５１－８１０４ 新潟市西大畑町５１９１
長野保護観察所
〒３８０－０８４６ 長野市旭町１１０８
静岡保護観察所
〒４２０－０８５３ 静岡市葵区追手町９－４５
岐阜保護観察所
〒５００－８８１２ 岐阜市美江寺町２－７－２
名古屋保護観察所
〒４６０－８５２４ 名古屋市中区三の丸４－３－１
津保護観察所
〒５１４－００３２ 津市中央３－１２
京都保護観察所
〒６０２－００３２ 京都市上京区烏丸通今出川上る岡松町２５５
大阪保護観察所
〒５４０－０００８ 大阪市中央区大手前４－１－７６
神戸保護観察所
〒６５０－００１６ 神戸市中央区橘通１－４－１
奈良保護観察所
〒６３０－８２１３ 奈良市登大路町１－１
和歌山保護観察所
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〒６４０－８１４３ 和歌山市二番丁２
岡山保護観察所
〒７００－０８０７ 岡山市南方１－３－５８
広島保護観察所
〒７３０－００１２ 広島市中区上八丁堀２－１５
山口保護観察所
〒７５３－００８８ 山口市中河原町６－１６
高松保護観察所
〒７６０－００３３ 高松市丸の内１－１
松山保護観察所
〒７９０－０００１ 松山市一番町４－４－１
福岡保護観察所
〒８１０－００７３ 福岡市中央区舞鶴１－４－１３
熊本保護観察所
〒８６２－０９７１ 熊本市中央区大江３－１－５３
大分保護観察所
〒８７０－００４５ 大分市城崎町２－３－２１
鹿児島保護観察所
〒８９２－０８１６ 鹿児島市山下町１３－１０
那覇保護観察所
〒９００－００２２ 那覇市樋川１－１５－１５

訂正及び利用停止に関する他の法律又
はこれに基づく命令の規定による特別
の手続等

－

個人情報ファイルの種別 法第２条第４項第２号（マニュアル処理ファイル）

備考

ただし，このファイルには，少年の保護事件の裁判，保護処分の執行に係る保有個人情報が記
録されており，当該裁判，保護処分の執行を受けた者に係るものについては，「行政機関の保
有する個人情報の保護に関する法律」第４５条第１項により第４章（開示等）の規定は適用さ
れない。

戻る
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個人情報ファイル簿の検索

検索結果 

戻る

個人情報ファイルの名称 保険募集に関する不祥事件届出ファイル（１１ファイル）

行政機関の名称 財務省

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

（１）北海道財務局理財部、（２）東北財務局理財部、（３）関東財務局理財部、（４）関東
財務局東京財務事務所、（５）北陸財務局理財部、（６）東海財務局理財部、（７）近畿財務
局理財部、（８）中国財務局理財部、（９）四国財務局理財部、（10）九州財務局理財部、
（11）福岡財務支局理財部

個人情報ファイルの利用目的
保険会社から提出される不祥事件届出の管理のために利用するとともに、特定保険募集人の登
録事務における登録拒否事由の有無に係る審査のために利用する。

記録項目

１ 管理番号、２ 会社名、３ 代理店名、４ 委託状況、５ 第○報、６ 報告状況、
７ 届出年月日（直近）、８ 直近届出から本日までの経過日数、９ 初回届出年月日、
10  事故認知日、11  認知後経過日数、12  30日超案件、13  事故発生日、14  未認識期間、
15  保険類別、16  事故者の類別、17  事故者名、18  事故者名（カタカナ）、19  生年月
日、20  窓販、21  発見の端緒、22  事故区分、23  事故金額、24  事故金額（実損見込）、
25  事故の概要、26  警察との連携、27  随時報告日、28  進捗状況（六ヶ月超案件）（報告
日、現状、今後の見込み）、29  備考

記録範囲 保険会社から提出される不祥事件届出の事故者

記録情報の収集方法 保険会社からの届出

記録情報の経常的提供先 金融庁監督局保険課

(1)北海道財務局総務部総務課
〒060-8579 北海道札幌市北区北8条西2-1-1
北海道財務局函館財務事務所総務課
〒040-0032 北海道函館市新川町25-18
北海道財務局旭川財務事務所総務課
〒078-8503 北海道旭川市宮前通東4155-31
北海道財務局釧路財務事務所総務課
〒085-8649  北海道釧路市幸町10-3
北海道財務局帯広財務事務所総務課
〒080-0015  北海道帯広市西5条南6-1-1
北海道財務局小樽出張所総務課
〒047-0007  北海道小樽市港町5-2
北海道財務局北見出張所総務課
〒090-0018  北海道北見市青葉町6-8

(2)東北財務局総務部総務課
〒980-8436 宮城県仙台市青葉区本町3-3-1
東北財務局青森財務事務所総務課
〒030-8577  青森県青森市新町2-4-25
東北財務局盛岡財務事務所総務課
〒020-0023  岩手県盛岡市内丸7-25
東北財務局秋田財務事務所総務課
〒010-0951  秋田県秋田市山王7-1-4
東北財務局山形財務事務所総務課
〒990-0041  山形県山形市緑町2-15-3
東北財務局福島財務事務所総務課
〒960-8018  福島県福島市松木町13-2

(3)関東財務総務部総務課
〒330-9716 埼玉県さいたま市中央区新都心1-1
関東財務局水戸財務事務所総務課
〒310-8566  茨城県水戸市北見町1-4
関東財務局宇都宮財務事務所総務課
〒320-8532  栃木県宇都宮市桜3-1-10
関東財務局前橋財務事務所総務課
〒371-0026  群馬県前橋市大手町2-10-5
関東財務局千葉財務事務所総務課
〒260-8607  千葉県千葉市中央区椿森5-6-1
関東財務局東京財務事務所総務課
〒113-8553  東京都文京区湯島4-6-15
関東財務局横浜財務事務所総務課

e-Gov（イーガブ）は総務省が運営する総合的な行政ポータルサイトです
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開示請求等を受理する組織の名称及び
所在地

〒231-8412  神奈川県横浜市中区北仲通5-57
関東財務局新潟財務事務所総務課
〒950-8623  新潟県新潟市中央区美咲町1-2-1
関東財務局甲府財務事務所総務課
〒400-0031  山梨県甲府市丸の内1-1-18
関東財務局長野財務事務所総務課
〒380-0846  長野県長野市旭町1108
関東財務局水戸財務事務所筑波出張所
〒305-0031  茨城県つくば市吾妻1-12-1
関東財務局東京財務事務所立川出張所管財課
〒190-8575  東京都立川市緑町4-2
関東財務局横浜財務事務所横須賀出張所管財課
〒238-8535  神奈川県横須賀市新港町1-8

(4)北陸財務局総務課
〒921-8508 石川県金沢市新神田4-3-10
北陸財務局富山財務事務所総務課
〒930-8554  富山県富山市丸の内1-5-13
北陸財務局福井財務事務所総務課
〒910-8519  福井県福井市春山1-1-54

(5)東海財務局総務部総務課
〒460-8521 愛知県名古屋市中区三の丸3-3-1
東海財務局岐阜財務事務所総務課
〒500-8716  岐阜県岐阜市金竜町5-13
東海財務局静岡財務事務所総務課
〒420-8636  静岡県静岡市葵区追手町9-50
東海財務局津財務事務所総務課
〒514-8560  三重県津市桜橋2-129
東海財務局静岡財務事務所沼津出張所管財課
〒410-0831  静岡県沼津市市場町9-1

(6)近畿財務局総務部総務課
〒540-8550 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76
近畿財務局大津財務事務所総務課
〒520-0044  滋賀県大津市京町3-1-1
近畿財務局京都財務事務所総務課
〒606-8395 京都府京都市左京区丸太町川端東入ル東丸太町34-12
近畿財務局神戸財務事務所総務課
〒650-0024  兵庫県神戸市中央区海岸通29
近畿財務局奈良財務事務所総務課
〒630-8213  奈良県奈良市登大路町81
近畿財務局和歌山財務事務所総務課
〒641-0044  和歌山県和歌山市今福1-3-35
近畿財務局京都財務事務所舞鶴出張所管財課
〒625-0036  京都府舞鶴市字浜3-1

(7)中国財務局総務部総務課
〒730-8520 広島県広島市中区上八丁堀6-30
中国財務局鳥取財務事務所総務課
〒680-0845  鳥取県鳥取市富安2-89-4
中国財務局松江財務事務所総務課
〒690-0841  島根県松江市向島町134-10
中国財務局岡山財務事務所総務課
〒700-8555  岡山県岡山市北区桑田町1-36
中国財務局山口財務事務所総務課
〒753-8526  山口県山口市中河原町6-16
中国財務局岡山財務事務所倉敷出張所管財課
〒712-8062  岡山県倉敷市水島北幸町2-2
中国財務局呉出張所 管財課
〒737-0051  広島県呉市中央3-9-15
中国財務局山口財務事務所下関出張所管財課
〒750-0025  山口県下関市竹崎町4-6-1

(8)四国財務局総務部総務課
〒760-8550 香川県高松市中野町26-1
四国財務局徳島財務事務所総務課
〒770-0941  徳島県徳島市万代町3-5
四国財務局松山財務事務所総務課
〒790-0808  愛媛県松山市若草町4-3
四国財務局高知財務事務所総務課
〒780-0061  高知県高知市栄田町2-2-10

(9)九州財務局総務部総務課
〒860-8585 熊本県熊本市西区春日2-10-1
九州財務局大分財務事務所総務課
〒870-0016  大分県大分市新川町2-1-36
九州財務局宮崎財務事務所総務課
〒880-0805  宮崎県宮崎市橘通東3-1-22
九州財務局鹿児島財務事務所総務課
〒892-0816  鹿児島県鹿児島市山下町13-21
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九州財務局鹿児島財務事務所名瀬出張所管財課
〒894-0036  鹿児島県奄美市名瀬長浜町1-1

(10)福岡財務支局総務課
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-11-1
福岡財務支局佐賀財務事務所総務課
〒840-0801  佐賀県佐賀市駅前中央3-3-20
福岡財務支局長崎財務事務所総務課
〒850-0033  長崎県長崎市万才町2-12
福岡財務支局小倉出張所管財課
〒803-0813  福岡県北九州市小倉北区城内5-3
福岡財務支局長崎財務事務所佐世保出張所管財課
〒857-0041  長崎県佐世保市木場田町2-19

訂正及び利用停止に関する他の法律又
はこれに基づく命令の規定による特別
の手続等

－

個人情報ファイルの種別 法第２条第４項第１号（電算処理ファイル）

令第９条に該当するファイル なし

戻る
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e-Gov home >  検索結果 > 個人情報ファイル簿の詳細

個人情報ファイル簿の検索

検索結果 

戻る

個人情報ファイルの名称 海難調査票ファイル

行政機関の名称 海上保安庁

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

交通部企画課企画調査室

個人情報ファイルの利用目的
当庁が取り扱った海難（船舶海難）について、調査・分析を行い、海難の防止及び救助業務の
向上等に資するために利用する

記録項目

１氏名、２性別、３年齢、４国籍又は住所、５電話番号、６海技資格、７経験年数（操船
者）、８事故歴（同）、９所有者又は運航者、10作成部署、11海難区分種類、12海難発生日
時、13海難発生場所、14海難発生海域の状況、15気象条件、16船舶要目、17船体・機関要目、
18海難防止活動への参加状況、19定係港、20海難発生に至るまでの状況、21海難発生時の状
況、22海難発生後の状況

記録範囲 海難（船舶海難）関係者

記録情報の収集方法 海難（船舶海難）関係者からの任意による聴取

記録情報の経常的提供先 －

開示請求等を受理する組織の名称及び
所在地

（名 称）海上保安庁（本庁）
（所在地）〒100-8918

東京都千代田区霞ヶ関２－１－３
中央合同庁舎３号館
海上保安庁総務部政務課
代表 03-3591-6361 内線 2203

訂正及び利用停止に関する他の法律又
はこれに基づく命令の規定による特別
の手続等

－

個人情報ファイルの種別 法第２条第４項第１号（電算処理ファイル）

令第９条に該当するファイル なし

戻る
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e-Gov home >  検索結果 > 個人情報ファイル簿の詳細

個人情報ファイル簿の検索

検索結果 

戻る

個人情報ファイルの名称 図書目録データファイル

行政機関の名称 法務省

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

大臣官房司法法制部司法法制課

個人情報ファイルの利用目的 所蔵図書の管理及び検索に使用する

記録項目
１書名、２他の標題、３著者名、４出版者、５出版地、６出版年月日、７形態、８注記、９分
類

記録範囲 法務図書館所蔵の図書、資料等の著者

記録情報の収集方法 購入及び寄贈により保有した図書、資料等

記録情報の経常的提供先 法務省本省

開示請求等を受理する組織の名称及び
所在地

法務省大臣官房秘書課
〒１００－８９７７ 東京都千代田区霞が関１－１－１

訂正及び利用停止に関する他の法律又
はこれに基づく命令の規定による特別
の手続等

－

個人情報ファイルの種別 法第２条第４項第１号（電算処理ファイル）

令第９条に該当するファイル なし

戻る
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e-Gov home >  検索結果 > 個人情報ファイル簿の詳細

個人情報ファイル簿の検索

検索結果 

戻る

個人情報ファイルの名称 学籍簿

行政機関の名称 厚生労働省

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

国立身体障害者リハビリテーションセンター理療教育部理療教育課

個人情報ファイルの利用目的 成績の管理に利用する

記録項目
１氏名 ２性別 ３本籍地 ４生年月日 ５現住所 ６最終学歴 ７障害の状況 ８最終職歴
９出欠の記録 10修得単位数等の記録（科目別の評価及び修得単位数）

記録範囲 理療教育課程に入所した者

記録情報の収集方法 本人の申告、各種証明書、試験等による評価

記録情報の経常的提供先 －

開示請求等を受理する組織の名称及び
所在地

（名称）国立身体障害者リハビリテーションセンター管理部 総務課
（所在地） 所沢市並木４－１

訂正及び利用停止に関する他の法律又
はこれに基づく命令の規定による特別
の手続等

－

個人情報ファイルの種別 法第２条第４項第２号（マニュアル処理ファイル）

戻る
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個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 

 

① 個人情報ファイルの

名称 

学籍簿 

② 法人の名称 国立大学法人一橋大学 

③ 個人情報ファイルが

利用に供される事務

をつかさどる組織の

名称 

一橋大学学務部教務課 

④ 個人情報ファイルの

利用目的 

学籍を記録して、証明書発行に利用するため。 

⑤ 個人情報ファイルの

記録項目 

１学籍異動状況、２指導教員、３学部、４本籍、５氏名、６

性別、７生年月日 

⑥ 記録範囲 創設以来の大学学部在籍者 

⑦ 記録情報の収集方法 本人からの届出 

⑧ 記録情報の経常的提

供先 

 

⑨ 開示請求等を受理す

る組織の名称及び所

在地 

（名 称）一橋大学総務課 

（所在地）東京都国立市中２丁目１番地 

⑩ 他の法律又はこれに

基づく命令の規定に

よる、訂正、利用停止

等に特別の手続等 

 

⑪ 個人情報ファイルの

種別 

■ 法第２条第４項第１号（電算処理ファイル） 

□ 法第２条第４項第２号（マニュアルファイル） 

⑫ 令第４条第３項に該

当するファイルの有

無 

■ 有 

□ 無 

⑬ 備       考 平成 18 年度入学者以前はマニュアルファイルのみ保有。 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 学籍簿 

独立行政法人等の名称 国立大学法人大阪大学 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

外国語学部 

個人情報ファイルの利用目的 学籍（入学、卒業、退学、休学等）及び成績の記録。 

個人情報ファイルの記録項目 
１．学籍番号、２．氏名、３．性別、４．生年月日、５．学籍異動記
録、６．入学区分、７．単位取得科目の成績評価 

記録範囲 
旧大阪外国語大学大正 12 年度入学者から平成４年度以前入学者（平
成５年度編入学者及び平成６年度３年次編入学者を含む。） 

記録情報の収集方法 入学願書、成績表 

記録情報の経常的提供先   

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

大阪大学総務企画部総務課文書管理室 
大阪府箕面市粟生間谷東８－１－１ 

記録情報の訂正、利用停止等
に関して他の法令等により定
められた特別の手続等 

個人情報ファイルの種別 

□電算処理ファイル 
マニュアルファイルの有無 

□有  □無 

■マニュアルファイル 

備考 
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＜様式２＞ 個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 診療録 

独立行政法人等の名称 独立行政法人国立病院機構 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

千葉医療センター 事務部企画課 

個人情報ファイルの利用目的 
医療サービスの提供、医療保険事務、医療事故等の報告、症例

研究 

記録項目 
１氏名、２性別、３生年月日、４住所、５電話番号、６病歴、

７診療経過、８身体状況 

記録範囲 千葉医療センターで受診した患者さん（平成１２年度以降） 

記録情報の収集方法 患者さんの提出した保険証、医師の診療経過 

記録情報の経常的提供先 ― 

(名 称)千葉医療センター 事務部企画課 
開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(所在地)〒260-8606 千葉県千葉市中央区椿森4-1-2 

訂正及び利用停止について、他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続が定
められている場合の当該法令
の名称等 

― 

 法第２条第４項第１号 

 （電算処理ファイル） 

個人情報ファイルの種別 
令第４条第３号に該当するフ

ァイル 

    有 無 

 法第２条第４項第２号 

（マニュアル処理ファイル）

備   考 
検査・撮影終了後、５年間保存の後廃棄物処理業者に溶解して

廃棄することを委託 
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＜様式２＞ 個人情報ファイル簿（単票） 
 

個人情報ファイルの名称 診療録 

独立行政法人等の名称 独立行政法人国立病院機構 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

横浜医療センター事務部企画課 

個人情報ファイルの利用目的 
医療サービスの提供、医療保険事務、医療事故等の報告、症例

研究のために利用する。 

記録項目 
１氏名、２性別、３生年月日、４住所、５電話番号、 

６保険情報、７病歴、８診療経過、９身体状況 

記録範囲 横浜医療センターに受診した患者 

記録情報の収集方法 本人からの聴取、患者から提出された保険証、患者の診療 

記録情報の経常的提供先 紹介先の病院、裁判所 

(名 称) 横浜医療センター事務部管理課 
開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(所在地)〒245-8575 横浜市戸塚区原宿３－６０－２ 

訂正及び利用停止について、他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続が定
められている場合の当該法令
の名称等 

― 

 法第２条第４項第１号 

 （電算処理ファイル） 

個人情報ファイルの種別 
令第４条第３号に該当するフ

ァイル 

    有 無 

 法第２条第４項第２号 

（マニュアル処理ファイル）

備   考  
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e-Gov home >  検索結果 > 個人情報ファイル簿の詳細

個人情報ファイル簿の検索

検索結果 

戻る

個人情報ファイルの名称 女性人材データベースシステム

行政機関の名称 内閣府

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

男女共同参画局推進課

個人情報ファイルの利用目的
男女共同参画基本計画に具体的施策として掲げている、国の審議会等委員への女性の参画促進
に資するため、審議会等委員の候補者選定の際の資料としてもらう目的で、審議会等委員とな
りうる人材の情報を提供する。

記録項目
１府省庁名及び担当部局名、２審議会等名、３委員数、４うち女性委員数、５委員名、６現職
名、７任期満了年月日、８専門分野

記録範囲 国の審議会等の女性委員

記録情報の収集方法 内閣府から各省庁に対して審議会等の女性委員の名簿提出を依頼

記録情報の経常的提供先 希望する行政機関

開示請求等を受理する組織の名称及び
所在地

内閣府大臣官房総務課
東京都千代田区永田町１－６－１

訂正及び利用停止に関する他の法律又
はこれに基づく命令の規定による特別
の手続等

－

個人情報ファイルの種別 法第２条第４項第１号（電算処理ファイル）

令第９条に該当するファイル なし

戻る

Copyright © Ministry of Internal Affairs and Communications All Rights Reserved.

e-Govについて 個人情報の取扱について リンクについて 安全な通信（SSL）について サイトマップ

e-Gov（イーガブ）は総務省が運営する総合的な行政ポータルサイトです
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e-Gov home >  検索結果 > 個人情報ファイル簿の詳細

個人情報ファイル簿の検索

検索結果 

戻る

個人情報ファイルの名称 平成２５年秋の勲章・褒章拝謁者名簿

行政機関の名称 宮内庁

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

長官官房総務課

個人情報ファイルの利用目的 拝謁者の記録を保存し，拝謁行事の事務に資する

記録項目 １勲章・褒章等の種別、２氏名、３年齢、４配偶者名、５配偶者年齢、６住所

記録範囲 勲章・褒章受章拝謁者

記録情報の収集方法 関係省庁からの通知

記録情報の経常的提供先 皇宮警察本部 報道機関

開示請求等を受理する組織の名称及び
所在地

宮内庁長官官房秘書課 東京都千代田区千代田１番１号

訂正及び利用停止に関する他の法律又
はこれに基づく命令の規定による特別
の手続等

－

個人情報ファイルの種別 法第２条第４項第２号（マニュアル処理ファイル）

戻る

Copyright © Ministry of Internal Affairs and Communications All Rights Reserved.

e-Govについて 個人情報の取扱について リンクについて 安全な通信（SSL）について サイトマップ

e-Gov（イーガブ）は総務省が運営する総合的な行政ポータルサイトです

1/1ページ電子政府の総合窓口 -個人情報ファイル簿の検索-

2014/09/20http://gkjh.e-gov.go.jp/servlet/Ksearch?CLASSNAME=KJNMSTDETAIL&seqNo=0...
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e-Gov home >  検索結果 > 個人情報ファイル簿の詳細

個人情報ファイル簿の検索

検索結果 

戻る

個人情報ファイルの名称 景品・表示調査員名簿

行政機関の名称 消費者庁

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

表示対策課

個人情報ファイルの利用目的 景品・表示調査員制度の運営のため。

記録項目 1氏名、2経験年数、3住所、4電話番号

記録範囲 本年及び過去5年において景品・表示調査員を委嘱した者

記録情報の収集方法 景品・表示調査員応募はがき

記録情報の経常的提供先 社団法人全国公正取引協議会連合会、公正取引協議会

開示請求等を受理する組織の名称及び
所在地

消費者庁総務課
東京都千代田区永田町2-11-1

訂正及び利用停止に関する他の法律又
はこれに基づく命令の規定による特別
の手続等

-

個人情報ファイルの種別 法第２条第４項第２号（マニュアル処理ファイル）

戻る

Copyright © Ministry of Internal Affairs and Communications All Rights Reserved.

e-Govについて 個人情報の取扱について リンクについて 安全な通信（SSL）について サイトマップ

e-Gov（イーガブ）は総務省が運営する総合的な行政ポータルサイトです

1/1ページ電子政府の総合窓口 -個人情報ファイル簿の検索-
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e-Gov home >  検索結果 > 個人情報ファイル簿の詳細

個人情報ファイル簿の検索

検索結果 

戻る

個人情報ファイルの名称 人権相談ファイル

行政機関の名称 法務省

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

札幌法務局人権擁護部、函館地方法務局人権擁護課、旭川地方法務局人権擁護課、釧路地方法
務局人権擁護課、仙台法務局人権擁護部、青森地方法務局人権擁護課、盛岡地方法務局人権擁
護課、秋田地方法務局人権擁護課、山形地方法務局人権擁護課、福島地方法務局人権擁護課、
東京法務局人権擁護部、水戸地方法務局人権擁護課、宇都宮地方法務局人権擁護課、前橋地方
法務局人権擁護課、さいたま地方法務局人権擁護課、千葉地方法務局人権擁護課、横浜地方法
務局人権擁護課、新潟地方法務局人権擁護課、甲府地方法務局人権擁護課、長野地方法務局人
権擁護課、静岡地方法務局人権擁護課、名古屋法務局人権擁護部、富山地方法務局人権擁護
課、金沢地方法務局人権擁護課、福井地方法務局人権擁護課、岐阜地方法務局人権擁護課、津
地方法務局人権擁護課、大阪法務局人権擁護部、大津地方法務局人権擁護課、京都地方法務局
人権擁護課、神戸地方法務局人権擁護課、奈良地方法務局人権擁護課、和歌山地方法務局人権
擁護課、広島法務局人権擁護部、鳥取地方法務局人権擁護課、松江地方法務局人権擁護課、岡
山地方法務局人権擁護課、山口地方法務局人権擁護課、高松法務局人権擁護部、徳島地方法務
局人権擁護課、松山地方法務局人権擁護課、高知地方法務局人権擁護課、福岡法務局人権擁護
部、佐賀地方法務局人権擁護課、長崎地方法務局人権擁護課、熊本地方法務局人権擁護課、大
分地方法務局人権擁護課、宮崎地方法務局人権擁護課、鹿児島地方法務局人権擁護課、那覇地
方法務局人権擁護課

個人情報ファイルの利用目的 人権相談の処理に利用する

記録項目
１氏名、２住所、３年齢（年代）、４性別、５Ｅメールアドレス、６ 相談内容区分、７相談
内容、８電話番号、９受付年月日、１０受付番号

記録範囲 インターネットを通じて人権相談等を行った者

記録情報の収集方法 本人からの申出

記録情報の経常的提供先 －

札幌法務局庶務課
〒０６０－０８０８ 北海道札幌市北区北８条西２－１－１
函館地方法務局総務課
〒０４０－８５３３ 北海道函館市新川町２５－１８ 函館地方合同庁舎
旭川地方法務局総務課
〒０７０－８６４５ 北海道旭川市花咲町４－２２７２
釧路地方法務局総務課
〒０８５－８５２２ 北海道釧路市幸町１０－３ 釧路地方合同庁舎
仙台法務局庶務課
〒９８０－８６０１ 宮城県仙台市青葉区春日町７－２５
青森地方法務局総務課
〒０３０－８５１１ 青森県青森市長島１－３－５ 青森第２合同庁舎
盛岡地方法務局総務課
〒０２０－００２３ 岩手県盛岡市内丸７－２５ 盛岡合同庁舎
秋田地方法務局総務課
〒０１０－０９５１ 秋田県秋田市山王７－１－３
山形地方法務局総務課
〒９９０－００４１ 山形県山形市緑町１－５－４８ 山形地方合同庁舎
福島地方法務局総務課
〒９６０－８０２１ 福島県福島市霞町１－４６ 福島合同庁舎
東京法務局総務部庶務課
〒１０２－８２２５ 東京都千代田区九段南１－１－１５ 九段第２合同庁舎
水戸地方法務局総務課
〒３１０－００６１ 茨城県水戸市北見町１－１ 水戸地方法務合同庁舎
宇都宮地方法務局総務課
〒３２０－８５１５ 栃木県宇都宮市小幡２－１－１１
前橋地方法務局総務課
〒３７１－８５３５ 群馬県前橋市大手町２－１０－５
さいたま地方法務局総務課
〒３３０－８５１３ 埼玉県さいたま市浦和区高砂３－１６－５８ さいたま法務総合庁舎
千葉地方法務局総務課
〒２６０－８５１８ 千葉県千葉市中央区中央港１－１１－３ 千葉地方合同庁舎
横浜地方法務局総務課
〒２３１－８４１１ 神奈川県横浜市中区北仲通５－５７ 横浜第２合同庁舎
新潟地方法務局総務課

e-Gov（イーガブ）は総務省が運営する総合的な行政ポータルサイトです
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開示請求等を受理する組織の名称及び
所在地

〒９５１－８５０４ 新潟県新潟市西大畑町５１９１ 新潟地方法務総合庁舎
甲府地方法務局総務課
〒４００－８５２０ 山梨県甲府市北口１－２－１９ 甲府地方合同庁舎
長野地方法務局総務課
〒３８０－０８４６ 長野県長野市旭町１１０８
静岡地方法務局総務課
〒４２０－８６５０ 静岡県静岡市葵区追手町９－５０ 静岡地方合同庁舎
名古屋法務局庶務課
〒４６０－８５１３ 愛知県名古屋市中区三の丸２－２－１ 名古屋合同庁舎第１号館
富山地方法務局総務課
〒９３０－０８５６ 富山県富山市牛島新町１１－７ 富山合同庁舎
金沢地方法務局総務課
〒９２１－８５０５ 石川県金沢市新神田４－３－１０ 金沢新神田合同庁舎
福井地方法務局総務課
〒９１０－８５０４ 福井県福井市春山１－１－５４ 福井春山合同庁舎
岐阜地方法務局総務課
〒５００－８７２９ 岐阜県岐阜市金竜町５－１３
津地方法務局総務課
〒５１４－８５０３ 三重県津市丸之内２６－８ 津合同庁舎
大阪法務局総務部庶務課
〒５４０－８５４４ 大阪府大阪市中央区谷町２－１－１７ 大阪第２法務合同庁舎
大津地方法務局総務課
〒５２０－８５１６ 滋賀県大津市京町３－１－１
京都地方法務局総務課
〒６０２－８５７７ 京都府京都市上京区荒神口通河原町東入上生洲町１９７
神戸地方法務局総務課
〒６５０－００４２ 兵庫県神戸市中央区波止場町１－１ 神戸第２地方合同庁舎
奈良地方法務局総務課
〒６３０－８３０１ 奈良県奈良市高畑町５５２
和歌山地方法務局総務課
〒６４０－８５５２ 和歌山県和歌山市二番丁２ 和歌山地方合同庁舎
広島法務局庶務課
〒７３０－８５３６ 広島県広島市中区上八丁堀６－３０
鳥取地方法務局総務課
〒６８０－００１１ 鳥取県鳥取市東町２－３０２ 鳥取第２地方合同庁舎
松江地方法務局総務課
〒６９０－０８８６ 島根県松江市母衣町５０ 松江法務合同庁舎
岡山地方法務局総務課
〒７００－８６１６ 岡山県岡山市南方１－３－５８
山口地方法務局総務課
〒７５３－８５７７ 山口県山口市中河原町６－１６ 山口地方合同庁舎２号館
高松法務局庶務課
〒７６０－８５０８ 香川県高松市丸の内１－１ 高松法務合同庁舎
徳島地方法務局総務課
〒７７０－８５１２ 徳島県徳島市徳島町城内６－６ 徳島地方合同庁舎
松山地方法務局総務課
〒７９０－８５０５ 愛媛県松山市宮田町１８８－６ 松山地方合同庁舎
高知地方法務局総務課
〒７８０－８５０９ 高知県高知市小津町４－３０
福岡法務局庶務課
〒８１０－８５１３ 福岡県福岡市中央区舞鶴３－９－１５
佐賀地方法務局総務課
〒８４０－００４１ 佐賀県佐賀市城内２－１０－２０
長崎地方法務局総務課
〒８５０－８５０７ 長崎県長崎市万才町８－１６
熊本地方法務局総務課
〒８６２－０９７１ 熊本県熊本市大江３－１－５３ 熊本第２合同庁舎
大分地方法務局総務課
〒８７０－００４５ 大分県大分市城崎町２－３－２１
宮崎地方法務局総務課
〒８８０－８５１３ 宮崎県宮崎市旭２－１－１８
鹿児島地方法務局総務課
〒８９０－８５１８ 鹿児島県鹿児島市鴨池新町１－２
那覇地方法務局総務課
〒９００－８５４４ 沖縄県那覇市樋川１－１５－１５ 那覇第１地方合同庁舎

訂正及び利用停止に関する他の法律又
はこれに基づく命令の規定による特別
の手続等

－

個人情報ファイルの種別 法第２条第４項第１号（電算処理ファイル）

令第９条に該当するファイル なし

戻る
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e-Gov home >  検索結果 > 個人情報ファイル簿の詳細

個人情報ファイル簿の検索

検索結果 

戻る

個人情報ファイルの名称 消費者相談受付カード

行政機関の名称 経済産業省

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

商務情報政策局商務流通グループ商取引・消費経済政策課消費者相談室

個人情報ファイルの利用目的
消費者相談に対する情報提供その他の処理に関する事務の遂行、並びに消費者相談の内容を経
済産業省の行う施策の企画立案及び実施に利用する。

記録項目
１受付局、２受付年月日、３件名、４相談内容、５処理内容、６相談区分等、７事業者属性、
８申出者氏名、９住所地県名、１０電話番号、１１性別、１２年齢層、１３続柄

記録範囲 相談者

記録情報の収集方法
相談者からの聞き取り及び相談者の申告（消費者相談の際に申告のあったものに限る。匿名も
可としている。）

記録情報の経常的提供先 －

開示請求等を受理する組織の名称及び
所在地

（名称）経済産業省行政情報センター（行政機関個人情報保護法窓口）
（所在地）〒100-8901東京都千代田区霞ヶ関１－３－１

訂正及び利用停止に関する他の法律又
はこれに基づく命令の規定による特別
の手続等

－

個人情報ファイルの種別 法第２条第４項第１号（電算処理ファイル）

令第９条に該当するファイル なし

戻る
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e-Gov home >  検索結果 > 個人情報ファイル簿の詳細

個人情報ファイル簿の検索

検索結果 

戻る

個人情報ファイルの名称 外交史料館利用者ファイル

行政機関の名称 外務省

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

大臣官房 総務課 外交史料館

個人情報ファイルの利用目的
当館利用状況統計の作成、当館利用者のニーズに応じた史料検索のためのアドバイス、史料複
製物の送付、史料の破損等があった場合の利用者の特定・連絡のために利用する。

記録項目

１氏名、２国籍、３住所、４電話番号、５職業、６連絡先（勤務先、学校名等、電話番号、７
調査事項又は研究題目、８閲覧史料情報（分類番号、件名、冊数、返却確認）、９複写申込書
情報（複製物の送り先・電話番号（上記住所・電話番号と異なる場合のみ）、複製物の使用目
的、複製物の種類及び部数、備考）

記録範囲 利用申込書又は複写申込書の提出者

記録情報の収集方法
利用申込書（ただし、利用申込書提出者が閲覧申込書や複写申込書を提出した場合には、それ
らも含む）

記録情報の経常的提供先 －

開示請求等を受理する組織の名称及び
所在地

外務省大臣官房総務課外交記録・情報公開室
〒100-8919東京都千代田区霞が関2-2-1

訂正及び利用停止に関する他の法律又
はこれに基づく命令の規定による特別
の手続等

－

個人情報ファイルの種別 法第２条第４項第２号（マニュアル処理ファイル）

戻る
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e-Gov home >  検索結果 > 個人情報ファイル簿の詳細

個人情報ファイル簿の検索

検索結果 

戻る

個人情報ファイルの名称 訪問者管理システム（期間登録者管理）

行政機関の名称 経済産業省

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

大臣官房情報システム厚生課厚生企画室

個人情報ファイルの利用目的
当省来訪者の入管登録に際し、頻繁に来訪する外来者に対しては、入管の円滑化を図るため、
一定期間にわたって入管の登録を行う期間登録制度を設けている。その対象者の登録及び来訪
時の本人確認に利用する。

記録項目 １カナ氏名、２氏名、３会社名・団体名、４所属、５連絡先

記録範囲 当省に１年以上頻繁に来訪することが見込まれる者

記録情報の収集方法 対象者からの申込

記録情報の経常的提供先 なし

開示請求等を受理する組織の名称及び
所在地

(名 称)経済産業省大臣官房個人情報保護室
(所在地)〒100-8901東京都千代田区霞が関１－３－１

訂正及び利用停止に関する他の法律又
はこれに基づく命令の規定による特別
の手続等

－

個人情報ファイルの種別 法第２条第４項第１号（電算処理ファイル）

令第９条に該当するファイル なし

戻る
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独立行政法人等個人情報保護法の適用対象法人一覧 （201 法人） 
（平成 26 年４月１日予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

独立行政

法人 

すべて 

対象 

９８ 

【理事長等任命又は政府出資がある】  ９８法人 

奄美群島振興開発基金、医薬基盤研究所、医薬品医療機器総合機構、宇宙航空研究開

発機構、海技教育機構、海上技術安全研究所、海洋研究開発機構、科学技術振興機構、

家畜改良センター、環境再生保全機構、教員研修センター、勤労者退職金共済機構、

空港周辺整備機構、経済産業研究所、建築研究所、航海訓練所、工業所有権情報・研

修館、航空大学校、交通安全環境研究所、高齢・障害・求職者雇用支援機構、港湾空

港技術研究所、国際観光振興機構、国際協力機構、国際交流基金、国際農林水産業研

究センター、国民生活センター、国立印刷局、国立科学博物館、国立環境研究所、国

立がん研究センター、国立健康・栄養研究所、国立高等専門学校機構、国立公文書館、

国立国際医療研究センター、国立重度知的障害者総合施設のぞみの園、国立循環器病

研究センター、国立女性教育会館、国立成育医療研究センター、国立青少年教育振興

機構、国立精神・神経医療研究センター、国立大学財務・経営センター、国立長寿医

療研究センター、国立特別支援教育総合研究所、国立美術館、国立病院機構、国立文

化財機構、産業技術総合研究所、自動車検査独立行政法人、自動車事故対策機構、住

宅金融支援機構、種苗管理センター、酒類総合研究所、情報処理推進機構、情報通信

研究機構、新エネルギー・産業技術総合開発機構、森林総合研究所、水産総合研究セ

ンター、水産大学校、製品評価技術基盤機構、石油天然ガス・金属鉱物資源機構、造

幣局、大学入試センター、大学評価・学位授与機構、地域医療機能推進機構、中小企

業基盤整備機構、駐留軍等労働者労務管理機構、鉄道建設・運輸施設整備支援機構、

電子航法研究所、統計センター、都市再生機構、土木研究所、日本学術振興会、日本

学生支援機構、日本芸術文化振興会、日本原子力研究開発機構、日本高速道路保有・

債務返済機構、日本スポーツ振興センター、日本貿易振興機構、日本貿易保険、年金

積立金管理運用独立行政法人、農業環境技術研究所、農業者年金基金、農業生物資源

研究所、農業・食品産業技術総合研究機構、農畜産業振興機構、農林漁業信用基金、

農林水産消費安全技術センター、福祉医療機構、物質・材料研究機構、防災科学技術

研究所、放射線医学総合研究所、北方領土問題対策協会、水資源機構、郵便貯金・簡

易生命保険管理機構、理化学研究所、労働安全衛生総合研究所、労働者健康福祉機構、

労働政策研究・研修機構 

 

 

 

 

 

国立大学

法人 

すべて 

対象 

８６ 

【理事長等任命又は政府出資がある】  ８６法人 

北海道大学、北海道教育大学、室蘭工業大学、小樽商科大学、帯広畜産大学、旭川医

科大学、北見工業大学、弘前大学、岩手大学、東北大学、宮城教育大学、秋田大学、

山形大学、福島大学、茨城大学、筑波大学、筑波技術大学、宇都宮大学、群馬大学、

埼玉大学、千葉大学、東京大学、東京医科歯科大学、東京外国語大学、東京学芸大学、

東京農工大学、東京芸術大学、東京工業大学、東京海洋大学、お茶の水女子大学、電

気通信大学、一橋大学、横浜国立大学、新潟大学、長岡技術科学大学、上越教育大学、

富山大学、金沢大学、福井大学、山梨大学、信州大学、岐阜大学、静岡大学、浜松医

科大学、名古屋大学、愛知教育大学、名古屋工業大学、豊橋技術科学大学、三重大学、

滋賀大学、滋賀医科大学、京都大学、京都教育大学、京都工芸繊維大学、大阪大学、

大阪教育大学、兵庫教育大学、神戸大学、奈良教育大学、奈良女子大学、和歌山大学、

鳥取大学、島根大学、岡山大学、広島大学、山口大学、徳島大学、鳴門教育大学、香

川大学、愛媛大学、高知大学、福岡教育大学、九州大学、九州工業大学、佐賀大学、

長崎大学、熊本大学、大分大学、宮崎大学、鹿児島大学、鹿屋体育大学、琉球大学、

政策研究大学院大学、総合研究大学院大学、北陸先端科学技術大学院大学、奈良先端

科学技術大学院大学 

 

参考



大学共同

利用機関

法人 

すべて 

対象 

４ 

【理事長等任命又は政府出資がある】  ４法人 

人間文化研究機構、自然科学研究機構、高エネルギー加速器研究機構、情報・シス

テム研究機構 

 

 

 

 

 

特殊法人 

８ 

【理事長等任命又は政府出資がある】  ３法人 

〈事業団〉 日本私立学校振興・共済事業団 

〈公庫〉  沖縄振興開発金融公庫 

〈その他〉 日本年金機構 

【公営競技関係法人】  １法人 

日本中央競馬会 

【特殊会社】  ３法人 

株式会社国際協力銀行、株式会社日本政策金融公庫 

【その他】  ２法人 

 沖縄科学技術大学院大学学園、放送大学学園 

 

認可法人 

４ 

【理事長等任命又は政府出資がある】  ３法人 

原子力損害賠償支援機構、農水産業協同組合貯金保険機構、預金保険機構 

【その他】  １法人 

日本銀行 

 

その他の

法人 

１ 

 

日本司法支援センター 
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